
ISSN 0386-5266

法 政 論 叢
第 4 8 巻　第 2号

日本法政学会
2 0 1 2

国民の模範としての華族の家庭教育 伊　藤　真　希 1
ゴーイングプライベート（非上場化）を伴うMBOに関する株式市場規制の課題
　─『暗闇のギャップ』補足の必要性─ 森　田　理　恵 18
環境法における未必の故意による共謀共同正犯論の再検討
　─最三決平19年11月14日　廃棄物処理法違反の罪を素材として─ 小　針　健　慈 31
児童虐待への刑事法的介入と理論的背景 三　枝　　　有 45
先住民捕鯨の正当性
　─マカ族による先住民生存捕鯨を素材に─ 木　村　美智子 58
地球環境ガバナンスにおけるローカルアクター
　─気候変動ガバナンスの事例─ 横　田　匡　紀 81
フィンランド・カイヌー行政実験における政策形成・決定過程の考察
 藪　長　千　乃 101
市民的主体性と地方自治
　─トクヴィルの政治思想における地方自治の意義─ 杉　本　竜　也 115
ウルグアイ・ラウンド交渉における日本の対応 三　浦　秀　之 128
災害復旧支援と福沢諭吉
　─『時事新報』のキャンペーンを中心に─ 都　倉　武　之 152
瑕疵ある行政調査に関する考察
　─瑕疵ある行政調査に関する判例及び学説の現況を中心とした考察─ 橋　本　直　樹 166
地方分権改革と地方公共団体の財政運営
　─地方公共財供給におけるフライペーパー効果及びスピルオーバー効果─ 斎　藤　英　明 185
高齢者雇用の環境的要因と対応に関する比較事例研究 李　　　崙　碩 197

第２回国際シンポジウム　「非正規雇用の労働問題─日韓比較」　
シンポジウムの概要と質疑応答 神　尾　真知子・廣　瀬　真理子 210
韓国における非正規雇用の実態と課題 李　　　　　鋌 234
韓国の女性非正規職の現況と課題 金　　エリム・　（訳）朴　修　慶 260
日本の非正規労働者の労働問題と労働法 野　間　　　賢 280
日本の非正規女性労働者の現状とILOのディーセント・ワーク政策 木　村　愛　子 296



─ 1─

一
、
は
じ
め
に

　

二
〇
〇
六
年
（
平
成
一
八
）
に
改
正
さ
れ
た
教
育
基
本
法
に
は
家
庭
教
育
に
関
す
る
条
文
が
新
設
さ
れ
た
。
新
設
さ
れ
た
の
は
第
十
条
で

次
の
よ
う
に
あ
る
。「
第
十
条　

１　

父
母
そ
の
他
の
保
護
者
は
、
子
の
教
育
に
つ
い
て
第
一
義
的
責
任
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
生
活

の
た
め
に
必
要
な
習
慣
を
身
に
付
け
さ
せ
る
と
と
も
に
、
自
立
心
を
育
成
し
、
心
身
の
調
和
の
と
れ
た
発
達
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す

る
。　

２ 　

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
家
庭
教
育
の
自
主
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
保
護
者
に
対
す
る
学
習
の
機
会
及
び
情
報
の
提
供
そ
の

他
の
家
庭
教
育
を
支
援
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
戦
後
日
本
に
お
い
て
公
共
政
策
の
レ
ベ
ル

で
家
庭
教
育
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
が
、
近
年
に
な
り
社
会
的
に
家
庭
教
育
の
重
要
性
に
つ
い
て
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。

ち
な
み
に
二
〇
〇
一
年
（
平
成
一
三
）
の
文
部
科
学
省
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
子
育
て
世
代
の
約
七
割
が
家
庭
の
教
育
力
の
低
下
を
実
感
し
て

い
る
と
あ
る
⑴

。

　

戦
前
の
家
庭
教
育
に
つ
い
て
知
る
こ
と
で
、
近
代
日
本
の
家
庭
教
育
の
理
念
の
源
流
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
が
わ
か
る
。
現
在
は
教
育
基
本

法
に
よ
り
家
庭
教
育
は
子
供
の
教
育
の
第
一
段
階
で
あ
り
、
社
会
的
ル
ー
ル
を
学
び
自
立
心
を
養
い
、
心
身
の
健
全
な
成
長
を
促
す
こ
と
で

あ
る
と
、
理
念
の
最
低
限
な
明
確
化
と
統
一
化
が
国
家
的
に
行
わ
れ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
治
期
か
ら
大
正
期
に
は
家
庭
教
育

に
関
す
る
法
律
は
具
体
的
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
子
供
の
教
育
に
関
す
る
法
律
は
民
法
の
「
第
八
百
七
十
九
条 

親
権
ヲ
行
ウ
父
又
ハ

国
民
の
模
範
と
し
て
の
華
族
の
家
庭
教
育

伊　

藤　

真　

希
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母
ハ
未
成
年
ノ
子
ノ
者
ハ
子
ノ
監
護
及
ヒ
教
育
ヲ
ス
ル
権
利
ヲ
有
シ
義
務
ヲ
負
ウ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
家
庭
教
育
と
い
う
よ
り

も
、
親
権
者
が
子
供
を
保
護
養
育
し
、
学
校
で
の
初
等
教
育
を
受
け
さ
せ
る
義
務
が
あ
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
小
学
校
令
で
は
幼
稚
園
が

家
庭
教
育
を
補
う
機
関
と
し
て
の
側
面
を
有
し
て
い
た
。
ま
た
文
部
省
は
高
等
女
学
校
の
建
設
に
お
い
て
、
家
庭
教
育
の
担
い
手
を
養
成
す

る
た
め
の
女
子
教
育
の
意
義
を
述
べ
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
家
庭
教
育
を
目
指
し
た
か
は
法
律
上
の
明
文
は
な
い
。

　

一
方
で
、
一
八
八
二
年
（
明
治
十
七
）
に
公
布
さ
れ
た
華
族
令
（
宮
内
省
達
）
に
は
、「
第
十
条 

華
族
ハ
其
子
弟
ヲ
シ
テ
相
当
ノ
教
育
ヲ

受
ケ
シ
ム
ル
ノ
義
務
ヲ
負
ウ
へ
シ
」
と
あ
る
。
一
九
〇
七
年
（
明
治
四
〇
）
に
華
族
令
（
宮
内
省
達
）
が
廃
止
さ
れ
、
新
し
く
華
族
令
（
皇

室
令
二
号
）
が
施
行
さ
れ
た
。
新
し
い
華
族
令
で
は
古
い
華
族
令
の
第
十
条
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
か
わ
り
に
「
第
二
十
三
条　

有
爵

者
又
ハ
第
五
条
、
第
六
条
⑵

ノ
礼
遇
ヲ
享
ク
ヘ
キ
者
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
礼
遇
ヲ
停
止
ス　

一　

華
族
ノ
品
位
ヲ
保
ツ

コ
ト
能
ハ
サ
ル
者
」
と
新
し
い
華
族
令
で
は
華
族
の
品
位
が
重
要
視
さ
れ
た
。
ど
の
よ
う
な
品
位
で
あ
る
か
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、

こ
の
品
位
の
中
に
は
教
育
に
つ
い
て
も
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
政
府
は
急
速
に
立
憲
君
主
制
を
整
え
る
中
で
、
維
新
の
功
労

者
で
あ
る
新
興
実
力
者
と
旧
来
か
ら
の
貴
族
で
あ
る
公
家
や
大
名
を
「
華
族
」
と
い
う
特
権
階
級
を
作
り
、
立
憲
君
主
制
を
支
え
る
藩
屏
に

し
よ
う
と
し
た
⑶

。
華
族
令
で
は
華
族
の
本
人
や
そ
の
家
族
に
特
権
を
与
え
た
。
そ
れ
と
同
時
に
華
族
は
本
人
や
家
族
が
犯
罪
者
や
破
産
者

に
な
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
爵
位
を
剥
奪
さ
れ
た
り
、
そ
の
礼
遇
が
停
止
さ
れ
た
り
し
た
。
そ
し
て
華
族
の
品
位
を
汚
す
者
や
相
当
の
教
育
を

受
け
る
義
務
が
満
た
せ
な
い
者
も
華
族
の
礼
遇
を
停
止
さ
れ
る
と
し
て
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
華
族
に
と
っ
て
子
弟
の
教
育
は
重
要
な
事
柄
で

あ
っ
た
。
華
族
令
（
宮
内
省
達
）
第
十
条
に
は
「
相
当
ノ
教
育
」
と
あ
っ
た
が
、
具
体
的
な
指
針
は
な
い
も
の
の
、
政
府
は
学
習
院
を
整
備

す
る
こ
と
に
よ
り
、
華
族
子
弟
の
高
学
歴
を
保
障
し
た
。
し
か
し
、
華
族
に
は
学
校
教
育
だ
け
で
は
な
く
、
品
位
に
つ
い
て
も
保
つ
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
に
は
文
化
が
あ
り
、
と
く
に
歴
史
を
有
す
る
名
門
家
で
あ
る
公
家
華
族
や
大
名
華
族
の
家
に
は
家

ご
と
に
長
期
に
わ
た
り
培
っ
て
き
た
伝
統
的
な
文
化
が
あ
る
。
各
家
の
伝
統
的
な
文
化
や
道
徳
の
継
承
に
つ
い
て
は
学
校
教
育
に
の
み
任
せ

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
た
の
が
家
庭
教
育
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
華
族
に
と
っ
て
家
庭
教
育
は
極
め
て
重
要
な
関
心
事

で
あ
っ
た
。
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さ
て
、
家
庭
教
育
は
当
然
そ
の
家
ご
と
の
個
人
的
な
活
動
で
あ
る
。
地
方
の
農
村
や
漁
村
に
関
し
て
は
家
庭
教
育
と
い
え
ば
家
業
の
手
伝

い
を
通
じ
て
の
職
業
訓
練
的
な
要
素
が
強
い
家
庭
教
育
が
行
わ
れ
て
い
た
⑷

。
都
市
部
に
関
し
て
は
明
治
末
期
か
ら
昭
和
戦
前
期
の
新
中
間

層
の
家
庭
教
育
や
そ
れ
を
担
っ
た
主
婦
に
つ
い
て
は
雑
誌
を
中
心
の
資
料
と
し
た
研
究
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
⑸

。
し

か
し
な
が
ら
、
華
族
研
究
に
お
い
て
、
家
制
度
や
文
化
の
研
究
で
は
一
部
教
育
に
触
れ
る
も
の
も
あ
る
⑹

が
、
明
治
時
代
か
ら
昭
和
戦
前
期

ま
で
政
治
や
行
政
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
華
族
の
家
庭
教
育
を
中
心
に
お
い
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
華
族
の
た
め
の
公
教
育
機

関
と
し
て
学
習
院
と
い
う
エ
リ
ー
ト
養
成
校
が
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
華
族
が
子
弟
に
家
庭
で
ど
の
よ
う
な
教
育
を
し
て
い
た
の
か
知
る

こ
と
は
、
時
代
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
誕
生
し
た
か
知
る
た
め
に
も
重
要
で
あ
る
。
ま
た
明
治
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
近
代

に
お
け
る
初
期
の
家
庭
教
育
の
実
像
を
知
る
た
め
に
も
重
要
で
あ
る
。
近
時
の
先
行
研
究
に
は
、
小
山
彰
子
「［
研
究
ノ
ー
ト
］
華
族
家
の

教
育
史—

—

あ
る
大
名
華
族
家
四
代
の
聞
き
取
り
調
査
か
ら
」
⑺

が
あ
る
。
こ
の
研
究
は
上
流
階
級
の
教
育
や
学
歴
お
よ
び
学
校
選
択
の
価

値
観
な
ど
の
再
生
産
に
つ
い
て
、大
正
期
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
の
四
世
代
に
わ
た
り
検
証
し
て
い
る
。聞
き
取
り
調
査
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

対
象
者
は
匿
名
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
各
家
の
歴
史
的
背
景
な
ど
に
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
ま
た
四
世
代
中
の
第
三
、
第
四

世
代
は
あ
き
ら
か
に
旧
大
名
華
族
家
出
身
者
で
は
な
く
、
日
本
の
上
層
階
級
の
研
究
と
は
い
え
る
だ
ろ
う
が
、
あ
る
大
名
華
族
家
四
代
の
聞

き
取
り
調
査
と
は
言
え
な
い
⑻

。
小
山
の
研
究
は
あ
る
一
族
の
時
代
を
縦
軸
に
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
手
法
で
分
析
し
て
い
る
。
そ
れ
に

対
し
、
本
研
究
で
は
同
時
代
の
複
数
の
大
名
華
族
の
家
庭
教
育
に
つ
い
て
第
一
次
資
料
を
中
心
に
比
較
と
分
析
を
行
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
一
九
〇
五
年
（
明
治
三
八
）
に
『
家
庭
の
模
範
』
⑼

と
い
う
書
物
が
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
序
文
に
は
、
華
族
を
は
じ
め
と
す
る

上
流
階
級
の
家
庭
生
活
が
中
流
階
級
の
家
庭
生
活
モ
デ
ル
と
し
て
役
立
つ
と
あ
る
。
こ
の
本
に
お
い
て
鍋
島
侯
爵
家
、
岡
部
子
爵
家
、
加
納

子
爵
家
の
大
名
華
族
三
家
の
家
庭
生
活
が
紹
介
さ
れ
た
。
な
ぜ
、
彼
ら
が
模
範
的
な
家
族
と
し
て
注
目
さ
れ
た
の
か
、
一
般
的
な
華
族
の
生

活
ぶ
り
と
の
比
較
や
、
新
中
間
層
の
生
活
と
比
較
し
つ
つ
分
析
し
た
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
二
〇
世
紀
初
頭
に
お
け
る
日
本
社
会
が

家
庭
教
育
に
何
を
期
待
し
た
の
か
考
え
る
手
が
か
り
と
し
た
い
。
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二
、『
家
庭
の
模
範
』
に
登
場
し
た
華
族
の
家
庭
教
育

　
『
家
庭
の
模
範
』
は
女
性
向
け
総
合
教
養
雑
誌
で
あ
る
『
女
学
世
界
』
⑽

に
中
村
鉿
子
⑾

に
よ
っ
て
連
載
さ
れ
た
「
貴
婦
人
の
嗜こ

の
み好

」
を
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
。『
女
学
世
界
』
は
一
九
〇
一
年
（
明
治
三
四
）
か
ら
一
九
二
五
年
（
大
正
十
四
）
に
博
文
館
か
ら
刊
行
さ
れ
、
読
者

層
と
し
て
は
中
等
教
育
を
受
け
た
女
性
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
い
た
。「
貴
婦
人
の
嗜
好
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
当
時
二
万
部
ほ
ど
発
行
さ

れ
て
い
た
と
い
わ
れ
、
商
業
的
に
成
功
し
た
明
治
期
の
女
性
誌
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
⑿

。

　
「
貴
婦
人
の
嗜
好
」
の
記
事
は
中
村
が
上
流
家
庭
に
取
材
に
行
き
、
夫
人
の
日
々
の
生
活
や
育
児
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
、
ま
た
そ

の
家
庭
の
様
子
な
ど
の
イ
ラ
ス
ト
を
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
雑
誌
の
巻
頭
グ
ラ
ビ
ア
に
は
取
材
先
の
家
族
写
真
が
載
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

単
行
本
化
の
際
に
、
雑
誌
記
事
に
あ
っ
た
イ
ラ
ス
ト
や
写
真
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
雑
誌
『
ガ
リ
バ
ー
』
や
『
太
陽
』
は
売
上
向
上

の
た
め
に
、
皇
室
や
華
族
の
グ
ラ
ビ
ア
を
利
用
し
て
い
た
⒀

。
ま
た
明
治
天
皇
妃
昭
憲
皇
后
は
、
そ
の
行
動
や
肖
像
が
国
民
に
報
道
さ
れ
る

こ
と
で
、
国
家
的
に
良
妻
賢
母
を
推
進
す
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
⒁

。「
貴
婦
人
の
嗜
好
」
の
連
載
は
一
九
〇
三
年
（
明

治
三
六
） 

七
月
の
『
女
学
世
界
』
第
三
巻
九
号
か
ら
始
ま
っ
た
。
第
一
回
の
記
事
は
雑
誌
の
約
二
〇
〇
頁
中
一
四
三
頁
か
ら
と
後
ろ
の
ほ
う

の
掲
載
だ
っ
た
が
、
第
二
回
に
は
六
五
頁
か
ら
、
第
三
回
に
は
一
一
頁
か
ら
と
な
り
、
ま
た
表
紙
に
も
連
載
名
が
載
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
貴

婦
人
の
嗜
好
」
は
連
載
が
始
ま
っ
て
す
ぐ
に
人
気
が
出
た
か
、
あ
る
い
は
編
集
部
の
力
の
入
っ
た
連
載
だ
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
連
載
当
時
『
女
学
世
界
』
に
は
読
者
欄
が
な
か
っ
た
の
で
実
際
に
読
者
が
こ
れ
ら
の
記
事
を
ど
う
捉
え
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
⒂

。

連
載
当
初
は
学
者
や
政
治
家
の
妻
、
大
名
華
族
、
勲
功
家
族
の
妻
、
女
性
教
育
者
の
記
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
日
露
戦
争
勃
発
後
か
ら
し

ば
ら
く
軍
人
の
家
庭
へ
の
取
材
の
み
と
な
り
、
題
名
も
一
時
「
軍
人
家
庭
」
に
変
更
さ
れ
た
。
一
九
〇
四
年
（
明
治
三
七
）
一
二
月
ま
で
連

載
が
続
き
、
一
九
〇
五
年
（
明
治
三
八
）
三
月
に
三
〇
人
の
夫
人
た
ち
の
家
庭
に
つ
い
て
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
を
ま
と
め
て
『
家
庭
の
模

範
』
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
も
た
び
た
び
上
流
階
級
の
婦
人
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
が
『
女
学
世
界
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

が
、
単
行
本
化
は
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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『
家
庭
の
模
範
』
に
は
権
門
の
部
と
し
て
大
名
華
族
と
勲
功
華
族
の
七
人
の
夫
人
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
勲
功
華
族
で
も
軍
人
と
し
て
家

族
に
な
っ
た
者
の
夫
人
に
つ
い
て
は
軍
人
の
部
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
今
回
と
り
あ
げ
る
武
家
華
族
に
つ
い
て
は
、
毛
利
公
爵
家
、
鍋
島
侯

爵
家
、
岡
部
子
爵
家
、
加
納
子
爵
家
が
登
場
す
る
が
、
毛
利
家
は
公
爵
の
母
親
が
取
材
対
象
で
あ
り
、
実
際
に
子
育
て
中
の
婦
人
で
は
な
い

た
め
に
と
り
あ
げ
な
い
。

　
『
家
庭
の
模
範
』
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
三
家
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
デ
ー
タ
を
紹
介
し
た
い
。

　

鍋
島
侯
爵
家
の
当
主
は
鍋
島
直な

お
ひ
ろ大

、
旧
佐
賀
藩
藩
主
家
で
石
高
は
三
五
万
七
〇
〇
〇
石
と
い
う
外
様
大
名
で
あ
り
、
夫
人
の
榮な

が
こ子

は
広
橋

安
胤
の
五
女
で
広
橋
伯
爵
家
出
身
で
あ
る
。
直
大
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
留
学
経
験
が
あ
り
、
外
務
省
に
入
省
後
イ
タ
リ
ア
公
使
と
な
り
、
そ

の
後
は
宮
中
顧
問
官
や
貴
族
院
議
員
と
し
て
活
躍
し
た
。
直
大
に
は
前
妻
の
胤
子
と
の
間
に
朗さ

え
こ子

、
直な

お
み
つ映

が
い
る
。
榮
子
と
の
間
に
は
伊
都

子
、
茂
子
、
信
子
、
直な

お
た
だ縄

、
尚
子
が
い
た
。
ま
た
側
室
も
お
り
、
側
室
と
の
間
に
は
貞
次
郎
、
信
孝
、
俊
子
、
哲
雄
が
い
た
。
直
映
は
イ
ギ

リ
ス
留
学
後
、
外
務
省
に
嘱
託
で
勤
め
、
韓
国
の
農
事
事
業
調
査
に
携
わ
っ
た
。
直
縄
は
分
家
筋
で
あ
る
旧
肥
前
鹿
島
藩
主
家
の
鍋
島
直
彬

子
爵
の
養
子
と
な
り
、
東
京
外
国
語
学
校
独
逸
語
学
科
を
卒
業
後
は
、
ド
イ
ツ
へ
留
学
し
林
学
を
学
び
、
帰
国
後
は
佐
賀
百
六
銀
行
頭
取
や

貴
族
院
議
員
を
務
め
た
⒃

。
次
女
伊
都
子
は
梨
本
宮
守
正
王
妃
と
な
っ
た
。

　

岡
部
子
爵
家
の
当
主
は
岡
部
長な

が
も
と職

、
旧
岸
和
田
藩
藩
主
家
で
石
高
は
五
万
三
〇
〇
〇
石
で
あ
り
、
夫
人
の
坻お

か

こ子
は
前
田
齊
泰
の
四
女
で
前

田
侯
爵
家
出
身
で
あ
る
。
長
職
は
欧
米
へ
の
留
学
経
験
が
あ
り
、
外
務
省
に
入
る
と
条
約
改
正
交
渉
の
担
当
と
し
て
活
躍
、
貴
族
院
議
員
と

し
て
も
活
躍
し
、
司
法
相
ま
で
に
な
っ
た
。
長
職
は
前
妻
錫よ

う
こ子

と
の
間
に
す
で
に
、
清す

が
こ子

、
鍾ま

さ
こ子

、
長
景
が
い
た
。
坻
子
と
の
間
に
は
長な

が
た
け剛

、

長な
が
た
か挙

、
栄さ

き
こ子

、
豊と

よ
こ子

、
長な

が
よ世

、
盈み

つ
こ子

、
長な

が
か
ず量

、
久ひ

さ
こ子

、
長な

が
た
つ建

、
長な

が
の
ぶ伸

、
長

な
が
あ
き
ら章

を
も
う
け
た
。
長
男
長
景
は
大
正
期
か
ら
昭
和
戦
前
期
に
外
務

官
僚
、
貴
族
院
議
員
と
し
て
活
躍
し
、
文
部
大
臣
と
ま
で
な
っ
た
。
三
男
長
挙
は
朝
日
新
聞
社
社
長
の
村
山
龍
平
の
養
子
と
な
り
、
の
ち
に

朝
日
新
聞
社
社
長
と
な
っ
た
。
末
子
の
長
章
は
戦
前
戦
中
と
昭
和
天
皇
の
侍
従
を
務
め
て
い
る
。
娘
た
ち
は
三
井
家
な
ど
の
裕
福
な
実
業
家

と
結
婚
し
て
い
る
。

　

加
納
子
爵
家
の
当
主
は
加
納
久ひ

さ
よ
し宜

、
旧
一
宮
藩
藩
主
家
で
石
高
は
一
万
三
〇
〇
〇
石
、
夫
人
の
鎰い

つ
こ子

は
原
三
蔭
の
次
女
で
あ
る
。
加
納
は
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留
学
準
備
を
し
て
い
た
が
、
留
学
を
断
念
し
内
務
省
に
出
仕
し
、
鹿
児
島
県
知
事
を
務
め
た
。
鹿
児
島
で
は
殖
産
事
業
や
教
育
事
業
に
力
を

入
れ
庶
民
の
生
活
改
善
に
努
め
た
。
鹿
児
島
県
知
事
を
退
任
後
は
、
お
も
に
貴
族
院
議
員
と
し
て
活
躍
し
、
農
業
や
産
業
の
発
展
に
関
わ
っ

て
い
っ
た
。
ま
た
旧
藩
の
領
地
で
あ
る
一
宮
町
の
町
長
を
務
め
た
。
久
宜
は
嘉
子
、
久
元
、
理
子
、
次
子
、
冲
子
、
久
朗
、
久
憲
、
國
子
、

八
重
子
、
治
子
、
夏
子
と
い
う
子
ど
も
を
も
う
け
た
。
嫡
男
で
あ
っ
た
次
男
久
朗
は
昭
和
戦
前
期
に
横
浜
正
金
銀
行
頭
取
と
し
て
活
躍
し
、

戦
後
は
日
本
住
宅
公
団
総
裁
や
千
葉
県
知
事
を
務
め
た
。
三
男
の
久
憲
は
ア
メ
リ
カ
移
民
と
な
っ
て
お
り
、
コ
ロ
ラ
ド
州
で
農
園
を
経
営
し

な
が
ら
日
系
移
民
た
ち
の
世
話
役
と
し
て
も
活
躍
し
て
い
た
⒄

。
ま
た
娘
の
夏
子
は
元
内
閣
総
理
大
臣
麻
生
太
郎
の
祖
母
で
あ
る
。

　

鍋
島
家
、
岡
部
家
、
加
納
家
の
持
つ
財
力
に
は
大
き
な
差
が
あ
る
。
鍋
島
家
は
国
持
大
名
で
あ
り
、
岡
部
家
は
中
規
模
の
譜
代
大
名
、
加

納
家
は
譜
代
大
名
で
あ
る
が
か
ろ
う
じ
て
大
名
と
呼
ば
れ
る
石
高
で
あ
る
。
加
納
家
と
同
じ
よ
う
な
小
さ
な
大
名
家
に
は
華
族
と
し
て
の
体

面
を
保
つ
財
産
が
な
く
爵
位
を
返
上
す
る
も
の
も
い
た
。

　

こ
の
三
人
の
夫
人
の
夫
た
ち
は
明
治
政
府
に
出
仕
し
て
い
る
。
一
方
で
彼
ら
の
よ
う
な
大
名
の
第
一
世
代
に
は
資
産
運
用
な
ど
で
生
活
が

出
来
た
た
め
に
定
職
に
つ
か
な
い
人
物
も
多
か
っ
た
。
鍋
島
と
岡
部
は
留
学
経
験
が
あ
り
、
外
交
官
と
し
て
欧
米
に
も
赴
任
し
て
い
る
。
ま

た
加
納
は
洋
行
で
き
な
か
っ
た
が
、
青
年
時
代
は
留
学
を
目
指
し
て
外
国
語
を
学
び
、
外
国
人
家
庭
教
師
と
暮
ら
す
な
ど
し
て
外
国
語
と
外

国
文
化
を
身
に
付
け
た
⒅

。
か
れ
ら
は
西
洋
文
化
に
親
し
み
を
持
つ
大
名
華
族
で
あ
っ
た
。

　
『
家
庭
の
模
範
』
で
紹
介
さ
れ
た
彼
ら
の
家
庭
教
育
を
具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

鍋
島
家
の
教
育
で
あ
る
が
、
生
活
面
で
は
女
中
の
手
を
借
り
ず
に
身
支
度
を
す
る
こ
と
や
、
週
に
一
度
は
洋
食
を
食
べ
て
マ
ナ
ー
を
し
つ

け
る
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
服
装
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
は
綿
を
用
い
て
お
り
、
娘
た
ち
に
い
た
っ
て
は
自
分
で
仕
立
て
さ
せ
る
。
そ
れ
は

ど
の
よ
う
な
家
に
嫁
入
り
し
て
も
困
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
だ
と
い
う
。
勉
強
面
で
は
学
校
の
予
習
復
習
を
母
親
が
毎
晩
み
て
お
り
、
計

算
の
訓
練
と
し
て
勧
工
場
で
買
い
物
を
す
る
な
ど
の
工
夫
を
し
て
い
る
。
ま
た
植
物
園
や
動
物
園
や
展
覧
会
な
ど
に
子
ど
も
を
連
れ
て
行
き
、

様
々
な
も
の
を
実
際
に
見
せ
る
心
が
け
を
し
て
い
る
。
直
大
は
先
妻
が
な
く
な
っ
た
後
す
ぐ
に
榮
子
夫
人
と
結
婚
し
た
が
そ
れ
は
公
使
と
し

て
イ
タ
リ
ア
赴
任
が
決
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
夫
妻
は
し
ば
ら
く
イ
タ
リ
ア
で
暮
ら
し
て
い
た
。
夫
人
は
日
本
赤
十
字
社
内
の
篤
志
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看
護
婦
人
会
と
い
う
皇
族
・
華
族
の
女
性
の
奉
仕
活
動
グ
ル
ー
プ
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
⒆

。

　

岡
部
家
の
教
育
で
あ
る
が
、
生
活
面
で
は
、
と
き
ど
き
洋
食
を
食
べ
さ
せ
る
が
、
普
段
は
粗
食
に
し
て
お
り
、
子
ど
も
の
軍
隊
入
り
や
嫁

入
り
先
の
こ
と
を
考
え
て
贅
沢
に
慣
れ
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
服
装
に
つ
い
て
は
靴
を
推
奨
し
て
お
り
、
服
に
つ
い
て
も
改
良
服
に

さ
ら
な
る
改
良
を
加
え
て
着
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。
ま
た
学
校
に
は
男
の
子
は
徒
歩
で
通
わ
せ
、
女
の
子
は
人
力
車
で
送
迎
は
さ
せ
る
が
付

添
い
の
女
中
は
な
か
っ
た
。
勉
強
面
で
は
、
学
校
の
予
習
復
習
は
家
庭
教
師
や
長
男
が
面
倒
を
見
て
い
る
。
女
の
子
は
ピ
ア
ノ
を
学
ば
せ
る

つ
も
り
で
、
男
の
子
は
小
学
校
を
出
た
ら
書
道
を
学
ば
せ
る
つ
も
り
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
一
家
団
欒
を
大
切
に
し
て
い
た
。
子
ど
も

の
教
育
に
は
夫
人
は
自
ら
が
積
極
的
に
働
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
長
職
は
家
庭
の
こ
と
は
夫
人
を
信
頼
し
て
一
任
し
、
一
家
団
欒
を
大

切
に
し
ま
た
楽
し
む
よ
い
父
親
で
あ
っ
た
と
い
う
⒇

。

　

加
納
家
の
教
育
で
あ
る
が
、
生
活
面
で
は
も
と
も
と
小
規
模
の
大
名
で
裕
福
で
は
な
い
こ
と
と
子
沢
山
な
せ
い
も
あ
っ
て
節
約
を
大
事
に

し
て
い
る
。
食
事
に
つ
い
て
は
間
食
を
さ
せ
な
い
こ
と
や
、
日
曜
日
だ
け
は
洋
食
を
食
べ
る
な
ど
の
決
ま
り
が
あ
る
。
ま
た
自
然
と
兄
弟
の

中
で
年
長
の
も
の
が
年
下
の
子
た
ち
の
し
つ
け
や
面
倒
を
み
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
は
学
校
へ
は
徒
歩
と
汽
車
で
通
い
、
雨
が
ひ
ど
い
時
な

ど
し
か
人
力
車
は
使
わ
な
い
。
ま
た
一
年
を
通
し
て
木
綿
の
改
良
服
を
着
せ
、
履
物
は
靴
で
あ
る
。
子
ど
も
に
は
新
聞
は
読
ま
せ
な
い
代
わ

り
に
雑
誌
を
と
っ
て
い
る
。
ま
た
鹿
児
島
知
事
時
代
に
は
宣
教
師
の
夫
人
か
ら
子
ど
も
た
ち
は
英
語
を
学
ん
で
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
や
西
洋

文
化
に
つ
い
て
も
親
し
み
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
久
宜
が
大
日
本
体
育
会
会
長
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
知
能
だ
け
で
な
く
身
体

の
発
達
や
健
康
に
も
心
が
け
て
お
り
、
家
族
で
ダ
ン
ベ
ル
を
使
っ
た
運
動
を
し
、
息
子
に
は
柔
道
を
さ
せ
た
�

。
ま
た
『
家
庭
の
模
範
』
に

は
記
述
は
な
い
が
、
娘
た
ち
は
社
会
を
学
ぶ
た
め
と
自
立
心
を
養
う
た
め
に
、
久
宜
に
よ
り
娘
た
ち
だ
け
で
旅
行
を
さ
せ
ら
れ
て
い
る
�

。

久
宜
は
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
女
中
に
あ
ま
り
用
事
を
頼
ま
な
い
よ
う
に
し
て
自
分
の
こ
と
は
自
分
で
す
る
よ
う
に
と
教
え
、
自
立
心
が
養

わ
れ
る
よ
う
な
し
つ
け
を
考
え
て
い
た
�

。
ま
た
久
宜
は
家
政
使
用
人
の
た
め
に
そ
の
心
得
か
ら
貯
蓄
や
味
噌
汁
の
具
に
い
た
る
ま
で
の
細

か
い
家
庭
生
活
の
規
則
を
「
家
庭
雑
録
」
と
し
て
残
し
て
い
る
�

。
忙
し
く
不
在
が
ち
で
あ
っ
た
久
宜
に
か
わ
り
、
実
際
に
「
家
庭
雑
録
」

の
内
容
に
そ
っ
て
家
庭
を
監
督
し
た
の
は
夫
人
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
夫
人
に
は
家
政
だ
け
で
な
く
、
加
納
の
興
し
た
農
民
生
活
改
善
の
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た
め
の
入
新
井
信
用
組
合
の
事
務
を
し
て
お
り
、
地
域
の
た
め
に
と
無
給
で
あ
っ
た
が
、
職
業
婦
人
と
し
て
の
側
面
も
あ
っ
た
。
ま
た
娘
た

ち
の
学
用
品
の
準
備
な
ど
の
教
育
に
関
す
る
日
常
の
世
話
は
両
親
に
代
わ
り
嗣
子
久
朗
が
行
っ
て
い
た
�

。
娘
た
ち
に
日
常
生
活
の
手
伝
い

や
注
意
な
ど
の
し
つ
け
を
す
る
の
は
夫
人
で
あ
り
、
久
宜
は
直
接
の
し
つ
け
は
お
こ
な
わ
な
か
っ
た
。
ま
た
久
宜
に
家
族
で
の
行
楽
な
ど
を

ね
だ
ら
れ
る
と
し
ば
し
ば
喜
ん
で
承
知
し
て
、
家
族
サ
ー
ビ
ス
を
怠
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
�

。

　

こ
の
三
家
の
共
通
点
と
言
え
ば
、
子
ど
も
た
ち
の
日
常
は
華
や
か
な
生
活
で
は
な
く
、
質
素
倹
約
な
生
活
ぶ
り
で
あ
る
。
こ
の
三
家
と
も

食
生
活
は
普
段
は
粗
食
に
し
、
と
き
ど
き
マ
ナ
ー
を
学
ぶ
た
め
に
西
洋
料
理
を
食
べ
る
。
そ
し
て
衣
類
に
つ
い
て
も
普
段
は
綿
布
で
華
美
な

も
の
は
着
せ
ず
、
靴
を
は
か
せ
る
。
鍋
島
家
と
岡
部
家
に
は
子
ど
も
に
お
付
き
の
女
中
が
い
る
よ
う
だ
が
、
加
納
家
で
は
そ
れ
を
廃
止
し
て

お
り
女
中
が
三
人
し
か
い
な
い
。
ま
た
夫
人
た
ち
は
子
ど
も
が
小
さ
い
と
き
に
は
学
校
の
予
習
復
習
を
自
ら
が
見
た
り
、
算
数
が
苦
手
で
あ

れ
ば
買
い
物
を
さ
せ
る
こ
と
で
計
算
を
身
近
な
も
の
に
し
た
り
な
ど
の
教
育
に
つ
い
て
の
工
夫
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
娘
の
教
育
に
つ
い

て
は
と
く
に
身
の
回
り
の
こ
と
を
自
分
で
行
え
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
心
が
け
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
は
結
婚
後
の
生
活
を
考

慮
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
偶
然
で
あ
る
が
、
こ
の
三
家
の
夫
人
た
ち
は
後
添
い
で
あ
り
、
自
分
の
子
ど
も
で
は
な
い
大
き
な
子
ど
も
を

抱
え
て
い
た
。
以
上
が
紹
介
し
た
三
家
の
教
育
に
つ
い
て
の
共
通
点
で
あ
る
。

　

ま
た
華
族
家
当
主
で
あ
る
父
親
た
ち
の
家
庭
へ
の
関
わ
り
方
で
あ
る
が
、
鍋
島
家
に
つ
い
て
は
資
料
を
欠
い
て
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、

岡
部
も
加
納
も
政
治
家
と
し
て
の
活
動
な
ど
で
忙
し
か
っ
た
は
ず
だ
が
、
一
家
団
欒
な
ど
家
族
で
の
心
的
交
流
の
深
ま
り
の
機
会
を
大
変
大

切
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
家
庭
の
大
き
な
方
針
な
ど
は
夫
人
と
決
め
、
日
常
生
活
の
監
督
は
夫
人
に
任
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
華
族
と
新
中
間
層
の
生
活

　

鍋
島
家
、
岡
部
家
、
加
納
家
以
外
の
伝
統
的
な
大
名
華
族
の
生
活
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
は
家
庭
教
育
に
つ
い
て
で
あ
る

が
、
多
く
の
大
名
華
族
の
子
ど
も
に
は
子
守
と
し
て
家
政
使
用
人
が
つ
け
ら
れ
て
、
し
つ
け
に
つ
い
て
は
家
政
使
用
人
か
ら
指
導
さ
れ
た
。

そ
こ
に
は
親
の
意
向
だ
け
で
な
く
、
家
の
意
向
の
両
方
が
存
在
し
て
い
る
。『
家
庭
の
模
範
』
登
場
し
た
三
家
に
は
質
素
な
生
活
ぶ
り
と
い
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う
点
で
共
通
す
る
と
し
た
が
、
他
の
大
名
家
に
お
い
て
も
日
常
生
活
は
質
素
倹
約
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
旧
久
留
米
藩
主
家
の
伯
爵

有
馬
頼
寧
に
お
い
て
は
幼
少
期
は
い
つ
も
旧
藩
の
特
産
品
だ
っ
た
か
す
り
の
着
物
を
、
夏
用
の
生
地
な
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
年
中
着
て
い

た
と
い
う
。
ま
た
食
べ
物
も
質
素
だ
っ
た
と
い
う
。
一
方
で
、
家
の
中
に
は
多
く
の
使
用
人
が
い
た
。
家
族
の
ひ
と
り
ひ
と
り
に
お
付
き
の

女
中
が
お
り
、
女
中
の
世
話
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
有
馬
頼
寧
は
生
ま
れ
て
す
ぐ
に
母
が
離
縁
さ
れ
た
た
め
祖
母
と
老
女

と
よ
ば
れ
る
女
中
頭
に
育
て
ら
れ
、
再
婚
し
た
父
と
そ
の
継
母
と
も
あ
ま
り
関
わ
る
こ
と
な
く
育
っ
て
お
り
、
両
親
の
記
憶
が
ほ
と
ん
ど
語

ら
れ
な
い
。
そ
し
て
有
馬
頼
寧
の
息
子
頼
義
も
母
親
に
は
育
て
ら
れ
ず
使
用
人
に
育
て
ら
れ
、
母
は
自
分
の
子
ど
も
を
抱
い
た
こ
と
す
ら
な

い
と
述
べ
て
い
る
�

。
ま
た
早
く
に
母
を
亡
く
し
て
、
死
ん
だ
母
へ
の
思
慕
が
強
い
徳
川
元
子
と
蜂
須
賀
年
子
す
ら
、
母
親
が
自
ら
の
成
長

を
愛
し
ん
で
く
れ
た
と
い
う
思
い
は
あ
っ
て
も
、
具
体
的
に
教
育
を
施
し
て
く
れ
た
と
い
う
よ
う
な
記
述
は
な
か
っ
た
�

。
大
名
華
族
た
ち

が
自
身
の
過
去
を
語
っ
た
多
数
の
本
に
は
自
ら
教
育
を
す
る
母
親
像
は
登
場
し
な
か
っ
た
。
せ
い
ぜ
い
観
劇
な
ど
の
芸
術
鑑
賞
か
旅
行
や
散

歩
な
ど
の
社
会
見
学
の
趣
が
あ
る
余
暇
活
動
く
ら
い
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
『
家
庭
の
模
範
』
の
読
者
層
は
、
中
等
教
育
程
度
の
女
性
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
明
治
の
後
半
に
登
場
し
た
新
中
間
層
の

主
婦
や
娘
た
ち
で
あ
る
。
新
中
間
層
は
い
わ
ゆ
る
都
市
の
俸
給
生
活
者
階
層
で
あ
り
、
地
方
か
ら
都
市
部
に
出
て
き
た
上
層
農
の
次
男
以
下

の
中
卒
者
以
上
が
多
か
っ
た
�

。
家
族
構
成
に
つ
い
て
は
夫
婦
と
そ
の
子
ど
も
で
あ
る
。
当
時
は
ま
だ
国
勢
調
査
が
な
か
っ
た
の
で
、
子
ど

も
の
人
数
は
わ
か
ら
な
い
。
大
正
中
期
ま
で
に
新
中
間
層
と
い
え
る
所
得
水
準
は
五
〇
〇
円
か
ら
五
〇
〇
〇
円
で
あ
り
、
人
口
の
一
割
に
満

た
な
い
階
層
だ
っ
た
と
い
う
�

。
法
律
で
決
め
ら
れ
た
公
務
員
の
給
与
は
、
小
学
校
教
員
や
警
官
な
ど
の
下
級
役
人
は
月
俸
十
六
円
〜
四
〇

円
�

、
軍
人
の
少
尉
で
年
俸
四
四
四
円
、
少
佐
で
年
俸
一
二
七
七
円
、
官
僚
は
年
俸
四
〇
〇
円
か
ら
二
五
〇
〇
円
、
帝
国
大
学
教
授
で
年
俸

八
〇
〇
〜
一
六
〇
〇
円
で
あ
っ
た
�

。
公
務
員
と
い
え
ど
も
官
僚
や
士
官
ク
ラ
ス
で
は
な
い
と
新
中
間
層
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
当
時
の
新

中
間
層
の
例
と
し
て
、
あ
る
高
等
官
吏
の
家
で
は
、
家
族
が
夫
婦
と
子
供
二
人
、
ほ
か
に
女
中
二
人
と
書
生
一
人
が
お
り
、
月
収
八
三
円
（
年

俸
一
〇
〇
〇
円
）
の
と
こ
ろ
、
月
の
生
活
費
に
は
八
〇
円
（
内
、
家
賃
二
〇
円
、
食
費
二
六
円
、
使
用
人
給
金
四
円
五
〇
銭
な
ど
）
ほ
ど
か

か
る
と
い
う
�

。
ま
た
あ
る
海
軍
中
佐
の
家
で
は
、
夫
婦
と
子
供
三
人
と
姑
、
ほ
か
に
女
中
三
人
が
お
り
、
月
収
は
一
五
八
円
（
年
俸
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一
八
九
八
円
）
の
と
こ
ろ
、
月
の
生
活
費
は
約
一
三
〇
円
（
内
、
家
賃
二
〇
円
、
食
費
二
九
円
、
使
用
人
給
金
四
円
、
主
人
交
際
費
三
八
円

な
ど
）
か
か
る
と
い
う
�

。
当
時
の
米
価
は
一
石
が
一
〇
円
か
ら
一
三
円
で
あ
っ
た
。
新
中
間
層
の
人
々
が
一
家
の
生
活
を
維
持
、
あ
る
い

は
向
上
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
子
ど
も
の
立
身
出
世
に
か
か
っ
て
お
り
、
子
ど
も
に
良
い
学
校
教
育
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

新
中
間
層
の
父
親
は
職
住
分
離
に
よ
り
家
に
は
不
在
で
あ
り
、
ま
た
地
方
出
身
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
地
縁
・
血
縁
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
舅

姑
と
の
関
係
も
日
常
的
に
な
く
、
主
婦
た
る
母
親
が
育
児
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
掌
握
し
て
い
た
。
そ
し
て
子
ど
も
の
知
的
教
育
に
力
を
い
れ

て
お
り
、
母
親
が
家
庭
教
師
の
よ
う
に
勉
強
を
見
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
ま
た
母
親
が
必
死
に
家
事
を
す
る
姿
を
見
せ
る
こ
と
で
勤
勉
さ
を
伝

え
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
家
事
労
働
に
教
育
的
意
義
を
見
出
す
者
も
い
た
。
ま
た
、
新
中
間
層
で
は
家
政
使
用
人
い
わ
ゆ
る
女
中
を
雇
う
こ

と
も
あ
っ
た
が
、
た
い
て
い
は
雇
え
て
も
１
人
だ
っ
た
た
め
に
、
主
婦
も
女
中
と
家
事
を
お
こ
な
っ
た
。
女
中
は
家
事
の
中
で
も
比
較
的
に

重
労
働
な
洗
濯
、
雑
巾
が
け
、
風
呂
焚
き
を
請
け
負
う
役
割
で
あ
っ
た
�

。
主
婦
た
ち
は
子
ど
も
の
教
育
に
つ
い
て
は
女
中
に
は
任
せ
な
か
っ

た
。
当
時
女
学
校
で
は
子
ど
も
の
教
育
は
、
両
親
が
子
ど
も
の
模
範
と
な
る
行
動
を
示
す
こ
と
の
大
切
さ
�

や
、
学
齢
期
と
な
れ
ば
母
親
が

よ
く
学
校
と
連
携
し
て
学
校
の
方
針
に
倣
い
教
育
を
す
べ
き
だ
と
教
え
て
い
た
�

。
新
中
間
層
が
新
し
い
生
活
形
態
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
新

中
間
層
の
主
婦
た
ち
は
自
分
た
ち
の
生
活
に
適
合
す
る
よ
い
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
が
身
近
に
な
か
っ
た
た
め
に
学
校
で
の
教
育
に
忠
実
に
な
ら
い
、

ま
た
婦
人
向
け
雑
誌
記
事
を
家
庭
の
実
践
に
役
に
立
て
て
い
た
�

。
新
中
間
層
の
主
婦
た
ち
が『
家
庭
の
模
範
』あ
る
い
は「
貴
婦
人
の
嗜
好
」

の
記
事
を
読
め
ば
家
庭
生
活
の
参
考
に
し
た
だ
ろ
う
。

　
『
家
庭
の
模
範
』
に
登
場
し
た
華
族
三
家
と
新
中
間
層
の
家
庭
を
比
較
す
る
と
、
ま
ず
華
族
は
当
然
多
く
の
庶
民
と
は
比
較
に
な
ら
な
い

先
祖
伝
来
の
資
産
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
当
時
三
家
の
当
主
は
貴
族
院
議
員
で
あ
り
、
被
選
の
貴
族
院
議
員
で
あ
る
岡
部
と
加
納
に
は
貴
族

院
議
員
と
し
て
年
俸
二
〇
〇
〇
円
の
所
得
が
あ
っ
た
�

。
ま
た
そ
の
ほ
か
に
も
会
社
の
経
営
な
ど
に
か
か
わ
っ
て
お
り
、
そ
し
て
所
有
す
る

株
券
の
配
当
金
な
ど
も
あ
っ
た
の
で
収
入
は
そ
れ
以
上
あ
っ
た
。
一
九
〇
一
年
（
明
治
三
四
）
の
鍋
島
家
の
所
得
高
は
九
五
〇
〇
〇
円
と
い

う
�

。
一
九
〇
九
年
（
明
治
四
二
）
の
所
得
税
だ
が
鍋
島
家
は
一
〇
九
五
七
円
、
岡
部
家
は
五
二
六
円
、
加
納
家
は
一
九
七
円
を
納
税
し
て

い
る
の
で
�

、
当
時
の
所
得
税
の
課
税
か
ら
み
て
約
二
〇
万
円
、
岡
部
家
は
約
一
五
〇
〇
〇
円
、
加
納
家
は
約
七
八
〇
〇
円
の
課
税
対
象
の
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収
入
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
彼
ら
の
収
入
は
官
僚
の
初
年
度
の
年
俸
四
〇
〇
円
の
一
〇
倍
以
上
も
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
当
時
子
ど
も
一
人
が
す

べ
て
官
立
学
校
に
通
っ
た
と
し
て
中
学
校
か
ら
大
学
卒
業
ま
で
に
必
要
な
授
業
料
は
約
三
一
〇
円
で
あ
り
、
だ
い
た
い
一
年
間
で
二
五
円
ほ

ど
で
あ
っ
た
。
女
学
校
の
授
業
料
も
だ
い
た
い
一
月
二
円
か
ら
三
円
で
あ
り
、
年
間
二
五
円
ほ
ど
か
か
っ
た
�

。
中
等
教
育
以
上
の
学
齢
期

の
子
ど
も
が
四
人
い
れ
ば
年
間
一
〇
〇
円
も
の
授
業
料
が
か
か
っ
た
。
し
か
し
、
華
族
は
学
習
院
に
通
っ
て
い
れ
ば
学
費
は
ほ
と
ん
ど
か
か

ら
な
か
っ
た
�

。

　

新
中
間
層
の
例
と
し
て
先
ほ
ど
取
り
上
げ
た
高
等
官
吏
の
家
と
海
軍
中
佐
の
家
は
家
族
と
使
用
人
で
七
名
ほ
ど
の
家
で
あ
っ
た
が
、
華
族

三
家
は
子
ど
も
だ
け
で
一
〇
人
ほ
ど
お
り
、
当
時
す
で
に
家
を
離
れ
て
い
た
子
ど
も
も
い
る
が
、
家
族
に
使
用
人
の
女
中
や
下
男
を
合
わ
せ

て
最
も
少
な
い
加
納
家
で
も
一
二
名
で
あ
る
。
あ
る
伯
爵
家
で
は
、
家
令
以
下
三
五
名
の
使
用
人
を
雇
っ
て
い
た
�

。
お
そ
ら
く
岡
部
家
や

鍋
島
家
は
家
族
と
使
用
人
を
含
め
て
二
〇
名
以
上
の
家
で
あ
り
、
新
中
間
層
の
家
の
二
倍
以
上
の
規
模
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
華
族
三
家
の
夫
人
は
、
子
ど
も
の
た
め
の
食
事
の
準
備
や
裁
縫
の
手
間
を
惜
し
ま
な
い
。
子
ど
も
の
教
育
の
た
め
に
、

子
ど
も
に
見
せ
る
べ
き
も
の
と
、
見
せ
る
べ
き
で
は
な
い
も
の
を
見
極
め
、
新
聞
や
芝
居
は
見
せ
ず
に
、
子
供
向
け
雑
誌
を
買
い
あ
た
え
た

り
、
動
植
物
園
に
連
れ
て
行
っ
た
り
な
ど
の
教
育
的
配
慮
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
新
中
間
層
の
多
く
の
家
の
よ
う
に
、
華
族
の
家
に
は
女

中
が
一
人
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
下
男
な
ど
の
存
在
も
あ
っ
た
の
で
、
華
族
の
夫
人
の
仕
事
は
家
政
の
采
配
が
主
で
あ
っ
た
。
華
族

の
母
親
が
子
ど
も
の
面
倒
を
自
ら
の
手
で
行
う
と
い
っ
て
も
、
子
ど
も
ひ
と
り
ひ
と
り
に
お
付
き
の
女
中
が
い
た
り
、
書
生
が
い
た
り
と
、

使
用
人
が
手
厚
く
補
助
を
行
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
ま
た
華
族
の
子
ど
も
は
男
の
子
で
あ
れ
ば
、
い
っ
た
ん
外
に
出
さ
れ
て
親
の
手
か
ら
離

れ
て
、
世
間
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
が
多
か
っ
た
。
鍋
島
直
大
の
次
男
直
縄
は
中
学
校
教
師
の
家
へ
下
宿
し
、
書
生
の
よ
う
な
生
活
に
入
っ
た

と
新
聞
に
て
報
道
さ
れ
て
い
る
�

。
学
習
院
の
寄
宿
舎
を
利
用
す
る
こ
と
も
で
き
た
�

。
ま
た
女
の
子
で
あ
れ
ば
華
族
女
学
校
�

に
通
い
な
が

ら
、
家
の
中
で
も
教
育
さ
れ
た
。
親
は
家
ご
と
に
決
ま
っ
た
流
派
の
あ
る
華
道
や
茶
道
あ
る
い
は
音
楽
や
外
国
語
な
ど
を
師
範
や
家
庭
教
師

な
ど
を
雇
っ
て
娘
に
教
養
を
広
く
身
に
着
け
さ
せ
た
。
し
か
し
、
新
中
間
層
の
家
で
は
よ
ほ
ど
の
高
給
取
り
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
こ

と
は
不
可
能
で
あ
り
、
養
育
だ
け
で
な
く
学
習
面
で
も
子
ど
も
を
教
育
し
て
い
く
母
親
が
登
場
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
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こ
こ
で
登
場
し
た
華
族
三
家
の
夫
人
は
お
そ
ら
く
岡
部
夫
人
以
外
は
学
校
教
育
を
受
け
て
い
な
い
。
一
八
七
二
年
（
明
治
五
）
学
制
が
で

き
る
こ
ろ
に
は
一
五
歳
以
上
の
年
齢
に
達
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
『
女
大
学
』
や
『
女
鑑
』
の
儒
教
的
な
教
養
を
身
に
着
け
て

お
り
、
そ
の
女
性
像
は
夫
や
舅
姑
に
従
い
、
家
内
を
円
滑
に
暮
ら
せ
る
よ
う
に
整
え
る
こ
と
が
大
切
と
教
育
さ
れ
て
い
た
。
近
代
以
前
の
女

性
教
育
に
お
い
て
は
家
内
の
生
活
を
切
り
盛
り
す
る
た
め
に
は
、
女
性
も
読
み
書
き
、
そ
ろ
ば
ん
が
で
き
る
の
は
当
然
で
、
さ
ら
に
家
政
が

で
き
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
良
妻
賢
母
教
育
も
そ
の
伝
統
的
な
儒
教
思
想
か
ら
大
き
く
反
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

明
治
以
降
は
と
く
に
女
性
教
育
に
お
い
て
良
妻
像
と
と
も
に
育
児
の
担
い
手
と
し
て
の
賢
母
像
が
大
き
く
打
ち
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

富
国
強
兵
の
た
め
の
人
材
を
育
て
る
た
め
に
は
子
供
に
よ
い
教
育
を
施
す
賢
い
母
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
賢
母
と
は

い
ま
ま
で
の
家
政
の
知
識
だ
け
で
な
く
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
が
あ
る
母
親
で
あ
り
、
こ
れ
を
育
て
る
た
め
に
女
子
教
育
の
必
要
が
訴
え
ら
れ
た

�
。『
家
庭
の
模
範
』
も
日
露
戦
争
開
戦
前
後
に
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
が
も
と
で
あ
り
、
と
く
に
富
国
強
兵
や
良
妻
賢
母
と
し
て
の
女

性
の
役
割
が
期
待
さ
れ
た
機
運
が
あ
っ
た
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。『
女
学
世
界
』
で
も
日
露
戦
争
開
戦
時
に
は
特
集
号
が
組
ま
れ
た
。

四
、
お
わ
り
に

　

新
中
間
層
と
比
べ
て
、
華
族
に
は
特
権
が
与
え
ら
れ
て
お
り
経
済
的
に
も
待
遇
的
に
も
恵
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
特
権
の
な
か
で
教
育
に
関

係
す
る
も
の
と
い
え
ば
、
華
族
の
子
弟
は
学
習
院
で
あ
れ
ば
小
学
校
か
ら
大
学
ま
で
自
動
的
に
進
学
し
高
学
歴
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と

で
あ
る
。
ま
た
就
職
も
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
な
ど
か
ら
他
家
の
子
弟
の
就
職
斡
旋
を
頼
ま
れ
る
ほ
ど
で
あ
り
、
自
身
の
子
弟
の
就
職
は
比
較
的
に

容
易
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
え
で
、
華
族
が
子
ど
も
の
教
育
に
力
を
入
れ
る
の
は
、
華
族
令
で
い
わ
れ
る
華
族
の
品
位
を
保
持
す
る
た

め
に
学
歴
だ
け
で
な
く
さ
ま
ざ
ま
な
教
養
を
習
得
し
、
徳
を
磨
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
華
族
の
品

位
を
対
外
的
に
保
つ
た
め
に
は
交
際
費
な
ど
の
支
出
も
多
い
こ
と
か
ら
経
済
的
に
も
失
敗
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
理
由
に
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
公
家
華
族
や
大
名
華
族
は
、
各
家
の
伝
統
的
な
文
化
の
継
承
や
、
長
き
に
わ
た
り
特
権
階
級
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
か
ら
社
会
的
階

級
の
継
承
と
い
う
理
由
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
華
族
と
し
て
子
ど
も
の
職
業
に
対
し
て
の
プ
ラ
イ
ド
が
あ
っ
た
と
い
う
理
由
も
考
え
ら
れ
る
。
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華
族
の
子
弟
に
は
軍
人
や
外
交
官
と
い
う
職
業
に
就
く
こ
と
が
国
家
か
ら
望
ま
れ
て
い
た
。
と
く
に
鍋
島
家
や
岡
部
家
の
よ
う
に
父
親
が
外

交
官
で
あ
れ
ば
、
嫡
男
に
は
そ
れ
を
望
ん
だ
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
両
家
と
も
に
嫡
男
は
外
務
省
で
勤
務
し
た
。
華
族
は
新
中
間
層
の
よ
う
に

上
昇
志
向
は
大
き
く
な
い
も
の
の
、
彼
ら
は
華
族
と
し
て
の
品
位
を
保
ち
、
家
名
を
穢
さ
な
い
た
め
に
家
庭
教
育
を
行
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

　
『
家
庭
の
模
範
』
に
登
場
し
た
大
名
華
族
三
家
は
、
一
般
的
な
華
族
と
は
少
々
異
な
る
生
活
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

で
語
ら
れ
た
子
育
て
に
関
す
る
話
は
、
華
族
と
い
え
ど
も
華
美
す
ぎ
ず
、
裕
福
さ
を
あ
ら
わ
す
の
は
音
楽
や
芸
術
な
ど
の
文
化
的
な
教
育
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
日
々
の
生
活
で
は
倹
約
的
な
部
分
が
多
く
、
女
中
な
ど
の
家
政
使
用
人
を
複
数
雇
っ
て
い
な
が
ら
も
夫
人
た
ち

が
自
ら
工
夫
を
し
つ
つ
子
育
て
を
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
こ
に
は
新
中
間
層
の
主
婦
た
ち
に
も
手
が
届
き
、
真
似
の
で
き
る
家
庭
像

や
賢
母
像
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
三
家
の
夫
人
た
ち
が
『
女
学
世
界
』
に
登
場
し
た
の
は
、
雑
誌
が
讃
え
て
い
る
日
々
家
政
に
工
夫
を

凝
ら
し
て
、
一
家
を
富
ま
せ
、
ま
た
余
暇
に
は
国
家
の
た
め
奉
仕
活
動
を
行
う
と
い
う
良
妻
賢
母
像
に
適
合
し
て
い
た
こ
と
が
ひ
と
つ
あ
げ

ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
だ
け
で
な
く
、『
女
学
世
界
』
は
華
族
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
雑
誌
の
権
威
づ
け
や
売
り
上
げ
向
上
を
は
か
ろ
う
と

す
る
複
数
の
思
惑
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。『
女
学
世
界
』
側
は
女
性
に
関
す
る
冊
子
を
作
成
す
る
と
上
流
階
級
の
夫
人
た
ち
に
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
の
約
束
を
取
り
付
け
、『
家
庭
の
模
範
』
の
序
文
に
は
そ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
上
流
家
庭
の
生
活
を
中
流
家

庭
の
参
考
に
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
夫
人
た
ち
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
て
い
る
の
は
、
当
然
夫
で
あ
る
華
族
家
当
主
が
家
庭
生

活
の
公
開
を
承
知
し
た
か
ら
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
た
三
家
の
夫
人
や
夫
た
ち
に
、
良
妻
賢
母
主
義
を
促
進
さ
せ
る
と
い
う
思
惑

が
働
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
生
活
ぶ
り
が
庶
民
の
生
活
改
善
の
ヒ
ン
ト
に
な
れ
ば
と
、
請
わ
れ
る
ま
ま
に

子
育
て
や
衣
食
住
と
幅
広
い
生
活
の
細
か
な
部
分
ま
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
え
た
の
だ
ろ
う
。『
家
庭
の
模
範
』
に
登
場
し
た
華
族
が
自

ら
の
家
政
や
家
庭
教
育
を
公
開
す
る
こ
と
は
、
読
者
で
あ
る
女
性
た
ち
に
「
良
妻
賢
母
」
の
理
念
を
広
め
る
に
つ
い
て
有
効
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

明
治
政
府
は
皇
室
の
藩
屏
と
し
て
華
族
を
と
ら
え
た
と
き
に
、
華
族
が
経
済
的
に
も
文
化
的
に
も
強
固
な
地
位
を
持
つ
存
在
で
あ
る
必
要

が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
華
族
令
に
よ
り
華
族
を
特
権
階
級
と
し
て
保
護
を
し
た
。
し
か
し
他
方
で
、
華
族
に
対
し
自
己
破
産
や
犯
罪
、
品
位
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が
な
い
な
ど
の
理
由
に
よ
り
爵
位
剥
奪
や
礼
遇
停
止
処
分
を
す
る
と
し
て
努
力
を
求
め
た
。
華
族
の
家
庭
教
育
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
は

各
家
の
文
化
や
伝
統
に
基
づ
き
自
由
に
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
華
族
た
ち
に
は
高
い
レ
ベ
ル
の
教
育
や
品
位
を
国
家
か
ら
求
め
ら

れ
て
お
り
、
子
女
へ
の
教
育
の
失
敗
が
特
権
階
級
か
ら
の
排
除
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
華
族
た
ち
は
教
育
を
学
校
任

せ
に
は
で
き
ず
、
家
庭
教
育
に
も
手
を
抜
く
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
華
族
の
家
庭
教
育
は
、
家
ご
と
の
文
化
や
社
会
階
級
の
継
承
と
い
う

家
単
位
の
個
人
活
動
の
理
念
と
、
国
家
や
社
会
の
た
め
に
な
る
子
女
の
育
成
と
い
う
、
国
家
へ
の
奉
仕
と
し
て
の
理
念
も
存
在
し
て
い
た
。

⑴　
「「
家
庭
の
教
育
力
再
生
に
関
す
る
調
査
研
究
」
結
果
の
概
要
」
国
立
教
育
政
策
研
究
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://w

w
w

.nier.go.jp/seika/
seika0207_01/seika0207_01.htm

⑵　

第
五
条
は
有
爵
者
の
夫
人
お
よ
び
そ
の
寡
婦
、
第
六
条
は
有
爵
者
の
父
、
祖
父
、
曽
祖
父
、
嫡
男
な
ど
を
さ
す
。

⑶　

大
久
保
利
謙
『
華
族
制
の
創
出
』
吉
川
弘
文
館　

一
九
九
三
年　

四
六
四
頁

⑷　

佐
野
茂
『
一
家
団
欒
と
家
庭
の
教
育
力 
聞
き
書
き
調
査
に
見
る
戦
前
・
戦
後
の
変
容
』
関
西
学
院
大
学
出
版
会 

二
〇
一
〇
年

⑸　

佐
藤
裕
紀
子
『
大
正
期
に
お
け
る
新
中
間
層
主
婦
の
時
間
意
識
の
形
成
』
風
間
書
房 

二
〇
一
一
年

　

木
村
凉
子
『〈
主
婦
〉
の
誕
生 

婦
人
雑
誌
と
女
性
た
ち
の
近
代
』
吉
川
弘
文
館　

二
〇
一
〇
年

⑹　

森
岡
清
美
『
華
族
社
会
の
「
家
」
戦
略
』
吉
川
弘
文
館 
二
〇
〇
二
年

　

タ
キ
エ
・
ス
ギ
ヤ
マ
・
リ
ブ
ラ
著　

竹
内
洋
、
海
部
優
子
、
井
上
和
義
訳
『
近
代
日
本
の
上
流
社
会—

—

華
族
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
』
世
界
思
想
社 

二
〇
〇
〇
年

⑺　

小
山
彰
子
「[

研
究
ノ
ー
ト]

華
族
家
の
教
育
史—

あ
る
大
名
華
族
家
四
代
の
聞
き
取
り
調
査
か
ら
」『
哲
学
』
一
二
〇　

慶
應
義
塾
大
学　

二
〇
〇
八
年

⑻　

小
山
の
研
究
は
一
部
有
用
な
部
分
は
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
対
象
者
が
古
い
世
代
順
に
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護

の
た
め
匿
名
で
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
ど
の
大
名
華
族
家
の
調
査
で
あ
る
か
正
確
な
特
定
が
で
き
な
い
。
研
究
ノ
ー
ト
の
情
報
か
ら
『
平
成
新
修
旧
華
族

家
大
成
』
上
下
巻
（
霞
会
館
、
一
九
九
六
年
）
を
参
考
に
Ａ
と
Ｂ
親
子
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
匿
名
の
主
旨
を
尊
重
し
て
実
名
は
あ
げ
な
い
が
、

Ａ
は
大
名
華
族
家
令
嬢
、
Ｂ
は
勲
功
華
族
家
令
嬢
で
あ
る
。
Ａ
は
Ｗ
家
へ
嫁
す
が
、
夫
の
父
は
大
名
華
族
家
か
ら
勲
功
華
族
家
へ
養
子
に
入
っ
た
人
物

で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
Ｗ
家
は
大
名
華
族
家
の
文
化
的
要
素
を
持
つ
が
、
実
際
は
勲
功
華
族
家
で
あ
る
。
こ
の
研
究
で
は
Ｂ
の
出
身
で
あ
る
Ｗ
家
が
大
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名
華
族
家
と
な
っ
て
お
り
正
確
性
に
欠
け
る
。
ま
た
Ｂ
の
子
ど
も
と
孫
で
あ
る
Ｃ
と
Ｄ
に
い
た
っ
て
は
、
誕
生
時
に
は
す
で
に
華
族
令
も
廃
止
さ
れ
て

お
り
、
ま
た
Ｂ
も
Ｃ
も
旧
大
名
華
族
家
の
宗
家
で
は
な
く
一
般
家
庭
に
嫁
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｃ
や
Ｄ
は
旧
大
名
華
族
の
流
れ
を
く
ん
で
い
る
が
、

旧
大
名
華
族
家
出
身
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
は
女
性
で
他
家
に
嫁
し
て
お
り
同
一
の
家
の
教
育
史
を
語
っ
て
は
い
な
い
。
以
上
の
こ
と
か

ら
こ
の
研
究
は
実
際
に
は
「
あ
る
大
名
華
族
家
四
代
か
ら
の
聞
き
取
り
調
査
」
と
は
い
え
ず
、
表
題
の
表
現
が
誇
大
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
こ

の
研
究
の
中
心
で
あ
る
聞
き
取
り
調
査
の
部
分
の
真
偽
を
見
抜
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

⑼　

中
村
鉿
子
『
家
庭
の
模
範
』
博
文
館　

一
九
〇
五
年 

国
会
図
書
館
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

⑽　

原
本
で
な
く
、
小
山
静
子
監
修
『
女
学
世
界 

復
刻
版
』
一
巻
‐
八
〇
巻 

柏
書
房 

二
〇
〇
五
年
‐
二
〇
一
〇
年
を
利
用
し
た
。

⑾　
「
貴
婦
人
の
嗜
好
」
の
記
者
は
中
村
鈴
子
と
な
っ
て
い
る
が
、
雑
誌
記
事
と
単
行
本
『
家
庭
の
模
範
』
は
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
な
の
で
、
中
村
鉿
子
と

同
一
筆
者
で
あ
る
と
い
え
る
。

⑿　

嵯
峨
景
子
「『
女
学
世
界
』
に
お
け
る
投
書
の
研
究
」『
東
京
大
学
大
学
院
情
報
学
環
紀
要 

情
報
博
研
究
』
七
七 

東
京
大
学 

二
〇
〇
九
年 

九
七
‐

九
八
頁

⒀　

右
田
裕
規
「「
皇
室
グ
ラ
ビ
ア
」
と
「
御
真
影
」—

戦
前
期
新
聞
雑
誌
に
お
け
る
皇
室
写
真
の
通
時
的
分
析—

」『
京
都
社
会
学
年
報
』
第
九
号　

二
〇
〇
一
年

⒁　

若
桑
み
ど
り
『
皇
后
の
肖
像　

昭
憲
皇
后
の
表
象
と
女
性
の
国
民
化
』
筑
摩
書
房　

二
〇
〇
一
年　

二
六
一
頁

⒂　

読
者
の
投
稿
ペ
ー
ジ
と
し
て
は
詩
や
短
歌
な
ど
の
文
芸
コ
ー
ナ
ー
の
み
で
あ
っ
た
。

⒃　

星
野
英
夫
編
『
鍋
島
直
彬
公
伝
』
鍋
島
直
彬
公
四
十
年
祭
記
念
会　

一
九
五
四
年

⒄　

加
納
久
憲
『
在
米
同
胞
の
一
人
と
し
て 

加
納
久
憲
自
叙
伝
』
不
明 

一
九
七
六
年

⒅　

加
納
久
宜
、
稲
垣
乙
丙
『
農
村
之
改
良
』
大
正
書
院　

一
九
一
三
年

⒆　

小
田
部
次
雄
『
華
族
の
女
性
た
ち
』
小
学
館　

二
〇
〇
七
年　

一
五
〇
頁

⒇　

小
川
原
正
道
『
評
伝
岡
部
長
職
』
慶
応
義
塾
出
版
会　

二
〇
〇
六
年　

二
五
八
頁

�　

前
掲　

加
納
久
憲　

二
頁

�　
「
加
納
子
爵
令
嬢
の
日
光
行　

上
流
家
庭
の
好
模
範
」『
読
売
新
聞
』　

一
九
〇
六
年
三
月
二
三
日　

朝
刊　

三
面

�　

中
島
益
吉
編
『
名
媛
の
学
生
時
代
』
読
売
新
聞
社　

一
九
〇
七
年　

四
〇
五
頁　

国
会
図
書
館
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

�　

加
納
久
宜
述
、
小
松
健
堂
編
『
加
納
久
宜
全
集
』
子
爵
加
納
久
宜
遺
稿
刊
行
会　

一
九
二
五
年　

五
九
六
‐
六
一
三
頁
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�　

前
掲　

中
島
益
吉　

四
〇
三
頁

�　

前
掲　

中
島
益
吉　

四
〇
四
頁

�　

拙
稿
「
華
族
の
家
庭
教
育—

—

有
馬
伯
爵
家
を
中
心
と
し
て
」『
愛
知
淑
徳
大
学
現
代
社
会
研
究
科
研
究
報
告
』
第
四
号　

愛
知
淑
徳
大
学
現
代
社

会
研
究
科　

二
〇
〇
九
年

�　

徳
川
元
子
『
遠
い
う
た—

七
十
五
年
覚
え
書
』
講
談
社　

一
九
八
三
年

　

蜂
須
賀
年
子
『
大
名
華
族
』
三
笠
書
房　

一
九
五
七
年

�　

寺
出
浩
司
「
新
中
間
層
」
川
添
登
、
一
番
ヶ
瀬
康
子
監
修
『
生
活
学
辞
典
』
テ
ィ
ー
ビ
ー
エ
ス
ブ
リ
タ
ニ
カ　

一
九
九
九
年

�　

前
掲　

佐
藤
裕
紀
子　

四
〇
、四
四
頁

�　

教
員
や
警
官
な
ど
の
下
級
役
人
が
新
中
間
層
に
加
わ
る
の
は
大
正
期
中
頃
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

�　

内
閣
府
法
制
局
『
法
規
提
要　

明
治
三
六
年
版 

上
巻
』
法
制
局　

一
九
〇
三
年　

国
会
図
書
館
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

�　
「
高
等
官
吏
の
生
活
」『
女
学
世
界
定
期
増
刊　

社
会
百
生
活
』
博
文
館　

一
九
〇
四
年　

六
四
頁

�　
「
海
軍
士
官
の
生
活
」
前
掲
『
女
学
世
界
定
期
増
刊　

社
会
百
生
活
』
九
一
頁

�　

清
水
美
知
子
『〈
女
中
〉
イ
メ
ー
ジ
の
家
庭
文
化
史
』
世
界
思
想
社　

二
〇
〇
四
年　

三
三
‐
三
五
頁

�　

塚
本
は
ま
子
『
家
事
教
本
』
金
港
堂　

一
九
〇
〇
年　

二
四
三
頁　
　

本
書
は
高
等
女
学
校
用
教
科
書
で
あ
る
。

�　

後
閑
菊
野
、
佐
方
鎮
子
『
家
事
提
要
』
目
黒
書
房　

一
九
〇
二
年　

一
〇
九
‐
一
一
一
頁　
　

本
書
は
高
等
女
学
校
用
教
科
書
で
あ
る
。　

�　

前
掲　

佐
藤
裕
紀
子　

五
六
、一
九
六
頁

�　

公
爵
と
侯
爵
は
三
〇
歳
以
上
か
ら
誰
も
が
貴
族
院
議
員
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
歳
費
を
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

�　
「
旧
大
名
華
族
の
家
政
」
前
掲
『
女
学
世
界
定
期
増
刊　

社
会
百
生
活
』
五
一
頁

�　

後
藤
靖
「
日
本
資
本
主
義
形
成
期
の
華
族
の
財
産
所
有
状
況
」『
立
命
館
大
学
経
済
』
三
四
巻
六
号　

立
命
館
大
学
経
済
会　

一
九
八
六
年　

七
二
九—

七
二
三
頁

�　

山
徳
丑
之
輔
編
『
最
近
東
京
遊
学
案
内
』
明
進
堂　

一
九
〇
三
年　

国
会
図
書
館
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

�　

学
習
院
の
設
立
や
運
営
資
金
と
し
て
、
華
族
は
資
金
を
出
し
合
っ
て
い
た
た
め
に
学
費
は
免
除
さ
れ
て
い
た
。

�　
「
旧
大
名
華
族
の
家
政
」
前
掲
『
女
学
世
界
定
期
増
刊　

社
会
百
生
活
』
三
五
〇
頁

�　
「
鍋
島
侯
爵
夫
人
ご
家
庭
の
教
育
」『
読
売
新
聞
』　

一
九
〇
五
年
八
月
三
日　

朝
刊　

三
面
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�　

明
治
二
七
年
の
明
治
東
京
地
震
か
ら
寄
宿
舎
制
度
は
停
止
し
て
い
た
が
、
明
治
四
一
年
か
ら
中
等
部
以
上
は
全
寮
制
と
な
っ
た
。

�　

女
子
学
習
院
、
学
習
院
女
子
部
と
も
。
何
度
か
名
称
を
変
更
し
て
い
る
。

�　

芳
賀
登
『
良
妻
賢
母
』
雄
山
閣　

一
九
九
〇
年　

一
四
‐
一
八
頁
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一
、
問
題
の
所
在

　

二
〇
一
一
年
に
な
り
、
Ｍ
＆
Ａ
の
一
形
態
で
あ
る
Ｍ
Ｂ
Ｏ
は
、
大
型
の
案
件
が
次
々
と
公
表
さ
れ
、
一
般
の
注
目
を
集
め
て
い
る
。
そ
の

中
で
、
非
上
場
化
を
伴
う
Ｍ
Ｂ
Ｏ
は
、
約
半
数
に
迫
る
勢
い
で
あ
る
。
非
上
場
化
を
伴
う
Ｍ
Ｂ
Ｏ
は
、
二
〇
〇
一
年
に
初
め
て
行
わ
れ
て
以

来
、
約
十
年
の
間
に
百
件
以
上
行
わ
れ
、
金
額
合
計
は
２
兆
円
近
く
と
な
っ
て
い
る
。

　

企
業
に
と
っ
て
、
現
代
は
、
世
界
的
な
金
融
危
機
に
晒
さ
れ
、
急
速
に
経
営
環
境
が
悪
化
す
る
時
代
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
時
代
の
中
、

Ｍ
Ｂ
Ｏ
は
、
市
場
環
境
の
変
化
に
迅
速
に
対
応
し
、
早
期
に
事
業
の
再
構
築
を
実
現
す
る
方
法
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
政
府
の
後
押
し

も
あ
り
、
今
や
、
Ｍ
＆
Ａ
に
「
乗
っ
取
り
」
と
い
う
負
の
イ
メ
ー
ジ
は
な
く
、
企
業
の
経
営
戦
略
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
最
近
の
特

徴
と
し
て
、
非
上
場
化
を
伴
う
Ｍ
Ｂ
Ｏ
を
選
択
す
る
企
業
は
、
追
い
込
ま
れ
て
の
実
施
で
は
な
く
、
好
財
務
体
質
の
企
業
が
自
ら
の
意
思
で

行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

Ｍ
Ｂ
Ｏ
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
七
年
に
経
済
産
業
省
に
よ
り
Ｍ
Ｂ
Ｏ
に
関
す
る
指
針
⑴

が
公
表
さ
れ
、
株
式
取
得
価
格
の
決
定
申
立
事
件

等
い
く
つ
か
の
判
例
も
あ
り
、
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
現
状
で
は
、
そ
の
議
論
は
Ｍ
Ｂ
Ｏ
実
施
時
の
問
題
に
焦
点
が

当
て
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
Ｍ
Ｂ
Ｏ
に
は
、
利
用
の
さ
れ
方
次
第
で
は
、
危
険
な
側
面
を
有
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
議
論
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
Ｍ
Ｂ
Ｏ
の
危
険
な
側
面
、
す
な
わ
ち
、
非
上
場
化
し
た
企

ゴ
ー
イ
ン
グ
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト（
非
上
場
化
）を
伴
う
Ｍ
Ｂ
Ｏ
に
関
す
る
株
式
市
場
規
制
の
課
題

森　

田　

理　

恵

─
─
『
暗
闇
の
ギ
ャ
ッ
プ
』
補
足
の
必
要
性
─
─
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業
が
再
上
場
す
る
場
合
の
情
報
開
示
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

企
業
の
情
報
開
示
に
つ
い
て
は
、
そ
の
重
要
性
が
年
々
高
ま
り
、
数
度
の
法
改
正
を
重
ね
る
中
で
、
様
々
な
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
開
示
義
務
は
、
株
式
会
社
全
般
に
適
用
さ
れ
る
も
の
に
加
え
、
上
場
会
社
の
み
に
適
用
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
上
場
会
社
に
関

し
て
は
、
証
券
取
引
所
の
規
則
な
ど
様
々
な
規
則
が
適
用
さ
れ
る
。
ま
た
、
株
主
総
会
は
一
般
の
株
主
が
出
席
し
質
問
す
る
機
会
で
あ
り
、

疑
惑
に
つ
い
て
回
答
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

確
か
に
、
Ｍ
＆
Ａ
お
よ
び
Ｍ
Ｂ
Ｏ
に
つ
い
て
の
法
規
制
も
開
示
義
務
規
定
を
有
す
る
が
、
Ｍ
＆
Ａ
・
Ｍ
Ｂ
Ｏ
の
実
施
前
に
要
求
さ
れ
る
の

み
で
あ
り
、
実
施
後
に
つ
い
て
は
何
ら
規
定
し
な
い
。

　

一
度
Ｍ
Ｂ
Ｏ
に
よ
り
非
上
場
化
し
た
企
業
が
再
上
場
す
る
こ
と
は
何
ら
制
限
が
な
く
、
改
め
て
上
場
す
る
際
に
は
、
一
般
の
新
規
上
場
と

同
等
の
義
務
を
負
う
の
み
で
あ
る
。

　

何
ら
か
の
不
祥
事
等
が
あ
っ
た
企
業
が
、
そ
の
発
覚
前
に
非
上
場
化
し
、
問
題
解
決
後
（
ま
た
は
隠
蔽
後
）
再
上
場
し
た
場
合
に
は
、
一

般
の
投
資
家
に
と
っ
て
そ
の
間
の
情
報
を
知
る
手
段
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
隠
蔽
が
行
わ
れ
る
余
地
の
あ
る
『
暗
闇
の
ギ
ャ
ッ
プ
』

と
も
呼
ぶ
べ
き
時
期
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
暗
闇
に
光
を
当
て
る
べ
く
何
ら
か
の
法
規
制
が
必
要
で
あ
る
。

二
、
ゴ
ー
イ
ン
グ
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
（
非
上
場
化
）
を
伴
う
Ｍ
Ｂ
Ｏ
と
は

　

Ｍ
Ｂ
Ｏ
（M

anagem
ent Buy-O

ut

）
と
は
、
現
在
の
経
営
者
が
資
金
を
出
資
し
、
事
業
の
継
続
を
前
提
と
し
て
対
象
会
社
の
株
式
を
購

入
す
る
こ
と
を
言
う
⑵

。
Ｍ
Ｂ
Ｏ
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
は
、
次
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
⑶

。

（
１
） 

Ｍ
Ｂ
Ｏ
は
、
規
模
の
拡
大
な
ど
に
よ
り
企
業
内
部
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
構
造
が
複
雑
化
し
た
企
業
が
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
的
な
単
純

な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
構
造
へ
の
回
帰
を
企
図
す
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
経
営
者
及
び
株
主
間
の
エ
ー

ジ
ェ
ン
シ
ー
問
題
の
解
決
を
図
り
得
る
、
経
済
的
意
義
を
有
す
る
取
引
で
あ
る
。

（
２
） 

そ
し
て
、
Ｍ
Ｂ
Ｏ
が
行
わ
れ
る
実
際
上
の
狙
い
と
し
て
は
、
市
場
に
お
け
る
短
期
的
圧
力
を
回
避
し
た
長
期
的
思
考
に
基
づ
く
経
営
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の
実
現
や
、
株
主
構
成
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
柔
軟
な
経
営
戦
略
の
実
現
、「
選
択
と
集
中
」
の
実
現
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
Ｍ
Ｂ
Ｏ
を
契
機
と
し
た
従
業
員
等
の
士
気
の
向
上
と
い
っ
た
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
３
） 
更
に
、
企
業
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
中
で
、
上
場
を
継
続
す
る
こ
と
が
適
さ
な
く
な
っ
た
場
合
に
、
Ｍ
Ｂ
Ｏ
に
よ
り
非
上
場
化
し
、

各
企
業
に
適
し
た
資
本
関
係
を
実
現
す
る
こ
と
の
意
義
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
４
） 

ま
た
、
株
主
に
と
っ
て
、
市
場
株
価
以
上
で
の
株
式
売
却
の
機
会
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
自
体
に
も
、
意
義
が
認
め
ら
れ
る
と
の
指
摘

も
あ
る
。

　

Ｍ
Ｂ
Ｏ
の
中
に
は
、
上
場
会
社
に
お
け
る
も
の
と
非
上
場
会
社
に
お
け
る
も
の
と
が
存
在
す
る
が
、
本
稿
で
は
、
上
場
会
社
に
対
す
る
非

上
場
化
を
伴
う
Ｍ
Ｂ
Ｏ
の
み
を
対
象
と
す
る
。

　

近
年
、
Ｍ
Ｂ
Ｏ
が
増
加
す
る
背
景
に
は
、
長
期
に
及
ぶ
景
気
後
退
が
挙
げ
ら
れ
る
。
企
業
に
と
っ
て
、
十
分
な
時
間
を
か
け
る
余
裕
が
な

く
、
急
速
な
経
営
環
境
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
早
期
の
企
業
の
再
構
築
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

　

高
度
成
長
期
時
代
に
は
、
Ｍ
＆
Ａ
に
対
し
て
「
乗
っ
取
り
」
と
い
っ
た
よ
う
な
負
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
企
業
の
戦
略
と
し
て
は
選
択
し

に
く
い
社
会
環
境
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
欧
米
で
、
Ｍ
＆
Ａ
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
、
日
本
企
業
も
企
業

戦
略
の
一
つ
と
し
て
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
、二
〇
〇
七
年
に
経
済
産
業
省
か
ら
、『
Ｍ
Ｂ
Ｏ
指
針
』が
公
表
さ
れ
ス
キ
ー

ム
が
明
確
化
さ
れ
た
。
こ
の
指
針
等
に
よ
り
Ｍ
Ｂ
Ｏ
は
政
府
の
後
押
し
を
得
る
こ
と
と
な
り
、
負
の
イ
メ
ー
ジ
は
払
拭
さ
れ
た
。
ま
た
、
証

券
会
社
、
弁
護
士
事
務
所
を
は
じ
め
と
す
る
助
言
・
サ
ポ
ー
ト
を
専
門
と
す
る
会
社
が
増
え
、
企
業
に
と
っ
て
、
今
や
Ｍ
Ｂ
Ｏ
は
身
近
な
戦

略
と
な
っ
て
い
る
。

　

企
業
に
と
っ
て
、
非
上
場
化
を
伴
う
Ｍ
Ｂ
Ｏ
を
実
施
す
る
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
、
上
記
に
あ
げ
ら
れ
た
意
義
に
加
え
、
グ
ル
ー
プ
内
シ
ナ
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ジ
ー
の
強
化
に
よ
り
、
協
業
・
経
営
判
断
な
ど
が
迅
速
に
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
ま
た
、
上
場
コ
ス
ト
の
多
大
な
負
担
を
回
避
で
き
る

こ
と
も
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

三
、
株
式
会
社
に
対
す
る
開
示
規
定

　

株
式
会
社
を
規
律
す
る
主
た
る
法
律
は
、
会
社
法
で
あ
る
。
会
社
法
は
、
株
式
会
社
全
般
に
対
し
て
、
開
示
義
務
を
課
し
て
い
る
。

　

ま
ず
、
会
社
か
ら
直
接
的
に
証
券
を
取
得
す
る
投
資
家
に
対
し
て
、
募
集
株
式
の
通
知
事
項
・
募
集
債
権
の
通
知
事
項
に
よ
る
開
示
義
務

が
あ
る
。

　

株
式
会
社
は
、
会
社
設
立
時
募
集
株
式
の
申
込
み
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
、
会
社
法
５
９
条
に
定
め
る
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
⑷

。
事
業
継
続
時
に
お
い
て
募
集
株
式
を
行
う
場
合
に
は
、
募
集
株
式
の
引
受
け
の
申
込
み
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
会
社

法
２
０
３
条
に
定
め
る
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
募
集
社
債
を
行
う
場
合
に
は
、
募
集
社
債
の
引
受
け
の
申
込
み
を
し

よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
会
社
法
６
７
７
条
に
定
め
る
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
、
株
主
・
社
債
権
者
か
ら
証
券
を
取
得
す
る
投
資
家
に
対
し
て
は
、
貸
借
対
照
表
の
公
告
制
度
に
よ
る
開
示
義
務
が
あ
る
⑸

。
計

算
書
類
の
閲
覧
の
制
度
は
、
株
主
お
よ
び
会
社
債
権
者
に
対
し
て
の
み
⑹

で
あ
る
。
株
式
会
社
の
親
会
社
社
員
に
も
、
閲
覧
の
権
利
が
あ
る
が
、

そ
の
場
合
に
は
裁
判
所
の
許
可
を
得
た
上
で
な
け
れ
ば
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
費
用
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
⑺

。

　

株
主
に
対
す
る
企
業
内
容
の
開
示
に
つ
い
て
は
、
株
主
総
会
に
際
し
、
議
決
権
行
使
の
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類
（
株
主

総
会
参
考
書
類
）
の
交
付
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
⑻

。
こ
れ
に
よ
り
、
単
年
度
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
等
、
お
よ
び
、
直
前
三
事

業
年
度
の
財
産
お
よ
び
損
益
の
状
況
が
開
示
さ
れ
る
。

　

上
場
会
社
に
対
し
て
は
、
更
な
る
開
示
義
務
が
課
さ
れ
る
。
上
場
会
社
と
は
、
金
融
商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
有
価
証
券
の
発
行

者
で
あ
る
会
社
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
株
主
（
会
社
の
所
有
者
）
た
る
地
位
が
市
場
で
売
買
さ
れ
る
会
社
で
あ
る
。
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投
資
家
は
、
不
特
定
多
数
の
一
般
人
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
投
資
対
象
の
情
報
開
示
に
よ
っ
て
リ
ス
ク
の
範
囲
を
把
握
し
た
上
で
投
資
を

す
る
存
在
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
開
示
規
制
の
歴
史
は
、
こ
の
投
資
家
を
保
護
す
る
た
め
に
、
新
た
な
法
制
度
の
制
定
お
よ
び
改
正
の
歴

史
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

株
式
会
社
に
対
し
て
開
示
規
制
を
行
う
法
律
と
し
て
は
、
会
社
法
の
他
に
、
金
融
商
品
取
引
法
が
あ
る
。

　

金
融
商
品
取
引
法
は
、
そ
の
第
１
条
に
目
的
規
定
を
置
き
、「
企
業
内
容
な
ど
の
開
示
の
制
度
を
整
備
」
し
、「
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展

及
び
投
資
家
の
保
護
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
定
め
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
会
社
の
株
式
の
募
集
に
対
し
て
申
込
み
を
し
よ
う
と

す
る
者
に
限
ら
ず
、
広
く
投
資
家
を
イ
メ
ー
ジ
し
、
国
民
経
済
を
も
視
野
に
入
れ
た
投
資
家
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る

　

金
融
商
品
取
引
法
は
、
有
価
証
券
券
届
出
書
等
の
提
出
義
務
⑼

を
規
定
し
、
公
衆
に
縦
覧
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
⑽

。
こ
の
有
価

証
券
報
告
書
提
出
を
義
務
付
け
ら
れ
る
会
社
は
、
有
価
証
券
報
告
書
提
出
会
社
と
一
般
に
呼
ば
れ
る
が
、
上
場
会
社
が
主
で
あ
り
⑾

、
Ｍ
Ｂ

Ｏ
に
よ
り
非
上
場
化
し
た
株
式
会
社
は
該
当
し
な
い
⑿

。

　

今
ま
で
、
様
々
な
企
業
の
不
祥
事
や
不
正
な
会
計
処
理
が
発
生
し
、
国
内
外
の
投
資
家
に
多
大
な
損
害
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
が
た
び
た

び
発
生
し
て
き
た
。
そ
の
た
び
に
、
新
た
な
規
制
の
導
入
お
よ
び
改
正
が
行
わ
れ
て
き
た
。

　

平
成
二
十
二
年
に
は
、金
融
庁
は
、企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
等
の
改
正
を
公
表
し
た
⒀

。
こ
れ
に
よ
り
、コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・

ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
や
役
員
報
酬
等
様
々
な
開
示
義
務
が
課
さ
れ
た
が
、
上
場
会
社
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
⒁

。

　

こ
れ
ら
の
企
業
内
容
開
示
に
お
け
る
不
実
記
載
に
つ
い
て
は
、
発
行
会
社
の
責
任
⒂

お
よ
び
役
員
の
責
任
⒃

に
つ
い
て
は
、
会
社
法
、
金

融
商
品
取
引
法
で
規
定
さ
れ
、
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
。

　

ま
た
、
東
京
証
券
取
引
所
は
、
上
場
会
社
に
対
し
、「
有
価
証
券
上
場
規
程
」
や
「
会
社
情
報
適
時
開
示
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
を
公
表
し
、

上
場
会
社
の
開
示
義
務
が
詳
細
に
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実
効
性
を
確
保
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
上
場
会
社
に
対
し
て
企
業
行
動
規
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範
を
体
系
的
に
提
示
し
、
企
業
行
動
の
適
正
性
を
確
保
し
、
あ
る
べ
き
企
業
行
動
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
⒄

。

　

こ
の
よ
う
に
、
上
場
会
社
に
対
し
て
は
、
様
々
な
法
律
等
に
よ
り
開
示
義
務
が
課
さ
れ
る
上
に
、
上
場
す
る
金
融
市
場
に
よ
る
規
制
に
よ

る
開
示
義
務
が
課
さ
れ
、
実
効
性
を
保
っ
て
い
る
。

四
、
上
場
会
社
に
対
す
る
株
主
総
会
に
よ
る
抑
止
力

　

上
場
会
社
は
、
不
特
定
多
数
の
投
資
家
が
株
主
と
な
る
こ
と
が
で
き
、
株
主
総
会
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
株
式
会
社
は
、
上
場
・

非
上
場
に
関
わ
ら
ず
株
主
総
会
を
開
催
す
る
こ
と
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
株
主
の
構
成
は
、
大
き
く
異
な
り
、
株

主
総
会
が
経
営
陣
に
与
え
る
抑
止
力
は
決
定
的
に
異
な
る
。
不
特
定
多
数
の
投
資
家
が
、
突
然
に
株
主
と
な
っ
て
、
株
主
総
会
に
参
加
す
る

こ
と
に
、
そ
の
投
資
家
の
株
主
総
会
出
席
の
意
図
を
事
前
に
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て 

、
上
場
会
社
に
お
い
て
、
株
主

総
会
に
お
け
る
株
主
か
ら
の
質
問
は
、
か
な
り
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
現
在
、
多
く
の
上
場
企
業
は
株
主
総
会
前
に
膨

大
な
量
の
想
定
問
答
集
を
作
成
し
、
株
主
総
会
前
に
何
度
も
予
行
演
習
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
以
前
に
は
、
い
わ
ゆ
る
総
会
屋
や
従
業
員

株
主
等
に
よ
る
前
方
座
席
の
占
拠
な
ど
、
強
引
な
手
法
に
よ
る
株
主
総
会
の
運
営
も
一
般
化
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
上
場
会
社

の
経
営
陣
に
と
っ
て
、
一
般
株
主
の
参
加
す
る
株
主
総
会
が
大
き
な
抑
止
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

五
、
日
本
に
お
け
る
伝
統
的
な
会
社
経
営
と
監
視
主
体

　

日
本
の
社
会
に
お
け
る
会
社
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
伝
統
的
に
、
次
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
っ
た
。
ま
ず
、
会
社
が
従
業
員
主
体
の
経
営
で
あ
る

と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
メ
イ
ン
バ
ン
ク
に
よ
る
経
営
の
監
視
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
系
列
等
の
取
引
先
と
の
強
固
な
関

係
が
経
営
を
監
視
し
合
っ
て
い
た
こ
と
の
三
点
で
あ
る
。

　

日
本
で
は
、
一
般
社
会
に
お
い
て
、
会
社
は
従
業
員
の
も
の
と
い
う
意
識
が
高
い
。
高
校
・
大
学
等
の
学
校
教
育
を
卒
業
し
た
後
、
一
企

業
に
就
職
す
る
と
、
定
年
ま
で
「
勤
め
上
げ
る
」
こ
と
が
理
想
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
に
一
生
の
大
半
を
一
企
業
で
生
活
す
る
こ
と
に
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よ
り
、
自
分
の
会
社
に
対
す
る
愛
社
精
神
は
強
く
、
会
社
と
自
分
と
を
一
体
と
考
え
る
従
業
員
が
多
い
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
代
表
取
締
役

を
含
む
経
営
陣
は
、
自
社
の
従
業
員
の
出
世
と
い
う
形
で
就
任
し
た
者
が
大
半
で
あ
り
、
落
下
傘
的
に
登
場
す
る
例
や
、
ヘ
ッ
ド
ハ
ン
テ
ィ

ン
グ
さ
れ
て
就
任
す
る
例
は
、
少
な
い
。
そ
う
い
っ
た
人
的
構
成
の
中
、
会
社
は
、
従
業
員
を
主
体
と
し
て
、
経
営
さ
れ
て
き
た
。

　

さ
ら
に
、
主
に
一
金
融
機
関
が
、
会
社
の
融
資
等
の
資
金
調
達
を
取
扱
い
、
メ
イ
ン
バ
ン
ク
と
し
て
機
能
し
て
き
た
。
メ
イ
ン
バ
ン
ク
が
、

会
社
の
資
金
状
況
の
み
な
ら
ず
、
全
般
的
な
経
営
に
つ
い
て
の
状
況
を
把
握
し
、
必
要
に
応
じ
て
人
材
を
派
遣
す
る
こ
と
に
よ
り
、
経
営
を

監
視
し
て
き
た
。
会
社
は
、
そ
の
メ
イ
ン
バ
ン
ク
と
密
接
な
関
係
を
保
つ
こ
と
に
よ
り
、
経
営
判
断
に
つ
い
て
秘
密
を
保
持
し
た
ま
ま
で
外

部
の
意
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
上
に
、
柔
軟
な
資
金
調
達
が
可
能
で
あ
っ
た
。

　

会
社
の
取
引
先
と
の
関
係
は
強
固
で
あ
り
、「
系
列
」
と
し
て
、
グ
ル
ー
プ
化
し
囲
い
込
ま
れ
た
閉
鎖
的
な
関
係
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。

技
術
開
発
や
商
品
開
発
を
共
同
で
行
い
、
資
金
調
達
の
よ
う
な
重
要
な
経
営
判
断
に
関
し
て
も
お
互
い
に
密
接
な
関
係
の
下
、
監
視
し
、
一

体
と
な
っ
て
対
応
し
て
き
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
伝
統
的
に
、
日
本
の
会
社
の
経
営
陣
は
、
立
法
に
よ
る
規
制
の
み
な
ら
ず
、
従
業
員
・
メ
イ
ン
バ
ン
ク
・
取
引
先
な
ど
か

ら
、
間
断
な
く
監
視
さ
れ
て
い
た
。
確
か
に
、
こ
れ
ら
の
監
視
は
、
明
文
規
定
を
持
た
ず
法
的
強
制
力
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
日
本
の
社
会
環
境
の
中
、
終
身
雇
用
の
従
業
員
・
メ
イ
ン
バ
ン
ク
・
取
引
先
は
変
更
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
強
い
強
制
力
を
持
っ
て

い
た
。
そ
う
い
っ
た
強
い
監
視
を
常
に
感
じ
な
が
ら
、
経
営
陣
は
、
経
営
判
断
を
行
っ
て
い
た
。

　

近
年
の
企
業
環
境
の
変
化
は
、
こ
れ
ら
の
監
視
体
制
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
従
業
員
は
、
非
正
規
雇
用
の
解
禁
、
早
期
退
職
制

度
等
に
よ
り
、
終
身
雇
用
が
約
束
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
Ｍ
＆
Ａ
等
に
よ
り
、
途
中
か
ら
自
分
の
勤
め
る
会
社
が
変
わ
る
と
い
う
こ

と
も
珍
し
く
な
い
上
、
経
営
陣
が
外
部
よ
り
選
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
従
業
員
の
構
成
の
変
化
に
よ
り
、
従
業
員
の
会
社

へ
の
一
体
感
は
急
速
に
薄
れ
、
従
業
員
に
よ
る
会
社
経
営
に
対
す
る
監
視
機
能
が
弱
ま
り
つ
つ
あ
る
。

　

ま
た
、
金
融
機
関
が
複
数
、
会
社
の
資
金
調
達
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
り
、
メ
イ
ン
バ
ン
ク
制
度
が
薄
れ
て
き
た
。
そ
う
い
っ
た
中
で
、

金
融
機
関
は
、
会
社
に
と
っ
て
資
金
調
達
等
の
た
め
だ
け
に
存
在
す
る
こ
と
と
な
り
、
経
営
全
体
に
対
す
る
情
報
を
得
ら
れ
に
く
く
な
っ
て
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き
た
。
ま
た
、
金
融
機
関
の
体
力
の
低
下
が
、
会
社
に
と
っ
て
の
存
在
意
義
を
薄
め
る
こ
と
に
も
な
っ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
金
融
機
関
に

よ
る
会
社
経
営
に
対
す
る
監
視
機
能
が
弱
ま
り
つ
つ
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
系
列
等
の
崩
壊
に
よ
り
、
業
界
内
で
の
会
社
間
の
関
係
が
複
雑
と
な
り
、
取
引
先
間
の
株
式
持
ち
合
い
等
の
解
消
も
進
み
、
１

社
で
は
な
く
同
業
他
社
と
の
取
引
を
す
る
会
社
が
増
え
て
き
た
。
そ
こ
で
、
会
社
内
の
情
報
が
系
列
内
で
共
有
さ
れ
る
と
い
っ
た
密
な
関
係

は
維
持
さ
れ
ず
、
会
社
の
内
部
状
況
が
外
部
の
会
社
か
ら
は
窺
い
知
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
取
引
先
に
よ
る
会
社
経
営
に
対

す
る
監
視
機
能
も
弱
ま
り
つ
つ
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
伝
統
的
な
ソ
フ
ト
ロ
ー
か
ら
の
会
社
経
営
に
対
す
る
監
視
機
能
は
弱
ま
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
経
営
者
に
、

過
度
の
自
由
裁
量
権
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
て
き
て
お
り
、
無
責
任
な
経
営
を
す
る
危
険
性
を
は
ら
む
事
態
と
な
っ
て
い
る
。

六
、
ス
ク
ィ
ー
ズ
ア
ウ
ト
の
問
題
点
に
関
す
る
議
論

　

ス
ク
ィ
ー
ズ
ア
ウ
ト
と
は
、
Ｍ
Ｂ
Ｏ
に
よ
る
非
公
開
会
社
が
完
全
子
会
社
と
な
る
よ
う
に
、
公
開
買
付
け
に
応
募
し
な
か
っ
た
公
開
買
付

者
以
外
の
株
主
に
対
し
て
、
法
令
に
従
い
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
当
該
種
類
株
式
の
数
を
一
株
に
満
た
な
い
端
数
と
な
る
よ
う
決
定
し
、

そ
の
後
、
公
開
買
付
者
以
外
の
株
主
に
対
し
て
、
当
該
端
数
の
合
計
数
を
強
制
的
に
売
却
さ
せ
る
こ
と
等
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
金
銭
が
交
付

さ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
端
数
の
合
計
数
の
売
却
等
の
結
果
、
公
開
買
付
者
以
外
の
株
主
に
金
銭
が
交
付
さ
れ
る

（
キ
ャ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
）
こ
と
に
よ
り
、
完
全
親
子
会
社
が
成
立
す
る
。

　

こ
の
Ｍ
Ｂ
Ｏ
お
け
る
少
数
株
主
に
対
す
る
ス
ク
ィ
ー
ズ
ア
ウ
ト
に
関
し
て
は
、
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
ス
ク
ィ
ー
ズ
ア
ウ
ト
さ

れ
る
株
主
は
、
元
々
、
少
数
株
主
で
あ
る
た
め
、
共
益
権
を
行
使
し
て
も
結
果
を
得
る
こ
と
が
出
来
ず
、
実
質
的
に
失
わ
れ
る
権
利
は
な
い

と
い
え
る
た
め
、
自
益
権
に
つ
い
て
の
保
護
に
焦
点
を
当
て
た
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
買
取
価
格
の
決
定
や
手
続
方
法
等
に

つ
い
て
、
多
く
の
議
論
が
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
少
数
株
主
の
共
益
権
は
、
議
決
権
行
使
に
の
み
集
約
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
第
４
章
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
株
主
総
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会
に
お
い
て
、
た
と
え
議
決
権
の
行
使
が
影
響
力
を
及
ぼ
さ
な
い
少
数
株
主
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
影
響
力
は
大
き
い
も
の
で
あ
る
。

共
益
権
の
一
つ
で
あ
る
、
監
督
是
正
権
は
、
単
独
株
主
権
で
あ
り
、
少
数
株
主
と
い
え
ど
も
行
使
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
経
営
陣
に
行

動
が
予
測
で
き
な
い
株
主
が
株
主
総
会
に
出
席
す
る
こ
と
の
抑
止
力
は
、
第
四
章
で
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

今
ま
で
の
、
Ｍ
Ｂ
Ｏ
に
お
け
る
ス
ク
ィ
ー
ズ
ア
ウ
ト
に
関
す
る
議
論
は
、
ス
ク
ィ
ー
ズ
ア
ウ
ト
さ
れ
る
株
主
の
保
護
と
い
う
観
点
が
強
調

さ
れ
る
あ
ま
り
、
株
主
総
会
の
質
の
変
化
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
は
考
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
非
上
場
化
を
伴
う
Ｍ
Ｂ
Ｏ
が
、
経
営
陣

の
自
ら
の
意
思
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
主
流
と
な
っ
て
き
て
い
る
中
で
、
そ
の
Ｍ
Ｂ
Ｏ
に
反
対
し
公
開
買
付
け
に
応
じ
な
か
っ
た
株
主
を
排
除

す
る
ス
ク
ィ
ー
ズ
ア
ウ
ト
の
制
度
は
、
経
営
陣
に
Ｍ
Ｂ
Ｏ
選
択
に
不
正
な
意
図
の
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
の
追
及
の
手
段
を
封
じ
、
発
覚
を
困

難
に
す
る
危
険
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
暗
闇
』
を
照
ら
す
手
段
が
、
そ
の
『
暗
闇
』
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
経
営
陣
に
よ
っ
て
封
じ
込

め
ら
れ
る
危
険
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

七
、 

Ｍ
Ｂ
Ｏ
が
情
報
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
の
危
険
性

　

上
場
会
社
に
対
し
て
は
、
詳
細
な
開
示
義
務
が
様
々
な
方
面
か
ら
な
さ
れ
、
あ
る
程
度
の
実
行
力
を
伴
っ
て
い
る
。
こ
の
理
由
は
、
金
融

商
品
取
引
法
の
目
的
規
定
に
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
会
社
の
行
動
規
範
に
対
す
る
保
護
対
象
が
、
国
民
経
済
お
よ
び
一
般
投
資
家
と
い

う
国
内
外
の
広
範
な
領
域
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
会
社
法
等
に
よ
る
株
式
会
社
に
対
す
る
行
動
規
範
の
保
護
対
象

は
、
当
該
株
式
会
社
の
債
権
者
で
あ
る
。
こ
の
違
い
が
、
開
示
義
務
の
差
と
な
っ
て
表
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

近
年
、
Ｍ
＆
Ａ
の
活
発
化
に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
法
を
参
考
に
す
る
方
法
で
様
々
な
立
法
等
が
な
さ
れ
、
Ｍ
Ｂ
Ｏ
に
関
し
て
も
指
針
等
が
政

府
の
方
針
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
、
Ｍ
Ｂ
Ｏ
は
推
進
す
べ
き
企
業
戦
略
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
実
施
時
の
手
続
き
等
が
整
備
さ
れ
て
き

た
。
従
っ
て
、
そ
の
問
題
点
も
実
施
時
に
お
け
る
も
の
に
焦
点
が
絞
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。　

　

上
場
会
社
が
、
非
上
場
化
を
選
択
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
上
場
会
社
と
し
て
の
義
務
か
ら
免
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
自
ら
の
意
思
で
義
務
を

免
れ
、
ま
た
新
た
に
上
場
す
る
際
に
は
、
免
れ
て
い
た
時
期
の
義
務
は
生
じ
な
い
ま
ま
、
一
般
の
新
規
上
場
会
社
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
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上
場
企
業
が
、
情
報
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
の
目
的
で
非
上
場
化
し
、
隠
蔽
後
再
上
場
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
行
法
の
想
定
外
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
企
業
不
祥
事
が
相
次
い
で
発
覚
し
て
い
る
中
、
企
業
の
経
営
者
が
責
任
を
隠
蔽
す
る
た
め
に
、
非
上
場
化
を
伴
う
Ｍ
Ｂ
Ｏ
を
利

用
す
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
対
し
何
ら
警
告
を
発
し
な
い
こ
と
は
、
企
業
の
経
営
者
に
責
任
の
隠
蔽
の
一
方
法
を
示
唆
し
、

放
漫
経
営
を
助
長
す
る
危
険
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

自
ら
の
意
思
で
非
上
場
化
を
企
図
し
た
会
社
が
、
再
上
場
を
す
る
場
合
に
は
、
当
該
会
社
の
債
権
者
だ
け
で
な
く
一
般
の
投
資
家
の
保
護

を
目
的
と
し
、
健
全
な
国
民
経
済
を
確
保
す
る
た
め
に
も
、
非
上
場
の
期
間
の
情
報
の
開
示
を
義
務
付
け
る
必
要
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

情
報
が
開
示
さ
れ
な
い
『
暗
闇
の
ギ
ャ
ッ
プ
』
が
存
在
す
れ
ば
、
投
資
家
は
適
正
な
リ
ス
ク
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
健
全
な
国
民
経

済
の
た
め
の
光
が
届
か
な
い
領
域
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
領
域
に
光
を
当
て
、
株
式
会
社
の
非
上
場
期
間
の
適
正
な
行
動
規
範
を
確
保
す
る
手
段
を
講
じ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

八
、
こ
れ
か
ら
の
課
題

　

今
ま
で
、
数
々
の
不
祥
事
・
不
正
が
発
覚
し
、
そ
の
た
び
に
法
律
が
改
正
さ
れ
、
開
示
義
務
等
の
企
業
の
義
務
は
詳
細
か
つ
広
範
と
な
っ

て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
改
正
後
も
、
不
祥
事
は
相
変
わ
ら
ず
発
覚
し
、
い
た
ち
ご
っ
こ
の
様
相
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
立
法
に
よ
る

規
制
の
限
界
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、『
暗
闇
の
ギ
ャ
ッ
プ
』
に
光
を
あ
て
る
た
め
に
は
、
ハ
ー
ド
ロ
ー
だ
け
で
は
、
不
十
分
で
あ
り
、

ハ
ー
ド
ロ
ー
・
ソ
フ
ト
ロ
ー
両
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
は
、
法
的
な
拘
束
力
を
有
し
な
い
に
も

関
わ
ら
ず
、
現
実
の
経
済
社
会
に
お
い
て
、
企
業
が
何
ら
か
の
拘
束
感
を
も
っ
て
従
っ
て
い
る
規
範
で
あ
る
。

　

従
来
に
は
、
日
本
で
大
き
な
抑
止
力
を
持
っ
て
い
た
従
業
員
・
メ
イ
ン
バ
ン
ク
・
取
引
先
な
ど
に
よ
る
抑
止
力
は
、
も
は
や
期
待
で
き
ず
、

再
生
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
。

　

こ
う
い
っ
た
状
況
の
中
、
非
上
場
化
に
伴
う
Ｍ
Ｂ
Ｏ
に
よ
る
株
主
総
会
の
質
の
変
化
に
注
目
し
、
ス
ク
ィ
ー
ズ
ア
ウ
ト
さ
れ
た
元
株
主
の

力
を
検
討
す
る
こ
と
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
。
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非
上
場
を
伴
う
Ｍ
Ｂ
Ｏ
を
実
施
し
た
非
上
場
会
社
は
、
上
場
時
の
株
主
総
会
に
代
わ
る
、
公
開
の
質
問
機
会
を
定
期
的
に
開
催
す
る
こ
と

を
義
務
付
け
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
立
法
に
よ
る
新
た
な
枠
組
み
を
作
る
の
で
は
な
く
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
し
て
の
枠
組
み
が
適
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
近
年
の
企
業
環
境
の
急
速
な
変
化
や
、非
上
場
化
を
伴
う
Ｍ
Ｂ
Ｏ
の
件
数
の
増
加
を
考
慮
す
る
と
、会
社
法
の
改
正
を
待
っ

て
い
る
余
裕
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
定
期
開
催
の
公
開
の
質
問
機
会
の
参
加
者
に
は
、
ス
ク
ィ
ー
ズ
ア
ウ
ト
さ
れ
た
株
主
が
含
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
元
株
主
は
、

Ｍ
Ｂ
Ｏ
に
反
対
し
た
者
で
あ
り
、
新
た
な
会
社
の
経
営
に
批
判
的
な
視
点
か
ら
監
視
す
る
可
能
性
が
高
く
、
効
果
が
期
待
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
他
の
参
加
者
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
誰
で
も
が
参
加
で
き
る
よ
う
に
開
放
し
、
参
加
し
た
い
者
は
有
料
の
参
加
費
を
支
払
う
こ
と

に
よ
り
参
加
資
格
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
そ
れ
は
、
上
場
会
社
の
株
主
総
会
が
大
き
な
抑
止
力
を
有
す
る
理
由
に
、
不
特
定

多
数
投
資
家
が
、
い
つ
で
も
株
主
と
な
っ
て
株
主
総
会
に
参
加
で
き
る
こ
と
に
あ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
投
資
家
が
株
主
と
な
る
た

め
に
は
一
定
の
出
資
が
必
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
定
期
開
催
の
公
開
の
質
問
機
会
の
開
催
を
義
務
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、『
暗
闇
の
ギ
ャ
ッ
プ
』
に
光
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
、

更
に
は
、
不
祥
事
・
不
正
会
計
等
の
隠
蔽
を
目
的
に
、
非
上
場
化
を
伴
う
Ｍ
Ｂ
Ｏ
を
行
う
こ
と
を
抑
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ハ
ー
ド
ロ
ー
・
ソ
フ
ト
ロ
ー
両
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
れ
ば
、
非
上
場
化
を
伴
う
Ｍ
Ｂ
Ｏ
を
し
た
会
社
が
再
上
場

を
す
る
際
に
、『
暗
闇
の
ギ
ャ
ッ
プ
』
を
補
足
し
、
情
報
を
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
し
て
『
暗
闇
の
ギ
ャ
ッ
プ
』
を
飛
び
越
え
る
こ
と
を
阻
止
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
側
面
か
ら
の
議
論
を
含
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

⑴
「
企
業
価
値
の
向
上
及
び
公
正
な
手
続
確
保
の
た
め
の
経
営
者
に
よ
る
企
業
買
収
（
Ｍ
Ｂ
Ｏ
）
に
関
す
る
指
針
」
平
成
１
９
年
９
月
４
日
経
済
産
業
省

⑵
『
企
業
価
値
報
告
書　

２
０
０
６　

〜
企
業
社
会
に
お
け
る
公
正
な
ル
ー
ル
の
定
着
に
向
け
て
〜
』
企
業
価
値
研
究
会
、
平
成
１
８
年
３
月
３
１
日
、

４
５
頁
）

⑶
『
企
業
価
値
の
向
上
及
び
公
正
な
手
続
確
保
の
た
め
の
経
営
者
に
よ
る
企
業
買
収
（
Ｍ
Ｂ
Ｏ
）
に
関
す
る
報
告
書
』
企
業
価
値
研
究
会
、
平
成
１
９
年
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８
月
２
日
、
３
頁
）

⑷　

会
社
法
２
７
条
各
号
、
２
８
条
各
号
、
３
２
条
第
１
項
各
号
お
よ
び
５
８
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
、
お
よ
び
、
発
起
人
が
出
資
し
た
財
産
の

価
額

⑸　

会
社
法
４
４
０
条
、
計
算
規
則
１
６
４
条

⑹　

会
社
法
４
４
２
条
３
項

⑺　

会
社
法
４
４
２
条
４
項

⑻　

会
社
法
２
０
１
条

⑼　

金
融
商
品
取
引
法
第
５
条

⑽　

金
融
商
品
取
引
法
第
２
５
条

⑾　

金
融
商
品
取
引
法
第
２
４
条
の
１

　

①
金
融
商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
有
価
証
券

　

②
店
頭
登
録
さ
れ
て
い
る
有
価
証
券

　

③
募
集
ま
た
は
売
出
し
に
あ
た
り
有
価
証
券
届
出
書
ま
た
は
発
行
登
録
追
補
書
類
を
提
出
し
た
有
価
証
券

　

④
所
有
者
数
が
１
０
０
０
人
以
上
の
株
券
ま
た
は
優
先
出
資
証
券
、
お
よ
び
所
有
者
数
が
５
０
０
人
以
上
の
み
な
し
有
価
証
券

　

に
該
当
す
る
場
合
、
そ
の
発
行
会
社
は
、
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
義
務
を
負
う
。

⑿　

も
っ
と
も
、
上
場
廃
止
後
直
ち
に
提
出
義
務
が
消
滅
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
当
期
末
を
含
め
５
年
間
の
各
期
末
す
べ
て
の
株
主
数
が
３
０
０
人
未
満

の
場
合
、
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
。

⒀　
『
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
』（
平
成
２
２
年
内
閣
府
令
第
１
２
号
）

⒁　

金
融
庁
は
、
報
道
発
表
資
料
に
お
い
て
、「
上
場
会
社
等
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
開
示
の
充
実
に
つ
い
て
」
と
概
要
に
記
述
し

て
い
る
。

　

http://w
w

w
.fsa.go.jp/new

s/21/sonota/20100212-2.htm
l

⒂　

会
社
法
第
３
５
０
条
、
金
融
商
品
取
引
法
２
１
条
の
２

⒃　

会
社
法
第
４
２
９
条
、
金
融
商
品
取
引
法
２
１
条
・
２
２
条
・
２
４
条
の
４

⒄　

東
京
証
券
取
引
所　
「
会
社
情
報
適
時
開
示
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
２
０
１
１
年
６
月
版
」
紹
介
文
よ
り
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http://w

w
w

.tse.or.jp/about/books/tekiji-kaiji.htm
l
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一
、
は
じ
め
に

　
「
環
境
へ
の
負
荷
を
防
止
・
低
減
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
法
（
法
令
、
条
例
、
条
約
等
）
の
総
体
⑴

」
あ
る
い
は
「
環
境
質
を
維
持
・

回
復
す
る
法
⑵

」
な
ど
と
い
わ
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
環
境
法
に
つ
き
、
筆
者
は
以
下
の
よ
う
に
表
現
し
た
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
環
境
法

と
は
環
境
基
本
法
（
い
わ
ゆ
る
典
型
七
公
害
等
に
つ
い
て
も
定
義
し
て
い
る
）
を
中
核
と
し
た
環
境
保
護
・
保
全
、
環
境
に
対
す
る
負
荷
の

低
減
、
公
害
の
抑
止
等
を
目
的
と
す
る
法
の
総
称
⑶

、
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
循
環
型
社
会
形
成
推
進
基
本
法
、
大
気
汚
染
防

止
法
、
水
質
汚
濁
防
止
法
、
廃
棄
物
処
理
法
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
）
等
々
も
環
境
法
に
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
環
境
法

の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
廃
棄
物
処
理
法
は
、
行
政
法
の
領
域
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
特
別
刑
法
で
あ
る
環
境
刑
法
⑷

の
領
域
と
も
密
接

な
関
連
性
を
有
し
て
い
る
と
い
っ
た
属
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
現
代
社
会
は
、
大
量
生
産
・
大
量
消
費
を
前
提
と
し
て
成
立
・
形
成
さ

れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
悪
質
な
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
が
生
じ
る
可
能
性
は
大
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
近
時
、
最
高
裁
判
所
は
廃
棄
物
処
理
法
に
関
し
て
注
目
に
値
す
る
判
断
を
示
し
た
⑸

。
同
判
断
は
、
不
法
投
棄
に
対
す
る
抑
止
、

ま
た
、
廃
棄
物
処
理
法
と
い
っ
た
環
境
法
・
行
政
法
や
環
境
刑
法
の
解
釈
・
運
用
等
に
影
響
を
与
え
る
も
の
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
以
前
に

も
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
考
察
・
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
改
め
て
検
討
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

環
境
法
に
お
け
る
未
必
の
故
意
に
よ
る
共
謀
共
同
正
犯
論
の
再
検
討

小　

針　

健　

慈

─
─
最
三
決
平
一
九
年
一
一
月
一
四
日　

廃
棄
物
処
理
法
違
反
の
罪
を
素
材
と
し
て
─
─
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二
、
本
件
の
事
実
の
概
要

　

本
件
は
、
神
奈
川
県
に
本
店
を
置
く
港
湾
運
送
業
、
倉
庫
業
、
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
等
を
営
む
被
告
人
Ａ
運
輸
倉
庫
株
式
会
社
（
以
下
、

「
被
告
Ａ
会
社
⑹

」
と
い
う
）
の
代
表
取
締
役
で
あ
る
被
告
人
Ｂ
、
同
社
の
取
締
役
の
被
告
人
Ｃ
お
よ
び
被
告
人
Ｄ
、
同
社
の
執
行
役
の
被

告
人
Ｅ
、
同
社
の
顧
問
の
被
告
人
Ｆ
ら
五
名
（
以
下
、
Ｂ
〜
Ｆ
を
「
被
告
人
Ｂ
ら
」
と
い
う
）
は
、
千
葉
市
内
の
借
地
に
お
い
て
保
管
中
の

「
硫
酸
ピ
ッ
チ
⑺

」
が
入
っ
た
ド
ラ
ム
缶
約
六
〇
〇
〇
本
の
処
理
を
下
請
会
社
の
代
表
者
で
あ
る
Ｇ
に
「
委
託
⑻

」
し
た
が
、
そ
の
う
ち

三
六
一
本
が
北
海
道
内
に
捨
て
ら
れ
た
こ
と
に
つ
き
、
被
告
Ａ
会
社
の
業
務
に
関
し
て
、
Ｇ
ら
と
「
共
謀
の
上
」、「
み
だ
り
に
廃
棄
物
を
捨

て
た
⑼

」
と
し
て
廃
棄
物
処
理
法
に
お
け
る
不
法
投
棄
罪
に
つ
い
て
未
必
の
故
意
に
よ
る
共
謀
共
同
正
犯
と
し
て
の
責
任
を
問
わ
れ
た
も
の

で
あ
る
⑽

。

　

三
、「
共
謀
共
同
正
犯
」
に
関
す
る
学
説
・
判
例

　

大
塚
仁
博
士
は
、
い
わ
ゆ
る
「
優
越
支
配
共
同
正
犯
」
の
立
場
か
ら
、
実
行
行
為
に
出
る
こ
と
の
な
い
共
謀
者
に
対
し
て
は
、
共
謀
の
性

質
に
よ
り
教
唆
犯
ま
た
は
従
犯
の
責
任
を
問
う
ほ
か
な
く
、
教
唆
者
で
あ
る
共
謀
者
は
、
正
犯
と
同
様
に
処
罰
が
可
能
で
あ
る
故
に
、
そ
の

扱
い
に
不
都
合
は
な
い
旨
⑾

、
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、「
優
越
支
配
共
同
正
犯
」
に
該
当
す
る
と
さ
れ
る
最
決
平
成
一
三
年
一
〇
月
二
五

日
の
事
例
、
す
な
わ
ち
、
Ａ
女
は
、
当
時
一
二
歳
一
〇
か
月
の
長
男
Ｂ
に
指
示
・
命
令
し
て
強
盗
を
実
行
さ
せ
た
場
合
に
も
、
Ｂ
に
は
是
非

弁
別
能
力
が
あ
り
、
Ａ
女
の
指
示
・
命
令
は
Ｂ
の
意
思
を
抑
圧
す
る
に
足
る
程
度
の
も
の
で
な
く
、
Ｂ
は
自
ら
の
意
思
に
よ
り
そ
の
実
行
を

決
意
し
た
う
え
、
臨
機
応
変
に
対
処
し
て
強
盗
を
完
遂
し
、
Ｂ
が
奪
取
し
た
物
を
す
べ
て
Ａ
女
が
領
得
し
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
間
接

正
犯
ま
た
は
教
唆
犯
で
は
な
く
共
謀
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

山
口
厚
教
授
は
、「
実
行
行
為
（
構
成
要
件
的
行
為
）
の
分
担
を
伴
わ
な
い
が
、
構
成
要
件
該
当
事
実
の
惹
起
に
つ
い
て
重
要
な
因
果
的

寄
与
を
行
い
、
構
成
要
件
該
当
事
実
を
実
質
的
に
共
同
惹
起
し
た
と
見
う
る
場
合
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
を
も
共
同
正
犯
の
範
囲
内
に
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取
り
込
む
こ
と
が
、
事
態
の
実
体
に
即
し
た
評
価
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
（
こ
う
し
て
、
共
謀
共
同
正
犯
も
認
め
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
…
詐
欺
事
案
に
お
い
て
は
、
…
金
を
出
さ
せ
る
こ
と
と
同
程
度
に
、
う
ま
味
の
あ
る
話
を
作
り
上
げ
る
こ
と
も
重
要
で
あ
り
、

後
者
に
の
み
携
わ
っ
た
者
も
、
…
共
同
正
犯
と
す
る
に
値
す
る
…
）。」
と
述
べ
て
い
る
⑿
⒀

。

　

藤
木
英
雄
博
士
の
「
共
同
正
犯
、
こ
と
に
共
謀
者
の
利
用
行
為
が
、
間
接
正
犯
が
単
独
正
犯
と
認
め
ら
れ
る
の
と
並
行
し
た
趣
旨
で
、
み

ず
か
ら
手
を
下
し
た
も
の
と
価
値
的
に
同
一
に
評
価
し
う
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
共
謀
者
を
、
他
人
と
合
意
の
上
共
同
し
て
相
互

に
利
用
し
あ
っ
て
結
果
を
実
現
し
た
と
い
う
意
味
で
、
共
同
の
実
行
を
し
た
者
と
認
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
⒁

」
と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
間

接
正
犯
類
似
説
」
に
対
し
て
、
設
楽
裕
文
教
授
は
、
以
下
の
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
間
接
正
犯
は
単
独
犯
で
あ
り
一
方
的
な

利
用
関
係
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
の
に
、
ど
う
し
て
、
共
謀
者
が
実
行
担
当
者
を
（
合
意
に
よ
り
拘
束
さ
れ
自
己
の
一
存
で
実
行
の
意
思
を
放

棄
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
、
と
い
う
意
味
で
）
道
具
と
し
た
こ
と
を
も
っ
て
、
相
互
利
用
・
補
充
関
係
が
あ
る
と
認
め
う
る
の
か
⒂

」
と
い

う
も
の
で
あ
る
が
、
鋭
い
指
摘
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
西
田
典
之
教
授
の
「
共
謀
に
は
、
順
次
共
謀
、
現
場
共
謀
も
あ
り
得
る
し
、
ま
た
、
黙
示
の
共
謀
も
あ
り
得
る
。
こ
の
場
合
の
共

謀
は
、
単
な
る
意
思
の
連
絡
に
す
ぎ
な
い
こ
と
も
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
で
も
、
そ
の
他
の
関
与
行
為
を
総
合
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た

と
評
価
し
得
る
の
で
あ
れ
ば
（
共
謀
）
共
同
正
犯
を
肯
定
し
て
も
よ
い
⒃

」
と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
重
要
な
役
割
説
」
に
対
し
て
、同
説
は
「
間

接
正
犯
類
似
説
」
や
「
行
為
支
配
説
」
で
は
基
礎
づ
け
が
困
難
で
あ
っ
た
各
関
与
者
が
対
等
な
横
の
関
係
の
場
合
の
共
謀
共
同
正
犯
も
基
礎

づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
と
の
評
価
⒄

が
あ
る
一
方
で
、「
形
式
的
実
行
共
同
正
犯
論
に
比
べ
て
基
準
が
不
明
確
で
あ
る
と
の
批
判
を

免
れ
な
い
。
捜
査
が
自
白
偏
重
に
傾
く
と
い
う
批
判
に
対
し
、
共
謀
共
同
正
犯
肯
定
論
に
特
有
の
問
題
で
な
い
と
答
え
る
の
も
、
批
判
を
認

諾
し
た
に
等
し
い
。
ま
た
、
実
行
行
為
（
の
分
担
）
を
除
外
し
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
『
共
犯
と
し
て
の
可
罰
性
の
確
認
』
が
で
き
る
の
か
、

そ
の
確
認
の
妥
当
性
は
認
め
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
も
不
明
と
い
う
ほ
か
な
い
⒅

。」
と
い
っ
た
批
判
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　

近
時
、
前
田
雅
英
教
授
は
、
共
謀
共
同
正
犯
に
は
暴
力
団
の
親
分
・
子
分
の
よ
う
な
関
係
に
代
表
さ
れ
る
支
配
型
（
教
唆
型
）
の
類
型
、

お
よ
び
「
優
越
的
な
支
配
を
及
ぼ
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
共
謀
す
る
こ
と
に
よ
り
相
互
に
裏
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
心
理
的
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拘
束
や
、
背
後
に
仲
間
が
控
え
て
い
る
と
思
う
と
実
行
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
に
さ
ら
に
客
観
的
な
幇
助
行
為
が
付
け
加
わ
る
こ
と

に
よ
り
、
実
行
行
為
を
『
共
同
の
も
の
』
と
評
価
し
得
る
場
合
」
の
よ
う
な
対
等
型
（
相
互
幇
助
型
）
の
類
型
が
存
在
す
る
、
と
い
っ
た
考

え
方
を
示
し
て
い
る
⒆

。

　

こ
う
い
っ
た
諸
説
の
包
摂
を
試
み
た
と
す
る
板
倉
宏
博
士
の
い
わ
ゆ
る
「
共
同
実
行
推
進
説
」
は
、「
共
同
正
犯
は
、
二
人
以
上
の
者
が

共
同
し
て
特
定
の
犯
罪
を
実
行
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
共
謀
者
の
行
為
を
全
体
的
・
総
合
的
に
み
て
、
共
同
し
て
特
定
の
犯
罪
を
実
現
さ

せ
た
と
い
え
れ
ば
共
同
正
犯
を
認
め
て
も
よ
く
、
共
謀
者
各
自
に
つ
い
て
個
別
的
に
観
察
し
て
直
接
実
行
行
為
を
分
担
し
て
い
な
け
れ
ば
共

同
正
犯
で
な
い
と
す
る
の
は
、
不
合
理
で
あ
る
。
互
い
に
他
人
の
行
為
を
利
用
し
、
各
自
の
意
思
を
実
行
に
移
す
と
い
う
謀
議
を
し
た
共
謀

者
で
、
直
接
実
行
行
為
を
分
担
し
な
か
っ
た
者
も
、
直
接
実
行
者
と
利
用
し
あ
い
、
補
い
あ
う
…
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
同
実
行
を
推
進
し
て

い
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
共
同
実
行
を
推
進
し
て
い
る
共
謀
者
は
、
直
接
実
行
行
為
を
分
担
し
な
く
て
も
、
共
同
正
犯
者
と

し
て
の
罪
責
を
問
わ
れ
て
よ
い
⒇

。」
と
し
、
し
た
が
っ
て
、「
実
行
行
為
を
分
担
し
な
い
共
謀
者
に
必
要
と
さ
れ
る
共
同
実
行
推
進
行
為
は
、

実
行
分
担
者
と
の
相
互
利
用
・
補
充
関
係
に
よ
っ
て
特
定
の
犯
罪
を
実
行
す
る
、
実
行
担
当
者
と
の
共
同
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…

こ
の
よ
う
な
共
同
実
行
推
進
行
為
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
、
行
為
が
主
観
・
客
観
の
全
体
構
造
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、

行
為
の
主
観
面
と
客
観
面
の
両
面
か
ら
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
�

。」
と
し
て
お
り
、
妥
当
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
共
謀
」
ま
た
は
「
謀
議
」
は
、
共
謀
共
同
正
犯
に
お
け
る
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
で
あ
り
、
よ
っ
て
厳
格
な
証
明
が
要

求
さ
れ
、
単
な
る
「
意
思
の
連
絡
」
ま
た
は
「
共
同
犯
行
の
認
識
」
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
り
�

、
裁
判
例
に
よ
れ
ば
、「
特
定
の
犯
罪
を

志
向
す
る
共
同
者
の
意
思
が
指
示
、
命
令
、
提
案
等
に
よ
っ
て
他
の
共
同
者
に
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
、
他
の
共
同
者
が
右
指
示
、
命
令
、

提
案
等
を
了
承
、
賛
同
す
る
な
ど
、
各
自
の
意
思
が
特
定
の
犯
罪
を
行
な
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
一
個
の
共
同
意
思
と
認
め
ら
れ
る
ま
で
に

一
体
化
す
る
に
至
っ
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
�

」
と
さ
れ
る
。

　

判
例
は
、
主
と
し
て
い
わ
ゆ
る
「
共
同
意
思
主
体
説
」
に
基
づ
く
と
さ
れ
、
大
審
院
以
来
、
共
謀
共
同
正
犯
を
認
め
て
い
る
。
練
馬
事
件

判
決
は
、「
共
謀
に
参
加
し
た
事
実
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
直
接
実
行
行
為
に
関
与
し
な
い
者
で
も
、
他
人
の
行
為
を
い
わ
ば
自
己
の
手
段
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と
し
て
犯
罪
を
行
っ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ
の
間
刑
責
の
成
立
に
差
異
を
生
ず
る
と
解
す
べ
き
理
由
は
な
い
�

。」
と
し
て
、
実
務

上
の
共
謀
共
同
正
犯
を
確
立
さ
せ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
前
田
雅
英
教
授
は
、
共
謀
共
同
正
犯
を
全
面
的
に
否
定
す
る
学
説
は
現
時
点
に
お

い
て
少
数
で
あ
る
旨
、
述
べ
て
い
る
�

。

　

な
お
、
板
倉
宏
博
士
は
、「
共
謀
共
同
正
犯
」
に
つ
き
、「
通
説
化
」
と
い
う
文
言
を
用
い
て
い
る
�

。

　

以
上
の
考
察
か
ら
、
共
謀
共
同
正
犯
を
認
め
る
の
は
不
当
で
は
な
い
と
考
え
る
。

　

四
、「
未
必
の
故
意
」
に
関
す
る
学
説
・
判
例

　
　

未
必
の
故
意
に
つ
き
通
説
・
判
例
は
、
認
容
説
を
と
り
、
結
果
の
発
生
を
認
容
し
た
場
合
が
未
必
の
故
意
で
あ
り
、
結
果
の
発
生
を
表

象
し
て
も
、
発
生
を
認
容
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
認
識
あ
る
過
失
で
あ
る
、
と
す
る
�

。
板
倉
宏
博
士
は
、「
認
容
説
を
と
っ
て
も
、
行
為

者
の
考
え
て
い
た
蓋
然
性
の
程
度
が
、
そ
の
よ
う
な
蓋
然
性
を
基
礎
づ
け
る
客
観
的
な
事
実
関
係
と
と
も
に
、
認
容
の
有
無
を
判
断
す
る
う

え
で
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
犯
罪
事
実
実
現
の
認
容
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
た
め
に
は
、
行
為
者
の
考
え

て
い
た
蓋
然
性
の
程
度
が
相
当
高
度
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
�

」
と
し
て
い
る
も
の
の
、
西
田
典
之
教
授
は
、「
認
容
説
と
は
、
結
果

の
発
生
を
意
欲
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
結
果
が
発
生
し
て
も
『
か
ま
わ
な
い
』、『
仕
方
が
な
い
』
と
い
う
消
極
的
認
容
が
あ
れ
ば
よ

い
と
す
る
説
で
あ
る
。」
と
説
明
し
、
そ
し
て
、「
未
必
の
故
意
の
有
無
は
、
結
局
、
結
果
の
発
生
を
あ
り
得
る
も
の
と
し
て
認
識
し
て
い
た

こ
と
を
推
認
さ
せ
る
情
況
証
拠
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
�

」
と
し
て
お
り
、
こ
う
い
っ
た
考
え
方
は
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

認
容
説
に
対
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
批
判
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
非
常
に
低
度
の
結
果
発
生
の
可
能
性
し
か
な
い
の
に
行
為
者
が
当
該

結
果
を
認
容
し
て
い
れ
ば
故
意
が
あ
る
と
す
る
と
、
未
遂
の
範
囲
が
過
度
に
拡
大
す
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
た
と
え
ば
、「
歩

行
者
の
前
方
が
十
分
に
空
い
て
い
て
通
過
可
能
で
あ
る
の
に
、
衝
突
に
よ
る
歩
行
者
の
死
亡
を
認
容
し
つ
つ
進
行
す
る
と
、
理
論
的
に
は
、

そ
の
ま
ま
通
過
し
て
も
殺
人
未
遂
と
な
る
�

」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
非
常
に
高
度
の
結
果
発
生
の
あ
る
状
況
に
お
い
て
、
行
為
者

が
当
該
結
果
を
認
容
し
て
い
な
け
れ
ば
故
意
が
な
い
と
す
る
と
、
故
意
既
遂
が
過
度
に
狭
く
な
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
た
と
え
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ば
、「
歩
行
者
の
前
方
を
自
動
車
が
通
り
抜
け
る
こ
と
は
至
難
な
状
態
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
発
生
を
認
容
し
て
さ
え
い
な
け
れ
ば
、

衝
突
し
て
歩
行
者
が
死
亡
し
て
も
過
失
致
死
罪
（
い
わ
ゆ
る
自
動
車
運
転
過
失
致
死
罪
・
筆
者
）
と
な
る
�

」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

前
述
の
西
田
典
之
教
授
の
説
明
・
見
解
等
か
ら
し
て
も
、
認
容
説
は
、
や
は
り
妥
当
な
も
の
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
�

。

　

と
こ
ろ
で
、
判
例
に
つ
き
、
暴
力
団
組
長
で
あ
る
被
告
人
が
自
己
の
警
護
員
の
け
ん
銃
等
の
所
持
に
つ
き
直
接
指
示
を
下
さ
な
く
て
も
共

謀
共
同
正
犯
の
罪
責
を
負
う
と
さ
れ
た
事
例
（
以
下
、「
ス
ワ
ッ
ト
事
件
」
と
い
う
）
は
、「
未
必
の
故
意
」
を
考
察
す
る
う
え
で
参
考
と
な

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
若
干
検
討
を
試
み
る
。

　

ス
ワ
ッ
ト
事
件
は
、「
単
な
る
意
思
連
絡
」、「
共
同
犯
行
の
認
識
」
が
あ
れ
ば
共
謀
共
同
正
犯
を
認
め
る
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、

共
謀
者
が
犯
行
現
場
で
実
行
行
為
（
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
違
反
行
為
）
を
共
に
行
わ
な
く
て
も
、
行
動
は
共
に
し
て
い
た
、
つ
ま
り
、

黙
示
的
で
は
あ
っ
て
も
緊
密
性
の
高
い
意
思
連
絡
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
「
共
謀
」・「
謀
議
」
と
み
て
よ
い
、
と
し
て
い
る
よ
う
に
考
え

ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
練
馬
事
件
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
の
判
断
が
変
更
さ
れ
た
と
断
定
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
�

。
島
田
聡
一

郎
教
授
は
、「
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
故
意
と
意
思
連
絡
の
存
否
で
あ
る
が
、
ま
ず
前
者
に
つ
い
て
は
、
共
同
正
犯
の
場
合
で
も
（
認
定
に

慎
重
を
要
す
る
場
合
は
あ
る
と
し
て
も
）、
未
必
の
故
意
で
足
り
る
と
い
う
こ
と
は
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
。
後
者
の
意
思
連
絡
の
観
点

か
ら
も
、
認
識
の
確
定
性
は
過
度
な
要
求
で
あ
る
�

。」
と
い
っ
た
見
解
を
示
し
て
い
る
。
林
幹
人
教
授
は
、「『
共
謀
』
と
い
う
概
念
、
あ

る
い
は
と
く
に
『
謀
議
』
と
い
う
概
念
か
ら
す
れ
ば
、
未
必
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
理
論
的
に
い
え

ば
、
共
謀
共
同
正
犯
の
故
意
を
単
独
犯
の
そ
れ
と
異
な
っ
て
解
す
る
べ
き
理
由
は
あ
る
と
は
思
わ
れ
ず
、
そ
の
故
意
と
し
て
は
未
必
的
な
も

の
で
足
り
る
と
思
わ
れ
る
�

。」
と
述
べ
て
お
り
、
ま
た
、
松
原
芳
博
教
授
は
、「
共
犯
一
般
の
成
立
要
件
と
し
て
も
、
ま
た
、（
共
謀
）
共

同
正
犯
の
成
立
要
件
と
し
て
も
、
故
意
を
確
定
的
故
意
に
限
定
す
る
必
然
性
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
�

。」
と
し
て
お
り
、
こ
う
い
っ
た

考
え
方
は
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

共
謀
共
同
正
犯
の
成
立
に
は
確
定
的
故
意
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
は
、
以
前
か
ら
存
在
は
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
大
阪
刑
事
実

務
研
究
会
は
、「
共
謀
と
は
、
二
人
以
上
の
者
の
間
に
、
特
定
の
犯
罪
を
一
体
と
な
っ
て
、
互マ

マに
他
人
の
行
為
を
利
用
し
て
共
同
し
て
遂
行
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す
べ
き
確
定
的
な
意
思
の
合
致
で
あ
っ
て
、
共
謀
共
同
正
犯
た
る
と
実
行
共
同
正
犯
た
る
と
を
問
わ
ず
、
共
同
正
犯
に
共
通
な
主
観
的
要
件

で
あ
る
�

」
と
い
っ
た
見
解
を
示
し
て
い
た
。
し
か
し
、
共
謀
共
同
正
犯
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
何
故
に
確
定
的
故
意
が
要
求
さ
れ
、
未

必
の
故
意
で
は
足
り
な
い
の
か
に
つ
い
て
必
ず
し
も
明
確
に
示
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
�

。

　

五
、
本
件
に
お
け
る
「
共
謀
共
同
正
犯
」
と
「
未
必
の
故
意
」

　

本
件
は
、
警
護
員
ら
が
被
告
人
と
行
動
を
共
に
し
て
い
た
前
述
の
ス
ワ
ッ
ト
事
件
の
よ
う
な
現
場
で
の
共
謀
共
同
正
犯
の
事
案
で
は
な
い

が
、
被
告
人
Ｂ
ら
の
認
識
と
Ｇ
ら
の
認
識
が
合
致
す
る
場
合
に
は
、
両
者
ら
が
交
渉
し
て
い
た
こ
と
等
を
考
慮
す
れ
ば
、
共
同
意
思
の
下
に

一
体
と
な
っ
た
「
共
謀
」・「
謀
議
」
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
に
基
づ
き
本
件
硫
酸
ピ
ッ
チ
入
り
の
ド
ラ
ム
缶
を
許
可
を
有
し
な
い
廃
棄
物
処
理

業
者
に
委
託
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
不
法
投
棄
さ
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
に
対
し
て
共
謀
者
は
、
相
互
利
用
・
補
充
関
係
の
下
に
共
同
実
行
を

推
進
し
た
、
と
い
え
る
と
思
わ
れ
る
�

。

　

本
件
の
共
謀
共
同
正
犯
に
お
け
る
未
必
の
故
意
が
認
め
ら
れ
た
具
体
的
事
情
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

第
一
に
、本
件
ド
ラ
ム
缶
の
中
味
に
つ
き
被
告
人
Ｂ
ら
は
、不
正
軽
油
を
密
造
す
る
過
程
で
生
じ
る
硫
酸
ピ
ッ
チ
で
あ
る
こ
と
、し
た
が
っ

て
、
当
該
硫
酸
ピ
ッ
チ
は
不
法
投
棄
さ
れ
る
蓋
然
性
が
非
常
に
高
い
こ
と
、
を
認
識
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
。

　

第
二
に
、
本
件
ド
ラ
ム
缶
を
保
管
し
て
い
た
Ｍ
商
事
株
式
会
社
か
ら
の
借
地
の
明
渡
し
を
求
め
ら
れ
た
た
め
、
被
告
人
Ｂ
ら
は
非
常
に
困

難
な
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

　

第
三
に
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
聞
知
し
、
他
の
業
者
に
丸
投
げ
し
て
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
Ｇ
の
本
件
ド
ラ
ム
缶
の
処
理
委
託
の
申
し
入

れ
に
対
し
て
、
従
来
の
申
し
入
れ
拒
否
の
態
度
を
変
え
、
処
理
委
託
を
被
告
人
Ｂ
ら
は
経
営
会
議
に
お
い
て
決
定
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

　

第
四
に
、
被
告
人
Ｂ
ら
は
、
Ｇ
が
正
規
の
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
で
あ
る
か
否
か
の
確
認
を
あ
え
て
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

本
件
ド
ラ
ム
缶
の
不
法
投
棄
に
結
び
つ
く
こ
と
に
つ
き
確
定
的
な
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
認
識
は
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
被
告
人
Ｂ
ら
は
、
Ｇ
と
の
交
渉
等
に
よ
り
、
本
件
ド
ラ
ム
缶
を
撤
去
し
、
Ｍ
商
事
株
式
会
社
へ
借
地
を
明
渡
す
た
め
に
は
、
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前
述
の
処
理
委
託
を
す
る
以
外
に
方
法
は
な
く
、
不
法
投
棄
に
及
ぶ
可
能
性
を
強
く
認
識
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
や
む
を
得
な
い
と
考
え
た

の
で
あ
る
か
ら
、
当
該
不
法
投
棄
の
結
果
の
発
生
の
認
容
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
未
必
の
故
意
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
�

。

　

本
件
に
お
い
て
最
高
裁
は
、
初
め
て
未
必
の
故
意
に
よ
る
共
謀
共
同
正
犯
を
明
確
に
認
め
る
注
目
す
べ
き
以
下
の
よ
う
な
判
断
を
下
し
た

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
被
告
人
Ｂ
ら
は
、
Ｇ
や
実
際
に
処
理
に
当
た
る
者
ら
が
（
硫
酸
ピ
ッ
チ
入
り
の
）
同
ド
ラ
ム
缶
を
不
法
投
棄
す

る
こ
と
を
確
定
的
に
認
識
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
不
法
投
棄
に
及
ぶ
可
能
性
を
強
く
認
識
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
や
む
を
得
な

い
と
考
え
て
Ｇ
に
処
理
を
委
託
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
被
告
人
Ｂ
ら
は
、
そ
の
後
Ｇ
を
介
し
て
共
犯
者
に
よ
り
行
わ
れ
た

同
ド
ラ
ム
缶
の
不
法
投
棄
に
つ
い
て
、
未
必
の
故
意
に
よ
る
共
謀
共
同
正
犯
の
責
任
を
負
う
�

」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
重
要
な
意
義
を
有

す
る
と
考
え
る
。

　

被
告
人
Ｂ
ら
が
本
件
硫
酸
ピ
ッ
チ
入
り
の
ド
ラ
ム
缶
の
処
理
を
委
託
し
、同
ド
ラ
ム
缶
を
引
渡
さ
な
け
れ
ば
、不
法
投
棄
は
起
こ
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
人
Ｂ
ら
の
行
為
と
本
件
不
法
投
棄
と
の
間
に
は
事
実
的
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
考
察
・
検
討
し
た
よ
う

に
明
白
で
あ
る
。
ま
た
、
被
告
人
Ｂ
ら
に
は
、
廃
棄
物
処
理
法
に
お
け
る
不
法
投
棄
罪
の
客
体
と
な
る
本
件
ド
ラ
ム
缶
を
引
渡
し
、
処
理
委

託
し
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
順
次
共
謀
に
よ
り
同
罪
成
立
へ
の
推
進
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
と
考
え
る
�

。

　

と
こ
ろ
で
、
平
成
二
二
年
の
廃
棄
物
処
理
法
の
一
部
改
正
に
お
い
て
、
跡
を
絶
た
な
い
不
法
投
棄
等
の
違
反
行
為
に
対
処
す
る
た
め
、
法

人
重
課
�

の
量
刑
が
三
億
円
以
下
の
罰
金
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
刑
事
法
理
論
上
、
両
罰
規
定
�

に
よ
り
法
人
を
処
罰
す
る
た
め

に
は
、
同
法
人
の
自
然
人
行
為
者
が
処
罰
の
対
象
と
な
る
違
法
行
為
を
実
行
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
法
に
お
い
て
法

人
の
自
然
人
行
為
者
を
処
罰
で
き
な
け
れ
ば
、
右
法
改
正
は
実
効
性
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
と
な
る
。
よ
っ
て
、
本
件
に
お
い
て
考
察
・

検
討
し
た
よ
う
に
、
悪
質
な
不
法
投
棄
に
つ
い
て
は
、
自
然
人
行
為
者
の
違
法
行
為
を
緒
と
し
て
、
同
自
然
人
行
為
者
の
〝
拠
点
〟
と
な
っ

て
い
る
法
人
を
も
処
罰
す
る
た
め
に
も
、「
未
必
の
故
意
に
よ
る
共
謀
共
同
正
犯
」
の
法
理
論
の
適
用
は
、
刑
事
法
の
領
域
か
ら
は
事
例
判

断
の
法
理
論
を
共
謀
共
同
正
犯
一
般
に
あ
て
は
め
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
見
方
等
�

も
あ
る
も
の
の
、
環
境
法
の

領
域
か
ら
は
、
や
は
り
同
法
改
正
の
趣
旨
、
同
法
の
実
効
性
等
を
総
合
的
に
勘
案
す
る
と
、
重
要
な
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。
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な
お
、
本
件
に
お
い
て
は
、
暴
力
団
関
係
者
も
関
与
し
て
お
り
�

〝
組
織
犯
罪
〟
と
い
う
視
点
か
ら
の
検
討
も
必
要
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

本
件
の
廃
棄
物
処
理
法
違
反
の
不
法
投
棄
に
対
し
て
は
、
組
織
犯
罪
処
罰
法
（
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る

法
律
）
を
適
用
し
、
共
謀
共
同
正
犯
と
さ
れ
た
被
告
人
Ｂ
ら
か
ら
い
わ
ゆ
る
「
犯
罪
収
益
」
と
い
っ
た
も
の
を
没
収
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
�

。
た
だ
、
一
般
論
と
し
て
、
そ
う
い
っ
た
「
犯
罪
収
益
」
の
特
定
に
は
困
難
が
伴
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　

行
政
法
の
領
域
と
も
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
件
硫
酸
ピ
ッ
チ
入
り
ド
ラ
ム
缶
は
、
産
業
廃
棄
物
に
該
当
す
る
故
に
、
廃
棄
物
処
理

法
に
よ
り
最
終
処
分
ま
で
の
流
れ
を
管
理
す
る
、
い
わ
ば
ガ
ラ
ス
張
り
に
し
よ
う
と
す
る
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
（
産
業
廃
棄
物
管
理
票
）
制
度
の

対
象
と
な
る
。
し
か
し
、
産
業
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
は
、
排
出
事
業
者
や
無
許
可
処
理
業
者
に
よ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
こ
と
か
ら
し

て
、
許
可
処
分
業
者
を
対
象
と
す
る
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
制
度
を
徹
底
さ
せ
た
と
し
て
も
不
法
投
棄
に
対
し
て
実
効
性
が
あ
が
る
か
疑
問
が
残
る
�

。

そ
こ
で
、
本
件
の
よ
う
な
不
法
投
棄
に
対
し
て
、
未
必
の
故
意
に
よ
る
共
謀
共
同
正
犯
の
法
理
論
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
産
業
廃
棄
物
に
関

す
る
不
法
投
棄
等
の
犯
罪
に
対
す
る
一
定
の
抑
止
に
結
び
つ
く
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
廃
棄
物
処
理
法
上
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
制
度
は
一
般

廃
棄
物
に
関
し
て
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
そ
う
い
っ
た
事
案
の
場
合
等
�

に
は
、
同
制
度
の
効
果
は
期
待
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に

留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
�

。

　

六
、
お
わ
り
に

　

以
上
の
検
討
に
よ
り
、
本
件
に
お
い
て
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
硫
酸
ピ
ッ
チ
の
入
っ
た
ド
ラ
ム
缶
を
不
法
投
棄
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
刑

法
第
八
条
、
同
法
第
三
八
条
お
よ
び
同
法
第
六
〇
条
等
か
ら
し
て
も
未
必
の
故
意
に
よ
る
共
謀
共
同
正
犯
が
認
め
ら
れ
た
の
は
不
当
で
は
な

い
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
決
定
は
、「
共
謀
共
同
正
犯
」
を
肯
定
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
廃
棄
物
処
理
法
等
の
環
境
法
・
行

政
法
お
よ
び
他
の
法
令
の
刑
罰
規
定
の
解
釈
・
運
用
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
る
可
能
性
も
あ
る
と
考
え
る
。

　

本
決
定
は
、「
環
境
法
」
に
お
け
る
刑
罰
規
定
に
対
し
て
確
定
的
故
意
で
な
く
未
必
の
故
意
に
よ
る
共
謀
共
同
正
犯
と
い
う
刑
事
法
理
論

を
初
め
て
明
示
的
に
且
つ
明
確
に
認
め
た
も
の
で
あ
り
、「
環
境
法
の
範
囲
と
し
て
、
公
害
規
制
法
や
自
然
保
護
法
な
ど
の
狭
義
の
環
境
法
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に
と
ど
ま
ら
ず
、
民
法
、
刑
法
、
行
政
法
、
訴
訟
法
等
の
一
般
法
の
応
用
、
さ
ら
に
は
、
法
実
務
遂
行
に
必
要
な
ノ
ウ
ハ
ウ
に
も
及
ん
で
い

る
。
具
体
的
に
は
、
訴
訟
に
よ
る
解
決
を
中
心
と
し
な
が
ら
も
、
環
境
事
件
の
受
任
か
ら
終
結
ま
で
に
直
面
す
る
諸
課
題
に
つ
い
て
、
関
係

す
る
実
体
法
や
手
続
法
を
総
動
員
し
な
が
ら
問
題
を
発
見
し
解
決
を
め
ざ
し
て
い
く
視
点
と
創
造
的
方
策
に
も
踏
み
込
ん
で
い
る
�

。」
と

さ
れ
る
「
環
境
法
」
に
と
っ
て
有
効
な
一
つ
の
〝
武
器
・
手
段
〟
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
、「
環
境
法
」
の
刑
罰
規
定
等
を
機
能
的
に
活
用
・
運
用
す
る
こ
と
は
、
環
境
の
保
護
・
保
全
等
が
確
保
さ
れ
、
ま
た
、
循
環
型

社
会
の
促
進
等
を
含
め
「
環
境
へ
の
負
荷
の
少
な
い
持
続
的
発
展
が
可
能
な
社
会
の
構
築
」
の
一
翼
を
担
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
�

。

⑴　

大
塚
直
『
環
境
法
∧
第
三
版
∨
』（
二
〇
一
〇
）
三
二
頁
。

⑵　

北
村
喜
宣
『
環
境
法
』（
二
〇
一
一
）
四
頁
。
な
お
、
同
『
プ
レ
ッ
プ
環
境
法
［
第
二
版
］』（
二
〇
一
一
）
三
頁
参
照
。

⑶　

茂
野
隆
晴　

編
著
『
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
法
学
─
─
日
本
法
の
シ
ス
テ
ム
─
─
』（
二
〇
〇
八
）
二
五
一
頁
［
環
境
法
・
小
針
］
参
照
。
な
お
、
典
型
七

公
害
と
は
、
大
気
汚
染
、
水
質
汚
濁
、
土
壌
汚
染
、
騒
音
、
振
動
、
地
盤
沈
下
、
悪
臭
を
さ
す
。

⑷　

板
倉
宏
・
小
針
健
慈
「
ド
イ
ツ
環
境
刑
法
の
解
釈
と
運
用
─
─
水
域
汚
染
を
中
心
に
─
─
」
日
大
紀
要
三
六
巻
（
一
九
九
五
）
九
五
頁
以
下
、
小
針

健
慈
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
環
境
刑
法
─
─
Ｒ
Ｃ
Ｒ
Ａ
（
資
源
保
護
回
復
法
）
違
反
に
関
す
る
犯
罪
を
中
心
に
─
─
」
日
法
六
九
巻
四
号

（
二
〇
〇
四
）
三
〇
三
頁
以
下
等
参
照
。
な
お
、D

avid S. Krakoff &
 John D. W

alke, D
efending G

reen C
rim

es, 146 N
.J.L.J. 809 

（1996

）
等

参
照
。

⑸　

最
三
決
平
一
九
・
一
一
・
一
四
刑
集
六
一
・
八
・
七
五
七
、
判
時
一
九
八
九
・
一
六
〇
、
判
タ
一
二
五
五
・
一
八
七
。

⑹　

廃
棄
物
処
理
法
の
両
罰
規
定
に
よ
り
、
法
人
た
る
同
社
も
罰
金
刑
を
科
せ
ら
れ
た
。
な
お
、
注
�
参
照
。

⑺
「
硫
酸
ピ
ッ
チ
は
、
脱
税
目
的
の
不
正
軽
油
を
密
造
す
る
過
程
に
お
い
て
、
原
料
で
あ
る
Ａ
重
油
と
灯
油
に
含
有
さ
れ
て
い
る
識
別
剤
『
ク
マ
リ
ン
』

を
除
去
す
る
た
め
に
濃
硫
酸
を
混
入
し
た
際
そ
の
残
さ
物
と
し
て
生
じ
る
、
廃
酸
、
廃
油
等
の
混
合
物
で
あ
り
…
土
壌
や
地
下
水
の
汚
染
を
引
き
起
こ

す
。
…
正
規
の
処
理
業
者
に
委
託
す
る
こ
と
は
、
不
正
軽
油
の
密
造
事
実
を
公
表
す
る
に
等
し
く
、
こ
の
た
め
、
い
わ
ゆ
る
廃
棄
物
ブ
ロ
ー
カ
ー
や
暴

力
団
組
織
が
介
入
し
て
、
廃
棄
物
処
理
業
者
の
許
可
証
を
入
手
し
た
上
で
処
理
過
程
の
体
裁
を
整
え
る
な
ど
し
、
不
法
投
棄
に
至
る
な
ど
の
ケ
ー
ス
が

全
国
で
み
ら
れ
、
…
社
会
問
題
化
し
て
い
た
（
最
三
決
平
一
九
・
一
一
・
一
四
刑
集
六
一
・
八
・
七
五
七
、七
七
七
以
下
）。」
な
お
、
北
村
喜
宣
「
排
出
事
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業
者
に
よ
る
廃
棄
物
処
理
の
委
託
と
不
法
投
棄
罪
」
ジ
ュ
リ
一
三
七
六
号
（
二
〇
〇
九
）
五
〇
頁
参
照
。

⑻　

最
一
決
平
一
八
・
一
・
一
六
刑
集
六
〇
・
一
・
一
参
照
。

⑼　

最
二
決
平
一
八
・
二
・
二
〇
刑
集
六
〇
・
二
・
一
八
二
、
最
三
決
平
一
八
・
二
・
二
八
刑
集
六
〇
・
二
・
二
六
九
参
照
。

⑽　

最
三
決
平
一
九
・
一
一
・
一
四
刑
集
六
一
・
八
・
七
五
七
、七
五
八
、七
七
六
。
山
元
裕
史
「
廃
棄
物
の
処
理
を
委
託
し
た
者
に
つ
い
て
、
未
必
の
故
意
に

よ
る
不
法
投
棄
罪
の
共
謀
共
同
正
犯
の
責
任
を
負
う
と
さ
れ
た
事
例
」
研
修
七
二
四
号
（
二
〇
〇
八
）
一
九
頁
、
松
原
芳
博
「
未
必
の
故
意
に
よ
る
共

謀
共
同
正
犯
」
刑
ジ
ャ
一
四
号
（
二
〇
〇
九
）
一
一
二
頁
、
十
河
太
朗
「
未
必
の
故
意
に
よ
る
共
謀
共
同
正
犯
」
法
教
・
判
例
セ
レ
ク
ト
別
冊
三
四
二

号
（
二
〇
〇
九
）
三
三
頁
、
黒
坂
則
子
「
未
必
の
故
意
に
よ
る
不
法
投
棄
罪
の
共
謀
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
と
さ
れ
た
事
例
」
環
境
法
研
究
三
五
号

（
二
〇
一
〇
）
七
七
頁
、
松
田
俊
哉
「
廃
棄
物
の
処
理
を
委
託
し
た
者
が
未
必
の
故
意
に
よ
る
不
法
投
棄
罪
の
共
謀
共
同
正
犯
の
責
任
を
負
う
と
さ
れ

た
事
例
」
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
（
平
成
一
九
年
度
）（
二
〇
一
一
）
四
五
三
頁
等
参
照
。
な
お
、
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
総
論
）［
第
四
版
］』

（
二
〇
〇
八
）
三
〇
二
頁
以
下
、
大
谷
實
『
刑
法
講
義
総
論
［
新
版
第
三
版
］』（
二
〇
〇
九
）
四
三
四
頁
、
大
塚
直
・
前
掲
書
四
八
一
頁
、
前
田
雅
英
『
刑

法
総
論
講
義
［
第
五
版
］』（
二
〇
一
一
）
四
九
二
頁
等
も
参
照
。

⑾　

大
塚
仁
・
前
掲
書
三
〇
六
頁
参
照
。
な
お
、
大
谷
・
前
掲
書
四
三
一
頁
参
照
。

⑿　

山
口
厚
『
刑
法
総
論
［
第
二
版
］』（
二
〇
〇
七
）
三
二
〇
頁
以
下
参
照
。

⒀　

山
口
・
前
掲
書
三
二
三
頁
。

⒁　

藤
木
英
雄
『
可
罰
的
違
法
性
の
理
論
』（
一
九
六
七
）
三
三
五
頁
。
な
お
、
同
『
刑
法
講
義
総
論
』（
一
九
七
五
）
二
八
四
頁
等
参
照
。

⒂　

設
楽
裕
文
「
組
織
犯
罪
と
共
同
正
犯
」
日
法
七
六
巻
四
号
（
二
〇
一
一
）
四
九
四
頁
。

⒃　

西
田
典
之
『
刑
法
総
論
［
第
二
版
］』（
二
〇
一
〇
）
三
五
一
頁
。
な
お
、
同
「
共
謀
共
同
正
犯
に
つ
い
て
」『
平
野
龍
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集　

上
巻
』（
一
九
九
〇
）
三
六
一
、三
七
五
頁
参
照
。

⒄　

板
倉
宏
「
共
謀
共
同
正
犯
─
─
そ
の
基
礎
づ
け
と
成
立
要
件
─
─
」
日
本
ロ
ー
一
号
（
二
〇
〇
五
）
五
五
、六
二
頁
。
な
お
、
川
端
博
「
共
謀
共
同

正
犯
の
基
礎
づ
け
と
成
立
要
件
」
板
倉
宏
博
士
古
稀
祝
賀
記
念
論
文
集
『
現
代
社
会
型
犯
罪
の
諸
問
題
』（
二
〇
〇
四
）
二
四
九
頁
以
下
、丸
山
雅
夫
「
共

謀
共
同
正
犯
─
─
そ
の
構
造
と
成
立
範
囲
」
南
山
三
三
巻
三
・
四
号
（
二
〇
一
〇
）
五
一
頁
以
下
等
参
照
。

⒅　

設
楽
・
前
掲
論
文
四
九
二
頁
。

⒆　

前
田
・
前
掲
書
四
九
三
頁
以
下
。

⒇　

板
倉
宏
『
刑
法
総
論
［
補
訂
版
］』（
二
〇
〇
七
）
三
〇
一
頁
。
同
説
は
、
い
わ
ゆ
る
実
質
的
実
行
共
同
正
犯
論
（
準
実
行
共
同
正
犯
論
）
に
属
す
る
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も
の
で
あ
る
。

�　

板
倉
・
前
掲
論
文
六
七
頁
。

�　

板
倉
・
前
掲
論
文
五
七
頁
参
照
。

�　

東
京
高
判
昭
五
二
・
六
・
三
〇
判
時
八
八
六
・
一
〇
四
、一
〇
八
。

�　

最
大
判
昭
三
三
・
五
・
二
八
刑
集
一
二
・
八
・
一
七
一
八
。

�　

前
田
・
前
掲
書
四
八
七
頁
。

�　

板
倉
・
前
掲
書
三
〇
〇
頁
。

�　

板
倉
・
前
掲
書
二
三
八
頁
以
下
。

�　

板
倉
・
前
掲
書
二
三
九
頁
。

�　

西
田
・
前
掲
書
二
一
九
、二
二
〇
頁
。

�　

浅
田
和
茂
『
刑
法
総
論
［
補
正
版
］』（
二
〇
〇
七
）
三
〇
三
頁
。

�　

浅
田
・
前
掲
書
三
〇
三
頁
以
下
。

�　

最
判
昭
二
四
・
一
一
・
八
裁
判
集
一
四
・
四
七
七
も
「
自
己
の
行
為
が
他
人
を
死
亡
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
と
意
識
し
な
が
ら
敢
え
て
そ
の
行
為
に
出

た
場
合
が
殺
人
罪
の
未
必
の
故
意
あ
る
場
合
に
当
た
る
」
と
し
て
お
り
、
認
容
説
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
最
判
昭
二
四
・

二
二
四
裁
判
集
七
・
五
七
五
も
同
旨
。

�　

板
倉
・
前
掲
論
文
五
七
頁
以
下
参
照
。

�　

島
田
聡
一
郎
「
暴
力
団
組
長
で
あ
る
被
告
人
が
、
自
己
の
ボ
デ
ィ
ガ
ー
ド
ら
の
け
ん
銃
等
の
所
持
に
つ
き
直
接
指
示
を
下
さ
な
く
て
も
共
謀
共
同
正

犯
の
罪
責
を
負
う
と
さ
れ
た
事
例
」
ジ
ュ
リ
一
二
八
八
（
二
〇
〇
五
）
一
五
五
、一
五
九
頁
。
最
一
決
平
一
五
・
五
・
一
刑
集
五
七
・
五
・
五
〇
七
。

�　

林
幹
人
「
共
謀
共
同
正
犯
と
『
謀
議
』」
判
時
一
八
八
六
・
三
、八
。

�　

松
原
・
前
掲
論
文
一
一
七
頁
。
な
お
、
松
原
芳
博
「
共
謀
共
同
正
犯
と
行
為
主
義—

—

最
高
裁
平
成
一
五
年
五
月
一
日
決
定
・
同
平
成
一
七
年
一
一

月
二
九
日
決
定
を
契
機
と
し
て
─
─
」『
鈴
木
茂
嗣
先
生
古
稀
祝
賀
記
念
論
文
集
［
上
巻
］』（
二
〇
〇
七
）
五
四
二
頁
は
、
共
謀
共
同
正
犯
に
お
け
る

故
意
に
つ
き
未
必
の
故
意
で
足
り
る
旨
、
示
し
て
い
る
。

�　

大
阪
刑
事
実
務
研
究
会
「
事
実
認
定
の
実
証
的
研
究
」
判
タ
二
五
四
・
一
四
等
。
な
お
、
藤
木
・
前
掲
書
『
可
罰
的
違
法
性
の
理
論
』
三
三
六
頁
参
照
。

�　

最
一
決
昭
五
六
・
一
二
・
二
一
刑
集
三
五
・
九
一
一
に
つ
き
、
濵
野
惺
「
謀
議
の
内
容
に
お
い
て
被
害
者
の
殺
害
を
一
定
の
事
態
の
発
生
に
か
か
ら
せ
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て
い
た
場
合
と
い
わ
ゆ
る
共
謀
共
同
正
犯
者
と
し
て
の
殺
人
の
故
意
の
成
立
」
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
（
昭
和
五
九
年
度
）（
一
九
八
八
）

二
〇
二
、二
〇
八
頁
は
、「
典
型
的
な
共
謀
共
同
正
犯
者
の
殺
意
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
…
共
謀
共
同
正
犯
者
の
故
意
か
ら
未
必
の
故
意
を
排
除

す
る
趣
旨
の
も
の
で
な
い
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
最
二
決
平
四
・
六
・
五
刑
集
四
六
・
四
・
二
四
五
、二
八
〇
以
下
は
、
未
必
の
故
意
し
か
な
か
っ
た

被
告
人
ク
レ
イ
ユ
ス
に
対
す
る
殺
人
の
共
謀
共
同
正
犯
の
成
否
に
関
し
て
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

�　

長
井
圓
「
未
必
の
故
意
に
よ
る
不
法
投
棄
罪
の
共
謀
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
と
さ
れ
た
事
例
」
法
セ
増
刊
号
・
速
報
判
例
解
説
三
巻
（
二
〇
〇
八
）

三
一
二
頁
は
、「『
実
行
共
同
正
犯
に
お
け
る
意
思
連
絡
』
と
『
共
謀
共
同
正
犯
に
お
け
る
犯
罪
共
同
遂
行
の
合
意
』
と
を
区
別
し
て
い
る
」
と
し
、
そ

し
て
、「『
実
行
共
同
正
犯
』
で
は
、
実
行
の
現
場
に
お
い
て
、
各
実
行
者
は
相
互
に
自
己
の
行
為
を
分
担
し
つ
つ
、
他
者
の
行
為
を
補
完
す
る
関
係
が

認
め
ら
れ
る
の
で
、『
共
同
遂
行
の
合
意
』
ま
で
は
不
要
で
あ
り
、
他
者
の
行
為
を
認
識
し
て
対
応
し
て
い
れ
ば
足
り
、
そ
れ
で
『
合
意
』
に
よ
る
の

と
同
一
の
『
一
体
的
犯
罪
遂
行
』
が
認
め
ら
れ
る
が
、
直
接
実
行
を
欠
く
『
共
謀
共
同
正
犯
』
で
は
『
合
意
』（
計
画
内
容
の
合
致
）
が
必
要
と
な
る
」

と
し
て
い
る
。

　
　

板
倉
博
士
は
、
ス
ワ
ッ
ト
事
件
の
よ
う
な
場
合
に
は
、〝
準
実
行
共
同
正
犯
的
共
謀
共
同
正
犯
〟
と
し
、
他
を
〝
本
来
的
共
謀
共
同
正
犯
〟
と
す
る

の
が
よ
い
と
す
る
（
板
倉
・
前
掲
論
文
・
六
八
頁
の
注
⑻
）。
な
お
、
板
倉
・
前
掲
論
文
・
五
八
頁
以
下
、
六
八
頁
の
注
⑽
等
参
照
。

�　

最
三
決
平
一
九
・
一
一
・
一
四
刑
集
六
一
・
八
・
七
五
七
、七
七
五
以
下
、
特
に
七
九
五
以
下
。
長
井
・
前
掲
論
文
三
一
一
頁
参
照
。

�　

最
三
決
平
一
九
・
一
一
・
一
四
刑
集
六
一
・
八
・
七
五
七
、七
五
八
。

�　

松
原
・
前
掲
論
文
（
刑
ジ
ャ
一
四
号
）
一
一
八
頁
参
照
。
本
件
の
「
順
次
共
謀
」
に
つ
き
、
最
三
決
平
一
九
・
一
一
・
一
四
刑
集
六
一
・
八
・

七
五
七
、七
八
四
参
照
。

�　
「
法
人
重
課3

」
に
つ
き
、官
報
号
外
第
一
〇
四
号
平
成
二
二
年
五
月
一
九
日
の
「
本
号
で
公
布
さ
れ
た
法
令
の
あ
ら
ま
し
」
参
照
。
北
村
・
前
掲
書
『
環

境
法
』
四
八
八
頁
は
「
法
人
重
科3

」
と
し
て
い
る
。
な
お
、
警
察
庁
生
活
安
全
局
「
平
成
二
三
年
上
半
期
に
お
け
る
主
な
生
活
経
済
事
犯
の
検
挙
状
況

等
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
一
）（http://w

w
w

.npa.go.jp/toukei/seianki/h23_hanaizyousei.pdf

）
の
一
九
頁
以
下
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
『
平

成
二
二
年
司
法
統
計
年
報
刑
事
編
』（
二
〇
一
一
）
三
一
頁
等
、
環
境
省
『
環
境
白
書
』（
二
〇
一
一
）
二
三
九
頁
等
参
照
。

�　

廃
棄
物
処
理
法
（
平
一
六
法
四
〇
号
に
よ
る
改
正
前
の
も
の
、
お
よ
び
現
行
法
）
三
二
条
。
な
お
、
板
倉
・
前
掲
書
四
六
頁
、
西
田
・
前
掲
書
七
七

頁
以
下
等
参
照
。
注
⑹
も
参
照
。

�　

松
田
・
前
掲
論
文
四
六
〇
頁
以
下
等
参
照
。

�　

最
三
決
平
一
九
・
一
一
・
一
四
刑
集
六
一
・
八
・
七
五
七
、七
七
九
等
参
照
。
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�　

北
村
・
前
掲
論
文
五
一
頁
、
大
塚
直
・
前
掲
書
四
八
六
頁
等
参
照
。

�　

本
件
に
お
い
て
、
Ｇ
お
よ
び
Ｇ
が
代
表
を
務
め
る
会
社
は
、
本
件
ド
ラ
ム
缶
の
不
法
投
棄
罪
に
よ
り
起
訴
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
懲
役
三
年
・
執
行
猶
予

五
年
お
よ
び
罰
金
五
〇
万
円
、
罰
金
一
二
〇
〇
万
円
の
一
審
判
決
が
確
定
し
た
（
松
田
・
前
掲
論
文
四
五
四
頁
等
参
照
）。

�　

最
三
決
平
一
八
・
二
・
二
八
刑
集
六
〇
・
二
・
二
六
九
、
判
時
一
九
二
六
・
一
五
八
、一
六
〇
等
参
照
。

�　

長
井
・
前
掲
論
文
三
一
一
頁
参
照
。
な
お
、
町
野
朔
編
『
環
境
刑
法
の
総
合
的
研
究
』（
二
〇
〇
三
）
四
七
二
、四
八
〇
頁
以
下
等
参
照
。

�　

日
本
弁
護
士
連
合
会
編
『
ケ
ー
ス
メ
ソ
ッ
ド
環
境
法
［
第
三
版
］』（
二
〇
一
一
）
二
頁
。

�　

阿
部
鋼
「
循
環
型
社
会
形
成
推
進
過
程
に
お
け
る
廃
棄
物
事
犯
の
研
究
（
一
）
─
─
不
法
投
棄
罪
に
お
け
る
『
捨
て
（
る
）』
概
念
の
考
察
─
─
」

新
報
一
一
七
巻
三
・
四
号
（
二
〇
一
〇
）
一
二
一
頁
、
伊
藤
渉
「
再
生
利
用
と
廃
棄
物
処
理
法
上
の
犯
罪
」
洋
法
五
四
巻
三
号
（
二
〇
一
一
）
七
七
頁
、

嘉
屋
朋
信
「
い
わ
ゆ
る
『
廃
棄
物
の
定
義
』
の
問
題
に
関
す
る
一
考
察
」
警
論
六
四
巻
四
号
（
二
〇
一
一
）
五
〇
頁
等
参
照
。
な
お
、
松
原
芳
博
・
田

川
靖
紘
「
共
謀
共
同
正
犯
論
の
現
在
」
刑
法
五
一
巻
三
号
（
二
〇
一
二
）
一
一
六
頁
参
照
。
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一
、
は
じ
め
に
…
子
ど
も
を
虐
待
か
ら
救
う
た
め
に

　

子
ど
も
へ
の
虐
待
を
防
止
す
る
た
め
の
児
童
虐
待
防
止
法
が
、
平
成
一
二
年
に
制
定
さ
れ
て
か
ら
既
に
一
一
年
を
超
え
る
。
し
か
し
、
虐

待
に
よ
り
死
亡
す
る
子
ど
も
の
数
は
、
こ
こ
数
年
、
年
間
五
〇
人
以
上
で
推
移
し
一
向
に
減
る
様
子
が
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
平
成
二
二
年

度
中
に
全
国
二
〇
五
か
所
の
児
童
相
談
所
で
対
応
し
た
児
童
虐
待
相
談
件
数
は
、
五
五
、一
五
二
件
（
宮
城
県
、
福
島
県
、
仙
台
市
を
除
く
）

で
、
二
〇
年
前
の
五
〇
倍
と
過
去
最
多
の
数
値
と
な
っ
て
い
る
⑴

。
し
か
も
、
児
童
虐
待
防
止
法
が
制
定
よ
り
三
年
ご
と
の
検
討
、
見
直
し

を
規
定
し
⑵

、
二
度
の
改
定
を
行
っ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
虐
待
件
数
は
増
加
の
一
途
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
関
係
機
関
が
い

か
な
る
弁
解
を
弄
し
て
も
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ま
ず
は
最
悪
の
現
状
の
打
開
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
最
優
先
に
な

す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
従
前
か
ら
の
視
点
に
基
づ
く
法
の
改
正
や
現
場
の
体
制
作
り
で
は
な
く
、
新
た
な
視
点
に
基
づ
く
現
場
の
体

制
作
り
を
実
施
し
、
そ
の
効
果
を
定
着
さ
せ
る
べ
く
法
制
度
の
改
定
を
実
施
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
最
悪
の
状
況
下
で
、
平
成
二
三
年
一
〇
月
に
、
名
古
屋
市
名
東
区
で
中
学
二
年
生
が
同
居
す
る
母
親
の
交
際
相
手
に
暴
行
さ

れ
死
亡
し
た
事
件
が
起
こ
っ
た
⑶

。
こ
の
事
件
で
は
、児
童
相
談
所
が
虐
待
の
事
実
を
認
め
な
が
ら
も
中
二
の
被
害
者
を
一
時
保
護
し
な
か
っ

た
こ
と
に
非
難
が
集
中
し
た
。
そ
し
て
、こ
の
事
件
を
受
け
て
同
年
一
二
月
に
、名
古
屋
市
は
児
童
相
談
所
に
「
緊
急
介
入
チ
ー
ム
」（
仮
称
）

を
新
設
す
る
と
し
た
。
こ
の
チ
ー
ム
は
、
虐
待
家
庭
へ
緊
急
介
入
し
子
ど
も
を
一
時
保
護
す
る
判
断
を
す
る
も
の
で
、
緊
急
性
の
判
断
強
化

児
童
虐
待
へ
の
刑
事
法
的
介
入
と
理
論
的
背
景

三　

枝　
　
　

有
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の
た
め
に
警
察
官
を
チ
ー
ム
に
入
れ
て
い
る
。
警
察
官
を
入
れ
る
こ
と
は
、
児
童
へ
の
虐
待
の
情
報
を
児
童
相
談
所
と
共
有
す
る
こ
と
が
で

き
、
少
な
く
と
も
緊
急
介
入
に
よ
る
一
時
保
護
に
つ
い
て
は
従
前
の
援
助
的
地
位
か
ら
警
察
を
解
放
し
、
虐
待
行
為
に
つ
き
児
童
相
談
所
と

並
ん
で
警
察
自
体
も
法
的
責
任
を
負
う
可
能
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
今
日
の
自
由
主
義
的
法
治
国
家
に
お
い
て

は
、
警
察
権
そ
の
も
の
に
限
界
が
あ
る
と
さ
れ
「
家
庭
内
に
法
は
入
ら
ず
」
と
す
る
警
察
公
共
の
原
則
を
壊
す
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
虐
待

家
庭
で
あ
っ
て
も
国
家
権
力
が
強
権
的
に
介
入
す
べ
き
で
な
い
と
の
慎
重
な
意
見
も
あ
る
⑷

。
も
っ
と
も
、
現
在
、
ス
ト
ー
カ
ー
規
制
法
や

Ｄ
Ｖ
規
制
法
の
よ
う
に
、
家
庭
に
警
察
権
が
及
ぶ
こ
と
を
社
会
は
求
め
て
い
る
の
が
実
情
と
い
え
る
。 

そ
し
て
、
虐
待
行
為
が
さ
ら
な
る

重
大
な
結
果
を
生
じ
さ
せ
な
い
た
め
に
も
予
防
的
観
点
か
ら
「
緊
急
介
入
チ
ー
ム
」
の
制
度
は
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
折
角
の
こ
の
新
し
い
制
度
も
具
体
的
な
理
論
的
背
景
な
く
し
て
は
、
法
制
度
上
へ
の
導
入
も
困
難
で
あ
る
の
み
な
ら
ず

一
貫
し
た
制
度
運
営
も
困
難
と
な
り
か
ね
ず
、
絵
に
描
い
た
餅
と
な
り
か
ね
な
い
。
以
下
で
は
こ
の
よ
う
な
新
た
な
虐
待
へ
の
刑
事
法
的
対

応
策
に
つ
い
て
論
及
し
、
そ
の
理
論
的
裏
付
け
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
刑
事
的
介
入
の
必
要
性

（
一
）
児
童
虐
待
防
止
法
の
考
え
方

　

児
童
虐
待
を
防
止
す
る
た
め
の
児
童
虐
待
防
止
法
は
、
そ
の
第
一
条
で
、
児
童
虐
待
を
「
人
権
侵
害
」
と
規
定
し
て
い
る
⑸

。
そ
れ
ゆ
え

に
こ
そ
第
三
条
で
「
何
人
も
、
児
童
に
対
し
、
虐
待
を
し
て
は
な
ら
な
い
。」
と
高
ら
か
に
宣
言
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
子
ど
も
へ

の
虐
待
行
為
が
人
権
侵
害
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
虐
待
行
為
を
直
接
処
罰
す
る
刑
罰
規
定
は
、
こ
の
法
律
に
は
存
在
し
な
い
⑹

。
つ
ま

り
児
童
虐
待
防
止
法
は
、
児
童
へ
の
虐
待
行
為
に
つ
い
て
の
児
童
福
祉
法
の
い
わ
ば
特
別
法
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
法
規
で
あ
り
な
が
ら
、

児
童
福
祉
法
が
第
三
四
条
に
規
定
す
る
時
代
錯
誤
の
虐
待
行
為
⑺

へ
の
直
接
処
罰
規
定
を
越
え
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、

児
童
虐
待
防
止
法
が
、
形
式
上
は
児
童
福
祉
法
の
特
別
法
の
体
裁
を
整
え
て
も
、
純
粋
に
福
祉
法
と
し
て
の
内
容
を
維
持
す
る
限
り
、
当
然

の
帰
結
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
暴
力
的
虐
待
行
為
に
よ
り
子
ど
も
が
傷
を
負
う
か
死
亡
し
て
も
刑
法
に
よ
り
処
罰
さ
れ
る
ま
で
は
、
虐
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待
行
為
と
し
て
は
こ
の
法
律
で
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

児
童
虐
待
防
止
法
は
、
虐
待
家
庭
へ
の
福
祉
的
対
応
を
大
前
提
と
し
て
お
り
、
本
来
、「
福
祉
」
と
は
生
活
上
の
支
援
や
介
助
を
継
続
的

に
与
え
ケ
ア
す
る
こ
と
で
、
人
権
侵
害
の
緊
急
時
に
対
応
す
る
こ
と
を
想
定
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
児
童
相
談
員
は
、
最
終
的
に

子
ど
も
と
親
と
の
あ
る
べ
き
家
族
関
係
へ
の
再
統
合
を
目
指
し
て
い
る
。
親
子
の
分
離
は
、
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
を
考
え
る
場
合
、
福
祉

的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
あ
る
意
味
究
極
の
選
択
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
虐
待
行
為
を
す
る
親
を
簡
単
に
は
「
悪
」
と
認
定
で
き
な
い
こ
と
は

当
然
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
今
回
の
事
件
つ
い
て
メ
デ
ィ
ア
が
い
う
よ
う
な
、
児
童
相
談
所
の
「
評
価
が
甘
か
っ
た
」
で
も
「
怠
慢
」
で

も
あ
り
え
な
い
の
で
あ
り
⑻

、
敢
え
て
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
こ
の
法
に
よ
る
当
然
の
帰
結
と
し
て
の
虐
待
死
と
も
い
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ

え
に
、児
童
相
談
員
の
数
を
い
か
に
増
加
し
て
も
、ま
た
彼
ら
の
専
門
性
を
高
め
て
も
今
回
の
事
件
の
よ
う
に
、加
害
者
が
「
謝
罪
」
や
「
家

庭
訪
問
を
受
け
入
れ
る
」
と
い
う
姿
勢
を
と
っ
た
場
合
、
緊
急
性
の
観
点
か
ら
の
一
時
保
護
は
考
え
に
く
い
と
い
え
よ
う
。
人
権
侵
害
者
が

た
と
え
親
権
者
で
あ
っ
て
も
、
速
や
か
に
「
悪
」
と
し
て
割
り
切
っ
た
最
適
判
断
を
す
る
に
は
別
の
警
察
的
視
点
が
必
要
で
あ
る
と
い
え
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
現
行
の
児
童
虐
待
防
止
法
の
福
祉
的
観
点
を
刑
事
的
観
点
で
修
正
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
勿
論
、

福
祉
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
福
祉
的
観
点
を
重
視
し
て
児
童
ケ
ア
を
推
進
す
る
た
め
の
前
提
作
り
と
し
て
の
刑

事
法
的
修
正
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
⑼

。

（
二
）
警
察
に
よ
る
介
入
と
そ
の
在
り
方

　

一
般
人
が
「
頬
に
殴
ら
れ
た
跡
」、「
瞼
に
あ
ざ
」
が
あ
る
と
い
う
状
態
を
見
て
、
暴
行
を
意
識
せ
ず
警
察
に
連
絡
し
な
い
と
い
う
こ
と
は

考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
程
度
の
加
害
行
為
が
あ
れ
ば
警
察
が
出
て
く
る
と
い
う
の
は
む
し
ろ
普
通
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
名
古
屋

の
児
童
相
談
所
の
主
な
相
談
経
路
の
二
六
％
ま
で
が
警
察
経
由
で
あ
る
⑽

。
そ
れ
ほ
ど
警
察
は
児
童
虐
待
に
関
心
を
持
て
る
近
さ
に
あ
る
。

そ
し
て
、
児
童
相
談
所
と
は
異
な
っ
た
視
点
か
ら
緊
急
介
入
判
断
に
慣
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
児
童
虐
待
防
止
法
で
は
、
警
察
の

位
置
付
け
は
児
童
相
談
所
へ
の
援
助
的
立
場
に
す
ぎ
な
い
⑾

。

　

も
と
も
と
、
社
会
公
共
の
秩
序
維
持
の
た
め
国
民
に
命
令
強
制
を
加
え
る
公
権
力
で
あ
る
警
察
権
は
、
今
日
の
自
由
主
義
的
法
治
国
家
に
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お
い
て
は
、
警
察
権
そ
の
も
の
に
限
界
が
あ
る
と
さ
れ
、
社
会
公
共
の
安
全
・
秩
序
に
対
す
る
危
険
を
除
去
す
る
と
い
う
消
極
的
な
「
警
察

目
的
」
の
た
め
に
、
そ
の
限
度
で
の
み
人
の
自
由
に
制
限
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
警
察
権
は

消
極
目
的
の
た
め
に
の
み
発
動
さ
れ
、
公
共
の
安
全
と
維
持
に
直
接
関
係
の
な
い
私
生
活
や
民
事
関
係
に
は
、
原
則
と
し
て
警
察
権
の
関
与

は
ま
か
り
な
ら
な
い
と
す
る
考
え
方
が
今
日
ま
で
続
い
て
き
た
。
特
に
、
私
住
所
不
可
侵
の
原
則
、
す
な
わ
ち
家
庭
に
は
警
察
権
は
及
ば
な

い
と
さ
れ
て
き
た
⑿

。

　

し
か
し
、
現
在
、
こ
の
よ
う
な
原
則
も
、
ス
ト
ー
カ
ー
規
制
法
や
Ｄ
Ｖ
規
制
法
の
よ
う
に
、
私
生
活
不
可
侵
や
民
事
不
介
入
の
原
則
が
修

正
さ
れ
家
庭
に
警
察
権
が
及
ん
で
き
て
い
る
。
犯
罪
が
発
生
し
て
か
ら
で
は
な
く
、
事
前
に
予
防
す
る
べ
き
で
あ
る
と
の
予
防
重
視
の
考
え

方
が
、
こ
れ
ら
の
法
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
子
ど
も
へ
の
虐
待
行
為
が
さ
ら
な
る
重
大
な
結
果
を
生
じ
さ
せ
な
い
た

め
に
も
予
防
的
観
点
か
ら
警
察
に
よ
る
介
入
行
為
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
現
行
の
児
童
虐
待
防
止
法
で
も
虐
待
行
為
を
排
除
す
る
一
時
保
護
（
八
条
二
項
）、
出
頭
要
求
（
八
条
）
な
ら
び
に
再
出
頭

要
求
（
九
条
の
二
）、
児
童
の
安
全
確
認
・
確
保
の
観
点
か
ら
家
屋
の
解
錠
等
を
可
能
と
す
る
立
入
制
度(

九
条)

さ
ら
に
は
臨
検
・
捜
索
（
九

条
の
三
）
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
制
度
は
、
本
来
の
福
祉
的
な
活
動
を
担
保
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
強
制
処
分
の
色
彩
を
色
濃
く
有
す

る
制
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
福
祉
的
対
応
を
旨
と
す
る
児
童
相
談
員
が
、
そ
の
強
権
行
使
に
つ
き
躊
躇
す
る
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
⒀

。

児
童
虐
待
防
止
法
も
、
こ
の
よ
う
な
職
責
を
果
た
す
た
め
に
は
、
警
察
の
協
力
を
あ
る
程
度
前
提
と
し
て
考
え
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る

が
、
一
時
保
護
の
規
定
を
見
て
も
、
そ
の
実
施
権
限
は
児
童
相
談
所
に
あ
り
、
警
察
は
犯
罪
捜
査
以
外
の
場
面
で
は
協
力
す
る
立
場
で
あ
り
、

一
時
保
護
の
現
場
で
の
役
割
は
事
前
協
議
で
確
定
さ
せ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
⒁

。
し
か
し
、
児
童
相
談
所
と
は
別
の
視
点
か
ら
、
警
察
が

虐
待
に
よ
り
重
大
な
結
果
を
生
じ
る
危
険
性
を
排
除
す
る
と
い
う
予
防
的
観
点
を
重
視
す
れ
ば
、
事
態
が
深
刻
化
す
る
前
に
警
察
が
介
入
行

為
を
行
い
児
童
を
救
出
す
る
と
い
う
こ
と
も
十
分
に
可
能
で
あ
る
し
、
ま
た
な
す
べ
き
で
あ
る
⒂

。
そ
こ
で
は
、
人
権
侵
害
は
断
じ
て
許
さ

な
い
と
い
う
児
童
虐
待
防
止
法
の
姿
勢
を
堅
持
す
る
た
め
に
は
、
虐
待
行
為
へ
の
単
眼
的
視
点
で
は
な
く
複
眼
的
視
点
か
ら
、
よ
り
多
く
の

機
関
を
虐
待
行
為
の
監
視
機
関
と
し
て
機
能
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
確
固
た
る
姿
勢
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
虐
待
行
為
に
上
記
の
よ
う
な
形
で
警
察
が
係
わ
る
場
合
、
そ
れ
が
強
制
的
作
用
を
持
つ
だ
け
に
従
前
の
警
察
権
の
限
界
の
考
え

方
を
意
識
し
な
が
ら
、
警
察
作
用
を
い
か
な
る
理
論
に
基
づ
き
機
能
さ
せ
る
べ
き
か
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
以
下
で
は
、
す
で
に
警
察
が

虐
待
防
止
に
深
く
関
与
し
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
の
在
り
方
を
参
考
に
我
が
国
で
の
警
察
の
関
与
の
背
景
理
論
を
考
え
て
み
た
い
。

三
、
刑
事
的
介
入
の
背
景
理
論

（
一
）
被
害
者
学
の
視
点
か
ら
の
児
童
虐
待

　

ア
メ
リ
カ
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
初
頭
か
ら
二
〇
〇
五
年
に
か
け
て
児
童
虐
待
数
が
著
し
く
減
少
し
た
⒃

。
こ
の
現
象
の
背
景
に
は
、
警

察
等
の
社
会
的
介
入
従
事
者
数
の
増
加
の
影
響
が
最
も
大
き
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
⒄

。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
事
実
の
総
合
的
分
析
か
ら

被
害
者
学
的
視
点
で
の
対
応
を
重
要
視
す
る
考
え
方
が
展
開
さ
れ
て
き
て
い
る
⒅

。
そ
こ
で
は
、
前
提
と
し
て
児
童
相
談
所
（CPS: Child 

Protective Services

）
と
警
察
と
が
極
め
て
密
な
連
携
関
係
を
取
っ
て
お
り
、原
則
と
し
て
家
庭
内
の
虐
待
に
つ
い
て
は
協
働
し
て
対
応
し
、

犯
罪
性
の
強
い
も
の
に
つ
い
て
は
警
察
が
対
応
す
る
と
い
う
形
式
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
虐
待
行
為
を
福
祉
的
観
点
な
ら
び
に
刑

事
的
観
点
の
二
つ
の
視
点
か
ら
同
時
に
把
握
し
並
行
し
て
対
応
す
る
こ
と
の
前
提
と
し
て
、
虐
待
に
関
連
す
る
情
報
を
共
有
し
合
い
相
互
に

連
携
し
合
う
と
い
う
対
等
の
関
係
が
築
か
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
警
察
は
犯
罪
予
防
の
観
点
か
ら
で
は
あ
る
が
、
子
ど
も
の
心
理
的
治
療

に
関
与
す
る
こ
と
も
あ
り
、
セ
ラ
ピ
ス
ト
等
の
ス
タ
ッ
フ
ま
で
も
採
用
し
て
い
る
署
も
あ
る
⒆

。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
警
察
が
独
自
の

判
断
（
裁
判
所
の
判
断
な
し
）
で
子
ど
も
を
三
日
間
一
時
保
護
す
る
形
の
ポ
リ
ス
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
（Police Protection

）
の
制
度
が
あ
り
、

警
察
に
よ
る
虐
待
児
の
緊
急
保
護
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
⒇

。
こ
の
よ
う
な
緊
急
保
護
の
判
断
は
、
本
来
同
意
を
前
提
と
す
る
福
祉
的
な
判

断
と
は
異
な
っ
た
警
察
的
判
断
で
あ
り
、
こ
う
し
た
多
様
な
視
点
を
導
入
し
た
児
童
法
は
、
子
ど
も
を
監
護
・
養
育
す
る
た
め
の
公
法
と
私

法
を
統
合
し
た
法
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
子
ど
も
を
虐
待
行
為
か
ら
救
い
出
す
た
め
に
刑
事
的
観
点
か
ら
の
強
権
的
介
入
を
妥
当
と
す
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
子
ど
も
の

利
益
と
虐
待
す
る
親
の
利
益
と
が
対
立
す
る
も
の
と
し
て
把
握
で
き
る
土
壌
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
は
、子
ど
も
を
被
害
者
、親
を
加
害
者
（
犯
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罪
者
で
は
な
く
）
と
し
て
明
確
に
色
付
け
区
別
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
来
、
親
子
の
利
益
は
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、

最
終
的
に
は
一
つ
の
家
族
と
し
て
統
合
さ
れ
て
い
く
も
の
と
考
え
る
場
合
、
虐
待
行
為
へ
の
介
入
の
在
り
方
は
、
加
害
者
（
犯
罪
者
と
し
て

の
）
処
罰
の
応
報
的
思
考
に
赴
く
の
で
は
な
く
、
被
害
者
で
あ
る
子
ど
も
に
目
を
向
け
る
と
い
う
意
味
で
の
加
害
行
為
へ
の
介
入
と
な
り
、

そ
の
介
入
行
為
の
背
景
に
あ
る
べ
き
理
論
は
、
当
然
に
い
わ
ゆ
る
刑
罰
論
的
な
も
の
で
は
な
く
被
害
者
学
的
視
点
に
基
づ
く
も
の
と
な
る
。

　

そ
も
そ
も
被
害
者
学
は
、
被
害
者
の
要
因
分
析
を
行
い
、
被
害
者
特
性
を
有
す
る
者
に
将
来
の
犯
罪
対
象
と
な
ら
な
い
よ
う
な
働
き
か
け

を
お
こ
な
う
も
の
と
し
て
登
場
し
た
�

。
そ
こ
で
は
、
法
的
非
難
を
受
け
る
べ
き
犯
罪
者
と
被
害
者
と
い
う
対
立
関
係
を
前
提
と
し
て
お
り
、

こ
の
考
え
方
で
は
、「
犯
罪
」
を
犯
す
ま
で
は
、
虐
待
へ
の
介
入
は
不
可
能
と
な
る
。
し
か
し
、
虐
待
行
為
を
行
う
者
は
、
法
的
非
難
の
対

象
と
な
る
逸
脱
行
為
で
あ
る
犯
罪
を
行
う
者
（
犯
罪
者
）
で
は
な
く
、「
し
つ
け
」
の
延
長
線
上
に
あ
る
加
害
行
為
を
お
こ
な
う
者
と
し
て

把
握
さ
れ
る
べ
き
で
�

、
こ
の
加
害
行
為
と
い
う
幅
の
あ
る
概
念
（
所
謂
「
し
つ
け
」
か
ら
暴
行
・
傷
害
と
い
う
犯
罪
的
行
為
ま
で
）
�

を

意
識
し
て
犯
罪
行
為
の
直
近
段
階
で
の
介
入
を
お
こ
な
う
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
被
害
者
の
立
場
で
虐
待
行
為
の
意
味
を
理
解
し
、
国

親
思
想
の
観
点
か
ら
犯
罪
行
為
以
前
の
段
階
で
の
加
害
行
為
へ
の
介
入
・
保
護
の
判
断
を
明
確
に
で
き
る
者
（
警
察
的
視
点
の
保
有
者
）
に

よ
り
介
入
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
、
す
べ
て
の
親
が
「
し
つ
け
」
行
為
を
お
こ
な
う
と
し
た
場
合
、
す
べ
て
の

親
の
養
育
行
為
の
中
に
虐
待
の
可
能
性
が
潜
ん
で
お
り
、
虐
待
行
為
の
予
防
を
考
え
た
場
合
に
は
、
被
害
者
と
そ
の
環
境
を
分
析
し
被
害
化

予
防
策
を
検
討
す
る
必
要
性
が
あ
る
�

。

　

以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
被
害
者
分
析
を
行
う
場
合
、
次
の
よ
う
な
特
性
が
警
察
的
介
入
を
行
う
際
に
考
慮
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
第
一
に
、
子
ど
も
の
被
虐
待
者
と
し
て
の
特
性
で
あ
る
。
子
ど
も
は
知
識
や
経
験
が
不
足
し
て
お
り
、
自
己
制
御
力
が
少
な
い
発
展

途
上
の
未
熟
な
存
在
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
子
ど
も
の
存
在
自
体
が
、
虐
待
行
為
の
誘
因
と
な
る
存
在
で
あ
る
。
こ
の
た
め
子
ど
も
一
般
が

虐
待
に
遭
い
易
い
存
在
と
の
認
識
が
必
要
で
あ
る
。
第
二
に
、
虐
待
と
し
て
の
認
知
の
社
会
的
曖
昧
性
で
あ
る
。
親
子
の
つ
な
が
り
を
重
視

す
る
と
「
し
つ
け
」
行
為
は
教
育
上
人
格
形
成
に
必
要
な
行
為
と
考
え
、
被
害
の
非
深
刻
性
を
前
提
と
し
て
考
え
が
ち
に
な
る
。
児
童
へ
の

虐
待
行
為
そ
の
も
の
が
人
権
侵
害
で
あ
り
、
犯
罪
と
な
る
前
段
階
で
の
加
害
行
為
を
前
提
に
介
入
・
保
護
を
前
傾
化
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
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の
自
覚
が
不
可
欠
で
あ
る
。
第
三
に
、
子
ど
も
の
従
属
性
で
あ
る
。
子
ど
も
は
虐
待
家
庭
や
親
へ
の
従
属
性
が
極
め
て
高
く
、
逃
避
行
為
そ

の
も
の
が
不
可
能
か
子
ど
も
の
意
識
の
中
に
逃
避
行
動
が
存
在
し
な
い
と
の
認
識
で
あ
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
、
子
ど
も
は
親
も
家
庭
も
選

択
で
き
な
い
受
動
的
立
場
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
最
後
に
、
子
ど
も
は
依
存
状
態
で
は
じ
め
て
生
活
が
で
き
る
の
で
あ
り
、

被
支
配
状
態
の
形
成
と
継
続
は
、
子
ど
も
が
客
観
的
な
判
断
を
期
待
で
き
な
い
状
況
に
置
く
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
一
二
歳

以
下
へ
の
ネ
グ
レ
ク
ト
に
よ
く
見
ら
れ
る
が
、
子
ど
も
は
も
は
や
常
習
化
し
た
虐
待
に
無
抵
抗
の
み
な
ら
ず
虐
待
を
許
容
す
る
対
応
し
か
取

れ
な
く
な
る
場
合
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
�

。
以
上
の
よ
う
な
特
性
を
意
識
し
て
、
あ
く
ま
で
も
子
ど
も
の
た
め
に
国
親
思
想
に

基
づ
く
観
点
か
ら
介
入
・
保
護
に
あ
た
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
修
復
的
司
法
の
観
点
か
ら
の
「
再
統
合
」
の
把
握

　

虐
待
行
為
へ
の
介
入
が
被
害
者
で
あ
る
子
ど
も
の
立
場
か
ら
警
察
に
よ
り
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
後
の
子
ど
も
な
ら
び
に

家
族
へ
の
ケ
ア
は
、
当
然
福
祉
的
立
場
か
ら
児
童
相
談
所
が
な
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
虐
待
行
為
が
親
子
関
係
と
い
う
子
ど
も
の
成
育
に

極
め
て
重
要
な
人
間
関
係
を
ベ
ー
ス
と
し
て
お
り
、
そ
の
健
全
な
親
子
関
係
を
修
復
す
る
作
業
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
帰
結
と
え

よ
う
。
そ
し
て
、
分
離
の
主
役
的
役
割
を
負
う
べ
き
警
察
は
、
最
終
的
に
分
離
さ
れ
た
子
ど
も
と
親
権
者
と
の
再
統
合
に
い
か
な
る
立
場
で

係
わ
る
べ
き
か
。
再
統
合
の
主
役
は
勿
論
福
祉
関
係
者
で
あ
る
。
彼
ら
の
ケ
ア
の
技
能
は
こ
こ
に
結
実
す
る
と
い
え
よ
う
。
で
は
、
分
離
の

主
役
は
再
統
合
に
際
し
い
か
な
る
役
割
を
果
た
す
べ
き
か
。
そ
も
そ
も
再
統
合
を
図
る
理
論
は
、
司
法
の
世
界
で
も
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、

犯
罪
そ
の
も
の
を
単
に
法
規
範
違
反
行
為
と
し
て
見
る
の
で
は
な
く
、
被
害
者
や
地
域
社
会
さ
ら
に
は
犯
罪
者
自
身
に
ま
で
損
害
を
及
ぶ
す

も
の
と
し
て
把
握
し
、
刑
罰
で
は
な
く
、
ど
れ
ぐ
ら
い
損
害
が
回
復
さ
れ
た
か
に
よ
り
評
価
す
る
修
復
的
司
法
の
考
え
方
�

も
、
地
域
社
会

の
中
で
の
被
害
者
と
加
害
者
と
の
再
統
合
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
刑
事
司
法
プ
ロ
セ
ス
は
、
刑
罰
を
科
刑
す
る
た
め
の
応
報

的
プ
ロ
セ
ス
で
は
な
く
、
損
害
の
修
復
を
手
助
け
す
る
機
能
を
中
心
と
す
る
こ
と
に
な
る
�

。
し
か
も
修
復
的
司
法
で
は
、
誰
が
傷
つ
い
た

の
か
と
い
う
点
か
ら
出
発
す
る
�

。
親
自
身
が
加
害
者
で
あ
り
、
被
害
者
で
あ
る
子
ど
も
に
い
か
に
苦
痛
を
与
え
た
か
を
理
解
し
共
感
し
て

初
め
て
反
省
・
悔
悟
で
き
、
被
害
者
た
る
子
ど
も
に
謝
罪
し
、
関
係
修
復
の
た
め
の
様
々
な
行
為
を
約
束
・
実
行
で
き
る
の
で
あ
る
。
同
時



─ 52 ─

に
、
被
害
者
も
加
害
者
を
宥
恕
し
被
害
者
自
身
が
癒
さ
れ
る
の
で
あ
る
�

。
そ
し
て
、
警
察
の
介
入
行
為
を
契
機
と
し
て
、
子
ど
も
自
身
が

傷
付
い
た
こ
と
を
認
識
し
、
親
が
傷
付
け
た
こ
と
を
否
応
な
く
理
解
さ
せ
ら
れ
る
。
結
果
と
し
て
、
加
害
者
で
あ
る
親
は
、
子
ど
も
へ
の
謝

罪
を
行
い
、
傷
付
い
た
子
ど
も
の
損
害
を
修
復
さ
せ
る
責
任
と
義
務
を
負
い
や
す
く
な
る
。
そ
し
て
、
介
入
者
で
は
な
い
児
童
相
談
所
に
よ

る
福
祉
的
立
場
か
ら
の
再
統
合
ア
プ
ロ
ー
チ
が
極
め
て
容
易
に
な
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
従
来
の
応
報
的
司
法
の
考
え
方

で
は
発
想
で
き
な
い
、
児
童
相
談
所
と
警
察
と
の
連
携
・
協
力
の
新
た
な
関
係
を
展
望
で
き
る
背
景
理
論
と
な
り
う
る
の
が
修
復
的
司
法
の

考
え
方
で
あ
る
�

。

四
、
お
わ
り
に
…
将
来
に
向
け
て

　

今
後
の
刑
事
的
介
入
の
在
り
方
に
つ
い
て
考
え
た
場
合
、
警
察
は
、
そ
の
強
権
的
作
用
か
ら
み
て
も
分
離
の
主
役
と
し
て
機
能
す
べ
き
で
、

そ
の
こ
と
は
逆
に
言
え
ば
、
分
離
に
係
わ
ら
な
い
児
童
相
談
員
こ
そ
が
、
最
終
目
的
で
あ
る
再
統
合
の
主
役
と
な
る
の
に
最
適
の
ポ
ジ
シ
ョ

ン
を
得
や
す
く
な
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
虐
待
を
受
け
た
子
ど
も
で
も
、
他
人
が
介
入
し
て
の
親
と
の
分
離
は
、
決
し
て
快
い
も
の
で
は
な

い
。
ま
し
て
や
分
離
さ
れ
る
親
に
と
っ
て
は
、
分
離
し
よ
う
と
す
る
者
は
「
憎
く
き
敵
」
以
外
の
何
者
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

分
離
者
が
再
統
合
に
係
わ
る
こ
と
は
、
再
統
合
を
著
し
く
困
難
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
分
離
の
主
導
は
警
察
に
、
再
統
合
の
主

導
者
は
児
童
相
談
所
と
役
割
を
あ
る
程
度
分
担
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
も
っ
と
も
役
割
設
定
は
、
縄
張
り
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
す

な
わ
ち
、
子
ど
も
の
生
命
・
身
体
の
安
全
に
は
、
社
会
す
べ
て
が
係
わ
っ
て
当
然
と
の
考
え
方
が
基
本
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
公
的
機
関
が
先

に
子
ど
も
を
保
護
す
る
か
は
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
各
々
の
公
的
機
関
が
各
自
の
目
的
に
基
づ
い
て
並
行
的
に
国
親
的
役
割
を
果
た
し

た
結
果
で
あ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
ベ
ー
ス
に
今
回
の
名
古
屋
市
の
「
緊
急
介
入
チ
ー
ム
」
案
を
見
る
と
、
緊
急
介
入
を
児
童
相
談
所
と
は

異
な
る
視
点
を
持
つ
警
察
の
視
点
を
積
極
的
に
チ
ー
ム
に
導
入
し
た
点
で
、
大
き
な
前
進
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
シ
ス

テ
ム
を
全
国
の
児
童
相
談
所
が
取
り
込
み
平
準
化
で
き
る
よ
う
に
法
規
化
し
、
そ
れ
と
は
別
に
、
警
察
サ
イ
ド
で
も
積
極
的
な
虐
待
児
童
の
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保
護
シ
ス
テ
ム
作
り
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
虐
待
児
童
の
い
る
家
庭
へ
の
介
入
は
、
虐
待
の
み
な
ら
ず
、
少
年
の
非
行
化

防
止
や
Ｄ
Ｖ
防
止
の
端
緒
に
も
な
り
得
、
合
わ
せ
て
地
域
社
会
で
の
警
察
に
よ
る
防
犯
ネ
ッ
ト
形
成
の
切
っ
掛
け
に
も
な
る
も
の
で
あ
り
極

め
て
有
益
な
も
の
で
あ
る
。

【
注
記
】

⑴　

雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
総
務
課
「
子
ど
も
虐
待
に
よ
る
死
亡
事
例
等
の
検
証
結
果
（
第
七
次
報
告
概
要
）
及
び
児
童
虐
待
相
談
対
応
件
数
等
」
厚

生
労
働
省
（
平
成
二
三
年
七
月
二
〇
日
）。
平
成
二
年
に
は
児
童
虐
待
相
談
件
数
は
一
、一
〇
一
件
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

⑵　

児
童
虐
待
防
止
法
附
則
第
二
条
。

⑶　

こ
の
事
件
は
、
二
〇
一
一
年
一
〇
月
二
二
日
名
古
屋
市
名
東
区
の
市
営
住
宅
で
中
学
校
二
年
生
の
服
部
昌
己
君
（
一
四
歳
）
が
、
母
親
の
交
際
相
手

で
同
居
人
の
酒
井
秀
志
（
三
七
歳
）
に
胸
を
複
数
回
蹴
ら
れ
死
亡
し
た
（
傷
害
致
死
事
件
）
も
の
で
、
勉
学
の
た
め
の
「
し
つ
け
」
と
称
し
て
平
素
よ

り
被
害
者
に
暴
行
を
繰
り
返
し
行
っ
て
い
た
。
児
童
相
談
所
は
、事
件
発
生
以
前
か
ら
被
害
者
が
通
う
中
学
校
か
ら
の
虐
待
連
絡（「
頬
に
殴
ら
れ
た
跡
」、

「
瞼
に
あ
ざ
」
等
）
や
被
害
者
の
祖
母
が
警
察
署
に
申
告
し
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
が
、
加
害
者
が
虐
待
行
為
を
謝
罪
し
て
い
る
こ
と
や
児
童
相

談
員
の
家
庭
訪
問
を
受
け
入
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
緊
急
介
入
に
よ
る
一
時
保
護
の
必
要
性
は
な
い
も
の
と
判
断
し
て
い
た
（
詳
細
は
、
中
日
新
聞

二
〇
一
一
年
一
〇
月
二
三
日
朝
刊
か
ら
同
年
一
二
月
二
九
日
ま
で
の
関
連
記
事
参
照
）。

⑷　

警
察
権
の
行
使
に
つ
い
て
は
公
権
力
に
よ
る
市
民
へ
の
自
由
制
限
と
理
解
し
、
警
察
権
行
使
に
は
限
界
が
あ
る
（
以
下
の
四
原
則
）
と
す
る
。
警
察

公
共
の
原
則
（
私
生
活
・
私
住
所
、
民
事
上
の
法
律
関
係
に
関
与
し
な
い
），
警
察
責
任
の
原
則
（
故
意
・
過
失
、
自
然
人
・
法
人
の
別
は
問
わ
な
い

が
社
会
公
共
の
秩
序
に
対
す
る
障
害
の
発
生
に
つ
い
て
責
任
あ
る
者
に
の
み
発
動
す
る
）、
警
察
比
例
の
原
則
（
警
察
権
の
発
動
は
社
会
公
共
に
対
す

る
障
害
の
大
き
さ
に
比
例
し
必
要
最
小
限
度
で
あ
る
べ
し
）、
警
察
消
極
の
原
則
（
公
共
の
安
全
と
秩
序
に
対
す
る
侵
害
の
具
体
的
危
険
性
が
あ
る
と

き
に
の
み
警
察
権
は
発
動
さ
れ
る
）
の
四
原
則
が
あ
る
。

⑸　

そ
も
そ
も
児
童
虐
待
が
人
権
侵
害
行
為
と
し
て
児
童
虐
待
防
止
法
上
で
認
識
さ
れ
た
の
は
、
制
定
後
三
年
経
っ
た
平
成
一
六
年
の
改
正
の
際
で
あ
る
。

こ
の
時
点
で
、
初
め
て
児
童
虐
待
は
人
権
問
題
と
い
う
国
家
を
挙
げ
て
積
極
的
に
対
応
す
べ
き
テ
ー
マ
に
ま
で
浮
上
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
は
や
、

単
に
一
家
庭
に
お
け
る
不
幸
な
出
来
事
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
（
参
考
、
吉
田
恒
雄
「
児
童
虐
待
防
止
法
の
改
正
に
向
け
て
」『
児
童
虐
待
防
止

法
制
度
』
尚
学
社
（
二
〇
〇
三
年
）
一
〇
頁
以
下
）。
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⑹　

刑
罰
規
定
は
、
唯
一
第
一
七
条
に
、
一
二
条
の
面
会
制
限
等
の
知
事
の
命
令
に
違
反
し
た
場
合
に
科
さ
れ
る
行
政
罰
の
み
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
虐

待
行
為
自
体
へ
の
不
用
意
な
刑
罰
の
適
用
は
、
親
子
関
係
を
破
壊
す
る
力
を
十
分
に
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
直
罰
規
定
を
置
く
こ
と
自
体
は
躊
躇
さ

れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
直
ち
に
警
察
の
介
入
行
為
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
繋
が
ら
な
い
。

⑺　

児
童
福
祉
法
第
三
四
条
に
は
現
時
点
で
も
昭
和
二
二
年
の
制
定
時
に
お
け
る
子
ど
も
に
乞
食
行
為
や
か
る
わ
ざ
又
は
曲
馬
を
さ
せ
る
行
為
な
ど
が
未

だ
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

⑻　

二
〇
一
一
年
一
〇
月
二
三
日
か
ら
二
九
日
に
か
け
て
の
中
日
新
聞
（
名
古
屋
版
）
で
は
、
上
述
⑶
の
事
件
に
つ
き
、
中
二
の
男
の
子
を
一
時
保
護
し

な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
児
童
相
談
所
の
対
応
に
つ
き
、
職
務
上
の
「
怠
慢
」、
現
場
判
断
の
「
評
価
が
甘
か
っ
た
」
と
い
う
評
価
を
下
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
批
判
を
受
け
て
中
央
児
童
相
談
所
の
所
長
が
、
現
場
判
断
に
任
せ
た
こ
と
に
つ
き
対
応
の
不
十
分
さ
を
認
め
る
よ
う
な
見
解
を
発
表
し
て
い

る
が
、
こ
の
種
の
事
件
で
は
現
場
の
判
断
こ
そ
が
重
要
で
あ
り
、
具
体
的
事
実
を
把
握
し
き
れ
て
い
な
い
所
長
レ
ベ
ル
で
の
判
断
で
児
童
へ
の
保
護
を

決
定
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
判
断
を
誤
る
危
険
性
が
高
ま
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

⑼　

そ
も
そ
も
児
童
虐
待
防
止
法
自
体
が
、
そ
の
成
立
か
ら
現
在
ま
で
に
二
度
の
改
正
（
平
成
一
六
年
、
一
九
年
）
を
行
い
、
平
成
一
六
年
で
は
、
児
童

虐
待
に
係
る
通
告
義
務
の
拡
大
、
警
察
署
長
へ
の
援
助
要
請
、
面
会
・
通
信
制
限
規
定
の
整
備
な
ど
児
童
虐
待
の
発
見
、
予
防
の
体
制
作
り
を
お
こ
な

い
、
平
成
一
九
年
で
は
、
児
童
安
全
確
認
の
た
め
の
立
入
調
査
権
の
強
化
、
一
時
保
護
や
施
設
入
所
措
置
の
明
確
化
、
面
会
・
通
信
の
制
限
強
化
な
ど

児
童
保
護
に
向
け
て
の
権
限
の
強
化
を
図
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
改
正
の
度
に
、
強
制
的
権
限
が
強
化
さ
れ
、
福
祉
的
色
彩
か
ら
刑
事
的
色
彩
が
色

濃
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
参
照
、
厚
生
労
働
省
「
児
童
虐
待
防
止
対
策
・
Ｄ
Ｖ
防
止
対
策
」。

⑽　

平
成
二
二
年
度
中
に
名
古
屋
市
の
児
童
相
談
所
に
寄
せ
ら
れ
た
相
談
の
経
路
の
主
な
も
の
は
、
近
隣
知
人
三
一
・
三
％
、
警
察
等
二
六
・
三
％
の
順
で
、

全
国
の
児
童
相
談
所
で
も
年
々
警
察
の
扱
う
割
合
が
増
加
し
て
き
て
高
順
位
と
な
っ
て
い
る
。
児
童
虐
待
へ
の
社
会
的
認
知
が
メ
デ
ィ
ア
等
に
よ
り
強

め
ら
れ
る
に
従
っ
て
こ
の
傾
向
は
強
く
な
り
、
虐
待
取
扱
い
に
つ
い
て
も
警
察
が
児
童
相
談
所
と
並
列
的
に
担
当
す
る
よ
う
に
な
る
と
ア
メ
リ
カ
の
よ

う
に
警
察
へ
の
通
告
が
七
〇
％
前
後
ま
で
占
め
る
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

⑾　

児
童
虐
待
防
止
法
で
は
、
立
入
調
査
等
は
児
童
相
談
所
が
そ
の
専
門
知
識
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
も
の
で
あ
り
、
警
察
官
の
任
務
で
な
い
こ
と
は
勿

論
、児
童
相
談
所
所
長
の
権
限
行
使
に
つ
い
て
警
察
官
は
、援
助
は
お
こ
な
う
も
の
の
補
助
者
で
も
な
く
独
立
し
て
支
援
を
お
こ
な
う
も
の
で
あ
る
（
同

旨
、
日
本
子
ど
も
家
庭
総
合
研
究
所
編
『
子
ど
も
虐
待
対
応
の
手
引
き
』
有
斐
閣
（
平
成
二
一
年
）
六
六
頁
）。
ま
た
、
臨
検
・
捜
索
の
よ
う
な
強
制

処
分
で
あ
っ
て
も
警
察
官
で
な
く
児
童
相
談
所
員
が
お
こ
な
い
、
警
察
官
は
援
助
す
る
（
九
条
の
三
、一
〇
条
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

⑿　

田
中
二
郎
『
行
政
法
下
巻
全
訂
第
二
版
』
弘
文
堂
（
昭
和
五
八
年
）
五
五
〜
六
一
頁
参
照
。
元
来
、
警
察
の
任
務
は
、
専
ら
「
公
共
の
安
全
と
秩
序
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の
維
持
」
に
あ
る
の
で
あ
り
、「
個
人
の
保
護
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
警
察
の
直
接
の
任
務
と
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
考
え
方
が
強

く
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
警
察
は
個
人
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
の
保
護
が
「
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
」
と
関
連
付
け
ら
れ
る
限
り
に
お

い
て
の
み
警
察
の
仕
事
と
な
る
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
か
ら
「
警
察
公
共
の
原
則
」
が
唱
え
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
民
事
不
介
入
」
と
い
っ
た
活
動
規
範

が
導
き
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
警
察
公
共
の
原
則
」
は
、
果
た
し
て
現
行
の
警
察
行
政
の
実
態
と
合
致

し
た
も
の
か
ど
う
か
、「
民
事
不
介
入
の
原
則
」
が
、
そ
の
本
来
の
意
味
と
は
異
な
っ
て
拡
大
適
用
さ
れ
て
き
た
。
個
人
の
生
命
身
体
財
産
の
保
護
と

い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
独
立
し
た
警
察
の
任
務
な
の
で
あ
り
、
単
に
「
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
」
の
一
部
を
な
す
も
の
と
し
て
、
そ
こ
に
吸
収

さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
警
察
は
法
律
が
認
め
る
限
り
「
個
人
の
保
護
」
の
た
め
の
活
動
を
何
で
も
行
い
う
る
と
考
え
る
べ
き

で
あ
る
（
藤
田
宙
靖
「
警
察
政
策
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
基
調
講
演
」
二
〇
〇
一
年
六
月
一
五
日
よ
り
抽
出
）。

⒀　

こ
れ
ら
の
強
制
処
分
性
の
強
い
規
定
は
、
平
成
一
六
年
、
二
〇
年
と
相
次
い
で
改
正
さ
れ
付
加
さ
れ
た
も
の
で
、
児
童
相
談
員
の
体
質
か
ら
使
用
し

に
く
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
実
施
件
数
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ち
な
み
に
平
成
二
〇
年
度
に
実
施
さ
れ
た
立
入
調
査
は
一
四
八
件
（
過
去

最
高
件
数
が
平
成
一
六
年
度
の
二
八
七
件
）、
二
二
年
度
の
出
頭
要
求
件
数
は
、
四
九
ケ
ー
ス
（
内
二
一
ケ
ー
ス
が
出
頭
要
求
に
応
じ
た
）
で
、
臨
検
・

捜
索
は
二
件
で
あ
り
、
従
前
の
全
国
の
虐
待
相
談
件
数
が
五
万
件
余
も
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
全
国
的
に
極
め
て
少
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
今
回
の
事

件
の
あ
っ
た
名
古
屋
で
は
、
平
成
二
二
年
度
が
立
入
件
数
は
一
件
、
出
頭
要
求
な
ら
び
に
臨
検
・
捜
索
は
と
も
に
〇
件
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
一
時

保
護
に
つ
い
て
は
全
国
で
総
数
一
九
、二
二
〇
件
（
平
成
二
〇
年
度
）、
名
古
屋
で
も
二
三
七
件
（
平
成
二
二
年
度
）
で
あ
る
が
、
身
体
的
虐
待
行
為
へ

の
緊
急
介
入
と
し
て
の
一
時
保
護
（
緊
急
保
護
）
の
数
は
少
な
く
、
大
半
が
行
動
観
察
や
短
期
入
所
指
導
の
た
め
の
福
祉
的
要
因
の
一
時
保
護
で
あ
る
。

⒁　

児
童
虐
待
防
止
法
一
〇
条
は
、
警
察
署
長
へ
の
援
助
要
請
を
規
定
し
て
い
る
が
、
一
時
保
護
に
つ
い
て
は
、
元
来
、
一
時
保
護
が
児
童
福
祉
法
上
の

制
度
と
し
て
機
能
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
一
時
保
護
に
際
し
て
は
、
保
護
者
の
同
意
を
当
然
の
前
提
と
し
て
考
え
て
い
た
。
参
照
、
日
本
子
ど
も
家
庭

総
合
研
究
所
編
『
子
ど
も
虐
待
対
応
の
手
引
き
』
有
斐
閣
（
平
成
二
一
年
）
九
九
、三
四
〇
頁
。

⒂　

こ
の
点
、
刑
事
事
件
性
を
前
面
に
出
し
な
が
ら
も
、
捜
査
を
契
機
と
し
て
児
童
の
死
亡
等
事
態
が
深
刻
化
す
る
前
に
児
童
を
救
出
保
護
す
る
こ
と
を

警
察
庁
は
各
都
道
府
県
警
察
に
求
め
て
い
る
（
警
察
庁
生
活
安
全
局
長
「
児
童
の
安
全
の
確
認
及
び
安
全
の
確
保
を
最
優
先
と
し
た
児
童
虐
待
へ
の
対

応
に
つ
い
て
」
通
知
平
成
一
八
年
九
月
二
六
日
）。

⒃　

N
CVS

（N
ational Crim

e Victim
ization Survey

）
は
、
犯
罪
と
み
な
さ
れ
る
数
値
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
こ
の
期
間
、
性
的
虐
待
は
五
〇
％

程
度
、
身
体
的
虐
待
の
認
知
件
数
は
四
〇
％
程
度
ま
で
減
少
し
て
い
る
。
比
較
的
些
細
な
事
件
ま
で
取
り
上
げ
るN

CAN
D

S

（N
ational Child 

Abuse and N
eglect D

ata System

）
で
も
同
様
な
数
値
と
な
っ
て
い
る
。
参
考
、U.S. D

epartm
ent of H

ealth and Fam
ilies "Child 
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M
altreatm

ent 1990

─2005"

（2007

）。

⒄　
D

ugan, N
agin&

Rosenfeld "Exposure reduction or retaliation?" 

（2003

）Law
&

Society Review
37; Levitt "U

nderstanding w
hy 

crim
e fell in the 1990's" Journal of Econom

ic

（2004

）   

⒅　

D
avid Finkelhor "Childhood Victim

ization" （2008

） Oxford U
niversity Press, Inc.

⒆　

児
童
虐
待
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
レ
ベ
ル
で
はChild Abuse Prevention and Enforcem

ent Act of 2000

が
あ
り
、
各
州
法
も
国

親
思
想
（Parens patriae

）
に
基
づ
き
規
定
さ
れ
積
極
的
介
入
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
だ
け
で
も
都
市
部
の
郡
で
は

一
〇
〇
〇
人
以
上
が
配
置
さ
れ
る
な
ど
体
制
が
整
っ
て
い
る
。

⒇　

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
現
在
の
児
童
法
（Children Act 2004

）
の
前
の
一
九
八
九
年
の
段
階
で
、
す
で
に
親
権
に
代
わ
る
親
責
任
（Parental 

Responsibility

）
の
概
念
を
導
入
し
、
こ
の
親
責
任
を
公
的
機
関
が
共
有
す
る
形
で
国
親
思
想
が
実
現
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

（W
orking Together to Safeguard Children 2004

）
に
よ
っ
て
協
力
関
係
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
参
照
、
一
九
八
九
年
段
階
の
イ
ギ
リ
ス
の
児

童
法
に
つ
い
て
は
、
峯
本
耕
治
『
子
ど
も
を
虐
待
か
ら
守
る
制
度
と
介
入
手
法
』
明
石
書
店
（
二
〇
〇
一
年
）
が
詳
し
い
。

�　

犯
罪
の
発
生
に
は
被
害
者
が
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
の
考
え
方
が
前
提
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
代
表
的
見
解
と
し
てBenjam

in 
M

endelsohn "Victim
ology and the Technical and Socil Sciences" pp.25-35 （Israel D

rapkin and Em
ilio Viano eds.1970

）
が
あ
る
。

�　

諸
澤
英
道
『
新
版
被
害
者
学
入
門
』
成
文
堂
（
平
成
一
三
年
）
四
一
〜
五
八
頁
。
ま
た
一
五
頁
で
は
「
加
害
者
イ
コ
ー
ル
犯
罪
者
で
は
な
い
」
と
し

て
い
る
。

�　

こ
の
よ
う
な
加
害
行
為
の
幅
に
関
す
る
概
念
を
フ
ィ
ン
ケ
ル
ホ
ー
は
依
存
状
態
を
中
心
に
検
討
し「
依
存
連
続
体
」と
し
て
把
握
し
て
い
る（D.

フ
ィ

ン
ケ
ル
ホ
ー
『
子
ど
も
被
害
者
学
の
す
す
め
』
森
田
ゆ
り
他
訳
（
岩
波
書
店
）
平
成
二
〇
年
四
六
〜
四
八
頁
）。
こ
の
概
念
は
極
め
て
興
味
深
い
も
の

で
あ
る
。

�　

虐
待
被
害
者
へ
の
関
心
を
推
し
進
め
、
加
害
者
自
身
か
ら
加
害
者
を
も
含
ん
だ
加
害
環
境
に
視
点
を
移
す
場
合
、
被
害
者
学
か
ら
さ
ら
に
環
境
犯
罪

学
理
念
の
導
入
の
余
地
が
出
て
く
る
こ
と
は
当
然
と
い
え
よ
う
。
参
照
、
守
山
正
「
犯
罪
予
防
の
現
代
的
意
義
」
犯
罪
と
非
行
一
三
五
号
五
頁
以
下
。

�　

同
様
な
特
性
の
主
張
は
、
発
達
被
害
者
学
の
立
場
か
ら
フ
ィ
ン
ケ
ル
ホ
ー
が
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
（
前
掲
�
書
八
〜
一
六
、一
〇
二
〜

一
〇
七
頁
）。

�　

参
照
、
ジ
ョ
ン
・
ブ
レ
イ
ス
ウ
ェ
イ
ト
『
修
復
的
司
法
の
世
界
』
成
文
堂
（
平
成
二
〇
年
）、
高
橋
則
夫
『
対
話
に
よ
る
犯
罪
解
決
』
成
文
堂
（
平

成
一
九
年
）
一
六
〜
三
三
頁
。
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�　

修
復
的
司
法
の
役
割
は
「
司
法
」
で
は
な
く
警
察
の
行
政
活
動
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
①
被
害
者
の
癒
し
に
繋
が
り
、
②
加
害
者
の
反
省
と
更
生
に

資
す
る
し
、
③
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
統
合
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
と
太
田
裕
之
警
察
庁
刑
事
企
画
課
長
は
述
べ
て
い
る
。『
修
復
的
司
法
の
総
合
研
究
』

風
間
書
房
（
平
成
一
八
年
）
一
五
五
〜
一
五
六
頁
。

�　

高
橋
則
夫　

前
掲
�
書
一
二
四
頁
。

�　

同
旨
、
椎
橋
隆
幸
「
リ
ス
ト
ラ
テ
ィ
ブ
・
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
と
少
年
法
」
現
代
刑
事
法
四
〇
号
四
一
頁
。

�　

応
報
的
司
法
の
限
界
は
、
葛
野
尋
之
・
正
木
祐
史
「
少
年
司
法
と
修
復
的
司
法
」
刑
法
雑
誌
四
二
巻
三
号
四
一
三
頁
以
下
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
す
で
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
は
修
復
的
司
法
の
考
え
方
で
警
察
を
家
族
集
団
会
議
（Fam

ily Group Conferences

）
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て

取
り
込
ん
で
い
る
（
参
照
、
藤
本
哲
也
編
『
諸
外
国
の
修
復
的
司
法
』
中
央
大
学
出
版
部
（
平
成
一
六
年
）
五
頁
以
下
）。



─ 58 ─

は
じ
め
に
　

　

一
九
七
二
年
の
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
国
連
人
間
環
境
開
発
会
議
以
降
、
国
際
捕
鯨
委
員
会
（International W

haling Com
m

ission, 

IW
C

）
に
お
い
て
は
、サ
ン
ク
チ
ュ
ア
リ
ー
（
一
九
七
九
年
の
イ
ン
ド
洋
サ
ン
ク
チ
ュ
ア
リ
ー
、一
九
九
四
年
の
南
極
海
サ
ン
ク
チ
ュ
ア
リ
ー
）、

一
九
八
二
年
の
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
⑴

の
採
択
と
い
っ
た
一
連
の
保
護
措
置
が
採
ら
れ
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
予
防
原
則
⑵

、
持
続
可
能
な
発

展
の
概
念
の
登
場
に
よ
っ
て
、
そ
の
傾
向
は
更
に
強
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
の
採
択
に
よ
り
、
国
際
捕
鯨

取
締
条
約
（International Convention for the Regulation of W

haling, ICRW

）
の
加
盟
国
に
と
っ
て
商
業
捕
鯨
は
一
般
に
中
止
さ

れ
て
い
る
も
の
の
、こ
れ
に
は
三
つ
の
例
外
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
、異
議
申
立
て
（
五
条
三
項
）、第
二
は
調
査
捕
鯨
（
八
条
）、

第
三
は
先
住
民
生
存
捕
鯨
（
附
表
一
三
項
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
附
表
は
、
条
約
と
同
じ
拘
束
力
を
も
つ
が
、
毎
年
改
正
さ
れ
る
点
に
注
意

が
必
要
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
附
表
は
、
各
項
が
捕
鯨
活
動
に
つ
き
個
別
具
体
的
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
日
本
は
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
採
択
後
、

調
査
捕
鯨
を
開
始
す
る
一
方
、
小
型
沿
岸
捕
鯨
に
つ
き
、ICRW

に
明
記
さ
れ
る
先
住
民
生
存
捕
鯨
と
同
様
な
性
質
を
も
つ
も
の
と
し
て
、

そ
の
正
当
性
を
主
張
し
続
け
て
い
る
。IW

C

で
は
、
従
来
、
単
な
る
商
業
捕
鯨
の
例
外
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
先
住
民
生
存
捕
鯨
が
、

一
九
八
二
年
の
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
採
択
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
新
た
な
管
理
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
「
先
住
民
生
存
捕
鯨
」
と
し
て
修
正
さ
れ
た
⑶

。

　

こ
う
し
た
な
か
、
上
記
条
約
の
先
住
民
捕
鯨
枠
に
米
国
の
先
住
民
で
あ
る
マ
カ
族
が
、
一
九
九
六
年
に
文
化
再
生
に
基
づ
く
捕
獲
枠
を

先
住
民
捕
鯨
の
正
当
性
─
マ
カ
族
に
よ
る
先
住
民
生
存
捕
鯨
を
素
材
に

木　

村　

美
智
子
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IW
C

に
申
請
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
三
年
に
亘
り
米
国
内
外
に
お
い
て
議
論
が
紛
糾
し
た
が
、
一
九
九
七
年
の
第
四
九
回IW

C

年
次
会

合
に
お
い
て
米
国
は
先
住
民
生
存
の
捕
獲
枠
を
勝
ち
取
り
、
一
九
九
九
年
に
約
七
〇
年
の
捕
鯨
活
動
中
断
を
経
て
、
一
頭
の
コ
ク
ク
ジ
ラ
を

捕
獲
し
た
。
し
か
し
そ
れ
以
降
、
市
民
団
体
、
環
境
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
捕
獲
活
動
の
妨
害
、
訴
訟
に
よ
っ
て
、
そ
の
捕
獲
は
中
断
し
た
状
態

に
あ
る
。

　

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
、
先
ずICRW

に
お
け
る
先
住
民
生
存
捕
鯨
を
概
観
し
た
後
、
二
章
で
そ
の
具
体
的
な
例
で
あ
る
米
国

の
マ
カ
族
に
よ
る
先
住
民
生
存
捕
鯨
と
そ
の
主
張
の
特
異
に
つ
い
て
、
特
に
一
九
九
五
年
以
降
の
経
緯
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
次
い
で
、
三

章
で
は
、
そ
れ
ま
で
に
導
か
れ
た
論
理
か
ら
国
際
社
会
に
お
け
る
捕
鯨
の
議
論
に
つ
い
て
、
文
化
自
体
及
び
文
化
多
様
性
に
つ
い
て
の
考
察

を
加
え
る
。
最
後
に
、
持
続
可
能
な
発
展
と
文
化
の
多
様
性
の
関
係
に
つ
き
、
マ
カ
族
の
事
例
か
ら
一
般
化
し
う
る
内
容
を
当
て
は
め
、
今

後
の
展
望
に
つ
い
て
試
論
を
行
い
た
い
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
条
文
に
あ
る
原
住
民
（aboriginal

）
と
い
う
語
は
、
本
文
自
体
を
引
用
す

る
場
合
を
除
き
、「
先
住
民
」
を
使
用
す
る
。

一
、
国
際
捕
鯨
取
締
条
約
　

（
一
）ICRW

に
お
け
る
先
住
民
生
存
捕
鯨　

　

現
在
、
鯨
類
を
規
制
の
対
象
と
す
る
条
約
は
地
域
条
約
も
含
め
て
幾
つ
か
あ
る
が
、
直
接
に
世
界
規
模
で
捕
鯨
を
規
制
す
る
条
約
は
、

ICRW

の
み
で
あ
る
。
本
条
約
は
、
一
九
四
六
年
採
択
、
一
九
四
八
年
に
発
効
し
た
。
日
本
の
加
盟
は
一
九
五
一
年
で
、
加
盟
国
は

二
〇
一
二
年
一
月
現
在
で
、
八
九
カ
国
で
あ
る
⑷

。
本
条
約
は
、
三
条
に
基
づ
きIW

C

を
設
立
し
た
⑸

。IW
C

は
年
一
回
会
合
を
開
き
、

ICRW

の
条
文
（
五
条
）
に
基
づ
い
て
附
表
を
修
正
し
、実
際
の
捕
鯨
活
動
を
規
制
す
る
。
こ
こ
で
附
表
と
は
、主
要
な
法
文
書
に
追
加
さ
れ
、

主
要
な
法
的
文
書
に
明
記
さ
れ
て
い
る
事
項
を
詳
細
に
し
た
も
の
で
⑹

、
附
表
は
一
条
に
よ
り
条
約
の
不
可
分
の
一
部
を
な
す
も
の
と
さ
れ

て
い
る
。
先
住
民
生
存
捕
鯨
に
つ
い
て
は
、
附
表
一
三
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
、
先
住
民
生
存
捕
鯨
の
認
定
の
際
、
申
請
を
行
っ
た
先
住
民
族
はIW

C

技
術
委
員
会
に
お
い
て
、
捕
鯨
に
対
す
る
社
会
・
文
化
的
、
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栄
養
上
の
必
要
性
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
更
に
そ
れ
ら
を
満
た
す
た
め
に
必
要
な
鯨
の
頭
数
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

そ
の
上
で
、
当
該
鯨
資
源
に
対
す
る
科
学
委
員
会
の
勧
告
に
基
づ
い
て
、IW

C

総
会
の
決
定
に
よ
り
五
年
間
の
捕
獲
枠
が
与
え
ら
れ
る
⑺

。

な
お
、
そ
の
継
続
や
捕
獲
枠
は
、
原
則
的
に
五
年
毎
に
決
定
さ
れ
る
⑻

。

　

具
体
的
に
は
、先
住
民
生
存
捕
鯨
に
つ
い
て
は
、附
表
一
三
項
に
お
い
て
、次
の
よ
う
に
そ
の
原
則（
ａ
）と
個
々
の
先
住
民
の
捕
獲
枠（
ｂ
）

が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　

先
住
民
生
存
捕
鯨
の
捕
獲
頭
数
の
原
則

①　

最
大
持
続
生
産
量
（M

axim
um

 Sustainable Yield, M
SY

⑼
）
を
達
成
す
る
水
準
以
上
の
資
源
に
つ
い
て
は
、
全
体
と
し
てM

SY

の

九
〇
％
の
頭
数
を
超
え
な
い
限
り
許
可
す
る
。

②　

M
SY

を
達
成
す
る
資
源
水
準
を
下
回
る
が
別
に
定
め
る
最
小
資
源
を
上
回
る
資
源
に
つ
い
て
は
、
鯨
資
源
をM

SY

に
向
か
わ
せ
る
よ

う
な
水
準
に
設
定
さ
れ
る
限
り
許
可
す
る
⑽

。

　

附
表
一
三（
ｂ
）に
お
い
て
は
、
実
際
の
先
住
民
の
捕
獲
割
当
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
現
在IW

C

に
よ
り
先
住
民
生
存

捕
鯨
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
自
治
領
で
あ
る
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
の
イ
ヌ
イ
ッ
ト
に
よ
る
ナ
ガ
ス
ク
ジ
ラ
、
ミ
ン
ク

ク
ジ
ラ
、
ホ
ッ
キ
ョ
ク
ク
ジ
ラ
の
捕
獲
、
ロ
シ
ア
の
シ
ベ
リ
ア
に
居
住
す
る
チ
ュ
ク
チ
族
の
コ
ク
ク
ジ
ラ
と
ホ
ッ
キ
ョ
ク
ク
ジ
ラ
の
捕
獲
、

米
国
の
ア
ラ
ス
カ
の
エ
ス
キ
モ
ー
に
よ
る
ホ
ッ
キ
ョ
ク
ク
ジ
ラ
の
捕
獲
と
ワ
シ
ン
ト
ン
州
マ
カ
族
の
コ
ク
ク
ジ
ラ
の
捕
獲
、
セ
ン
ト
ビ
ン
セ

ン
ト
と
グ
レ
ナ
ー
デ
ン
の
ベ
ク
イ
ア
の
ザ
ト
ウ
ク
ジ
ラ
の
捕
獲
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
ベ
ー
リ
ン
グ
海
・
チ
ュ
ク
チ
海
・
ボ
ー
フ
ォ
ー
ト
海

の
ホ
ッ
キ
ョ
ク
ク
ジ
ラ 

に
つ
い
て
は
、
ロ
シ
ア
（
チ
ュ
ク
チ
族
）
と
米
国
（
ア
ラ
ス
カ
の
イ
ヌ
イ
ッ
ト
）
の
共
同
枠
で
あ
り
、
北
太
平
洋

東
部
の
コ
ク
ク
ジ
ラ
に
つ
い
て
も
、
ロ
シ
ア
（
チ
ュ
ク
チ
族
）
と
米
国
（
ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
マ
カ
族
）
の
共
同
枠
⑾

で
あ
る 

。
ま
た
、
一
部

の
例
外
を
除
き
、
国
は
特
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
一
つ
の
資
源
に
対
し
て
複
数
の
国
が
関
係
し
て
お
り
、
国
別
割
当
に
つ
い
て
は
、

関
係
二
カ
国
で
協
議
し
て
決
定
す
る
か
ら
で
あ
る
⑿

。
さ
ら
に
、
附
表
一
三
項（
ｂ
）１
は
、
そ
の
目
的
と
し
て
「
先
住
民
が
鯨
肉
及
び
そ
の

生
産
物
の
先
住
民
の
地
方
的
消
費
に
の
み
用
い
る
た
め
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
目
的
に
合
致
し
た
場
合
の
み
先
住
民
生
存
捕
鯨
は
許
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可
さ
れ
る
。
な
お
、
先
住
民
生
存
捕
鯨
に
つ
い
て
は
、
日
本
も
、
小
型
沿
岸
捕
鯨
が
先
住
民
生
存
捕
鯨
と
同
様
な
性
質
を
有
す
る
と
主
張
し

続
け
て
い
る
⒀

。
こ
の
点
、
ア
イ
ヌ
民
族
が
先
住
民
で
あ
っ
て
、
か
つ
て
彼
ら
が
捕
鯨
を
実
施
し
て
い
た
こ
と
が
、
先
住
民
性
と
の
関
係
で

ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
譲
り
た
い
。

（
二
）IW

C

に
お
け
る
先
住
民
生
存
捕
鯨
の
取
り
扱
い　
　

　

元
来
、IW

C

に
お
い
て
は
、
先
住
民
生
存
捕
鯨
は
文
言
上
、
鯨
肉
及
び
そ
の
生
産
物
が
先
住
民
に
よ
っ
て
専
ら
地
方
的
に
（local

）
消

費
さ
れ
る
場
合
の
み
許
可
さ
れ
る
。
実
際
の
運
用
で
は
、
資
源
量
や
歴
史
的
な
理
由
、
栄
養
上
の
必
要
性
、
文
化
的
な
必
要
性
を
考
慮
し
て
、

先
住
民
生
存
捕
鯨
を
で
き
る
限
り
容
認
す
る
と
い
う
立
場
が
採
ら
れ
て
き
た
⒁

。
し
か
し
、
そ
の
条
件
は
、
時
代
に
合
わ
せ
て
修
正
が
加
え

ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、ICRW
採
択
当
時
の
一
九
四
六
年
の
附
表
（
附
表
二
項
）
に
お
い
て
は
、
捕
鯨
活
動
は
先
住
民
に
よ
り
、
鯨
肉

又
は
そ
の
生
産
物
が
専
ら
先
住
民
に
よ
る
地
方
的
消
費
の
み
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
一
九
六
四
年
の
附
表
一
三
項
で

は
、
捕
鯨
活
動
は
先
住
民
又
は
先
住
民
の
た
め
に
「
締
約
国
政
府
が
」
行
い
、
鯨
肉
又
は
そ
の
生
産
物
が
専
ら
先
住
民
に
よ
る
地
方
的
消
費

だ
け
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
修
正
さ
れ
、
現
在
も
そ
れ
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
⒂

。

　

し
か
し
、
一
九
七
〇
年
代
に
入
り
、IW

C

は
一
九
七
七
年
に
、
例
外
的
な
措
置
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
先
住
民
に
よ
る
捕
鯨
活
動
を

禁
ず
る
よ
う
決
定
し
た
⒃

。
こ
れ
は
、
ア
ラ
ス
カ
の
先
住
民
イ
ヌ
ピ
ア
ッ
ク
と
ユ
ピ
ア
ッ
ク
及
び
米
国
政
府
に
よ
る
政
治
的
な
働
き
か
け
に

よ
っ
て
回
避
さ
れ
、
一
九
七
八
年
よ
り
ア
ラ
ス
カ
先
住
民
と
米
国
政
府
と
の
鯨
資
源
の
共
同
管
理
の
下
で
、
条
件
付
き
の
捕
鯨
が
開
始
さ
れ

た
⒄

。
こ
れ
へ
の
対
応
と
し
て
、
一
九
七
八
年
に
はIW

C

技
術
委
員
会
の
下
に
先
住
民
が
関
与
す
る
捕
鯨
活
動
を
包
括
的
に
取
り
上
げ
て
、

よ
り
専
門
的
な
検
討
を
行
う
た
め
の
作
業
部
会
が
設
置
さ
れ
、
翌
年
に
は
先
住
民
捕
鯨
に
造
詣
の
深
い
文
化
人
類
学
者
に
よ
る
専
門
家
パ
ネ

ル
（The Cultural Anthoropology Panel

）
が
、
こ
の
種
の
捕
鯨
の
社
会
・
文
化
的
重
要
性
に
関
す
る
検
討
を
行
っ
た
⒅

。
そ
の
結
果
、

一
九
八
一
年
に
は
先
住
民
に
よ
る
捕
鯨
活
動
の
定
義
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
た
。

　

先
住
民
も
し
く
は
捕
鯨
又
は
鯨
の
利
用
に
伝
統
的
に
継
続
し
て
依
存
し
て
い
る
共
同
体
、
家
族
、
社
会
、
文
化
の
強
い
連
帯
を
共
有
す
る



─ 62 ─

先
住
民
の
た
め
の
締
約
国
政
府
に
よ
る
地
方
的
先
住
民
の
消
費
の
た
め
の
捕
鯨
。

つ
い
で
、
同
年
に
「
先
住
民
生
存
捕
鯨
の
管
理
の
原
則
及
び
指
針
の
発
展
に
関
す
る
定
義
」
が
な
さ
れ
た
。

・
原
住
民
生
存
捕
鯨
と
は
、
捕
鯨
及
び
鯨
の
利
用
に
伝
統
的
に
継
続
し
て
依
存
し
て
い
る
点
で
、
共
同
体
、
家
族
、
並
び
に
文
化
に
強
い

連
帯
を
共
有
す
る
先
住
民
に
よ
る
又
は
彼
ら
の
た
め
の
そ
の
土
地
の
原
住
民
の
消
費
の
目
的
で
行
わ
れ
る
捕
鯨
を
意
味
す
る
。　

・
地
方
的
消
費
と
は
、
原
住
民
の
栄
養
、
生
存
、
文
化
的
要
求
に
応
じ
る
た
め
、
そ
の
土
地
の
原
住
民
の
共
同
体
に
よ
る
鯨
の
生
産
物
の

伝
統
的
な
利
用
を
意
味
す
る
。
こ
の
用
語
に
は
、
生
存
の
た
め
の
捕
獲
か
ら
の
副
産
物
の
品
の
交
易
も
含
ま
れ
る
。

 

・
生
存
の
た
め
の
捕
獲
と
は
、
原
住
民
の
生
存
を
目
的
と
し
た
捕
鯨
活
動
に
よ
る
鯨
の
捕
獲
を
い
う
。（
訳
・
筆
者
）

さ
ら
に
、
一
九
八
二
年
の
第
三
四
回IW

C

年
次
会
合
で
は
、
そ
れ
ま
で
例
外
的
に
認
め
ら
れ
た
先
住
民
に
よ
る
捕
鯨
活
動
を
鯨
資
源
の
科

学
的
検
討
を
基
礎
と
し
て
、
資
源
利
用
原
則
を
付
加
し
た
新
た
な
管
理
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
設
け
て
管
理
を
始
め
る
決
定
を
し
、
先
住
民
生
存
捕

鯨
の
新
た
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
確
立
し
た
⒆

。
つ
い
で
、
一
九
八
三
年
、
先
住
民
生
存
捕
鯨
委
員
会
（Aboriginal Subsistence W

haling 

Sub-Com
m

ittee, ASW
SC

）
が
設
立
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
九
四
年
に
は
、
上
記
の
決
定
を
受
け
て
先
住
民
生
存
捕
鯨
の
資
源
管
理
方

式
を
確
立
す
る
た
め
の
作
業
を
求
め
る
決
議
が
採
択
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
現
在
開
発
が
完
了
し
て
い
る
改
訂
管
理
方
式
⒇

に
基
づ
い

た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
先
住
民
生
存
捕
鯨
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
�

。
こ
の
方
式
の
確
立
は
、
先
住
民
生
存
捕
鯨
の
安
定

的
な
維
持
と
鯨
資
源
の
保
全
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
方
式
に
は
資
源
の
科
学
的
分
析
に
加
え
、
捕
鯨
活
動
に
対
す
る
監
視

な
ど
の
要
素
も
含
め
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
今
後
先
住
民
に
よ
る
捕
鯨
に
更
な
る
条
件
が
加
え
ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
の
で
、
こ
の
こ
と
に
対
し
て
は
、
先
住
民
生
存
捕
鯨
の
持
続
が
困
難
に
な
り
か
ね
な
い
と
懸
念
す
る
声
も
あ
る
�

。

　
　

二
、
マ
カ
族
に
よ
る
先
住
民
生
存
捕
鯨
再
開
の
経
緯
と
そ
の
主
張
の
特
異
性
　

（
１
）
マ
カ
族
に
よ
る
先
住
民
生
存
捕
鯨
再
開
の
経
緯　

　

米
国
ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
マ
カ
族
は
、
一
五
〇
〇
年
に
亘
っ
て
捕
鯨
を
行
い
、
捕
鯨
権
を
保
護
す
る
た
め
米
国
政
府
と
条
約
を
締
結
し
た
唯
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一
の
先
住
民
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
八
五
五
年
の
ニ
ア
・
ベ
イ
協
定
（Treaty of N

eah Bay

）
で
、
同
協
定
で
彼
ら
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
半

島
の
土
地
の
大
部
分
と
交
換
に
捕
鯨
の
権
利
を
授
与
さ
れ
た
。
ニ
ア
・
ベ
イ
協
定
は
下
記
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

第
四
条　

通
常
の
及
び
慣
例
の
場
所
（grounds

）
並
び
に
持
ち
場
（stations

）
で
の
漁
獲
、
捕
鯨
又
は
ア
ザ
ラ
シ
の
捕
獲
の
権
利
は
、

米
国
の
全
て
の
市
民
と
同
様
に
、
上
記
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
つ
い
て
更
に
確
保
し
、
そ
し
て
彼
ら
が
市
民
に
よ
っ
て
仕
切
ら
れ
又
は
養
殖
さ
れ

た
海
床
か
ら
貝
類
を
採
捕
し
な
い
限
り
、
狩
猟
及
び
規
制
の
な
い
請
求
者
な
き
土
地
に
お
い
て
、
根
菜
類
及
び
ベ
リ
ー
を
採
集
す
る
特
権
と

と
も
に
、･･････

権
利
を
確
保
す
る
。

第
一
三
条　

上
記
部
族
は
、
最
後
に
バ
ン
ク
ー
バ
ー
諸
島
又
は
合
衆
国
の
領
土
外
と
取
引
し
な
い
こ
と･･････

に
同
意
す
る
�

（
筆
者
訳
）。

　

マ
カ
族
は
、
伝
統
的
に
北
太
平
洋
コ
ク
ク
ジ
ラ
を
捕
獲
し
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
に
は
自
主
的
に
捕
鯨
を
中
止
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
世

界
的
な
商
業
捕
鯨
に
よ
り
コ
ク
ク
ジ
ラ
が
絶
滅
の
危
機
に
瀕
し
た
こ
と
、
ま
た
、
鯨
油
の
需
要
の
減
少
等
で
あ
る
。
し
か
し
連
邦
政
府
は
、

一
九
九
四
年
に
コ
ク
ク
ジ
ラ
を
絶
滅
種
か
ら
除
外
し
た
。
コ
ク
ク
ジ
ラ
に
つ
い
て
は
、ICRW

附
表
の
分
類
表
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
米
国

はICRW

の
加
盟
国
で
、
一
九
四
九
年
に
同
国
はICRW

を
履
行
す
る
た
め
に
捕
鯨
条
約
法
（W

haling Convention Act, W
CA

）
を
制

定
し
、
商
務
省
の
支
局
で
あ
る
海
洋
大
気
局
（N

ational O
ceanic and Atm

ospheric Adm
inistration, N

O
AA

）
と
、
海
洋
漁
業
局

（N
ational M

arine Fisheries Service, N
M

FS

）
に
当
該
法
を
履
行
す
る
た
め
の
権
限
を
与
え
た
。
こ
う
し
て
、W

CA

は
附
表
を
含
む

ICRW

、W
CA

、
そ
れ
に
加
え
て
商
務
長
官
に
従
っ
て
公
布
さ
れ
る
規
則
（regulations

）
の
違
反
を
禁
止
す
る
。
現
在
は
、ICRW

の
モ

ラ
ト
リ
ア
ム
に
従
っ
て
、
認
可
さ
れ
た
先
住
民
生
存
捕
鯨
を
除
き
捕
鯨
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
米
国
内
に
お
い
て
絶
滅
の
危
機
に
瀕

し
て
い
る
海
洋
哺
乳
類
は
、
一
九
七
二
年
の
海
洋
哺
乳
類
保
護
法
（M

arine M
am

m
al Protection Act, M

M
PA

）
と
、
一
九
七
三
年
の

絶
滅
危
惧
種
法
（Endangered Species Act, ESA

）
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
�

。

　

そ
の
後
、
一
九
九
六
年
、
米
国
は
マ
カ
族
に
よ
る
生
存
と
儀
式
の
た
め
の
捕
獲
をIW

C

に
単
独
で
申
請
し
た
が
、
認
定
を
得
ら
れ
な
か
っ

た
。
翌
年
に
は
、
ロ
シ
ア
と
の
共
同
申
請
に
よ
り
生
存
と
文
化
に
基
づ
く
先
住
民
捕
獲
枠
を
再
申
請
し
た
。
そ
の
年
次
会
合
に
お
い
て
は
、

次
の
点
が
主
張
さ
れ
た
。
第
一
は
、
コ
ク
ク
ジ
ラ
資
源
に
つ
い
て
は
保
存
を
め
ぐ
る
問
題
は
な
い
こ
と
、
第
二
は
、
マ
カ
族
の
捕
鯨
の
伝
統
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は
一
五
〇
〇
年
も
の
間
続
い
て
お
り
、
彼
ら
の
文
化
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第
三
は
、
先
の
一
八
五
五
年
条
約
は
、
鯨
を
捕
獲

す
る
マ
カ
族
の
権
利
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
等
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
先
住
民
捕
獲
枠
が
承
認
さ
れ
た
。
捕
獲
枠
は
ロ
シ
ア
と
の
共
同
枠
で
、

一
九
九
八
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
ま
で
の
五
年
間
で
六
二
〇
頭
を
超
え
て
は
な
ら
ず
、
ロ
シ
ア
が
年
平
均
一
二
〇
頭
、
米
国
が
年
平
均
四
頭
で
、

両
国
併
せ
て
年
間
一
四
〇
頭
を
超
え
て
捕
獲
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
�

。
こ
の
一
二
〇
頭
は
、IW

C

科
学
委
員
会
が
持
続
的
に
捕
獲
で

き
る
と
考
え
た
鯨
資
源
の
二
七
％
以
下
で
あ
る
�

。
こ
の
申
請
、
再
申
請
に
対
し
、N

GO

が
環
境
影
響
評
価
な
くN

O
AA

とN
M

FS

に
マ

カ
族
の
捕
鯨
の
認
可
を
与
え
た
こ
と
は
、
国
家
環
境
政
策
法
（N

ational Environm
ental Policy Act, N

EPA

）�　

違
反
だ
と
主
張
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
一
九
九
七
年
一
一
月
、N

O
AA

とN
M

FS

は
環
境
影
響
評
価
（Environm

ental Assessm
ent, EA

）
を
出
し
、
重
大
な
影

響
は
な
い
こ
と
を
発
表
し
た
�

。

　

こ
こ
で
、N

EPA

は
人
間
と
環
境
の
間
の
調
和
を
促
す
た
め
に
制
定
さ
れ
た
。
同
法
は
、

連
邦
政
府
機
関
が
環
境
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
の
あ
る
活
動
の
意
思
決
定
を
す
る
場

合
、
特
定
の
手
続
き
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
申
請
さ
れ
た
活
動
に

つ
い
て
環
境
の
影
響
に
関
し
て
決
定
す
る
前
に
、
政
府
機
関
は
で
き
る
限
り
最
良
の
情
報

を
確
保
し
、
そ
れ
を
公
開
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
環
境
諮
問
委
員
会
（Council on 

Environm
ental Q

uality

）�　

に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
た
規
則
は
、N

EPA

を
遵
守
す
る
た

め
の
特
定
の
指
針
を
含
ん
で
お
り
、
そ
の
規
則
の
も
と
で
、
連
邦
政
府
機
関
は
申
請
さ
れ

た
活
動
が
人
間
の
環
境
の
質
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
か
否
か
を
決
定
す
る
た
め
、 EA

を
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
、EA

に
も
ち
こ
ま
れ
た
情
報
が
環
境
へ
の
影

響
を
重
大
で
な
い
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
政
府
機
関
はN

EPA

審
査
に
つ
い
て
重
大
な
影
響

な
し
の
評
価
を
下
す
。
実
際N

M
FS

は
、
マ
カ
族
の
捕
鯨
活
動
の
二
つ
の
一
九
九
七
年

と
二
〇
〇
一
年
のN

EPA

の
評
価
に
つ
き
、
重
大
な
影
響
な
し
の
判
定
を
出
し
�

、
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二
〇
〇
一
年
一
二
月
に
、
二
〇
〇
一
年
と
二
〇
〇
二
年
に
年
五
頭
の
コ
ク
ク
ジ
ラ
の
捕
獲
を
承
認
し
て
い
る
�

。
ま
たIW

C

は
、
二
〇
〇
二

年
に
マ
カ
族
に
追
加
の
五
年
の
再
捕
獲
枠
を
承
認
し
た
�

。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
七
年
に
は
、
北
太
平
洋
東
部
の
コ
ク
ク
ジ
ラ
に
つ
き
、
ロ
シ

ア
（
チ
ュ
ク
チ
族
）
と
米
国
（
マ
カ
族
）
の
共
同
枠
で
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
二
年
の
五
年
間
で
コ
ク
ク
ジ
ラ
の
捕
獲
頭
数
六
二
〇
頭
、

年
間
最
大
一
四
〇
頭
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
承
認
を
与
え
た
�

。

　

し
か
し
、
二
〇
〇
四
年
、
裁
判
所
はEA

で
は
な
く
、
環
境
影
響
評
価
書
（Environm

ental Im
pact Statem

ent, EIS

）
が
準
備
さ
れ

る
べ
き
で
�

、
条
約
上
の
マ
カ
族
の
捕
鯨
権
を
行
使
す
る
に
は
、M
M

PA

（
一
九
七
二
年
法
）
の
手
続
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
裁
定

し
た
。EIS

は
、
申
請
さ
れ
た
活
動
、
合
理
的
な
代
替
案
、
申
請
さ
れ
た
活
動
の
有
害
な
影
響
を
軽
減
す
る
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
詳
細
な

内
容
を
有
し
て
い
る
。M

M
PA

とN
EPA

の
要
請
は
、
幾
つ
か
の
点
で
重
複
し
て
い
る
が
、N

EPA

の
範
囲
はM

M
PA

よ
り
も
広
く
、
人

間
の
健
康
や
文
化
的
資
源
の
よ
う
な
非
海
洋
哺
乳
類
資
源
に
つ
い
て
申
請
さ
れ
た
連
邦
政
府
の
活
動
の
影
響
も
考
慮
す
る
点
が
特
徴
的
で
あ

る
�

。
こ
れ
を
受
け
て
二
〇
〇
五
年
にN

O
AA

は
、
マ
カ
族
か
らM

M
PA

の
規
則
の
発
布
と
必
要
な
許
可
を
含
む
限
定
的
権
利
放
棄
の
申

請
を
受
理
し
、N

M
FS

はEIS

草
案
を
準
備
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
八
年
にN

M
FS

は
、EIS

草
案
を
公
開
し
た
�

。

　

こ
こ
で
、N

M
FS

がEA

を
適
切
に
処
理
で
き
な
か
っ
た
問
題
の
一
つ
に
は
、
マ
カ
族
の
捕
獲
に
よ
る
コ
ク
ク
ジ
ラ
資
源
に
つ
い
て
の
影

響
の
不
確
実
性
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
点
、N

EPA

の
分
析
で
は
、
裁
判
所
は
マ
カ
族
の
捕
獲
水
域
の
ジ
ュ
ア
ン
・
ド
・
フ
カ
海
峡
（Strait 

of Juan de Fuca

）
に
お
い
て
コ
ク
ク
ジ
ラ
の
個
体
群
の
捕
獲
に
よ
る
潜
在
的
影
響
に
注
意
が
払
わ
れ
た
。
政
府
自
身
の
認
可
に
よ
る
と
、

同
水
域
の
約
六
〇
％
の
鯨
は
、
年
々
当
該
水
域
を
訪
れ
る
が
、
鯨
の
う
ち
回
遊
し
な
い
数
は
明
確
で
な
い
た
め
、
そ
れ
が
マ
カ
族
の
捕
鯨
に

よ
っ
て
ど
れ
ほ
ど
の
鯨
が
影
響
を
受
け
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
は
完
全
なEIS

が
政
府
機
関
に
よ
っ
て
準

備
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
判
示
し
た
�

。
現
在
、
マ
カ
族
の
捕
鯨
再
開
の
見
通
し
は
立
っ
て
い
な
い
。

（
２
）
マ
カ
族
先
住
民
捕
鯨
主
張
の
特
異
性　

　

マ
カ
族
の
捕
鯨
の
申
請
は
、
国
際
的
に
はIW

C

の
問
題
と
し
て
、
国
内
的
に
は
ニ
ア
・
ベ
イ
協
定
と
連
邦
法
と
の
関
係
で
大
き
な
問
題
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と
な
っ
た
。IW

C

に
お
い
て
は
、
第
一
に
、
先
住
民
生
存
捕
鯨
の
要
件
の
該
当
性
が
取
り
組
ま
れ
た
。
マ
カ
族
の
申
請
は
、
約
七
〇
年
の

捕
鯨
中
断
後
の
申
請
で
あ
っ
た
。
一
九
九
六
年
の
申
請
目
的
が
生
存
と
儀
式
用
の
鯨
の
捕
獲
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
一
九
九
七
年
の
そ
れ
は
、

生
存
と
文
化
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
捕
鯨
活
動
の
中
断
は
、
申
請
事
由
の
一
つ
で
あ
る
生
存
に
該
当
せ
ず
、
文
化
に
つ
い
て
も
実
際
に
は
伝

統
的
継
続
性
に
該
当
し
な
か
っ
た
の
で
、
専
ら
文
化
の
再
生
に
重
点
を
置
い
て
主
張
を
行
っ
た
。
こ
こ
で
、
文
化
の
再
生
は
元
来
の
先
住
民

生
存
捕
鯨
の
申
請
の
下
で
は
、
十
分
な
正
当
化
事
由
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
以
前
捕
鯨
を
行
っ
て
い
た
先
住
民
の
実

際
の
捕
獲
活
動
の
損
失
は
、
先
住
民
に
重
大
か
つ
有
害
な
影
響
が
あ
る
の
で
、
先
の
ア
ラ
ス
カ
に
関
す
る
一
章
の
（
二
）
で
触
れ
た
文
化
人

類
学
パ
ネ
ル
が
行
っ
た
議
論
を
過
去
に
遡
っ
て
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
化
の
再
生
が
十
分
な
正
当
化
事
由
に
な
り
う
る
�

。

　

第
二
に
、
手
続
の
問
題
が
あ
る
。
一
方
、
一
九
九
七
年
以
前
の
コ
ク
ク
ジ
ラ
の
捕
獲
枠
は
、
ロ
シ
ア
の
先
住
民
の
た
め
の
ロ
シ
ア
政
府
に

よ
る
も
の
の
み
で
あ
っ
た
。
一
九
九
六
年
の
米
国
に
よ
る
単
独
申
請
は
、
か
な
り
の
物
議
を
か
も
し
た
の
で
、
申
請
は
取
り
下
げ
ら
れ
た
�

。

翌
年
米
国
は
、
ロ
シ
ア
と
そ
れ
ぞ
れ
の
先
住
民
の
た
め
に
、
五
年
間
で
六
二
〇
頭
の
コ
ク
ク
ジ
ラ
の
共
同
申
請
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
コ
ク

ク
ジ
ラ
の
捕
獲
枠
が
認
定
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
チ
ュ
ク
ト
カ
の
た
め
に
平
均
年
間
捕
獲
頭
数
一
二
〇
頭
、
他
方
、
マ
カ
族
に
は
年
間
平

均
四
頭
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
以
前
は
ア
ラ
ス
カ
の
先
住
民
の
み
が
割
当
て
ら
れ
て
ホ
ッ
キ
ョ
ク
ク
ジ
ラ
の
割
当
を
ロ
シ
ア
に
、
以
前
ロ
シ

ア
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
コ
ク
ク
ジ
ラ
の
割
当
を
米
国
に
と
効
果
的
に
取
引
す
る
こ
と
に
よ
り
達
成
さ
れ
た
�

。
し
か
し
、
こ
の
共
同
割

当
申
請
に
よ
り
、
マ
カ
族
の
た
め
の
米
国
の
申
請
に
つ
い
て
の
本
案
の
評
価
を
行
う
先
住
民
生
存
捕
鯨
小
委
員
会
の
役
割
は
無
視
さ
れ
て
し

ま
っ
た
。

　

一
方
、
国
内
的
に
は
、ICRW

と
ニ
ア
・
ベ
イ
協
定
及
び
連
邦
法
と
の
関
係
が
問
題
と
な
っ
た
。
マ
カ
族
は
、
ニ
ア
・
ベ
イ
協
定
に
よ
り

捕
鯨
の
権
利
を
保
証
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
国
際
法
に
お
い
て
、
マ
カ
部
族
連
合
（M

akah N
ation

）
は
、
米
国
と
は
別
個
の
国
際
的
な

法
主
体
で
は
な
く
、
国
際
面
で
は
米
国
の
行
動
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ニ
ア
・
ベ
イ
協
定
は
、
米
国
政
府
と
マ
カ
族
間
で

解
決
さ
れ
る
べ
き
国
内
法
の
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
米
国
に
お
い
て
は
、
先
住
民
と
の
条
約
の
地
位
は
、
通
常
連
邦
法

と
同
等
で
あ
る
が
、
議
会
は
後
法
に
よ
っ
て
一
方
的
に
改
正
又
は
撤
廃
で
き
る
権
限
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
同
一
事
項
に
関
し
て
は
、
後
法
が
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前
法
を
廃
す
原
則
の
な
か
で
捉
え
ら
れ
る
。
実
際
、
米
国
に
と
っ
て
は
、ICRW

を
履
行
す
る
た
め
のW

CA

が
一
九
五
〇
年
七
月
に
施
行

さ
れ
、
こ
の
日
付
を
も
っ
て
、
一
八
五
五
年
の
ニ
ア
・
ベ
イ
協
定
に
優
位
す
る
こ
と
と
な
る
。W

CA

は
、
米
国
の
管
轄
権
に
服
す
る
い
ず

れ
の
者
に
も
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
を
課
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
条
約
を
実
施
す
る
国
内
法
は
領
域
法
（law

 of the land

）
と
な
る
の
で
、
制

定
法
が
実
施
さ
れ
る
日
付
を
も
っ
て
、
当
該
国
内
法
が
そ
れ
と
一
致
し
な
い
連
邦
法
を
廃
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
に
加
え
、
コ
ク
ク
ジ
ラ
の
捕
獲
に
つ
い
て
は
、
規
制
し
て
い
るM

M
PA

か
ら
も
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。M

M
PA

は
、
海

洋
哺
乳
類
の
捕
獲
が
許
可
又
は
権
利
放
棄
の
な
い
場
合
は
禁
止
さ
れ
る
。
海
洋
哺
乳
類
の
捕
獲
は
、
条
約
又
は
一
九
七
二
年
時
点
で
米
国
が

加
盟
国
で
あ
る
条
約
、
又
は
そ
の
よ
う
な
条
約
を
履
行
す
る
た
め
の
制
定
法
に
よ
っ
て
明
白
に
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
合
法
で
あ
る
�

。

と
こ
ろ
が
、
米
国
第
九
巡
回
裁
判
所
は
、
こ
の
除
外
の
適
用
を
退
け
た
。
そ
の
理
由
は
、
第
一
に
、
一
九
九
七
年
の
先
住
民
捕
鯨
枠
の
許
可

がM
M

PA

に
遡
及
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
一
九
九
七
年
の
先
住
民
割
当
の
語
か
ら
す
る
と
、
そ
こ
か
ら
マ
カ
族
と
い
う
具
体

的
な
対
象
を
必
ず
し
も
明
言
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
連
邦
政
府
は
、
マ
カ
族
が
捕
鯨
活
動
の
免
除
と
い
う
条
約
の
例
外
に

該
当
し
な
い
と
判
断
し
た
�

。
し
か
し
、
た
と
え
マ
カ
族
が
捕
鯨
に
つ
い
て
法
的
権
利
を
否
定
さ
れ
て
も
、
そ
れ
は
マ
カ
族
が
保
証
を
受
け

る
権
利
を
も
た
な
い
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
。
こ
の
点
、
米
国
の
最
高
裁
判
所
は
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
条
約
上
の
狩
猟
及
び
漁
獲
の

権
利
は
貴
重
な
所
有
権
で
あ
っ
て
、
議
会
に
よ
る
そ
れ
ら
の
撤
廃
は
、
合
衆
国
憲
法
修
正
五
条
の
下
で
の
損
失
に
つ
き
保
障
の
主
張
を
提
起

で
き
る
と
述
べ
た
�

。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
金
銭
賠
償
等
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
問
題
は
金
銭
の
問
題
で
は
な
く
、
先
住

民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ン
テ
ィ
ー
と
し
て
の
文
化
の
再
生
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
米
国
の
環
境
政
策
に
求
め
ら
れ
る
完
全
なEAI

を
義
務
づ
け
、

実
際
に
コ
ク
ク
ジ
ラ
の
捕
獲
を
規
制
す
るM

M
PA

か
ら
の
免
除
申
請
を
裁
判
所
が
命
じ
て
い
る
こ
と
は
、
裁
判
所
が
適
切
な
対
応
を
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

三
、
文
化
を
め
ぐ
る
議
論

（
１
）
国
際
社
会
に
お
け
る
文
化
と
文
化
多
様
性
の
取
り
扱
い　
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と
こ
ろ
で
、
文
化
は
、
社
会
的
秩
序
の
最
大
の
基
本
的
要
素
の
一
つ
で
あ
る
�

。
し
か
し
、
文
化
と
は
何
か
を
定
義
す
る
こ
と
は
難
し
く
、

多
く
の
学
者
が
定
義
を
試
み
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
人
類
学
の
父
Ｅ
．
タ
イ
ラ
ー(Edw
ard Tylor)

は
、
文
化
と
は
、「
知
識
、
信
仰
、
芸
術
、

道
徳
、
法
、
慣
習
、
そ
の
他
、
社
会
の
一
成
員
と
し
て
人
間
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
る
す
べ
て
の
行
動
が
含
ま
れ
る
」
と
い
う
。
ま
た
、
Ｆ
．

ボ
ア
ズ(Franz Boas)

は
、「
文
化
は
、
そ
れ
を
構
成
し
て
い
る
個
々
の
要
素
が
相
互
に
全
く
独
立
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
全

体
が
ま
と
ま
っ
て
機
能
を
果
た
し
て
い
る
」
と
い
う
。
両
者
は
と
も
に
、
文
化
は
統
合
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
こ
と
、
並
び
に
そ
の
文
化
は
生

態
学
的
な
意
味
で
、
適
応
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
�

。

　

こ
の
点
、
ユ
ネ
ス
コ
の
報
告
に
よ
る
と
、
文
化
の
概
念
は
、
時
代
と
と
も
に
変
容
し
て
い
る
と
い
う
。
第
一
期
は
、
ユ
ネ
ス
コ
設
立
の

一
九
四
六
年
か
ら
一
九
六
〇
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
か
け
て
で
、
文
化
の
定
義
を
芸
術
活
動
に
限
定
し
た
。
そ
の
後
、
植
民
地
独
立
運
動
を

背
景
に
文
化
と
政
治
が
結
び
つ
き
、
文
化
の
同
一
性
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
る
と
、
一
九
六
六
年
に
は
国
際
文
化
協
力
宣
言
�

へ
と
結
実
し

て
い
く
。
第
二
期
の
一
九
七
〇
年
代
か
ら
一
九
八
〇
年
代
に
か
け
て
は
、
文
化
と
開
発
の
結
び
つ
き
が
強
く
認
識
さ
れ
、
各
国
の
主
体
性
が

強
調
さ
れ
た
。
第
三
期
の
一
九
八
〇
年
代
か
ら
一
九
九
〇
年
代
に
か
け
て
は
、
文
化
が
民
主
主
義
の
確
立
に
果
た
す
役
割
を
高
く
評
価
さ
れ
、

人
権
や
多
文
化
社
会
の
擁
護
が
強
調
さ
れ
た
。
一
九
八
二
年
の
メ
キ
シ
コ
世
界
会
議
で
採
択
さ
れ
た
メ
キ
シ
コ
文
化
政
策
宣
言
�

、

一
九
八
六
年
の
国
連
総
会
で
の
文
化
発
展
の
た
め
の
一
〇
年
宣
言
�

は
、
そ
の
顕
著
な
例
で
あ
る
。
第
四
期
の
一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇

年
代
に
か
け
て
は
、
人
類
共
通
遺
産
と
し
て
の
文
化
多
様
性
を
追
求
し
、
そ
の
こ
と
を
前
提
に
、
文
明
間
の
対
話
が
強
調
さ
れ
た
�

。
欧
州

に
お
い
て
は
、
文
化
環
境
と
自
然
環
境
と
の
密
接
な
結
び
つ
き
が
認
識
さ
れ
、
文
化
の
多
様
性
と
自
然
の
多
様
性
と
い
う
枠
組
が
基
本
と
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
例
の
一
つ
と
し
て
、
一
九
七
二
年
の
世
界
遺
産
条
約
�

が
あ
げ
ら
れ
る
。
本
条
約
の
二
〇
〇
五
年
の
世
界
遺
産

実
施
の
た
め
の
運
用
指
針
�

の
改
定
で
は
、
文
化
遺
産
と
自
然
遺
産
の
登
録
基
準
を
統
合
し
、
文
化
と
自
然
は
別
個
の
も
の
で
は
な
い
と
い

う
基
本
認
識
を
制
度
化
し
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
一
年
ユ
ネ
ス
コ
「
文
化
的
多
様
性
に
関
す
る
世
界
宣
言
�

」
前
文
五
段
で
は
、「
文
化
と
は

文
学
だ
け
で
な
く
、
生
活
様
式
、
共
生
の
方
法
、
価
値
観
、
伝
統
及
び
信
仰
を
含
む
」
と
し
て
い
る
。
二
〇
〇
五
年
「
文
化
的
表
現
の
多
様

性
の
保
護
及
び
促
進
に
関
す
る
条
約
�

」
四
条
一
項
で
は
、「
文
化
多
様
性
と
は
、
集
団
及
び
社
会
の
文
化
が
表
現
を
見
出
す
多
様
な
方
法
」
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を
い
う
。
こ
れ
ら
か
ら
導
け
る
の
は
、
文
化
が
生
活
様
式
、
共
生
の
方
法
、
価
値
観
、
伝
統
及
び
信
仰
を
含
ん
で
い
る
�

。

　

上
記
の
観
点
か
ら
捕
鯨
活
動
を
み
る
と
、
捕
鯨
は
生
態
学
的
環
境
に
存
在
す
る
鯨
類
を
捕
獲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
生
業
活
動
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
初
に
鯨
資
源
の
発
見
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
鯨
の
回
遊
パ
タ
ー
ン
の
規
則
性
に
関
す

る
知
識
、
行
動
習
性
に
関
す
る
詳
細
な
知
識
な
ど
、
多
く
の
知
識
が
必
要
と
な
る
。
加
え
て
、
発
見
し
た
鯨
を
捕
獲
す
る
た
め
に
舟
や
漁
具

を
作
る
技
術
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
効
果
的
に
使
う
技
術
も
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
技
術
が
揃
っ
た
と
し
て
も
、
実
際
の
捕

獲
活
動
に
は
、
多
人
数
に
よ
る
密
接
な
協
力
が
不
可
欠
で
、
そ
れ
を
行
う
た
め
の
社
会
集
団
を
前
提
と
す
る
。
そ
れ
ら
全
て
が
あ
っ
て
、
初

め
て
捕
鯨
は
安
定
し
た
生
産
活
動
と
し
て
成
り
立
つ
�

。

　

さ
ら
に
、
大
規
模
な
捕
鯨
活
動
は
人
々
の
精
神
生
活
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。
捕
鯨
活
動
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た
社
会
集
団
に
捕
鯨

を
中
心
と
し
た
自
然
観
、
世
界
観
、
価
値
観
、
宗
教
観
な
ど
に
結
び
つ
い
た
独
特
の
生
活
様
式
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
継
続
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
そ
の
土
地
独
特
の
捕
鯨
文
化
が
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
文
化
に
は
、
鯨
の
発
見
、
捕
獲
、
そ
の
加
工
処
理
、
そ
の
生
産
物

の
分
配
、
消
費
等
の
諸
活
動
の
全
て
が
含
ま
れ
、
そ
れ
ら
が
有
機
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
維
持
継
続
の
知
識
、
技
術
、

価
値
観
、
信
仰
、
集
団
組
織
、
制
度
、
習
慣
が
統
合
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
統
合
の
あ
り
方
は
そ
の
地
域
で
営
ま
れ
る
た
め
地
域
毎
に

異
な
り
、
世
界
の
各
地
域
で
多
様
な
地
域
独
特
の
捕
鯨
文
化
が
存
在
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
�

。

　（
二
）IW

C

に
お
け
る
文
化
の
取
り
扱
い

　

従
来
、IW

C

で
は
、
資
源
量
や
歴
史
的
な
理
由
、
栄
養
上
の
必
要
性
、
文
化
的
な
必
要
性
を
考
慮
し
て
、
先
住
民
捕
鯨
を
で
き
る
限
り

容
認
す
る
立
場
を
採
っ
て
き
た
�

。
し
か
し
、
一
九
七
〇
年
代
に
入
り
、
ア
ラ
ス
カ
・
エ
ス
キ
モ
ー
の
捕
鯨
活
動
に
お
い
て
、
ホ
ッ
キ
ョ
ク

ク
ジ
ラ
の
捕
獲
頭
数
が
増
加
し
て
い
る
事
態
を
憂
慮
し
たIW

C

は
、
鯨
資
源
の
保
護
の
た
め
に
ゼ
ロ
捕
獲
枠
を
決
定
し
た
。
こ
れ
は
、
そ

れ
ま
で
の
先
住
民
捕
鯨
を
そ
の
文
化
・
社
会
的
、
栄
養
上
の
必
要
性
か
ら
認
め
る
と
い
う
政
策
か
ら
、
鯨
資
源
の
保
護
に
重
点
を
置
い
た
慎

重
な
政
策
へ
転
換
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
時
期
よ
り
、
捕
鯨
国
が
文
化
人
類
学
的
な
調
査
な
ど
を
基
礎
に
、IW

C

に
お
い
て
捕
鯨
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に
関
わ
る
社
会
・
文
化
的
必
要
を
証
明
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
�

。

　

し
か
し
、
本
来
、IW

C

の
目
的
は
鯨
類
の
捕
獲
枠
の
規
制
で
あ
り
、
文
化
の
問
題
はIW

C

に
と
っ
て
容
易
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
、IW

C
は
文
化
人
類
学
パ
ネ
ル
に
客
観
的
な
基
準
を
求
め
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
同
パ
ネ
ル
はIW

C

に
漠
然
と
し
た
僅
か
な
客
観
的

基
準
を
提
示
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
、IW

C

は
ア
ラ
ス
カ
の
エ
ス
キ
モ
ー
の
捕
鯨
申
請
の
た
め
の
詳
細
な
調
査
を
同
パ
ネ
ル
に
要
請
し

た
。
そ
の
内
容
は
、
二
つ
の
重
要
な
点
を
含
ん
で
い
る
。
第
一
は
、
捕
鯨
に
関
連
す
る
全
て
の
活
動
自
体
が
エ
ス
キ
モ
ー
の
文
化
と
社
会
に

お
い
て
最
も
重
要
な
単
一
の
要
素
で
あ
る
こ
と
、
第
二
は
、
エ
ス
キ
モ
ー
社
会
の
崩
壊
に
関
す
る
暴
力
、
麻
薬
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
、
自
殺

の
よ
う
な
問
題
と
の
関
連
性
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
考
慮
し
て
、
同
パ
ネ
ル
は
、
捕
獲
の
権
利
の
廃
止
は
、
そ
の
よ
う
な
捕
鯨
共
同
体
の
文

化
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
だ
ろ
う
と
結
論
し
た
。
文
化
と
の
関
連
性
に
お
い
て
は
、
現
在
に
お
い
て
も
、
こ
の
指
針
の
概
略
以
上
の
も
の

は
出
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
第
一
に
、
捕
獲
の
行
為
は
先
住
民
生
存
捕
鯨
の
例
外
の
た
め
に
は
、
文
化
の
中
枢
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
、
第
二
に
、
捕
獲
活
動
の
損
失
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
社
会
に
重
大
か
つ
有
害
な
影
響
を
与
え
て
い
る
可
能
性
を
考
慮
す
る
こ
と

で
あ
る
�

。

　

こ
う
し
て
、
文
化
人
類
学
パ
ネ
ル
は
、
先
住
民
生
存
捕
鯨
を
死
活
的
意
義
を
認
め
、
一
九
七
九
年
の
ホ
ッ
キ
ョ
ク
ク
ジ
ラ
捕
獲
に
関
す
る

先
住
民
の
文
化
活
動
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
、
福
祉
（w

ell-being
）
に
つ
い
て
の
分
析
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

捕
鯨
と
関
連
す
る
活
動
は
、
北
ア
ラ
ス
カ
の
捕
鯨
共
同
体
の
文
化
及
び
社
会
に
お
い
て
最
も
重
要
な
単
一
の
要
素
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
社
会

的
統
合
、
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
、
儀
礼
的
活
動
、
伝
統
教
育
、
個
人
価
値
及
び
エ
ス
キ
モ
ー
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
関
す
る
順
序

立
て
で
、
軸
と
な
る
文
化
的
活
動
、
食
料
と
し
て
ホ
ッ
キ
ョ
ク
ク
ジ
ラ
の
特
別
に
高
い
価
値
と
し
て
捕
鯨
の
位
置
は
、
取
っ
て
代
わ
る
も
の

が
な
い
�

。

　

し
か
し
、
上
記
の
分
析
か
ら
は
、
文
化
と
の
繋
が
り
を
明
記
す
る
も
の
の
、
そ
れ
を
基
に
し
た
具
体
的
な
基
準
の
策
定
に
繋
が
る
も
の
は

み
え
て
こ
な
い
。
そ
こ
で
、
先
に
み
た
こ
の
お
お
ま
か
な
二
つ
の
基
準
が
、
現
在
に
お
い
て
も
継
続
的
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
現
在

のIW
C

に
お
い
て
先
住
民
生
存
捕
鯨
の
適
用
を
受
け
て
い
る
個
々
の
先
住
民
の
文
化
的
背
景
は
多
様
で
あ
っ
て
、
そ
の
認
定
に
具
体
的
な
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統
一
基
準
は
必
ず
し
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
文
化
の
時
間
的
な
継
続
性
の
問
題
、
ま
た
マ
カ
族
の
よ
う
に
文
化
の
継
続
が
途

切
れ
た
場
合
の
事
例
で
あ
っ
た
り
す
る
�

。
そ
こ
か
ら
す
る
と
、
マ
カ
族
の
文
化
の
再
生
と
し
て
の
先
住
民
捕
鯨
の
申
請
は
、
よ
り
大
き
な

問
題
を
提
起
し
て
い
る
。

四
、
持
続
可
能
な
発
展
と
文
化
多
様
性
　

（
１
）
持
続
可
能
な
発
展
の
概
念　

　

持
続
可
能
な
概
念
は
、
一
般
に
は
一
九
八
七
年
の
環
境
と
発
展
に
関
す
る
世
界
委
員
会
（W

orld Com
m

ission on Environm
ent and 

D
evelopm

ent, W
CED

）
に
よ
る
報
告
書
「
共
通
の
未
来
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
持
続
可
能
な
発
展
の
概
念
の
主
要
な

要
素
で
あ
る
資
源
利
用
の
持
続
性
の
問
題
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
登
場
し
たM

SY

の
理
論

に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
い
う
持
続
可
能
性
の
概
念
は
、
魚
類
な
ど
の
特
定
の
再
生
可
能
な
生
物
資
源
を
枯
渇
さ
せ
な
い
た
め
に
は
、

当
該
資
源
の
再
生
能
力
か
ら
導
か
れ
る
一
定
の
量
的
限
界
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
み
で
利
用
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
第
二
次

世
界
大
戦
後
に
締
結
さ
れ
た
漁
業
資
源
条
約
に
は
、
そ
の
前
文
及
び
本
文
に
こ
の
概
念
が
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、ICRW

も
そ
の
趣
旨
を
踏

襲
し
て
い
る
�

。
ま
た
、
こ
の
概
念
は
、
一
九
七
二
年
の
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
宣
言
（
原
則
一
、二
、一
三
、一
四
）
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。�

　

し
か
し
、
こ
の
概
念
は
、
一
九
八
六
年
の
国
連
総
会
決
議
「
発
展
の
権
利
に
関
す
る
宣
言
」（
決
議
四
一
／
一
二
八
）
以
降
、
大
き
な
変

化
を
遂
げ
た
。
そ
こ
で
は
、
こ
の
概
念
が
そ
れ
ま
で
の
経
済
成
長
か
ら
、
発
展
は
人
民
全
体
及
び
全
て
の
個
人
が
、
発
展
の
も
た
ら
す
諸
利

益
の
公
正
な
分
配
に
対
し
、
積
極
的
か
つ
自
由
に
参
加
す
る
こ
と
を
基
礎
と
し
て
、
彼
ら
の
福
祉
の
絶
え
ざ
る
増
進
を
め
ざ
す
包
括
的
な
経

済
的
、
社
会
的
、
文
化
的
及
び
政
治
的
過
程
を
意
味
す
る
も
の
に
シ
フ
ト
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
人
間
個
人
が
発
展
過
程
の
中
心
的
な
主

体
で
あ
り
、
そ
の
た
め
発
展
政
策
は
、
人
間
を
発
展
の
主
要
な
参
加
者
及
び
受
益
者
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、

一
九
九
二
年
の
環
境
と
開
発
に
関
す
る
国
連
会
議
で
採
択
さ
れ
た
リ
オ
宣
言
で
は
、
持
続
可
能
な
発
展
の
達
成
に
は
環
境
保
護
と
発
展
と
切

り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
再
確
認
さ
れ
た
�

。
ま
た
ア
ジ
ェ
ン
ダ
二
一
は
、
各
分
野
のN

GO

を
含
む
主
体
が
行
う
べ
き
行
動
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計
画
を
具
体
的
に
示
し
、
環
境
・
経
済
・
社
会
の
三
つ
の
側
面
が
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
�

。
つ
い
で
、
二
〇
〇
二
年
に
は
「
持
続
可
能
な

開
発
に
関
す
る
世
界
サ
ミ
ッ
ト
」
に
お
い
て
、
持
続
可
能
な
発
展
の
再
確
認
を
し
て
い
る
。�

　

し
か
し
、
こ
う
し
て
現
在
の
環
境
法
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
の
概
念
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
確
立
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
が
、

そ
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
議
論
も
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
一
九
八
七
年
のW

CED

に
よ
る
定
義
は
、
持
続
可

能
な
発
展
は
、
将
来
世
代
が
そ
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
能
力
を
損
な
う
こ
と
な
く
、
現
在
世
代
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
発
展
と
し
、
経
済
成
長
を

必
ず
し
も
否
定
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
�

。
し
か
し
、
こ
の
定
義
は
一
九
八
〇
年
代
以
降
大
き
く
変
革
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
経

済
開
発
優
先
か
ら
自
発
的
な
発
展
に
変
容
し
た
。
こ
の
概
念
を
積
極
的
に
支
持
す
る
サ
ン
ズ
（P. Sands

）
は
、「
持
続
可
能
な
発
展
の
分

野
に
お
け
る
国
際
法
は
、
経
済
発
展
、
環
境
保
護
、
市
民
的
政
治
的
権
利
の
尊
重
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
国
際
法
の
専
門
化
さ
れ

た
分
野
を
調
整
す
る
包
括
的
な
概
念
の
周
辺
で
融
合
し
一
体
化
し
て
お
り
、
そ
れ
は
独
立
し
、
そ
れ
自
体
の
構
造
で
成
り
立
っ
て
い
る
原
則

又
は
帰
属
で
は
な
く
、
今
も
生
成
し
つ
つ
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
曖
昧
さ
又
は
非
一
貫
性
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て

い
る
。
ま
た
、
一
九
九
二
年
の
リ
オ
宣
言
の
重
要
性
は
、
そ
れ
が
新
し
い
原
則
、
規
則
又
は
制
度
的
取
極
め
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
は

な
く
、
む
し
ろ
国
際
社
会
（
諸
国
、
国
際
組
織
、
非
政
府
関
係
者
）
の
た
め
に
現
存
す
る
原
則
、
規
則
、
制
度
的
取
極
を
「
統
合
的
方
法
」（in 

an integrated m
anner

）
で
取
り
扱
う
こ
と
を
要
求
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
是
認
し
て
い
る
と
い
う
�

。

　

こ
の
点
、
二
〇
〇
二
年
の
国
際
法
協
会
（International Law

 Association

）
に
よ
る
定
義
は
、「
持
続
可
能
な
発
展
と
は
、
包
括
的
な

経
済
的
、
社
会
的
及
び
政
治
的
過
程
で
あ
っ
て
、
地
球
の
天
然
資
源
の
持
続
可
能
な
利
用
及
び
環
境
の
保
護
─
自
然
及
び
人
間
生
活
並
び
に

社
会
的
及
び
経
済
的
発
展
が
こ
れ
に
依
存
す
る—

を
め
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
発
展
へ
の
全
て
の
人
間
の
積
極
的
か
つ
自
由
で
意
味
の
あ
る
参

加
及
び
発
展
か
ら
生
じ
る
利
益
の
公
正
な
配
分
に
基
礎
を
置
き
、
将
来
世
代
の
ニ
ー
ズ
及
び
利
益
に
妥
当
な
考
慮
を
払
っ
て
、
全
て
の
人
間

の
相
当
な
生
活
水
準
へ
の
権
利
の
実
現
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
統
合
さ
れ
る
の
は
、
経
済
成
長
、
環
境
保
全
に
と
と
ま
ら
ず
、
社

会
発
展
や
人
権
尊
重
を
含
む
も
の
で
あ
る
�

。
と
は
い
え
、
持
続
可
能
な
発
展
の
法
的
性
質
に
は
種
々
の
見
解
が
あ
り
、
国
際
法
の
一
般
的

義
務
の
確
立
を
み
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
現
在
で
は
、
個
別
分
野
の
普
遍
的
、
地
域
的
な
多
数
国
間
条
約
、
二
国
間
条
約
等
に
そ



─ 73 ─

れ
が
採
り
入
れ
ら
れ
て
�

、
そ
の
な
か
で
の
規
定
と
し
て
加
盟
国
に
義
務
を
課
す
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
意
味
の
曖
昧
さ
ゆ
え
、

そ
の
内
実
の
精
緻
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

（
２
）
持
続
可
能
な
発
展
の
構
成
要
素
と
し
て
の
文
化
の
多
様
性　

　

み
て
き
た
よ
う
に
、
持
続
可
能
な
発
展
の
概
念
は
、
ユ
ネ
ス
コ
設
立
当
時
（
一
九
四
六
年
）
は
、
専
ら
開
発
（developm

ent

）
に
焦
点

が
あ
て
ら
れ
た
た
め
に
、
必
然
的
に
経
済
成
長
に
主
な
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
、
欧
米
の
近

代
化
モ
デ
ル
を
発
展
途
上
国
に
適
用
し
て
も
必
ず
し
も
成
果
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
が
認
識
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
国
連
等
に
お
け
る
議
論
で
は
、

現
地
の
社
会
や
文
化
に
根
ざ
し
た
手
法
に
基
づ
き
、
地
域
社
会
の
自
発
的
取
り
組
み
を
重
視
す
る
内
発
的
発
展
の
理
念
が
有
力
に
な
っ
て
き

た
�

。
こ
う
し
て
、
持
続
可
能
な
発
展
は
、
文
化
的
要
素
を
発
展
戦
略
に
統
合
す
る
考
え
を
惹
起
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
先
に
見

た
「
発
展
の
権
利
に
関
す
る
宣
言
」
で
は
、
発
展
が
個
人
、
集
団
を
含
め
た
包
括
的
な
概
念
に
変
容
し
た
。
つ
い
で
、
一
九
九
〇
年
代
に
は
、

環
境
・
経
済
・
社
会
の
三
側
面
の
統
合
が
強
く
認
識
さ
れ
る
に
至
り
、
そ
の
社
会
の
一
側
面
と
し
て
文
化
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
と
り
わ
け
、
一
九
九
二
年
の
リ
オ
宣
言
に
立
脚
し
た
ア
ジ
ェ
ン
ダ
二
一
で
は
、
理
念
か
ら
実
践
へ
と
新
た
な
段
階
に
入
っ
た
。
ま

た
、
二
〇
〇
二
年
の
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ
・
サ
ミ
ッ
ト
で
は
、
ア
ジ
ェ
ン
ダ
二
一
の
実
施
を
促
進
す
る
た
め
の
包
括
的
な
文
書
「
実
施
計
画
」

が
採
択
さ
れ
た
。
こ
こ
で
採
択
さ
れ
た
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ
宣
言
八
で
は
、
環
境
の
保
護
、
社
会
的
経
済
的
発
展
が
持
続
可
能
な
発
展
に
と
っ

て
基
本
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
合
意
し
た
�

。
こ
れ
を
機
に
、
持
続
可
能
な
発
展
の
概
念
は
更
な
る
実
践
の
段
階
に
入
り
、
国
の
地
方
公

共
団
体
の
み
な
ら
ず
、企
業
やN

GO

と
い
っ
た
多
様
な
主
体
が
参
画
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
、リ
オ
宣
言
二
五「
持

続
可
能
な
発
展
」
に
お
い
て
先
住
民
の
重
大
な
役
割
が
再
確
認
さ
れ
た
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
。

　

他
方
、ユ
ネ
ス
コ
に
お
い
て
も
持
続
可
能
な
発
展
へ
の
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。そ
れ
は
、「
人
間
と
生
物
圏
」計
画（M

an 

and the Biosphere Program
m

e, M
AB

）
で
あ
る
。
本
計
画
は
、
一
九
七
一
年
に
、
人
が
営
む
あ
ら
ゆ
る
活
動
と
環
境
と
の
相
互
関
係

を
理
解
し
、
資
源
の
持
続
可
能
な
利
用
と
環
境
保
全
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
�

。M
AB

は
、
科
学
、
環
境
、
社
会
的

及
び
発
展
の
問
題
に
つ
い
て
の
調
和
に
関
連
し
、
人
間
の
生
計
と
自
然
の
生
態
系
を
改
善
す
る
た
め
自
然
科
学
と
社
会
科
学
、
経
済
及
び
教
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育
を
統
合
し
、
社
会
的
及
び
文
化
的
に
適
切
で
環
境
的
に
持
続
的
な
革
新
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
促
進
す
る
�

。
現
在
、M

AB

は
、
次
の
三
つ

の
目
的
に
焦
点
を
合
わ
せ
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
第
一
は
、
生
物
多
様
性
の
減
少
を
最
小
化
す
る
こ
と
、
第
二
は
、
人
々
に
文
化
的
多
様

性
と
生
物
学
的
多
様
性
が
い
か
に
双
方
に
影
響
を
及
ぼ
す
か
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
、
第
三
は
、
生
物
圏
保
護
区
の
世
界
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

通
し
て
、
環
境
上
の
持
続
性
を
促
す
こ
と
で
あ
る
�

。
こ
の
問
題
は
、
二
〇
〇
九
年
の
「
文
化
多
様
性
と
文
化
間
対
話
に
投
資
す
る
─
ユ
ネ

ス
コ
レ
ポ
ー
ト
」
で
は
、
そ
の
七
章
で
「
文
化
多
様
性
─
持
続
可
能
な
発
展
の
解
決
の
手
が
か
り
」
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
、

西
欧
型
の
発
展
理
念
は
、
異
な
る
方
向
性
を
追
求
す
る
か
又
は
異
な
っ
た
価
値
を
も
つ
社
会
を
崩
壊
さ
せ
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
こ
で
、
持
続

可
能
な
発
展
の
戦
略
は
、
文
化
的
に
中
立
で
あ
る
筈
は
な
く
、
文
化
的
に
敏
感
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
文
化
間
の
動
態
的
な
相
互
作
用
か

ら
得
ら
れ
る
利
益
を
利
用
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
化
多
様
性
に
対
し
敏
感
な
発
展
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
全
体
と
し
て
地
球
が
直

面
す
る
経
済
的
、
社
会
的
、
環
境
問
題
に
取
り
組
む
た
め
の
手
が
か
り
と
な
る
と
い
う
�

。
こ
う
し
て
、
持
続
可
能
な
発
展
の
概
念
は
、
概

念
自
体
の
発
展
過
程
で
、
経
済
、
環
境
及
び
文
化
を
含
め
た
社
会
を
取
り
込
み
、
そ
の
周
辺
に
あ
る
多
様
な
主
体
を
も
取
り
込
み
、
そ
の
実

現
を
確
保
す
べ
く
各
分
野
を
超
え
て
統
合
、
調
整
さ
れ
る
途
上
に
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て
　

　

持
続
可
能
性
の
原
型
はM
SY

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
たICRW

に
お
い
て
、
一
九
七
五
年
の
新
管
理
方
式
（N

ew
 

M
anagem

ent Procedure, N
M

P

）�　

と
し
て
採
用
さ
れ
、
更
にM

SY

に
予
防
的
措
置
を
取
り
入
れ
た
一
九
九
二
年
の
改
訂
管
理
方
式

（Revised M
anagem

ent Procedure, RM
P

）�　

に
進
化
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
国
連
海
洋
法
条
約
に
お
い
て
も
修
正
さ
れ
た
形
で
導
入

さ
れ
て
い
る
（
国
連
海
洋
法
条
約
六
一
条
三
項
）。
こ
れ
ら
管
理
方
式
の
源
流
と
な
っ
た
の
がM

SY

で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
資
源
管
理
方
式
の

開
発
は
、
理
論
自
体
の
内
部
的
発
展
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
発
展
と
は
別
に
、M

SY

は
持
続
可
能
な
発
展
の
概
念
と

し
て
一
九
八
〇
年
代
半
ば
に
そ
の
内
容
を
変
容
さ
せ
、
独
自
の
発
展
を
遂
げ
た
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
の
経
済
成
長
か
ら
関
与
主
体
、
即
ち

発
展
主
体
へ
と
変
化
し
、
彼
ら
の
福
祉
の
増
進
を
め
ざ
す
包
括
的
な
経
済
的
、
社
会
的
、
文
化
的
及
び
政
治
的
過
程
で
あ
る
と
し
て
、
環
境
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の
み
な
ら
ず
文
化
と
の
統
合
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
持
続
可
能
な
発
展
の
概
念
は
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
ガ
ブ
チ
コ
ヴ
ォ
・
ナ
ジ
ュ
マ
ロ

シ
ュ
事
件
（
一
九
九
七
年
）�

に
お
い
て
も
、
環
境
と
開
発
の
主
題
に
取
り
組
む
際
に
判
断
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
文
化

を
取
り
込
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
持
続
可
能
な
発
展
の
概
念
の
定
義
、
適
用
、
調
整
は
、
今
後
一
層
複
雑
な
様
相
を
呈
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と

が
予
想
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
持
続
可
能
な
発
展
の
要
素
と
し
て
、
文
化
の
位
置
づ
け
は
依
然
と
し
て
確
立
し
て
い
な
い
こ
と
に
は
注
意
が
必

要
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
な
か
、
持
続
可
能
な
発
展
の
一
要
素
と
し
て
の
文
化
、
特
に
、
部
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
し
て
の
文
化
の
再
生
に
基
づ

く
捕
鯨
を
主
張
す
る
マ
カ
族
の
事
例
に
つ
い
て
、
持
続
性
理
論
の
原
点
と
も
い
え
る
漁
業
資
源
、
と
り
わ
け
捕
鯨
問
題
に
関
し
て
判
断
が
求

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、非
常
に
意
義
深
い
。
そ
の
た
め
、海
洋
資
源
の
持
続
可
能
な
発
展
の
関
与
主
体
の
文
化
再
生
に
基
づ
く
主
張
の
リ
ー

デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
と
し
て
そ
の
成
り
行
き
が
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
、
従
来
、
持
続
可
能
な
発
展
に
つ
き
、
利
用
か
環
境
保
護
か
の
二
項

対
立
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
文
化
が
そ
の
対
象
と
し
て
包
摂
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
取
扱
い
は
よ
り
複
雑
化
し
、
今
後
、
文
化

を
含
め
た
持
続
可
能
な
発
展
の
精
緻
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

⑴　

広
部
和
也
・
臼
杵
知
史
編
集
代
表
『
解
説
国
際
環
境
条
約
集
』
三
省
堂
、
二
〇
〇
三
年
、
一
六
四
頁
。
こ
の
一
〇
の
他
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ

ら
ゆ
る
資
源
に
つ
い
て
の
商
業
的
目
的
の
た
め
の
鯨
の
捕
獲
頭
数
は
、
一
九
八
六
年
の
鯨
体
処
理
場
に
よ
る
捕
鯨
の
解
禁
期
及
び
一
九
八
五
年
か
ら

一
九
八
六
年
ま
で
の
母
船
に
よ
る
捕
鯨
の
解
禁
期
に
お
い
て
並
び
に
そ
れ
以
降
の
解
禁
期
に
お
い
て
零
と
す
る
（
附
表
一
〇
項（
ｅ
））。

⑵　

兼
原
敦
子
「
予
防
原
則
」
国
際
法
学
会
編
『
国
際
関
係
法
辞
典
〔
第
二
版
〕』（
三
省
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
所
収
、
八
六
四
─
八
六
五
頁
。
深
刻
な
ま

た
は
回
復
不
能
な
損
害
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
十
分
な
科
学
的
確
実
性
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
予
防
措
置
を
と
る
こ
と
を
延
期

す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
基
本
理
念
を
示
す
原
則
を
い
う
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、環
境
と
開
発
に
関
す
る
リ
オ
宣
言
（
一
九
九
二
年
六
月
一
四
日
採
択
）

一
五
原
則
参
照
。

⑶　

岩
崎
・
グ
ッ
ド
マ
ン
・
ま
さ
み
『
人
間
と
環
境
と
文
化
─
ク
ジ
ラ
を
軸
に
し
た
一
考
察
』（
清
水
弘
文
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
六
八
頁
。

⑷　

Available at  http://w
w

w
.iw

coffice.org/com
m

ission/m
em

bers.htm
 (Jan. 15, 2012).
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⑸　
IW

C

は
、ICRW

の
条
文
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
、
条
約
の
目
標
及
び
政
策
を
実
行
す
る
た
め
権
限
を
授
け
ら
れ
た
国
際
機
関
で
、
各
締
約
政
府
の
一

名
の
委
員
か
ら
な
り
、
年
次
会
合
で
決
定
さ
れ
た
こ
と
を
そ
の
都
度
附
表
に
書
き
込
み
、
加
盟
国
の
操
業
を
規
制
す
る
。

⑹　

A
lexander G

illespie, Sm
all C

etaceans, International Law
 and the International W

haling C
om

m
ission, 2 M

ELB
. J. I N

T'L. L. 257, 270 (2001).

⑺　

岩
崎
ま
さ
み
「
先
住
民
族
に
よ
る
捕
鯨
活
動
」
松
本
博
之
編
『
海
洋
環
境
保
全
の
人
類
学
』
国
立
民
族
学
博
物
館
調
査
報
告
九
七
所
収
、
二
〇
一
一

年
、
二
〇
四
─
二
〇
五
頁
。

⑻　

岸
上
伸
啓「
文
化
の
安
全
保
障
の
視
点
か
ら
見
た
先
住
民
生
存
捕
鯨
に
関
す
る
予
備
的
考
察
─
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ア
ラ
ス
カ
北
西
地
域
の
事
例
か
ら
」

国
立
民
族
学
博
物
館
研
究
報
告
三
三
巻
四
号
（
二
〇
〇
九
年
）
五
二
五
─
五
二
六
頁
。

⑼　

パ
ト
リ
シ
ア
・
バ
ー
ニ
ー
、
ア
ラ
ン
・
ボ
イ
ル
著
、
池
島
大
策
・
富
岡
仁
・
吉
田
脩
訳
『
国
際
環
境
法
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
）

六
二
一
─
六
二
二
頁
。
最
大
持
続
生
産
量
と
は
、
動
物
の
平
均
的
な
資
源
の
水
準
を
維
持
し
つ
つ
、
毎
年
そ
の
自
己
繁
殖
資
源
か
ら
得
ら
れ
る
最
大
の

捕
獲
量
を
い
う
。

⑽　

広
部
・
臼
杵
前
掲
注
⑴
一
六
四
─
一
六
五
頁
。

⑾　

Available at  http://iw
coffice.org.com

m
ission/schedule.htm

 (D
ec. 28, 2011).

⑿　

小
松
正
之
『
く
じ
ら
紛
争
の
真
実—

そ
の
知
ら
れ
ざ
る
過
去
・
現
在
、
そ
し
て
地
球
の
未
来
』（
地
球
社
、
二
〇
〇
一
年
）
九
五
頁
。

⒀　

G
regory F. M

aggio, Recognizing the Vital Role of Local C
om

m
unities in International Legal Instrum

ents for C
onserving Biodiversity, 16 

U
C

LA J. E
N

V
TL. L. &

 P
O

L'Y  179, 204 (1997/1998).　

⒁　

小
松
正
之
『
よ
く
わ
か
る
ク
ジ
ラ
論
争
─
捕
鯨
の
未
来
を
ひ
ら
く
』（
成
山
堂
、
二
〇
〇
六
年
）
八
三
頁
。

⒂　

小
松
・
前
掲
注
⑿
九
二
頁
。

⒃　

岩
崎
・
グ
ッ
ド
マ
ン
・
ま
さ
み
・
前
掲
注
⑺
二
〇
一
頁
。

⒄　

岸
上
・
前
掲
注
⑻
五
三
三
頁
。

⒅　

岩
崎
・
グ
ッ
ド
マ
ン
・
ま
さ
み
・
前
掲
注
⑺
二
〇
一
─
二
〇
二
頁
。

⒆　

同
書
、
二
〇
二
頁
。

⒇　

小
松
・
前
掲
注
⒁
八
三
─
一
〇
四
頁
。
鯨
類
資
源
の
管
理
は
、
一
九
七
五
年
に
新
管
理
方
式
に
よ
っ
て
初
め
て
鯨
類
資
源
ご
と
に
管
理
さ
れ
る
ま
で
、

シ
ロ
ナ
ガ
ス
ク
ジ
ラ
換
算
単
位
（Blue W

hale U
nit, BW

U

）
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
捕
獲
枠
を
シ
ロ
ナ
ガ
ス
ク
ジ
ラ
に
換
算
（
シ

ロ
ナ
ガ
ス
ク
ジ
ラ
一
頭
＝
ナ
ガ
ス
ク
ジ
ラ
二
頭
＝
ザ
ト
ウ
ク
ジ
ラ
二
・
五
頭
＝
イ
ワ
シ
ク
ジ
ラ
六
頭
）
す
る
も
の
で
、
大
型
鯨
類
を
枯
渇
さ
せ
た
。
そ
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の
後
、
一
九
七
四
年
にM

SY

理
論
に
基
づ
く
新
管
理
方
式
（N

ew
 M

anagem
ent Procedure, N

M
P

）
が
完
成
さ
れ
た
が
、
そ
の
方
式
に
参
入
す

る
具
体
的
デ
ー
タ
に
欠
け
、
う
ま
く
機
能
し
な
か
っ
た
た
め
、
一
九
九
二
年
に
新
管
理
方
式
の
欠
点
を
補
う
改
訂
管
理
方
式
（Revised 

M
anagem

ent Procedure, RM
P

）
が
完
成
さ
れ
た
。
こ
の
方
法
もM

SY

を
利
用
し
た
管
理
方
式
で
あ
る
が
、
少
な
い
デ
ー
タ
で
機
能
で
き
る
よ
う

設
計
さ
れ
て
い
る
。
本
制
度
は
国
際
監
視
制
度
も
含
ま
れ
て
お
り
、
合
意
に
至
っ
て
い
な
い
。

�　

IW
C

 R
ES. 1994-4 (R

esolution on a R
eview

 of A
boriginal Subsistence M

anagem
ent Procedure).

　

Available at  http:/iw
coffice.org/m

eetings/resolutions/W
C

R
ES46_1994.pdf (D

ec. 28, 2011).

�　

岩
崎
・
グ
ッ
ド
マ
ン
・
ま
さ
み
・
前
掲
注
⑺
二
〇
五
─
二
〇
六
頁
。

�　

Available at  http://w
w

w
.nw

r.noaa.gov/M
arine-M

am
m

als/W
hales-D

olphins-Porpoise/G
ray-W

hales/upload/appendixb.pdf　

(Jan.17, 2012). 

�　

Jerem
y Firestone &

 Jonathan Lilley, Aboriginal Subsistence W
haling and the Right to Practice and Revitalize C

ultural Traditions and 

C
ustom

s, 8 J. I N
T’L W

ILD
LIFE L. &

 P
O

L’Y 177, 189-197 (2005).

�　

Available at http://w
w

w
.nw

r.noaa.gov//M
arine-M

am
m

als/W
hales-D

olphins-Porpoise/G
ray-W

hales/M
akah-D

EIS.cfm
.M

akah D
EIS, at 1-33 

(Sept. 26, 2011).

�　

Firestone &
 Lilley, supra note 24, at 199.　

�　

Available at http://ceq.hss.doe./gov/w
elcom

e.htm
l (Feb. 28, 2012).  

一
九
六
九
年
に
制
定
さ
れ
た
国
家
レ
ベ
ル
の
環
境
政
策
を
定
め
た
も
の
で
、

連
邦
政
府
に
事
業
に
対
し
て
環
境
影
響
評
価
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
同
法
は
、
世
界
の
国
々
の
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
制
度
の
契
機
と
な
っ
た
。

�　

Firestone &
 Lilley, supra note 24, at 196-199, 301.

�　

Available at http://w
w

w
.w

hitehouse.gov/adm
inistration/eop/ceq/about/(Feb. 28, 2012).  N

EPA

の
下
で
一
九
七
〇
年
に
連
邦
政
府
に
お
け
る

N
EPA

の
遵
守
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
に
大
統
領
府
に
設
置
さ
れ
た
。
本
委
員
会
は
、
大
統
領
の
環
境
政
策
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、
省
庁
間
の
調
整
の

役
割
を
担
っ
て
い
る
。

�　

Supra note 25, at 1(6)−1(7).　

 

�　

Firestone &
 Lilley, supra note 24, at 201.

�　

Available at http://luna.pos.to/w
hale/jpn_zat_iw

c2002.htm
l (Jan. 18, 2012).

�　

Available at  http://w
w

w
.jfa.m

aff.go.jp/j/w
hale/w

_thinking/pdf/huhyou.pdf  (Jan 18, 2012).

�　

Supra note 27.  EA

は
、
連
邦
機
関
がEIS

ま
た
はFO

N
SI

（
重
大
な
環
境
の
影
響
な
し
）
の
決
定
を
す
る
前
に
な
さ
れ
る
選
別
の
た
め
の
書
類
で
、
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連
邦
政
府
の
行
動
が
、
重
大
な
環
境
上
の
影
響
が
な
い
と
い
う
評
価
が
な
さ
れ
な
い
場
合
、
連
邦
政
府
はEIS

を
準
備
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

�　
Supra note 30.　

�　

Available at http://w
w

w
.nw

r.noaa.gov/M
arine-M

am
m

als/W
hales-D

olphins-Porpoise/G
ray-W

hales/upload/appendixb.pdf　

(Jan.17, 2012).

�　

J D
avid L. R

oghair, Anderson v. Evans: W
ill M

akah W
haling U

nder the Treaty of N
eah Bay Survive the N

inth C
ircuit's Application of the 

M
M

PA?, 20 J. E
N

V
TL L.. &

 L
ITIG

. 189, 206-209 (2005).

�　

A
lexander G

illespie, Aboriginal Subsistence W
haling: A C

ritique of the Inter-Relationship Betw
een International Law

 and the International 

W
haling C

om
m

ission, 12 C
O

LO
. J . IN

T’L E
N

V
T'L. L. &

 P
O

L'Y 77, 122 (2001). 

た
と
え
ば
、
チ
ュ
ク
チ
族
は
、
昔
の
文
化
的
関
係
の
あ
る
ホ
ッ
キ
ョ

ク
ク
ジ
ラ
捕
鯨
の
再
生
を
試
み
た
が
、
そ
れ
は
旧
ソ
連
の
政
策
に
よ
っ
て
奪
い
取
ら
れ
た
。
彼
ら
の
要
請
は
、
一
部
彼
ら
の
傷
つ
け
ら
れ
た
文
化
を
再

生
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

�　

R
oghair, supra note 37, at 195.

�　

Firestone &
 Lilley, supra note 24, at 199-200.

�　

Leesteffy Jenkins &
 C

ara R
om

anzo, M
akah W

haling: Aboriginal Subsistence or a Stepping Stone to U
nderm

ining the C
om

m
ercial W

haling 

M
oratorium

?, 9 C
O

LO
. J. IN

T’L E
N

V
T'L. L. &

 P
O

L'Y71, 101-104 (1998).

�　

See A
nderson v. Evans, 371 F3d 475, 494-500 (2004).

�　

See M
enom

inee v. U
nited States, 391 U

S. 404. 413 (1968).

�　

G
illespie, supra note 38, at 111.

�　

高
橋
順
一
『
鯨
の
日
本
文
化
誌
─
捕
鯨
文
化
の
航
跡
を
た
ど
る
』（
淡
交
社
、
一
九
九
二
年
）
一
五
─
二
〇
頁
。

�　

U
N

ESC
O

, R
esolution adopted on the report of C

om
m

ission IV
 at the 20th plenary m

eeting, on 2 N
ov. 2001. 

本
決
議
は"D

raft U
N

ESCO
 

D
eclaration on Cultural D

iversity"  

ユ
ネ
ス
コ
執
行
委
員
会
資
料 162 EX

/15 A
ug., 2001, Paris 

を
基
に
し
て
な
さ
れ
た
。

�　

W
orld C

onference on C
ultural Politics (M

O
N

D
IA

C
U

LT) M
exico C

ity 26th July-6th A
ug. 1982.

�　

Proclam
ation of the W

orld D
ecade for C

ultural D
evelopm

ent, 1986, 12, 4 (A
/R

ES/41/187).

�　

佐
藤
禎
一
『
文
化
と
国
際
法
』（
玉
川
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
八
年
）
三
八
─
四
〇
頁
。

�　

C
onvention for the Protection of the W

orld C
ultural &

 N
atural H

eritage, N
ov. 16, 1972, 1037 U

N
TS 151.  

一
九
七
二
年
採
択
、
一
九
七
五
年

発
効
、
一
九
七
三
年
米
国
加
盟
、
最
新
加
盟
国
二
〇
一
〇
年
ギ
ニ
ア
。
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�　
O

perational G
uidelines for the Im

plem
entation of the W

orld H
eritage C

onvention (W
H

C
. 05/2, 2 Feb. 2005)

�　
U

N
ESC

O
 U

niversal D
eclaration on C

ultural D
iversity, (C

LT-2002/W
S/9).

�　

C
onvention on the Protection and Prom

otion of the D
iversity of C

ultural Expressions, O
ct. 20, 2005, 2440 U

N
TS 311.  

二
〇
〇
五
年
採
択
、

二
〇
〇
七
年
発
効
、
米
国
未
加
盟
、
最
新
加
盟
国
二
〇
一
二
年
ア
ン
ゴ
ラ
。

�　

磯
崎
博
司
「
世
界
遺
産
条
約
の
新
た
な
展
開
と
新
た
な
視
点
」 

環
境
と
公
害
三
八
巻
二
号
（
二
〇
〇
八
年
）
九
─
一
三
頁
。

�　

高
橋
順
一
『
鯨
の
日
本
文
化
誌
─
捕
鯨
文
化
の
航
跡
を
た
ど
る
』（
淡
交
社
、
一
九
九
二
年
）
二
〇
─
二
一
頁
。

�　

同
書
、
二
八—
二
九
頁
。

�　

小
松
・
前
掲
注
⒁
八
三
頁
。

�　

岩
崎
・
グ
ッ
ド
マ
ン
・
ま
さ
み
・
前
掲
注
⑺
二
〇
一
頁
。

�　

G
illespie, supra note 38, at 119-120.

�　

A
lxander G

illespie, W
H

A
LIN

G D
IPLO

M
A

C
Y: D

EFIN
IN

G I SSU
E IN I N

TER
N

ATIO
N

A
L E

N
V

IR
O

N
M

EN
TA

L L
AW

 217 (Edw
ard Elger, 2005).

�　

G
illespie, supra note 38, at 120-121.

�　

高
村
ゆ
か
り
「Sustainable D

evelopm
ent
と
環
境
の
利
益
」
大
谷
良
雄
編
『
共
通
利
益
概
念
と
国
際
法
』（
国
際
書
院
、
一
九
九
三
年
）
所
収
、

三
七
四
、三
八
七
頁
。

�　

原
則
一
［
環
境
に
関
す
る
権
利
と
義
務
］、
二
［
天
然
資
源
の
保
護
］、
一
三
［
総
合
的
な
開
発
計
画
］、
一
四
［
合
理
的
な
計
画
］。

�　

リ
オ
宣
言
［
第
四
原
則
］。

�　

矢
口
克
也
「『
持
続
可
能
な
発
展
』
理
念
の
実
践
過
程
と
到
達
点
」
総
合
調
査
報
告
書
『
持
続
可
能
な
社
会
の
構
築
』（
国
立
図
書
館
、二
〇
一
〇
年
）

所
収
、
二
三
頁
。

�　

ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ
宣
言
一
条
［
持
続
可
能
な
開
発
の
再
確
認
］、
五
条
［
持
続
可
能
な
開
発
の
推
進
・
強
化
］、
八
条
［
リ
オ
・
サ
ミ
ッ
ト
等
の
成
果
］。

�　

松
井
芳
郎
『
国
際
法
の
基
本
原
則
』（
東
信
堂
、
二
〇
一
〇
年
）
一
五
〇
頁
。

�　

Philippe Sands, International C
ourts and Application of the C

oncept of  "Sustainable D
evelopm

ent," 3 M
ax Plank Y.B

. U
.N

. L 389 (1999).

�　

松
井
・
前
掲
注
�
一
五
六
頁
。

�　

兼
原
敦
子
「
持
続
可
能
な
開
発
」
国
際
法
学
会
編
『
国
際
関
係
法
辞
典
〔
第
二
版
〕』（
三
省
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
所
収
、
三
八
六
頁
。

�　

寺
倉
憲
一
「
持
続
可
能
な
社
会
を
支
え
る
文
化
多
様
性
─
国
際
的
動
向
を
中
心
に
」
総
合
調
査
報
告
書
『
持
続
可
能
な
社
会
の
構
築
』（
国
立
図
書
館
、
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二
〇
一
〇
年
）
所
収
、
二
二
三
頁
。

�　

ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ
宣
言
ハ
〔
リ
オ
・
サ
ミ
ッ
ト
等
の
成
果
〕
わ
れ
わ
れ
は
、
リ
オ
原
則
に
基
づ
い
て
、
環
境
の
保
護
お
よ
び
社
会
的
経
済
的
発
展
が

持
続
可
能
な
開
発
に
と
っ
て
基
本
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
合
意
し
…
…
。

�　

Available at http://risk.kan.ynu.ac.jp/gcoe/U
N

ESC
O

-M
A

B
.htm

l (N
ov. 28, 2011).

�　

Available at  http://w
w

w
.unesco.org/new

/en/natural-sciences/environm
ent/ecological-sciences/m

an-and-biosphere-program
m

e/ (O
ct. 11, 

2011).

�　

Available at http://w
w

w
.georgew

right.org/m
ab.htm

l (O
ct. 11, 2011).

�　

U
N

ESC
O

, U
N

ESC
O

 W
orld Report: Investing in C

ultural D
iversity and Intercultural D

ialogue, Executive Sum
m

ary, Paris, U
N

ESC
O

, 2009, 

at 24 (C
hapter 7: C

ultural diversity: A
 key dim

ension of sustainable developm
ent).

�　

小
松
・
前
掲
注
⑿
二
〇
六
─
二
一
三
頁
。N

M
P

は
、
現
在
の
資
源
の
水
準
、
そ
の
未
利
用
時
代
の
初
期
資
源
に
対
す
る
減
少
の
程
度
及
び
こ
の
資

源
が
潜
在
的
に
も
っ
て
い
る
最
大
持
続
生
産
量
を
用
い
て
、
資
源
か
ら
の
捕
獲
限
度
量
を
算
定
す
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
量
の
推
定
は
容
易
で
は
な
く
、

推
定
値
が
得
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
精
度
は
低
く
、
ま
た
用
い
る
デ
ー
タ
や
推
定
の
方
法
に
よ
っ
て
結
果
が
大
き
く
異
な
り
、
十
分
に
機
能
し
な
く

な
っ
た
。

�　

同
書
、RM

P

に
お
い
て
は
、
予
測
さ
れ
る
不
確
実
性
に
は
、
資
源
動
態
に
関
す
る
仮
定
の
誤
り
、
捕
獲
の
統
計
や
誤
り
や
得
ら
れ
る
デ
ー
タ
の
精
度
、

自
然
環
境
の
変
化
に
よ
る
資
源
の
予
測
し
な
い
変
動
な
ど
も
含
ま
れ
る
。
こ
の
方
式
で
は
、
過
去
の
捕
獲
頭
数
と
最
近
の
資
源
量
推
定
値
さ
え
判
明
し

て
い
れ
ば
、
様
々
な
不
確
実
性
の
下
で
も
、
安
全
な
捕
獲
枠
が
算
出
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

�　

山
田
卓
平
「
緊
急
事
態
と
対
抗
措
置
─
ガ
ブ
チ
コ
ヴ
ォ
・
ナ
ジ
ュ
マ
ロ
シ
ュ
計
画
事
件
」
小
寺
彰
・
森
川
幸
一
・
西
村
弓
編
『
国
際
法
判
例
百
選
〔
第

二
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）
一
三
二
─
一
三
三
頁
所
収
。
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一
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
ア
ク
タ
ー
の
位
置
づ
け

　

本
稿
で
は
地
球
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
の
役
割
と
展
望
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。
こ
こ
で
は
ま
ず
国
際
社
会
に

お
け
る
ア
ク
タ
ー
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

従
来
は
国
際
社
会
に
影
響
を
与
え
う
る
ア
ク
タ
ー
と
し
て
国
家
ア
ク
タ
ー
が
重
視
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
特
に
一
九
七
〇
年
代

以
降
に
お
い
て
軍
事
安
全
保
障
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
経
済
問
題
な
ど
多
様
な
イ
シ
ュ
ー
が
国
際
社
会
で
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
に
つ
れ

て
、
多
国
籍
企
業
な
ど
の
国
家
以
外
の
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
非
国
家
ア
ク
タ
ー
の
役
割
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
⑴

。
国
際
関
係
の
理
論

枠
組
み
に
即
し
て
い
え
ば
、
国
家
ア
ク
タ
ー
を
重
視
す
る
リ
ア
リ
ズ
ム
に
対
し
て
、
国
家
以
外
の
ア
ク
タ
ー
の
役
割
を
重
視
す
る
リ
ベ
ラ
リ

ズ
ム
に
よ
る
批
判
と
い
う
形
で
論
争
が
行
わ
れ
た
。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
例
と
し
て
、ロ
バ
ー
ト
・
コ
ヘ
イ
ン
（Robert O

. Keohane

）
と
ジ
ョ

セ
フ
・
ナ
イ
（Joseph S. N

ye, Jr.

）
に
よ
る
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
関
係
に
注
目
し
た
議
論
や
複
合
的
相
互
依
存
に
関
す
る
議
論
な
ど

が
指
摘
さ
れ
よ
う
⑵

。
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
関
係
に
つ
い
て
付
言
す
る
と
、
国
境
横
断
的
な
交
流
、
様
々
な
ア
ク
タ
ー
の
活
動
の
増
大

が
政
府
の
能
力
、
国
家
間
の
関
係
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
検
討
を
し
、
国
家
中
心
的
な
国
際
関
係
の
研
究
に
対
し
て
問
題
提
起
を
し
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
、
ケ
ネ
ス
・
ウ
ォ
ル
ツ
（Kenneth N

. W
altz

）
に
代
表
さ
れ
る
ネ
オ
リ
ア
リ
ズ
ム
の
議
論
が
台
頭
し
、
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
よ
り
も
優
位
に
な
っ
た
。
ネ
オ
リ
ア
リ
ズ
ム
は
世
界
政
府
が
存
在
し
な
い
と
い
う
ア
ナ
ー
キ
ー
の
も
と
で
の
国
家
間
の
力
の
配

地
球
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー

横　

田　

匡　

紀

─
─
気
候
変
動
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
事
例
─
─
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分
を
重
視
し
、
簡
潔
に
国
際
政
治
を
説
明
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
そ
の
た
め
国
際
関
係
の
理
論
枠
組
み
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
非
国
家

ア
ク
タ
ー
へ
の
関
心
が
相
対
的
に
低
下
し
た
。

　

ポ
ス
ト
冷
戦
期
に
な
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
や
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
議
論
が
台
頭
し
た
こ
と
で
、
非
政
府
組
織

（
Ｎ
Ｇ
Ｏ: N

ongovernm
ental O

rganizations

）
な
ど
の
非
国
家
ア
ク
タ
ー
の
役
割
が
再
び
見
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
コ
ン
ス
ト
ラ

ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
議
論
で
は
、
理
念
や
規
範
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
よ
っ
て
国
際
関
係
が
変
化
し
て
い
く
側
面
に
注
目
す
る
。
非
国
家

ア
ク
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
経
済
力
や
軍
事
力
と
い
っ
た
ハ
ー
ド
パ
ワ
ー
の
行
使
で
は
な
く
、
理
念
や
規
範
と
い
っ
た
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
を
行
使

す
る
こ
と
で
国
際
社
会
に
影
響
を
与
え
よ
う
と
す
る
規
範
起
業
家（norm

 entrepreneur

）と
し
て
重
視
し
て
い
る
⑶

。
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ

ヴ
ィ
ズ
ム
の
台
頭
に
よ
り
、
流
動
的
な
国
際
社
会
を
捉
え
る
一
環
と
し
て
、
非
国
家
ア
ク
タ
ー
の
役
割
に
注
目
し
て
い
く
必
要
性
が
提
起
さ

れ
て
い
る
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
は
国
連
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
委
員
会
が
一
九
九
五
年
に
公
表
し
た
報
告
書
『
地
球
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
（O

ur Global N
eibourhood

）』
が
一
つ
の
き
っ
か
け
と
な
り
、
学
界
だ
け
で
は
な
く
、
国
連
な
ど
の
実
務
の
場
で
も
注
目
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
い
う
概
念
を
用
い
る
こ
と
で
、
公
私
に
わ
た
る
多
様
な
ア
ク
タ
ー
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
課
題
の

解
決
に
向
け
て
協
調
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
⑷

。

　

た
だ
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
や
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
議
論
が
主
た
る
対
象
と
し
て
注
目
し
て
い
る
の
は
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
あ
り
、

ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
に
対
す
る
考
察
は
こ
れ
か
ら
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。

　

本
稿
で
と
り
あ
げ
る
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
の
重
要
性
は
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
・
ア
ル
ジ
ャ
ー

（Chadw
ick Alger

）
に
よ
る
議
論
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
ア
ル
ジ
ャ
ー
は
国
家
中
心
的
な
立
場
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
批
判
し
、
政
治
学
だ
け
で

は
な
く
社
会
学
や
文
化
人
類
学
な
ど
の
知
見
を
含
め
た
学
際
的
な
観
点
に
立
脚
し
、
地
球
規
模
で
進
行
し
て
い
る
社
会
経
済
的
な
変
化
が
都

市
の
生
活
の
質
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
状
況
の
変
化
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
国
家
の
制
約
か
ら
解
放
さ
れ
、
国
家

の
専
権
事
項
で
あ
っ
た
対
外
政
策
に
影
響
を
行
使
し
よ
う
と
す
る
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
の
対
応
を
人
権
な
ど
の
事
例
に
基
づ
き
分
析
し
て
い
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る
⑸

。

　

本
稿
で
は
、
上
述
の
理
論
動
向
も
ふ
ま
え
つ
つ
、
今
日
の
国
際
社
会
の
文
脈
の
中
で
改
め
て
地
球
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
ロ
ー
カ
ル

ア
ク
タ
ー
の
役
割
の
意
義
を
検
討
す
る
。
な
お
本
稿
で
は
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
体
に
限
定
し
て
議
論
を
進
め
る
。

た
だ
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
の
範
囲
は
多
様
で
あ
り
、
地
方
自
治
体
の
他
に
も
ロ
ー
カ
ル
な
レ
ベ
ル
で
の
市
民
運
動
や
議
員
の
活
動
な
ど
も
含

め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
既
述
し
た
ア
ル
ジ
ャ
ー
も
地
方
自
治
体
だ
け
で
は
な
く
人
々
も
含
め
た
多
様
な
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
を
検
討
の
射

程
に
含
め
て
捉
え
て
い
る
⑹

。

　

以
下
で
は
本
稿
に
お
け
る
検
討
の
視
点
、地
球
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
い
て
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
が
台
頭
し
た
背
景
、ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー

の
役
割
、
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
取
り
組
み
事
例
の
順
に
検
討
し
、
最
後
に
今
後
の
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
。

二
、
検
討
の
視
点
　

　

ま
ず
本
稿
の
検
討
の
視
点
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。　

　

第
一
の
検
討
の
視
点
は
地
球
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
で
あ
る
。
地
球
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
は
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
地
球
環
境
問
題
が

交
錯
す
る
領
域
で
あ
り
、
そ
の
根
底
に
は
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
概
念
が
指
摘
さ
れ
よ
う
⑺

。
地
球
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
は
、
地
球

環
境
問
題
の
解
決
に
向
け
て
、
国
家
ア
ク
タ
ー
だ
け
で
は
な
く
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
企
業
、
国
際
機
構
な
ど
公
私
に
わ
た
る
「
多
様
な
ア
ク
タ
ー
」

が
持
続
可
能
な
発
展
な
ど
の
「
規
範
」
を
共
有
し
、「
多
様
な
方
法
」
で
協
調
を
試
み
る
プ
ロ
セ
ス
や
枠
組
み
で
あ
る
⑻

。
こ
う
し
た
定
義

か
ら
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、地
球
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
考
え
る
に
あ
た
り
、多
様
な
ア
ク
タ
ー
の
存
在
は
重
要
な
構
成
要
素
と
な
る
。
グ
ロ
ー

バ
ル
な
問
題
は
全
て
の
人
々
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
た
め
、
国
家
ア
ク
タ
ー
だ
け
で
は
な
く
、
多
様
な
ア
ク
タ
ー
の
声
を
グ
ロ
ー
バ
ル
・

ガ
バ
ナ
ン
ス
に
反
映
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
地
球
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
ア
ク
タ
ー
の
多
様
性
は
様
々
な
研
究
に
よ
り
指

摘
さ
れ
て
い
る
⑼

。
特
に
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
企
業
の
役
割
は
地
球
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

ポ
ー
ル
・
ワ
プ
ナ
ー
（Paul W

apner

）
は
グ
リ
ー
ン
ピ
ー
ス
や
地
球
の
友
と
い
っ
た
環
境
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
国
境
横
断
的
に
活
動
す
る
こ
と
に
よ
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り
世
界
市
民
政
治
（w

orld civic politics

）
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
⑽

。
本
稿
で
検
討
す
る
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
は
地
球

環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
い
て
活
動
す
る
多
様
な
ア
ク
タ
ー
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
、
検
討
を
行
っ
て
い
く
。

　

第
二
に
地
球
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
行
き
詰
ま
り
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
気
候
変
動
問
題
の
例
に
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
気
候
変
動
問

題
に
つ
い
て
は
国
際
レ
ジ
ー
ム
と
し
て
国
連
気
候
変
動
枠
組
条
約
（
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
：U

nited N
ations Fram

ew
ork Convention on 

Clim
ate Change

）
と
京
都
議
定
書
が
あ
げ
ら
れ
る
。
一
九
九
二
年
に
採
択
さ
れ
た
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
は
一
九
九
五
年
よ
り
毎
年
締
約
国
会
議

（
Ｃ
Ｏ
Ｐ; Conference of the Parties

）を
開
催
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
九
七
年
の
Ｃ
Ｏ
Ｐ
３
に
お
い
て
京
都
議
定
書
が
採
択
さ
れ
た
。

京
都
議
定
書
で
は
気
候
変
動
の
原
因
と
な
る
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
削
減
に
関
し
て
、
数
値
目
標
を
設
け
て
い
る
。
先
進
国
は
二
〇
〇
八
年

か
ら
二
〇
一
二
年
ま
で
に
一
九
九
〇
年
比
で
五
％
削
減
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
現
在
は
い
わ
ゆ
る
ポ
ス
ト
京
都
議
定
書
の
国
際
枠
組
み

に
関
し
て
国
際
交
渉
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
国
際
交
渉
で
は
二
〇
一
三
年
以
降
の
気
候
変
動
問
題
に
対
応
す
る
た
め
の
国
際
枠
組
み
の
あ

り
方
に
つ
い
て
議
論
が
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
国
家
間
の
利
害
対
立
の
た
め
国
際
交
渉
の
現
状
は
厳
し
く
、
気
候
変
動
問
題
の
解
決
に
有
効
な

国
際
枠
組
み
の
構
築
は
困
難
に
直
面
し
て
い
る
⑾

。
こ
う
し
た
行
き
詰
ま
り
の
状
況
の
中
で
国
家
間
の
枠
組
み
と
は
別
に
、様
々
な
ア
ク
タ
ー

に
よ
る
自
主
的
な
取
り
組
み
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
気
候
変
動
問
題
へ
の
対
応
に
あ
た
っ
て
、
国
家
間
の
交
渉
に
よ
り
包
括
的
な
合
意
を
目

指
す
よ
り
、
様
々
な
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
自
主
的
な
取
り
組
み
を
積
み
重
ね
る
方
法
を
採
用
し
た
方
が
政
治
的
な
実
行
可
能
性
が
高
い
と
い
う

指
摘
も
あ
る
⑿

。
後
述
す
る
が
、
気
候
変
動
問
題
に
関
し
て
国
家
ア
ク
タ
ー
よ
り
も
先
行
し
た
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
取
り
組
み
が
な

さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
を
地
球
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
行
き
詰
ま
り
を
克
服
す
る
可
能
性
を
有
す
る
ア
ク
タ
ー
と
し
て

捉
え
、
そ
の
意
義
に
関
し
て
検
討
を
行
う
。

三
、
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
台
頭
の
背
景
　

　

次
に
な
ぜ
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
が
台
頭
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
そ
の
背
景
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
地

球
環
境
の
領
域
に
か
か
わ
る
問
題
、
国
際
社
会
の
変
化
に
か
か
わ
る
問
題
に
わ
け
て
考
察
す
る
。
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（
一
）
地
球
環
境
の
領
域　

　

地
球
環
境
の
領
域
に
お
け
る
背
景
と
し
て
第
一
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
地
球
環
境
問
題
の
性
質
で
あ
る
。
気
候
変
動
、
オ
ゾ
ン
層
破
壊
な
ど

の
地
球
環
境
問
題
は
そ
の
影
響
が
国
境
を
越
え
て
波
及
す
る
と
い
う
越
境
的
な
性
質
を
有
す
る
。
そ
の
た
め
地
球
環
境
問
題
へ
の
取
り
組
み

は
一
国
だ
け
で
は
対
応
で
き
ず
、
多
国
間
で
協
力
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
国
家
ア
ク
タ
ー
だ
け
で
は
な
く
非
国
家
ア
ク
タ
ー
も
含

め
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
国
際
社
会
全
体
で
対
応
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
加
え
て
地
球
環
境
の
影
響
は
ロ
ー
カ
ル
な
場
に
及
ぶ
。
そ
し

て
そ
の
影
響
は
地
域
ご
と
に
異
な
る
。
あ
る
地
域
で
は
地
球
環
境
の
影
響
が
よ
り
深
刻
な
形
で
現
れ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
を
ロ
ー
カ
ル

で
解
決
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
地
球
環
境
の
影
響
を
直
接
受
け
る
ロ
ー
カ
ル
な
場
で
対
応
し
て
い
く
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
の
役
割

が
着
目
さ
れ
て
い
る
⒀

。
ま
た
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
は
そ
の
地
域
の
状
況
に
通
じ
て
い
る
た
め
、
経
済
、
社
会
、
文
化
、
地
理
的
状
況
に
適

合
し
た
現
実
的
な
解
決
策
を
構
築
で
き
る
立
場
に
あ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
⒁

。

　

第
二
の
背
景
は
地
球
環
境
の
領
域
に
お
い
て
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
の
重
要
性
を
確
認
す
る
国
際
規
範
が
生
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
点
で
あ
る
。

一
九
九
二
年
の
地
球
サ
ミ
ッ
ト
で
は
ア
ジ
ェ
ン
ダ
21
の
第
三
セ
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
主
要
グ
ル
ー
プ
の
役
割
の
強
化
に
関
す
る
言
及
が
な
さ

れ
て
い
る
⒂

。
持
続
可
能
な
発
展
を
実
現
す
る
上
で
国
家
ア
ク
タ
ー
だ
け
で
は
な
く
、
様
々
な
ア
ク
タ
ー
の
関
与
が
必
要
と
な
る
と
い
う
認

識
の
も
と
、
様
々
な
ア
ク
タ
ー
を
主
要
グ
ル
ー
プ
と
し
て
と
り
あ
げ
、
そ
の
重
要
性
を
明
記
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ロ
ー
カ

ル
ア
ク
タ
ー
は
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
女
性
、
若
者
、
先
住
民
、
労
働
団
体
、
農
業
従
事
者
、
経
済
産
業
界
、
科
学
技
術
界
と
と
も
に
主
要
グ
ル
ー
プ
の

一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ア
ジ
ェ
ン
ダ
21
で
提
起
さ
れ
た
問
題
は
地
域
に
根
ざ
し
て
お
り
、
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
の
参
加
が
目

的
達
成
の
た
め
の
決
定
的
な
要
素
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

二
〇
〇
二
年
の
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
ク
・
サ
ミ
ッ
ト
で
は
、
主
要
グ
ル
ー
プ
か
ら
な
る
マ
ル
チ
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
よ
る
対
話
の
プ
ロ
セ
ス
、

い
わ
ゆ
る
Ｍ
Ｓ
Ｄ
プ
ロ
セ
ス
が
設
け
ら
れ
た
。
ま
た
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
ク
・
サ
ミ
ッ
ト
の
様
々
な
成
果
で
は
マ
ル
チ
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
重

要
性
と
と
も
に
、
持
続
可
能
な
発
展
に
か
か
わ
る
諸
問
題
へ
の
取
り
組
み
に
お
い
て
マ
ル
チ
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

を
確
立
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
⒃

。
以
上
の
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
ク
・
サ
ミ
ッ
ト
に
関
し
て
、
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
は
マ
ル
チ
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
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ダ
ー
の
一
つ
と
し
て
含
ま
れ
、
地
球
サ
ミ
ッ
ト
か
ら
の
潮
流
を
継
承
し
て
い
る
。

　

更
に
、
二
〇
一
二
年
六
月
開
催
の
国
連
持
続
可
能
な
発
展
会
議
に
向
け
て
の
プ
ロ
セ
ス
で
も
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
の
役
割
が
確
認
さ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
の
重
要
性
、
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
を
持
続
可
能
な
発
展
に
関
す
る
意

志
決
定
の
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
に
全
面
的
に
統
合
す
る
必
要
性
を
認
め
て
い
る
⒄

。　
　

　

第
三
の
背
景
は
地
球
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
様
々
な
枠
組
み
に
お
い
て
非
国
家
ア
ク
タ
ー
の
関
与
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
点
で
あ
る
。
非
国

家
ア
ク
タ
ー
は
様
々
な
形
で
地
球
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
か
か
わ
る
⒅

。
例
え
ば
、
多
岐
に
わ
た
る
地
球
環
境
問
題
に
関
す
る
多
国
間
条
約
の

締
約
国
会
議
や
環
境
に
か
か
わ
る
国
際
機
構
の
会
議
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
、
多
国
間
条
約
や
国
際
機
構
の
事
務
局
の
業

務
に
か
か
わ
る
と
い
っ
た
形
態
が
あ
げ
ら
れ
る
⒆

。
こ
の
よ
う
な
国
家
主
導
の
地
球
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
へ
の
関
与
に
加
え
て
、
非
国
家
ア
ク

タ
ー
主
導
に
よ
る
地
球
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
枠
組
み
の
存
在
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
⒇

。
例
え
ば
、
森
林
管
理
協
議
会
（
Ｆ
Ｓ
Ｃ: Forest 

Stew
ardship Council

）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
Ｆ
Ｓ
Ｃ
は
森
林
の
環
境
保
全
に
配
慮
し
た
木
材
の
加
工
と
流
通
の
プ
ロ
セ
ス
を
認
証
す
る
非
政

府
の
国
際
機
構
で
あ
る
。
環
境
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
木
材
利
用
業
者
、
木
材
貿
易
業
者
、
森
林
保
有
者
、
先
住
民
お
よ
び
地
域
住
民
が
参
加
し
、

一
九
九
三
年
に
設
立
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
非
国
家
ア
ク
タ
ー
主
導
に
よ
る
枠
組
み
は
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
も
形
容
さ
れ

て
い
る
�

。

（
二
）
国
際
社
会
の
変
化　

　

次
に
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
台
頭
を
と
り
ま
く
よ
り
広
範
な
国
際
社
会
の
変
化
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

　

第
一
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
は
政
治
、
経
済
、
社
会
、
文
化
な
ど
の
様
々

な
側
面
で
国
境
を
越
え
た
相
互
の
連
関
が
増
大
す
る
こ
と
を
示
す
。
ま
た
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
時
間
と
空
間
の
圧
縮
と
定
義
す
る
論

者
も
い
る
。
例
え
ば
、
国
境
を
越
え
た
経
済
の
交
流
が
増
大
す
る
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の
情
報
の
交

流
が
増
大
す
る
情
報
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
、
理
念
や
考
え
な
ど
が
国
境
を
越
え
て
共
有
さ
れ
る
価
値
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
な

ど
が
あ
げ
ら
れ
る
�

。
ま
た
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
深
化
す
る
こ
と
で
、
様
々
な
国
際
レ
ジ
ー
ム
が
形
成
さ
れ
た
り
、
各
国
の
国
内
制
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度
が
改
革
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
、
単
に
交
流
が
増
大
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
国
際
レ
ベ
ル
、
国
内
レ
ベ
ル
な
ど
様
々
な
レ
ベ
ル
で
制
度

の
変
革
が
促
さ
れ
て
い
る
側
面
も
あ
る
。　

　

第
二
の
国
際
社
会
の
変
化
は
ア
ク
タ
ー
の
多
様
化
で
あ
る
。
冷
戦
終
焉
後
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
の
非
国
家
ア
ク
タ
ー
が
台
頭
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
構
築
に
関
与
し
て
き
て
い
る
。
ま
た
グ
ロ
ー
バ
ル
市
民
社
会
と
い
っ
た
用
語
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
�

。
例
え
ば
、
対

人
地
雷
禁
止
に
関
し
て
一
九
九
七
年
に
採
択
さ
れ
た
オ
タ
ワ
条
約
の
成
立
プ
ロ
セ
ス
で
は
地
雷
禁
止
国
際
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
（
Ｉ
Ｃ
Ｂ

Ｌ:International Cam
paign to Ban Landm

ines

）
と
い
う
Ｎ
Ｇ
Ｏ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
活
躍
が
指
摘
さ
れ
る
�

。
一
九
九
九
年
に
シ
ア
ト

ル
で
開
催
さ
れ
た
世
界
貿
易
機
関
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ: W

orld Trade O
rganization

）
の
閣
僚
会
合
で
の
抗
議
活
動
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
主
導
に
よ
る
経

済
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
抵
抗
し
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
ア
ク
タ
ー
台
頭
を
象
徴
す
る
出
来
事
と
な
っ
た
�

。　

　

こ
う
し
た
国
際
社
会
の
変
化
は
国
家
の
役
割
を
変
容
さ
せ
、
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
へ
の
注
目
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
例
え

ば
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
テ
ィ
の
議
論
は
こ
う
し
た
国
際
社
会
の
変
化
を
反
映
し
、
着
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
テ
ィ

は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の
情
報
通
信
技
術
の
発
達
に
よ
り
、
様
々
な
領
域
で
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
深
化
し
た
結
果
、
政
治
や
経

済
、
情
報
な
ど
が
集
積
す
る
場
と
し
て
シ
テ
ィ
が
注
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
�

。
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
テ
ィ
の
例
と
し
て
東
京
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
ロ
ン
ド
ン
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
テ
ィ
は
そ
の
規
模
か
ら
国
家
に
匹
敵
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

四
、
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
の
役
割
　

　

そ
れ
で
は
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。　

　

第
一
の
役
割
は
媒
介
役
で
あ
る
。
こ
の
役
割
に
は
様
々
な
側
面
が
あ
る
。
ま
ず
多
様
な
ア
ク
タ
ー
を
つ
な
ぐ
役
割
が
あ
げ
ら
れ
る
。
国
家

ア
ク
タ
ー
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
ア
ク
タ
ー
、
企
業
ア
ク
タ
ー
、
国
際
機
構
ア
ク
タ
ー
と
い
っ
た
多
様
な
セ
ク
タ
ー
の
ア
ク
タ
ー
を
つ
な
ぎ
、
い
わ
ゆ
る

マ
ル
チ
セ
ク
ト
ラ
ル
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す
る
�

。
次
に
国
際
規
範
と
国
内
規
範
を
つ
な
ぐ
役
割
で
あ
る
。
例
え
ば
、
コ
ン
ス
ト
ラ
ク

テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
論
者
で
あ
る
ア
ミ
タ
フ
・
ア
チ
ャ
リ
ヤ
（Am

itav Acharya

）
は
国
際
規
範
が
特
定
の
地
域
に
伝
搬
さ
せ
る
た
め
に
は
リ
ー
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ジ
ョ
ナ
ル
レ
ベ
ル
、
国
家
レ
ベ
ル
、
ロ
ー
カ
ル
レ
ベ
ル
の
規
範
に
適
応
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
し
、
国
際
規
範
を
受
容
す
る
側
が
既
存
の
規

範
の
中
に
新
た
な
規
範
を
取
り
込
ん
だ
り
、
適
応
さ
せ
た
り
す
る
複
雑
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
す
る
「
規
範
の
ロ
ー
カ
ル
化
（N

orm
 

localization
）」
が
重
要
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
�

。
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
に
関
す
る
国
際
規
範
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
既
述
し
た
が
、

ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
は
そ
う
し
た
国
際
規
範
を
国
内
規
範
や
ロ
ー
カ
ル
な
規
範
へ
と
組
み
替
え
て
い
く
役
割
を
果
た
し
て
い
く
。
更
に
後
述

す
る
が
、
様
々
な
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
同
士
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
も
あ
げ
ら
れ
る
。
な
お
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
を
含
め
た
多
様
な
ア
ク

タ
ー
が
イ
シ
ュ
ー
ご
と
に
グ
ロ
ー
バ
ル
レ
ベ
ル
、
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
レ
ベ
ル
、
国
家
レ
ベ
ル
と
い
っ
た
多
様
な
レ
ベ
ル
で
交
わ
り
合
う
様
相
を

マ
ル
チ
レ
ベ
ル
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
形
容
さ
れ
て
い
る
�

。
特
に
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ: European U

nion

）
の
研
究
を
中
心
に
マ
ル
チ
レ
ベ
ル
ガ

バ
ナ
ン
ス
の
実
態
を
分
析
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
の
役
割
は
推
進
役
で
あ
る
。
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
は
国
の
基
準
や
国
際
合
意
よ
り
も
厳
格
な
目
標
を
先
取
り
す
る
こ
と
に
よ
り
、
先

進
的
な
環
境
政
策
を
実
行
し
て
い
る
。
更
に
自
ら
実
施
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
、
他
の
ア
ク
タ
ー
に
も
先
進
的
な

政
策
を
採
用
す
る
よ
う
働
き
か
け
て
い
る
。
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
例
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
公
共
事
業
に
着
手
す
る
前
に
環
境
へ
の
影

響
を
評
価
す
る
と
い
う
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
日
本
で
は
一
九
九
七
年
に
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
法
が
成
立
し
て
い
る
。
ア
メ
リ

カ
で
は
既
に
一
九
六
九
年
の
国
家
環
境
政
策
法
で
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
の
と
比
べ
る
と
、
日
本
の
対
応
は
遅
れ
た
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ロ
ー
カ
ル
レ
ベ
ル
で
は
、
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
法
成
立
以
前
に
国
の
取
り
組
み
よ
り
も
先
行
し
、
環
境
ア
セ

ス
メ
ン
ト
条
例
を
施
行
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
川
崎
市
で
は
一
九
七
六
年
に
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
条
例
が
成
立
し
て
い

る
�

。

　

気
候
変
動
問
題
で
も
、
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
は
国
レ
ベ
ル
よ
り
も
先
行
的
な
政
策
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
こ
で
日
本
に
お
け

る
排
出
量
取
引
制
度
の
場
合
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
日
本
の
場
合
、
国
レ
ベ
ル
で
排
出
量
取
引
制
度
を
導
入
す
る
試
み
は
停
滞
し
て
い
る
。

民
主
党
は
削
減
義
務
の
伴
う
キ
ャ
ッ
プ
ア
ン
ド
ト
レ
ー
ド
型
の
排
出
量
取
引
の
導
入
を
試
み
た
が
、
現
在
は
実
質
的
に
凍
結
さ
れ
て
い
る
�

。

そ
の
一
方
で
、
東
京
都
な
ど
で
は
キ
ャ
ッ
プ
ア
ン
ド
ト
レ
ー
ド
型
の
排
出
量
取
引
制
度
を
先
行
的
に
導
入
し
て
い
る
。
東
京
都
は
二
〇
一
〇
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年
よ
り
環
境
確
保
条
例
で
こ
の
制
度
を
導
入
し
、
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
二
〇
〇
〇
年
比
で
二
五
％
削
減
す
る
と
い
う
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量

削
減
の
数
値
目
標
を
設
定
す
る
な
ど
積
極
的
な
気
候
変
動
政
策
を
展
開
し
て
い
る
�

。　
　
　

　

第
三
の
役
割
は
監
視
役
で
あ
る
。
既
述
し
た
よ
う
に
、
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
の
重
要
性
に
関
す
る
国
際
規
範
が
形
成
さ
れ
て
き
て
い
る
。

ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
は
そ
う
し
た
国
際
規
範
が
ロ
ー
カ
ル
な
場
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
の
状
況
を
監
視
す
る
役

割
を
果
た
す
。国
際
規
範
の
実
施
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
で
、当
該
の
国
際
規
範
の
有
効
性
を
高
め
る
こ
と
に
貢
献
し
て
い
る
。例
え
ば
、ロ
ー

カ
ル
ア
ク
タ
ー
は
既
述
し
た
ロ
ー
カ
ル
ア
ジ
ェ
ン
ダ
の
策
定
、
地
球
環
境
問
題
に
対
応
す
る
様
々
な
条
例
や
環
境
基
本
計
画
の
実
施
を
通
じ

て
監
視
の
活
動
を
行
う
�

。
ま
た
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の
方
法
を
通
じ
て
そ
の
実
施
状
況
を
公
表
す
る
こ
と
を

行
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
行
動
も
国
際
規
範
の
実
施
状
況
を
可
視
化
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
監
視
の
役
割
に
寄
与
し
て
い
る
と
い
え
よ

う
。

五
、
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
取
り
組
み

　

そ
れ
で
は
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
は
地
球
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
節
で
は

ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
取
り
組
み
の
現
状
に
つ
い
て
具
体
例
に
基
づ
き
な
が
ら
考
察
を
加
え
て
い
く
。

（
一
）
国
際
規
範
と
枠
組
み
の
形
成
と
波
及　

　

ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
の
取
り
組
み
を
見
て
い
く
際
に
重
要
な
の
は
、
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
に
関
す
る
国
際
規
範
が
形
成
さ
れ
、
波
及
し
て

い
る
点
で
あ
ろ
う
。
既
述
し
た
よ
う
に
地
球
サ
ミ
ッ
ト
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ21
で
は
一
九
九
六
年
ま
で
に
ロ
ー
カ
ル
ア
ジ
ェ
ン
ダ
を
策
定
す
る

こ
と
を
求
め
て
い
る
。
ア
ジ
ェ
ン
ダ
21
で
の
決
定
を
受
け
て
、
各
国
で
は
ロ
ー
カ
ル
ア
ジ
ェ
ン
ダ
を
策
定
す
る
こ
と
で
持
続
可
能
な
発
展
と

い
う
国
際
規
範
を
国
内
で
受
容
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
た
だ
ア
ジ
ェ
ン
ダ21
で
は
指
針
を
示
す
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

国
際
規
範
に
基
づ
き
ど
の
よ
う
に
具
体
的
な
行
動
計
画
を
策
定
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
各
国
、
各
地
域
の
ア
ク
タ
ー
の
取
り
組
み
に
委
ね
ら

れ
て
い
た
�

。　
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こ
こ
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
例
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
欧
州
委
員
会
の
環
境
総
局
が
一
九
九
〇
年
に
都
市
環
境
に
関
す

る
グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
を
発
表
し
た
。
一
九
九
三
年
に
は
第
五
次
環
境
行
動
計
画
を
決
定
し
て
い
る
。
第
五
次
環
境
行
動
計
画
で
は

一
九
九
二
年
の
地
球
サ
ミ
ッ
ト
を
受
け
て
、
持
続
可
能
な
発
展
の
実
現
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
そ
の
実
現
の
た
め
に
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
と

の
協
力
が
必
要
と
し
、
重
要
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
一
九
九
三
年
に
欧
州
持
続
可
能
な
都
市
・
自
治
体
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
展

開
さ
れ
た
。
一
九
九
四
年
に
第
一
回
欧
州
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
シ
テ
ィ
会
議
が
開
か
れ
、
そ
こ
で
オ
ー
ル
ボ
ー
憲
章
が
採
択
さ
れ
た
�

。

　

こ
の
憲
章
で
は
、
環
境
、
経
済
、
社
会
の
持
続
可
能
性
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
を
そ
の
理
念
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
持
続
可
能

性
は
主
と
し
て
環
境
と
経
済
の
二
つ
の
視
点
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
オ
ー
ル
ボ
ー
憲
章
で
は
環
境
、
経
済
、
社
会
の
三
つ
の
側

面
か
ら
捉
え
る
視
点
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
憲
章
で
示
さ
れ
た
持
続
可
能
性
に
関
す
る
視
点
は
二
〇
〇
〇
年
に
お
け
る
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発

目
標
（
Ｍ
Ｄ
Ｇ: M

illennium
 D

evelopm
ent Goals

）、
二
〇
〇
二
年
の
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
ク
・
サ
ミ
ッ
ト
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
く
。
ま

た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
に
関
す
る
規
範
の
形
成
を
通
じ
て
、
持
続
可
能
な
発
展
に
対
応
し
た
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
シ

テ
ィ
を
目
指
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
�

。

　

第
二
に
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
す
る
枠
組
み
が
形
成
さ
れ
て
き
て
い
る
点
に
注
目
す
る
。「
イ
ク
レ
イ
─
持
続
可
能

性
を
め
ざ
す
自
治
体
協
議
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｌ
Ｅ
Ｉ-Local Governm

ents for Sustainability

）」
は
そ
う
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
つ
と
し
て

注
目
さ
れ
る
。
イ
ク
レ
イ
は
一
九
九
〇
年
に
設
立
さ
れ
、
持
続
可
能
な
社
会
の
構
築
に
賛
同
す
る
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
が
参
加
し
、
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
形
成
す
る
。
イ
ク
レ
イ
は
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
に
様
々
な
領
域
の
環
境
政
策
に
関
す
る
情
報
提
供
を
行
う
、
中
央
政
府
へ
働
き
か

け
る
こ
と
、国
際
交
渉
な
ど
で
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
の
声
を
代
弁
す
る
と
い
っ
た
ロ
ビ
ー
活
動
を
行
う
、国
家
と
は
別
に
独
自
の
規
範
や
ル
ー

ル
を
形
成
す
る
と
い
っ
た
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
�

。

（
二
）
気
候
変
動
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
験　

　

こ
こ
で
は
気
候
変
動
問
題
に
関
す
る
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
の
取
り
組
み
を
み
て
い
く
。
現
在
の
気
候
変
動
問
題
の
現
状
に
つ
い
て
考
察
す

る
際
に
言
及
さ
れ
る
の
が
二
〇
〇
七
年
に
公
表
さ
れ
た
気
候
変
動
に
関
す
る
政
府
間
パ
ネ
ル
（
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ: Intergovernm

ental Panel on 
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Clim
ate Change

）
に
よ
る
第
四
次
評
価
報
告
書
で
あ
る
。
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
は
一
九
八
八
年
に
国
連
環
境
計
画
（
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｐ: U

nited N
ations 

Environm
ent Program

m
e

）
と
世
界
気
象
機
関
（
Ｗ
Ｍ
Ｏ: W

orld M
eteorological O

rganization

）
の
も
と
に
設
立
さ
れ
、
世
界
各

国
の
専
門
家
が
気
候
変
動
の
原
因
、
影
響
、
対
応
策
に
つ
い
て
検
討
し
、
定
期
的
に
報
告
書
を
公
表
し
て
い
る
。
二
〇
〇
七
年
の
報
告
書
で
は

気
候
変
動
の
原
因
と
な
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
増
加
は
経
済
活
動
と
い
っ
た
人
為
的
な
行
動
に
起
因
す
る
確
率
が
高
い
と
し
て
い
る
�

。

　

既
述
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
テ
ィ
の
議
論
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
経
済
活
動
が
活
発
に
行
わ
れ
、
気
候
変
動
を
悪
化
さ
せ
る

原
因
と
も
な
っ
て
い
る
の
が
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
テ
ィ
で
あ
る
。
国
際
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
関
（
Ｉ
Ｅ
Ａ : International Energy Agency

）
の

報
告
に
よ
る
と
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
が
原
因
で
排
出
さ
れ
る
二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
七
割
以
上
が
都
市
に
集
約
し
て
い
る
と
い
う
�

。
こ
う

し
た
観
点
か
ら
み
る
と
、
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
気
候
変
動
問
題
へ
の
取
り
組
み
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
を
削
減
し
、
気
候
変
動

問
題
の
解
決
へ
と
寄
与
す
る
可
能
性
も
有
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

ま
た
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
気
候
変
動
問
題
で
は
、
国
家
間
の
交
渉
に
よ
る
合
意
を
基
礎
と
し
た
多
国
間
条
約
と
い
う
国
家
中
心
の
枠
組

み
に
加
え
て
、
非
国
家
ア
ク
タ
ー
に
よ
り
様
々
な
取
り
組
み
が
並
行
し
て
い
る
。
マ
シ
ュ
ー
・
ホ
フ
マ
ン
（M

atthew
 J. H

offm
ann

）
は

そ
う
し
た
非
国
家
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
取
り
組
み
を
気
候
変
動
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
験
と
形
容
し
て
い
る
�

。

　

以
下
で
は
気
候
変
動
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
験
と
し
て
の
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
取
り
組
み
を
み
て
い
く
。

　

ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
取
り
組
み
と
し
て
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
イ
ク
レ
イ
に
よ
る
Ｃ
Ｃ
Ｐ
（Cities for Clim

ate Protection

） 

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
あ
る
。
イ
ク
レ
イ
が
実
施
す
る
こ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
参
加
し
た
自
治
体
は
、
気
候
変
動
の
原
因
と
な
る
温
室
効
果
ガ
ス

排
出
量
の
実
態
を
把
握
し
、
分
析
す
る
こ
と
、
削
減
目
標
や
行
動
計
画
を
策
定
し
実
行
す
る
こ
と
、
実
施
状
況
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
公
表
を

行
う
と
し
て
い
る
。
Ｃ
Ｃ
Ｐ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
は
北
米
地
域
を
中
心
と
し
、
全
世
界
で
一
〇
〇
〇
以
上
の
自
治
体
が
参
加
し
て
い
る
�

。

　

次
に
気
候
変
動
に
関
す
る
世
界
市
長
・
首
長
協
議
会
（
Ｗ
Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｃ: W

orld M
ayors Council on Clim

ate Change

）
が
あ
げ
ら
れ
る
。

Ｗ
Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
は
当
時
の
京
都
市
長
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
り
二
〇
〇
五
年
に
発
足
し
た
�

。
気
候
変
動
問
題
へ
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と

に
賛
同
す
る
自
治
体
の
リ
ー
ダ
ー
に
よ
る
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
で
あ
り
、
リ
ー
ダ
ー
た
ち
に
よ
り
国
際
協
力
を
行
う
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。
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二
〇
一
〇
年
に
メ
キ
シ
コ
シ
テ
ィ
で
開
催
さ
れ
た
世
界
市
長
・
首
長
気
候
サ
ミ
ッ
ト
（
Ｗ
Ｍ
Ｓ
Ｃ: W

orld M
ayors Sum

m
it on 

Clim
ate

） 

に
お
い
て
、
世
界
の
一
三
八
の
都
市
の
首
長
が
メ
キ
シ
コ
都
市
協
定
に
署
名
し
た
。
メ
キ
シ
コ
都
市
協
定
で
は
、
温
室
効
果
ガ

ス
の
排
出
の
自
主
的
な
削
減
、
緩
和
策
、
適
応
戦
略
な
ど
様
々
な
気
候
変
動
対
策
を
宣
言
し
て
い
る
�

。

　

第
三
に
世
界
大
都
市
気
候
先
導
グ
ル
ー
プ
（The Large Cities Clim

ate Leadership Group

） 

が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
Ｃ
40
と
呼
ば

れ
て
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
主
導
の
も
と
で
二
〇
〇
五
年
に
発
足
し
た
。
Ｃ
40
で
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
気
候
変
動
に
対
応
す
る
た
め
の
ロ
ー
カ
ル
な

行
動
を
約
束
し
て
い
る
。
日
本
か
ら
は
東
京
都
な
ど
が
参
加
し
て
い
る
�

。　

　

ま
た
排
出
量
取
引
に
関
す
る
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
あ
げ
ら
れ
る
。
周
知
の
ご
と
く
、
二
〇
〇
一
年
に
ア
メ
リ
カ

は
京
都
議
定
書
か
ら
離
脱
し
て
お
り
、
消
極
的
な
対
応
を
し
て
い
る
�

。
し
か
し
、
既
述
し
た
よ
う
に
州
レ
ベ
ル
で
は
気
候
変
動
問
題
に
関

し
て
先
進
的
な
政
策
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
�

。
ア
メ
リ
カ
で
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
が
代
表
的
な
例
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
そ
う
し
た
州
レ
ベ
ル
で
の
排
出
量
取
引
の
取
り
組
み
に
関
し
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
ロ
ー
カ

ル
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
、
西
部
気
候
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
（
Ｗ
Ｃ
Ｉ: W

estern Clim
ate Initiative

）、
中
西
部
地
域
温

室
効
果
ガ
ス
削
減
ア
コ
ー
ド
（
Ｍ
Ｇ
Ｇ
Ｒ
Ａ: M

idw
est Greenhouse Gas Reduction Accord

）、
東
部
の
州
が
中
心
と
な
っ
た
地
域
温

室
効
果
ガ
ス
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
（
Ｒ
Ｇ
Ｇ
Ｉ: Regional Greenhouse Gas Initiative

）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
他
に
も
、
例
え
ば
、

カ
ナ
ダ
は
二
〇
一
一
年
に
京
都
議
定
書
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
を
表
明
し
た
が
、
そ
の
一
方
で
ケ
ベ
ッ
ク
州
は
Ｗ
Ｃ
Ｉ
に
加
わ
り
、
二
〇
一
三

年
よ
り
排
出
量
取
引
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
�

。

　

以
上
で
示
さ
れ
る
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
ポ
ス
ト
京
都
議
定
書
に
向
け
た
国
際
的
な
潮
流
と
連
動
し
て
い
る
。
既

述
し
た
よ
う
に
、
Ｗ
Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
や
Ｃ
40
も
京
都
議
定
書
が
発
効
し
た
二
〇
〇
五
年
に
発
足
し
て
い
る
。
そ
し
て
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
に
よ
る

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
国
際
交
渉
の
プ
ロ
セ
ス
に
向
け
て
も
働
き
か
け
て
い
る
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
七
年
の
Ｃ
Ｏ
Ｐ
13
に
お
い
て
世
界
首
長
・
自

治
体
に
よ
り
気
候
変
動
防
止
合
意
文
書
が
合
意
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
書
で
は
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
を
世
界
全
体
で
二
〇
五
〇
年
ま
で
に

一
九
九
〇
年
比
で
六
〇
％
削
減
（
先
進
国
は
八
〇
％
削
減
）
と
い
う
数
値
目
標
を
達
成
で
き
る
枠
組
み
を
要
請
し
て
い
る
。
他
に
も
、
イ
ク
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レ
イ
で
は
ポ
ス
ト
京
都
議
定
書
に
関
し
て
、
世
界
都
市
・
自
治
体
連
合
（
Ｕ
Ｃ
Ｌ
Ｇ: U

nited Cities and Local Governm
ents

）
と
と

も
に
、
二
〇
一
三
年
以
降
に
空
白
期
間
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量

削
減
の
た
め
の
気
候
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
作
成
し
て
い
る
�

。

　

ま
た
二
〇
〇
九
年
Ｃ
Ｏ
Ｐ
15
の
際
の
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
合
意
、
二
〇
一
〇
年
Ｃ
Ｏ
Ｐ
16
の
際
の
カ
ン
ク
ン
合
意
の
成
果
の
一
つ
と
し
て
、

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
を
検
証
可
能
（M

easurable

）、
報
告
可
能
（Reportable

）、
測
定
可
能
（Verifiable

）
な
方
法
で
実
施
す
る

と
い
う
い
わ
ゆ
る
Ｍ
Ｒ
Ｖ
が
取
り
決
め
ら
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ポ
ス
ト
京
都
議
定
書
の
国
際
枠
組
み
に
お
い
て
は
Ｍ
Ｒ
Ｖ
を
実

施
す
る
こ
と
に
よ
り
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
削
減
の
実
効
性
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
�

。
イ
ク
レ
イ
は
ロ
ー
カ
ル
ア
ク

タ
ー
レ
ベ
ル
で
の
と
り
く
み
で
Ｍ
Ｒ
Ｖ
を
確
保
す
る
た
め
の
方
策
と
し
て
、
カ
ー
ボ
ン
都
市
気
候
レ
ジ
ス
ト
リ
を
立
ち
上
げ
て
い
る
�

。
既

述
し
た
メ
キ
シ
コ
都
市
協
定
で
も
カ
ー
ボ
ン
都
市
気
候
レ
ジ
ス
ト
リ
へ
の
参
加
に
言
及
し
て
い
る
。
カ
ー
ボ
ン
都
市
気
候
レ
ジ
ス
ト
リ
で
は
、

自
治
体
が
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
削
減
の
約
束
、
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の
目
録
、
緩
和
や
適
応
に
関
す
る
行
動
を
公
に
し
、
定
期
的
に
報

告
す
る
こ
と
を
奨
励
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
制
度
内
容
の
た
め
、
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
は
カ
ー
ボ
ン
都
市
気
候
レ
ジ
ス
ト
リ
に
参
加
す
る
こ

と
に
よ
り
、
気
候
変
動
問
題
へ
の
取
り
組
み
が
可
視
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
カ
ー
ボ
ン
都
市
気
候
レ
ジ
ス
ト
リ
は
既
述
し
た

地
球
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
の
役
割
の
中
で
も
監
視
役
に
資
す
る
も
の
と
な
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
他
に
も
、
ポ
ス
ト
京
都
議
定
書
の
論
点
と
し
て
適
応
の
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
は
気
候
変
動
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
影
響
へ
の
対
応

に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
も
適
応
の
問
題
に
対
応
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
Ｃ
Ｏ
Ｐ
17
で
は
、
同
時
に
ダ
ー
バ
ン
自
治
体

会
議
が
開
催
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
ダ
ー
バ
ン
適
応
憲
章
が
採
択
さ
れ
て
い
る
�

。
ダ
ー
バ
ン
適
応
憲
章
で
は
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
の
開
発

計
画
に
お
い
て
適
応
を
主
流
化
さ
せ
る
こ
と
、
気
候
変
動
の
影
響
や
脆
弱
性
の
評
価
を
行
う
こ
と
、
気
候
変
動
に
対
す
る
脆
弱
性
を
減
ら
す

た
め
に
統
合
的
、
包
含
的
そ
し
て
長
期
的
な
ロ
ー
カ
ル
適
応
戦
略
を
準
備
し
、
実
施
す
る
こ
と
な
ど
を
取
り
決
め
て
い
る
。

　

以
上
で
気
候
変
動
問
題
に
関
す
る
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
事
例
を
み
て
き
た
が
、
次
の
三
つ
の
点
を
特
徴
と
し
て

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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第
一
の
特
徴
と
し
て
、
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
先
進
国
の
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
点
を
指
摘
で
き

よ
う
。
例
え
ば
、
既
述
し
た
Ｃ
Ｃ
Ｐ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
つ
い
て
は
北
米
地
域
の
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
が
六
割
を
占
め
て
い
る
。
第
二
に
気
候

変
動
問
題
へ
の
対
応
に
あ
た
っ
て
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
重
視
す
る
な
ど
経
済
的
手
法
を
活
用
し
て
い
る
点
が
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
経

済
的
手
法
で
は
、
環
境
政
策
の
重
要
な
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
一
つ
で
あ
り
、
経
済
活
動
に
よ
り
環
境
破
壊
を
引
き
起
こ
す
原
因
と
な
っ
て

い
る
企
業
ア
ク
タ
ー
が
環
境
保
全
に
配
慮
し
た
行
動
を
と
る
た
め
に
、
環
境
税
な
ど
の
措
置
を
採
用
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ロ
ー
カ
ル

ア
ク
タ
ー
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
特
に
気
候
変
動
問
題
に
関
わ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
い
て
、
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
様
々
な
取
り

組
み
の
中
で
も
排
出
量
取
引
制
度
の
実
施
を
重
視
し
て
い
る
点
に
も
現
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
と
関
連
し
て
第
三
に
自
発
性
を
重
視
し
て
い
る
点
も
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
よ
う
。
環
境
政
策
を
実
施
す
る
手
法
と
し
て
規
制
的
手

法
と
非
規
制
的
手
法
が
あ
げ
ら
れ
る
�

。
前
者
は
環
境
保
全
の
た
め
に
汚
染
物
質
の
削
減
な
ど
の
ル
ー
ル
を
定
め
て
実
行
す
る
と
い
う
ト
ッ

プ
ダ
ウ
ン
的
な
手
法
で
あ
る
。
後
者
は
ル
ー
ル
に
頼
ら
ず
、
ア
ク
タ
ー
の
自
発
性
を
換
気
す
る
た
め
に
様
々
な
手
法
を
採
用
す
る
と
い
う
ボ

ト
ム
ア
ッ
プ
的
な
手
法
で
あ
る
。
既
述
し
た
経
済
的
手
法
も
非
規
制
的
手
法
に
分
類
さ
れ
る
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
に

よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
自
発
性
、
す
な
わ
ち
非
規
制
的
手
法
を
と
る
こ
と
に
よ
り
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
が
実
現
可
能
な
こ
と
を
積
み
上
げ
て

い
く
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。　

六
、
お
わ
り
に
　

　

以
上
で
本
稿
は
地
球
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
を
検
討
し
て
き
た
。
こ
こ
で
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
言
及
し
て
お

く
。　

　

第
一
は
地
球
環
境
問
題
解
決
へ
の
貢
献
で
あ
る
。
本
稿
で
の
検
討
で
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
取
り
組
み
、

ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
自
発
性
を
重
視
す
る
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
重
視
し
て
い
る
。
た
だ
そ
の
よ
う
な
ア
プ

ロ
ー
チ
で
地
球
環
境
問
題
の
解
決
に
貢
献
で
き
る
の
か
と
い
う
課
題
が
残
る
。
気
候
変
動
問
題
で
は
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
の
科
学
的
知
見
に
よ
り
示
さ
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れ
た
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
削
減
の
水
準
と
各
国
が
約
束
し
て
い
る
削
減
目
標
、
各
国
が
実
行
し
た
削
減
行
動
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
問
題
と

な
っ
て
お
り
、
メ
ガ
ト
ン
ギ
ャ
ッ
プ
と
呼
ば
れ
て
い
る
�

。
Ｃ
Ｏ
Ｐ
16
の
カ
ン
ク
ン
合
意
、
Ｃ
Ｏ
Ｐ
17
の
ダ
ー
バ
ン
合
意
で
示
さ
れ
た
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
各
国
が
で
き
る
こ
と
を
積
み
上
げ
て
い
く
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
ポ
ス
ト
京
都
議
定
書
の
議
論
に
お
い
て
、

こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
メ
ガ
ト
ン
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
取
り

組
み
も
、
自
主
的
な
政
策
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
を
削
減
で
き
る
政
策
を
採
用
し
、
気
候
変
動
問
題
の
解
決
へ
と
貢

献
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。　

　

第
二
は
国
家
と
の
関
係
、
中
央
政
府
と
の
関
係
で
あ
る
。
本
稿
で
は
様
々
な
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
の
中
で
も
地
方
自
治
体
に
焦
点
を
あ
て

て
検
討
を
行
っ
て
き
た
。
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
地
方
自
治
体
が
中
央
政
府
か
ら
ど
れ
だ
け
自
立
し
て
活
動
で
き
る
の
か
、
自
立
し
て

活
動
で
き
る
だ
け
の
権
限
や
資
源
は
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
特
に
発
展
途
上
国
な
ど
の
地
方
自
治
の
弱
い
国
で
は
自
立

し
て
活
動
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
本
稿
で
注
目
し
た
気
候
変
動
問
題
で
の
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
も
既
述
し
た
先
進
国
中
心
と
い
う
問
題
を
抱
え
て
い
る
。

　

第
三
は
国
家
主
導
の
地
球
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
変
革
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
稿
で
は
国
家
中
心
の
地
球
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
の

行
き
詰
ま
り
を
背
景
の
一
つ
と
し
て
注
目
し
、
国
家
間
の
取
り
組
み
と
並
行
し
て
試
み
ら
れ
て
い
る
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
と
り
あ
げ
た
。
こ
う
し
た
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
活
動
は
国
家
中
心
の
地
球
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
変
革
さ
せ
る
も
の
で
あ
ろ

う
か
。
本
稿
の
検
討
で
は
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
の
取
り
組
み
は
自
発
的
な
も
の
で
あ
り
、
国
家
中
心
の
地
球
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
対
し
て
優

位
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

た
だ
ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
の
活
動
に
よ
り
、
地
球
環
境
問
題
を
重
視
す
る
規
範
が
浸
透
す
れ
ば
、
国
家
ア
ク
タ
ー
は
浸
透
し
た
規
範
を
無

視
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
り
、
規
範
を
遵
守
し
た
行
動
を
採
用
す
る
よ
う
に
な
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
意
味
で
も
国

家
ア
ク
タ
ー
中
心
の
地
球
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
偏
重
す
る
の
で
は
な
く
、ロ
ー
カ
ル
ア
ク
タ
ー
な
ど
様
々
な
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
「
も
う
一
つ
」

の
地
球
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
可
能
性
を
注
視
し
て
い
く
必
要
で
あ
ろ
う
。



─ 96 ─

【
付
記
】
本
稿
は
平
成
二
三
年
度
科
学
研
究
費
基
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研
究
（
Ｃ
）「
公
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ロ
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⑺　

Jam
es G

ustav Speth, Peter M
. H

aas, G
lobal Environm

ental G
overnance （W

ashington: Island Press, 2006

）
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〇
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ェ
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憲
史
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〇
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仲
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築
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Ｇ
Ｏ
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Ｇ
Ｏ
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Ｏ
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司
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〇
年
、

一
九
五
─
二
四
四
頁
。 

⒇　

山
田
高
敬
「
公
共
空
間
に
お
け
る
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
可
能
性:　

多
様
化
す
る
国
際
秩
序
形
成
」
日
本
国
際
問
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〇
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�　

大
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亮
「
グ
ロ
ー
バ
リ
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ー
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ョ
ン
と
グ
ロ
ー
バ
ル
・
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バ
ナ
ン
ス
」
一
橋
大
学
法
学
部
創
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五
〇
周
年
記
念
論
文
集
刊
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委
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会
編
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変
動
期
に

お
け
る
法
と
国
際
関
係:

一
橋
大
学
法
学
部
創
立
五
十
周
年
記
念
論
文
集
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有
斐
閣
、
二
〇
〇
一
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、
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七
九
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九
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文
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、
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〇
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am

bridge, U
.K
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�　

足
立
研
幾
『
オ
タ
ワ
・
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対
人
地
雷
禁
止
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ー
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の
形
成
』
有
信
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、
二
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〇
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年

�　

横
田
匡
紀
「
Ｃ
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Ｏ
と
Ｎ
Ｇ
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」
宮
脇
昇
・
庄
司
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理
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書
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読
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筑

摩
書
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、
二
〇
〇
八
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、Saskia Sassen, "Local A

ctors in G
lobal Politics," C

urrent Sociology, Vol.52, N
o.4, 2004, pp.649-670.; Sim

on C
urtis, 

"G
lobal C

ities and the Transform
ation of the International System

," R
eview

 of International Studies,Vol.37, N
o.4, 2011, pp.1923-1947.

�　

三
浦
聡
「
ヘ
テ
ラ
ー
キ
カ
ル
・
ソ
サ
エ
テ
ィ:

世
界
政
治
に
お
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
権
威
」
日
本
国
際
政
治
学
会
編
『
国
際
政
治
』
一
三
二
号
、

二
〇
〇
三
年
、
五
八
─
七
六
頁
。

�　

A
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境
庁
が
環
境
ア
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ス
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ン
ト
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を
成
立
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
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、
抵
抗
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っ
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た
め
、
断
念
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て

い
る
。
例
え
ば
、
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弘
文
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光
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本
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〇
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Ｏ
２
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〇
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澤
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一
、
は
じ
め
に

　

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
カ
イ
ヌ
ー
（Kainuu

）
地
方
の
十
の
自
治
体
で
構
成
す
る
圏
域
に
、
広
域
政
府
を
設
置
す
る

行
政
実
験
が
行
わ
れ
て
い
る
。
基
礎
自
治
体
と
中
央
政
府
の
二
層
構
造
の
統
治
形
態
を
採
用
し
て
い
る
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
、
中
間
レ
ベ
ル

の
議
会
と
政
府
の
設
置
は
、
自
治
領
で
あ
る
オ
ー
ラ
ン
ド
を
除
い
て
初
め
て
の
試
み
で
あ
る
。
カ
イ
ヌ
ー
地
方
で
は
、
特
に
一
九
九
〇
年
代

以
降
、
深
刻
な
人
口
減
少
・
高
齢
化
と
失
業
が
進
行
し
、
打
開
策
を
見
い
だ
せ
ず
に
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
実
験
の
実
施
に
よ
っ

て
住
民
向
け
基
礎
サ
ー
ビ
ス
の
統
合
・
合
理
化
を
図
る
こ
と
、
地
域
発
展
の
推
進
力
と
な
る
こ
と
、
住
民
参
加
の
機
会
を
増
や
し
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
を
強
化
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。
実
験
開
始
か
ら
五
年
が
経
ち
、
財
政
運
営
手
法
の
改
革
と
サ
ー
ビ
ス
の
統
廃
合
に
よ
る
福
祉
サ
ー

ビ
ス
供
給
費
用
の
節
減
効
果
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
に
つ
い
て
も
一
定
の
成
果
が
み
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
地
域
発
展
を
促
す
た
め
の
諸
改
革
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
強
化
の
面
で
は
、
期
待
さ
れ
た
成
果
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
発
案

当
初
の
意
図
と
策
定
さ
れ
た
政
策
と
の
間
に
乖
離
が
生
じ
た
こ
と
に
、
理
由
の
一
つ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
論
文
は
、
カ
イ
ヌ
ー
行
政
実
験
の
政
策
の
発
案
か
ら
実
現
ま
で
の
過
程
を
意
思
決
定
過
程
の
主
要
ア
ク
タ
ー
に
注
目
し
な
が

ら
整
理
・
分
析
す
る
こ
と
で
乖
離
が
生
じ
た
要
因
を
説
明
し
、
こ
の
作
業
を
通
じ
て
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
政
策
形
成
・
決
定
過
程
の
一
側
面
を

提
示
す
る
。

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・
カ
イ
ヌ
ー
行
政
実
験
に
お
け
る
政
策
形
成
・
決
定
過
程
の
考
察

藪　

長　

千　

乃
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二
、
カ
イ
ヌ
ー
行
政
実
験
の
概
要

　

ま
ず
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
地
方
自
治
制
度
に
つ
い
て
説
明
し
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
行
政
実
験
の
概
要
を
述
べ
る
。

（
一
）
地
方
自
治
制
度
の
概
要

　

人
口
約
五
三
〇
万
人
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
は
三
三
六
（
二
〇
一
一
年
十
一
月
現
在
）
の
基
礎
自
治
体
ク
ン
タ
⑴

が
あ
る
（
以
下
、
自
治
体

と
い
う
）。
平
均
人
口
は
約
一
万
六
千
人
で
あ
る
が
、
人
口
規
模
の
中
央
値
は
五
、八
五
〇
人
で
、
人
口
五
千
人
以
下
の
小
規
模
自
治
体
が
三

分
の
一
以
上
を
占
め
る
。
ク
ン
タ
法
（Kuntalaki 365/1995

）
で
は
、
自
治
体
の
具
体
的
な
業
務
内
容
は
定
め
て
い
な
い
が
、
個
別
法

に
お
い
て
、
初
等
・
中
等
教
育
、
図
書
館
の
運
営
な
ど
の
教
育
・
文
化
サ
ー
ビ
ス
、
福
祉
・
保
健
サ
ー
ビ
ス
、
区
域
内
の
都
市
計
画
・
管
理

な
ど
が
自
治
体
の
業
務
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
業
務
は
自
治
体
の
自
由
な
活
動
に
任
せ
ら
れ
る
。
二
〇
一
一
年
の
地
方
政

府
の
歳
出
予
算
の
五
〇
％
が
福
祉
・
保
健
行
政
、
二
二
％
が
教
育
・
文
化
行
政
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
労
働
政
策
、
経
済
政
策
、
環
境
政
策
、

警
察
、
国
土
開
発
（
道
路
建
設
）、
高
等
教
育
、
防
衛
・
外
交
政
策
等
は
原
則
と
し
て
国
家
の
所
管
事
務
で
あ
る
。
地
方
に
お
け
る
国
家
所

管
事
務
は
、
全
国
に
設
置
さ
れ
た
十
五
の
産
業
交
通
環
境
セ
ン
タ
ー
が
担
当
す
る
。
と
は
い
え
、
各
自
治
体
も
行
政
運
営
の
維
持
・
安
定
の

た
め
に
地
域
活
性
化
、
産
業
誘
致
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

自
治
体
が
担
当
す
る
事
務
の
う
ち
、
一
定
程
度
の
人
口
規
模
が
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
自
治
体
で
、
自
治
体
共
同
事
業
体

（kuntayhtym
ä

）
を
形
成
し
、
主
に
福
祉
・
保
健
サ
ー
ビ
ス
や
教
育
・
文
化
サ
ー
ビ
ス
等
の
分
野
に
お
い
て
共
同
で
サ
ー
ビ
ス
を
供
給
し

て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
二
十
の
高
度
医
療
圏
、十
六
の
障
害
者
特
別
ケ
ア
圏
、十
八
の
地
域
開
発
圏
域
マ
ー
ク
ン
タ（m

aakunta.

以
下
、マ
ー

ク
ン
タ
と
い
う
。）
に
つ
い
て
は
、
圏
域
ご
と
の
共
同
事
業
体
の
形
成
と
域
内
自
治
体
の
参
加
が
義
務
付
け
ら
れ
る
。
マ
ー
ク
ン
タ
は
、
マ
ー

ク
ン
タ
連
合
（m

aakunta liitto

）
を
共
同
事
業
体
と
し
て
形
成
し
、
地
域
開
発
と
地
域
計
画
の
策
定
を
法
定
業
務
と
し
て
い
る
。
マ
ー
ク

ン
タ
連
合
に
は
各
自
治
体
の
代
表
者
で
構
成
す
る
議
会
が
設
置
さ
れ
る
。

（
二
）
カ
イ
ヌ
ー
地
方
と
行
政
実
験
の
概
要
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カ
イ
ヌ
ー
地
方
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
中
部
東
側
に
位
置
し
、
マ
ー
ク
ン
タ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
面
積
二
四
、四
五
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、

人
口
八
二
、〇
四
一
人
（
二
〇
一
〇
年
十
二
月
現
在
）
で
あ
る
。
域
内
最
大
の
自
治
体
で
あ
る
中
心
都
市
カ
ヤ
ー
ニ
市
（Kajaanin 

kaupunki
）
の
人
口
は
三
八
、一
三
九
人
（
同
）、
人
口
最
少
の
リ
ス
テ
ィ
ヤ
ル
ヴ
ィ
・
ク
ン
タ
（Ristijärven kunta

）
は
一
、五
一
二
人

で
あ
る
。
行
政
実
験
発
案
前
の
二
〇
〇
〇
年
時
点
の
失
業
率
は
十
九
・
四
％
で
、
全
国
平
均
の
約
二
倍
に
相
当
し
た
。
人
口
減
少
と
高
齢
化

が
急
速
に
進
行
し
、
そ
の
後
の
二
十
年
間
に
人
口
が
約
二
割
減
少
し
、
こ
れ
を
上
回
る
ス
ピ
ー
ド
で
労
働
人
口
が
縮
小
す
る
こ
と
も
予
測
さ

れ
て
い
た
。
一
人
あ
た
り
国
民
総
所
得
、
世
帯
の
可
処
分
所
得
も
全
国
最
低
水
準
に
あ
っ
た
。
教
育
修
了
段
階
は
全
国
平
均
を
下
回
り
、
成

長
傾
向
に
あ
っ
た
電
子
機
器
産
業
で
は
技
能
労
働
者
の
不
足
が
生
じ
る
な
ど
雇
用
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
の
問
題
も
発
生
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な

状
況
の
中
で
、
実
験
は
、
①
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
シ
ス
テ
ム
を
持
続
可
能
な
も
の
と
す
る
こ
と
、
②
地
域
発
展
の
前
提
条
件
と
な
る
起
業

環
境
の
整
備
、
雇
用
創
出
、
人
口
流
出
の
食
い
止
め
、
を
も
た
ら
す
こ
と
を
期
待
さ
れ
た [Airaksinen, Jäntti &

 H
averi, 2005]

。

　

実
験
に
あ
た
り
カ
イ
ヌ
ー
行
政
実
験
法
（Laki Kainuun hallintokokeilusta 343/2003

）
が
制
定
さ
れ
た
。
そ
の
目
的
は
、
マ
ー
ク

ン
タ
の
自
治
権
の
強
化
が
、
地
域
の
発
展
、
基
礎
サ
ー
ビ
ス
制
度
、
市
民
参
加
、
マ
ー
ク
ン
タ
と
中
央
政
府
の
関
係
、
基
礎
自
治
体
と
中
央

政
府
地
方
行
政
機
関
と
の
関
係
へ
与
え
る
影
響
を
把
握
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
内
容
は
、
直
接
選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
議
会
を
設
置
し
、

こ
れ
ま
で
基
礎
自
治
体
が
実
施
責
任
を
有
し
て
い
た
保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
保
育
サ
ー
ビ
ス
を
除
く
）
と
中
等
教
育
（
中
学
校
の
運
営
を
除

く
）
を
マ
ー
ク
ン
タ
政
府
の
事
業
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
。
同
時
に
、
マ
ー
ク
ン
タ
内
の
一
般
的
開
発
政
策
を
担
当
し
、
Ｅ
Ｕ
構
造
基
金
、

国
内
の
開
発
補
助
金
の
対
象
単
位
と
し
て
こ
れ
ら
を
計
画
、
申
請
、
使
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
実
施
期
間
は
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
一
二
年

ま
で
の
七
年
間
で
あ
る
。
域
内
の
自
治
体
の
う
ち
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
北
部
の
中
心
都
市
で
あ
る
オ
ウ
ル
市
と
の
空
間
的
・
経
済
的
結
び
つ
き

の
強
い
ヴ
ァ
ー
ラ
・
ク
ン
タ
（Vaalan kunta

）
が
参
加
を
辞
退
し
た
。

三
、
実
験
の
プ
ロ
セ
ス
と
成
果

（
一
）
発
案
か
ら
実
施
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
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き
っ
か
け
は
、
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
、
カ
ヤ
ー
ニ
市
で
開
か
れ
た
北
部
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
地
方
の
地
域
発
展
戦
略
セ
ミ
ナ
ー
に
お
け
る
、
当

時
の
首
相
パ
ー
ヴ
ォ
・
リ
ッ
ポ
ネ
ン
（Paavo Lipponen

）
の
発
言
で
あ
っ
た
。
前
夜
の
パ
ー
テ
ィ
で
産
業
衰
退
へ
の
打
開
策
を
要
請
さ

れ
た
リ
ッ
ポ
ネ
ン
は
、
翌
日
の
セ
ミ
ナ
ー
で
カ
イ
ヌ
ー
地
方
に
新
た
に
広
域
行
政
制
度
を
導
入
し
、
規
模
の
経
済
を
利
用
し
て
資
源
の
効
率

的
な
活
用
を
図
る
こ
と
を
示
唆
し
た
。
地
元
自
治
体
と
マ
ー
ク
ン
タ
連
合
が
す
ぐ
に
反
応
し
、
翌
月
に
は
当
時
の
カ
イ
ヌ
ー
・
マ
ー
ク
ン
タ

議
会
に
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
設
置
し
、
準
備
を
始
め
た [Piirainen n.d.]

。
半
年
後
の
〇
二
年
二
月
、
マ
ー
ク
ン
タ
連
合
、
国
の
地
方

出
先
機
関
、
カ
ヤ
ー
ニ
市
の
三
者
に
よ
り
、
マ
ー
ク
ン
タ
・
レ
ベ
ル
で
、
産
業
政
策
の
実
施
、
開
発
資
金
の
集
約
、
新
シ
ス
テ
ム
の
サ
ー
ビ

ス
生
産
に
取
り
組
む
こ
と
を
定
め
た
事
前
協
定
が
締
結
さ
れ
た
。
翌
月
、
内
務
省
は
カ
イ
ヌ
ー
行
政
実
験
の
検
討
を
閣
議
へ
提
出
し
た
。
閣

議
で
は
、
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
三
か
月
間
、
審
議
官
（selvitysm

ies

）
に
よ
り
実
施
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
、
九
月
中
に
法
案
の
準
備

を
し
、
十
月
の
国
会Eduskunta
へ
提
出
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。

　

六
月
二
八
日
、
審
議
官
提
案
が
内
務
省
へ
提
出
さ
れ
た
。
審
議
官
は
、
マ
ー
ク
ン
タ
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
強
化
が
必
要
で
あ
る
こ

と
を
強
調
し
た
う
え
で
、
①
直
接
選
挙
に
よ
る
マ
ー
ク
ン
タ
議
会
の
設
置
（
た
だ
し
、
各
自
治
体
選
出
議
員
に
一
議
席
以
上
を
割
り
当
て
る
）、

②
マ
ー
ク
ン
タ
参
事
会
の
目
的
別
分
割
（
基
本
参
事
会
及
びM

YR

参
事
会
の
設
置
）、
③
中
央
政
府
所
管
の
十
四
の
費
目
に
ま
た
が
る
カ

イ
ヌ
ー
地
方
関
係
予
算
の
集
約
、
④
経
済
・
産
業
政
策
の
マ
ー
ク
ン
タ
政
府
へ
の
移
管
、
⑤
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
一

部
の
供
給
、
高
校
・
職
業
学
校
運
営
の
マ
ー
ク
ン
タ
政
府
へ
の
移
管
な
ど
十
三
項
目
を
提
案
し
た
。
そ
し
て
、
〇
四
年
秋
に
実
施
さ
れ
る
統

一
地
方
選
挙
に
合
わ
せ
て
マ
ー
ク
ン
タ
議
会
選
挙
を
実
施
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。 [Perttunen 2002]

　

審
議
官
提
案
を
受
け
て
、
内
務
省
で
は
法
案
策
定
に
取
り
掛
か
っ
た
。
そ
の
後
の
法
案
策
定
過
程
は
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
大
学
教
授
や
自
治
体

協
会
代
表
者
を
参
考
人
と
し
、
内
務
省
職
員
と
関
係
省
庁
で
進
め
ら
れ
た
。
法
案
は
、
審
議
官
提
案
を
基
本
と
し
た
が
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

戦
略
と
開
発
政
策
に
つ
い
て
は
、
雇
用
産
業
省
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
進
行
中
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
実
験
対
象
事
業
か
ら
除
外
さ
れ
た
。
国

会
に
提
出
し
た
法
案
説
明
書
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
事
業
の
「
実
施
は
、
カ
イ
ヌ
ー
の
実
施
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
法
に
よ
る
対
応
が
必
要
な

こ
と
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
別
の
機
関
に
お
い
て
実
現
可
能
で
あ
り
、
こ
の
法
案
に
は
含
め
な
い
」
こ
と
と
さ
れ
た [Valtioneuvosto 
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2002] 
　

法
案
は
、
一
〇
月
一
八
日
に
国
会
へ
上
程
さ
れ
た
。
翌
週
二
三
日
の
審
議
で
は
、
担
当
大
臣
に
よ
る
法
案
説
明
の
後
、
野
党
を
中
心
に
地

元
出
身
議
員
が
質
問
に
立
っ
た
が
、
実
験
を
歓
迎
す
る
趣
旨
や
中
央
政
府
か
ら
カ
イ
ヌ
ー
へ
の
移
転
財
源
の
拡
大
な
ど
実
験
の
よ
り
徹
底
し

た
実
施
を
求
め
る
趣
旨
の
発
言
が
中
心
で
あ
っ
た
。
制
度
案
の
詳
細
に
つ
い
て
検
討
を
求
め
る
声
は
あ
っ
た
が
、
実
験
自
体
へ
の
反
対
意
見

は
な
か
っ
た[Eduskunta 2002.10.23]

。
そ
の
後
、
法
案
は
、
行
政
委
員
会
へ
送
付
さ
れ
た
。
憲
法
、
教
育
文
化
、
福
祉
保
健
、
労
働

平
等
の
各
委
員
会
か
ら
送
付
さ
れ
た
意
見
を
踏
ま
え
て
、
行
政
委
員
会
は
二
〇
〇
三
年
二
月
七
日
、
国
会
へ
意
見
書
を
提
出
し
た
。
意
見
書

で
ま
ず
触
れ
ら
れ
た
の
は
、
中
央
政
府
か
ら
の
移
転
財
源
の
使
用
に
か
か
る
カ
イ
ヌ
ー
・
マ
ー
ク
ン
タ
議
会
の
裁
量
範
囲
で
あ
っ
た
。
カ
イ

ヌ
ー
地
方
関
連
予
算
は
費
目
と
し
て
は
カ
イ
ヌ
ー
開
発
費
（Kainuun kehittäm

israha

）
と
し
て
一
つ
に
な
っ
た
も
の
の
、
使
用
は
マ
ー

ク
ン
タ
議
会
の
承
認
を
得
て
、
中
央
政
府
出
先
機
関
に
て
執
行
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
た [H

allintovaliokunta 2002]

。
二
月
一
〇
日
、

一
一
日
か
け
て
行
わ
れ
た
本
会
議
に
お
い
て
、
一
〇
八
対
七
二
で
委
員
会
意
見
書
が
採
用
さ
れ
た
。
二
月
一
七
日
、
二
回
目
の
審
議
に
お
い

て
法
案
は
異
議
な
し
で
可
決
さ
れ
た
。

　

法
成
立
後
、
行
政
実
験
準
備
組
織
が
設
置
さ
れ
た
。
〇
四
年
四
月
三
〇
日
に
は
、
域
内
全
自
治
体
議
員
に
よ
る
会
議
の
場
で
、
マ
ー
ク
ン

タ
政
府
の
正
式
名
称
、
業
務
内
容
、
組
織
、
財
政
・
財
産
の
所
有
、
検
査
、
終
了
に
つ
い
て
定
め
た
全
自
治
体
に
よ
る
カ
イ
ヌ
ー
・
マ
ー
ク

ン
タ
基
本
協
定
（Kainuun m

aakunnan perussopim
us

）
が
締
結
さ
れ
た
。
同
年
九
月
の
統
一
地
方
選
挙
に
合
わ
せ
初
の
マ
ー
ク
ン
タ

議
会
選
挙
実
施
が
実
施
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
翌
年
一
月
一
日
、
カ
イ
ヌ
ー
・
マ
ー
ク
ン
タ
政
府
が
誕
生
し
た
。

（
二
）
実
施
内
容

　

実
験
に
よ
っ
て
、
保
育
、
小
中
学
校
を
除
く
自
治
体
の
基
礎
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
が
マ
ー
ク
ン
タ
政
府
へ
移
管
さ
れ
た
。
初
期
医
療
と
高
度
・

救
急
医
療
が
統
合
さ
れ
、
保
健
セ
ン
タ
ー
の
長
期
療
養
病
床
は
高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
へ
移
管
さ
れ
た
。
ま
た
、
保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
拠
点
は
一
部
統
合
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
各
自
治
体
で
毎
日
行
わ
れ
て
い
た
医
学
的
検
査
や
レ
ン
ト
ゲ
ン
の
撮
影
が
、
週
に
一
、二
回
の
み
と

な
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
懸
念
さ
れ
て
い
た
初
期
医
療
や
療
養
病
床
、
健
康
診
断
等
を
担
当
す
る
保
健
セ
ン
タ
ー
は
こ
れ
ま
で
ど
お
り
各
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自
治
体
に
一
か
所
以
上
設
置
さ
れ
た
。
一
方
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
部
門
で
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
内
容
が
マ
ー
ク
ン
タ
域
内
で
統
一
さ
れ
、
高

齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
で
は
在
宅
で
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
を
原
則
と
し
た
。[Kainuun hallintokokeilun seurantaryhm

ä 2006]　

　

保
健
福
祉
部
門
の
財
政
方
式
が
変
更
さ
れ
た
。
実
験
前
の
高
度
医
療
圏
や
保
健
分
野
の
自
治
体
間
の
共
同
事
業
で
は
、
自
治
体
の
分
担
金

は
、
全
体
の
支
出
か
ら
割
り
返
し
て
請
求
・
精
算
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
費
用
抑
制
が
難
し
く
、
ま
た
自
治
体
の
個
別
の
財
政
事
情
に
配

慮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
新
し
く
導
入
さ
れ
た
の
が
、
各
自
治
体
が
収
入
の
一
定
割
合
（
六
十
％

前
後
）
を
マ
ー
ク
ン
タ
へ
支
払
い
、
そ
の
範
囲
で
支
出
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
収
入
ベ
ー
ス
の
予
算
算
定
方
式
で
あ
っ
た
。
こ
の
や
り
方

は
、
各
自
治
体
の
財
政
状
況
を
直
接
反
映
さ
せ
る
と
と
も
に
支
出
可
能
な
金
額
に
費
用
を
抑
え
、
こ
れ
ま
で
の
課
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で

き
た
。

　

ま
た
、
マ
ー
ク
ン
タ
政
府
に
は
、
職
業
高
校
と
一
般
高
校
の
運
営
、
専
門
学
校
・
生
涯
学
習
の
運
営
実
施
も
移
管
さ
れ
た
。
八
つ
あ
っ
た

一
般
高
校
は
、
生
徒
数
に
応
じ
て
開
校
で
き
る
分
校
型
高
校
（filiaalilukio

）
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
、
四
つ
の
常
設
高
校
に
加
え
て
四
つ
の

分
校
型
高
校
に
再
編
さ
れ
た
。
ま
た
、
職
業
高
校
と
専
門
学
校
・
生
涯
学
習
の
運
営
は
一
つ
の
組
織
に
統
合
さ
れ
た
。

　

中
央
政
府
の
カ
イ
ヌ
ー
地
方
に
お
け
る
支
出
は
、
原
則
と
し
て
す
べ
て
予
算
上
カ
イ
ヌ
ー
開
発
費
と
い
う
一
つ
の
費
目
に
統
合
し
、
そ
の

使
途
に
つ
い
て
は
担
当
官
庁
に
よ
る
マ
ー
ク
ン
タ
議
会
へ
の
提
案
に
基
づ
き
マ
ー
ク
ン
タ
議
会
が
決
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
カ
イ
ヌ
ー
行

政
実
験
法
第
十
条
）。
一
方
、
産
業
政
策
と
地
域
開
発
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
取
り
組
み
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

各
自
治
体
の
財
政
は
、
実
験
後
改
善
さ
れ
て
い
る
。
自
治
体
の
単
年
度
収
支
は
二
〇
〇
四
年
の
九
一
ユ
ー
ロ
（
一
人
当
た
り
）
の
黒
字
か

ら
〇
七
年
に
は
二
七
四
ユ
ー
ロ
（
同
）
ま
で
増
加
し
た
。
〇
八
年
に
は
、
過
去
五
年
間
で
初
め
て
置
換
投
資
額
を
上
回
っ
た
。[Kainuun 

hallintokokeilun seurantaryhm
ä 2010 : 35]

（
三
）
評
価

　

行
政
実
験
の
目
的
は
、第
一
義
に
は
マ
ー
ク
ン
タ
政
府
の
設
置
が
与
え
る
影
響
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、実
験
は
、公
共
サ
ー

ビ
ス
の
供
給
シ
ス
テ
ム
を
持
続
可
能
な
も
の
と
し
、
地
域
発
展
の
前
提
条
件
と
な
る
起
業
環
境
の
整
備
、
雇
用
創
出
、
人
口
流
出
の
食
い
止
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め
を
も
た
ら
す
こ
と
へ
の
期
待
か
ら
生
ま
れ
た
。
サ
ー
ビ
ス
提
供
単
位
を
広
域
化
す
る
こ
と
で
資
源
を
節
約
し
、
効
率
化
を
図
り
、
中
央
政

府
、
自
治
体
と
マ
ー
ク
ン
タ
連
合
・
事
業
共
同
体
の
三
つ
の
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
て
い
る
行
政
を
マ
ー
ク
ン
タ
政
府
に
集
中
さ
せ
れ
ば
、
重
複

行
政
に
よ
る
無
駄
を
省
き
地
域
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
戦
略
的
改
革
・
発
展
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

リ
ッ
ポ
ネ
ン
は
、
二
〇
〇
六
年
に
カ
ヤ
ー
ニ
市
で
開
か
れ
た
セ
ミ
ナ
ー
に
お
い
て
、
カ
イ
ヌ
ー
行
政
実
験
を
振
り
返
り
、
北
部
フ
ィ
ン
ラ

ン
ド
地
方
が
課
題
を
克
服
し
地
域
発
展
を
成
功
さ
せ
る
に
は
、
小
さ
な
自
治
体
の
資
源
を
集
中
さ
せ
る
と
と
も
に
、
地
方
に
財
源
の
使
用
の

決
定
権
を
強
化
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
当
初
の
ア
イ
デ
ア
で
は
、
産
業
政
策
を
中
心
に
す
べ
て
の
事
業
を

マ
ー
ク
ン
タ
に
移
行
さ
せ
る
は
ず
で
あ
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
物
事
の
決
定
権
が
遠
く
な
る
と
、
市
民
の
無
力
感
や
疎
外
感
が
増
幅
さ
れ

る
。
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
は
市
民
の
参
加
の
強
化
が
必
要
で
あ
り
、
マ
ー
ク
ン
タ
の
発
展
に
も
つ
な
が
る
と
述
べ
て
い
る [Lipponen, 

2006.11.28]

。
つ
ま
り
、
決
定
権
の
委
譲
と
市
民
参
加
の
強
化
が
、
実
験
の
重
要
な
鍵
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

実
験
の
成
果
を
み
る
と
、
基
礎
サ
ー
ビ
ス
の
マ
ー
ク
ン
タ
政
府
移
管
は
順
調
に
行
わ
れ
た
。
サ
ー
ビ
ス
の
質
や
費
用
、
住
民
満
足
度
で
は

お
お
む
ね
良
好
な
結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
産
業
政
策
や
地
域
開
発
と
そ
の
た
め
の
主
に
中
央
政
府
か
ら
の
移
転
に
よ
る
マ
ー
ク
ン

タ
政
府
へ
の
資
源
の
集
中
に
つ
い
て
は
、
目
立
っ
た
成
果
が
見
ら
れ
な
い
。
中
央
政
府
予
算
の
費
目
は
一
本
化
さ
れ
た
が
、
マ
ー
ク
ン
タ
政

府
の
裁
量
範
囲
と
な
る
資
金
は
、
そ
の
一
割
に
も
満
た
な
か
っ
た
。
マ
ー
ク
ン
タ
政
府
は
戦
略
的
改
革
・
発
展
の
た
め
の
財
源
と
権
限
を
得

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
市
民
の
関
心
も
高
ま
っ
た
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
こ
れ
ま
で
二
回
実
施
さ
れ
た
選
挙
で
は
、
マ
ー
ク
ン

タ
議
会
選
挙
の
投
票
率
は
自
治
体
議
会
選
挙
に
比
べ
て
低
い
。

　

な
ぜ
、
実
験
は
当
初
の
期
待
に
こ
た
え
ら
れ
る
制
度
と
し
て
実
現
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
行
政
実
験
の
発
案
か
ら
実
施
ま
で
の
政

策
形
成
・
決
定
過
程
に
関
与
し
た
主
な
ア
ク
タ
ー
の
機
能
に
着
目
し
て
検
討
す
る
。

　

四
、
権
限
と
財
源
を
め
ぐ
る
政
治
・
行
政
ア
ク
タ
ー
の
機
能

　

行
政
実
験
案
の
作
成
・
実
施
に
お
け
る
主
な
ア
ク
タ
ー
の
機
能
に
つ
い
て
、
中
央
‐
地
方
の
政
府
レ
ベ
ル
、
政
治
‐
行
政
の
ア
リ
ー
ナ
領
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域
に
着
目
し
な
が
ら
述
べ
て
い
く
。

（
一
）
中
央
レ
ベ
ル
の
政
治
・
行
政
ア
ク
タ
ー

　

実
験
法
の
準
備
段
階
に
お
い
て
、
中
央
政
府
官
僚
ら
は
計
画
の
実
施
に
対
し
て
消
極
的
で
あ
っ
た
。
マ
ー
ク
ン
タ
政
府
の
活
動
領
域
が
中

央
政
府
の
活
動
領
域
を
侵
す
の
で
あ
れ
ば
、
業
務
と
決
定
権
の
縮
小
に
よ
る
立
場
の
弱
体
化
を
お
そ
れ
た
中
央
官
僚
は
反
対
す
る
。
ま
た
、

カ
イ
ヌ
ー
地
方
だ
け
に
特
権
を
与
え
る
こ
と
は
、地
域
間
の
公
平
性
を
保
つ
た
め
に
も
、中
央
レ
ベ
ル
の
視
点
か
ら
は
望
ま
し
く
な
い
。
マ
ー

ク
ン
タ
政
府
の
行
政
執
行
能
力
へ
の
疑
念
も
マ
ー
ク
ン
タ
政
府
へ
の
権
限
・
財
源
の
移
譲
を
消
極
的
に
さ
せ
た
。[Pyykkönen, 2008, 

76]

マ
ー
ク
ン
タ
政
府
及
び
そ
の
準
備
組
織
の
担
当
能
力
へ
の
疑
念
と
、
マ
ー
ク
ン
タ
議
会
が
開
発
の
全
国
的
な
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
な
い

こ
と
へ
の
懸
念
も
あ
っ
た
。[Airaksinen, H

averi, Pyykkönen &
 Väisänen 2008]

審
議
官
提
案
の
策
定
過
程
で
は
、
産
業
政
策
部
分

に
つ
い
て
は
、
通
商
産
業
省
の
検
討
に
委
ね
ら
れ
、
法
案
作
成
の
最
終
段
階
で
、
実
験
か
ら
産
業
政
策
は
除
外
さ
れ
た
。

　

と
は
い
え
、
中
央
官
僚
は
実
験
に
積
極
的
に
反
対
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
カ
イ
ヌ
ー
の
お
か
れ
た
状
況
に
対
し
て
打
開
策
の
必
要
性

を
感
じ
て
い
た
。
こ
の
中
央
官
僚
た
ち
の
ニ
ー
ズ
を
敏
感
に
汲
み
取
っ
た
の
が
、
首
相
リ
ッ
ポ
ネ
ン
で
あ
っ
た
。
ハ
ヴ
ェ
リ
ら
に
よ
れ
ば
、

「
リ
ッ
ポ
ネ
ン
は
こ
こ
に
き
て
、
こ
の
変
化
へ
の
ニ
ー
ズ
に
気
付
き
、
こ
の
カ
イ
ヌ
ー
の
夢
（sininen ajatus

）
を
紹
介
し
た
。
こ
れ
が
実

現
に
向
け
た
第
一
歩
に
な
っ
た
」。「
そ
こ
に
は
、
カ
イ
ヌ
ー
自
身
が
変
わ
る
こ
と
へ
の
期
待
が
あ
っ
た
」
と
い
う [Airaksinen, Jäntti &

 

H
averi, 2005

：42]

。
前
述
の
よ
う
に
、
カ
イ
ヌ
ー
行
政
実
験
の
き
っ
か
け
は
、
当
時
の
首
相
リ
ッ
ポ
ネ
ン
の
一
言
で
あ
っ
た
。
思
い
つ

き
の
よ
う
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
の
発
言
は
、
中
央
政
府
の
ニ
ー
ズ
を
敏
感
に
汲
み
取
り
、
実
施
に
向
け
た
強
力
な
後
押
し
と
な
っ
た
。 

[Airaksinen, Jäntti &
 H

averi, 2005 : 105]

一
方
、
実
験
の
発
案
か
ら
実
施
ま
で
の
過
程
に
置
い
て
の
国
会
議
員
た
ち
の
存
在
感
は
薄

い
。
ピ
ュ
ー
ッ
コ
ネ
ン
は
、
中
央
の
政
治
ア
リ
ー
ナ
に
登
場
す
る
政
治
家
の
発
案
で
あ
っ
た
ら
、
官
僚
た
ち
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
だ
ろ
う

と
い
う
。[Pyykkönen, 2008, 76]

法
案
の
国
会
本
会
議
で
の
審
議
で
は
、
地
元
選
出
の
野
党
議
員
ら
が
質
問
に
立
っ
た
が
、
実
験
を
歓

迎
し
、
む
し
ろ
徹
底
し
た
実
施
を
求
め
た
。
唯
一
批
判
的
な
論
調
で
あ
っ
た
の
は
、
リ
ッ
ポ
ネ
ン
の
所
属
政
党
社
会
民
主
党
議
員
に
よ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
社
民
党
議
員
オ
リ
ン
は
、
党
の
政
策
方
針
に
沿
っ
て
、
自
治
体
の
強
化
に
は
、
合
併
を
通
じ
た
自
治
体
の
人
口
規
模
の
拡
大
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や
平
準
化
が
寄
与
す
る
と
い
う
意
見
を
述
べ
た
が
、
リ
ッ
ポ
ネ
ン
の
音
頭
で
着
手
さ
れ
た
実
験
に
明
確
に
反
対
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

[Eduskunta 2002.10.23]

（
二
）
地
方
レ
ベ
ル
の
政
治
・
行
政
ア
ク
タ
ー

　

一
方
、
地
元
カ
イ
ヌ
ー
地
方
で
は
、
既
に
実
験
開
始
前
か
ら
小
規
模
自
治
体
で
は
福
祉
保
健
サ
ー
ビ
ス
が
限
界
に
達
し
て
い
た
。
そ
れ
ぞ

れ
隣
接
自
治
体
と
共
同
事
業
体
を
形
成
し
て
サ
ー
ビ
ス
確
保
に
取
り
組
ん
で
い
た
が
、
専
門
職
確
保
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
に
共
同
事
業
体

の
協
定
内
容
を
外
れ
て
サ
ー
ビ
ス
の
共
同
実
施
を
す
る
な
ど
、
法
に
反
す
る
状
況
も
生
じ
て
い
た
。
共
同
事
業
体
内
で
の
財
政
力
格
差
等
を

背
景
に
、
運
営
方
針
に
関
す
る
自
治
体
間
の
考
え
の
ず
れ
も
生
じ
て
い
た
。
マ
ー
ク
ン
タ
政
府
へ
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
移
管
は
、
サ
ー

ビ
ス
の
供
給
者
と
利
用
者
を
一
致
さ
せ
、
こ
う
し
た
意
見
の
ず
れ
を
解
消
し
、
不
満
を
公
正
に
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
問

題
解
決
に
つ
な
が
っ
た
。
そ
し
て
、
課
題
を
マ
ー
ク
ン
タ
民
と
し
て
の
対
等
な
立
場
か
ら
審
議
す
る
た
め
の
議
会
が
社
会
的
公
正
を
確
保
す

る
立
場
か
ら
も
必
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
人
口
流
出
の
中
で
、
自
治
体
の
存
続
可
能
性
も
危
ぶ
ま
れ
て
い
た
。
マ
ー
ク
ン
タ
に
基
礎
的
な

行
政
サ
ー
ビ
ス
を
移
行
さ
せ
る
行
政
実
験
は
、
自
治
体
が
そ
の
存
在
意
義
を
失
う
さ
ら
な
る
脅
威
で
も
あ
っ
た
。
行
政
実
験
は
、
地
元
自
治

体
に
と
っ
て
は
ジ
レ
ン
マ
と
な
っ
た
。

　

最
終
的
な
解
決
策
は
、
保
育
・
幼
児
教
育
と
小
中
学
校
の
運
営
を
除
く
す
べ
て
の
保
健
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
教
育
の
マ
ー
ク
ン
タ
移
管
で

あ
っ
た
。
内
務
省
は
法
案
作
成
段
階
に
お
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
関
す
る
自
治
体
の
主
体
的
責
任
を
維
持
し
、
一
部
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

み
を
マ
ー
ク
ン
タ
へ
移
行
さ
せ
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
た
。
し
か
し
、
カ
イ
ヌ
ー
連
合
、
各
自
治
体
は
、
逆
に
保
育
・
幼
児
教
育
と
小
中
学

校
の
運
営
の
み
を
自
治
体
へ
残
し
、
原
則
と
し
て
マ
ー
ク
ン
タ
へ
基
礎
サ
ー
ビ
ス
を
移
行
さ
せ
る
提
案
を
し
た
。
内
務
省
に
受
け
入
れ
ら
れ

な
か
っ
た
た
め
、
カ
イ
ヌ
ー
連
合
・
自
治
体
は
、
国
会
と
行
政
委
員
会
に
直
接
要
望
を
提
出
し
た
。

　

反
面
、
自
治
体
議
会
議
員
の
最
大
の
懸
念
は
、
マ
ー
ク
ン
タ
議
会
議
員
自
身
が
改
革
の
障
害
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
っ

た
。
マ
ー
ク
ン
タ
議
会
議
員
は
、
議
員
に
な
る
と
「
た
と
え
ば
、
サ
ー
ビ
ス
を
刷
新
し
よ
う
と
し
た
ら
、
厳
し
い
決
断
を
避
け
ら
れ
な
く
な

る
」
こ
と
に
対
し
て
、
不
安
を
感
じ
た
と
述
べ
て
い
る
。
自
治
体
の
財
政
が
今
後
厳
し
く
な
っ
た
場
合
、
マ
ー
ク
ン
タ
政
府
に
は
財
政
不
足
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が
生
じ
る
。
そ
の
と
き
に
、
マ
ー
ク
ン
タ
議
会
が
埋
め
合
わ
せ
る
た
め
の
負
担
を
自
治
体
に
要
求
す
る
決
断
が
で
き
る
か
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
。[Airaksinen, Jäntti &

 H
averi, 2005 : 50]

（
三
）
審
議
官
ペ
ル
ッ
ト
ゥ
ネ
ン
の
抵
抗
緩
和
措
置

　

こ
の
よ
う
な
中
央
政
府
・
自
治
体
双
方
が
一
種
の
抵
抗
感
を
持
つ
中
で
、
行
政
実
験
は
短
期
間
で
速
や
か
に
実
施
に
移
さ
れ
た
。
こ
れ
に

は
、
審
議
官
が
両
者
の
抵
抗
や
不
満
を
う
ま
く
緩
和
・
吸
収
す
る
装
置
を
実
験
の
骨
格
に
埋
め
込
ん
だ
こ
と
が
こ
と
が
寄
与
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。
審
議
官
ペ
ル
ッ
ト
ゥ
ネ
ン
（Juhani Perttunen

）
は
、
審
議
官
提
案
に
お
い
て
、
マ
ー
ク
ン
タ
政
府
の
活
動
が
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
、

ま
た
マ
ー
ク
ン
タ
連
合
と
同
様
に
地
域
開
発
法
に
基
づ
く
地
域
開
発
計
画
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
利
益
団
体
を
意
思
決
定
に
参
加
さ

せ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
政
府
執
行
部
に
相
当
す
る
参
事
会
を
処
理
案
件
の
分
野
別
に
三
種
類
に
分
け
て
設
置
す
る
こ
と
を
提
案
し
た 

[Perttunen 2002 : 23-24]

。
こ
の
ペ
ル
ッ
テ
ィ
ネ
ン
の
提
案
を
も
と
に
、
第
一
参
事
会
、
こ
れ
に
中
央
政
府
出
先
機
関
（
雇
用
産
業
セ

ン
タ
ー
、
環
境
セ
ン
タ
ー
、
道
路
圏
、
ラ
ー
ニ
庁
、
森
林
セ
ン
タ
ー
）
の
代
表
者
を
第
一
参
事
会
の
メ
ン
バ
ー
に
加
え
た
全
国
開
発
補
助
金

の
使
途
を
検
討
す
る
た
め
の
第
二
参
事
会
、
さ
ら
に
産
業
・
労
働
関
連
団
体
代
表
、
ヴ
ァ
ー
ラ
自
治
体
を
加
え
た
開
発
計
画
と
Ｅ
Ｕ
構
造
基

金
の
分
配
を
検
討
す
る
諮
問
機
関
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
第
三
参
事
会
が
設
置
さ
れ
た
。
参
事
会
の
分
割
に
よ
っ
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
産

業
政
策
や
地
域
開
発
に
つ
い
て
は
以
前
の
カ
イ
ヌ
ー
連
合
の
体
制
と
変
わ
ら
な
い
構
成
に
な
っ
た
。
ま
た
、
マ
ー
ク
ン
タ
政
府
の
意
思
決
定

に
公
式
に
中
央
政
府
の
地
方
出
先
機
関
が
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
も
整
え
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
中
央
政
府
の
抵
抗
が
一
定
程
度
解

消
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
四
）
事
務
局
長
レ
ス
キ
ネ
ン
の
牽
引
力

　

法
案
可
決
後
の
実
施
準
備
の
具
体
的
な
制
度
設
計
で
は
、
準
備
組
織
事
務
局
長
レ
ス
キ
ネ
ン
（H

annu Leskinen

）
が
牽
引
力
と
な
っ
た
。

レ
ス
キ
ネ
ン
は
、
カ
イ
ヌ
ー
高
度
医
療
圏
の
事
務
局
長
を
十
五
年
務
め
た
経
験
と
、
並
行
し
て
進
め
た
自
身
の
学
術
研
究
の
成
果
を
生
か
し
、

各
自
治
体
の
財
政
に
配
慮
し
、
か
つ
持
続
可
能
な
財
政
シ
ス
テ
ム
を
福
祉
保
健
サ
ー
ビ
ス
分
野
に
持
ち
込
ん
だ
。
ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
供
給
の

統
廃
合
を
図
り
つ
つ
も
、
各
自
治
体
に
サ
ー
ビ
ス
提
供
拠
点
を
確
保
す
る
こ
と
で
、
ア
ク
セ
ス
悪
化
に
つ
い
て
の
不
安
の
解
消
も
図
っ
た
。
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そ
し
て
、
実
施
ま
で
の
準
備
作
業
で
は
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
関
係
者
を
準
備
に
参
加
さ
せ
る
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
に
徹
し
、
関
係
者
の
不

安
や
不
安
を
解
消
し
て
い
っ
た
。
実
験
プ
ロ
セ
ス
と
成
果
に
関
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
で
は
、
コ
メ
ン
ト
の
七
割
以
上
が
準
備
過
程
の
成

功
要
因
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
で
あ
っ
た
と
い
う
。
準
備
組
織
が
「
実
に
う
ま
く
機
能
し
」
た
背
景
に
は
、
六
七
〇
人
を
巻
き
込
ん
だ
「
フ
ァ

シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
型
の
準
備
作
業
（laajakaistavalm

istelu

）⑵
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
「
地
方
公
務
員(viranhaltija)

た
ち
が
非
常

に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
」
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。[Airaksinen, Jäntti &

 H
averi, 2005 : 52]

。
レ
ス
キ
ネ
ン
は
そ
の
後
、
初
代
カ

イ
ヌ
ー
・
マ
ー
ク
ン
タ
長
を
務
め
る
こ
と
に
な
る
。

（
五
）
市
民
は
ど
こ
に

　

と
こ
ろ
で
、
行
政
実
験
の
発
案
か
ら
実
施
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
で
、
市
民
の
存
在
が
み
え
る
場
面
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
少
な
く
と
も
実
験
評

価
報
告
書
な
ど
の
政
府
公
式
資
料
に
は
、
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
市
民
団
体
な
ど
の
存
在
は
み
ら
れ
な
い
。
実
験
の
本
来
的
目
的
の
一
つ
に
意

思
決
定
過
程
へ
の
市
民
の
参
加
可
能
性
を
増
や
す
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
た
め
の
具
体
的
な
取
り
組
み
は
直
接
選
挙
に
よ
る

マ
ー
ク
ン
タ
議
会
の
設
置
以
外
に
見
当
た
ら
な
い
。
カ
イ
ヌ
ー
行
政
実
験
の
ア
イ
デ
ア
の
根
底
に
は
、
カ
イ
ヌ
ー
地
方
住
民
の
自
治
体
合
併

へ
の
反
対
が
あ
っ
た [Airaksinen, Jäntti &

 H
averi, 2005 : 105]

。
住
民
に
と
っ
て
、
マ
ー
ク
ン
タ
政
府
設
置
は
、
自
治
体
合
併
回
避

の
手
段
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

五
、
む
す
び
に
か
え
て

　

カ
イ
ヌ
ー
行
政
実
験
に
は
、
カ
イ
ヌ
ー
地
方
の
地
方
行
政
に
プ
ラ
ス
の
成
果
を
も
た
ら
し
た
領
域
も
あ
れ
ば
、
期
待
が
大
き
か
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
実
験
が
ほ
と
ん
ど
機
能
し
な
か
っ
た
領
域
も
あ
る
。
福
祉
保
健
分
野
と
教
育
分
野
に
お
い
て
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
統
合
・
合
理
化

が
図
ら
れ
た
が
、
そ
の
具
体
的
内
容
の
策
定
は
、
法
案
決
定
後
に
地
方
官
僚
（
準
備
組
織
事
務
局
長
）
が
経
験
と
政
策
形
成
技
術
、
専
門
的

知
見
を
駆
使
し
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
っ
て
進
め
た
。
一
方
、
産
業
政
策
・
地
域
開
発
に
つ
い
て
は
、
中
央
政
府
予
算
の
費
目
を
統
合
す

る
こ
と
で
行
政
実
験
の
趣
旨
に
沿
っ
た
形
式
を
整
え
つ
つ
も
、
実
質
的
に
は
カ
イ
ヌ
ー
政
府
に
予
算
配
分
の
裁
量
権
が
ほ
と
ん
ど
与
え
ら
れ
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ず
形
骸
化
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
中
央
官
僚
の
抵
抗
が
あ
っ
た
。
カ
イ
ヌ
ー
実
験
の
骨
格
は
、
大
統
領
補
佐
官
、
内
務
省
長
官
を
歴
任
し
た

高
級
官
僚
出
身
の
審
議
官
が
構
想
し
た
。
実
験
を
速
や
か
に
実
施
に
移
す
た
め
に
彼
の
埋
め
込
ん
だ
「
抵
抗
緩
和
装
置
」
が
、
産
業
政
策
・

地
域
開
発
へ
の
権
限
と
財
源
の
移
譲
を
形
骸
化
さ
せ
た
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
官
僚
が
政
策
形
成
・
実
施
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
る
。
そ
の
機
能
を
再
度
整
理
す
れ
ば
、
政
策
の
企
画
立

案
か
ら
形
成
・
実
施
過
程
の
実
務
と
そ
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
ま
で
を
担
っ
た
と
い
え
よ
う
。
特
に
地
方
レ
ベ
ル
に
お
け
る
政
策
形
成
で

は
、
地
方
官
僚
は
、
専
門
的
知
見
の
提
供
、
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
発
揮
、
実
務
作
業
に
そ
の
能
力
を
発
揮
し
た
。

　

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
に
官
僚
が
大
き
な
影
響
力
を
持
ち
、
多
様
な
能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
報
告
者
の
予
見
を
最

後
に
述
べ
て
結
び
に
か
え
た
い
。
こ
の
よ
う
な
官
僚
の
影
響
力
発
揮
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
特
に
地
方
行
政
に
共
通
し
て
み
ら
れ
よ
う
。
そ

の
理
由
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
地
方
自
治
制
度
が
参
事
会
制
を
採
用
し
て
お
り
、自
治
体
の
事
務
事
業
の
執
行
は
シ
テ
ィ

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
に
相
当
す
る
自
治
体
長
に
全
面
的
に
任
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
を
と
っ
て
い
る
。
自
治
体
長
は
、
参
事
会
の
推
薦
に
基
づ
き
自
治

体
議
会
が
指
名
す
る
が
、
公
募
制
を
と
り
、
応
募
者
の
キ
ャ
リ
ア
を
参
考
に
選
定
さ
れ
る
。
多
く
の
場
合
、
地
方
行
政
の
エ
リ
ー
ト
官
僚
が

指
名
さ
れ
、
多
く
の
自
治
体
長
は
他
の
自
治
体
長
や
自
治
体
幹
部
職
員
を
歴
任
し
て
い
る
。
自
治
体
長
は
参
事
会
の
議
長
と
な
り
、
議
案
や

予
算
案
を
議
会
に
上
程
す
る
参
事
会
で
最
も
重
要
な
役
割
を
担
う
。
制
度
的
に
そ
の
影
響
力
が
保
証
さ
れ
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
、
地
方
の

エ
リ
ー
ト
官
僚
の
能
力
で
あ
る
。
彼
ら
の
多
く
は
、
大
学
で
行
政
学
の
修
士
号
を
得
て
お
り
、
さ
ら
に
様
々
な
自
治
体
の
要
職
を
渡
り
歩
き
、

知
識
経
験
と
も
に
豊
富
な
一
種
の
専
門
性
を
備
え
て
い
る
。
ま
た
、
政
治
学
部
や
行
政
学
部
の
あ
る
大
学
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
大
学
時

代
か
ら
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
制
度
上
あ
る
い
は
構
造
上
の
理
由
が
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
地
方
行
政
に
お
け

る
官
僚
の
影
響
力
を
強
め
る
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。
⑶
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⑴　

現
在
の
地
方
自
治
制
度
で
は
、
基
礎
自
治
体
を
ク
ン
タ
と
い
う
。
し
か
し
、
自
治
体
の
名
称
に
は
、
名
前
の
後
に
、
カ
ウ
プ
ン
キ
（
市
に
相
当
）
と

ク
ン
タ
（
町
村
に
相
当
）
の
い
ず
れ
か
を
つ
け
る
。
カ
ウ
プ
ン
キ
と
ク
ン
タ
は
１
９
７
０
年
代
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
都
市
型
自
治
体
と
非
都
市
型
自
治
体
と

し
て
機
能
分
化
が
図
ら
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
制
度
上
の
差
異
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
ク
ン
タ
」
は
、
カ
ウ
プ
ン
キ
と
ク
ン
タ
の
両
者
を
さ
す
意

味
で
使
用
さ
れ
る
場
合
と
、
カ
ウ
プ
ン
キ
以
外
の
自
治
体
を
さ
し
て
使
用
す
る
場
合
が
あ
る
。
本
報
告
で
は
、
前
者
の
意
味
で
述
べ
る
場
合
「
自
治
体
」

と
表
記
し
、
後
者
の
意
味
で
述
べ
る
場
合
及
び
固
有
名
詞
の
場
合
「
ク
ン
タ
」
と
表
記
す
る
。
カ
ヤ
ー
ニ
自
治
体
は
、
カ
ヤ
ー
ニ
・
カ
ウ
プ
ン
キ

Kajaanin kaupunki

と
表
記
す
べ
き
で
あ
る
が
、
都
市
型
自
治
体
で
あ
る
意
味
合
い
を
、
か
つ
標
記
の
簡
素
化
を
図
る
た
め
カ
ヤ
ー
ニ
市
と
表
記
し
た
。

な
お
、
自
治
体
の
名
称
に
カ
ウ
プ
ン
キ
を
つ
け
る
か
ク
ン
タ
を
つ
け
る
か
は
自
治
体
議
会
で
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑵　

Laajakaisvalm
istelu

を
直
訳
す
る
と
、「
広
帯
域
の
準
備
作
業
」
で
あ
る
。
レ
ス
キ
ネ
ン
は
報
告
者
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
じ
た
際
に
、
こ
の
方

法
に
つ
い
て
、
実
験
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
や
立
場
の
人
を
で
き
る
だ
け
多
く
巻
き
込
む
こ
と
で
、
広
範
囲
の
人
た
ち
が
当
事
者
と
し
て
の
主
体

性
を
持
ち
、
反
対
の
人
に
も
一
定
の
理
解
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。
本
報
告
で
は
暫
定
的
に
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
型
と
表
現
し
た
。

⑶　

本
研
究
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
（
Ｂ
）
課
題
番
号2173012022
）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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は
じ
め
に

　
本
稿
の
目
的
は
、
ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ルAlexis de Tocqueville

（
一
八
〇
五
─
一
八
五
九
）
の
政
治
思
想
に
お
け
る
地
方

自
治
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
思
想
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
だ
が
、
同
時
に
彼
は
そ
の

危
険
性
に
気
付
き
、
そ
れ
を
警
告
し
た
思
想
家
で
も
あ
っ
た
。

　
本
稿
で
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
問
題
点
を
克
服
す
る
手
段
と
し
て
地
方
自
治
を
主
張
し
た
こ
と
を
紹
介
し
、
そ
の
規
範
的

意
味
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
加
え
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
観
と
共
同
体
観
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
地
方
自
治
の
現
場
で

あ
る
地
域
共
同
体
が
持
つ
規
範
的
性
格
に
つ
い
て
も
考
え
て
い
き
た
い
。

一
　
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社
会
認
識
　
〜
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
も
た
ら
す
危
機
〜

　
主
著
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
の
冒
頭
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
「
境
遇
の
平

等
」（égalité des conditions

）
を
意
味
し
て
い
た
。
⑴

　
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
政
治
体
制
を
指
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
的
だ
が
、

彼
の
い
う
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
政
治
に
と
ど
ま
ら
ず
、
広
く
社
会
全
般
に
適
用
さ
れ
る
概
念
で
あ
り
、
不
可
避
的
な
歴
史
的
趨
勢
と
し
て
の

平
等
化
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
い
う
。「
私
た
ち
の
歴
史
の
ペ
ー
ジ
を
繙
い
た
時
に
気
付
か
さ
れ
る
の
は
、
こ
の

市
民
的
主
体
性
と
地
方
自
治

杉
　
本

　
竜

　
也

─
─
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
に
お
け
る
地
方
自
治
の
意
義
─
─
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七
百
年
間
に
起
こ
っ
た
大
き
な
歴
史
的
な
出
来
事
の
う
ち
、
平
等
化
に
貢
献
し
な
か
っ
た
も
の
は
何
も
な
か
っ
た
こ
と
だ
」。
⑵

　
人
間
の
心

の
奥
底
に
は
平
等
に
対
す
る
強
い
思
い
入
れ
が
あ
る
た
め
、
過
去
の
出
来
事
は
い
ず
れ
も
平
等
化
を
目
指
し
て
い
た
か
ど
う
か
に
関
わ
ら
ず
、

さ
ら
に
い
え
ば
平
等
化
に
抵
抗
し
て
い
た
人
の
行
為
さ
え
、
結
果
と
し
て
平
等
化
に
資
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は

「
そ
れ
故
、境
遇
の
平
等
の
漸
進
的
な
進
展
は
神
の
御
業
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
特
徴
的
な
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
普
遍
的
で
持
続
的
で
あ
り
、

日
を
追
う
ご
と
に
人
間
の
力
が
及
ば
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
そ
の
発
展
に
奉
仕
し
て
い

る
の
で
あ
る
」
⑶

　
と
考
え
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
不
可
避
性
を
受
容
し
、
そ
れ
を
前
提
と
し
た
政
治
学
の
構
想
に
思
い
至
っ
た
。

　
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
「
個
人
主
義
」（individualism

e

）
と
い
う
形
で
人
々
の
内
面
に
変
化
を
も
た
ら
す
。「
個
人
主
義
は
思
慮
深
く
、
穏

や
か
な
感
情
で
あ
る
。
し
か
し
、
市
民
を
同
胞
の
集
団
か
ら
孤
立
さ
せ
、
家
族
や
友
人
た
ち
と
共
に
引
き
こ
も
ら
せ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、

自
分
た
ち
だ
け
の
小
さ
な
社
会
を
作
り
、
大
き
な
社
会
を
放
棄
し
て
し
ま
う
」。
⑷

　
従
来
の
社
会
体
系
が
崩
壊
す
る
こ
と
で
、
人
間
は
伝
統

的
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
「
個
人
」
と
な
る
。
そ
の
個
人
が
放
り
出
さ
れ
る
の
が
「
社
会
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
人
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
巨

大
で
、
空
虚
で
あ
る
た
め
、
近
代
社
会
に
お
け
る
個
人
は
自
由
だ
が
、
極
め
て
孤
独
な
存
在
で
も
あ
る
。
セ
ー
レ
ン
・
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

Søren Kierkegaard

（
一
八
一
三
─
一
八
五
五
）
は
近
代
社
会
に
生
き
る
人
々
に
特
有
の
感
情
と
し
て
不
安
を
挙
げ
、「
不
安
は
自
由
の
眩め

暈ま
い

で
あ
る
」
⑸

　
と
い
っ
た
。
無
限
の
可
能
性
を
与
え
ら
れ
た
個
人
は
自
ら
の
主
体
的
責
任
に
よ
っ
て
そ
れ
を
全
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

彼
は
自
ら
に
課
せ
ら
れ
た
自
由
の
大
き
さ
に
た
じ
ろ
ぎ
、
そ
こ
に
不
安
と
い
う
感
情
が
生
じ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
「
不
安

の
う
ち
に
は
可
能
性
の
自
我
的
な
無
限
性
が
存
す
る
」
と
表
現
し
た
の
だ
が
、
同
時
代
を
生
き
た
ト
ク
ヴ
ィ
ル
も
類
似
し
た
社
会
観
・
人
間

観
を
持
っ
て
い
た
。

　
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
個
人
は
、
そ
の
社
会
的
無
関
心
の
た
め
に
他
者
と
有
機
的
な
人
間
関
係
を
構
築
す
る
契
機
を
見
出
せ
な
い
。
し

か
し
そ
の
一
方
で
彼
ら
は
無
限
の
自
由
に
怯
え
る
個
人
で
あ
り
、そ
の
不
安
か
ら
群
れ
集
い
、「
大
衆
」（m

asse

）
と
い
う
名
の
塊
（m

asse

）

を
形
成
す
る
。
不
安
を
凝
集
性
の
根
拠
と
す
る
大
衆
の
中
に
お
け
る
唯
一
の
価
値
基
準
は
、
多
数
性
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
あ
ら
ゆ
る
者

が
均
質
な
個
人
と
化
し
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
、
そ
れ
以
外
に
依
拠
で
き
る
も
の
は
何
ら
残
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
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「
多
数
者
の
暴
政
」（tyrannie de la m

ajorité

）
⑹

　
と
い
う
状
況
が
生
ま
れ
る
。
そ
し
て
多
数
者
の
意
思
が
何
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
で
は
、
統
治
者
も
多
数
者
の
欲
求
を
充
足
さ
せ
る
こ
と
以
外
に
自
身
の
地
位
を
確
実
に
す
る
術
は
な
い
。
そ
こ
で
「
よ
り
広
範
で

穏
和
、
そ
し
て
人
々
を
苛

さ
い
な

む
こ
と
は
な
い
が
堕
落
さ
せ
る
」
⑺

　
性
格
を
持
つ
「
民
主
的
専
制
」（despotism

e dém
ocratique

）
が
成
立
す

る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
姿
を
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

　
そ
の
よ
う
し
て
、
主
権
者
は
各
個
人
を
強
力
な
掌
中
に
お
さ
め
、
自
ら
の
流
儀
で
各
人
を
こ
ね
回
し
た
後
、
社
会
全
体
に
そ
の
腕
を
広

げ
る
。
複
雑
で
細
か
く
画
一
的
な
規
則
の
網
で
社
会
の
表
面
は
覆
わ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
独
創
的
な
精
神
や
最
も
強
靭
な
魂
も
群
衆
の
中

か
ら
抜
き
ん
出
て
、
姿
を
現
わ
す
こ
と
な
ど
か
な
わ
な
い
。
そ
れ
は
人
々
の
意
思
を
挫
き
は
し
な
い
が
、
柔
弱
に
し
、
弱
ら
せ
、
そ
し
て

抑
え
込
も
う
と
す
る
。
人
々
に
行
動
を
強
い
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
絶
え
ず
人
々
の
行
動
に
反
対
す
る
。
破
壊
は
し
な
い
が
、
新

し
く
何
ご
と
か
生
み
出
す
こ
と
を
妨
げ
る
。
高
圧
的
に
振
る
舞
う
こ
と
は
な
い
が
、
人
々
を
窮
屈
に
押
し
込
み
、
抑
圧
し
、
生
の
活
力
を

奪
い
取
り
、
愚
鈍
に
す
る
。
最
終
的
に
あ
ら
ゆ
る
国
民
を
臆
病
で
勤
勉
な
動
物
の
群
れ
の
よ
う
な
も
の
に
し
て
し
ま
い
、
そ
し
て
政
府
は

そ
の
牧
者
と
な
る
。
⑻

　　
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
統
治
者
は
、「
国
家
は
飢
え
た
人
々
に
パ
ン
を
与
え
、
病
人
に
治
療
と
ベ
ッ
ド
を
与
え
、
時
間
を
持
て
余
し
て

い
る
人
々
に
仕
事
を
与
え
る
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
存
在
と
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
悲
惨
に
対
す
る
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
救
い
主
」
⑼

　
で
あ
る
。
統
治

者
は
人
々
を
弾
圧
す
る
の
で
は
な
く
、
飼
い
馴
ら
す
。
抑
圧
的
存
在
と
し
て
忌
避
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
々
の
不
安
を
取
り
除
き
、

実
際
に
恩
恵
を
施
す
も
の
と
し
て
積
極
的
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
体
制
の
成
立
が
可
能
に
な
る
の
は
、
人
々
の
内
面
に
依
存
的
な
精

神
性
が
醸
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
と
す
る
西
欧
の
中
世
社
会
で
は
、
地
方
領
主
と
し
て
の
貴
族
や
教
会
、
職
能
団
体
、
自
治
都
市
と
い
っ
た
中
間
的
存

在
に
よ
っ
て
、
社
会
的
多
元
性
が
維
持
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
職
能
団
体
を
は
じ
め
と
す
る
中
間
団
体
の
多
く
は
同
業
者
に
よ
る
相
互
扶
助
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も
担
っ
て
い
た
た
め
、
そ
こ
で
は
社
会
的
・
政
治
的
連
帯
が
具
体
的
に
実
現
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
階
層
性
を
特
徴
と
す
る
封
建
社
会

だ
か
ら
こ
そ
存
在
し
え
た
こ
れ
ら
の
中
間
団
体
は
、
平
等
化
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。「
民
」
が
「
主
」
で
あ
る
は
ず
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
は
、

本
来
中
間
団
体
等
が
消
え
た
後
の
空
白
は
、
人
々
自
身
に
よ
っ
て
埋
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
市
民
と
し
て
の
主
体
性
を
喪
失

し
て
い
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
下
の
人
々
に
そ
れ
が
で
き
る
わ
け
も
な
く
、
民
主
的
専
制
が
社
会
的
・
政
治
的
連
帯
の
空
隙
を
埋
め
る
こ
と
に
な

る
。
つ
ま
り
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
平
等
化
に
よ
っ
て
「
個
」
を
形
成
す
る
と
同
時
に
そ
の
内
実
の
空
虚
化
を
進
め
、
結
果
的
に
抑
圧
的
で

専
制
的
な
「
統
合
」
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
所
与
の
慣
習
や
規
範
を
捨
象
し
て
導
か
れ
る
絶
対
的
な
個
人
と
い
う
像
を
析
出
し
た
。
近
代
と
い
う
時
代
は
そ
れ
を

歓
迎
し
、
社
会
契
約
説
に
代
表
さ
れ
る
近
代
の
政
治
思
想
は
こ
の
よ
う
な
人
間
観
に
立
っ
て
構
想
さ
れ
た
。
だ
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
自
身
の

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
分
析
を
通
し
て
、
一
個
人
と
し
て
の
人
間
の
弱
さ
を
指
摘
し
、
こ
の
脆
弱
な
人
間
が
生
み
出
す
も
の
は
決
し
て
自
由
で
平
等

な
政
治
社
会
な
ど
で
は
な
く
、
強
大
な
専
制
権
力
に
依
存
す
る
隷
属
的
社
会
で
あ
る
こ
と
を
鋭
く
見
抜
い
て
い
た
。

　
さ
ら
に
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
公
共
性
に
致
命
的
な
悪
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
見
通
し
て
い
た
。
公
共
性
は
「
他
者
」
な
し

に
は
決
し
て
成
立
し
え
な
い
概
念
だ
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
単モ

ノ一
化
傾
向
が
強
い
た
め
、
公
共
性
の
前
提
と
な
る
他
者
の
存
在
を
認
め
な
い
。

こ
こ
で
も
根
本
原
因
は
平
等
化
に
求
め
ら
れ
る
。
平
等
は
出
自
や
財
産
等
の
属
性
を
無
意
味
化
す
る
た
め
、
人
間
は
自
ら
の
存
在
を
確
認
す

る
た
め
の
条
件
を
見
失
い
、
そ
の
結
果
「
人
間
が
と
て
も
卑
小
で
、
極
め
て
似
通
っ
て
い
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
社
会
で
は
、
自
分
を
見
る
だ
け

で
直
ち
に
他
の
あ
ら
ゆ
る
人
々
を
見
る
の
と
同
様
に
な
っ
て
し
ま
う
」
⑽

　
と
い
う
均
質
的
で
画
一
的
な
社
会
が
登
場
す
る
。
そ
こ
で
の
唯

一
の
価
値
基
準
は
多
数
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
問
題
は
多
数
で
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
は
何
の
規
範
性
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

い
わ
ば
多
数
性
の
み
が
唯
一
の
価
値
と
さ
れ
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
社
会
と
は
、
公
共
性
の
成
り
立
た
な
い
無
規
範
社
会
な
の
で
あ
る
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
あ
き
ら
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
点
こ
そ
が
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
の
存

在
意
義
な
の
で
あ
り
、
真
骨
頂
で
あ
る
。
そ
れ
を
次
に
見
て
い
き
た
い
。
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二
　
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
考
え
る
自
治
の
本
義

　
既
述
の
通
り
、ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
よ
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
評
価
に
は
厳
し
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、だ
か
ら
と
い
っ
て
彼
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

を
否
定
し
た
と
考
え
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
最
も
優
秀
な
政
府
を
人
々
に
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ

れ
は
最
も
優
れ
た
政
府
で
も
な
か
な
か
実
現
で
き
な
い
こ
と
を
成
し
遂
げ
、
飽
く
こ
と
の
な
い
動
き
、
あ
り
余
る
ほ
ど
の
活
力
を
社
会
の
あ

ら
ゆ
る
場
面
に
行
き
渡
ら
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
な
け
れ
ば
産
み
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
適
当
な
環
境
が
わ

ず
か
で
も
整
え
ば
、
驚
く
べ
き
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
長
所
は
ま
さ
に
そ
こ
に
あ
る
」。
⑾

　
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と

い
う
社
会
状
態
は
是
非
を
論
じ
る
以
前
に
歴
史
的
必
然
で
あ
っ
て
、
人
間
の
精
神
を
堕
落
さ
せ
る
危
険
な
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
人
々
が
市

民
と
し
て
の
力
を
解
放
さ
せ
る
機
会
を
与
え
る
も
の
で
も
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
の
真
価
は
、
彼
が
警
戒
感
を
抱
き
つ
つ
も
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
の
持
つ
可
能
性
を
最
大
限
評
価
し
、
そ
こ
で
い
か
に
し
て
個
人
の
自
由
と
そ
の
尊
厳
を
守
り
、
増
進
す
る
か
と
い
う
困
難
な
課
題

に
果
敢
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
に
あ
る
。

　
さ
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
ア
メ
リ
カ
で
、
そ
こ
に
存
在
す
る
政
治
制
度
や
社
会
的
環
境
、
慣
習
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
欠
点
を
抑
制
し
、
長
所

を
引
き
出
す
よ
う
に
巧
み
に
機
能
し
て
い
る
様
子
を
目
撃
し
た
。
連
邦
制
は
市
民
と
し
て
の
自
由
が
実
現
さ
れ
や
す
い
小
国
と
国
家
全
体
の

安
定
性
が
実
現
さ
れ
や
す
い
大
国
の
双
方
の
長
所
を
併
せ
持
っ
て
い
る
⑿

。
二
院
制
は
法
律
を
二
段
階
で
審
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ

を
よ
り
慎
重
な
も
の
に
す
る
⒀

。
堅
固
な
司
法
制
度
は
公
益
の
立
場
か
ら
私
益
と
闘
い
、
法
律
家
の
持
つ
「
保
守
の
精
神
」（esprit de 

conservation

）
は
民
意
の
気
紛
れ
へ
の
歯
止
め
と
な
る
⒁

。
こ
れ
ら
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
単モ

ノ一
的
な
統
治
、
要
す

る
に
専
制
の
発
生
が
容
易
な
政
治
形
態
を
制
度
的
に
防
止
す
る
。

　
た
だ
、
こ
れ
ら
の
制
度
的
方
策
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
二
義
的
な
も
の
で
し
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
最
大
の
問
題
点

は
、
市
民
の
精
神
と
社
会
の
公
共
性
や
規
範
性
に
対
す
る
負
の
作
用
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
彼
の
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
を
巡
る
思
索
は
極
め
て
規
範
的
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
最
大
の
問
題
と
は
一
言
で
い
え
ば
人
々
の
市
民
的
主
体
性
の
喪
失
に
あ
る
。
そ
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こ
で
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
い
う
「
学
校
」
で
あ
る
。
歴
史
的
必
然
と
し
て
人
々
が
主
体
性
を
失
っ
て
い
く
と
す

る
な
ら
、
必
要
な
の
は
彼
ら
が
市
民
と
し
て
の
主
体
性
を
自
覚
し
、
そ
の
た
め
に
身
に
付
け
る
べ
き
知
識
や
経
験
を
習
得
す
る
た
め
の
機
会

で
あ
り
、
場
で
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
市
民
的
主
体
性
を
、
そ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
っ
て
再
生
す

る
こ
と
を
主
張
し
た
。
い
わ
ば
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
る
害
悪
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
徹
底
化
に
よ
っ
て
し
か
解
決
し
え
な
い
こ
と
を
訴
え
た

の
で
あ
っ
た
。「
学
校
」
は
そ
の
た
め
の
場
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
、地
方
自
治
が
最
も
重
要
な
「
学
校
」
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。

　
そ
の
前
に
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
考
え
の
中
で
「
政
治
に
関
心
が
あ
る
」
と
い
う
言
葉
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ

る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
日
、
そ
れ
は
国
政
や
中
央
の
政
局
、
国
際
政
治
に
対
す
る
興
味
と
解
す
る
の
が
一
般
的
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
し
か
し
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
適
当
で
は
な
い
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
絶
対
王
政
末
期
の
社
会
・
政
治
状
況
を
説

明
す
る
中
で
、
現
実
政
治
へ
の
関
与
を
阻
ま
れ
た
こ
と
へ
の
反
応
と
し
て
当
時
の
思
想
家
た
ち
が
社
会
や
政
治
を
観
念
的
に
思
索
し
た
こ
と

か
ら
生
ま
れ
た
「
文
学
的
政
治
学
」（politique littéraire

）
を
批
判
し
、
さ
ら
に
そ
れ
に
基
づ
い
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
政
権
に
よ
る
理
論
的
・

画
一
的
・
規
則
的
な
諸
施
策
を
「
お
ぞ
ま
し
い
光
景
だ
！
」
と
批
判
し
た
。
⒂

　
浮
世
離
れ
し
た
思
索
は
一
般
的
観
念
を
弄
ぶ
こ
と
に
つ
な

が
り
、
現
実
に
は
お
よ
そ
不
可
能
な
政
策
を
強
行
す
る
こ
と
に
躊
躇
い
を
失
わ
せ
る
。
非
現
実
的
な
観
念
は
理
想
化
さ
れ
る
こ
と
で
絶
対
性

を
獲
得
し
、
理
想
と
現
実
と
の
疎
隔
を
埋
め
る
た
め
に
暴
力
が
容
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
そ
の
典
型
で
あ
っ
た
。
こ
れ

に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
は
人
々
の
関
心
は
国
家
で
は
な
く
、
自
身
が
日
常
生
活
を
送
る
街
（com

m
une

）
に
向
い
て
い
る
。
人
々
は
そ

こ
で
の
自
治
活
動
に
加
わ
り
、
そ
こ
で
個
人
と
し
て
の
自
由
を
守
る
精
神
と
政
治
に
関
す
る
実
践
的
な
知
識
を
獲
得
す
る
。
人
々
は
観
念
に

遊
ぶ
前
に
、
日
々
発
生
す
る
細
々
と
し
た
事
態
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
否
応
な
く
社
会
の
主
体
と
し
て
行
動
が
彼
ら
に
は
求
め
ら
れ

る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
ア
メ
リ
カ
で
の
地
方
に
お
け
る
自
治
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
こ
の
よ
う
に
、
街
で
の
暮
ら
し
は
そ

の
一
瞬
一
瞬
が
人
々
の
中
に
存
在
を
示
し
て
い
る
。
日
々
自
ら
の
義
務
を
遂
行
し
た
り
、
権
利
を
行
使
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ

は
姿
を
現
わ
す
。
こ
の
よ
う
な
政
治
の
あ
り
方
は
絶
え
間
な
い
動
き
を
社
会
に
刻
み
付
け
る
が
、
同
時
に
穏
健
で
も
あ
り
、
社
会
を
必
要
以

上
に
混
乱
さ
せ
ず
に
揺
り
動
か
す
」。
⒃

　
地
方
自
治
は
社
会
と
政
治
の
活
性
化
と
安
定
化
を
実
現
す
る
。
革
命
を
経
験
し
た
フ
ラ
ン
ス
に
生
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を
享
け
た
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
重
要
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
自
由
な
人
々
の
力
が
存
在
で
き
る
の
は
地
域
に
お
い
て
な
の
だ
。
自
由
に
お
け
る
地
方
自
治
の
制
度
は
、
科
学
に
お
け
る
小

学
校
に
該
当
す
る
。
そ
れ
は
人
々
の
手
の
届
く
と
こ
ろ
に
自
由
を
も
た
ら
す
。
人
々
に
自
由
を
平
穏
に
行
使
さ
せ
、
そ
の
用
い
方
を
慣
れ

さ
せ
る
。
地
方
自
治
を
経
験
し
な
く
て
も
、
自
由
な
政
府
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
自
由
な
精
神
を
手
に
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
気
紛
れ
な
情
熱
や
一
時
の
利
害
、
あ
る
状
況
が
も
た
ら
す
偶
然
が
上
辺
だ
け
の
独
立
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　
し
か
し
、
社
会
の
内
部
に
押
し
込
め
ら
れ
て
い
る
専
制
は
い
ず
れ
姿
を
現
わ
す
だ
ろ
う
。
⒄

　
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
地
方
自
治
に
求
め
た
も
の
は
、
第
一
に
政
治
の
分
権
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
多
元
性
を
通
し
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に

起
因
す
る
単
一
的
な
社
会
・
政
治
構
造
の
拡
大
を
防
止
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
よ
り
期
待
し
た
の
は
、
地
方
自
治
の
持
つ
、
具
体
的

な
公
的
実
践
の
場
と
機
会
を
人
々
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
市
民
的
主
体
性
を
再
興
し
、
涵
養
す
る
効
果
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
ト
ク

ヴ
ィ
ル
に
お
け
る
地
方
自
治
は
単
な
る
政
治
上
・
行
政
上
の
制
度
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
極
め
て
規
範
的
な
意
義
と
機
能
を
有
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
地
域
共
同
体
は
、
人
々
が
市
民
的
主
体
性
を
回
復
す
る
場
で
あ
り
、
社
会
が
公
共
性
を
回
復
す
る
場
と
し
て
定
義

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

三
　
自
己
統
治
の
場
と
し
て
の
地
方
自
治
　
〜
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

　
共
同
体
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
定
義
が
提
示
さ
れ
て
き
た
。
⒅

　

フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
・
テ
ン
ニ
エ
スFerdinand Tönnies

（
一
八
五
五
─
一
九
三
六
）
は
親
密
な
近
隣
関
係
に
代
表
さ
れ
る
「
生
き
た
有
機
体
」
と
し
て
の
「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
」（Gem

einschaft

）

と
、「
公
共
生
活
」（Ö

ffentlichkeit

）
や
「
世
間
」（W

elt

）
と
も
言
い
換
え
可
能
な
「
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
」（Gesellschaft

）
と
い
う
定

義
を
提
起
し
た
。
⒆

　
ま
た
、
ロ
バ
ー
ト
・
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ーRobert M

orrison M
acIver

（
一
八
八
二
─
一
九
七
〇
）
は
町
や
地
方
、
国
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と
い
っ
た
具
体
的
な
共
同
生
活
の
領
域
を
指
す
概
念
で
あ
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」（com

m
unity

）
と
、
共
同
の
関
心
や
利
害
を
追
求
す
る

た
め
の
組
織
体
で
あ
る
「
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」（association

）
と
い
う
概
念
を
示
し
た
。
⒇

　
こ
れ
ら
の
正
否
や
評
価
は
と
も
か
く
、
共

同
体
を
理
解
す
る
際
に
そ
の
自
然
性
と
人
為
性
に
分
け
て
こ
れ
を
考
え
る
こ
と
は
珍
し
く
は
な
い
。

　
で
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
共
同
体
、
と
り
わ
け
地
域
共
同
体
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
街
〔com

m
une

〕
や
市
や
郡
と
い
う
名
の
、
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
恒
久
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
〔associations 

perm
anentes

〕
の
他
に
、
諸
個
人
の
意
思
の
み
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
、
そ
し
て
成
長
し
て
い
く
別
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
多
数
存

在
す
る
�

　
こ
の
記
述
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
街
を
は
じ
め
と
す
る
地
域
共
同
体
を
広
く
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
含
め
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
開
拓
植
民
国
家
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
よ
う
な
自
然
的
共
同
体
も
そ
の
淵
源
は
人
為
に
求
め
ら
れ
、
究
極
的

に
は
共
同
体
と
い
う
も
の
は
全
て
人
為
に
基
づ
く
。
�

　
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
市
民
的
主
体
性
を
傷
つ
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
共
同
体
の
形

成
や
維
持
に
と
っ
て
致
命
的
な
障
害
で
あ
る
。

　
ロ
バ
ー
ト
・
ベ
ラ
ーRobert N

eelly Bellah

（
一
九
二
七
─
）
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
想
定
し
た
ア
メ
リ
カ
市
民
の
姿
を
次
の
よ
う
に
捉

え
て
い
る
。�
　
ア
メ
リ
カ
社
会
を
支
え
て
い
る
の
は「
自
立
的
市
民
」（independent citizen

）で
あ
る
。そ
れ
は
物
質
的
富
で
は
な
く
ピ
ュ
ー

リ
タ
ン
的
倫
理
観
に
則
っ
た
共
同
体
の
建
設
を
目
指
し
た
初
代
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
植
民
地
総
督
ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ
ン
ス
ロ
ッ
プJohn 

W
inthrop

（
一
五
八
八
─
一
六
四
九
）
の
伝
統
と
、自
営
農
民
に
よ
る
小
規
模
な
共
和
主
義
的
共
同
体
を
理
想
と
し
た
ト
マ
ス
・
ジ
ェ
フ
ァ
ー

ソ
ンThom

as Jefferson

（
一
七
四
三
─
一
八
二
六
）
の
伝
統
を
継
承
し
て
い
る
人
間
を
指
す
。
つ
ま
り
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
、
ア

メ
リ
カ
の
地
域
共
同
体
と
は
、
聖
書
的
（
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
）
倫
理
観
を
備
え
た
自
営
農
民
が
平
等
の
立
場
で
積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
で

形
成
さ
れ
る
小
規
模
な
共
同
体
の
こ
と
で
あ
り
、
聖
書
と
共
和
主
義
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
極
め
て
規
範
的
な
共
同
体
で
あ
っ
た
。
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し
か
し
、
再
三
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
問
題
は
人
々
の
積
極
的
な
関
与
が
期
待
で
き
な
い
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
は
、
そ
の
よ
う
な
共
同
体
は

実
現
困
難
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
「
正
し
く
理
解
さ
れ
た
自
己
利
益
」（intérêt bien entendu

）
�

　
と
い
う
考
え
を
持
ち
出
す
。
彼
は
、
人
々
が

私
利
を
追
求
す
る
こ
と
を
い
っ
た
ん
容
認
す
る
か
わ
り
、
私
利
の
追
求
を
公
益
の
実
現
を
結
び
付
け
る
こ
と
で
個
人
的
欲
求
を
適
正
化
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
主
義
を
克
服
し
、
公
共
性
を
実
現
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
。
こ
の
転
換
を
可
能
に
す
る
の
が
共
同
体
に
お
け
る
公
的

実
践
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
個
人
主
義
に
陥
っ
た
人
々
を
公
共
性
へ
と
導
く
こ
と
が
で
き
る
、
現
実
に
採
用
し
う
る
数
少
な
い
選
択
肢
だ
と

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
考
え
た
。

　
た
だ
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
、
正
し
く
理
解
さ
れ
た
自
己
利
益
を
前
提
と
し
た
社
会
・
政
治
理
論
は
次
善
の
策
に
過
ぎ
な
い
。
と
い
う

の
も
、
彼
の
中
に
は
〝
経
済
〟
と
い
う
も
の
に
対
す
る
拭
い
難
い
不
信
感
・
警
戒
感
が
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
中
産
階
級
特
有
の
精
神
は
、
政
治
全
体
の
精
神
と
な
っ
た
。〔
中
略
〕
こ
の
精
神
は
活
動
的
で
器
用
さ
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
が
、
し

ば
し
ば
破
廉
恥
で
も
あ
る
。
全
体
と
し
て
は
生
真
面
目
だ
が
、
虚
栄
心
や
利
己
主
義
の
た
め
に
時
に
軽
率
で
、
気
質
と
し
て
は
臆
病
で
あ

る
。
あ
ら
ゆ
る
面
で
穏
健
だ
が
、
物
質
的
な
満
足
を
求
め
る
時
だ
け
は
別
だ
。
そ
し
て
凡
庸
で
あ
る
。
�

　
こ
れ
は
七
月
王
政
末
期
、
す
な
わ
ち
一
八
四
八
年
の
二
月
革
命
直
前
の
フ
ラ
ン
ス
の
中
産
階
級
に
関
す
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
記
述
で
あ
る
。

一
見
す
る
と
穏
健
だ
が
、
内
実
は
利
己
心
と
虚
栄
心
に
満
ち
、
市
民
と
し
て
の
意
識
や
公
共
性
に
対
す
る
配
慮
を
欠
い
て
い
る
点
に
お
い
て
、

こ
れ
ま
で
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
考
察
し
て
き
た
個
人
主
義
に
侵
さ
れ
た
人
々
と
フ
ラ
ン
ス
の
中
産
階
級
の
精
神
構
造
は
類
似
し
て
い
る
。
い
っ
て

み
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
中
産
階
級
は
ま
さ
に
大
衆
で
あ
っ
た
。
英
国
よ
り
一
世
紀
程
度
の
遅
れ
を
と
っ
て
フ
ラ
ン
ス
も
産
業
革
命
を
迎
え
、

一
九
世
紀
の
中
盤
以
降
、経
済
は
急
激
な
拡
大
を
見
せ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
近
代
的
中
産
階
級
は
こ
の
時
に
成
立
す
る
。
こ
の
〝
経
済
〟

が
中
産
階
級
を
堕
落
へ
と
誘
う
。
一
八
三
〇
年
の
七
月
革
命
以
降
、
社
会
・
政
治
の
中
核
は
貴
族
等
か
ら
中
産
階
級
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
。
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だ
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
進
展
だ
け
で
な
く
、〝
経
済
〟
の
拡
大
の
た
め
に
、
中
産
階
級
を
は
じ
め
と
す
る
、
こ
の
時
社
会
・
政
治
の
中
核

を
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
人
々
の
市
民
的
主
体
性
は
そ
れ
を
担
う
に
値
す
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
十

数
年
後
の
二
月
革
命
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
�

　
ち
な
み
に
、
ベ
ラ
ー
も
ま
た
、
ウ
ィ
ン
ス
ロ
ッ
プ
と
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
を
継
承
す
る
自

立
的
市
民
と
い
う
人
間
像
に
と
っ
て
の
脅
威
と
し
て
、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ンBenjam

in Franklin

（
一
七
〇
六
─
一
七
九
〇
）

に
代
表
さ
れ
る
功
利
的
個
人
主
義
を
挙
げ
て
い
る
。
�

　
す
な
わ
ち
、〝
経
済
〟
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
る
市
民
的
主
体
性
喪
失
の
プ
ロ
セ

ス
を
さ
ら
に
促
進
さ
せ
る
性
格
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
や
〝
経
済
〟
に
対
抗
す
る
に
は
何
が
重
要
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
共
同
体
の
中
で
育
ま
れ
る
徳
で
あ
る
。
ア
ラ

ス
デ
ア
・
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
アAlasdair M

acIntyre

（
一
九
二
九
─
）
は
徳
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
す
な
わ
ち
、
徳
と
は
、

獲
得
さ
れ
た
人
間
の
性
質
で
あ
り
、
そ
の
所
有
と
行
使
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
実
践
に
内
的
な
諸
善
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
。
ま
た
そ
の
欠
如
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
そ
う
し
た
諸
善
の
達
成
か
ら
効
果
的
に
妨
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」。
�

　
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
、

徳
と
い
う
も
の
が
先
験
的
も
し
く
は
自
然
的
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
で
人
為
的
な
も
の
だ
と
い
う
。
不
完
全
な
人

間
に
よ
る
実
践
で
あ
る
以
上
、
そ
の
結
果
は
推
測
不
可
能
で
あ
り
、
で
あ
る
か
ら
こ
そ
そ
こ
に
人
間
の
自
由
の
余
地
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
た

め
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
が
い
う
徳
は
人
間
を
特
定
の
型
に
押
し
込
め
る
ド
ク
ト
リ
ン
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
可
変
的

で
現
実
に
根
差
し
た
も
の
と
な
り
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
徳
は
現
実
社
会
に
お
い
て
意
味
を
持
ち
、
規
範
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
な

る
。

　
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
て
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
に
お
け
る
地
方
自
治
の
意
味
を
考
え
て
み
る
と
、
ま
ず
地
方
自
治
は
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
に
よ
る
個
人
主
義
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
市
民
的
主
体
性
を
回
復
す
る
た
め
の
場
所
と
機
会
を
提
供
す
る
。
そ
し
て
多
数
性
の
み
が
絶
対

的
価
値
基
準
と
さ
れ
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
対
し
て
、
地
方
自
治
は
そ
の
無
規
範
性
に
抵
抗
し
、
公
共
性
を
回
復
さ
せ
る
契
機
と
な
る
。
マ
ッ

キ
ン
タ
イ
ア
の
い
う
よ
う
に
、
徳
が
何
も
の
か
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
人
為
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
地

方
自
治
は
自
由
の
小
学
校
で
あ
る
と
い
う
以
上
に
徳
の
小
学
校
で
あ
る
。
そ
し
て
地
域
共
同
体
は
徳
を
実
践
し
学
ぶ
場
と
し
て
定
義
さ
れ
る
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べ
き
で
あ
り
、
地
方
自
治
は
自
己
陶
冶
と
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
地
方
分
権
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
。
そ
の
程
度
や
ス
ピ
ー
ド
、
内
容
は
様
々
だ
ろ
う
が
、
分
権
化
は
既
定
路
線
だ
と
い
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
最
も
重
要
な
の
は
そ
の
目
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
目
的
の
中
核
に
据
え
ら
れ
る
概
念
は
「
自
治
」
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
今
日
の
日
本
に
お
い
て
、
地
方
分
権
は
最
大
の
政
治
課
題
の
ひ
と
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
推
進
に
あ
た
り
、

具
体
的
か
つ
現
実
的
な
政
策
論
議
は
も
ち
ろ
ん
必
要
で
あ
る
が
、
も
し
そ
れ
が
政
策
論
に
終
始
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、
再
考
が
求
め
ら
れ

る
。

　
真
の
意
味
で
の
地
方
自
治
と
は
、文
字
通
り
、そ
の
地
域
に
暮
ら
す
人
々
の
自
治
に
由
来
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
住
民
は
サ
ー

ビ
ス
の
受
益
者
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
地
域
、
そ
し
て
そ
の
地
域
に
お
け
る
自
治
の
主
体
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け

る
住
民
・
市
民
の
実
践
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
有
機
的
な
人
間
関
係
こ
そ
が
自
治
の
本
義
な
の
で
あ
る
。

　
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
地
方
自
治
に
期
待
し
た
の
は
、
人
々
の
市
民
的
主
体
性
を
再
生
さ
せ
る
と
い
う
極
め
て
「
政
治
的
」
で
「
規
範
的
」
な
役

割
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
「
政
治
的
」
と
は
主
体
性
を
備
え
た
市
民
の
人
為
を
重
視
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
「
規
範
的
」
と
は
そ
の

よ
う
な
市
民
の
営
為
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
徳
性
を
重
ん
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
お
け
る
地
方
自
治
と
は
、

主
体
的
な
市
民
の
実
践
を
通
し
て
政
治
と
規
範
が
出
会
う
場
を
意
味
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
地
方
自
治
は
自
己
陶
冶
と
等
し
い
も
の
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
も
し
現
在
進
め
ら
れ
て
い
る
地
方
分
権
が
住
民
・
市
民
の
政
治
参
加
に
基
づ
く
本
当
の
意
味
で
の
自
治
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ

の
規
範
的
意
義
を
主
張
し
た
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
思
想
に
今
一
度
向
き
合
う
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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⑴
　DAI, Introduction, p.3. 

〔
第
一
巻
（
上
）
九
頁
〕。
本
稿
に
お
け
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
著
作
の
引
用
は
、Alexis de Tocqueville, Œ

uvres, 
Bibliothèque de la Pléiade

　(Paris, Gallim
ard, 1991-1992)

の
拙
訳
で
あ
る
。
そ
の
際
、De la dém

ocratie en Am
erique t.1, t.2

 (1835, 
1840)

はDAI

お
よ
びDAII

、L'Ancien Régim
e et la Révolution (1856)

はAR

、Souvenirs (1850-1851)

はS

と
略
記
す
る
。
ま
た
、
参

考
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
邦
訳
で
あ
る
松
本
礼
二
訳
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
第
一
巻
（
上
・
下
）
お
よ
び
第
二
巻
（
上
・
下
）、（
岩
波
文
庫
）

（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
─
二
〇
〇
八
年
）、
小
山
勉
訳
『
旧
体
制
と
大
革
命
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
年
）、
喜
安
朗
訳
『
フ

ラ
ン
ス
二
月
革
命
の
日
々

　
ト
ク
ヴ
ィ
ル
回
顧
録
』（
岩
波
文
庫
）（
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
）
の
頁
数
を
付
記
す
る
。

⑵
　DAI, Introduction, p. 6. 〔
第
一
巻
（
上
）
一
三
頁
〕。

⑶
　DAI, Introduction, p. 7. 〔
第
一
巻
（
上
）
一
四
頁
〕。

⑷
　DAII, 2:2, p. 612. 〔
第
二
巻
（
上
）
一
七
五
頁
〕。

⑸
　
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
『
不
安
の
概
念
』
斎
藤
信
治
訳
、（
岩
波
文
庫
）、（
岩
波
書
店
、
一
九
五
一
年
）
一
〇
四
頁
。

⑹
　DAI, 2:8, p. 287 ff. 〔
第
一
巻
（
下
）
一
四
六
頁
以
降
〕。

⑺
　DAII, 4:6, p. 835. 〔
第
二
巻
（
下
）
二
五
四
─
二
五
五
頁
〕。

⑻
　DAII, 4:6, p. 837. 〔
第
二
巻
（
下
）
二
五
七
─
二
五
八
頁
〕。

⑼
　DAII, 4:5, p. 823. 〔
第
二
巻
（
下
）
二
三
七
頁
〕。

⑽
　DAII, 1:12, p. 585. 〔
第
二
巻
（
上
）
一
三
一
頁
〕。

⑾
　DAI, 2:6, p. 281. 〔
第
一
巻
（
下
）
一
三
六
頁
〕。

⑿
　DAI, 1:8, pp. 178-184. 〔
第
一
巻
（
上
）
二
五
七
─
二
六
五
頁
〕。

⒀
　DAI, 1:5, pp. 93-94. 

〔
第
一
巻
（
上
）
一
三
四
頁
〕。
こ
れ
は
州
の
政
治
に
お
け
る
二
院
制
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
が
、
二
院
制
自
体
の
効
用
に
つ

い
て
は
州
も
連
邦
も
変
わ
り
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

⒁
　DAI, 1:8, pp. 168-169. 〔
第
一
巻
（
上
）
二
四
四
頁
〕。

⒂
　AR, 3:1, pp. 169-178. 〔
三
〇
五—

三
一
九
頁
〕。

⒃
　DAI, 1:5, p. 74. 〔
第
一
巻
（
上
）
一
一
〇
頁
〕。

⒄
　DAI, 1:5, pp. 65-66. 〔
第
一
巻
（
上
）
九
七
頁
〕。

⒅
　
一
般
に
「
共
同
体
」
と
い
う
語
は
英
語
のcom

m
unity

の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
人
為
的
なassociation

も
含
む
社
会
集
団
全
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般
を
指
し
て
「
共
同
体
」
と
い
う
日
本
語
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

⒆
　
テ
ン
ニ
エ
ス
、
杉
之
原
寿
一
訳
『
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト

　
純
粋
社
会
学
の
基
本
概
念
』（
上
）、（
岩
波
文
庫
）（
岩
波
書
店
、

一
九
五
七
年
）
三
四
─
三
七
頁
。

⒇
　R･M

･
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
、
中
久
郎
・
松
本
通
晴
訳
『
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

　
社
会
学
的
研
究
：
社
会
生
活
の
性
質
と
基
本
法
則
に
関
す
る
一
試
論
』（
ミ

ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）
四
五
─
五
一
頁
。

�
　DAI, 2:4, p. 212. 〔
第
一
巻
（
下
）
三
八
頁
〕。

�
　
池
田
純
一
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
来
地
縁
か
ら
の
解
放
が
目
標
と
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
と
は
異
な
り
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ア
ソ
シ
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一
、
は
じ
め
に

　

一
九
八
六
年
九
月
二
〇
日
、
南
米
ウ
ル
グ
ア
イ
の
プ
ン
タ
・
デ
ル
・
エ
ス
テ
で
開
催
さ
れ
た
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
（
Ｇ
Ａ

Ｔ
Ｔ
）
閣
僚
会
議
で
、
新
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
（
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
）
の
開
始
が
宣
言
さ
れ
た
（
プ
ン
タ
・
デ
ル
・
エ
ス
テ
宣
言
）
⑴

。

Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
設
立
後
、
八
回
目
の
多
国
間
交
渉
と
な
っ
た
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
の
交
渉
項
目
は
、
関
税
、
農
業
、
知
的
所
有
権
、
サ
ー

ビ
ス
貿
易
な
ど
の
15
分
野
で
あ
る
。
農
業
交
渉
は
「
農
業
貿
易
の
一
層
の
自
由
化
の
達
成
並
び
に
農
業
貿
易
に
影
響
を
及
ぼ
す
す
べ
て
の
措

置
を
、
新
し
い
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
規
制
及
び
規
律
の
下
に
置
く
こ
と
を
め
ざ
す
」
⑵

こ
と
と
さ
れ
た
。

　

ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
農
業
交
渉
で
は
、
我
が
国
の
コ
メ
の
扱
い
が
一
つ
の
焦
点
と
な
り
、
日
本
、
米
国
、
Ｅ
Ｃ
な
ど
の
間
で
、
熾
烈

な
駆
け
引
き
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
米
国
や
Ｅ
Ｃ
は
、
コ
メ
を
含
む
す
べ
て
の
農
産
物
を
、「
例
外
な
き
関
税
化
」
に
す
べ
き
と
主
張
し
た
。

一
方
、
日
本
は
、
コ
メ
が
基
礎
的
食
糧
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
国
家
貿
易
品
目
」
の
扱
い
に
よ
る
「
輸
入
禁
止
措
置
」
を
主
張
し
て
い
た
。

最
終
的
に
、
日
本
は
、「
最
低
輸
入
枠
（
ミ
ニ
マ
ム
・
ア
ク
セ
ス
）」
と
い
う
考
え
方
に
譲
歩
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
米
・
Ｅ
Ｃ
が
主
張

す
る
農
産
物
の
「
例
外
な
き
関
税
化
」
を
拒
否
し
、
コ
メ
を
、
関
税
化
の
例
外
扱
い
と
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

　

ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
農
業
交
渉
に
お
け
る
日
本
の
対
応
を
考
察
し
た
先
行
研
究
は
多
数
あ
る
⑶

。
こ
れ
ら
研
究
は
、
交
渉
に
お
け
る

日
本
の
対
応
を
、「
外
圧
」
に
よ
り
、
日
本
国
内
の
世
論
が
変
化
し
、
さ
ら
に
部
分
開
放
以
外
の
選
択
肢
を
取
り
得
な
い
と
こ
ろ
ま
で
追
い

ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
に
お
け
る
日
本
の
対
応

三　

浦　

秀　

之
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つ
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
交
渉
に
お
い
て
、
関
税
化
の
例
外
扱
い
を
獲
得
で
き
た
国
は
、
コ
メ
を
め
ぐ
る
日

本
と
韓
国
の
み
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
い
か
に
し
て
日
本
が
戦
略
的
に
コ
メ
を
保
護
し
よ
う
と
し
た
か
の
証
左
で
あ
る
。
本
研
究
で
は
、

ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
農
業
交
渉
に
お
け
る
日
本
の
対
応
は
、
コ
メ
自
由
化
の
単
な
る
反
対
で
は
な
く
、
戦
略
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
を
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
２
レ
ベ
ル
・
ゲ
ー
ム
モ
デ
ル
の
枠
組
み
を
用
い
て
実
証
す
る
。

二
、
分
析
枠
組
と
し
て
の
２
レ
ベ
ル
・
ゲ
ー
ム
モ
デ
ル

　

対
外
交
渉
を
分
析
す
る
際
、
国
際
レ
ベ
ル
と
国
内
レ
ベ
ル
と
の
相
関
関
係
に
着
目
し
、
２
レ
ベ
ル
・
ゲ
ー
ム
モ
デ
ル
の
分
析
枠
組
み
を
提

起
し
た
の
は
ロ
バ
ー
ト
・
パ
ッ
ト
ナ
ム
で
あ
る
⑷

。
こ
の
分
析
の
枠
組
が
提
唱
さ
れ
た
背
景
に
は
、
以
前
の
理
論
で
は
、
国
内
政
治
と
国
際

関
係
の
連
繋
が
部
分
的
に
し
か
説
明
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

パ
ッ
ト
ナ
ム
は
、
各
国
の
代
表
間
に
お
け
る
交
渉
、
バ
ー
ゲ
ニ
ン
グ
、
合
意
に
至
る
ま
で
の
国
際
交
渉
の
過
程
（
レ
ベ
ル
Ⅰ
）
と
、
各
国

内
に
お
け
る
批
准
過
程
（
レ
ベ
ル
Ⅱ
）
と
を
分
別
し
た
。
こ
こ
で
の
「
批
准
」
と
は
、
公
式
・
非
公
式
を
問
わ
ず
、
協
定
の
承
認
・
実
施
に

必
要
な
、
国
内
ア
ク
タ
ー
や
各
集
団
内
、
す
な
わ
ち
レ
ベ
ル
Ⅱ
に
お
け
る
国
内
政
策
過
程
の
こ
と
を
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
議
会
に
お
け
る

公
式
の
条
約
批
准
手
続
き
は
も
ち
ろ
ん
、
官
僚
、
利
益
集
団
や
世
論
な
ど
の
承
認
も
、
こ
の
モ
デ
ル
で
は
広
義
の
批
准
と
な
り
分
析
の
対
象

と
な
る
。

　

２
レ
ベ
ル
・
ゲ
ー
ム
モ
デ
ル
の
中
心
概
念
は
、「
ウ
ィ
ン
・
セ
ッ
ト
（W

in-set

）」
で
あ
る
。
ウ
ィ
ン
・
セ
ッ
ト
と
は
、
レ
ベ
ル
Ⅰ
で
の

合
意
を
得
る
た
め
に
必
要
な
レ
ベ
ル
Ⅱ
に
お
け
る
多
数
の
支
持
の
幅
の
集
合
と
定
義
さ
れ
る
⑸

。
交
渉
者
は
、
レ
ベ
ル
Ⅰ
で
合
意
し
た
こ
と

が
レ
ベ
ル
Ⅱ
で
支
持
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
考
慮
し
な
が
ら
交
渉
す
る
。
も
し
考
慮
し
な
け
れ
ば
、
せ
っ
か
く
交
渉
者
同
士
で
合
意
に
達
し
た

と
し
て
も
国
内
の
批
准
が
得
ら
れ
ず
、
合
意
そ
の
も
の
が
破
棄
さ
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
レ
ベ
ル
Ⅰ
で
の
合
意
を
理
解
す
る
に
は
、

レ
ベ
ル
Ⅱ
に
お
け
る
ウ
ィ
ン
・
セ
ッ
ト
、
す
な
わ
ち
批
准
形
成
可
能
エ
リ
ア
の
大
き
さ
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
次
の
二
つ
の
原
則
が
重

要
と
さ
れ
る
⑹

。
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第
一
に
、
あ
ら
ゆ
る
条
件
が
同
じ
な
ら
ば
、
ウ
ィ
ン
・
セ
ッ
ト
が
大
き
い
ほ
ど
、
す
な
わ
ち
交
渉
者
の
背
後
に
交
渉
姿
勢
を
支
持
す
る
人
々

や
組
織
が
多
い
ほ
ど
、
レ
ベ
ル
Ⅰ
で
の
合
意
可
能
性
が
高
い
と
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
、
第
二
に
、
レ
ベ
ル
Ⅱ
の
ウ
ィ
ン
・
セ
ッ
ト
の
相

対
的
な
大
き
さ
を
知
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
相
手
の
ウ
イ
ン
・
セ
ッ
ト
の
大
き
さ
を
知
る
こ
と
も
、
交
渉
を
有
利
に
進

め
る
た
め
に
は
必
要
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
方
の
ウ
ィ
ン
・
セ
ッ
ト
が
大
き
い
と
わ
か
っ
て
い
れ
ば
、
交
渉
妥
結
の
可
能
性
が
高
く
な

る
が
、
相
手
か
ら
付
け
込
ま
れ
る
可
能
性
も
高
く
な
り
、
国
際
交
渉
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
は
少
な
い
。
逆
に
ウ
ィ
ン
・
セ
ッ
ト
が
小
さ
け
れ

ば
、
交
渉
妥
結
に
は
自
ら
の
ウ
イ
ン
・
セ
ッ
ト
が
小
さ
く
、
相
手
の
ウ
イ
ン
・
セ
ッ
ト
が
大
き
け
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
相
手
の
譲
歩
を
引
き
出

す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

三
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
交
渉
過
程

（
一
） 

農
業
交
渉
の
開
始
と
米
国
に
よ
る
ゼ
ロ
・
オ
プ
シ
ョ
ン
提
案
（
第
一
期
）

　

交
渉
に
お
け
る
、
第
一
期
（
一
九
八
七
年
二
月
か
ら
一
九
八
九
年
四
月
）
は
、
話
し
合
い
の
た
め
の
枠
組
み
を
定
め
る
こ
と
に
重
点
が
置

か
れ
た
。
一
九
八
七
年
七
月
六
日
、
米
国
は
、
す
べ
て
の
貿
易
歪
曲
的
農
業
計
画
を
一
〇
年
間
で
全
廃
す
る
と
い
う
、
ゼ
ロ
・
オ
プ
シ
ョ
ン

と
い
わ
れ
る
極
め
て
野
心
的
な
提
案
を
明
ら
か
に
し
た
。
米
国
提
案
は
、
ケ
ア
ン
ズ
・
グ
ル
ー
プ
や
カ
ナ
ダ
な
ど
か
ら
支
持
さ
れ
た
。
こ
れ

に
対
し
Ｅ
Ｃ
は
、
即
座
に
、
米
国
提
案
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
表
明
し
た
⑺

。
日
本
も
、
Ｅ
Ｃ
と
同
様
に
、
米
国
提
案
を
受
け
容
れ

ら
れ
な
い
こ
と
を
即
座
に
表
明
し
た
⑻

。

　

野
心
的
か
つ
長
期
的
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
明
確
に
す
べ
き
と
す
る
米
国
、
カ
ナ
ダ
、
ケ
ア
ン
ズ
・
グ
ル
ー
プ
の
主
張
と
、
農
産
物
過
剰
問
題

や
国
内
事
情
を
重
視
す
る
Ｅ
Ｃ
や
日
本
の
主
張
と
の
溝
は
埋
ま
ら
ず
、
一
九
八
八
年
に
、
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
に
お
け
る
中
間
合

意
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
九
八
八
年
一
二
月
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
で
開
か
れ
た
中
間
レ
ビ
ュ
ー
で
は
、
参
加
国
の
た
が
を
締
め
直
す

と
と
も
に
、
世
界
に
ラ
ウ
ン
ド
の
重
要
性
を
示
す
と
い
う
狙
い
が
あ
っ
た
⑼

。
農
業
の
特
殊
性
を
踏
ま
え
現
実
的
農
業
改
革
を
目
指
す
Ｅ
Ｃ

と
、
農
業
保
護
の
根
本
的
改
革
を
意
図
す
る
米
国
と
の
間
で
、
農
業
保
護
を
め
ぐ
り
、「
削
減
」
か
「
廃
止
」
か
の
対
立
が
発
生
し
た
。
そ
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の
結
果
、
当
初
予
定
さ
れ
て
い
た
宣
言
・
合
意
文
書
の
採
択
は
取
り
止
め
と
な
り
、
次
期
、
Ｔ
Ｎ
Ｃ
に
先
送
り
さ
れ
た
。
失
敗
の
一
番
の
要

因
は
、「
各
国
と
も
、
こ
の
機
会
に
、
で
き
る
だ
け
自
国
に
有
利
な
よ
う
に
現
状
報
告
を
取
り
纏
め
、
か
つ
今
後
の
交
渉
が
自
国
に
有
利
に

な
る
よ
う
に
、
一
定
の
方
向
づ
け
を
し
よ
う
と
考
え
た
」
か
ら
で
あ
る
⑽

。

　

そ
の
後
、
一
九
八
九
年
四
月
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
開
か
れ
た
Ｔ
Ｎ
Ｃ
で
、
玉
虫
色
の
決
着
が
図
ら
れ
た
。
中
間
合
意
で
は
、
次
の
点
が
決
定

さ
れ
た
。（
一
）
農
業
改
革
の
長
期
目
標
は
「
保
護
と
支
持
の
相
当
程
度
の
段
階
的
削
減
」
で
あ
る
こ
と
、（
二
）
輸
入
ア
ク
セ
ス
と
輸
出
競

争
に
直
接
、
間
接
に
影
響
を
与
え
る
全
て
の
措
置
が
こ
の
交
渉
目
標
の
対
象
で
あ
る
こ
と
、（
三
）
輸
入
ア
ク
セ
ス
に
関
し
て
は
、
あ
ら
ゆ

る
非
関
税
措
置
に
つ
い
て
関
税
化
が
検
討
の
対
象
と
明
示
さ
れ
た
こ
と
、 （
四
）
短
期
的
措
置
と
し
て
、
保
護
支
持
の
水
準
の
現
状
凍
結
が

決
定
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
、（
五
）
今
後
の
交
渉
計
画
と
し
て
、
八
九
年
一
二
月
ま
で
に
各
国
の
詳
細
提
案
、
九
〇
年
末
ま
で
に
長
期
改

革
計
画
と
そ
の
実
施
機
関
に
つ
き
合
意
を
得
る
こ
と
、
で
あ
る
⑾

。
同
時
に
、
日
本
や
韓
国
な
ど
は
、「
保
護
と
支
持
の
相
当
程
度
の
段
階

的
削
減
」
を
補
完
す
る
概
念
と
し
て
、
食
料
安
全
保
障
な
ど
、
農
業
の
果
た
し
て
い
る
非
貿
易
的
関
心
事
項
に
配
慮
し
た
交
渉
を
主
張
し
た

⑿
。
そ
の
結
果
、
中
間
合
意
で
は
、
食
料
安
全
保
障
な
ど
非
貿
易
的
関
心
事
項
に
配
慮
し
た
対
応
の
必
要
性
が
明
示
さ
れ
た
。

（
二
） 

ブ
ラ
ッ
セ
ル
閣
僚
会
議
の
失
敗
（
第
２
期
）

　

一
九
八
九
年
四
月
の
Ｔ
Ｎ
Ｃ
に
お
い
て
中
間
合
意
に
こ
ぎ
つ
け
た
も
の
の
、
そ
の
内
容
は
き
わ
め
て
形
式
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
実
態
の

な
い
も
の
に
終
わ
っ
た
。
事
実
、
そ
れ
を
反
映
し
て
、
一
九
八
九
年
の
後
半
か
ら
年
末
に
か
け
て
発
表
さ
れ
た
各
国
の
第
二
次
提
案
は
、
差

を
埋
め
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
ま
す
ま
す
拡
大
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
一
九
九
〇
年
一
二
月
初
旬
、
四
年
間
に
亘
る
ウ
ル

グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
農
業
交
渉
の
最
終
決
着
を
図
る
べ
く
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
閣
僚
会
議
が
開
催
さ
れ
た
。
ブ
ラ
ッ
セ
ル
会
合
を
成
功
さ
せ
る
た

め
に
、
農
業
分
野
で
の
交
渉
権
限
の
大
幅
な
見
直
し
を
主
張
し
た
英
国
、
オ
ラ
ン
ダ
と
、
こ
れ
に
反
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
等
九
カ
国
は
、
譲
歩
案
を
示
し
た
。

　

し
か
し
、
米
国
・
Ｅ
Ｃ
間
の
農
業
問
題
を
巡
る
対
立
は
収
束
せ
ず
、
農
業
分
科
会
の
ヘ
ル
ス
ト
ロ
ー
ム
議
長
（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
農
相
）
は
、

輸
出
国
、
輸
入
国
の
共
通
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
追
求
す
べ
く
、
次
の
三
点
の
要
点
を
含
む
、
非
公
式
提
案
を
提
示
し
た
⒀

。
第
一
に
、
国
内
支
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持
を
、
一
九
九
一
年
一
月
一
日
か
ら
五
年
間
で
品
目
ご
と
に
三
〇
％
削
減
（
基
準
年
は
九
〇
年
又
は
最
近
年
）、
第
二
に
、
輸
出
ア
ク
セ
ス

に
つ
い
て
は
、（
一
）
合
意
さ
れ
る
方
式
（
関
税
化
を
含
む
）
に
よ
り
、全
て
の
品
目
に
つ
い
て
、一
九
九
〇
年
の
ア
ク
セ
ス
条
件
を
維
持
、（
二
）

ミ
ニ
マ
ム
・
ア
ク
セ
ス
水
準
は
、
国
内
消
費
量
の
５
％
以
上
、（
三
）
合
意
さ
れ
る
方
式
で
、
九
一
年
か
ら
五
年
間
で
三
〇
％
削
減
と
す
る

こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
、
輸
出
競
争
の
削
減
は
、
予
算
総
額
、
単
位
当
た
り
額
、
又
は
対
象
数
量
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
、
対
象
数
量
に
よ
る

と
き
は
、
一
九
八
八
〜
九
〇
年
平
均
の
対
象
数
量
を
基
準
に
五
年
間
で
三
〇
％
削
減
す
る
こ
と
、
と
し
た
。

　

非
公
式
提
案
を
巡
り
、
主
要
国
間
の
意
見
は
鋭
く
対
立
し
た
。
米
国
、
ケ
ア
ン
ズ
グ
ル
ー
プ
が
、
作
業
の
基
礎
と
し
う
る
と
し
た
の
に
対

し
、
Ｅ
Ｃ
は
、
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
の
両
面
が
あ
る
と
し
て
交
渉
の
基
礎
と
す
る
こ
と
を
事
実
上
拒
否
し
た
。
日
本
は
、
非
公
式
提
案
を
も

と
に
、
議
論
は
継
続
出
来
る
が
、「
食
料
安
全
保
障
」
や
「
非
貿
易
的
関
心
事
項
」
な
ど
の
基
礎
的
主
張
が
何
ら
反
映
さ
れ
て
お
ら
ず
、
さ

ら
に
、「
非
関
税
障
壁
を
全
て
関
税
化
す
る
」
と
い
う
包
括
的
関
税
化
の
概
念
が
入
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
難
色
を
示
し
た
⒁

。
韓
国
だ
け
が
、

非
公
式
提
案
を
拒
否
し
た
。
結
局
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
閣
僚
会
合
で
は
、
主
要
国
の
対
立
が
解
消
さ
れ
ず
、
交
渉
は
決
裂
し
、
ラ
ウ
ン
ド
は
中
断

に
追
い
込
ま
れ
た
。

（
三
） 

ブ
レ
ア
・
ハ
ウ
ス
合
意
と
ダ
ン
ケ
ル
・
ペ
ー
パ
ー

　

一
九
九
〇
年
一
二
月
の
ブ
ラ
ッ
セ
ル
の
閣
僚
会
議
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
各
国
は
今
後
の
方
向
性
を
模
索
す
る
こ
と
に
な
る
。

ブ
ラ
ッ
セ
ル
の
閣
僚
会
議
が
決
裂
し
た
最
大
の
原
因
は
、「
ヘ
ル
ス
ト
ロ
ー
ム
・
非
公
式
提
案
」
に
「
三
分
野
別
に
約
束
を
す
る
」
と
書
か

れ
て
い
た
こ
と
に
、
Ｅ
Ｃ
が
妥
協
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
貿
易
交
渉
委
員
会
議
長
で
あ
り
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
事
務
局
長
の
オ
ー
サ
ー
・
ダ
ン

ケ
ル
は
、
米
国
と
Ｅ
Ｃ
に
接
触
を
開
始
し
、
一
九
九
一
年
二
月
二
三
日
に
ダ
ン
ケ
ル
事
務
局
長
の
声
明
に
も
と
づ
き
、
交
渉
を
再
開
し
た
⒂

。

　

こ
う
し
た
中
で
、
日
本
で
は
、
一
九
九
一
年
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
、
政
財
界
か
ら
コ
メ
の
部
分
自
由
化
を
求
め
る
発
言
が
相
次
い
だ
。

自
民
党
も
、
米
国
が
、
以
下
の
、
三
項
目
の
条
件
を
認
め
た
場
合
に
は
、
コ
メ
市
場
の
限
定
的
な
開
放
に
踏
み
切
る
こ
と
で
、
ほ
ぼ
党
内
が

一
致
し
て
い
る
と
報
じ
ら
れ
た
⒃

。
す
な
わ
ち
（
一
）
米
国
は
一
四
品
目
に
わ
た
り
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
条
項
の
対
象
を
少
な
く
と
も

五
品
目
程
度
ま
で
大
幅
に
減
ら
す
、（
二
）
牛
肉
な
ど
の
輸
入
制
限
措
置
を
定
め
た
食
肉
輸
入
法
を
廃
止
す
る
、（
三
）
食
糧
の
輸
出
制
限
・
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禁
止
を
一
方
的
に
し
な
い
こ
と
を
確
約
し
、
制
度
的
に
も
保
障
す
る
、
と
い
う
三
項
目
の
条
件
で
あ
る
。
五
月
二
一
日
に
、
ク
ウ
ェ
ー
ル
米

国
副
大
統
領
と
海
部
首
相
が
会
談
し
た
際
、「
コ
メ
は
国
内
産
で
自
給
す
る
と
の
原
則
を
貫
く
」
か
ら
、
米
欧
が
保
護
削
減
で
お
互
い
に
譲

歩
す
る
な
ら
ば
、
日
本
の
国
内
を
説
得
す
る
と
い
う
表
現
で
、
コ
メ
市
場
開
放
に
含
み
を
も
た
せ
た
発
言
を
行
っ
た
⒄

。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、

こ
の
時
期
の
日
本
の
コ
メ
に
関
す
る
ウ
ィ
ン
・
セ
ッ
ト
は
高
ま
っ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
一
九
九
一
年
六
月
、
米
国
政
府
は
、「
日
本
国
内
で
議
論
さ
れ
て
い
る
限
定
的
な
部
分
開
放
で
は
、
米
国
議
会
か
ら
反
発
を
受

け
る
。
七
月
一
一
日
、
一
二
日
の
日
米
首
脳
会
談
で
、
コ
メ
の
完
全
自
由
化
に
つ
な
が
る
関
税
化
を
取
り
上
げ
る
見
通
し
だ
」
と
す
る
在
日

米
国
大
使
館
あ
て
の
内
部
文
書
（
イ
ー
グ
ル
バ
ー
ガ
ー
国
務
副
長
官
名
）
を
、
日
本
政
府
お
よ
び
自
民
党
に
送
付
し
た
⒅

。
そ
し
て
、
七
月

一
一
日
の
日
米
首
脳
会
談
で
は
、ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
が
、「
関
税
化
が
必
要
だ
」
と
海
部
首
相
に
迫
っ
た
⒆

。
こ
れ
に
対
し
、海
部
首
相
は
、（
一
）

全
面
市
場
開
放
に
つ
な
が
る
関
税
化
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
、（
二
）
二
国
間
交
渉
で
扱
わ
ず
、
あ
く
ま
で
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
の
場
で
解
決
す
る
、

と
日
本
の
立
場
を
表
明
し
た
⒇

。
こ
う
し
て
、
一
時
、
日
本
の
ウ
ィ
ン
・
セ
ッ
ト
は
拡
大
し
た
が
、
再
び
米
国
か
ら
「
例
外
な
き
関
税
化
」

を
求
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
縮
小
し
た
。

　

一
九
九
一
年
一
二
月
二
〇
日
に
、
ダ
ン
ケ
ル
事
務
局
長
は
、
交
渉
終
結
の
た
め
の
最
終
合
意
案
（
い
わ
ゆ
る
「
ダ
ン
ケ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
」）

を
、
各
国
代
表
部
に
配
布
し
た
�

。
そ
の
中
に
は
、
日
本
が
絶
対
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
主
張
し
て
き
た
「
例
外
な
き
関
税
化
」

の
考
え
方
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
た
。
交
渉
は
、
こ
の
原
則
を
受
け
入
れ
る
よ
う
迫
る
米
国
と
、「
コ
メ
開
放
に
あ
く
ま
で
反
対
」
と
の
立
場

を
堅
持
す
る
日
本
が
鋭
く
対
立
す
る
構
図
と
な
っ
た
。
い
か
に
し
て
こ
れ
を
修
正
さ
せ
る
か
、コ
メ
・
乳
製
品
な
ど
の
き
わ
め
て
セ
ン
シ
テ
ィ

ブ
な
品
目
の
関
税
化
を
回
避
す
る
た
め
に
、
ど
ん
な
手
立
て
を
講
じ
て
い
く
か
が
、
日
本
の
最
大
の
課
題
と
な
っ
た
。

　

多
く
の
加
盟
国
は
、「
ダ
ン
ケ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
」
に
規
定
さ
れ
て
い
る
内
容
で
了
承
し
て
い
た
。
一
方
、
Ｅ
Ｃ
、
日
本
、
ス
イ
ス
、
韓
国

は
反
対
姿
勢
を
示
し
た
。
日
本
、
ス
イ
ス
、
韓
国
の
立
場
は
、「
例
外
な
き
関
税
化
」
に
強
く
反
対
し
、
最
小
限
の
例
外
は
認
め
る
べ
き
で

あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
�

。
こ
れ
に
対
し
て
、
輸
出
国
の
立
場
は
、
一
品
目
で
も
例
外
を
認
め
る
と
、
そ
れ
が
次
々
に
波
及
し
、
関
税

化
が
全
面
的
に
崩
れ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
絶
対
に
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
�

。
米
国
と
Ｅ
Ｃ
は
、
か
な
り
早
い
段
階
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か
ら
包
括
的
関
税
化
と
い
う
線
で
一
致
し
て
い
た
�

。

　

一
九
九
二
年
一
一
月
七
日
の
米
国
大
統
領
選
挙
で
は
、
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
が
、
民
主
党
の
ビ
ル
・
ク
リ
ン
ト
ン
に
敗
れ
た
。
ブ
ッ
シ
ュ
大

統
領
の
敗
北
は
、
米
国
交
渉
チ
ー
ム
の
交
渉
態
度
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
�

。
湾
岸
戦
争
を
勝
利
に
導
き
、
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は
英
雄
と
な
っ

た
が
、
経
済
政
策
が
う
ま
く
い
か
ず
、
支
持
率
は
急
落
し
、
落
選
し
た
�

。
米
国
交
渉
チ
ー
ム
は
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
最
終
日
で
あ
る
九
三

年
一
月
二
〇
日
ま
で
の
間
に
、
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
の
最
後
の
詰
め
を
行
い
、
交
渉
を
ま
と
め
、
ブ
ッ
シ
ュ
の
名
を
残
そ
う
と
考

え
た
�

。

　

ま
ず
、
米
Ｅ
Ｃ
農
業
交
渉
は
、
一
九
九
二
年
一
一
月
二
〇
日
に
、
ブ
レ
ア
・
ハ
ウ
ス
合
意
と
い
う
形
で
決
着
を
み
た
。
そ
し
て
、
米
国
は
、

ブ
レ
ア
・
ハ
ウ
ス
合
意
の
締
結
前
後
に
、
日
本
に
対
す
る
圧
力
を
強
め
た
。
例
え
ば
、
一
九
九
二
年
一
〇
月
二
九
日
に
開
か
れ
た
日
米
農
業

協
議
に
お
い
て
は
、
カ
ッ
ツ
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
次
席
代
表
は
、「
Ｅ
Ｃ
で
す
ら
ダ
ン
ケ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
を
、
最
小
限
の
修
正
を
前
提
に
、
農
業
の
扱

い
で
相
当
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
明
示
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
は
何
一
つ
や
っ
て
い
な
い
。
ウ
ル
グ

ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
の
失
敗
は
、
全
て
日
本
に
あ
る
と
世
界
に
向
か
っ
て
い
う
」
�

と
非
難
し
た
。

　

ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
は
、
結
局
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
設
定
し
た
期
限
で
あ
る
一
九
九
三
年
一
月
一
五
日
ま
で
に
、
ま
と
め
る
こ
と
は

出
来
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、（
一
）
ブ
レ
ア
・
ハ
ウ
ス
合
意
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
一
部
Ｅ
Ｃ
加
盟
国
の
反
対
が
強
か
っ

た
こ
と
、（
二
）
日
本
な
ど
が
「
例
外
な
き
関
税
化
」
に
反
対
し
て
い
た
こ
と
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

（
四
） 

米
国
と
日
本
の
接
近

　

日
本
、
韓
国
、
カ
ナ
ダ
、
ス
イ
ス
な
ど
も
、
包
括
的
関
税
化
に
一
定
の
例
外
を
認
め
る
べ
き
だ
と
い
う
修
正
要
求
を
し
て
い
た
。
最
終
的

に
は
、
日
本
と
韓
国
に
、
関
税
化
の
特
例
措
置
が
認
め
ら
れ
た
。
カ
ナ
ダ
と
ス
イ
ス
も
、
特
例
扱
い
を
要
求
し
て
い
た
が
、
関
税
化
の
特
例

要
求
を
取
り
下
げ
た
。
で
は
、
日
本
と
韓
国
の
コ
メ
に
つ
い
て
の
関
税
化
特
例
措
置
は
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

先
述
の
よ
う
に
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
最
後
の
年
と
な
る
一
九
九
三
年
一
月
二
〇
日
ま
で
の
間
、
日
本
は
、
米
国
に
対
し
、
関
税
化
の
例
外

要
請
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
日
本
の
主
張
の
根
拠
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
�

。
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第
一
に
、
日
本
は
関
税
化
の
原
則
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
例
外
の
範
囲
を
コ
メ
や
バ
タ
ー
な
ど
の
一
部
の
乳
製
品

に
限
定
し
て
い
る
（
後
の
段
階
で
は
、
コ
メ
だ
け
に
絞
っ
た
）。
第
二
に
、
ブ
レ
ア
・
ハ
ウ
ス
合
意
に
お
い
て
は
、
最
も
貿
易
歪
曲
的
な
措

置
で
あ
る
輸
出
補
助
金
を
、「
ダ
ン
ケ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
」
に
規
定
さ
れ
た
数
量
削
減
率
（
六
年
間
に
二
四
％
）
を
二
一
％
ま
で
軽
減
し
な
が
ら
、

関
税
化
に
つ
い
て
は
一
切
の
例
外
を
認
め
な
い
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
も
不
公
平
で
あ
る
。
第
三
に
、
サ
ー
ビ
ス
や
知
的
所
有
権
交
渉
で

は
、
一
部
の
困
難
な
セ
ク
タ
ー
を
例
外
扱
い
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
農
業
に
つ
い
て
の
み
、
全
く
例
外
を
認
め
な
い
の
は
理
解
で
き
な

い
。
第
四
に
、
食
料
自
給
率
が
先
進
国
の
中
で
極
端
に
低
く
な
っ
て
い
る
日
本
は
、
コ
メ
が
自
給
可
能
な
唯
一
の
産
品
で
あ
り
、
そ
の
国
内

供
給
を
確
保
す
る
こ
と
は
、
食
料
安
全
保
障
の
観
点
か
ら
不
可
欠
で
あ
る
。
国
内
農
業
お
よ
び
食
料
消
費
の
観
点
か
ら
、
コ
メ
が
有
す
る
特

別
の
重
要
性
に
鑑
み
、
国
会
に
お
い
て
も
、
そ
の
自
給
を
確
保
す
る
三
度
の
決
議
が
な
さ
れ
て
い
る
。
第
五
に
、
コ
メ
を
関
税
化
し
、
ミ
ニ

マ
ム
・
ア
ク
セ
ス
を
約
束
す
る
た
め
に
は
、
食
管
法
の
改
正
を
要
す
る
が
、
こ
れ
が
国
会
で
可
決
さ
れ
る
可
能
性
は
な
い
。

　

ブ
ッ
シ
ュ
政
権
時
代
の
米
国
は
、
こ
の
よ
う
な
日
本
の
主
張
を
、
全
く
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
九
一
年
一
月
二
一
日
に
、

ビ
ル
・
ク
リ
ン
ト
ン
が
政
権
を
担
う
よ
う
に
な
る
と
そ
の
様
子
が
変
わ
っ
た
。
新
政
権
で
は
、
農
務
長
官
に
エ
ス
ピ
ー
、
農
務
次
官
に
は
ム
ー

ス
、
特
別
交
渉
官
に
は
引
き
続
き
オ
メ
ー
ラ
が
任
命
さ
れ
た
。

　

こ
の
時
期
、
日
本
国
内
の
状
況
は
、
例
外
な
き
関
税
化
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
さ
ら
に
困
難
に
な
っ
て
い
た
。
第
一
に
、
自
民
党
内
で
コ

メ
の
自
由
化
に
積
極
的
な
発
言
を
し
て
き
た
、
金
丸
信
、
竹
下
登
、
小
沢
一
郎
ら
の
権
威
が
、
佐
川
急
便
事
件
な
ど
に
よ
っ
て
著
し
く
傷
つ

い
た
。
そ
の
結
果
、
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
に
つ
い
て
、
か
れ
ら
の
指
導
力
を
期
待
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
っ
て
い
た
。
第
二
に
、

農
業
団
体
や
農
業
議
員
を
説
得
す
る
信
用
を
有
し
て
い
る
と
目
さ
れ
て
い
た
羽
田
孜
が
、
政
治
改
革
路
線
を
巡
っ
て
、
党
内
で
強
い
反
発
を

招
い
た
た
め
、
そ
の
調
整
力
に
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
第
三
に
、
宮
沢
政
権
が
、
政
治
改
革
で
指
導
力
を
発
揮
出
来
な
い
こ

と
が
予
想
さ
れ
る
な
か
で
、
コ
メ
の
関
税
化
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
与
党
に
致
命
的
な
打
撃
を
与
え
か
ね
な
か
っ
た
。

　

そ
う
し
た
な
か
で
、
一
九
九
三
年
七
月
一
九
日
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
お
い
て
、
塩
飽
審
議
官
と
熊
沢
国
際
部
長
は
オ
メ
ー
ラ
特
別
交
渉
官
と

会
合
を
も
っ
た
。
こ
の
と
き
、
オ
メ
ー
ラ
特
別
交
渉
官
は
、「『
非
貿
易
的
関
心
事
項
』
の
定
義
を
明
確
に
す
る
作
業
を
通
じ
て
、
非
常
に
限
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定
し
た
形
で
、
日
本
の
主
張
を
活
か
せ
る
よ
う
な
こ
と
が
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
ア
イ
デ
ア
を
示
し
た
�

。
こ
の
オ
メ
ー
ラ
特
別
交

渉
官
の
提
案
は
、
従
来
、
米
国
が
主
張
し
て
き
た
「
例
外
な
き
関
税
化
」
と
い
う
考
え
方
に
、
譲
歩
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
コ
メ
の
扱
い

で
譲
歩
す
る
理
由
は
、
オ
メ
ー
ラ
特
別
交
渉
官
に
よ
れ
ば
、「
包
括
的
関
税
化
の
例
外
」
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、「
非
貿
易
的
関

心
事
項
」
を
考
慮
し
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
。
米
国
と
し
て
は
、
包
括
的
関
税
化
に
例
外
を
設
け
る
と
他
国
が
追
随
す
る
た
め
、
そ
れ
は
阻

止
し
た
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
非
貿
易
的
関
心
事
項
を
考
慮
し
た
こ
と
に
よ
る
例
外
と
い
う
考
え
方
が
浮
上
す
る
�

。

　

米
国
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
切
り
替
わ
っ
た
理
由
は
、
い
く
つ
か
あ
っ
た
�

。
ま
ず
、
米
国
の
実
利
主
義
的
な
考
え
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。
例
え
ば
、
自
由
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
掲
げ
る
レ
ー
ガ
ン
・
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
は
、
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
の
諮
問
委
員
会
で
あ
る
貿
易
政
策
・
交

渉
諮
問
委
員
会
（
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｐ
Ｎ
）
が
提
出
し
た
結
果
志
向
型
通
商
政
策
を
要
求
す
る
報
告
書
を
、
管
理
貿
易
の
主
張
に
他
な
ら
な
い
と
の
理

由
で
却
下
し
た
。
し
か
し
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
発
足
後
、
数
値
目
標
の
設
定
を
含
む
結
果
志
向
型
通
商
政
策
は
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
対

日
通
商
政
策
の
中
心
思
想
と
な
っ
た
�

。
ま
た
、
オ
メ
ー
ラ
特
別
交
渉
官
に
よ
る
と
、
政
治
的
に
原
理
主
義
的
な
自
由
主
義
を
標
榜
す
る
ブ
ッ

シ
ュ
政
権
が
退
場
し
た
こ
と
に
よ
り
、
政
治
家
を
説
得
し
や
す
く
な
っ
た
と
い
う
�

。
さ
ら
に
、
フ
ァ
ス
ト
・
ト
ラ
ッ
ク
の
期
限
で
あ
る

一
二
月
一
五
日
ま
で
に
ラ
ウ
ン
ド
を
終
結
す
る
と
い
う
考
え
が
、
政
権
内
の
共
通
の
認
識
と
な
っ
て
い
た
。

　

米
国
は
、
日
本
が
コ
メ
の
保
護
を
主
張
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
基
に
日
本
か
ら
取
れ
る
も
の
は
出
来
る
だ
け
と
ろ
う
と
い
う
作
戦
に

切
り
替
え
た
の
で
あ
る
�

。
日
本
が
コ
メ
の
保
護
を
主
張
す
る
ほ
ど
、
代
償
が
高
く
つ
く
と
い
う
構
図
に
な
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
の
米
国
の

狙
い
は
、
主
に
二
つ
あ
っ
た
。
第
一
に
、
米
国
産
の
コ
メ
を
、
日
本
に
輸
出
す
る
と
い
う
実
利
を
確
保
し
た
い
た
め
の
代
償
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
米
国
は
、
関
税
化
さ
れ
る
よ
り
も
、
ミ
ニ
マ
ム
・
ア
ク
セ
ス
の
方
が
、
食
糧
法
に
よ
っ
て
国
別
の
割
当
制
を
適
用
し
て
国
家
管
理
貿

易
の
枠
内
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
代
償
を
出
来
る
だ
け
厳
し
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
国
が
、
関

税
化
の
例
外
を
求
め
る
と
い
う
連
鎖
を
防
ぐ
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
意
味
で
の
代
償
で
あ
る
。
そ
の
後
、
日
米
の
コ
メ
交
渉
は
、
米
国
側
は

農
務
省
の
オ
メ
ー
ラ
特
別
交
渉
官
と
、シ
ュ
ロ
ー
タ
ー
、日
本
側
は
農
水
省
の
塩
飽
審
議
官
と
熊
沢
国
際
部
長
に
メ
ン
バ
ー
に
限
定
し
た
（
外

務
省
や
米
国
国
務
省
を
除
い
た
）
秘
密
協
議
で
進
め
ら
れ
た
�

。
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こ
の
と
き
、
日
本
国
内
で
は
二
つ
の
大
き
な
変
化
が
生
じ
て
い
た
。
一
つ
目
は
、
政
権
交
代
で
あ
る
。
一
九
九
三
年
六
月
一
八
日
に
宮
沢

内
閣
に
対
す
る
不
信
任
案
が
可
決
さ
れ
、
七
月
一
八
日
に
行
わ
れ
た
衆
議
院
選
挙
で
自
民
党
が
過
半
数
割
れ
し
て
下
野
し
、
八
月
九
日
に
七

党
一
会
派
か
ら
な
る
細
川
連
立
政
権
が
誕
生
し
た
。
そ
の
間
、
日
米
秘
密
協
議
の
内
容
は
、
自
民
党
の
一
部
議
員
に
は
逐
次
報
告
さ
れ
て
い

た
が
�

、
農
水
大
臣
を
は
じ
め
と
す
る
新
政
権
の
閣
僚
に
報
告
が
な
さ
れ
た
の
は
、
九
月
後
半
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
�

。
細
川
政
権
で
は
、

畑
英
次
郎
が
農
水
大
臣
に
就
任
し
た
が
、
コ
メ
問
題
の
実
質
的
な
指
揮
権
は
、
羽
田
孜
外
務
大
臣
が
握
っ
て
い
た
。
二
つ
目
は
、
コ
メ
の
凶

作
で
あ
る
。
冷
夏
の
影
響
で
、
国
内
の
コ
メ
の
作
柄
指
数
は
「
七
四
」
と
、
終
戦
直
後
の
一
九
四
五
年
以
来
の
凶
作
と
な
っ
た
。
食
糧
庁
は
、

最
終
的
に
、
二
六
〇
万
ト
ン
の
コ
メ
を
、
米
国
、
タ
イ
、
中
国
か
ら
緊
急
輸
入
す
る
と
発
表
し
た
。 

　

政
権
交
代
と
コ
メ
の
凶
作
環
境
の
中
で
、
日
米
秘
密
交
渉
が
展
開
さ
れ
た
。
最
終
的
な
結
論
は
、
代
償
は
ミ
ニ
マ
ム
・
ア
ク
セ
ス
の
か
さ

上
げ
と
な
っ
た
�

。「
ダ
ン
ケ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
」
で
は
、
関
税
化
す
る
場
合
、
従
来
輸
入
が
ゼ
ロ
も
し
く
は
ミ
ニ
マ
ム
で
あ
っ
た
品
目
に
つ

い
て
は
、
三
％
の
ミ
ニ
マ
ム
・
ア
ク
セ
ス
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
、
六
年
間
で
五
％
に
増
大
す
る
と
い
う
「
ア
ク
セ
ス
約
束
」
を
行
う
こ
と
が

条
件
と
し
て
付
せ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
日
本
の
場
合
は
、
ア
ク
セ
ス
を
国
内
消
費
量
の
四
％
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
、
六
年
間
で
八
％
に

増
や
す
と
い
う
条
件
を
呑
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
�

。

　

国
内
で
は
、
小
沢
幹
事
長
が
コ
メ
の
関
税
化
を
主
張
し
て
い
た
。
し
か
し
、
最
終
的
に
細
川
首
相
の
政
治
決
断
で
、
コ
メ
の
ミ
ニ
マ
ム
・

ア
ク
セ
ス
を
受
け
入
れ
る
方
向
性
と
な
っ
た
�

。
一
九
九
三
年
一
〇
月
一
四
日
に
、
韓
国
の
東
亜
日
報
が
、
コ
メ
市
場
を
開
放
す
る
こ
と
で

日
米
が
合
意
し
た
と
報
じ
た
�

。
こ
の
報
道
が
な
さ
れ
る
と
、
細
川
政
権
は
こ
れ
を
否
定
し
た
�

。
日
米
コ
メ
秘
密
協
議
は
、
一
九
九
三
年

一
一
月
一
一
日
、
来
日
し
た
エ
ス
ピ
ー
農
務
長
官
と
畑
農
水
大
臣
が
会
談
し
、
合
意
し
た
。
こ
れ
は
、
塩
飽
審
議
官
と
オ
メ
ー
ラ
特
別
交
渉

官
が
、
七
月
一
九
日
か
ら
折
衝
し
合
意
を
得
た
内
容
が
、
日
米
の
閣
僚
級
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
と
き
の
内
容
は
、

公
表
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
を
め
ぐ
っ
て
は
、（
一
）
ミ
ニ
マ
ム
・
ア
ク
セ
ス
の
容
認
と
関
税
化
実
施
の
猶
予
期
間

を
お
く
、（
二
）
ミ
ニ
マ
ム
・
ア
ク
セ
ス
は
初
年
度
に
消
費
量
の
四
％
か
ら
実
施
し
、
毎
年
〇
．
八
％
加
算
し
て
六
年
後
に
八
％
ま
で
引
き

上
げ
る
な
ど
の
内
容
で
日
米
閣
僚
級
の
合
意
を
確
認
し
た
�

。
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一
〇
月
一
四
日
以
降
に
、
コ
メ
市
場
の
部
分
開
放
に
関
す
る
「
日
米
秘
密
交
渉
」
の
進
展
が
報
道
さ
れ
、
農
業
者
の
危
機
感
は
頂
点
に
達

し
た
。
一
一
月
一
〇
日
に
は
、
国
技
館
で
「
関
税
化
拒
否
・
米
市
場
開
放
阻
止
国
民
総
決
起
大
会
」
が
開
催
さ
れ
、
一
万
人
の
農
業
者
と
市

民
団
体
代
表
者
が
参
加
し
た
。
佐
藤
春
喜
Ｊ
Ａ
全
中
会
長
は
、
日
米
秘
密
交
渉
の
展
開
を
否
定
し
続
け
る
細
川
政
権
に
対
し
て
、「
細
川
首

相
の
発
言
が
反
古
に
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
は
全
国
の
農
業
者
に
対
し
、
歴
史
的
と
も
い
え
る
重
大
な
背
信
行
為
に
な
る
」
と
強
く
警
告
し
た
�

。

そ
の
後
、
Ｊ
Ａ
全
中
は
、
例
外
な
き
関
税
化
拒
否
の
あ
ら
た
な
国
会
決
議
採
択
を
求
め
る
要
請
活
動
や
来
日
し
た
サ
ザ
ー
ラ
ン
ド
事
務
局
長

へ
の
直
談
判
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
へ
の
代
表
団
派
遣
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
展
開
し
た
。

　

日
米
で
合
意
し
た
内
容
は
、
多
国
間
交
渉
の
プ
ロ
セ
ス
に
乗
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
日
本
や
米
国
の
単
独
提
案
、
あ
る
い
は
日
米
共
同
提

案
で
あ
っ
て
も
、
Ｅ
Ｃ
を
は
じ
め
と
す
る
国
々
の
理
解
を
得
る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
関
税
化
に
関
す
る

議
論
の
経
緯
を
踏
ま
え
、
信
用
の
高
い
人
物
の
発
想
で
出
し
た
案
と
い
う
体
裁
を
取
る
形
で
進
め
ら
れ
た
�

。
そ
れ
を
、
カ
ナ
ダ
の
外
国
・

貿
易
相
次
官
で
、
市
場
・
ア
ク
セ
ス
・
グ
ル
ー
プ
の
ジ
ャ
ー
マ
ン
・
ド
ニ
ー
議
長
が
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
本
部
の
手
で
、
各
国

の
合
意
へ
と
拡
張
す
る
「
ド
ニ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
」
が
始
ま
っ
た
。

　

一
方
、
米
国
と
Ｅ
Ｕ
の
協
議
に
お
い
て
も
、
ブ
レ
ア
・
ハ
ウ
ス
合
意
に
強
硬
姿
勢
を
み
せ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
も
譲
歩
す
る
姿
勢
を
示
し
、

妥
協
点
を
見
出
し
て
い
た
。
ブ
レ
ア
・
ハ
ウ
ス
合
意
で
は
、
輸
出
補
助
金
の
削
減
を
ダ
ン
ケ
ル
案
よ
り
も
小
幅
に
し
な
が
ら
実
施
す
る
と
の

合
意
を
え
て
い
た
が
、
補
助
金
削
減
に
と
も
な
う
影
響
を
軽
減
化
す
る
た
め
に
、
そ
の
実
施
を
遅
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
を
付
け
加
え

た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
Ｅ
Ｕ
も
、
日
本
の
コ
メ
を
関
税
化
の
例
外
と
す
る
こ
と
を
了
承
し
た
。

　

コ
メ
の
扱
い
に
つ
い
て
日
米
は
合
意
し
て
い
た
が
、
対
外
的
に
は
、
米
国
は
、
日
本
に
対
し
て
関
税
化
を
受
け
入
れ
る
よ
う
迫
り
続
け
た
。

一
九
九
三
年
一
一
月
一
一
日
、
日
本
は
、
農
業
交
渉
の
場
で
、「
関
税
化
に
例
外
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
従
来
の
主
張
を
繰
り
返

し
な
が
ら
も
、「
ド
ニ
ー
議
長
の
指
導
力
で
、
相
互
に
満
足
で
き
る
解
決
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
」
と
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
本
部
に
正
式

に
調
停
を
依
頼
し
た
�

。
一
九
九
三
年
一
二
月
八
日
、
市
場
ア
ク
セ
ス
・
グ
ル
ー
プ
の
ド
ニ
ー
議
長
に
よ
る
調
停
案
が
、
日
本
側
に
提
示
さ

れ
た
�

。
調
停
案
は
ラ
ウ
ン
ド
の
合
意
内
容
と
な
る
包
括
関
税
化
の
な
か
に
特
例
措
置
を
定
め
、
関
税
化
義
務
を
免
除
さ
れ
る
対
象
が
規
定
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さ
れ
て
い
た
。
そ
の
骨
子
は
、（
一
）
基
準
期
間
（
一
九
八
六
年
か
ら
一
九
八
八
年
）
の
間
、
消
費
量
に
占
め
る
輸
入
量
が
三
％
以
下
で
あ

る
こ
と
、（
二
）
同
基
準
期
間
に
輸
出
補
助
金
を
付
け
な
い
こ
と
、（
三
）
効
果
的
な
生
産
制
限
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
、（
四
）
特
例
措

置
の
代
償
と
し
て
、
ミ
ニ
マ
ム
・
ア
ク
セ
ス
は
、
初
年
度
四
％
と
し
、
毎
年
〇
．
八
ず
つ
加
算
し
、
六
年
目
に
八
％
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

野
党
と
な
っ
た
自
民
党
の
農
林
族
、
細
川
連
立
政
権
に
参
画
し
た
社
会
党
議
員
が
絶
対
反
対
を
唱
え
て
激
し
く
抵
抗
し
た
。
こ
の
た
め
、

急
遽
、
羽
田
外
務
大
臣
を
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
事
務
局
に
派
遣
し
た
。
調
停
案
へ
の
対
応
を
巡
っ
て
は
、
羽
田
外
務
大
臣
は
、「
ほ
か
に
道
は
な
く
、

ミ
ニ
マ
ム
・
ア
ク
セ
ス
は
現
実
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
評
価
し
、
ま
た
、
武
村
官
房
長
官
は
「
コ
メ
の
例
外
な
き
関
税
化
は
断
固
阻
止
す

る
と
の
基
本
方
針
で
交
渉
し
、
少
な
く
と
も
六
年
間
は
特
例
措
置
と
し
て
例
外
な
き
関
税
化
を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
関
税
化
の
受

け
入
れ
を
拒
否
し
た
と
の
立
場
を
強
調
し
た
�

。
公
明
党
と
細
川
首
相
が
率
い
る
日
本
新
党
は
都
心
部
が
票
田
で
あ
る
た
め
、
コ
メ
の
自
由

化
に
柔
軟
で
あ
っ
た
が
、
新
生
党
と
新
党
さ
き
が
け
は
自
民
党
か
ら
分
裂
し
て
出
来
た
党
で
あ
り
、
農
村
に
票
田
を
依
存
し
て
い
た
た
め
、

自
由
化
に
反
対
す
る
姿
勢
で
あ
っ
た
�

。
最
後
ま
で
抵
抗
し
た
社
会
党
も
、
最
後
は
、
非
自
民
政
権
の
維
持
の
た
め
に
譲
歩
し
た
�

。
そ
し
て
、

一
九
九
三
年
一
二
月
一
四
日
、
細
川
首
相
は
ド
ニ
ー
議
長
の
調
停
案
を
受
け
入
れ
て
、
特
例
措
置
に
よ
る
コ
メ
部
分
開
放
を
含
ん
だ
ウ
ル
グ

ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
合
意
案
を
交
渉
し
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
農
業
協
定
へ
の
合
意
を
表
明
し
た
�

。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｊ
Ａ
全
中
と
全
国
農
政
協
は
、「
満

腔
の
怒
り
を
も
っ
て
断
固
抗
議
す
る
」
と
の
共
同
声
明
を
発
表
し
た
�

。

　

そ
の
後
、
農
水
省
は
、
交
渉
ル
ー
ル
に
定
め
ら
れ
て
い
る
形
式
に
従
い
、
農
業
に
つ
い
て
の
国
別
約
束
表
を
作
成
し
、
林
産
物
、
水
産
物

に
つ
い
て
の
国
別
表
と
併
せ
て
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
事
務
局
に
提
出
し
た
�

。
そ
れ
ら
を
受
け
て
、
一
九
九
三
年
一
二
月
一
五
日
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
事
務
局

に
お
い
て
、
各
国
代
表
団
を
前
に
、
サ
ザ
ー
ラ
ン
ド
事
務
局
長
が
す
べ
て
の
分
野
に
お
け
る
ラ
ウ
ン
ド
が
終
結
し
た
と
宣
告
し
、
交
渉
は
形

式
上
終
結
し
た
。
一
九
九
四
年
四
月
一
五
日
、モ
ロ
ッ
コ
の
マ
ラ
ケ
ッ
シ
ュ
で
開
か
れ
た
閣
僚
会
議
に
お
い
て
、「
世
界
貿
易
機
関
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）

の
設
立
に
関
す
る
協
定
」
と
し
て
調
印
さ
れ
、
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
は
終
了
し
た
�

。
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四
、
コ
メ
交
渉
に
お
け
る
交
渉
戦
略
の
分
析

　

米
国
や
Ｅ
Ｃ
は
、
日
本
が
反
対
す
る
「
全
て
の
品
目
の
例
外
な
き
関
税
化
」
を
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
農
業
交
渉
で
進
め
よ
う
と
し
た
。

し
か
し
、
最
終
的
に
、
日
本
は
コ
メ
を
ミ
ニ
マ
ム
・
ア
ク
セ
ス
と
い
う
形
で
一
部
市
場
開
放
と
い
う
妥
協
は
し
た
も
の
の
、
コ
メ
の
関
税
化

を
例
外
扱
い
に
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
日
本
は
、
戦
略
的
な
外
交
を
展
開
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
交
渉
過
程
に
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
日
本
の
交
渉
戦
略
の
要
因
は
、
何
で
あ
っ
た
だ
あ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
、「
例
外
な
き
関

税
化
」
を
強
く
迫
ら
れ
た
日
本
が
、
ど
の
よ
う
に
交
渉
を
開
始
し
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
し
て
コ
メ
の
関
税
化
を
阻
止
し
た
の
か
を
、
２
レ

ベ
ル
・
ゲ
ー
ム
モ
デ
ル
の
分
析
枠
組
み
を
用
い
て
考
察
す
る
。

（
一
） 

米
国
の
外
圧
に
よ
る
レ
ベ
ル
Ⅱ
（
国
内
政
策
過
程
）
の
変
容

　

ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
の
コ
メ
を
め
ぐ
る
世
論
は
変
容
を
遂
げ
た
。
一
九
八
六
年
一
一
月
に
は
、
四
八
％
の
国
民
が
コ
メ
輸
入
を
容
認

し
、
四
六
％
が
反
対
を
し
て
い
た
が
（
毎
日
新
聞
、
一
九
八
六
年
一
一
月
）、
一
九
九
〇
年
九
月
に
は
、
六
三
％
の
国
民
が
容
認
す
る
姿
勢

を
示
し
た
（
朝
日
新
聞
、
一
九
九
〇
年
九
月
）。
そ
し
て
、
合
意
を
迎
え
た
一
九
九
三
年
一
二
月
の
世
論
調
査
で
も
、
六
一
．
二
％
が
容
認

す
る
姿
勢
を
示
し
た
（
日
本
経
済
新
聞
一
九
九
〇
年
、
一
二
月
）。
前
述
の
よ
う
に
、
一
九
九
一
年
に
入
り
、
日
本
国
内
で
も
部
分
的
自
由

化
を
容
認
す
る
雰
囲
気
が
醸
成
さ
れ
、
明
ら
か
に
日
本
の
ウ
ィ
ン
・
セ
ッ
ト
は
拡
大
し
た
。
以
下
で
は
、
ど
の
よ
う
な
要
因
で
、
米
国
が
、

日
本
の
ウ
ィ
ン
・
セ
ッ
ト
を
拡
大
さ
せ
た
の
か
、
そ
の
背
景
を
見
る
。

　

ま
ず
、
米
国
は
反
響
戦
略
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
国
際
圧
力
の
行
使
に
よ
っ
て
、
相
手
国
の
ウ
ィ
ン
・
セ
ッ
ト
を
拡
大
さ
せ
、
国
際

合
意
を
容
易
に
す
る
こ
と
を
反
響
（reverberation

）
と
い
う
�

。
相
手
国
の
ウ
ィ
ン
・
セ
ッ
ト
の
拡
大
は
、
相
手
国
か
ら
の
譲
歩
を
容
易

に
す
る
と
い
う
命
題
に
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
国
際
交
渉
に
お
い
て
自
国
に
有
利
な
成
果
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
レ
ベ
ル
Ⅰ
の
交
渉
担
当
者

は
様
々
な
戦
略
を
活
用
し
て
、
相
手
国
の
ウ
ィ
ン
・
セ
ッ
ト
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
。

　

米
国
は
、
以
下
の
六
点
を
あ
げ
て
、
日
本
の
コ
メ
を
め
ぐ
る
ウ
ィ
ン
・
セ
ッ
ト
を
拡
大
す
べ
く
圧
力
を
か
け
た
。
第
一
に
、
経
済
大
国
の
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日
本
が
コ
メ
の
例
外
を
訴
え
る
こ
と
に
よ
り
、
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
が
決
裂
し
た
ら
、
そ
の
責
任
は
す
べ
て
日
本
に
あ
る
�

。
第
二
に
、

日
本
が
関
税
化
を
拒
否
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
米
国
は
３
０
１
条
の
適
用
を
検
討
す
る
�

。
第
三
に
、
米
国
の
貿
易
赤
字
は
日
本
に
責
任
が
あ
る
。

も
し
コ
メ
市
場
を
開
放
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
米
国
も
、
日
本
の
自
動
車
に
対
し
て
何
ら
か
の
対
抗
措
置
を
取
る
�

。
第
四
に
、
日
本
が
安

い
農
産
物
を
海
外
か
ら
買
う
こ
と
が
で
き
る
貿
易
自
由
化
は
、
日
本
の
食
料
安
全
保
障
の
実
現
に
つ
な
が
る
�

。
第
五
に
、
関
税
化
の
例
外

を
日
本
な
ど
の
特
定
国
に
認
め
る
と
、
他
の
国
も
例
外
を
主
張
し
、
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
全
体
が
形
骸
化
し
か
ね
な
い
。
そ
し
て
最
後

に
、
米
国
と
Ｅ
Ｃ
が
合
意
し
た
ら
、
日
本
だ
け
が
孤
立
す
る
。
ま
た
、
ヤ
イ
タ
ー
農
務
長
官
は
、
日
本
を
訪
問
し
た
際
に
、
米
国
産
の
コ
メ

袋
を
持
っ
て
空
港
に
登
場
す
る
な
ど
、
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
た
圧
力
も
工
夫
し
た
と
い
う
�

。
以
上
の
よ
う
に
、
米
国
は
、
日
本
が
コ
メ
の
市

場
開
放
を
し
な
い
場
合
の
危
険
性
を
誇
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
内
世
論
の
共
鳴
を
得
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
、
米
国
は
問
題
連
携
戦
略
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
問
題
連
携
戦
略
と
は
、
複
数
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
を
結
び
付
け
た
り
、
自
国
が
パ

ワ
ー
を
有
し
て
い
る
領
域
を
、
そ
う
で
な
い
領
域
と
結
び
つ
け
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
乗
的
な
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
意
図
的
に
創
出
す
る

戦
略
で
あ
る
�

。
米
国
は
、
コ
メ
の
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
、
コ
メ
と
自
動
車
の
問
題
を
リ
ン
ク
さ
せ
た
。
一
九
八
一
年
の
対
米
輸
出
自
主
規
制

以
来
、
日
本
の
自
動
車
メ
ー
カ
ー
は
、
米
国
側
の
保
護
主
義
的
な
輸
入
制
限
に
対
処
す
る
た
め
に
、
米
国
で
の
工
場
設
立
を
開
始
し
た
。
日

本
の
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
対
米
進
出
は
、
一
九
八
五
年
の
プ
ラ
ザ
合
意
以
降
の
急
激
な
円
高
に
よ
っ
て
、
一
層
促
進
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
日

系
企
業
に
よ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
事
業
展
開
に
よ
っ
て
、
日
米
間
の
経
済
的
相
互
依
存
関
係
が
深
化
し
て
い
く
一
方
で
、
日
米
の
国
家
間
関
係

に
お
い
て
は
、
自
動
車
産
業
を
め
ぐ
り
激
し
い
対
立
を
繰
り
広
げ
て
い
た
。
米
国
の
対
日
批
判
の
一
つ
は
、
日
本
市
場
が
外
国
車
に
対
し
て

き
わ
め
て
閉
鎖
的
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
日
本
で
は
自
動
車
メ
ー
カ
ー
と
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
緊
密
な
関
係
に
あ
る
た
め
、
外
国
車
の

日
本
市
場
参
入
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
。
米
国
自
動
車
メ
ー
カ
ー
は
、
自
ら
の
デ
ィ
ー
ラ
ー
を
も
た
な
い
限
り
、
日
本
で
自
動
車
を
販
売
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
米
国
は
、
し
ば
し
ば
、
日
本
が
コ
メ
で
譲
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
米
国
側

も
自
動
車
で
日
本
に
厳
し
く
対
処
す
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
は
、
米
国
が
、
自
動
車
と
コ
メ
の
問
題
を
リ
ン
ク
す
る
こ
と
で
、
日
本
の
ウ
ィ

ン
・
セ
ッ
ト
を
拡
大
し
よ
う
と
し
た
問
題
連
携
戦
略
と
い
え
る
。
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さ
ら
に
、
米
国
は
ト
ラ
ン
ス
・
ガ
バ
メ
ン
タ
ル
戦
略
も
用
い
て
い
る
。
ト
ラ
ン
ス
・
ガ
バ
メ
ン
タ
ル
戦
略
は
、
あ
る
官
僚
組
織
が
他
国
の

官
僚
組
織
の
一
部
と
連
合
を
形
成
し
て
、
自
国
の
敵
対
す
る
官
僚
組
織
よ
り
も
優
位
な
立
場
に
立
と
う
と
し
た
り
、
自
ら
の
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
、
相
手
国
の
官
僚
と
連
合
を
組
ん
で
、
相
手
国
か
ら
譲
歩
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
戦
略
で
あ
る
�

。

　

塩
飽
・
元
審
議
官
は
、「
日
本
の
外
務
省
の
担
当
者
が
、
米
国
の
交
渉
担
当
者
に
対
し
て
、
例
外
な
き
関
税
化
で
は
日
本
と
妥
協
で
き
な

い
ば
か
り
か
、
米
国
も
実
利
を
あ
ま
り
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
ミ
ニ
マ
ム
・
ア
ク
セ
ス
で
妥
協
す
る
こ
と
を
助
言
し
た
よ
う
で
あ
る
」

と
指
摘
し
て
い
る
�

。
ま
た
、
ヤ
イ
タ
ー
元
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
代
表
は
、
日
本
の
外
務
省
や
通
産
省
と
は
、
日
本
の
コ
メ
の
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
と
も

に
議
論
し
、
戦
略
を
構
築
し
た
と
述
べ
て
い
る
�

。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
米
国
の
農
務
省
と
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
は
、
日
本
の
外
務
省
や
通
産
省
と

連
合
を
組
み
、
日
本
の
コ
メ
市
場
開
放
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。　

　

こ
う
し
た
米
国
か
ら
の
外
圧
を
受
け
て
、
日
本
の
国
内
で
も
変
容
が
み
ら
れ
た
。
ま
ず
、
与
党
自
民
党
の
国
会
議
員
が
、
選
挙
後
に
、
コ

メ
自
由
化
を
容
認
す
る
発
言
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
八
六
年
七
月
六
日
の
衆
参
ダ
ブ
ル
選
挙
（
自
民
党
大
勝
）、
一
九
八
九
年
七
月

二
三
日
の
参
議
院
選
挙
、
一
九
九
〇
年
二
月
一
八
日
の
衆
議
院
選
挙
、
一
九
九
二
年
七
月
二
六
日
の
参
議
院
選
挙
で
は
、
与
野
党
と
も
、
コ

メ
の
自
由
化
反
対
の
公
約
を
掲
げ
て
い
た
。
例
え
ば
、
一
九
九
〇
年
二
月
の
衆
議
院
選
挙
で
は
、
毎
日
新
聞
に
よ
れ
ば
、
八
二
％
の
候
補
者

が
コ
メ
自
由
化
に
反
対
、
八
％
が
賛
成
、
一
〇
％
が
徐
々
に
自
由
化
す
る
べ
き
と
主
張
し
て
い
た
と
い
う
�

。
し
か
し
、
選
挙
後
は
、
自
由

化
を
容
認
す
る
発
言
が
活
発
と
な
っ
た
。
特
に
、
自
民
党
内
で
は
、
海
部
俊
樹
・
首
相
（
当
時
）、
金
丸
信
・
元
副
総
理
（
当
時
）、
小
沢
一

郎
・
幹
事
長
（
当
時
）、
竹
下
登
元
首
相
、
宮
沢
喜
一
・
元
副
総
理
（
当
時
）、
渡
辺
美
智
雄
・
元
通
産
大
臣
（
当
時
）
な
ど
の
有
力
議
員
が
、

自
由
化
発
言
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
自
由
化
を
容
認
す
る
発
言
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、
海
外
か
ら
帰
国
し
た
直
後
が
多
か
っ
た
�

。

こ
の
こ
と
は
、
交
渉
者
あ
る
い
は
国
際
環
境
と
接
触
し
た
結
果
、
コ
メ
輸
入
反
対
の
国
内
状
況
と
国
際
的
な
状
況
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
自
ら
実

感
し
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
経
済
団
体
が
、
コ
メ
自
由
化
の
立
場
を
訴
え
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
経
団
連
な
ど
の
報
告
書
が
多
数
出
て
い
る
こ
と
や
、
経

団
連
の
部
分
自
由
化
を
求
め
る
決
議
な
ど
か
ら
も
窺
え
る
。
鈴
木
永
二
（
第
三
次
行
革
審
会
長
、
前
日
経
連
会
長
）
は
、「
オ
ー
ル
・
オ
ア
・
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ナ
ッ
シ
ン
グ
で
は
な
く
、一
定
枠
を
決
め
て
部
分
自
由
化
な
ど
を
検
討
す
る
時
期
に
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
し
、ま
た
、永
野
健
（
日

経
連
会
長
）
は
、「
一
粒
も
入
れ
な
い
、
と
い
う
の
は
極
め
て
ま
ず
い
表
現
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
二
） 
レ
ベ
ル
Ⅱ
（
国
内
調
整
）
の
状
況

　

日
本
国
内
で
も
、
コ
メ
の
自
由
化
容
認
論
が
増
加
し
、
日
本
の
コ
メ
に
関
す
る
ウ
ィ
ン
・
セ
ッ
ト
は
高
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
み
え
た
。
し

か
し
、
農
水
省
は
、
貿
易
自
由
化
に
よ
っ
て
、
日
本
の
農
業
が
致
命
的
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
な
い
こ
と
を
、
交
渉
の
最
大
の
目
標
に
掲
げ
て

い
た
�

。
こ
の
た
め
、
日
本
の
ウ
ィ
ン
・
セ
ッ
ト
は
、
コ
メ
を
含
む
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
品
目
を
除
外
す
る
こ
と
で
あ
り
、
コ
メ
に
関
す
る
ウ
ィ
ン
・

セ
ッ
ト
は
小
さ
い
。
一
方
、
米
国
の
ウ
ィ
ン
・
セ
ッ
ト
は
、
日
本
へ
の
コ
メ
輸
出
拡
大
で
あ
り
、
ウ
ィ
ン
・
セ
ッ
ト
は
大
き
い
。
日
本
は
、

米
国
の
ウ
ィ
ン
・
セ
ッ
ト
を
小
さ
く
す
る
た
め
に
、
戦
略
的
な
対
応
を
展
開
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、
日
本
は
、
引
き
締
め
戦
略
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
引
締
め
戦
略
」
と
は
、
政
府
や
交
渉
者
が
、
自
ら
の
選
好
に
近
い
合
意

を
相
手
国
か
ら
勝
ち
取
る
た
め
に
、
意
図
的
に
自
国
の
ウ
ィ
ン
・
セ
ッ
ト
を
小
さ
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
バ
ー
ゲ
ニ
ン
グ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を

高
め
よ
う
と
す
る
戦
略
で
あ
る
�

。
パ
ッ
ト
ナ
ム
は
、「
交
渉
者
は
、
自
国
内
の
タ
カ
派
に
よ
る
暗
示
的
脅
迫
を
利
用
し
て
、
レ
ベ
ル
Ⅰ
に

お
け
る
利
得
を
最
大
化
す
る
こ
と
が
あ
る
」
�

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
自
国
の
ウ
ィ
ン
・
セ
ッ
ト
を
小
さ
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相

手
国
の
交
渉
担
当
者
に
交
渉
の
難
し
さ
を
示
し
、
自
ら
の
選
好
に
よ
り
近
づ
け
る
戦
略
で
あ
る
。

　

日
本
は
、
農
政
を
難
し
く
し
て
い
る
政
局
や
政
治
制
度
を
理
由
に
、
コ
メ
の
関
税
化
が
難
し
い
こ
と
を
挙
げ
た
。
コ
メ
の
有
す
る
特
別
の

重
要
性
に
鑑
み
、
国
会
に
お
い
て
は
、
そ
の
自
給
を
確
保
す
る
こ
と
が
三
度
に
わ
た
っ
て
決
議
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
の
ウ
ィ

ン
・
セ
ッ
ト
が
い
か
に
小
さ
い
か
を
如
実
に
表
す
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
佐
川
急
便
事
件
や
政
治
改
革
の
政
局
を
め
ぐ
り
、
自
民
党
に
お

け
る
農
業
改
革
の
リ
ー
ダ
ー
と
目
さ
れ
て
い
た
議
員
が
、
身
動
き
が
と
れ
な
い
こ
と
を
挙
げ
た
。
も
し
コ
メ
の
関
税
化
を
受
け
入
れ
る
と
す

る
と
、
与
党
は
致
命
的
な
打
撃
を
受
け
て
、
選
挙
に
敗
れ
、
政
権
が
崩
壊
す
る
と
伝
え
て
い
る
。

　

Ｊ
Ａ
全
中
を
中
心
と
す
る
国
内
ア
ク
タ
ー
も
、
政
府
、
国
会
、
地
方
自
治
体
な
ど
に
対
す
る
要
請
、
大
会
・
集
会
の
開
催
を
通
じ
た
全
国

運
動
、
国
会
議
員
の
署
名
獲
得
運
動
を
展
開
し
、
日
本
の
ウ
ィ
ン
・
セ
ッ
ト
を
小
さ
く
す
る
こ
と
を
試
み
た
�

。
農
業
者
の
要
求
と
決
意
を
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内
外
に
訴
え
る
た
め
に
、
一
九
八
七
年
六
月
〜
九
三
年
一
二
月
の
間
に
東
京
都
内
で
一
〇
〇
〇
名
規
模
以
上
の
大
会
、
集
会
を
合
わ
せ
て

一
三
回
開
催
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
Ｊ
Ａ
全
中
会
長
を
つ
と
め
た
堀
内
に
よ
る
と
、
こ
の
頃
の
農
政
運
動
は
転
換
点
を
迎
え
て
い
た
と
い
う
。

農
政
運
動
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
農
協
の
政
策
形
成
能
力
を
強
化
し
、
価
格
・
米
重
点
の
運
動
か
ら
、
総
合
的
な
政
策
要
求
運
動
へ
の
転

換
を
は
か
る
こ
と
を
標
榜
し
、
単
に
コ
メ
保
護
を
訴
え
る
だ
け
で
は
な
く
、「
国
民
の
理
解
を
深
め
、
国
民
運
動
を
展
開
す
る
」
こ
と
を
打

ち
出
し
た
�

。

　

こ
う
し
た
日
本
側
の
事
情
は
、
米
国
や
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
事
務
局
の
交
渉
担
当
者
に
周
知
さ
れ
て
お
り
、
日
本
の
ウ
ィ
ン
・
セ
ッ
ト
は
小
さ
く
見

え
て
い
た
と
い
う
�

。

（
三
） 

レ
ベ
ル
Ⅰ
（
国
際
交
渉
）
コ
メ
自
由
化
を
例
外
に
す
る
た
め
の
戦
略

　

日
本
は
、
反
響
戦
略
を
用
い
て
、
日
本
の
コ
メ
に
対
す
る
理
解
を
求
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
日
本
は
、
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン

ド
の
交
渉
開
始
と
と
も
に
、
コ
メ
市
場
の
閉
鎖
性
を
正
統
化
す
る
た
め
に
、（
一
）
コ
メ
が
国
内
で
自
給
可
能
な
数
少
な
い
農
産
物
で
あ
り
、

国
民
の
命
綱
で
あ
る
こ
と
、（
二
）
水
源
涵
養
機
能
を
は
じ
め
と
し
て
水
田
に
は
環
境
保
全
機
能
も
非
常
に
大
き
い
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、

農
業
の
「
非
貿
易
的
関
心
事
項
」
を
強
調
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
、
従
来
日
本
が
主
張
し
て
き
た
食
料
安
全
保
障
論
を
具
体
化
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
食
糧
自
給
率
が
先
進
国
の
な
か
で
も
極
端
に
低
い
日
本
に
と
っ
て
、
コ
メ
は
自
給
が
可
能
な
唯
一
の
産
品
で
あ
り
、

そ
の
国
内
供
給
を
確
保
す
る
こ
と
は
、
食
料
安
全
保
障
の
観
点
か
ら
不
可
欠
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
日
本
は
、
関
税
化
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
例
外
の
範
囲
を
コ
メ
や
バ
タ
ー
な
ど
の
一
部
農
産
品
・
乳
製

品
に
限
定
し
て
い
る
と
主
張
し
た
�

。
ま
た
、
日
本
は
、
最
も
貿
易
歪
曲
的
な
措
置
で
あ
る
輸
出
補
助
金
に
つ
い
て
、
米
国
は
Ｅ
Ｃ
に
配
慮

し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
関
税
化
や
農
業
に
つ
い
て
一
切
の
例
外
を
認
め
な
い
と
い
う
の
は
不
公
平
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
日
本
の
こ
う

し
た
主
張
は
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
期
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
に
な
る
と
、
米
国
も
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
に

柔
軟
な
交
渉
態
度
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
日
本
が
主
張
し
て
き
た
こ
と
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

次
に
日
本
は
、
問
題
連
携
戦
略
を
用
い
て
、
コ
メ
の
例
外
化
を
図
ろ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
の
問
題
連
携
戦
略
と
し
て
、
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コ
メ
と
自
動
車
部
品
調
達
の
リ
ン
ク
が
あ
げ
ら
れ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
米
国
は
、
し
ば
し
ば
、
日
本
側
に
、
日
本
が
コ
メ
を
譲
ら
な
い
な

ら
、
自
動
車
で
日
本
に
厳
し
く
対
応
す
る
と
主
張
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
日
本
は
、
米
国
に
対
し
て
、
米
国
で
生
産
す
る
日
本

の
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
部
品
調
達
を
、
最
大
限
に
現
地
化
す
る
こ
と
で
、
コ
メ
問
題
が
中
心
的
な
議
題
と
な
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
た
。

一
九
九
二
年1
月
の
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
の
訪
日
時
に
は
、
コ
メ
に
言
及
さ
れ
る
の
を
避
け
る
た
め
に
、
米
国
製
自
動
車
部
品
の
購
入
計
画

（
一
九
九
四
年
度
に
一
九
〇
億
ド
ル
）
を
表
明
し
た
�

。

　

第
二
の
問
題
連
携
戦
略
と
し
て
は
、
コ
メ
と
小
麦
の
関
係
が
あ
げ
ら
れ
る
。
食
糧
庁
は
、
コ
メ
を
関
税
化
の
例
外
に
す
る
た
め
に
、
小
麦

の
ル
ー
ト
を
使
お
う
と
試
み
た
�

。
米
国
の
小
麦
を
輸
出
し
て
い
る
生
産
者
の
団
体
、
小
麦
連
合(W

heat Association)

の
会
長
に
手
紙
を

書
き
、
コ
メ
に
つ
い
て
の
農
水
省
の
真
意
を
、
米
国
農
務
省
に
伝
え
て
く
れ
る
よ
う
工
作
し
た
。
食
糧
庁
が
米
国
の
小
麦
の
シ
ェ
ア
を
確
保

す
る
た
め
に
色
々
努
力
し
て
い
る
こ
と
は
、
小
麦
連
合
も
理
解
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
延
長
線
上
で
、
コ
メ
に
つ
い
て
は
手
荒
な
事
を

し
な
い
よ
う
に
、
小
麦
連
合
に
仲
介
を
依
頼
し
た
の
で
あ
る
。

　

第
三
の
問
題
連
携
戦
略
と
し
て
は
、
コ
メ
と
米
国
債
（
財
務
省
証
券
）
と
の
関
係
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
を
訪
れ
た
自
民
党

議
員
団
は
、
ヤ
イ
タ
ー
農
務
長
官
に
対
し
て
、
コ
メ
問
題
を
米
国
が
要
求
し
続
け
る
と
、
日
本
は
、
米
国
債
の
購
入
お
よ
び
発
展
途
上
国
に

対
す
る
経
済
協
力
の
削
減
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
問
題
連
携
戦
略
は
、
日
本
の
対
抗
脅
迫
と
も
い
え
る
。
食
糧
庁
の
元
担
当
官
は
、
日
本
は
米
国
の
小
麦
の
大
口
顧
客
（
小

麦
は
コ
メ
よ
り
も
、
米
国
に
と
っ
て
ウ
ィ
ン
・
セ
ッ
ト
が
高
か
っ
た
）
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
小
麦
連
合
を
通
じ
て
米
国
農
務
省
に
ア
プ
ロ
ー

チ
し
た
が
、
こ
の
こ
と
が
米
国
の
コ
メ
に
関
す
る
ウ
ィ
ン
・
セ
ッ
ト
を
縮
小
さ
せ
た
と
述
べ
て
い
る
�

。

　

次
に
、
日
本
は
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
戦
略
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
戦
略
と
は
、
国
内
ア
ク
タ
ー
の
政
策

選
好
が
異
な
る
場
合
、
交
渉
代
表
者
の
選
好
に
影
響
を
及
ぼ
す
た
め
に
、
相
手
国
の
国
内
ア
ク
タ
ー
と
協
力
し
て
、
互
い
の
政
治
力
を
交
換

す
る
こ
と
で
同
意
す
る
場
合
に
、
連
合
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
�

。
国
内
ア
ク
タ
ー
は
、
相
手
国
の
国
内
ア
ク
タ
ー
と
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ

ナ
ル
な
連
合
を
形
成
す
る
こ
と
で
、
相
手
国
の
交
渉
担
当
者
の
国
内
に
お
け
る
支
持
を
強
め
た
り
、
弱
め
た
り
し
よ
う
と
す
る
。
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ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
の
開
始
と
と
も
に
、
Ｊ
Ａ
全
中
は
、
農
業
者
の
意
見
を
レ
ベ
ル
Ⅰ
に
反
映
さ
せ
る
た
め
に
、
海
外
農
業
団
体
と

の
連
携
を
強
化
し
た
。
そ
れ
ま
で
Ｊ
Ａ
全
中
は
、
米
国
か
ら
の
農
産
物
開
放
要
求
な
ど
に
対
し
て
単
独
で
動
い
て
い
た
が
、
ウ
ル
グ
ア
イ
・

ラ
ウ
ン
ド
交
渉
時
で
は
、
Ｊ
Ａ
全
中
は
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
戦
略
を
重
視
し
た
。
ま
ず
、
国
際
的
連
帯
を
図
る
た
め
「
世
界
農
業
団
体

代
表
者
集
会
」
の
よ
う
な
世
界
大
会
へ
参
加
し
、
米
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
フ
ァ
ー
マ
ー
ズ
・
ユ
ニ
オ
ン
、
Ｅ
Ｃ
の
Ｅ
Ｃ
農
業
団
体
連
合
会
（
Ｃ

Ｏ
Ｐ
Ａ
）
な
ど
と
と
も
に
大
会
を
共
催
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
国
際
的
な
連
帯
の
な
か
っ
た
Ｊ
Ａ
全
中
は
、
Ｅ
Ｃ
の
農
業
団
体
で
あ
る
Ｃ
Ｏ

Ｐ
Ａ
や
米
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
フ
ァ
ー
マ
ー
ズ
・
ユ
ニ
オ
ン
の
よ
う
な
、
Ｅ
Ｃ
や
米
国
の
政
策
意
思
決
定
に
強
い
影
響
力
を
も
つ
農
業
団
体

と
連
携
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
農
業
交
渉
に
影
響
力
を
及
ぼ
そ
う
と
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
農
業
の
「
非
貿
易
的

関
心
事
項
」
を
強
調
す
る
の
に
役
立
っ
た
と
言
え
る
が
、
各
国
交
渉
担
当
者
が
こ
れ
ら
利
益
団
体
の
考
え
を
基
に
動
い
た
わ
け
で
は
な
く
、

ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
戦
略
の
交
渉
過
程
へ
の
影
響
力
は
限
定
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

五
、
お
わ
り
に

　

本
論
文
で
は
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
２
レ
ベ
ル
・
ゲ
ー
ム
モ
デ
ル
を
用
い
て
、
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
で
、
コ
メ
の
扱
い
に
つ
い
て
、

米
国
政
府
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
譲
歩
を
引
き
出
し
た
の
か
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
戦
略
が
あ
っ
た
の
か
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
可
能
に
し
た

要
因
は
何
で
あ
っ
た
の
か
を
分
析
し
た
。
従
来
の
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
農
業
交
渉
を
め
ぐ
る
日
本
の
対
応
を
考
察
し
た
研
究
は
、

「
一
九
九
三
年
一
二
月
ま
で
に
最
終
決
着
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、「
交
渉
が
決
裂
す
れ
ば
そ
の
責
任
は
日
本
に
あ
る
」
と
い
う
「
外
圧
」

に
よ
り
、
日
本
が
追
い
つ
め
ら
れ
る
と
と
も
に
日
本
国
内
も
共
鳴
し
、
コ
メ
市
場
の
部
分
開
放
を
し
た
と
い
う
見
方
が
圧
倒
的
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
今
回
、
秘
密
交
渉
時
の
状
況
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
当
時
の
日
本
が
、
米
国
か
ら
の
外
圧
を
受
け
つ
つ
も
、
対
抗
戦

略
を
練
り
、
い
か
に
コ
メ
の
自
給
率
を
守
り
、
自
国
の
農
家
の
被
害
を
最
小
限
に
く
い
留
め
る
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
戦
略
的
な
対

応
を
し
た
か
が
分
か
っ
た
。

　

こ
の
日
本
の
戦
略
的
な
外
交
に
よ
っ
て
、
例
外
な
き
関
税
化
を
主
張
す
る
米
国
の
ウ
ィ
ン
・
セ
ッ
ト
を
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
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る
。
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
農
業
交
渉
に
お
い
て
は
、「
非
貿
易
的
関
心
事
項
」
が
日
本
に
と
っ
て
命
綱
と
な
っ
た
。
ま
た
、
交
渉
担
当

者
は
、
日
本
の
政
治
状
況
を
理
由
に
あ
げ
、
コ
メ
市
場
を
開
放
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
相
手
国
を
説
得
し
、
相
手
国
の
ウ
ィ
ン
・
セ
ッ

ト
を
拡
大
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
農
水
省
は
、「
国
際
交
渉
の
結
果
が
、
日
本
の
農
業
に
致
命
的
な
打
撃
を
与
え
な
い
こ
と
」
を
標
榜
し
て

い
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
日
本
は
、
ミ
ニ
マ
ム
・
ア
ク
セ
ス
に
よ
っ
て
、
コ
メ
が
輸
入
さ
れ
て
も
、
農
業
に
打
撃
を
与
え
ず
、
自
給
率
を

維
持
し
、
日
本
の
消
費
者
に
辿
り
つ
く
こ
と
が
な
い
範
囲
で
、
ミ
ニ
マ
ム
・
ア
ク
セ
ス
の
割
合
を
交
渉
し
て
い
る
。
一
方
、
米
国
も
、
日
本

に
コ
メ
を
輸
出
出
来
る
こ
と
か
ら
結
果
に
は
満
足
を
し
て
い
る
。
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
農
業
交
渉
の
最
終
段
階
は
、
細
川
・
非
自
民
党

政
権
と
な
っ
た
が
、
社
会
党
を
中
心
と
す
る
反
対
勢
力
を
ま
と
め
る
こ
と
は
、
自
民
党
の
農
林
族
を
ま
と
め
る
よ
り
も
困
難
を
極
め
た
と
い

う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
政
権
内
に
日
本
社
会
党
を
抱
え
な
が
ら
も
最
終
的
な
決
断
を
下
し
た
細
川
首
相
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
見
逃
す
こ
と

も
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。

⑴　

G
ATT (1986) “PU

N
TA

 D
EL ESTE D

EC
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R
ATIO
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” M
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eclaration of 20 Septem

ber 1986.
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前
掲
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C
hristina D

avis

（2004). “International Institutions and Issue linkage: B
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gricultural Trade Liberalization.” A
m
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Political Science R
eview
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）:pp.153-169. 

草
野
厚
『
政
策
過
程
分
析
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七
年
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
四
九
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urelia 

G
eorge M

ulgan and D
avid R

apkin (1993) “G
ATT N
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pening of Japan’s R

ice M
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 Tw
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ic Paper N

o. 215.
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R
obert D

 Putnam
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es, International O
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Putnam
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Putnam
 (1988), pp.439-443

⑺　

E C
 (1987) “European C

om
m

unity’s Proposal For M
ultilateral Trade N

egotiations on A
griculture, 20 O

ctober 1987.”

⑻　

農
林
水
産
省
『
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
に
臨
む
わ
が
国
の
考
え
方
』
一
九
八
七
年
一
〇
月
二
〇
日
。
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⑼　

天
野
俊
彦
「
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
中
間
レ
ビ
ュ
ー
の
概
観
」『
貿
易
と
関
税
』
一
九
八
九
年
二
月
号
。

⑽　

津
久
井
茂
充
「
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
の
動
向
」『
貿
易
と
関
税
』
一
九
八
九
年
六
月
号
。

⑾　

G
ATT(1989) “M

id-Term
 A

greem
ent for A

griculture approved by the Trade N
egotiations C

om
m

ittee,” on A
pril 7, 1989.

⑿　

塩
飽
二
郎
（
元
農
水
省
審
議
官
）
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
二
〇
一
〇
年
六
月
二
九
日
。

⒀　

G
ATT (1990) “C

hairm
an’s Proposal C

om
prom

ise on A
griculture: Elem

ents for N
egotiations of D

raft A
greem

ent on the A
gricultural R

eform
 

Program
m

e,” D
ecem

ber 6, 1990.

⒁　

前
掲
、
塩
飽
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。

⒂　

IN
SID

E U
S TR

A
D

E, M
arch 1, 1991.

⒃　

日
本
経
済
新
聞
、
一
九
九
一
年
四
月
一
四
日
。

⒄　

日
本
経
済
新
聞
、
一
九
九
一
年
五
月
二
一
日
。

⒅　

朝
日
新
聞
、
一
九
九
一
年
六
月
二
九
日
。

⒆　

日
本
経
済
新
聞
、
一
九
九
一
年
七
月
一
三
日
。

⒇　

日
本
経
済
新
聞
、
一
九
九
一
年
七
月
一
一
日
。

�　

G
ATT (1991) “A

 D
raft U

ruguay R
ound A

greem
ent of the G

eneral A
greem

ent on Tariffs &
 Trade,” D

ecem
ber 20, 1991.

�　

Ernest H
. Pregg (1995) “Traders in a B

rave N
ew

 W
orld,” U

niversity of C
hicago Press, pp.138-143

�　

IN
SID

E U
S TR

A
D

E, January 17, 1992.

�　

遠
藤
保
雄
『
戦
後
国
際
農
業
交
渉
の
史
的
考
察
』
二
〇
〇
四
年
、
御
茶
の
水
書
房
、
二
七
五
頁
。

�　

ク
レ
イ
ト
ン
・
ヤ
イ
タ
ー
（
元U

STR

代
表
・
農
務
長
官
）
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
二
〇
一
〇
年
七
月
二
〇
日
。

�　

一
九
九
〇
年
に
湾
岸
戦
争
に
勝
利
し
て
九
〇
％
近
い
支
持
率
を
誇
っ
た
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は
、
景
気
の
悪
化
に
よ
っ
て
一
九
九
一
年
に
は
支
持
率
が

三
〇
％
ま
で
急
落
し
た
。

�　

前
掲
、
ヤ
イ
タ
ー
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。

�　

前
掲
、
塩
飽
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。

�　

前
掲
、
塩
飽
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。

�　

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
オ
メ
ー
ラ (

元
米
国
農
務
省
・
特
別
交
渉
官)

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
二
〇
一
〇
年
七
月
一
九
日
。
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�　
Ibid.

�　
Ibid.

�　

畠
山
襄
『
通
商
交
渉
国
益
を
巡
る
ド
ラ
マ
』
一
九
九
六
年
、
日
本
経
済
新
聞
社
、
六
一
─
六
五
頁
。

�　

特
に
、
カ
ー
ラ
・
ヒ
ル
ズ
と
ク
レ
イ
ト
ン
・
ヤ
イ
タ
ー
の
退
場
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
。

�　

前
掲
、
オ
メ
ー
ラ
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。

�　

日
本
の
農
水
省
に
も
報
告
と
相
談
が
な
さ
れ
、
対
応
策
が
練
ら
れ
た
が
、
そ
の
報
告
を
受
け
て
い
た
の
は
、
京
谷
事
務
次
官
、
官
房
長
、
食
糧
庁
長

官
な
ど
、
ご
く
少
数
の
幹
部
だ
け
で
あ
っ
た
。

�　

羽
田
孜
、
大
河
原
太
一
郎
、
保
利
耕
輔
、
加
藤
紘
一
の
四
人
の
み
が
、
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
の
全
て
の
機
密
的
な
交
渉
の
情
報
を
把
握
し
て
い

た
。
四
人
に
は
、
交
渉
方
針
の
相
談
、
指
示
、
自
民
党
内
の
根
回
し
が
要
請
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
以
外
の
自
民
党
議
員
に
は
、
農
水
省
の
政
務
官
で
す

ら
、
全
容
を
知
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
細
川
政
権
後
も
、
羽
田
を
は
じ
め
と
す
る
四
人
に
は
情
報
が
逐
次
報
告
さ
れ
て
い
た
。

�　

前
掲
、
塩
飽
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。

�　

細
川
護
煕
首
相
の
一
九
九
三
年
九
月
二
九
日
の
日
記
に
は
、「
Ｕ
Ｒ
に
関
わ
る
日
米
の
交
渉
大
枠
で
合
意
と
の
報
告
を
受
く
。
Ｅ
Ｃ
、
韓
国
な
ど
に

話
が
漏
れ
れ
ば
事
は
破
綻
し
か
ね
ず
、
従
っ
て
暫
く
の
間
は
、
あ
く
ま
で
も
二
国
間
の
話
と
し
て
留
め
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
か
ら
先
の
手
順
は

慎
重
に
、
同
時
に
タ
イ
ミ
ン
グ
を
逸
せ
ぬ
事
肝
要
な
り
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
細
川
護
熙
『
内
訟
録
─
細
川
護
熙
総
理
大
臣
日
記
』
二
〇
一
〇
年
、

日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
九
〇
頁
）。

�　

こ
の
過
程
で
は
、
一
〇
％
の
ミ
ニ
マ
ム
・
ア
ク
セ
ス
を
要
求
さ
れ
る
時
期
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
は
日
本
も
抵
抗
し
、
四
％
か
ら
八
％
に
増

や
す
こ
と
で
折
り
合
っ
た
。

�　

細
川
護
煕
首
相
の
一
九
九
三
年
一
〇
月
一
〇
日
の
日
記
に
は
、「
Ｕ
Ｒ
に
つ
き
て
小
沢
氏
は
、
部
分
自
由
化
よ
り
関
税
化
を
主
張
。
そ
の
意
見
は
尤

も
な
れ
ど
、
私
か
ら
は
、
現
時
点
ま
で
の
交
渉
の
経
緯
を
概
括
し
て
説
明
。
す
な
わ
ち
日
米
間
で
『
コ
メ
関
税
化
は
原
則
受
け
入
れ
る
も
実
施
は
六
年

猶
予
。
こ
の
間
コ
メ
の
一
定
量
を
輸
入
す
る
、
ミ
ニ
マ
ム
・
ア
ク
セ
ス
を
受
け
入
れ
る
方
向
で
あ
る
』
旨
を
述
べ
る
。
こ
れ
に
対
し
小
沢
氏
は
、
Ｕ
Ｒ

で
の
交
渉
進
捗
は
歓
迎
す
る
も
、『
誰
が
ど
う
や
っ
て
国
内
を
ま
と
め
る
か
』
と
の
懸
念
を
表
明
。『
私
。
が
泥
を
か
ぶ
っ
て
や
る
』
と
の
や
り
と
り
あ

り
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
、
細
川
、
二
〇
一
〇
年
、
一
一
一
頁
）。

�　

こ
れ
は
、
塩
飽
元
審
議
官
が
、
韓
国
農
林
部
の
金
次
官
補
に
内
々
に
情
報
を
伝
え
、
そ
れ
が
メ
デ
ィ
ア
に
掲
載
さ
れ
た
。
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド

農
業
交
渉
を
取
材
し
て
い
た
、
時
事
通
信
の
軽
部
氏
に
よ
る
と
、
そ
の
間
の
情
報
は
、
一
切
外
部
に
漏
れ
な
か
っ
た
と
い
う
（
軽
部
謙
介
（
時
事
通
信
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社
、
解
説
委
員
）
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
二
〇
一
〇
年
六
月
二
九
日
）。

�　

日
本
経
済
新
聞
、
一
九
九
三
年
一
〇
月
一
六
日
。

�　

前
掲
、
塩
飽
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。

�　

前
掲
、
農
業
協
同
組
合
制
度
史
編
纂
委
員
会
、
一
九
九
七
年
、
六
九
六
頁
。

�　

前
掲
、
塩
飽
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。
ま
た
前
掲
、
細
川
、
二
〇
一
〇
年
、
一
一
九
頁
に
お
け
る
、
一
九
九
三
年
一
〇
月
一
六
日
の
細
川
首
相
の
日
記
に
は
、

「
一
一
月
一
日
の
週
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
行
わ
れ
る
予
定
の
Ｅ
Ｃ
と
の
交
渉
も
、
既
定
方
針
で
最
後
の
努
力
を
し
た
る
形
を
作
る
こ
と
必
要
な
り
と
。
そ

れ
ま
で
は
国
内
向
け
に
は
「
完
全
否
定
」
で
い
く
べ
し
。
一
一
月
一
〇
日
の
全
国
農
協
大
会
を
や
り
過
ご
し
、
一
一
日
以
降
ド
ウ
ニ
市
場
経
済
ア
ク
セ

ス
グ
ル
ー
プ
議
長
が
最
終
調
整
案
を
提
示
し
き
た
れ
ば
、そ
れ
を
受
け
て
国
別
表
提
出
、Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
前
に
最
終
決
断
の
シ
ナ
リ
オ
で
い
く
旨
を
確
認
す
。」

と
い
う
シ
ナ
リ
オ
が
描
か
れ
て
い
る
。

�　

前
掲
、
軽
部
、
一
九
九
七
年
、
一
〇
五
頁
。

�　

日
本
経
済
新
聞
、
一
九
九
三
年
一
二
月
九
日
。

�　

日
本
経
済
新
聞
、
一
九
九
三
年
一
二
月
八
日
。

�　

Christopher C. M
eyerson (2004) “D

om
estic Politics and International Relations in U

S-Japan Trade Policym
aking,” Palgrave M

acm
illan, p.86.

�　

前
掲
、
細
川
、
二
〇
一
〇
年
、
二
二
二
─
二
二
五
頁

�　
「
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
農
業
交
渉
に
関
す
る
記
者
会
見
に
お
け
る
細
川
内
閣
総
理
大
臣
の
冒
頭
発
言
」
一
九
九
三
年
一
二
月
一
四
日
。
調
停
案

を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
細
川
は
、「
お
米
と
農
村
に
対
し
て
、
皆
様
と
同
様
、
深
い
思
い
入
れ
を
持
つ
私
に
と
り
ま
し
て
、
部
分
的
と
は
言
え
、

お
米
の
輸
入
に
道
を
開
く
こ
と
は
、
こ
の
う
え
な
く
苦
し
く
つ
ら
く
、
ま
さ
に
断
腸
の
思
い
の
決
断
で
あ
り
ま
し
た
。
我
が
国
の
年
来
の
主
張
を
百
％

実
現
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
お
米
の
国
内
完
全
自
給
を
貫
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
、
誠
に
申
し
訳
な
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。」
と
述
べ

て
い
る
。

�　

前
掲
、
農
業
協
同
組
合
制
度
史
編
纂
委
員
会
、
一
九
九
七
年
、
六
九
六
頁
。

�　

京
谷
昭
夫
「
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
の
決
着
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は
じ
め
に

　
福
沢
諭
吉
の
思
想
を
近
代
史
上
に
如
何
に
位
置
づ
け
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
な
お
多
方
面
か
ら
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い

る
。
近
年
は
、
福
沢
の
創
刊
し
た
『
時
事
新
報
』
の
言
論
の
評
価
が
大
き
な
論
争
と
な
り
、
同
紙
社
説
の
分
析
が
研
究
の
焦
点
と
な
っ
て
い

る
た
め
、
そ
の
視
点
は
概
し
て
政
治
史
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
⑴

。

　
本
稿
の
主
題
は
、
災
害
時
の
新
聞
の
あ
り
方
に
対
す
る
福
沢
の
関
心
で
あ
る
。
本
稿
に
取
り
上
げ
る
事
例
が
、
政
治
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か

ら
だ
け
で
は
必
ず
し
も
明
ら
か
と
な
ら
な
い
、
福
沢
の
国
家
観
、
社
会
観
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
『
時
事
新
報
』
は
、
政
論
一
辺
倒
の
「
大
新
聞
」
が
重
視
さ
れ
る
新
聞
界
へ
の
批
判
を
も
意
図
し
つ
つ
、
幅
広
い
人
々
に
社
会

へ
の
広
範
な
関
心
を
喚
起
す
る
こ
と
を
創
刊
の
積
極
的
な
意
図
と
し
て
い
た
⑵

。
災
害
復
旧
へ
の
取
り
組
み
も
そ
の
端
的
な
例
の
一
つ
と
筆

者
は
考
え
る
。

　
明
治
期
の
災
害
を
機
と
し
た
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
北
原
糸
子
『
磐
梯
山
噴
火
』
が
、
明
治
一
九
（
一
八
八
六
）
年
の
ノ
ル
マ

ン
ト
ン
号
事
件
及
び
明
治
二
一
年
の
磐
梯
山
噴
火
に
当
た
っ
て
の
新
聞
の
義
捐
金
募
集
な
ど
に
関
す
る
精
緻
で
広
範
な
視
野
で
の
研
究
と
し

て
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
同
書
に
お
い
て
は
『
時
事
新
報
』
を
同
時
代
の
有
力
紙
の
ひ
と
つ
と
し
て
取
り
上
げ
る
に
過
ぎ
な
い
た
め
、
同
紙

の
積
極
的
意
図
に
対
し
て
は
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
他
方
福
沢
研
究
の
観
点
か
ら
は
、
石
河
幹
明
『
福
沢
諭
吉
伝
』
に
義
捐
金
募
集
に

災
害
復
旧
支
援
と
福
沢
諭
吉

都
　
倉

　
武

　
之

─
─
『
時
事
新
報
』
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
中
心
に
─
─
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関
す
る
若
干
の
逸
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
本
格
的
な
分
析
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
筆
者
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
「
時
事
新
報
ハ
何
故
か
中
々
勢
力
あ
り
て
」（『
福
沢
手
帖
』
一
一
五
号
）、「
草
創
期
メ
デ
ィ
ア
・
イ
ベ
ン
ト

と
し
て
の
義
捐
金
募
集
」（『
日
欧
比
較
文
化
研
究
』
五
、六
号
）
に
お
い
て
論
じ
た
が
、
こ
れ
ら
も
拙
稿
「
日
清
戦
争
軍
資
醵
集
運
動
と
福

沢
諭
吉
」（『
近
代
日
本
に
お
け
る
市
民
意
識
と
政
治
』
所
収
）
の
副
産
物
と
し
て
概
要
を
紹
介
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

　
本
稿
は
『
時
事
新
報
』
が
、
以
下
の
よ
う
な
観
点
を
自
覚
的
に
有
し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

（
一
）
義
捐
金
応
募
の
金
額
の
多
寡
よ
り
も
、
近
代
国
民
国
家
に
お
け
る
「
国
民
」
は
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
う
べ
き
か
、
ま
た
そ
れ
は
何
故

か
を
日
本
人
に
広
く
主
体
的
に
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
を
意
図
し
た
社
会
教
育
的
側
面
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
。

（
二
）
上
記
の
よ
う
な
意
図
が
単
に
観
念
的
で
一
方
的
な
主
張
に
終
わ
ら
ず
、
十
分
人
々
に
浸
透
す
る
よ
う
、
紙
面
の
形
式
や
、
記
事
の
内

容
に
も
具
体
的
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
、
被
災
地
復
旧
支
援
へ
の
幅
広
い
参
加
が
促
進
さ
れ
て
い
た
こ
と
。

（
三
）
国
家
的
災
害
と
い
う
非
常
時
に
は
、
民
党
・
政
府
の
非
生
産
的
対
立
を
離
れ
、
国
家
機
能
の
便
宜
が
存
分
に
発
揮
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
の
意
図
か
ら
、
官
民
の
摩
擦
を
調
和
し
よ
う
と
す
る
福
沢
特
有
の
官
民
調
和
論
が
『
時
事
新
報
』
の
紙
面
に
色
濃
く
現
れ
る
こ
と
。

　
そ
し
て
こ
の
分
析
を
通
し
て
、
福
沢
の
活
動
の
背
後
に
一
貫
し
て
流
れ
る
思
想
（
思
考
方
法
）
を
指
摘
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

一
、
義
捐
金
募
集
の
原
点
─
─
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
事
件

　
新
聞
に
よ
る
災
害
復
旧
支
援
が
本
格
的
に
行
わ
れ
、
福
沢
の
『
時
事
新
報
』
も
そ
れ
に
加
わ
る
の
は
明
治
二
一
（
一
八
八
八
）
年
の
磐
梯

山
噴
火
の
際
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
先
立
つ
い
く
つ
か
の
活
動
に
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
ま
ず
新
聞
に
よ
る
義
捐
金
活
動
の
嚆
矢
は
、
明
治
一
八
年
に
大
阪
の
淀
川
大
洪
水
の
際
、
当
時
は
大
阪
の
地
方
紙
で
あ
っ
た
『
朝
日
新
聞
』

に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
紙
は
六
月
二
五
日
付
第
一
面
の
冒
頭
に
「
義
金
募
集
」
と
題
す
る
広
告
を
掲
げ
、
被
災
し
て
「
飢
餓

に
泣
く
の
窮
民
」
に
対
し
て
「
向
後
の
生
活
上
に
就
き
其
飢
餓
の
悲
惨
を
免
れ
し
む
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
「
慈
善
の
義
挙
を
成
さ
ん
と

欲
す
る
人
々
」
の
「
応
分
の
出
金
」
を
求
め
、
集
ま
っ
た
「
義
金
」
を
大
阪
府
庁
に
配
分
し
て
も
ら
っ
た
。
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災
害
時
に
、
役
所
に
金
銭
を
寄
せ
て
配
分
し
て
も
ら
う
こ
と
は
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
新
聞
が
そ
れ
を
仲
介
す
る
点
が
こ
の
時
の

新
し
さ
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
従
来
の
共
同
体
意
識
が
近
代
的
な
メ
デ
ィ
ア
を
受
け
皿
に
し
た
点
が
画
期
的
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
大

阪
人
が
大
阪
人
の
急
を
救
う
と
い
う
意
識
の
範
疇
に
あ
り
、
義
捐
者
は
大
阪
在
住
者
が
中
心
で
あ
っ
た
⑶

。

　
こ
れ
に
続
く
の
が
、
翌
明
治
一
九
年
、
東
京
の
五
新
聞
社
が
連
名
で
行
っ
た
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
事
件
に
関
す
る
義
捐
金
募
集
で
あ
り
、『
時

事
新
報
』
も
こ
れ
に
加
わ
っ
て
い
る
。
事
件
の
経
緯
は
こ
こ
で
は
追
わ
な
い
が
、
明
治
一
九
年
一
〇
月
二
四
日
に
発
生
し
、
日
本
人
乗
客
が

全
員
死
亡
し
た
英
国
船
の
沈
没
事
件
は
、
そ
の
後
の
事
件
処
理
が
不
公
平
で
あ
る
と
し
て
日
本
国
民
に
西
洋
諸
国
と
の
不
平
等
条
約
の
不
利

益
を
痛
感
さ
せ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
事
件
が
全
国
的
に
報
じ
ら
れ
た
一
一
月
以
降
、
反
英
国
世
論
は
高
ま
り
続
け
、
そ
の
受
け
皿
の

一
つ
と
な
っ
た
の
が
、
東
京
の
新
聞
五
社
共
同
に
よ
る
義
捐
金
募
集
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
時
の
実
施
経
緯
は
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
⑷

、
一
一
月
一
三
日
付
の
東
京
の
新
聞
五
紙
（『
東
京
日
日
新
聞
』『
毎
日
新
聞
』

『
朝
野
新
聞
』『
郵
便
報
知
新
聞
』『
時
事
新
報
』）
に
同
文
の
義
捐
金
募
集
広
告
が
一
斉
に
掲
載
さ
れ
た
。
広
告
は
、
こ
の
事
件
が
「
慨
嘆
ニ

堪
ヘ
」
な
い
の
は
、
誰
も
が
一
緒
で
、
新
聞
各
社
が
共
同
し
て
「
広
ク
有
志
者
ノ
義
捐
ヲ
求
メ
、
此
不
幸
ナ
ル
沈
没
人
ノ
遺
族
ニ
贈
与
シ
、

以
テ
通
弔
ノ
情
ヲ
表
セ
ン
ト
欲
ス
」
と
趣
旨
を
呼
び
か
け
た
。「
有
志
ノ
人
々
」
は
「
各
社
中
何
レ
エ
ナ
リ
ト
モ
」
義
捐
金
を
託
す
る
よ
う

に
と
あ
り
、
金
額
は
一
〇
銭
以
上
、「
義
捐
者
ノ
姓
名
」「
義
捐
ノ
金
高
及
ビ
其
贈
与
ノ
顛
末
」
を
新
聞
各
紙
上
に
掲
載
す
る
こ
と
と
し
て
い

た
。
従
っ
て
、
広
告
掲
載
の
翌
日
よ
り
各
紙
上
に
義
捐
者
の
姓
名
や
金
額
を
列
記
し
た
リ
ス
ト
が
掲
載
さ
れ
る
。

　
こ
の
リ
ス
ト
に
注
目
し
て
み
る
と
、
当
初
は
ど
の
新
聞
社
に
寄
せ
ら
れ
た
か
を
問
わ
ず
、
五
紙
が
全
て
の
義
捐
者
を
載
せ
る
と
い
う
方
針

で
あ
っ
た
が
申
し
込
み
殺
到
に
よ
り
対
応
出
来
な
く
な
り
、
各
社
が
そ
れ
ぞ
れ
に
寄
せ
ら
れ
た
義
捐
金
の
み
を
掲
載
す
る
と
申
し
合
わ
せ
て

い
る
⑸

。
各
紙
と
も
紙
面
の
後
段
の
頁
で
掲
載
し
て
い
る
こ
と
は
、
各
紙
が
そ
の
掲
載
を
当
初
重
視
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
が
、

そ
の
紙
幅
は
、
自
ず
と
そ
の
新
聞
の
社
会
的
信
用
を
代
弁
す
る
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
と
な
り
、
各
紙
に
競
争
心
を
惹
起
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推

測
さ
れ
る
。
リ
ス
ト
の
体
裁
は
不
統
一
で
、
多
く
の
場
合
数
十
人
分
が
所
属
団
体
ご
と
に
送
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
団
体
内
で
金
額
順
に
並
べ

ら
れ
る
な
ど
、
金
額
に
応
じ
て
リ
ス
ト
が
整
理
さ
れ
て
い
る
⑹

。
最
終
集
計
額
は
一
万
七
八
一
八
円
五
九
銭
四
厘
で
あ
り
（『
時
事
新
報
』
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明
治
二
〇
年
四
月
二
三
日
付
）、
新
聞
間
に
歴
然
と
し
た
応
募
数
の
差
が
生
じ
、
北
原
糸
子
の
集
計
に
よ
れ
ば
、
集
計
額
上
位
は
六
二
〇
〇

円
余
を
集
め
た
『
時
事
新
報
』
と
、
三
八
〇
〇
円
余
を
集
め
た
『
東
京
日
日
新
聞
』
で
あ
っ
た
⑺

。

　
各
紙
は
義
捐
金
を
募
集
す
る
一
方
、
社
説
で
英
国
非
難
の
世
論
を
加
熱
さ
せ
た
が
、
そ
の
行
き
過
ぎ
を
嫌
っ
た
政
府
当
局
者
は
そ
の
抑
制

の
た
め
介
入
措
置
を
執
っ
た
⑻

。『
時
事
新
報
』
は
、
当
初
事
件
が
問
題
化
す
る
の
に
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
も
の
の
、
世
論
の
高
揚
や

他
紙
に
よ
る
加
熱
報
道
に
は
一
定
の
距
離
を
置
き
、
義
捐
金
募
集
開
始
直
後
か
ら
抑
制
報
道
へ
と
転
換
す
る
。
募
集
開
始
の
わ
ず
か
三
日
後

の
社
説
は
「
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
の
事
変
を
し
て
日
英
の
交
際
を
妨
げ
し
む
る
勿
れ
」
と
題
さ
れ
、以
後
「
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
事
件
の
軽
重
如
何
」

（
同
一
七
日
）、「
国
の
面
目
を
重
ん
ず
る
人
の
注
目
す
べ
き
は
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
の
外
に
も
其
事
あ
り
」（
同
二
〇
日
）、「
長
崎
の
事
変
忘
る

可
ら
ず
」（
同
二
二
日
）、「
悲
憤
し
て
濫
す
可
ら
ず
」（
同
二
四
日
）、「
偉
な
る
哉
英
国
人
の
挙
動
」（
同
二
七
日
）、「
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
事

件
裁
判
落
着
」（
一
二
月
一
〇
日
）
と
、
間
断
な
く
国
民
に
冷
静
な
対
応
を
促
し
、
む
し
ろ
清
国
と
の
間
に
問
題
化
し
て
い
た
「
長
崎
事
件
」

（
清
国
水
兵
乱
暴
事
件
）
に
こ
そ
注
意
を
向
け
る
よ
う
促
し
て
い
る
⑼

。
こ
れ
は
政
府
が
日
英
関
係
の
修
復
を
模
索
し
始
め
る
こ
と
を
先
読

み
し
、
自
発
的
に
民
意
の
軟
化
を
促
し
た
、
福
沢
特
有
の
「
官
民
調
和
論
」
の
発
想
の
表
れ
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
事
件
に
お
い
て
『
時
事
新
報
』
の
姿
勢
は
、
極
め
て
消
極
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
義
捐
金

活
動
を
一
層
盛
り
上
げ
る
努
力
は
特
に
行
わ
れ
た
形
跡
が
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
集
金
額
に
お
い
て
一
位
に
な
っ
た
こ
と
は
、『
時
事

新
報
』
の
社
会
的
信
用
や
影
響
力
の
強
固
さ
を
図
ら
ず
も
明
ら
か
に
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
災
害
復
旧
支
援
の
本
格
化
─
─
磐
梯
山
噴
火

　
磐
梯
山
噴
火
（
水
蒸
気
爆
発
）
は
明
治
二
一
（
一
八
八
八
）
年
七
月
一
五
日
に
発
生
、
五
〇
〇
人
近
く
が
犠
牲
に
な
り
、
泥
流
で
数
か
村

が
埋
没
す
る
な
ど
周
辺
の
地
形
が
一
変
し
、
五
色
沼
の
湖
沼
群
が
形
成
さ
れ
た
。
新
聞
界
で
は
、
特
派
員
派
遣
や
号
外
合
戦
な
ど
で
報
道
力

を
競
う
重
要
な
画
期
と
な
っ
た
災
害
で
あ
る
。
こ
の
と
き
東
京
に
お
い
て
は
、
新
聞
一
五
社
連
名
に
よ
る
「
義
捐
金
取
次
広
告
」
が
掲
載
さ

れ
、「
世
の
慈
善
家
」
の
便
利
の
た
め
、
各
社
申
し
合
わ
せ
て
義
捐
金
を
福
島
県
庁
に
取
り
次
ぐ
こ
と
が
告
知
さ
れ
た
（
七
月
二
一
日
付
）。
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こ
の
共
同
募
集
が
計
画
さ
れ
た
い
き
さ
つ
は
明
ら
か
で
な
い
が
⑽

、
今
回
は
希
望
す
る
新
聞
社
が
悉
く
名
を
連
ね
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の

一
五
社
の
発
行
紙
は
『
郵
便
報
知
新
聞
』『
毎
日
新
聞
』『
朝
野
新
聞
』『
東
京
日
日
新
聞
』『
時
事
新
報
』『
読
売
新
聞
』『
東
京
電
報
』『
公

論
新
報
』『
改
進
新
聞
』『
絵
入
朝
野
新
聞
』『
東
京
朝
日
新
聞
』『
東
京
絵
入
新
聞
』『
今
日
新
聞
』『
絵
入
自
由
新
聞
』『
や
ま
と
新
聞
』
で

あ
る
。

　
噴
火
関
連
の
付
録
や
連
載
小
説
な
ど
華
や
か
な
他
紙
に
比
較
し
て
、『
時
事
新
報
』
は
淡
々
と
事
実
報
道
に
徹
し
て
い
る
も
の
の
⑾

、
八

月
九
日
、次
い
で
九
月
二
一
日
に
発
表
さ
れ
た
共
同
義
捐
金
の
集
計
額
は
、い
ず
れ
も
『
時
事
新
報
』
が
一
位
と
な
っ
た
。
二
回
合
計
で
『
時

事
新
報
』
は
二
四
五
八
円
一
六
銭
四
厘
、
そ
れ
に
次
ぐ
『
東
京
日
日
新
聞
』
が
一
二
三
四
円
二
八
銭
、
最
下
位
の
『
公
論
新
報
』
は
一
五
円

二
五
銭
、
総
額
六
三
七
八
円
五
六
銭
一
厘
五
毛
が
福
島
県
に
送
金
さ
れ
た
。

　
全
国
の
新
聞
社
に
よ
る
義
捐
金
最
終
総
額
は
二
万
三
二
九
六
円
四
〇
銭
四
厘
に
の
ぼ
り
、
そ
の
中
で
も
『
時
事
新
報
』
は
一
位
で
あ
っ
た
。

福
島
県
の
集
計
に
よ
る
同
紙
の
最
終
額
は
五
四
〇
五
円
四
一
銭
八
厘
を
占
め
、
第
二
位
の
『
ジ
ャ
パ
ン
メ
ー
ル
』（
二
一
四
八
円
三
五
銭
）

に
大
き
な
差
を
付
け
て
い
る
⑿

。
福
沢
諭
吉
も
こ
の
結
果
に
『
時
事
新
報
』
の
社
会
的
信
用
を
確
信
し
、
米
国
留
学
中
の
福
沢
桃
介
に
宛
て

た
書
簡
で
、「
時
事
新
報
は
何
故
か
、
中
々
勢
力
あ
り
て
世
之
信
用
も
厚
し
。
既
に
先
日
磐
梯
山
罹
災
に
付
、
義
捐
之
金
を
集
め
た
る
に
、

諸
新
聞
は
新
報
の
半
高
に
及
ぶ
も
の
さ
へ
な
し
」
⒀

と
記
し
て
い
る
。

　
磐
梯
山
噴
火
は
政
治
的
な
配
慮
や
外
交
問
題
と
は
一
切
無
縁
の
純
粋
な
救
援
活
動
で
あ
る
点
に
お
い
て
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
事
件
の
義
捐
金

募
集
と
全
く
性
格
を
異
に
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
『
時
事
新
報
』
は
こ
の
義
捐
金
募
集
に
積
極
的
で
あ
っ
た
。
義
捐
金
の
送
金
方
法
の
詳
細

を
説
明
す
る
「
義
捐
金
取
次
手
続
」
を
定
め
て
連
日
の
紙
面
に
掲
げ
（
七
月
二
三
日
付
以
降
）、
他
方
前
日
正
午
ま
で
の
応
募
状
況
を
示
す

義
捐
者
リ
ス
ト
も
連
日
紙
面
の
後
半
に
掲
載
さ
れ
、
一
人
ず
つ
姓
名
・
住
所
・
金
額
が
記
載
さ
れ
る
形
に
定
式
化
し
た
。『
時
事
新
報
』
の

義
捐
金
高
の
突
出
は
、
福
沢
・
慶
応
義
塾
を
中
心
と
し
た
幅
広
い
人
脈
も
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
連
日
の
リ
ス
ト
を
点
検
す
る
と
、

福
沢
に
関
係
の
深
い
人
物
や
会
社
名
が
多
数
確
認
で
き
、
海
外
か
ら
の
義
捐
金
も
少
な
く
な
い
⒁

。

　『
時
事
新
報
』社
説
が
磐
梯
山
被
害
の
救
援
に
言
及
し
た
の
は
七
月
二
二
日
付
紙
面
に
お
け
る「
磐
梯
山
罹
災
の
救
恤
」の
一
回
だ
け
で
あ
っ
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た
が
、
そ
こ
で
は
「
死
者
の
供
養
の
為
め
生
者
の
救
恤
の
為
め
多
少
の
寄
付
金
あ
ら
ん
こ
と
、
我
輩
の
切
に
願
ふ
所
な
り
」
と
の
希
望
を
述

べ
、
こ
の
寄
附
こ
そ
「
実
際
の
施
餓
鬼
」
で
あ
り
、「
其
功
徳
は
未
来
を
待
た
ず
目
の
あ
た
り
に
衆
生
歓
喜
の
声
を
聞
く
可
し
」
と
、
義
捐

金
が
実
際
に
被
災
者
を
救
う
こ
と
を
希
望
、
最
後
に
「
今
度
の
事
は
其
不
幸
の
軽
重
、
そ
の
人
数
の
多
少
、
固
よ
り
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
の
類
に

あ
ら
ざ
れ
ば
、
我
輩
は
必
ず
其
慈
善
義
捐
の
国
中
広
く
し
て
大
な
ら
ん
こ
と
を
期
す
る
も
の
な
り
」
と
締
め
括
っ
て
い
る
。

　
こ
の
社
説
か
ら
は
『
時
事
新
報
』
が
、
磐
梯
山
の
義
捐
金
募
集
を
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
事
件
か
ら
連
続
す
る
も
の
と
捉
え
、
し
か
も
前
回
よ

り
も
重
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
二
つ
の
機
会
を
通
し
て
『
時
事
新
報
』
は
、
新
聞
が
義
捐
金
募
集
を
通
し

て
社
会
に
働
き
か
け
る
力
の
可
能
性
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
被
災
地
支
援
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
へ
─
─
濃
尾
地
震

　
濃
尾
地
震
は
、
明
治
二
四
（
一
八
九
一
）
年
一
〇
月
二
八
日
、
岐
阜
県
・
愛
知
県
を
中
心
に
発
生
し
た
大
地
震
で
あ
る
。
地
震
の
規
模
は

マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
八
・
四
（
推
定
）、
死
者
不
明
者
七
〇
〇
〇
人
以
上
、
家
屋
全
壊
一
四
万
以
上
と
い
う
当
時
と
し
て
は
明
治
年
間
最
大
の
災

害
で
、
被
害
規
模
は
磐
梯
山
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
甚
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
時
、
東
京
に
お
い
て
新
聞
社
共
同
で
は
な
く
、
各
社
個
別
に
義
捐
金
募
集
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、『
時
事
新
報
』
が
磐
梯
山
噴
火

以
後
、
管
見
の
限
り
で
は
三
回
、
独
自
の
義
捐
金
募
集
を
行
っ
て
ノ
ウ
ハ
ウ
を
確
立
す
る
な
ど
し
て
単
独
募
集
の
気
運
を
高
め
て
い
た
こ
と

が
直
接
の
き
っ
か
け
で
あ
ろ
う
⒂

。『
時
事
新
報
』
は
、
地
震
の
第
一
報
を
報
じ
た
翌
日
の
一
〇
月
三
〇
日
に
「
大
地
震
に
付
義
捐
金
募
集

広
告
」
を
掲
載
し
て
、
募
集
を
開
始
し
て
い
る
。
こ
の
広
告
は
福
沢
諭
吉
の
自
筆
原
稿
が
現
存
し
て
お
り
、「
安
政
の
江
戸
大
地
震
は
早
や

三
十
七
年
の
一
昔
と
為
り
…
」
と
書
き
出
し
、従
来
の
事
務
的
な
広
告
で
は
な
く
、読
者
の
心
情
に
切
々
と
訴
え
る
表
現
を
重
ね
た
上
で
、「
苟

も
慈
善
の
志
あ
ら
ん
人
々
は
旧
を
憶
ひ
今
を
憐
み
、
多
少
の
金
を
捐
て
ゝ
被
害
地
方
の
死
亡
者
負
傷
者
貧
困
者
を
救
ひ
給
は
ら
ん
こ
と
切
望

に
堪
へ
ず
」
と
記
し
て
い
る
⒃

。

　
義
捐
金
募
集
広
告
掲
載
を
手
始
め
に
、『
時
事
新
報
』
は
非
常
に
積
極
的
な
姿
勢
で
被
災
地
の
復
旧
支
援
を
後
押
し
す
る
。
こ
の
姿
勢
が
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他
紙
に
比
し
て
突
出
し
て
い
た
こ
と
は
、
濃
尾
地
震
を
主
題
と
す
る
社
説
本
数
の
単
純
比
較
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
地
震
発
生
か
ら
翌
月
の

一
一
月
末
ま
で
の
本
数
を
比
べ
る
と
、『
日
本
』
が
六
本
、『
東
京
日
日
新
聞
』『
毎
日
新
聞
』
が
五
本
、『
郵
便
報
知
新
聞
』
は
四
本
で
あ
る

中
で
、『
時
事
新
報
』
は
実
に
十
六
本
の
社
説
を
掲
載
し
て
い
る
⒄

。

　
社
説
の
内
容
を
中
心
に
『
時
事
新
報
』
の
姿
勢
を
、
本
稿
の
冒
頭
に
掲
げ
た
三
つ
の
観
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

　
ま
ず
（
一
）
日
本
人
の
「
国
民
」
意
識
形
成
の
た
め
の
社
会
教
育
的
な
意
図
に
つ
い
て
で
あ
る
。
義
捐
金
募
集
を
開
始
し
た
一
〇
月
三
〇

日
の
社
説
「
大
地
震
」
で
は
、
被
災
者
救
助
は
「
日
本
国
中
同
胞
の
至
情
又
義
務
な
り
」
と
論
じ
な
が
ら
、「
彼
の
磐
梯
山
の
破
裂
の
時
に

施
行
し
た
る
義
捐
募
集
の
成
跡
を
見
て
も
、
有
志
者
の
義
捐
は
唯
人
情
を
慰
る
の
み
に
し
て
実
際
の
用
に
足
ら
ざ
る
は
世
人
の
実
験
し
た
る

所
」
と
す
る
。
そ
こ
で
、「
此
上
は
唯
中
央
政
府
の
救
助
に
依
頼
す
る
の
外
な
し
」
と
し
て
、
政
府
の
臨
時
支
出
を
強
く
主
張
す
る
。
磐
梯

山
噴
火
の
義
捐
金
は
到
底
足
ら
な
い
額
で
あ
っ
た
経
験
に
鑑
み
、
最
初
か
ら
義
捐
金
の
実
質
的
役
割
の
限
界
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
義
捐
金
を
無
価
値
と
す
る
の
で
は
な
く
、
人
民
の
「
徳
義
心
」（
あ
る
い
は
徳
心
）
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
そ
の
価
値
を
説
く
。

…
こ
れ
を
受
く
る
者
も
固
よ
り
之
を
以
て
助
か
る
可
き
に
非
ざ
れ
ど
も
、
同
胞
情
義
の
賜
と
し
て
之
を
見
れ
ば
、
一
銭
一
厘
の
微
と
雖
も
其

情
に
感
ず
る
こ
と
は
更
に
大
な
ら
ざ
る
を
得
ず
。
即
ち
双
方
共
に
情
を
以
て
情
に
接
す
る
の
美
事
に
し
て
、
之
を
小
に
し
て
は
相
互
の
感
情

を
慰
め
、
之
を
大
に
し
て
は
一
国
の
徳
義
心
を
養
ふ
に
足
る
可
し
。
義
捐
の
銭
財
、
微
な
り
と
雖
も
、
其
効
能
は
決
し
て
微
な
ら
ず
。（「
同

胞
の
感
情
を
表
す
可
し
」『
時
事
新
報
』、
一
一
月
六
日
付
）。

　
義
捐
金
は
、
義
捐
者
・
罹
災
者
の
「
双
方
共
に
情
を
以
て
情
に
接
す
る
の
美
事
」
で
あ
り
、「
其
効
能
は
決
し
て
微
な
ら
ず
」
と
述
べ
て

い
る
。
国
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
政
府
に
よ
る
救
援
が
得
ら
れ
、
加
え
て
義
捐
金
に
よ
る
感
情
面
で
の
安
心
を
得
ら
れ
る
こ
と
、
条
約
改
正
を
も

見
据
え
た
対
外
広
報
的
な
視
点
に
も
注
意
を
払
い
な
が
ら
⒅

、
国
民
が
震
災
を
他
人
事
と
せ
ず
、
主
体
的
に
救
援
の
輪
に
加
わ
る
か
に
よ
っ

て
、
国
民
と
し
て
の
成
熟
が
問
わ
れ
る
と
位
置
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
⒆

。
こ
の
よ
う
に
主
体
的
な
個
人
の
上
に
国
も
有
効
に
機
能
し
て
、
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災
害
復
旧
の
実
現
と
い
う
結
果
を
得
ら
れ
る
こ
と
は
、
優
れ
て
近
代
的
な
営
み
で
あ
る
。
次
に
示
す
社
説
で
、
国
と
い
う
も
の
の
実
質
的
な

意
味
を
再
確
認
す
る
こ
と
を
促
す
『
時
事
新
報
』
の
姿
勢
が
端
的
に
表
れ
て
い
る
。

抑
も
人
の
集
ま
り
て
社
会
を
組
織
す
る
其
目
的
を
尋
れ
ば
、
自
他
相
結
び
相
助
け
て
生
を
営
み
、
協
同
の
力
を
用
ひ
て
以
て
営
生
の
行
路
に

横
は
る
百
般
の
困
難
に
打
勝
た
ん
と
す
る
に
在
り
。
而
し
て
政
府
は
其
協
同
を
堅
固
に
し
て
以
て
助
成
の
組
織
を
維
持
せ
ん
が
為
め
に
設
け

た
る
も
の
な
れ
ば
常
に
社
会
の
害
毒
を
除
て
其
秩
序
を
保
ち
人
民
の
生
命
財
産
を
守
護
す
る
こ
と
を
専
一
の
義
務
と
な
し
、
人
民
よ
り
は
報

酬
と
し
て
之
に
租
税
を
納
む
る
こ
と
に
し
て
其
趣
は
恰
も
政
府
が
人
民
よ
り
租
税
と
名
く
る
保
険
料
を
取
り
立
て
ゝ
其
生
命
財
産
を
保
険
す

る
も
の
に
異
な
ら
ず
。（「
震
災
の
救
助
は
政
府
の
義
務
に
し
て
之
を
受
る
は
罹
災
者
の
権
利
な
り
」、
一
一
月
八
日
付
）

　（
二
）
次
に
上
記
（
一
）
の
よ
う
な
意
図
が
読
者
に
広
く
浸
透
す
る
よ
う
、
紙
面
に
様
々
な
工
夫
を
施
し
、
各
自
の
具
体
的
行
動
を
促
進

し
よ
う
と
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
ま
ず
義
捐
金
募
集
へ
の
関
心
喚
起
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
そ
の
姿
勢
は
、
義
捐
者
リ
ス
ト
の
掲
載
方
法
に
表
れ
て
い
る
。
新
聞
各
紙
は

義
捐
者
の
名
前
、
金
額
掲
載
を
も
っ
て
領
収
証
に
代
え
た
の
で
必
ず
掲
載
し
た
が
、
そ
れ
に
特
段
の
注
意
が
払
わ
れ
て
い
た
形
跡
は
な
い
。

む
し
ろ
リ
ス
ト
を
大
々
的
に
掲
げ
る
こ
と
は
、
当
時
の
儒
教
的
道
徳
観
か
ら
は
徐
々
に
厭
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
。
現
に
『
郵
便
報

知
新
聞
』
は
『
時
事
新
報
』
の
義
捐
金
募
集
開
始
の
翌
日
に
、
次
の
よ
う
な
社
告
を
掲
げ
て
、
リ
ス
ト
を
掲
げ
な
い
方
針
を
明
言
し
た
。

本
社
は
平
生
世
の
所
謂
慈
善
会
或
は
義
捐
金
募
集
の
事
に
対
し
て
は
冷
淡
な
り
。
そ
は
名
を
売
り
誉
を
釣
ら
む
と
す
る
の
偽
善
者
流
を
悪
め

ば
な
り
。
…
然
れ
ど
も
此
度
の
大
変
に
際
し
て
は
本
社
は
奮
て
応
分
の
務
を
成
し
…
其
紹
介
の
労
を
採
ら
む
と
す
。
…
想
ふ
に
諸
君
も
亦
本

社
と
同
じ
く
彼
の
自
己
の
名
字
を
世
に
吹
聴
さ
る
ゝ
を
喜
ぶ
偽
善
者
流
を
悪
ま
る
ゝ
な
ら
む
。
故
に
本
社
は
決
し
て
義
捐
さ
れ
た
る
諸
君
の

名
字
を
新
聞
紙
上
に
掲
載
せ
ざ
る
べ
し
。（『
郵
便
報
知
新
聞
』、
一
〇
月
三
一
日
付
）
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　『
時
事
新
報
』
の
姿
勢
は
対
極
に
あ
り
、
目
立
つ
よ
う
に
掲
載
す
る
こ
と
で
、
そ
の
輪
が
広
ま
る
こ
と
を
重
視
す
る
。
従
っ
て
掲
載
頁
も
、

末
尾
で
は
な
く
二
、三
面
の
全
面
を
用
い
る
な
ど
し
て
読
者
の
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
ま
た
、か
つ
て
金
額
で
整
理
さ
れ
て
い
た
リ
ス
ト
は
、

金
額
に
上
下
を
付
け
ず
、
数
十
銭
と
い
う
少
額
の
者
も
数
千
円
の
高
額
者
と
同
列
に
到
着
順
で
並
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
磐
梯
山
以
降
定
形
化

し
て
い
た
が
、
金
額
で
は
な
く
参
加
す
る
こ
と
を
重
視
す
る
姿
勢
を
強
調
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
⒇

。『
郵
便
報
知
新
聞
』
を
意
識
し

た
と
思
わ
れ
る
「
義
捐
者
の
姓
名
」
と
題
す
る
次
の
よ
う
な
社
説
ま
で
掲
載
し
て
い
る
。

新
聞
紙
の
之
〔
義
捐
者
名
〕
を
記
す
は
、
敢
て
人
の
名
を
出
す
の
趣
意
に
非
ず
、
世
の
慈
善
家
に
注
意
の
機
会
を
与
ふ
る
が
為
め
に
し
て

…
慈
善
の
目
的
の
為
め
に
は
姓
名
を
出
す
も
毫
も
徳
心
に
妨
な
き
の
み
な
ら
ず
、
寧
ろ
之
を
出
す
の
必
要
を
信
じ
て
、
断
然
姓
名
を
記
し

た
る
次
第
な
り
。
…
仮
り
に
今
回
の
変
に
際
し
新
聞
紙
が
義
捐
の
募
集
を
広
告
せ
ず
、
世
の
慈
善
家
の
竊
に
義
捐
す
る
に
任
せ
、
新
聞
社

も
又
竊
に
之
を
罹
災
者
に
贈
る
の
み
に
し
て
一
切
事
の
次
第
を
紙
上
に
記
さ
ゞ
り
し
な
ら
ば
、
其
金
額
は
必
ず
今
日
の
百
分
の
一
に
も
達

せ
ざ
り
し
な
ら
ん
。（
一
一
月
一
〇
日
付
）

　
こ
う
し
て
『
時
事
新
報
』
は
積
極
的
な
意
図
の
下
、
義
捐
者
リ
ス
ト
を
多
い
時
に
は
一
頁
以
上
の
紙
面
を
割
い
て
連
日
掲
載
し
た
。

　
こ
れ
に
加
え
て
『
時
事
新
報
』
は
、
被
災
地
で
は
「
一
個
の
茶
碗
も
千
金
に
直
す
る
」
と
し
て
古
着
や
古
道
具
の
義
捐
を
勧
め
（
一
一
月

三
、四
、七
日
社
説
）、
医
療
支
援
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
医
師
に
訴
え
、
あ
る
い
は
慈
善
家
が
医
師
を
雇
っ
て
派
遣
す
る
こ
と
や
負
傷
者

の
東
京
移
送
を
提
言
し
た
（
一
〇
月
三
〇
日
、
一
一
月
五
、一
〇
日
社
説
）。
ま
た
こ
の
震
災
に
当
た
っ
て
寺
院
が
「
百
事
緩
慢
不
活
潑
」
と

不
満
を
繰
り
返
し
表
明
し
て
、
こ
の
よ
う
な
時
に
こ
そ
寺
院
が
救
援
の
拠
点
に
な
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
行
動
を
呼
び
か
け
た
（
一
一
月
三
、

七
、一
〇
、一
一
日
社
説
）。
こ
の
国
家
的
災
害
に
官
民
を
問
わ
ず
誰
も
が
何
ら
か
の
形
で
参
加
し
う
る
こ
と
を
具
体
的
に
提
言
し
て
い
る
こ

と
は
、
震
災
対
応
を
め
ぐ
る
政
治
情
勢
の
評
論
や
政
策
論
に
終
始
す
る
他
紙
と
は
明
瞭
に
異
な
る
特
徴
的
な
姿
勢
で
あ
っ
た
�

。
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特
徴
の
（
三
）
と
し
て
、
国
家
的
災
害
へ
の
円
滑
な
対
処
の
た
め
、
官
民
の
摩
擦
を
調
和
し
よ
う
と
す
る
福
沢
特
有
の
官
民
調
和
論
が
色

濃
く
現
れ
た
こ
と
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

　
前
年
開
設
の
帝
国
議
会
で
は
、
政
府
と
民
党
の
対
立
が
議
会
審
議
を
空
転
さ
せ
、
政
府
の
災
害
対
策
に
関
す
る
政
策
決
定
は
困
難
な
状
況

に
あ
っ
た
。
濃
尾
地
震
直
後
も
政
府
が
緊
急
勅
令
で
災
害
対
策
支
出
を
検
討
す
る
と
、
議
会
無
視
の
憲
法
違
反
で
あ
る
と
の
反
対
論
が
民
党

側
よ
り
起
こ
り
、
第
二
議
会
開
会
後
も
支
出
の
事
後
承
認
に
民
党
が
抵
抗
、
同
年
の
大
津
事
件
対
応
の
問
題
も
相
ま
っ
て
、
年
末
に
は
憲
政

史
上
初
の
衆
議
院
解
散
に
至
る
。『
時
事
新
報
』
は
「
政
府
の
支
出
金
は
以
て
罹
災
者
の
肉
体
を
救
ひ
、人
民
の
義
捐
物
は
以
て
其
情
を
慰
め
」

る
も
の
と
捉
え
（「
義
捐
金
及
び
物
品
の
分
配
」、
一
一
月
一
八
日
付
社
説
）、
官
民
双
方
の
利
害
の
代
弁
に
勉
め
て
、
で
き
る
だ
け
迅
速
に

政
府
か
ら
被
災
地
救
援
策
が
打
た
れ
る
よ
う
促
す
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
そ
の
姿
勢
は
次
の
社
説
の
一
節
で
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

凡
そ
政
府
の
働
に
臨
機
応
変
の
活
動
を
失
ひ
常
に
失
策
の
少
な
か
ら
ざ
る
は
我
輩
の
熟
知
す
る
所
な
れ
ど
も
、
今
回
の
如
き
大
事
変
は
例

外
出
格
の
場
合
に
し
て
、
仮
令
ひ
政
府
の
失
策
よ
り
生
ず
る
弊
害
多
し
と
云
ふ
も
、
罹
災
者
を
救
助
し
て
其
堵
に
安
ん
ぜ
し
む
る
の
大
利

益
に
比
す
れ
ば
固
よ
り
論
ず
る
に
足
ら
ざ
る
こ
と
な
り
。
左
れ
ば
政
府
が
斯
る
小
故
障
に
は
頓
着
せ
ず
、
方
便
の
及
ば
ん
限
り
に
尽
力
し

て
、
金
を
も
惜
し
ま
ず
労
を
も
憚
ら
ず
、
些
少
に
て
も
罹
災
者
の
苦
痛
を
軽
減
す
る
を
勉
る
は
正
に
保
険
者
の
義
務
に
し
て
、
被
保
者
た

る
土
地
の
人
民
も
始
め
て
社
会
組
織
の
利
益
を
知
る
こ
と
な
る
可
し
。（「
震
災
の
救
助
は
政
府
の
義
務
に
し
て
之
を
受
く
る
は
罹
災
者
の

権
利
な
り
」、
一
一
月
八
日
付
）。

　
議
会
に
対
し
て
は
「
此
際
安
閑
と
し
て
国
会
の
開
く
を
待
ち
、
其
上
に
て
支
出
を
議
す
る
な
ど
無
用
の
手
間
を
費
す
と
き
は
、
仮
令
ひ
其

手
続
は
立
派
に
て
も
之
が
為
め
に
幾
千
百
人
の
罹
災
者
を
見
殺
に
せ
ざ
る
を
得
ず
。
人
民
は
見
殺
に
し
て
も
法
文
の
手
続
は
枉
ぐ
可
ら
ず
と

な
ら
ば
、
国
会
は
無
情
残
酷
の
極
道
に
し
て
、
我
輩
は
断
然
そ
の
廃
止
を
主
張
せ
ざ
る
を
得
ず
」（「
緊
急
勅
令
及
び
予
算
外
支
出
問
題
」

一
一
月
二
九
日
付
）
と
ま
で
極
論
し
て
、
建
設
的
議
論
の
必
要
性
を
強
調
し
た
�

。
ま
た
、
被
災
地
の
継
続
的
な
支
援
の
必
要
を
促
す
社
説
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は
翌
年
ま
で
続
き
、
被
災
地
を
代
表
し
て
東
京
に
陳
情
に
訪
れ
た
金
森
吉
次
郎
は
特
に
福
沢
を
訪
ね
て
い
る
�

。

　
全
国
か
ら
の
義
捐
金
の
最
終
集
計
額
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
一
月
下
旬
ま
で
の
集
計
額
を
報
じ
た
『
読
売
新
聞
』（
一
一
月
二
七
日
付
）

の
記
事
に
よ
る
と
、
総
額
は
一
一
万
五
五
〇
三
円
に
達
し
て
い
る
。『
時
事
新
報
』
が
集
め
た
額
は
最
高
の
二
万
四
六
〇
九
円
、
以
下
『
大

阪
朝
日
新
聞
』
一
万
八
七
八
八
円
、『
朝
野
新
聞
』
一
万
二
〇
七
四
円
、『
横
浜
貿
易
新
聞
』
五
五
九
三
円
と
続
い
て
い
る
�

。『
時
事
新
報
』

が
紙
面
を
挙
げ
て
取
り
組
ん
だ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
、
金
額
を
見
る
限
り
一
定
の
成
果
を
上
げ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　
む
す
び

　
濃
尾
地
震
の
三
年
後
、
一
連
の
経
験
を
踏
ま
え
て
実
施
さ
れ
た
の
が
、
別
稿
で
詳
述
し
た
日
清
戦
争
の
「
表
誠
義
金
」
で
あ
っ
た
�

。
さ

ら
に
二
年
後
に
は
三
陸
大
津
波
の
「
海
嘯
罹
災
者
救
助
義
金
」
が
続
き
�

、
新
聞
に
よ
る
義
捐
金
募
集
は
恒
例
化
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
明

治
二
〇
年
に
巻
き
起
こ
っ
た
海
防
費
献
納
運
動
、
二
六
年
の
製
艦
費
献
納
運
動
を
、
政
府
か
ら
「
献
金
」
を
強
要
す
る
、
い
わ
ば
官
製
義
捐

金
募
集
と
福
沢
が
捉
え
、
個
人
の
主
体
性
を
重
視
す
る
見
地
か
ら
（
本
来
海
軍
拡
張
論
者
で
あ
り
な
が
ら
）
明
瞭
に
反
対
し
た
の
は
至
極
当

然
の
こ
と
で
あ
っ
た
し
�

、
日
清
戦
争
の
際
も
政
府
に
よ
る
軍
事
公
債
募
集
は
個
人
の
利
殖
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
協
力
せ
ず
、
無
償
の
義
捐

金
に
固
執
し
た
意
図
は
、
本
稿
で
言
及
し
た
『
時
事
新
報
』
の
関
心
と
の
関
係
に
お
い
て
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
な
お
、
福
沢
の
創
立
し
た
慶
応
義
塾
に
お
い
て
も
、
義
塾
出
身
者
か
ら
醵
金
を
募
る
制
度
が
確
立
す
る
こ
と
で
、
経
営
が
安
定
し
た
歴
史

が
あ
る
�

。
自
分
の
参
加
す
る
社
会
（society

）
に
対
し
て
応
分
の
協
力
を
す
る
こ
と
で
そ
の
社
会
の
一
員
で
あ
る
実
感
を
得
る
と
共
に
、

そ
の
社
会
が
よ
り
円
滑
に
機
能
し
、
そ
れ
が
自
分
に
と
っ
て
便
利
で
あ
る
と
い
う
、
観
念
的
で
は
無
い
、
実
質
的
で
主
体
的
な
理
解
が
福
沢

の
目
指
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
主
体
的
な
独
立
し
た
個
人
を
出
発
点
に
、
独
立
し
た
一
国
も
実
質
を
伴
う
と
す
る
「
一
身
独
立
し
て
一
国
独

立
す
」
と
い
う
語
も
理
解
し
得
よ
う
。
こ
の
発
想
は
、
福
沢
の
社
会
観
、
国
家
観
の
根
底
を
成
す
も
の
で
あ
り
、
災
害
と
戦
争
と
い
う
一
見

並
立
し
得
な
い
か
に
思
え
る
事
象
に
対
し
て
も
福
沢
の
中
で
明
瞭
な
一
貫
性
を
持
っ
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
福
沢
が
被
災
者
な
ど
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
る
源
は
、『
福
翁
自
伝
』
に
語
ら
れ
る
如
く
、
乞
食
へ
の
施
し
を
習
慣
と
し
た
父
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母
か
ら
継
承
さ
れ
た
個
人
的
な
精
神
的
傾
向
─
─
福
沢
家
の
家
風
─
─
に
行
き
着
く
。
濃
尾
地
震
の
際
の
前
掲
『
時
事
新
報
』
社
説
「
同
胞

の
感
情
を
表
す
可
し
」
に
も
、義
捐
金
の
必
要
を
説
明
す
る
た
め
に
、わ
ざ
わ
ざ
乞
食
へ
の
施
し
を
挙
げ
て
、「
実
は
無
益
の
沙
汰
」
だ
が
「
恵

与
は
他
の
為
め
に
非
ず
、
自
か
ら
為
め
に
す
る
も
の
な
り
…
決
し
て
数
理
々
窟
の
談
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
記
し
た
。
こ
の
精
神
性
が
『
時

事
新
報
』
の
積
極
的
な
被
災
者
救
援
姿
勢
の
一
つ
の
源
泉
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
�

。

⑴
　
現
在
大
き
な
論
争
と
な
っ
て
い
る
『
時
事
新
報
』
社
説
の
資
料
的
性
格
に
つ
い
て
の
筆
者
の
立
場
は
「
時
事
新
報
論
説
研
究
を
巡
る
諸
問
題
」（
青

木
功
一
『
福
沢
諭
吉
の
ア
ジ
ア
』、
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
、
平
成
二
三
年
）
に
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
そ
の
結
論
は
、
福
沢
の
思
想
を
検
討
す
る
に

当
た
り
『
時
事
新
報
』
の
全
社
説
を
（
福
沢
全
集
収
録
有
無
に
関
わ
ら
ず
）
区
別
せ
ず
に
研
究
対
象
と
す
べ
き
と
し
た
。
本
稿
も
こ
の
方
針
に
よ
っ
て

い
る
。

⑵
　「
本
紙
発
兌
之
趣
旨
」『
時
事
新
報
』（
明
治
一
五
年
三
月
一
日
付
）
に
「
我
社
固
よ
り
政
を
語
ら
ざ
る
に
非
ず
、
政
も
語
る
可
し
、
学
事
も
論
ず
可
し
、

工
業
商
売
に
、
道
徳
経
済
に
、
凡
そ
人
間
社
会
の
安
寧
を
助
け
て
幸
福
を
進
む
可
き
件
々
は
、
之
を
紙
に
記
し
て
洩
ら
す
な
き
を
勉
む
可
し
」
と
あ
る
。

⑶
　
た
だ
し
京
都
・
神
戸
で
も
募
集
し
た
こ
と
か
ら
地
域
的
な
広
が
り
を
見
せ
、
東
京
で
こ
れ
に
連
動
す
る
動
き
も
見
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

⑷
　
北
原
糸
子
は
、
義
捐
に
応
じ
た
最
初
の
顔
ぶ
れ
が
政
財
界
の
有
力
者
や
そ
の
夫
人
で
あ
る
こ
と
に
着
目
、
義
捐
金
募
集
に
は
政
府
に
よ
る
内
々
の
指

示
が
あ
っ
た
と
す
る
（『
磐
梯
山
噴
火
』、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
一
〇
年
、
九
三
頁
）。
遺
族
へ
贈
与
す
る
際
の
手
配
に
つ
い
て
募
集
広
告
で
「
其
筋
ノ

取
扱
ヲ
請
フ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
初
よ
り
政
府
と
連
携
を
取
っ
た
募
集
開
始
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

⑸
　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
『
毎
日
新
聞
』（
明
治
一
九
年
一
一
月
一
七
日
付
）「
義
捐
者
氏
名
掲
載
方
に
付
社
告
」
参
照
。

⑹
　
一
例
を
示
せ
ば
『
時
事
新
報
』（
一
一
月
一
六
日
付
）
に
お
い
て
「
日
本
郵
船
会
社
」「
慶
応
義
塾
学
生
」
が
そ
れ
ぞ
れ
金
額
順
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

⑺
　
前
掲
『
磐
梯
山
噴
火
』、
一
〇
〇
頁
。

⑻
　
伊
藤
博
文
宛
山
県
有
朋
書
簡
（
一
一
月
一
八
日
付
）『
伊
藤
博
文
関
係
文
書
』（
塙
書
房
、
昭
和
四
八
─
五
六
年
）
第
八
巻
な
ど
に
そ
の
形
跡
が
見
ら

れ
る
。

⑼
　
手
塚
豊
「
福
沢
先
生
と
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
事
件
」（『
福
沢
手
帖
』
第
三
一
号
、
昭
和
五
六
年
一
二
月
）。
福
沢
は
「
福
沢
諭
吉
氏
家
族
」
名
義
で
五

円
寄
附
し
（
一
一
月
一
六
日
付
）、
真
宗
大
谷
派
の
有
志
に
勧
め
て
犠
牲
者
追
弔
の
法
要
を
催
さ
せ
て
い
る
（
富
田
正
文
『
考
証
福
沢
諭
吉
』（
岩
波
書

店
、
平
成
三
年
）
下
巻
、
六
七
〇
─
六
七
一
頁
）。
こ
れ
ら
は
、
事
件
に
対
す
る
悲
憤
の
感
情
に
つ
い
て
も
福
沢
が
十
分
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
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て
い
る
。

⑽
　『
時
事
新
報
』
は
、
本
社
（
時
事
新
報
社
）
に
義
捐
金
取
次
方
を
委
託
す
る
者
が
多
く
あ
り
、「
府
下
各
新
聞
社
と
協
議
し
て
義
捐
金
取
次
の
労
を
執

る
こ
と
と
し
た
」
と
、『
時
事
新
報
』
が
先
導
し
た
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
報
じ
て
い
る
。「
罹
災
者
へ
の
義
捐
金
」『
時
事
新
報
』（
明
治
二
一
年
七
月

二
一
日
付
）。

⑾
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
時
事
新
報
ハ
何
故
か
中
々
勢
力
あ
り
て
」『
福
沢
手
帖
』
一
一
五
号
（
平
成
一
四
年
一
二
月
）
に
詳
し
い
。

⑿
　
前
掲
『
磐
梯
山
噴
火
』、
一
二
七
頁
。

⒀
　
福
沢
桃
介
宛
福
沢
諭
吉
書
簡
（
明
治
二
一
年
八
月
二
七
日
付
）『
福
沢
諭
吉
書
簡
集
』（
岩
波
書
店
、
平
成
一
三
─
一
五
年
）
第
六
巻
、
三
七
─
三
八

頁
。

⒁
　
な
お
、
こ
の
時
福
沢
は
「
福
沢
家
族
」
の
名
義
で
五
一
円
六
〇
銭
を
醵
出
し
て
い
る
（『
時
事
新
報
』、
七
月
二
五
日
付
）。

⒂
　
管
見
の
限
り
、磐
梯
山
噴
火
か
ら
濃
尾
地
震
ま
で
の
間
に
「
虎
列
剌
予
防
の
義
捐
金
募
集
」（
明
治
二
三
年
八
月
）、「
土
耳
其
軍
艦
沈
没
の
悲
惨
」（
明

治
二
三
年
九
月
）、「
三
船
乗
組
遭
難
者
弔
慰
金
」（
明
治
二
三
年
一
〇
月
）
と
題
し
た
義
捐
金
募
集
が
、『
時
事
新
報
』
独
自
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。

⒃
　
原
稿
は
慶
応
義
塾
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
蔵
。
な
お
福
井
県
下
で
の
地
震
被
害
に
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
憂
え
た
『
時
事
新
報
』
は
、
一
一

月
八
日
以
降
「
福
井
県
下
罹
災
者
救
助
の
義
捐
金
募
集
広
告
」
を
並
列
し
て
掲
載
し
て
い
る
。

⒄
　『
時
事
新
報
』
は
義
捐
金
募
集
広
告
を
一
〇
月
三
〇
日
に
掲
載
。
震
災
を
主
題
と
す
る
社
説
の
日
付
は
次
の
通
り
（
以
下
同
）。
一
〇
月
三
〇
、

三
一
、一
一
月
一
、三
、四
（
二
本
）、
五
、六
、七
、八
、一
〇
（
二
本
）、
一
一
、一
三
、一
八
、二
九
日
。『
日
本
』
広
告
掲
載
無
し
。
一
一
月
五
、八
、

一
四
、一
六
、一
七
、一
九
日
。『
東
京
日
日
新
聞
』
広
告
掲
載
一
〇
月
三
〇
日
。
一
〇
月
三
〇
、一
一
月
一
五
、二
七
、二
八
、二
九
日
。『
毎
日
新
聞
』
広

告
掲
載
一
〇
月
三
一
日
。
一
〇
月
三
一
、一
一
月
三
、五
、六
、七
日
。『
郵
便
報
知
新
聞
』
広
告
掲
載
一
〇
月
三
一
日
（
結
果
非
開
示
）。
一
一
月
八
、

一
〇
、一
一
、一
二
日
。

⒅
　「
外
国
人
の
感
情
を
如
何
せ
ん
」『
時
事
新
報
』（
一
一
月
一
一
日
付
）
で
は
「
全
国
の
人
民
も
政
府
と
共
に
活
潑
に
挙
動
し
て
罹
災
の
同
胞
に
対
す

る
主
情
を
悉
く
し
、
日
本
人
の
慈
善
心
を
大
に
内
外
に
発
表
せ
ん
こ
と
、
希
望
に
堪
へ
ざ
る
な
り
」
と
記
す
。

⒆
　
な
お
、義
捐
金
の
分
配
に
当
た
っ
て
「
徒
に
官
辺
の
出
納
法
に
拘
泥
し
て
却
て
時
機
を
誤
り
、義
捐
施
与
の
精
神
を
空
ふ
せ
ん
こ
と
を
恐
る
ゝ
」（
一
一

月
六
日
）
と
し
て
、
分
配
が
遅
れ
な
い
よ
う
注
意
を
促
し
た
（
一
一
月
一
〇
、一
一
、一
八
日
社
説
同
旨
）。

⒇
　
例
え
ば
、
一
〇
月
三
一
日
付
紙
面
に
福
沢
諭
吉
の
一
〇
円
の
寄
附
が
掲
載
さ
れ
る
が
、
六
〇
人
ほ
ど
の
リ
ス
ト
の
ほ
ぼ
中
央
、
三
〇
銭
と
一
円
の
間

に
挟
ま
れ
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
一
一
月
三
日
付
で
は
、
岩
崎
弥
之
助
・
久
弥
連
名
の
三
〇
〇
〇
円
が
一
〇
銭
と
同
列
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
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は
、
社
会
的
地
位
や
金
額
で
他
と
区
別
し
な
い
姿
勢
を
言
外
に
強
調
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

�
　
註
⒄
に
濃
尾
地
震
を
主
題
と
す
る
新
聞
各
紙
の
社
説
掲
載
日
を
列
挙
し
た
が
、『
時
事
新
報
』
以
外
で
一
一
月
中
の
社
説
に
民
間
の
救
援
活
動
を
論

じ
た
新
聞
は
皆
無
で
、
全
て
政
策
論
、
議
会
論
で
あ
る
。

�
　
濃
尾
地
震
時
の
官
民
調
和
論
は
、
拙
稿
「『
時
事
新
報
』
と
濃
尾
地
震
、
三
陸
大
津
波
」（『
三
田
評
論
』
一
一
四
六
号
、
平
成
二
三
年
六
月
）
に
詳

し
い
。

�
　
石
河
幹
明
『
福
沢
諭
吉
伝
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
七
年
）
第
四
巻
、
七
九
五
─
七
九
八
頁
。
金
森
は
こ
の
時
の
福
沢
の
様
子
を
「
話
を
聞
き
な
が
ら

両
眼
に
い
っ
ぱ
い
涙
を
浮
べ
、
そ
れ
が
溢
れ
て
ポ
ロ
〳
〵
と
頬
を
伝
ひ
落
ち
る
の
を
拳
で
横
撫
で
に
拭
ひ
な
が
ら
、
熱
心
に
耳
を
傾
け
て
ゐ
ら
れ
ま
し

た
」
と
語
っ
て
い
る
。

�
　『
時
事
新
報
』
の
最
終
額
は
二
万
六
七
一
九
円
五
八
銭
七
厘
で
あ
っ
た
（『
時
事
新
報
』、
一
二
月
四
日
付
）。

�
　
拙
稿
「
日
清
戦
争
軍
資
醵
集
運
動
と
福
沢
諭
吉
─
報
国
会
を
中
心
に
─
」（『
戦
前
日
本
の
政
治
と
市
民
意
識
』、
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
、
平
成

一
七
年
）。
こ
の
時
は
軍
資
金
の
全
額
を
募
金
で
賄
お
う
と
し
て
い
た
の
で
、
本
稿
と
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
政
府
に
解
散
さ
せ
ら
れ
た
各
界
有

力
者
に
よ
り
組
織
す
る
「
報
国
会
」
の
大
口
寄
附
が
「
実
際
の
用
」、
新
聞
紙
上
の
表
誠
義
金
は
「
徳
義
上
の
事
」
と
し
て
、
意
義
付
け
が
区
別
さ
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
日
清
戦
争
ま
で
の
間
に
「
軍
艦
千
嶋
遭
難
弔
慰
義
金
」（
明
治
二
五
年
一
一
月
）、「
和
歌
山
県
遭
難
者
遺
族
救
助
義
金
」

（
明
治
二
六
年
一
月
）
が
同
様
の
形
式
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。

�
　
前
掲
「『
時
事
新
報
』
と
濃
尾
地
震
、
三
陸
大
津
波
」
参
照
。

�
　
こ
の
点
に
つ
い
て
も
前
掲
拙
稿
「
日
清
戦
争
軍
資
醵
集
運
動
と
福
沢
諭
吉
─
報
国
会
を
中
心
に
─
」
に
詳
し
く
述
べ
た
。

�
　『
慶
応
義
塾
百
年
史
』
上
巻
（
慶
応
義
塾
、
昭
和
三
三
年
）
七
五
三
頁
以
下
。
な
お
福
沢
没
後
は
『
慶
応
義
塾
学
報
』（
現
『
三
田
評
論
』）
に
醵
金

者
リ
ス
ト
が
掲
載
さ
れ
る
が
、
そ
れ
も
当
初
は
到
着
順
で
あ
っ
た
（
現
在
は
金
額
順
で
あ
る
）。

�
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
翁
を
見
る
こ
と
友
を
見
る
が
如
し
─
福
沢
諭
吉
と
乞
食
の
交
情
」（『
福
沢
手
帖
』
一
二
二
号
、
平
成
一
六
年
九
月
）。
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一
、
は
じ
め
に

　

行
政
機
関
が
行
政
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
行
う
情
報
の
収
集
活
動
は
、
一
般
に
行
政
調
査
と
呼
ば
れ
て
い
る
⑴

。
行
政
機
関
に
認
め
ら

れ
た
権
限
の
拡
大
に
伴
っ
て
、
行
政
機
関
は
高
度
か
つ
緻
密
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
行

政
機
関
の
情
報
収
集
権
限
は
、
相
手
方
の
任
意
の
協
力
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
任
意
調
査
に
と
ど
ま
ら
ず
、
罰
則
に
よ
っ
て
調
査
の
実
効
性

が
担
保
さ
れ
て
い
る
間
接
強
制
調
査
か
ら
実
力
を
行
使
し
て
相
手
方
の
抵
抗
を
排
除
し
て
行
う
直
接
強
制
調
査
へ
と
、
権
限
の
強
化
が
図
ら

れ
て
き
て
お
り
⑵

、
実
効
性
を
も
っ
た
行
政
調
査
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
行
政
調
査
の
権
限
強
化
は
、
調
査
対

象
者
の
権
利
利
益
を
侵
害
す
る
危
険
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
調
査
対
象
者
の
保
護
を
目
的
と
し
て
、
行
政
調
査
に
は
法
的
規
制
が
加
え
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
の
行
政
調
査
活
動
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
法
的
規
制
に
違
背
し
た
違
法
な
調
査
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
違
法
な
行
政
調
査
は
瑕
疵
あ
る
行
政
調
査
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

　

行
政
調
査
は
、
情
報
収
集
そ
れ
自
体
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
場
合
（
国
勢
調
査
等
の
各
種
の
統
計
調
査
）
も
あ
れ
ば
、
行
政
機
関
の
何

ら
か
の
意
思
決
定
に
必
要
と
な
る
資
料
の
収
集
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
後
者
の
行
政
調
査
は
、
行
政
機
関
の
意
思
決
定
の

前
提
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
調
査
に
何
ら
か
の
瑕
疵
が
あ
っ
た
場
合
に
、
調
査
に
よ
り
取
得
し
た
資
料
を
基
礎
と
し

て
な
さ
れ
た
意
思
決
定
、
典
型
的
に
は
行
政
行
為
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
瑕
疵
あ
る

瑕
疵
あ
る
行
政
調
査
に
関
す
る
考
察

橋　

本　

直　

樹

─
─
瑕
疵
あ
る
行
政
調
査
に
関
す
る
判
例
及
び
学
説
の
現
況
を
中
心
と
し
た
考
察
─
─
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行
政
調
査
が
行
政
機
関
の
な
し
た
行
政
行
為
に
及
ぼ
す
効
果
を
検
討
し
た
い
。
な
お
、
こ
の
問
題
を
扱
っ
た
裁
判
例
は
下
級
審
レ
ベ
ル
に
と

ど
ま
り
、
最
高
裁
判
例
は
未
だ
存
在
し
て
い
な
い
⑶

こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
下
級
審
裁
判
例
及
び
学
説
の
現
況
を
整
理
し
、
そ
れ
ら
の
法
的

根
拠
を
解
明
し
、
検
討
を
行
っ
た
上
で
、
将
来
生
じ
る
だ
ろ
う
同
様
の
事
例
に
対
し
て
、
そ
の
解
決
の
方
向
性
を
示
す
こ
と
を
最
終
的
な
目

的
と
し
て
い
る
。

二
、
瑕
疵
あ
る
行
政
調
査
に
関
す
る
裁
判
例
及
び
学
説
の
現
況

　

１　

裁
判
例
及
び
学
説
の
見
解

　

行
政
行
為
に
必
要
と
な
る
資
料
の
収
集
を
目
的
と
す
る
行
政
調
査
に
瑕
疵
が
存
在
す
る
場
合
、
当
該
調
査
に
よ
り
取
得
し
た
資
料
を
基
礎

と
し
て
な
さ
れ
た
行
政
行
為
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
下
級
審
裁
判
例
及
び
学
説
が
存
在

し
、
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
⑷

。
下
級
審
裁
判
例
は
、
①
行
政
調
査
の
瑕
疵
が
公
序
良
俗
違
反
の
程
度
に
ま
で
至
る
と
き
は
行
政
行
為
の
瑕

疵
と
な
る
と
す
る
裁
判
例
（
東
京
地
裁
昭
和
四
八
年
八
月
八
日
判
決
⑸

、
大
阪
地
裁
平
成
二
年
四
月
一
一
日
判
決
⑹

）、
②
重
大
な
瑕
疵
を
有

す
る
行
政
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
資
料
は
行
政
行
為
の
資
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
裁
判
例
（
東
京
地
裁
昭
和
六
一
年

三
月
三
一
日
判
決
⑺

、
大
阪
地
裁
平
成
一
一
年
六
月
三
〇
日
判
決
⑻

、
仙
台
地
裁
平
成
一
六
年
一
一
月
二
九
日
判
決
⑼

）、
③
行
政
調
査
と
行

政
行
為
は
別
の
制
度
で
あ
る
と
し
て
行
政
調
査
の
瑕
疵
と
行
政
行
為
の
瑕
疵
を
峻
別
す
る
裁
判
例
（
大
阪
地
裁
昭
和
五
九
年
一
一
月
三
〇
日

判
決
⑽

）
と
に
分
か
れ
て
い
る
。

　

学
説
に
関
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
裁
判
例
の
議
論
に
沿
う
か
た
ち
で
、
以
下
の
よ
う
な
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
⑾

。
す
な
わ
ち
、
Ａ
・

行
政
調
査
の
瑕
疵
が
行
政
行
為
の
瑕
疵
を
も
た
ら
す
と
す
る
見
解
（
積
極
説
）、
Ｂ
・
行
政
調
査
と
行
政
行
為
を
区
別
す
る
が
、
行
政
調
査

の
瑕
疵
に
よ
っ
て
は
行
政
行
為
の
瑕
疵
を
も
た
ら
す
場
合
が
あ
る
と
す
る
見
解
（
折
衷
説
）、
Ｃ
・
行
政
調
査
の
瑕
疵
と
行
政
行
為
の
瑕
疵

を
峻
別
す
る
見
解
（
消
極
説
）
で
あ
る
。
Ｂ
の
見
解
は
、
Ｂ
─
１
・
行
政
調
査
そ
の
も
の
の
瑕
疵
の
程
度
な
い
し
内
容
に
よ
っ
て
行
政
行
為

の
瑕
疵
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
見
解
、
Ｂ
─
２
・
瑕
疵
あ
る
行
政
調
査
に
よ
り
収
集
さ
れ
た
資
料
と
行
政
行
為
の
基
礎
と
な
る
事
実
認
定
と
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の
関
わ
り
の
程
度
に
よ
っ
て
行
政
行
為
の
瑕
疵
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
見
解
に
分
か
れ
て
い
る
。

　

２　

各
裁
判
例
及
び
学
説
の
法
的
構
成

　

瑕
疵
あ
る
行
政
調
査
と
行
政
行
為
と
の
関
係
に
関
す
る
裁
判
例
に
つ
い
て
は
以
下
、
順
を
お
っ
て
紹
介
す
る
が
、
各
裁
判
例
は
断
片
的
な

判
断
し
か
示
し
て
お
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
法
的
構
成
に
よ
り
当
該
結
論
に
至
る
の
か
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た

同
様
の
傾
向
は
、
学
説
に
お
け
る
見
解
つ
い
て
も
見
ら
れ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
各
見
解
の
法
的
構
成
に
つ
い
て
、
考
察
を
し
て
お
き
た
い
。

　　
（
１
）
行
政
調
査
の
瑕
疵
が
行
政
行
為
の
瑕
疵
を
も
た
ら
す
見
解

　

行
政
調
査
の
瑕
疵
が
公
序
良
俗
違
反
の
程
度
に
ま
で
至
る
と
き
は
行
政
行
為
の
瑕
疵
と
な
る
と
す
る
裁
判
例
①
の
東
京
地
裁
昭
和
四
八
年

八
月
八
日
判
決
、
及
び
大
阪
地
裁
平
成
二
年
四
月
一
一
日
判
決
の
判
旨
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

東
京
地
裁
昭
和
四
八
年
八
月
八
日
判
決
⑿

　

判
旨

　
「
一
般
に
、
更
正
処
分
の
適
否
は
客
観
的
な
課
税
要
件
の
存
否
に
よ
つ
て
決
ま
る
の
で
あ
り
、
仮
に
違
法
な
調
査
手
続
が
行
な
わ
れ
、
そ

れ
に
よ
つ
て
収
集
し
た
資
料
に
よ
つ
て
更
正
処
分
が
な
さ
れ
た
場
合
で
も
更
正
処
分
の
取
消
事
由
に
は
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
右
調
査
手
続
の
違
法
性
の
程
度
が
た
と
え
ば
刑
罰
法
令
に
触
れ
た
り
あ
る
い
は
社
会
正
義
に
反
す
る
な
ど
公
序
良
俗
に
反
す
る

程
度
に
ま
で
至
つ
た
場
合
に
も
、
右
一
般
的
見
解
に
従
い
そ
の
違
法
は
更
正
処
分
の
取
消
事
由
に
あ
た
ら
な
い
と
い
い
き
れ
る
か
ど
う
か
は
、

憲
法
に
お
け
る
適
法
手
続
保
障
の
精
神
と
の
関
係
で
問
題
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

　

大
阪
地
裁
平
成
二
年
四
月
一
一
日
判
決
⒀　

　

判
旨

　
「
課
税
処
分
は
課
税
標
準
の
存
在
を
根
拠
と
し
て
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
適
否
は
、
原
則
と
し
て
客
観
的
な
課
税
要
件
の
存
否
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に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
仮
に
、
税
務
調
査
手
続
に
何
ら
か
の
違
法
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
、
全
く
調
査
を
欠
き
、

あ
る
い
は
公
序
良
俗
に
違
反
す
る
方
法
で
課
税
処
分
の
基
礎
と
な
る
資
料
を
収
集
し
た
な
ど
の
重
大
な
も
の
で
な
い
限
り
、
課
税
処
分
の
取

消
理
由
と
は
な
ら
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。」

　

こ
の
よ
う
に
両
判
決
で
は
、
税
務
調
査
手
続
の
違
法
性
の
程
度
が
刑
罰
法
令
に
触
れ
た
り
、
あ
る
い
は
社
会
正
義
に
反
す
る
な
ど
公
序
良

俗
に
反
す
る
程
度
に
ま
で
至
っ
た
場
合
に
は
、
税
務
調
査
手
続
の
違
法
が
課
税
処
分
の
取
消
事
由
、
す
な
わ
ち
本
稿
で
問
題
と
し
て
い
る
と

こ
ろ
の
行
政
行
為
の
取
消
事
由
を
構
成
し
得
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
判
決
は
、
行
政
調
査
に
違
法
な
点
が
存
在

す
れ
ば
、
一
定
の
限
度
で
行
政
行
為
に
瑕
疵
を
も
た
ら
す
と
い
う
見
解
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
学
説
Ａ
の
見
解
や
、
Ｂ
─
１
の
見

解
と
は
細
部
に
お
い
て
差
異
は
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
親
和
性
を
も
つ
と
言
え
る
。
こ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
行
政
調
査
の
瑕
疵
が

行
政
行
為
の
瑕
疵
を
も
た
ら
す
と
い
う
見
解
に
括
っ
た
う
え
で
、
議
論
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

行
政
行
為
に
限
ら
ず
広
く
意
思
決
定
と
い
う
も
の
は
、
意
思
決
定
の
原
因
と
な
る
何
ら
か
の
端
緒
が
存
在
し
、
そ
の
端
緒
に
基
づ
き
事
実

を
調
査
し
、
調
査
に
よ
っ
て
取
得
し
た
資
料
に
基
づ
き
あ
る
い
は
、
取
得
済
み
の
資
料
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
意

思
決
定
の
過
程
に
お
い
て
は
、
一
定
の
資
料
が
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
必
要
な
資
料
を
何
ら
か
の
形
で
調
査
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
事
実
認

定
を
行
う
と
い
う
作
業
が
必
須
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
故
、
意
思
決
定
に
先
立
っ
て
は
資
料
の
収
集
活
動
、
つ
ま
り
「
調
査
」
が
存
在
す
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
意
思
決
定
が
な
さ
れ
る
の
は
、
行
政
機
関
が
行
う
意
思
決
定
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

私
人
が
行
う
場
合
で
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
行
政
機
関
が
行
う
意
思
決
定
の
際
の
調
査
と
、
私
人
が
行
う
そ
れ
と
の
間

に
は
違
い
が
見
ら
れ
、
そ
の
違
い
は
、
行
政
機
関
に
お
け
る
「
調
査
義
務
」
の
存
在
を
指
摘
す
る
以
下
の
よ
う
な
主
張
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。

　

民
事
上
の
法
律
関
係
に
つ
い
て
定
め
る
民
事
実
体
法
の
規
定
は
、
基
本
的
に
、
当
事
者
間
に
紛
争
が
生
じ
た
場
合
に
裁
判
所
が
そ
れ
を
処

理
す
る
た
め
の
基
準
に
ほ
か
な
ら
ず
、
当
事
者
に
対
し
て
そ
の
法
規
内
容
を
実
現
す
べ
き
任
務
を
直
接
に
課
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に

対
し
て
行
政
法
規
は
、
た
し
か
に
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
の
裁
判
の
基
準
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
行
政
機
関
に
対
し

て
、
個
々
の
事
案
に
お
い
て
行
政
法
規
を
誠
実
に
執
行
し
、
法
規
の
趣
旨
を
的
確
に
実
現
す
べ
き
任
務
を
課
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
指
摘
⒁
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が
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
行
政
庁
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
べ
き
一
定
の
事
案
が
発
生
し
た
場
合
に
、
立
法
が
そ
の
処
理
の
基
準

を
要
件
効
果
規
定
の
か
た
ち
で
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
行
政
庁
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
法
定
要
件
に
対
応
す
る
事
実
の
存
否
を
認
定

し
、
そ
れ
を
当
該
規
定
に
あ
て
は
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
案
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
該
事
案
処
理
の
基
礎
と
さ
れ
る
べ
き
事
実
に

疑
い
が
存
す
る
と
き
は
、
そ
れ
を
調
査
検
討
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
事
実
を
認
定
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
と
の
主
張
が
あ
る
⒂

。

こ
の
よ
う
な
主
張
に
よ
れ
ば
、
法
規
に
定
め
ら
れ
た
意
思
決
定
の
基
礎
と
さ
れ
る
べ
き
事
実
の
存
否
に
疑
義
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
行
政
機

関
と
し
て
は
調
査
を
行
い
、
的
確
な
事
実
認
定
に
基
づ
き
意
思
決
定
を
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
た
め
、
行
政
機
関

が
意
思
決
定
を
行
う
場
合
に
は
、
法
令
を
誠
実
に
執
行
す
べ
き
任
務
と
し
て
、
意
思
決
定
に
必
要
な
事
実
を
十
分
に
調
査
検
討
す
べ
き
「
調

査
義
務
」
の
存
在
を
肯
定
し
得
る
。

　

行
政
機
関
が
意
思
決
定
を
行
う
に
は
、
そ
れ
に
必
要
と
な
る
資
料
を
調
査
す
べ
き
義
務
が
存
在
す
る
と
い
う
以
上
の
よ
う
な
考
察
は
、
行

政
調
査
の
瑕
疵
が
行
政
行
為
の
瑕
疵
を
も
た
ら
す
と
い
う
見
解
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
意
思
決
定

に
際
し
て
行
政
機
関
に
調
査
義
務
を
課
す
と
い
う
こ
と
は
、
行
政
機
関
の
行
う
意
思
決
定
の
た
め
の
要
件
と
し
て
行
政
調
査
の
実
施
が
必
要

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
適
切
な
行
政
調
査
の
実
施
が
、
行
政
機
関
の
意
思
決
定
を
適
法
な
ら
し
め
る
た
め

の
要
件
と
し
て
機
能
し
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
い
う
適
切
な
行
政
調
査
の
実
施
と
は
、
意
思
決
定
に
必
要
な
情
報
が
過

不
足
な
く
収
集
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
、
行
政
機
関
は
法
令
を
誠
実
に
執
行
す
べ
き
任
務
を
負
う
の
で
あ
る
か
ら
、
行
政
調
査
は

実
体
的
に
も
手
続
的
に
も
適
法
に
実
施
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
含
め
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
⒃

。
こ
れ
は
、「
適
正
手
続
の
重
要
性
に

鑑
み
れ
ば
、
行
政
行
為
等
の
行
政
決
定
の
正
し
さ
は
、
情
報
収
集
を
含
む
手
続
過
程
全
体
の
正
し
さ
も
含
め
て
議
論
す
べ
き
で
あ
る
」
と
の

指
摘
⒄

が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
行
政
調
査
は
そ
の
性
質
上
、
調
査
対
象
者
の
権
利
利
益
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
行

政
調
査
の
適
切
性
は
、
適
正
手
続
の
保
障
と
い
う
観
点
を
も
含
め
て
議
論
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
手
続
的
に
違
法
な
行
政

調
査
は
、
適
切
な
行
政
調
査
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
実
力
行
使
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
行
政
調
査
に
お
い
て
、
実
力
行
使
を

伴
っ
た
調
査
を
行
う
こ
と
は
、
行
政
調
査
そ
れ
自
体
が
違
法
で
あ
る
と
言
え
、
ま
た
行
政
調
査
の
着
手
に
際
し
て
要
求
さ
れ
る
手
続
に
違
背
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す
る
こ
と
、
具
体
的
に
は
、
身
分
証
の
提
示
等
を
怠
る
こ
と
は
、
手
続
的
に
違
法
な
調
査
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
行
政
調
査
が

違
法
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
適
切
な
行
政
調
査
の
実
施
と
は
い
え
ず
、
行
政
機
関
の
意
思
決
定
を
適
法
な
ら
し
め
る
た
め
の
要
件
が
欠
け

る
こ
と
に
な
る
結
果
、
意
思
決
定
に
瑕
疵
を
も
た
ら
す
。

　（
２
）
重
大
な
瑕
疵
を
有
す
る
行
政
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
資
料
は
行
政
行
為
の
資
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
見
解

　

重
大
な
瑕
疵
を
有
す
る
行
政
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
資
料
は
行
政
行
為
の
資
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
裁
判
例
②
の

東
京
地
裁
昭
和
六
一
年
三
月
三
一
日
判
決
、
大
阪
地
裁
平
成
一
一
年
六
月
三
〇
日
判
決
、
及
び
仙
台
地
裁
平
成
一
六
年
一
一
月
二
九
日
判
決

の
判
旨
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

東
京
地
裁
昭
和
六
一
年
三
月
三
一
日
判
決
⒅　

　

判
旨

「
一
般
の
税
務
調
査
に
あ
っ
て
は
、
調
査
手
続
の
違
法
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
資
料
が
課
税
処
分
の
資
料
と
し
て
用
い
ら
れ
た
場

合
で
あ
っ
て
も
（
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
、
課
税
処
分
と
因
果
関
係
の
な
い
違
法
を
言
う
こ
と
に
な
り
、
主
張
自
体
失
当
で
あ
る
。）、
当
然
に

は
こ
れ
に
基
づ
く
課
税
処
分
を
取
り
消
す
事
由
と
は
な
ら
ず
、
そ
の
手
続
の
違
法
性
の
程
度
が
甚
だ
し
い
場
合
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
収
集
さ

れ
た
資
料
を
当
該
課
税
処
分
の
資
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
排
斥
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
そ
の
結
果
と
し
て
、
当
該
処
分
を
維
持
で
き
な
く

な
る
場
合
が
起
こ
り
う
る
。）
に
止
ま
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」

　

平
成
一
一
年
六
月
三
〇
日
大
阪
地
裁
判
決
⒆

　

判
旨

「
所
得
税
法
二
三
四
条
一
項
所
定
の
質
問
検
査
に
よ
る
税
務
調
査
は
、
課
税
庁
が
課
税
標
準
及
び
税
額
等
を
認
定
す
る
に
当
た
り
、
そ
の
資

料
を
収
集
す
る
た
め
の
手
続
で
あ
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
自
体
が
客
観
的
な
課
税
要
件
で
は
な
い
か
ら
、
右
調
査
手
続
が
違
法
で
あ
る
か
ら

と
い
っ
て
、
そ
の
こ
と
の
み
で
課
税
処
分
が
違
法
に
な
る
と
は
い
え
な
い
が
、
右
調
査
手
続
の
違
法
性
の
程
度
が
刑
罰
法
令
に
触
れ
た
り
、
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公
序
良
俗
に
反
す
る
程
度
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
資
料
を
課
税
処
分
の
資
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
許
さ
れ
な

い
結
果
、
当
該
処
分
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
処
分
が
違
法
と
し
て
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
に
と
ど
ま
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で

あ
る
。」

　

仙
台
地
裁
平
成
一
六
年
一
一
月
二
九
日
判
決
⒇

　

判
旨

　
「
一
般
に
、
立
入
検
査
は
、
そ
れ
自
体
が
行
政
処
分
の
客
観
的
処
分
要
件
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
行
政
処
分
の
基
礎
と
な
る
資
料
を
収

集
す
る
た
め
の
、
行
政
処
分
と
は
別
個
の
行
為
で
あ
る
か
ら
、
立
入
検
査
に
違
法
な
点
が
存
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
直
ち

に
行
政
処
分
自
体
が
違
法
と
な
る
と
は
解
さ
れ
な
い
が
、
立
入
検
査
が
、
刑
事
上
罰
す
べ
き
行
為
に
該
当
し
ま
た
は
こ
れ
と
同
程
度
に
看
過

し
が
た
い
高
度
の
違
法
性
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
立
入
検
査
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
資
料
を
行
政
処
分
の
適
法
性
を
基
礎
付
け
る
た
め

の
資
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
本
件
立
入
検
査
に
つ
い
て
み
る
に
、
上
記
に
お
い
て
認
定
し
た
本
件
立
入
検
査
の
違
法
性
は
看
過
し
が
た
い
程
度
に
高
度
な
も
の

で
あ
る
か
ら
、
本
件
立
入
検
査
の
際
に
工
場
敷
地
内
に
立
ち
入
っ
た
後
に
現
認
し
た
内
容
は
、
こ
れ
を
本
件
処
分
の
適
法
性
を
基
礎
付
け
る

た
め
の
資
料
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

　

こ
の
よ
う
に
上
記
判
決
で
は
、
調
査
手
続
の
違
法
性
の
程
度
が
刑
罰
法
令
に
触
れ
た
り
、
公
序
良
俗
に
反
す
る
程
度
に
ま
で
至
っ
た
場
合
、

す
な
わ
ち
、
行
政
調
査
に
重
大
な
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
調
査
に
よ
っ
て
取
得
し
た
資
料
は
、
行
政
行
為
の
基
礎
資
料
と
し
て
用
い

る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
れ
に
よ
り
当
該
行
政
行
為
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
、
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
判
示
し
て
い

る
。
こ
の
判
決
は
、
行
政
行
為
の
た
め
の
法
令
で
規
定
さ
れ
た
要
件
事
実
を
認
定
す
る
上
で
必
要
と
な
る
資
料
が
、
重
大
な
瑕
疵
を
有
す
る

調
査
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
場
合
に
は
、
行
政
機
関
は
当
該
資
料
に
よ
っ
て
事
実
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
結
果
、
行
政
行
為
は
、

事
実
の
基
礎
を
欠
く
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
を
理
由
と
し
て
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
理
論
構
成
を
採
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
当
該
判
決
は
、
重
大
な
瑕
疵
を
有
す
る
調
査
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
資
料
は
事
実
認
定
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
立
論
の
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下
、こ
れ
を
事
実
認
定
に
供
し
た
が
ゆ
え
に
、そ
れ
を
理
由
と
し
て
違
法
と
な
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、重
大
な
瑕
疵
を
有
す
る
調
査
に
よ
っ

て
取
得
さ
れ
た
資
料
以
外
の
資
料
に
よ
り
、
行
政
行
為
を
維
持
す
る
の
に
必
要
な
事
実
が
認
定
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
違
法
と
は
な
ら
な
い
が
、

認
定
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
事
実
の
基
礎
を
欠
く
こ
と
で
違
法
と
な
る
と
い
う
構
成
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
上
記
判
決
が
、

行
政
行
為
の
資
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
よ
り
、
当
該
行
政
行
為
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
場
合
が
あ
る
に
と

ど
ま
る
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
別
の
適
法
な
調
査
に
よ
る
資
料
に
基
づ
い
て
事
実
認
定
を
行
い
、
そ
れ
の
み
に
よ
っ
て
当
該
行
政
行

為
を
維
持
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
許
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
、
重
大
な
瑕
疵
を
有
す
る
調
査
に
よ
っ
て
取
得
し
た
資
料

を
当
該
行
政
行
為
に
用
い
た
こ
と
だ
け
を
も
っ
て
、
違
法
に
な
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
当
該
裁

判
例
は
、
行
政
機
関
の
行
う
事
実
認
定
の
際
の
資
料
の
適
否
に
主
眼
を
置
い
た
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
学
説
Ｂ
─
２
の
見
解
も
、

取
得
さ
れ
た
資
料
と
行
政
行
為
の
基
礎
と
な
る
事
実
認
定
と
の
関
わ
り
を
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
様
の
見
解
に
立
脚
す
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
以
下
の
考
察
で
は
、
裁
判
例
②
及
び
学
説
Ｂ
─
２
の
見
解
は
、
重
大
な
瑕
疵
を
有
す
る
行
政
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
資
料
は

行
政
行
為
の
資
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
と
い
う
見
解
の
下
で
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る

の
は
、
重
大
な
瑕
疵
を
有
す
る
調
査
に
よ
っ
て
取
得
し
た
資
料
は
、
行
政
行
為
の
資
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
の
前
提
を
ど
の

よ
う
な
法
的
根
拠
か
ら
導
き
出
す
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
」
と
い
う
。）

に
お
け
る
利
用
停
止
請
求
権
で
あ
ろ
う
。
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
三
六
条
一
項
は
、
自
己
を
本
人
と
す
る
保
有
個
人
情
報
が
当
該
保
有

個
人
情
報
を
保
有
す
る
行
政
機
関
に
よ
り
適
法
に
取
得
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
き
は
、
当
該
保
有
個
人
情
報
を
保
有
す
る
行
政
機
関
の
長

に
対
し
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
利
用
の
停
止
又
は
消
去
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
て
い
る
�

。
そ
し
て
三
八
条
に
よ
る
と
、

本
人
か
ら
利
用
停
止
又
は
消
去
の
請
求
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
行
政
機
関
の
長
は
、
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要

な
限
度
で
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
利
用
を
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
に
よ
る
こ
の
よ
う
な

規
制
は
、
違
法
な
行
政
調
査
に
よ
っ
て
取
得
し
た
資
料
は
行
政
行
為
の
資
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
の
主
張
を
根
拠
づ
け
る
も
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の
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
の
適
用
の
あ
る
行
政
機
関
は
二
条
一
項
で
規
定
さ
れ
た
機
関
に
限
定

さ
れ
て
お
り
、
利
用
停
止
請
求
又
は
消
去
請
求
の
対
象
と
な
る
保
有
個
人
情
報
も
同
様
に
二
条
二
項
及
び
三
項
、
並
び
に
二
七
条
一
項
に
よ

り
規
定
さ
れ
た
情
報
に
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
行
政
機
関
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
た
す
べ
て
の
情
報
が
、
行
政
機
関
個
人
情
報
保

護
法
に
よ
る
利
用
停
止
請
求
の
対
象
と
な
る
情
報
に
該
当
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
た
め
、
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
の
利
用
停
止
請

求
を
論
拠
と
す
る
当
該
見
解
の
立
論
に
は
限
界
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

重
大
な
違
法
性
を
有
す
る
調
査
に
よ
っ
て
取
得
し
た
資
料
は
行
政
行
為
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
立
論
の
法
的
根
拠
に
つ
い

て
は
以
下
の
よ
う
な
主
張
も
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
調
査
手
続
に
お
い
て
も
、
刑
事
訴
訟
法
制
に
お
け
る
違
法
収
集
証
拠
排
除

法
則
に
類
す
る
条
理
解
釈
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
主
張
で
あ
る
�

。
刑
事
手
続
に
お
け
る
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
と
は
、
犯
罪
事
実

の
事
実
認
定
の
た
め
の
証
拠
と
し
て
収
集
さ
れ
た
証
拠
が
違
法
な
手
続
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
、
一
定
の
要
件
の
下
で
、

刑
事
訴
訟
に
お
い
て
有
罪
を
立
証
す
る
た
め
の
証
拠
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
�

。
行
政
調
査
と

は
、
行
政
機
関
が
行
政
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
行
う
情
報
の
収
集
活
動
の
こ
と
を
広
く
指
し
て
言
う
の
で
あ
る
が
、
本
稿
が
想
定
し
て
い

る
行
政
調
査
と
は
、
個
別
具
体
的
な
権
限
行
使
の
基
礎
と
な
る
資
料
の
収
集
活
動
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
稿
が
、
個
別
具
体
的
な
意
思
決
定

に
先
行
し
て
行
わ
れ
る
資
料
の
収
集
活
動
が
違
法
で
あ
る
場
合
に
、
そ
れ
が
意
思
決
定
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
を
議
論
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
個
別
的
な
行
政
調
査
を
よ
り
厳
密
に
定
義
す
る
な
ら
ば
、
行
政
機
関
が
行
う
意
思
決
定
の
た
め
の
法
令
で
規
定
さ
れ
た
要
件

に
該
当
す
る
事
実
を
認
定
す
る
上
で
必
要
と
な
る
資
料
の
収
集
活
動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
重
大
な
瑕
疵
を
有
す
る
行
政

調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
資
料
は
行
政
行
為
の
資
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
見
解
を
採
る
判
例
の
趣
旨
は
、
上
述
し
た
よ

う
に
、
資
料
の
収
集
活
動
の
過
程
に
違
法
な
点
が
存
在
し
た
場
合
に
は
、
行
政
機
関
は
違
法
な
活
動
に
よ
っ
て
取
得
し
た
資
料
を
利
用
し
て
、

法
令
で
規
定
さ
れ
た
事
実
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
刑
事
手
続
に
お
け
る
違
法
収
集
証
拠
排

除
法
則
と
、
重
大
な
瑕
疵
を
有
す
る
行
政
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
資
料
は
行
政
行
為
の
資
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
見

解
と
の
間
に
は
、
一
定
の
類
似
性
、
共
通
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
故
、
刑
事
訴
訟
法
で
採
ら
れ
て
い
る
違
法
収
集
証
拠
の
排
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除
法
則
を
瑕
疵
あ
る
行
政
調
査
に
類
推
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
違
法
な
調
査
に
よ
っ
て
取
得
し
た
資
料
を
、
行
政
機
関
は
行
政
行
為
を

行
う
際
の
基
礎
資
料
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
主
張
が
導
か
れ
得
る
。

　　
（
３
）
行
政
調
査
の
瑕
疵
と
行
政
行
為
の
瑕
疵
を
峻
別
す
る
見
解

　

行
政
調
査
と
行
政
行
為
は
別
の
制
度
で
あ
る
と
し
て
行
政
調
査
の
瑕
疵
と
行
政
行
為
の
瑕
疵
を
峻
別
す
る
裁
判
例
③
の
大
阪
地
裁
昭
和

五
九
年
一
一
月
三
〇
日
判
決
の
判
旨
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

大
阪
地
裁
昭
和
五
九
年
一
一
月
三
〇
日
判
決
�

　

判
旨

「
税
務
調
査
の
手
続
（
通
則
法
二
四
条
、
法
二
三
四
条
な
い
し
二
三
六
条
等
）
は
、
課
税
庁
が
課
税
要
件
の
内
容
を
な
す
具
体
的
事
実
の
存

否
を
調
査
す
る
た
め
の
手
続
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
調
査
手
続
自
体
が
課
税
処
分
の
要
件
と
な
る
こ
と
は
、
如
何
な
る
意
味
に
お

い
て
も
あ
り
得
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
右
調
査
手
続
が
仮
に
違
法
で
あ
つ
て
も
、
そ
れ
に
基
づ
く
課
税
処
分
は
、
そ
れ

が
客
観
的
な
所
得
に
合
致
す
る
限
り
に
お
い
て
は
適
法
で
あ
つ
て
（
勿
論
、
国
に
対
し
て
国
家
賠
償
を
請
求
す
る
の
は
別
論
で
あ
る
）、
取

消
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

　

こ
の
よ
う
に
本
判
決
で
は
、
税
務
調
査
手
続
は
課
税
要
件
の
内
容
を
な
す
具
体
的
な
事
実
の
存
否
を
調
査
す
る
た
め
の
手
続
で
し
か
あ
り

え
ず
、
課
税
処
分
の
た
め
の
要
件
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
税
務
調
査
手
続
が
違
法
で
あ
っ
て
も
課
税
処
分
の
取
消
事
由
を

構
成
し
な
い
と
し
て
い
る
。

　

行
政
機
関
は
、
法
令
を
誠
実
に
執
行
す
べ
き
任
務
と
し
て
、
的
確
な
事
実
認
定
に
基
づ
き
行
政
行
為
を
行
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
行
政
行
為
に
必
要
な
事
実
を
十
分
に
調
査
検
討
す
べ
き
調
査
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
す
る
上
記
の
考
察
は
、
説
得
的
な
も
の

で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
実
際
の
行
政
実
務
に
お
い
て
は
、
行
政
行
為
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
た
行
政
調
査
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
資
料
の

み
に
よ
っ
て
行
政
行
為
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
既
に
取
得
済
み
の
資
料
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
さ
ら
に
詳
細
な
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調
査
が
行
政
行
為
後
に
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
必
要
と
な
る
資
料
は
行
政
行
為
に
先
立
っ
て
取
得
さ
れ
て
い

る
べ
き
で
あ
る
が
、
行
政
行
為
の
段
階
で
は
十
分
な
調
査
が
行
な
わ
れ
ず
、
取
消
訴
訟
や
不
服
申
立
て
等
の
争
訟
が
提
起
さ
れ
た
段
階
に
お

い
て
、
当
該
行
政
行
為
を
維
持
す
る
た
め
に
詳
細
な
事
案
調
査
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
処
分
段
階
に
は
処
分
段
階
の
、
不

服
申
立
て
の
段
階
に
は
不
服
申
立
て
段
階
の
調
査
の
程
度
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
政
実
務
の
運
用
は
、
処
分
段
階
に

お
け
る
調
査
密
度
を
薄
め
る
た
め
、
一
定
の
範
囲
で
制
限
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
大
量
の
行
政
事
務
を
効
率
的
に
実
現
し
て
い
く
た
め
に

は
必
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
行
政
機
関
に
お
け
る
第
一
次
的
な
判
断
の
段
階
に
お
い
て
、
争
訟
が
提
起
さ
れ
た
場

合
の
よ
う
な
慎
重
な
調
査
手
続
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
行
政
事
務
の
遅
滞
を
招
く
こ
と
に
な
る
た
め
、
行
政
機
関
に
要
求
さ
れ
る
事
前
の
調

査
の
程
度
は
一
定
の
限
度
で
緩
和
さ
れ
る
方
向
に
向
か
わ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
行
政
機
関
が
適
正
な
行
政
行
為
を
行
う
に
は
、
多
角
的
な
方
法
に
よ
っ
て
調
査
活
動
を
遂
行
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

一
つ
の
調
査
活
動
の
み
に
よ
っ
て
行
政
行
為
が
な
さ
れ
る
と
い
う
場
面
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
一
つ
の
行
政
行
為
に
際
し
て
数

個
の
調
査
活
動
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、
行
政
機
関
の
行
う
行
政
行
為
が
高
度
で
複
雑
な
も
の
に
な
れ
ば

な
る
ほ
ど
、
そ
れ
に
対
応
す
る
た
め
の
調
査
活
動
も
多
様
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
結
果
�

、
多
数
の
調
査
活
動
が
実
施
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
そ
の
調
査
の
う
ち
の
一
つ
に
違
法
な
点
が
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
実
施
さ
れ
た
す
べ
て
の
行
政
調
査
が
違
法
と
な
り
、
そ

の
結
果
、
行
政
行
為
が
違
法
と
な
る
と
い
う
構
成
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
調
査
の
一
部
に
違
法
な
点
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
当
該
調
査
と
は
全
く
別
の
適
法
な
調
査
に
よ
り
取
得
し
た
資
料
か
ら
行
政
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
も
あ
り
得
る
。
こ
の
よ
う

な
場
合
に
、
行
政
調
査
の
違
法
を
理
由
と
し
て
、
行
政
行
為
を
取
り
消
す
の
は
、
妥
当
性
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
考
察
を
論
拠

と
す
る
限
り
、
裁
判
例
③
及
び
学
説
Ｃ
の
見
解
が
導
か
れ
よ
う
。

三
、
判
例
及
び
学
説
の
具
体
的
検
討

　

裁
判
例
①
〜
③
及
び
Ａ
〜
Ｃ
─
２
の
学
説
の
論
拠
に
つ
い
て
は
、
前
章
の
考
察
に
よ
り
明
ら
か
と
な
っ
た
が
、
各
裁
判
例
及
び
学
説
の
主
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張
す
る
見
解
に
は
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

行
政
調
査
の
瑕
疵
が
行
政
行
為
の
瑕
疵
を
も
た
ら
す
と
い
う
見
解
は
、
行
政
調
査
に
瑕
疵
が
存
在
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
を
も
っ
て
行
政
行

為
は
瑕
疵
を
帯
び
、
取
り
消
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
構
成
す
る
こ
と
か
ら
、
調
査
対
象
者
の
権
利
保
護
を
目
的
と
し
た
規
制
の
実
効
性
を
確

保
す
る
と
い
う
点
か
ら
は
当
を
得
た
見
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
上
述
し
た
よ
う
に
、
行
政
調
査
の
瑕
疵
が
行
政
行
為
の
瑕
疵
も
た

ら
す
と
い
う
見
解
に
は
難
が
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
行
政
調
査
の
実
施
が
行
政
行
為
を
適
法
な
ら
し
め
る
た
め
の
要
件
で
あ
る
と
の
理
論
構
成

は
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
行
政
機
関
は
と
き
と
し
て
十
分
な
調
査
を
行
わ
ず
行
政
行
為
を
行
っ
て
し
ま
う
こ
と

が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
場
合
に
行
政
行
為
が
結
果
と
し
て
妥
当
で
あ
る
な
ら
ば
、
違
法
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
当

該
調
査
が
実
体
的
に
、
あ
る
い
は
手
続
的
に
違
法
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
全
く
関
係
の
な
い
別
の
適
法
な
調
査
に
よ
っ
て
取
得
し
た
資
料
に

基
づ
き
行
政
行
為
を
維
持
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
行
政
調
査
は
一
般
的
に
は
行
政
の
側
の
情
報
収
集
と
し
て
行
わ
れ

る
も
の
で
あ
っ
て
、
結
果
的
に
、
行
政
行
為
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
し
、
ま
た
な
さ
れ
ず
に
す
む
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
行

政
調
査
は
、
行
政
行
為
と
は
相
対
的
に
独
立
し
た
制
度
で
あ
る
の
で
、
調
査
の
違
法
は
当
然
に
は
行
政
行
為
の
違
法
を
構
成
し
な
い
も
の
と

み
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
指
摘
�

も
な
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
学
説
Ａ
の
見
解
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
行
政
調
査
は
行
政
行
為
の
前
提
行
為
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
行
政
調

査
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
常
に
行
政
行
為
の
瑕
疵
を
も
た
ら
す
と
い
う
理
論
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
裁
判
例
①
、
及
び
学

説
Ｂ
─
１
の
見
解
は
、
行
政
調
査
に
瑕
疵
が
存
在
す
れ
ば
、
常
に
行
政
行
為
が
瑕
疵
を
帯
び
る
と
い
う
構
成
を
と
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
見
解
は
、
行
政
調
査
の
瑕
疵
が
行
政
行
為
に
及
ぼ
す
効
果
を
一
定
の
範
囲
で
制
限
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
行
政

調
査
は
相
対
的
に
独
立
し
た
制
度
で
あ
る
と
し
て
、
行
政
調
査
の
瑕
疵
と
行
政
行
為
の
瑕
疵
を
峻
別
し
よ
う
と
す
る
見
解
を
考
慮
に
入
れ
た

め
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
行
政
調
査
の
瑕
疵
が
重
大
で
あ
る
場
合
に
は
、
行
政
行
為
に
瑕
疵
を
も
た
ら
し
、
瑕
疵
が
比
較
的
軽
微
で
あ
る
場

合
に
は
、
何
ら
影
響
を
与
え
な
い
と
す
る
こ
と
で
、
行
政
行
為
の
効
力
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
調
査
対
象
者
が
受
け
る
利
益
と
、
行
政

行
為
の
効
力
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
公
益
と
を
比
較
衡
量
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
見
こ
の
よ
う
な
比
較
衡
量
は
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穏
当
と
思
わ
れ
が
、
瑕
疵
が
重
大
で
あ
る
場
合
に
は
、
常
に
行
政
行
為
は
違
法
と
な
り
、
他
の
適
法
な
調
査
に
よ
り
取
得
し
た
資
料
を
基
礎

と
し
て
行
政
行
為
の
効
力
を
維
持
す
る
こ
と
を
否
定
し
ま
う
の
で
、
妥
当
と
は
言
い
難
い
。

　

こ
の
よ
う
な
考
察
に
よ
る
と
、
行
政
調
査
の
瑕
疵
と
行
政
行
為
の
瑕
疵
を
峻
別
す
る
見
解
は
説
得
的
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ

の
こ
と
は
、
重
大
な
瑕
疵
を
有
す
る
行
政
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
資
料
は
行
政
行
為
の
資
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
見

解
の
消
極
的
な
評
価
へ
は
至
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
重
大
な
瑕
疵
を
有
す
る
行
政
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
資
料
は
行
政
行
為
の
資
料
と
し
て

用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
見
解
が
、
瑕
疵
あ
る
調
査
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
資
料
の
利
用
の
可
否
を
問
題
と
し
て
い
る
�

の
に
対
し
、

行
政
調
査
の
瑕
疵
と
行
政
行
為
の
瑕
疵
を
峻
別
す
る
見
解
は
、
行
政
調
査
の
瑕
疵
が
行
政
行
為
の
瑕
疵
を
も
た
ら
す
か
否
か
を
問
題
と
し
て

い
る
た
め
、
両
見
解
に
お
け
る
議
論
は
別
次
元
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
重
大
な
瑕
疵
を
有
す
る
行
政
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ

た
資
料
は
行
政
行
為
の
資
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
見
解
が
別
途
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

当
該
見
解
は
、
既
述
の
よ
う
に
刑
事
訴
訟
法
の
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
を
論
拠
と
し
て
構
成
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
な
ぜ
違
法
収

集
証
拠
排
除
法
則
が
行
政
調
査
過
程
に
類
推
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
議
論
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
た
め
検

討
が
必
要
と
な
る
。

　

違
法
収
集
証
拠
が
排
除
さ
れ
る
理
由
と
し
て
は
、
①
証
拠
の
収
集
過
程
が
違
法
・
無
効
で
あ
る
と
、
そ
の
証
拠
調
も
無
効
と
い
う
ほ
か
は

な
い
こ
と
、
②
違
法
な
証
拠
収
集
行
為
に
よ
る
権
利
侵
害
の
救
済
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
③
違
法
に
収
集
さ
れ
た
証
拠
を
訴
訟
手
続
に
使
用

す
る
こ
と
は
、
適
正
手
続
に
反
す
る
こ
と
、
④
司
法
に
廉
潔
性
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
⑤
捜
査
機
関
に
よ
る
違
法
な
証
拠
収
集
を
抑
制

す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
等
が
�

主
と
し
て
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
�

。
こ
の
よ
う
な
論
拠
の
す
べ
て
が
、
瑕
疵
あ
る
行
政
調
査
に
よ
り

取
得
し
た
資
料
の
排
除
に
合
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
刑
事
訴
訟
法
の
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
が
、
裁
判
所
の
事
実
認

定
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
証
拠
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
議
論
で
あ
り
、
行
政
調
査
に
お
け
る
資
料
排
除
の
問
題
は
、
行
政
機
関
が
事
実
認

定
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
議
論
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
の
間
に
は
根
本
的
な
差
異
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
は
、
訴
訟
法
上
の
問
題
で
あ
り
、
事
実
認
定
に
つ
い
て
裁
判
所
を
拘
束
す
る
議
論
で
あ
る
の
に
対
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し
、
行
政
調
査
の
場
合
は
、
事
実
認
定
に
つ
い
て
行
政
機
関
を
拘
束
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
重
大
な
瑕
疵
を
有
す
る
行
政
調
査

に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
資
料
は
行
政
行
為
の
資
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
見
解
の
論
拠
を
検
討
す
る
に
は
、
以
下
で
考
察
す

る
よ
う
に
、
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
に
関
す
る
議
論
が
大
い
に
参
考
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
②
の
違
法
な
証
拠
収
集
行
為

に
対
す
る
権
利
救
済
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
証
拠
を
排
除
し
無
罪
を
言
い
渡
す
こ
と
が
、
違
法
捜
査
に
よ
り
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
者

に
と
っ
て
効
果
的
な
救
済
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
�

、
こ
の
こ
と
は
、
行
政
調
査
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
と
い
え
る
。

瑕
疵
あ
る
行
政
調
査
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た
調
査
対
象
者
の
権
利
利
益
の
回
復
手
段
と
し
て
は
、
国
家
賠
償
請
求
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

国
家
賠
償
請
求
と
い
う
の
は
、
公
権
力
行
使
に
当
た
る
公
務
員
の
違
法
な
行
為
に
よ
っ
て
損
害
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
損
害
の
賠
償
を
求
め

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
調
査
対
象
者
は
金
銭
的
賠
償
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
に
と
ど
ま
り
、
瑕
疵
あ
る
行
政
調
査
を
基

礎
と
す
る
行
政
行
為
の
効
力
を
争
う
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
瑕
疵
あ
る
行
政
調
査
を
基
礎
と
す
る
行
政
行
為
の
効
力
は
、
維
持
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
瑕
疵
あ
る
行
政
調
査
に
よ
り
取
得
し
た
資
料
を
利
用
し
て
事
実
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
範

囲
で
行
政
行
為
の
効
力
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
調
査
対
象
者
に
と
っ
て
効
果
的
な
救
済
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
③
の
違
法
に
収

集
さ
れ
た
証
拠
を
訴
訟
手
続
に
使
用
す
る
こ
と
は
、
適
正
手
続
の
保
障
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
論
拠
は
、
違
法
に
収
集
さ
れ
た
証
拠

に
よ
る
事
実
認
定
を
行
う
こ
と
が
、
適
正
手
続
の
保
障
を
形
骸
化
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
危
惧
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
�

。

最
高
裁
平
成
四
年
七
月
一
日
判
決
�

が
「
憲
法
三
一
条
の
定
め
る
法
定
手
続
の
保
障
は
、
直
接
に
は
刑
事
手
続
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

行
政
手
続
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
刑
事
手
続
で
は
な
い
と
の
理
由
の
み
で
、
そ
の
す
べ
て
が
当
然
に
同
条
に
よ
る
保
障
の
枠
外
に
あ
る
と
判

断
す
る
こ
と
は
相
当
で
は
い
」
と
判
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
行
政
調
査
手
続
に
も
適
正
手
続
の
保
障
が
原
則
的
に
及
ぶ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
手
続
規
制
に
反
し
た
瑕
疵
あ
る
行
政
調
査
に
よ
り
取
得
し
た
資
料
を
行
政
機
関
が
利
用
す
る
こ
と
は
、
適
正
手
続
の

保
障
に
反
す
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
適
正
手
続
の
保
障
を
具
体
化
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
る
調
査
対
象
者
の
保
護
を
目
的
と
し
た
規
定

を
空
文
化
さ
せ
て
し
ま
う
。
④
の
司
法
の
廉
潔
性
の
要
求
と
は
、
違
法
な
捜
査
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
証
拠
を
事
実
認
定
に
用
い
る
こ
と
は
、

裁
判
所
が
違
法
な
捜
査
に
手
を
貸
す
と
こ
に
な
る
た
め
、
裁
判
所
は
違
法
に
収
集
さ
れ
た
証
拠
を
排
除
す
る
こ
と
で
司
法
の
信
頼
を
保
と
う
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と
す
る
も
の
で
あ
る
�

。
同
様
の
こ
と
は
、
行
政
調
査
に
お
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
違
法
な
調
査
の
実
施
に
加
え
て
、
さ
ら
に
違

法
な
取
得
資
料
に
基
づ
き
事
実
認
定
を
行
う
こ
と
は
、
行
政
機
関
の
更
な
る
違
法
活
動
へ
の
加
担
と
な
り
、
法
令
を
誠
実
に
執
行
す
る
と
い

う
行
政
機
関
の
責
務
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
行
政
機
関
へ
の
信
頼
の
失
墜
へ
と
至
る
で
あ
ろ
う
。
⑤
の
違
法
捜

査
の
抑
制
と
は
、
違
法
に
収
集
さ
れ
た
証
拠
を
排
除
す
る
こ
と
で
、
捜
査
機
関
に
よ
る
違
法
な
証
拠
収
集
活
動
を
抑
止
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
�

。
こ
れ
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
瑕
疵
あ
る
行
政
調
査
に
よ
り
取
得
し
た
資
料
は
行
政
行
為
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
す
る
こ
と
で
、
行
政
機
関
の
違
法
な
調
査
活
動
に
対
し
て
抑
止
力
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
以
上
の
よ
う
な
議
論
に
鑑
み
れ

ば
、
重
大
な
瑕
疵
を
有
す
る
行
政
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
資
料
は
行
政
行
為
の
資
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
見
解
が
支

持
さ
れ
る
べ
き
で
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、
当
該
見
解
は
、
行
政
行
為
の
資
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
の
要
件
と
し
て
「
重
大
な
瑕
疵
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
行
政
調
査
の
瑕
疵
が
行
政
行
為
の
瑕
疵
を
も
た
ら
す
と
い
う
見
解
の
検
討
の
と
こ
ろ
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
行
政
調
査
に

お
け
る
瑕
疵
が
比
較
的
軽
微
で
あ
る
場
合
に
は
、
行
政
機
関
に
お
け
る
事
実
認
定
に
つ
い
て
は
何
ら
影
響
を
与
え
な
い
と
す
る
こ
と
で
、
調

査
対
象
者
の
利
益
と
行
政
行
為
に
よ
り
実
現
し
よ
う
と
す
る
公
益
と
を
利
益
衡
量
す
る
こ
と
に
よ
り
、
適
正
な
結
論
を
帰
結
さ
せ
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
妥
当
な
見
解
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

四
、
お
わ
り
に

　

行
政
機
関
の
意
思
決
定
に
必
要
と
な
る
情
報
の
収
集
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
行
政
調
査
に
、
何
ら
か
の
瑕
疵
が
あ
っ
た
場
合
、
当
該
調

査
に
よ
り
取
得
し
た
情
報
を
基
礎
と
し
て
な
さ
れ
た
意
思
決
定
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い

て
は
、
大
別
し
て
三
つ
の
見
解
が
主
張
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
は
各
見
解
に
つ
い
て
、
そ
の
法
的
根
拠
の
解
明
及
び
各
見
解
の
問
題
点
の
検

討
を
行
っ
た
。
以
上
本
稿
で
の
検
討
に
よ
る
と
、
重
大
な
瑕
疵
を
有
す
る
行
政
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
資
料
は
行
政
行
為
の
資
料
と
し
て

用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
見
解
が
妥
当
で
あ
る
と
の
結
論
に
至
る
。
そ
し
て
こ
の
見
解
と
い
う
の
は
、
違
法
な
行
政
調
査
に
対
し
て
、
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新
た
な
実
効
的
な
救
済
方
法
の
道
を
開
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
瑕
疵
あ
る
行
政
調
査
に
よ
り
侵
害
さ
れ
た
調

査
対
象
者
の
権
利
利
益
の
回
復
は
、
国
家
賠
償
請
求
が
従
前
か
ら
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
既
述
し
た
よ
う
に
、

国
家
賠
償
請
求
で
は
金
銭
的
賠
償
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
に
と
ど
ま
り
、
瑕
疵
あ
る
行
政
調
査
に
よ
り
取
得
し
た
資
料
を
基
礎
と
し
て
な

さ
れ
た
行
政
行
為
の
効
力
を
否
定
す
る
こ
と
は
な
く
、
調
査
対
象
者
に
と
っ
て
必
ず
し
も
十
分
な
救
済
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、

本
見
解
は
、
瑕
疵
あ
る
行
政
調
査
に
つ
い
て
、
行
政
機
関
の
何
ら
か
の
意
思
決
定
な
い
し
は
行
政
行
為
を
媒
介
さ
せ
る
こ
と
で
、
行
政
事
件

訴
訟
の
場
に
お
い
て
、
瑕
疵
あ
る
行
政
調
査
を
基
礎
と
す
る
意
思
決
定
の
効
力
を
争
う
こ
と
を
可
能
に
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
効
力
が

否
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
調
査
対
象
者
に
実
効
的
な
救
済
を
も
た
ら
す
こ
と
が
期
待
で
き
よ
う
。

　

な
お
本
稿
で
は
、
重
大
な
瑕
疵
を
有
す
る
行
政
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
資
料
は
行
政
行
為
の
資
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
裁
判
例
の
論
拠
を
考
察
す
る
な
か
で
、刑
事
訴
訟
法
に
お
け
る
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
を
議
論
し
た
が
、本
稿
だ
け
で
の
考
察
を
も
っ

て
十
分
な
根
拠
づ
け
が
な
さ
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
十
分
な
議
論
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
識
し
て

い
る
。
ま
た
本
稿
で
は
、
瑕
疵
あ
る
行
政
調
査
が
行
政
行
為
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
と
い
う
側
面
か
ら
、
判
例
及
び
学
説
に
お
い

て
主
張
さ
れ
て
い
る
各
見
解
を
前
提
と
し
て
検
討
を
行
っ
た
。
こ
の
た
め
、
瑕
疵
あ
る
行
政
調
査
に
対
す
る
調
査
対
象
者
の
救
済
と
し
て
は
、

ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
る
こ
と
が
最
も
適
切
で
あ
る
か
と
い
う
側
面
に
力
点
を
置
い
て
考
察
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
重
大
な
瑕
疵

を
有
す
る
行
政
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
資
料
は
行
政
行
為
の
資
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
見
解
は
、
行
政
機
関
が
あ
る

一
定
の
資
料
に
基
づ
い
て
事
実
認
定
を
行
う
こ
と
を
制
限
す
る
こ
と
に
焦
点
を
当
て
た
議
論
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
理
論
構
成
を
採
る
こ

と
に
よ
っ
て
調
査
対
象
者
の
権
利
救
済
を
検
討
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
違
法
な
調
査
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
資
料
に
つ
い
て
は
、
証
拠
能
力

を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
訴
訟
法
上
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
救
済
を
図
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
瑕
疵
あ
る
行
政
調
査
に
対
す
る
救
済
と
い
う
側
面
に
焦
点
を
当
て
、
議
論
す
る
に
は
、
行
政
事
件
訴
訟
に
お

け
る
証
拠
能
力
の
議
論
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
別
稿
で
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。
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⑴　

神
長
勲
「
行
政
調
査
」（
雄
川
一
郎
・
塩
野
宏
・
園
部
逸
夫
編
『
現
代
行
政
法
大
系
第
二
巻
』
所
収
）
有
斐
閣
昭
和
五
九
年
三
一
三
頁
、曾
和
俊
文
「
行

政
調
査
論
再
考
（
一
）」
三
重
大
学
法
経
論
叢
四
巻
二
号
三
四
頁
、
濱
西
隆
男
「『
行
政
調
査
』
私
論
（
上
）」
自
治
研
究
七
六
巻
一
号
六
九
頁
等
に
お

い
て
は
、
行
政
機
関
が
行
政
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
行
う
情
報
の
収
集
活
動
の
こ
と
を
一
般
に
「
行
政
調
査
」
と
呼
ん
で
い
る
。

⑵　

調
査
権
限
の
強
化
事
例
と
し
て
は
、
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
が
挙
げ
ら
れ
る
。
児
童
虐
待
が
行
わ
れ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
案
に
対

し
て
は
、
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
、
児
童
の
安
全
確
認
を
行
う
た
め
立
入
調
査
が
実
施
さ
れ
て
き
た
が
、
保
護
者
の
調
査
拒
否
や

抵
抗
に
よ
り
、
児
童
の
安
全
確
認
を
行
え
な
い
場
合
が
あ
り
、
行
政
が
児
童
虐
待
を
十
分
に
把
握
で
き
な
い
ま
ま
、
虐
待
が
深
刻
化
す
る
傾
向
が
あ
っ

た
。
こ
の
た
め
、
平
成
一
九
年
の
法
改
正
に
際
し
て
は
、
裁
判
官
の
許
可
状
を
得
た
上
で
、
解
錠
等
の
実
力
行
使
を
も
っ
て
保
護
者
の
住
居
内
に
立
ち

入
る
こ
と
が
で
き
る
臨
検
、
捜
索
制
度
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

⑶　

塩
野
宏
『
行
政
法
Ⅰ
（
第
五
版
）』
有
斐
閣
平
成
二
一
年
二
六
五
頁
参
照
。

⑷　

宇
賀
克
也
『
行
政
法
概
説
Ⅰ
（
第
四
版
）』
有
斐
閣
平
成
二
三
年
一
六
一
頁
、
金
子
宏
『
租
税
法
（
第
一
六
版
）』
弘
文
堂
平
成
二
三
年
七
四
九
頁
参

照
。

⑸　

行
集
二
四
巻
八
・
九
号
七
六
三
頁
。

⑹　

判
時
一
三
六
六
号
二
八
頁
。

⑺　

判
時
一
一
九
〇
号
一
五
頁
。

⑻　

税
資
二
四
三
号
八
一
七
頁
。

⑼　

裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
。http://w

w
w

.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=14950&
hanreiK

bn=05

⑽　

行
集
三
五
巻
一
一
号
一
九
〇
六
頁
。

⑾　

濱
西
隆
男
「『
行
政
調
査
』
私
論
（
下
）」
自
治
研
究
七
六
巻
三
号
七
一
頁
参
照
。

⑿　

本
件
は
、
原
告
が
立
川
税
務
署
長
（
被
告
）
か
ら
法
人
税
の
青
色
申
告
書
提
出
承
認
を
取
り
消
す
処
分
、
更
正
処
分
及
び
重
加
算
税
賦
課
決
定
処
分

を
受
け
た
た
め
、
各
処
分
の
取
消
し
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
原
告
は
、
各
処
分
が
違
法
で
あ
る
こ
と
の
理
由
と
し
て
、
各
処
分
の
基
礎
と
な
っ
た
税

務
調
査
が
、
身
分
証
を
所
持
し
な
い
職
員
を
被
告
が
差
し
向
け
、
金
庫
の
検
査
を
す
る
な
ど
し
た
た
め
違
法
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

⒀　

本
件
は
、
メ
リ
ヤ
ス
（
ニ
ッ
ト
）
縫
製
加
工
業
を
営
む
原
告
が
大
淀
税
務
署
長
（
被
告
）
か
ら
更
正
処
分
及
び
過
少
申
告
加
算
税
賦
課
決
定
処
分
を

受
け
た
た
め
、
そ
の
取
消
し
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
原
告
は
被
告
の
部
下
職
員
が
、
各
処
分
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
た
税
務
調
査
に
お
い
て
原
告
が
要

求
し
た
民
主
商
工
会
事
務
局
員
の
立
会
い
を
拒
否
し
た
こ
と
が
、
各
処
分
の
違
法
理
由
に
な
る
と
主
張
し
た
。
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⒁　

小
早
川
光
郎
「
調
査
・
処
分
・
証
明
─
取
消
訴
訟
に
お
け
る
証
明
責
任
問
題
の
一
考
察
─
」（
成
田
頼
明
・
園
部
逸
夫
・
金
子
宏
・
塩
野
宏
・
小
早

川
光
郎
編
『
行
政
法
の
諸
問
題
（
中
）』
所
収
）
有
斐
閣
平
成
二
年
二
六
六
頁
参
照
。

⒂　

小
早
川
・
前
掲
註
⒁
二
六
六
頁
参
照
。

⒃　

福
家
俊
朗
『
現
代
行
政
法
入
門
（
１
）（
新
版
第
二
版
）』
室
井
力
編
法
律
文
化
社
平
成
二
年
一
六
五
頁
参
照
。

⒄　

櫻
井
敬
子
・
橋
本
博
之
『
行
政
法
（
第
三
版
）』
弘
文
堂
平
成
二
三
年
一
七
五
頁
。

⒅　

本
件
は
、
オ
ー
ト
バ
イ
等
の
販
売
及
び
修
理
業
を
営
む
原
告
が
、
町
田
税
務
署
長
（
被
告
）
か
ら
更
正
処
分
及
び
過
少
申
告
加
算
税
賦
課
決
定
処
分

を
受
け
た
た
め
、
そ
の
取
消
し
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
原
告
は
、
各
処
分
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
た
税
務
調
査
に
は
、
そ
の
必
要
性
を
欠
い
た
点
、
調

査
理
由
の
開
示
を
拒
否
し
た
点
、
調
査
の
態
様
・
時
期
が
社
会
通
念
上
相
当
な
限
度
を
明
ら
か
に
逸
脱
し
た
点
等
に
お
い
て
違
法
が
あ
り
、
本
件
各
処

分
は
当
該
違
法
な
調
査
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
違
法
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

⒆　

本
件
は
、
製
図
業
を
営
ん
で
い
た
原
告
が
東
大
阪
税
務
署
長
（
被
告
）
か
ら
、
更
正
処
分
及
び
過
少
申
告
加
算
税
賦
課
決
定
処
分
を
受
け
た
た
め
、

そ
の
取
消
し
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
原
告
は
、
被
告
の
部
下
職
員
に
よ
り
行
わ
れ
た
税
務
調
査
が
、
社
会
常
識
か
ら
著
し
く
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
る

上
、
事
前
連
絡
な
く
何
度
も
原
告
の
事
業
所
に
来
訪
し
て
原
告
の
業
務
を
妨
害
し
、
原
告
の
正
当
な
調
査
期
日
の
設
定
申
入
れ
に
対
し
て
こ
れ
を
拒
ん

だ
も
の
で
あ
る
か
ら
違
法
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
著
し
い
手
続
上
の
違
法
が
存
在
す
る
調
査
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
本
件
各
処
分
は
違
法
で
あ
る
と
主
張

し
た
。

⒇　

本
件
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
産
業
廃
棄
物
処
理
業
（
収
集
運
搬
）
の
許
可
を
受
け
た
原
告
が
、
無
許
可
で
一
般
廃

棄
物
の
収
集
運
搬
及
び
処
分
並
び
に
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
業
と
し
て
行
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
被
告
か
ら
上
記
許
可
を
取
り
消
す
旨
の
処
分
を
受

け
た
た
め
、
そ
の
取
消
し
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
。
原
告
は
、
工
場
敷
地
内
へ
の
立
入
検
査
は
刑
法
上
の
建
造
物
侵
入
罪
に
抵
触
す
る
も
の
で
、
こ
の

重
大
な
違
法
行
為
で
あ
る
立
入
検
査
に
よ
っ
て
取
得
し
た
証
拠
に
基
づ
い
て
さ
れ
た
本
件
処
分
は
、
適
正
手
続
（
憲
法
三
一
条
）
に
違
反
す
る
も
の
と

し
て
、
違
法
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

�　

社
団
法
人
行
政
情
報
シ
ス
テ
ム
研
究
所
『
行
政
機
関
等
個
人
情
報
保
護
法
の
解
説
（
増
補
版
）』
ぎ
ょ
う
せ
い
平
成
一
七
年
一
六
〇
頁
以
下
参
照
。

�　

兼
子
仁
『
行
政
法
総
論
』
筑
摩
書
房
昭
和
五
八
年
一
三
七
頁
参
照
。

�　

池
田
修
・
前
田
雅
英
『
刑
事
訴
訟
法
講
義
（
第
三
版
）』
東
京
大
学
出
版
会
平
成
二
一
年
四
三
四
頁
以
下
参
照
。

�　

本
件
は
、
北
税
務
署
長
（
被
告
）
か
ら
更
正
処
分
及
び
過
少
申
告
加
算
税
賦
課
決
定
処
分
を
受
け
た
原
告
が
、
課
税
処
分
に
至
る
税
務
調
査
手
続
の

瑕
疵
は
、
後
の
課
税
処
分
の
取
消
事
由
に
な
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
、
そ
の
取
消
し
を
求
め
た
事
件
で
あ
る
。
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�　

佐
藤
幸
治
「『
行
政
調
査
』
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
（
一
）
─
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
立
入
検
査
の
問
題
を
中
心
と
し
て
─
」
法
学
論
叢
九
七
巻

三
号
二
頁
参
照
。

�　

塩
野
・
前
掲
註
⑶
二
六
五
頁
参
照
。

�　

兼
子
・
前
掲
註
�
一
三
七
頁
参
照
。

�　

井
上
正
仁
『
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
証
拠
排
除
』
弘
文
堂
昭
和
六
〇
年
三
五
六
頁
、
高
木
俊
夫
・
大
渕
敏
和
『
違
法
収
集
証
拠
の
証
拠
能
力
を
め
ぐ
る

諸
問
題
─
裁
判
例
を
中
心
と
し
て
─
』
法
曹
会
昭
和
六
三
年
七
頁
以
下
参
照
。

�　

以
上
の
根
拠
は
、
広
く
一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
最
高
裁
判
例
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
る
根
拠
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な

い
。

�　

寺
崎
嘉
博
『
刑
事
訴
訟
法
（
第
二
版
）』
成
文
堂
平
成
二
〇
年
三
七
九
頁
参
照
。

�　

福
島
至
『
争
点
ノ
ー
ト
刑
事
訴
訟
法
（
第
二
版
）』
田
口
守
一
編
法
学
書
院
平
成
一
二
年
二
一
一
頁
参
照
。

�　

民
集
四
六
巻
五
号
四
三
七
頁
。

�　

池
田
・
前
田
・
前
掲
註
�
四
三
五
頁
参
照
。

�　

白
取
祐
司
『
刑
事
訴
訟
法
（
第
六
版
）』
日
本
評
論
社
平
成
二
二
年
三
六
二
頁
参
照
。
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一
、
地
方
公
共
団
体
に
求
め
ら
れ
る
役
割
の
変
化

　

日
本
で
は
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
景
気
後
退
と
、
景
気
浮
揚
の
た
め
に
行
わ
れ
た
財
政
支
出
の
拡
大
に
よ
り
、
国
、
地
方
公
共
団
体
双
方
の

財
政
赤
字
が
拡
大
し
た
。
先
進
諸
国
中
最
悪
の
水
準
に
あ
る
財
政
状
況
を
改
善
す
る
た
め
に
、
近
年
で
は
国
と
地
方
公
共
団
体
の
関
係
や
役

割
分
担
を
見
直
す
動
き
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
。

　

本
来
、
国
と
地
方
公
共
団
体
の
関
係
は
主
従
関
係
で
は
な
く
対
等
関
係
に
あ
る
が
、
日
本
の
場
合
、
地
方
公
共
団
体
は
独
自
の
課
税
権
が

乏
し
く
、「
三
割
自
治
」
と
揶
揄
さ
れ
る
よ
う
に
徴
税
能
力
が
欠
落
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
国
は
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
地
方
交
付
税

や
国
庫
支
出
金
な
ど
の
補
助
金
を
通
じ
て
再
分
配
政
策
を
行
い
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
を
実
現
し
て
き
た
。

　

長
引
く
不
況
と
国
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
状
況
の
悪
化
は
、
こ
う
し
た
補
助
金
に
よ
る
再
分
配
政
策
の
維
持
を
困
難
に
し
、
抜
本
的
な

改
革
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
一
年
よ
り
地
方
分
権
一
括
法
が
施
行
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
地
方
公

共
団
体
を
出
先
機
関
化
し
て
い
る
と
批
判
さ
れ
て
き
た
機
関
委
任
事
務
が
廃
止
さ
れ
、
法
制
度
上
対
等
関
係
に
改
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
同

年
六
月
に
成
立
し
た
小
泉
内
閣
に
よ
る
三
位
一
体
の
改
革
に
よ
っ
て
地
方
交
付
税
、
国
庫
支
出
金
が
削
減
さ
れ
る
一
方
で
、
所
得
税
の
一
部

税
源
移
譲
が
行
わ
れ
、
財
政
面
で
の
改
革
が
実
行
さ
れ
た
。
ま
た
、
財
政
運
営
の
効
率
化
を
実
現
す
る
た
め
、
市
町
村
合
併
が
促
進
さ
れ
、

行
政
面
で
の
改
革
も
行
わ
れ
た
。

地
方
分
権
改
革
と
地
方
公
共
団
体
の
財
政
運
営

斎　

藤　

英　

明

─
─
地
方
公
共
財
供
給
に
お
け
る
フ
ラ
イ
ペ
ー
パ
ー
効
果
及
び
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
─
─
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こ
う
し
た
法
制
度
面
、
行
財
政
面
で
の
改
革
は
、
単
に
「
小
さ
な
政
府
」
を
目
指
す
取
り
組
み
で
は
な
く
、
地
域
住
民
の
需
要
に
行
政
が

機
動
的
に
動
け
る
よ
う
に
国
、
地
方
公
共
団
体
の
役
割
分
担
を
変
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

地
方
分
権
改
革
に
よ
り
効
率
的
な
財
政
運
営
を
意
図
し
、
地
方
公
共
団
体
ご
と
に
地
域
住
民
の
必
要
と
す
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
供
給
す
る
こ

と
を
要
請
し
た
⑴

。

　

し
た
が
っ
て
、
地
方
公
共
団
体
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
は
、
二
つ
の
視
点
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
目
が
、
国
と
の
関
係

の
変
化
で
あ
り
、
二
つ
目
が
地
域
住
民
と
の
関
係
の
変
化
で
あ
る
。
国
と
地
方
公
共
団
体
の
関
係
の
変
化
は
、
三
位
一
体
の
改
革
に
よ
っ
て

補
助
金
の
削
減
と
税
源
移
譲
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
国
に
よ
る
再
分
配
政
策
の
規
模
が
縮
小
さ
れ
た
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
各
地
方
公
共

団
体
が
国
の
政
策
の
も
と
で
画
一
的
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
供
給
を
行
う
の
で
は
な
く
、
費
用
対
便
益
に
基
づ
く
よ
う
な
財
政
運
営
を
行
う
必
要

が
出
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
地
域
住
民
と
地
方
公
共
団
体
の
関
係
の
変
化
は
、
限
ら
れ
た
財
源
の
中
で
、
効
率
的
な
財
政
運
営
を
行
う
た
め

に
、
住
民
の
政
治
参
加
や
Ｎ
Ｐ
Ｍ
の
活
用
な
ど
、
双
方
向
で
の
関
係
強
化
を
行
い
地
域
住
民
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
必
要
が
生
じ
て
き
た
こ
と

で
あ
る
⑵

。

　

国
、
地
方
公
共
団
体
、
そ
し
て
地
域
住
民
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
近
年
ロ
ー
カ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
分
野
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ロ
ー

カ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
こ
れ
ら
三
者
な
ど
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
（
利
害
関
係
者
）
と
の
間
で
複
雑
に
結
び
付
い
た
関
係
を
作
り
出
し
、
彼

ら
を
政
策
決
定
の
ア
ク
タ
ー
と
し
て
と
ら
え
、
最
終
的
に
地
域
住
民
が
関
心
を
抱
く
諸
問
題
の
対
策
に
効
率
性
を
発
揮
す
る
こ
と
を
目
標
と

し
て
い
る
⑶

。
ロ
ー
カ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
考
え
方
を
用
い
れ
ば
、
日
本
の
国
、
地
方
公
共
団
体
間
の
関
係
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
垂
直

的
関
係
か
ら
の
認
識
の
転
換
を
強
い
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
地
方
公
共
団
体
は
再
分
配
政
策
に
依
存
す
る
の
で
は
な
く
、
税
収
に
基
づ
き
、
地

域
住
民
の
ニ
ー
ズ
に
あ
っ
た
公
共
財
・
サ
ー
ビ
ス
を
供
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

地
方
公
共
団
体
の
役
割
が
変
化
す
る
中
で
、
特
に
財
政
運
営
に
つ
い
て
求
め
ら
れ
る
役
割
は
、
効
率
的
な
財
政
運
営
、
言
い
換
え
れ
ば
、

公
共
財
・
サ
ー
ビ
ス
と
住
民
の
租
税
負
担
の
一
致
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
受
益
者
負
担
の
原
則
で
あ
る
。
ま
た
、
受
益
者
負
担
の
原
則
は
、

租
税
原
則
に
お
け
る
応
益
負
担
の
原
則
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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租
税
収
入
に
基
づ
き
、
住
民
の
要
求
に
応
え
る
形
で
公
共
財
・
サ
ー
ビ
ス
を
供
給
す
る
こ
と
は
、
地
域
ご
と
に
供
給
さ
れ
る
公
共
財
・
サ
ー

ビ
ス
の
内
容
が
異
な
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
ま
た
、
地
域
住
民
の
担
税
力
の
差
異
に
よ
っ
て
、
地
方
公
共
団
体
が
供
給
で
き
る
供
給
量
も
異

な
る
と
指
摘
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
地
方
公
共
団
体
の
役
割
が
変
化
し
、
地
方
分
権
が
進
展
し
て
い
く
中
で
は
、
必
然
的
に
全
て
の
地

方
公
共
団
体
に
お
い
て
同
一
水
準
の
公
共
財
・
サ
ー
ビ
ス
が
供
給
さ
れ
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
。
特
に
、
財
政
面
で
の
改
革
を
実
施
し
た
三

位
一
体
の
改
革
は
、
画
一
的
な
公
共
財
・
サ
ー
ビ
ス
供
給
か
ら
の
脱
却
を
企
図
し
、
地
域
ご
と
の
公
共
財
・
サ
ー
ビ
ス
供
給
に
特
色
が
生
ま

れ
る
こ
と
を
改
革
を
通
し
て
求
め
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

本
稿
は
、
地
方
分
権
改
革
に
お
い
て
三
位
一
体
の
改
革
を
中
心
に
据
え
て
、
地
方
公
共
団
体
が
財
政
運
営
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
を

持
っ
た
、
独
自
性
を
発
揮
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
注
目
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
地
方
公
共
団
体
間
の
税
収
格
差
を
補
填

し
、
調
整
す
る
よ
う
に
機
能
し
て
き
た
地
方
交
付
税
、
国
庫
支
出
金
の
削
減
が
、
公
共
財
・
サ
ー
ビ
ス
供
給
を
効
率
化
、
差
別
化
を
促
し
て

い
る
か
に
つ
い
て
着
目
す
る
。
こ
う
し
た
地
方
公
共
団
体
の
公
共
財
・
サ
ー
ビ
ス
と
地
域
住
民
の
租
税
負
担
を
地
域
ご
と
に
分
析
し
て
き
た

研
究
は
、
地
域
別
の
租
税
負
担
の
帰
着
分
析
と
し
て
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
は
、
分
析
対
象
と
し
た
時
期
、

分
析
手
法
に
若
干
の
差
異
が
あ
る
た
め
、
金
額
の
大
小
に
差
は
あ
る
も
の
の
、
概
ね
東
京
都
、
大
阪
府
、
愛
知
県
な
ど
、
大
都
市
を
有
す
る

都
府
県
に
お
い
て
租
税
負
担
が
公
共
財
・
サ
ー
ビ
ス
か
ら
の
便
益
を
上
回
る
負
担
超
過
、
そ
れ
以
外
の
道
府
県
で
は
受
益
超
過
と
い
う
結
果

が
得
ら
れ
て
い
る
⑷

。

　

先
行
研
究
は
都
道
府
県
の
地
理
的
区
域
を
公
共
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
便
益
が
及
ぶ
範
囲
と
し
て
設
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
地
方
公
共
団
体

は
、
都
道
府
県
の
場
合
、
北
海
道
と
沖
縄
県
を
除
い
て
少
な
く
と
も
一
つ
以
上
の
都
道
府
県
と
隣
接
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
隣
接
す
る
地

方
公
共
団
体
の
支
出
行
動
が
自
地
域
の
支
出
行
動
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
他
の
政
策
主
体
の
行
動
が

自
地
域
の
行
動
に
及
ぼ
す
影
響
と
し
て
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
と
フ
ラ
イ
ペ
ー
パ
ー
効
果
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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二
、
地
域
別
帰
着
分
析
と
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
、
フ
ラ
イ
ペ
ー
パ
ー
効
果
の
影
響

　

ま
ず
、
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
と
フ
ラ
イ
ペ
ー
パ
ー
効
果
の
本
稿
で
の
定
義
付
け
を
行
う
。

　

ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
は
、
あ
る
地
域
が
公
共
財
を
供
給
し
た
時
に
、
公
共
財
か
ら
の
便
益
が
そ
の
地
域
の
境
界
を
越
え
て
他
地
域
に
ま

で
波
及
、
も
し
く
は
漏
出
す
る
効
果
を
指
す
。
し
た
が
っ
て
、
波
及
し
た
便
益
を
受
け
る
他
地
域
の
地
域
住
民
は
対
価
と
し
て
の
租
税
負
担

を
す
る
こ
と
な
く
便
益
を
享
受
で
き
る
。
そ
の
た
め
、い
わ
ゆ
る
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー（
た
だ
乗
り
）が
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
公
共
財
・
サ
ー

ビ
ス
供
給
に
関
し
て
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
が
発
生
す
る
時
、
他
地
域
へ
の
波
及
分
を
地
方
公
共
団
体
が
認
識
し
て
い
な
い
と
、
当
該
地
域

が
本
来
必
要
と
し
て
い
る
供
給
量
以
上
の
公
共
財
・
サ
ー
ビ
ス
が
供
給
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
当
該
地
域
住
民
の
租
税
負
担
は
住
民
が
享
受

で
き
る
供
給
量
よ
り
も
過
大
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

フ
ラ
イ
ペ
ー
パ
ー
効
果
は
、
使
途
が
自
由
な
補
助
金
で
あ
る
は
ず
の
地
方
交
付
税
が
不
必
要
に
地
方
歳
出
に
貼
り
つ
い
て
し
ま
い
、
民
間

消
費
と
財
政
支
出
の
配
分
を
歪
め
て
し
ま
う
効
果
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
か
ら
地
方
公
共
団
体
へ
支
出
さ
れ
る
地
方
交
付
税
が
、
国
税
、
地

方
税
の
減
税
を
通
し
て
同
額
の
個
人
所
得
を
増
加
さ
せ
る
よ
り
も
、
地
方
政
府
の
財
政
支
出
を
増
加
さ
せ
る
効
果
の
方
が
大
き
く
な
る
と
い

う
現
象
で
あ
る
⑸

。

　

こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
イ
ペ
ー
パ
ー
効
果
は
、
国
か
ら
の
地
方
交
付
税
が
結
果
的
に
地
域
住
民
の
所
得
増
加
で
は
な
く
、
財
政
支
出
の
拡
大

に
つ
な
が
る
現
象
を
指
し
、
一
方
の
政
策
主
体
の
支
出
が
他
の
政
策
主
体
の
支
出
行
動
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
フ
ラ
イ

ペ
ー
パ
ー
効
果
の
支
出
行
動
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
地
方
交
付
税
が
地
方
公
共
団
体
の
財
政
支
出
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
が
、

一
方
の
政
策
主
体
の
支
出
行
動
が
他
の
政
策
主
体
の
支
出
行
動
に
影
響
を
与
え
る
と
考
え
た
場
合
、
こ
れ
に
加
え
て
、
地
方
公
共
団
体
間
で

の
支
出
行
動
の
相
互
影
響
も
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
か
ら
の
地
方
交
付
税
が
当
該
地
方
公
共
団
体
の
財
政
支
出
を
増
加
さ
せ
る
と
い

う
フ
ラ
イ
ペ
ー
パ
ー
効
果
に
加
え
て
、
地
方
交
付
税
に
よ
っ
て
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
財
政
支
出
が
増
加
し
た
こ
と
に
よ
り
、
他
の
地
方

公
共
団
体
の
財
政
支
出
も
増
加
さ
せ
る
と
い
う
効
果
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
効
果
が
存
在
す
る
場
合
、
地
域
住
民
の
ニ
ー
ズ
を
反
映
す
る
と
い
う
手
順
を
踏
ま
ず
に
財
政
支
出
が
増
加
す
る
た
め
、
地
域
住

民
に
と
っ
て
は
不
必
要
な
財
政
支
出
が
増
加
し
、
非
効
率
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
地
方
公
共
団
体
間
で
の
支
出
行
動

の
相
互
影
響
に
つ
い
て
着
目
す
る
。

　

次
に
、
地
方
公
共
団
体
の
公
共
財
・
サ
ー
ビ
ス
供
給
行
動
に
関
す
る
先
行
研
究
に
つ
い
て
整
理
す
る
。

　

国
が
主
導
的
役
割
を
果
た
す
よ
う
な
、
中
央
集
権
的
な
公
共
財
・
サ
ー
ビ
ス
供
給
よ
り
も
、
地
方
公
共
団
体
の
公
共
財
・
サ
ー
ビ
ス
供
給

の
方
が
効
率
面
で
優
れ
て
い
る
と
指
摘
し
た
研
究
と
し
て
は
、Tiebout

（
一
九
五
六
）
の
「
足
に
よ
る
投
票
」
理
論
と
、Oates

（
一
九
七
二
）

の
「
分
権
化
定
理
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
足
に
よ
る
投
票
」
は
、地
域
住
民
の
地
域
間
移
動
の
経
済
的
コ
ス
ト
が
ゼ
ロ
と
仮
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、

住
民
は
自
ら
に
と
っ
て
効
用
が
最
大
と
な
る
地
域
を
選
択
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
は
住
民
の
転
入
を
促
進
す
る
た

め
に
住
民
の
ニ
ー
ズ
を
反
映
し
た
公
共
財
・
サ
ー
ビ
ス
を
積
極
的
に
供
給
す
る
と
い
う
理
論
で
あ
る
。
こ
の
理
論
は
、
地
方
公
共
団
体
間
で

の
住
民
獲
得
競
争
に
よ
り
効
率
的
な
財
政
運
営
が
地
方
公
共
団
体
に
期
待
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
分
権
化
定
理
」
は
、
国
と
地
方

公
共
団
体
と
の
間
で
獲
得
可
能
な
情
報
量
に
着
目
す
る
。「
分
権
化
定
理
」
に
よ
れ
ば
、
地
方
公
共
団
体
は
国
よ
り
も
地
域
住
民
に
近
い
立

場
に
存
在
し
て
い
る
た
め
、
国
が
公
共
財
・
サ
ー
ビ
ス
を
供
給
す
る
よ
り
も
、
地
方
公
共
団
体
が
供
給
す
る
方
が
住
民
の
ニ
ー
ズ
を
反
映
し

や
す
く
効
率
的
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
い
ず
れ
の
理
論
も
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
公
共
財
・
サ
ー
ビ
ス
供
給
の
優
位
性
を
指
摘
し
て
い
る
も
の
の
、
前
提
と
な
る
仮
定

に
お
い
て
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
と
フ
ラ
イ
ペ
ー
パ
ー
効
果
が
発
生
し
な
い
こ
と
を
仮
定
し
て
い
る
⑹

。

　

フ
ラ
イ
ペ
ー
パ
ー
効
果
の
存
在
に
関
す
る
実
証
分
析
と
し
て
は
、Bradford-O

ates

（
一
九
七
一
）
が
「Bradford-O

ates

の
等
価
定
理
」

と
し
て
知
ら
れ
る
理
論
を
示
し
、
フ
ラ
イ
ペ
ー
パ
ー
効
果
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
住
民
の
財
政
錯
覚
や
情
報
の
非
対
称
性
と

い
っ
た
要
因
に
よ
り
必
ず
し
もBradford-O

ates

の
等
価
定
理
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

　

Bradford-O
ates

の
等
価
定
理
に
よ
る
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
、
フ
ラ
イ
ペ
ー
パ
ー
効
果
の
存
在
を
仮
定
し
な
い
、
も
し
く
は
存
在
を
否

定
す
る
研
究
に
対
し
て
、Case and Rosen

（
一
九
九
三
）
は
、
一
九
七
〇
年
か
ら
一
九
八
五
年
の
ア
メ
リ
カ
州
財
政
を
対
象
に
し
た
実
証
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分
析
に
お
い
て
、
パ
ネ
ル
デ
ー
タ
分
析
に
お
い
て
、
他
地
域
の
支
出
行
動
と
補
助
金
の
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
と
フ
ラ
イ
ペ
ー
パ
ー
効
果
の

存
在
を
推
計
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
補
助
金
１
ド
ル
の
増
加
が
１
ド
ル
の
支
出
増
加
に
つ
な
が
る
と
い
う
推
計
結
果
を
示
し
て
い
る
。
ま

た
、
日
本
国
内
に
お
い
て
も
、
土
居
（
二
〇
〇
〇
）
は
、
市
町
村
を
対
象
と
し
て
推
計
を
行
い
、
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
の
存
在
を
示
す
結

果
を
得
て
い
る
。
フ
ラ
イ
ペ
ー
パ
ー
効
果
に
つ
い
て
は
、
塚
原
（
一
九
八
八
）
が
フ
ラ
イ
ペ
ー
パ
ー
効
果
の
存
在
を
否
定
す
る
結
果
を
示
し

て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
研
究
で
は
存
在
を
示
す
推
計
結
果
を
得
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
概
ね
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
と
フ
ラ
イ
ペ
ー
パ
ー
効
果
が
存
在
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
公
共
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
が
必
ず
し
も
効
率
的
で
な
い
と
言
え
よ
う
。

　

三
、
地
方
分
権
改
革
の
進
展
と
公
共
財
・
サ
ー
ビ
ス
供
給
の
非
効
率
性
の
規
模

　

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
お
い
て
存
在
が
認
め
ら
れ
て
い
る
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
、
フ
ラ
イ
ペ
ー
パ
ー
効
果
に
つ
い
て
、
三

位
一
体
の
改
革
に
お
け
る
地
方
交
付
税
、
国
庫
支
出
金
の
削
減
に
よ
る
制
度
的
変
遷
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
を
検
証
す
る
。
フ

ラ
イ
ペ
ー
パ
ー
効
果
に
よ
り
地
方
交
付
税
が
地
方
公
共
団
体
の
財
政
支
出
を
増
や
す
と
す
る
な
ら
ば
、
三
位
一
体
の
改
革
は
フ
ラ
イ
ペ
ー

パ
ー
効
果
を
減
少
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
間
で
の
相
互
依
存
関
係
に
つ
い
て
も
推
計
を
行
い
、
あ
る
地

域
の
財
政
支
出
の
一
定
額
の
増
加
が
、
他
の
地
域
の
財
政
支
出
を
ど
の
程
度
押
し
上
げ
る
か
に
つ
い
て
も
推
計
す
る
。

　

ま
ず
、
対
象
と
す
る
期
間
に
お
け
る
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
と
フ
ラ
イ
ペ
ー
パ
ー
効
果
に
つ
い
て
パ
ネ
ル
デ
ー
タ
を
作
成
し
て
推
計
す
る
。

ま
た
、
三
位
一
体
の
改
革
に
よ
っ
て
削
減
さ
れ
た
地
方
交
付
税
に
よ
っ
て
地
方
公
共
団
体
に
よ
っ
て
地
方
公
共
団
体
の
支
出
行
動
に
与
え
た

影
響
を
年
度
ご
と
に
集
計
し
た
デ
ー
タ
を
利
用
し
て
検
証
す
る
。

　

対
象
と
す
る
期
間
は
、
一
九
九
四
年
度
か
ら
二
〇
〇
八
年
度
ま
で
と
し
、
対
象
区
域
は
都
道
府
県
と
す
る
。
分
析
期
間
を
一
九
九
四
年
度

か
ら
と
し
た
の
は
、
地
方
分
権
改
革
に
対
す
る
国
会
の
議
決
が
あ
っ
た
の
が
一
九
九
五
年
で
あ
り
、
こ
の
時
期
か
ら
地
方
分
権
の
流
れ
が
始

ま
っ
た
と
位
置
付
け
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
二
〇
〇
八
年
度
ま
で
と
し
た
の
は
、
入
手
可
能
な
デ
ー
タ
上
の
制
約
で
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あ
る
。
主
な
デ
ー
タ
は
毎
年
発
行
さ
れ
る
『
民
力
』
か
ら
入
手
し
た
が
、
推
計
時
点
で
入
手
可
能
な
デ
ー
タ
の
最
新
の
も
の
が
二
〇
〇
八
年

度
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　

推
計
に
利
用
す
る
モ
デ
ル
はCase and Rosen

（
一
九
九
三
）
で
利
用
さ
れ
た
推
計
モ
デ
ル
を
援
用
す
る
。
推
計
はO

LS

で
行
い
、
個

別
効
果
と
年
度
効
果
は
存
在
す
る
と
設
定
し
て
い
る
。
他
の
地
域
か
ら
の
影
響
、
つ
ま
り
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
の
存
在
す
る
範
囲
は
、
実

際
の
地
理
的
な
隣
接
地
域
を
影
響
の
及
ぶ
範
囲
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
北
海
道
と
沖
縄
県
は
他
の
地
域
か
ら
影
響
を
受
け
な
い
と
仮
定
し

て
い
る
⑺

。
そ
し
て
、
他
地
域
か
ら
の
影
響
は
隣
接
す
る
都
道
府
県
支
出
の
加
重
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
パ
ネ
ル
デ
ー
タ
推
計
に
お
い
て
は
、

ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
の
有
無
に
よ
る
都
道
府
県
支
出
へ
の
影
響
を
比
較
す
る
た
め
に
、
他
地
域
か
ら
の
影
響
が
有
る
、
無
い
、
の
二
つ
の

パ
タ
ー
ン
で
推
計
を
行
う
。
制
度
変
更
に
よ
る
影
響
は
年
度
ご
と
に
集
計
し
た
デ
ー
タ
を
推
計
に
用
い
る
。

　

推
計
モ
デ
ル
は
次
の
よ
う
に
設
定
す
る
。

　

E
t =φ

W
E

t +x
t  β

+u
t

　

左
辺
のE

t

はE
it

で
あ
り
、
都
道
府
県
ｉ
に
お
け
る
ｔ
期
に
お
け
る
一
人
当
た
り
支
出
を
表
し
て
い
る
。
右
辺
のW

E
t

は
、
都
道
府
県
ｉ

に
隣
接
す
る
地
域
の
ｔ
期
お
け
る
一
人
当
た
り
支
出
の
合
計
を
表
し
て
い
る
。
右
辺
第
二
項
のX

t

は
、
ｔ
期
に
お
け
る
都
道
府
県
ｉ
の
住

民
一
人
当
た
り
の
所
得
、
一
人
当
た
り
所
得
の
二
乗
、
地
方
交
付
税
、
人
口
密
度
、
０
〜
４
歳
の
人
口
割
合
、
５
〜
14
歳
の
人
口
割
合
、
65

歳
以
上
の
人
口
割
合
を
表
す
ベ
ク
ト
ル
を
示
し
て
い
る
。u

t

は
誤
差
項
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
分
析
対
象
、
推
計
モ
デ
ル
を
用
い
て
推
計
し
た
結
果
が
（
表
‐
１
）
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
及
び
フ
ラ
イ

ペ
ー
パ
ー
効
果
に
つ
い
て
は
、
表
の
太
枠
で
囲
ま
れ
た
部
分
に
示
さ
れ
て
い
る
。
他
地
域
か
ら
の
影
響
を
受
け
な
い
と
仮
定
し
た
場
合
、
地

方
交
付
税
は0.9341

だ
け
都
道
府
県
ｉ
の
支
出
を
押
し
上
げ
る
。
ま
た
、
他
地
域
か
ら
の
影
響
を
考
慮
に
入
れ
た
場
合
、
つ
ま
り
、
ス
ピ

ル
オ
ー
バ
ー
効
果
と
フ
ラ
イ
ペ
ー
パ
ー
効
果
を
考
慮
に
入
れ
た
場
合
、
推
計
結
果
か
ら
、
地
方
交
付
税
は0.9126

、
他
地
域
の
支
出
は



─ 192 ─

0.1354

だ
け
都
道
府
県
ｉ
の
支
出
を
押
し
上
げ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

一
方
で
、
制
度
変
更
に
よ
る
フ
ラ
イ
ペ
ー
パ
ー
効
果
の
変
化
に
つ

い
て
年
度
ご
と
に
推
計
し
た
結
果
が
（
図
‐
１
）
に
示
さ
れ
て
い
る
。

グ
ラ
フ
は
、
一
九
九
五
年
度
以
降
、
二
〇
〇
三
年
度
ま
で
概
ね
右
上

が
り
の
傾
向
を
示
し
て
お
り
、
フ
ラ
イ
ペ
ー
パ
ー
効
果
に
よ
る
影
響

が
大
き
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
つ
ま
り
、
バ
ブ
ル
崩

壊
後
の
景
気
後
退
と
そ
の
後
の
不
況
期
に
お
い
て
、
都
道
府
県
の
支

出
行
動
が
相
互
依
存
的
に
行
わ
れ
、
独
自
性
を
失
っ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
二
〇
〇
三
年
度
以
降
は
概
ね
右
下
が
り
の
傾
向

を
示
し
て
お
り
、
三
位
一
体
の
改
革
に
よ
っ
て
地
方
交
付
税
が
減
額

さ
れ
た
結
果
、
他
地
域
か
ら
の
支
出
行
動
に
よ
る
影
響
が
減
り
、
都

道
府
県
の
財
政
運
営
に
独
自
性
が
発
揮
さ
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。

　

二
つ
の
推
計
結
果
か
ら
、
ま
ず
フ
ラ
イ
ペ
ー
パ
ー
効
果
に
つ
い
て

は
、
推
計
期
間
に
お
い
て
は
他
の
条
件
を
一
定
と
し
た
場
合
、
隣
接

地
域
の
支
出
行
動
を
考
慮
に
入
れ
て
も
入
れ
な
く
て
も
フ
ラ
イ
ペ
ー

パ
ー
効
果
が
存
在
す
る
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
た
。
ま
た
、
推
計
結

果
で
は
、
隣
接
地
域
の
支
出
行
動
を
考
慮
に
入
れ
た
場
合
、
当
該
都

道
府
県
へ
の
一
人
当
た
り
地
方
交
付
税
の
一
〇
〇
〇
円
の
増
額
は
、

他
の
条
件
を
一
定
と
し
た
場
合
、
約
九
〇
〇
円
の
一
人
当
た
り
支
出

を
増
加
さ
せ
る
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
た
。
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ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
に
つ
い
て
は
、
他
地
域
か
ら
の
一
人
当
た
り
支
出

が
合
計
で
一
〇
〇
〇
円
増
加
し
た
場
合
、
他
の
条
件
を
一
定
と
し
た
場
合
、

当
該
都
道
府
県
の
支
出
が
一
人
当
た
り
で
一
三
〇
円
増
加
す
る
こ
と
が
示
さ

れ
た
。
ま
た
、
制
度
変
更
に
よ
る
都
道
府
県
の
支
出
行
動
に
与
え
た
影
響
と

し
て
は
、
一
九
九
五
年
度
を
底
と
し
て
二
〇
〇
三
年
度
ま
で
隣
接
地
域
か
ら

の
影
響
が
増
大
し
、
そ
れ
以
降
は
減
少
傾
向
に
あ
る
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
た
。

　

最
後
に
、
本
稿
を
ま
と
め
、
今
後
に
向
け
て
の
課
題
を
挙
げ
た
い
。

　

本
稿
で
は
、
地
方
交
付
税
が
当
該
都
道
府
県
の
支
出
行
動
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
周
辺
に
位
置
す
る
都
道
府
県
の
支
出
行
動
に
も
影
響
を
与
え
る
と
考
え
、

実
証
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
国
か
ら
配
分
さ
れ
る
地
方
交
付
税
の
存

在
は
、
他
の
都
道
府
県
の
支
出
行
動
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
る
と
い

う
結
果
が
得
ら
れ
た
。
ま
た
、
地
方
交
付
税
だ
け
で
な
く
、
隣
接
す
る
都
道

府
県
の
支
出
行
動
は
、
自
ら
の
都
道
府
県
の
支
出
行
動
に
も
影
響
を
お
よ
ぼ

す
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
公
共
財
・
サ
ー
ビ
ス
供
給
に
非
効
率

が
生
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
非
効
率
を
解
消
す
る
一
つ
の
方

策
と
し
て
は
、
便
益
が
波
及
す
る
範
囲
に
合
わ
せ
て
行
政
区
域
を
広
域
化
す

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
本
稿
は
分
析
の
対
象
を
都
道
府
県
と
し
、
影
響
の
お
よ
ぶ
範

囲
を
地
理
的
な
隣
接
と
仮
定
し
た
。
し
か
し
、
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
カ
ネ
の
流
通

が
広
域
化
し
て
い
る
今
日
に
お
い
て
、
地
理
的
に
隣
接
し
て
い
る
範
囲
か
ら
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の
み
影
響
を
受
け
る
と
仮
定
す
る
の
は
非
現
実
的
で
あ
る
。
今
後
は
、
影
響
し
合
う
範
囲
に
関
し
て
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
す
る
必
要
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
分
析
の
対
象
に
関
し
て
は
、
基
礎
自
治
体
で
あ
る
市
町
村
も
分
析
の
対
象
に
含
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
三
位
一
体
の
改
革
に
お
い
て
、
市
町
村
合
併
が
促
進
さ
れ
た
背
景
の
一
つ
と
し
て
、
行
政
の
広
域
化
に
よ
る
便
益
漏
出
の
縮
小
と
い
う

側
面
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
後
、
よ
り
効
率
的
な
地
方
公
共
団
体
の
財
政
運
営
を
行
う
た
め
に
は
、

道
州
制
導
入
の
是
非
を
含
め
た
地
方
公
共
団
体
そ
の
も
の
の
枠
組
み
を
変
え
る
よ
う
な
制
度
設
計
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

⑴　

小
泉
内
閣
で
の
三
位
一
体
の
改
革
に
お
い
て
毎
年
ま
と
め
ら
れ
た
「
基
本
方
針
」
に
お
い
て
も
、「
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
権
限
を
住
民
に
近
い
立
場
に
」

（
今
後
の
経
済
財
政
運
営
及
び
経
済
社
会
の
構
造
改
革
に
関
す
る
基
本
方
針　

2001

年
）
を
明
記
し
、
地
方
公
共
団
体
へ
の
権
限
委
譲
の
必
要
性
を

指
摘
し
て
い
る
。

⑵　

三
位
一
体
の
改
革
に
お
け
る
郵
政
民
営
化
は
、N
PM

の
活
用
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑶　

山
本
隆
・
難
波
利
光
・
森
裕
亮
編
著
（2008
）『
ロ
ー
カ
ル
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
現
代
行
財
政
』　

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

8-9

⑷　

地
域
別
の
帰
着
分
析
の
先
行
研
究
と
し
て
は
、
石
他
（1982

）、
林
他
（1997

）、
肥
田
野
・
出
村
（2000

）、
川
野
辺
（2003

）、
下
山
（2009

）

が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
国
債
の
負
担
等
に
関
し
て
若
干
手
法
が
異
な
る
が
、
都
道
府
県
ご
と
の
受
益
と
負
担
を
比
較
し
た
推
計
結
果
に
つ
い

て
は
一
致
し
て
い
る
。

⑸　

土
居
丈
朗
（2000

）『
地
方
財
政
の
政
治
経
済
学
』　

東
洋
経
済
新
報
社　

95-98

⑹　

肥
田
野
・
出
村
（2000

）
は
、
公
共
事
業
を
対
象
に
し
て
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
を
推
計
し
て
い
る
。

⑺　

現
実
的
に
は
、
例
え
ば
北
海
道
と
青
森
県
、
四
国
各
県
と
周
辺
地
方
の
沿
岸
部
の
県
は
、
地
理
的
に
隣
接
し
て
い
な
い
と
し
て
も
少
な
か
ら
ず
影
響

を
し
合
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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一
、
問
題
の
所
在

　

現
在
の
日
本
は
、
団
塊
世
代
の
大
量
退
職
が
最
も
大
き
な
社
会
的
争
点
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。
韓
国
も
近
い
将
来
、
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム

世
代
の
大
量
退
職
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
大
量
退
職
が
両
国
の
最
も
重
要
な
社
会
的
関
心
事
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
段
階
で
は
、

韓
国
の
高
齢
化
水
準
は
先
進
国
の
中
に
お
い
て
相
対
的
に
低
い
方
で
あ
る
が
、
高
齢
化
の
進
展
速
度
は
歴
史
的
に
前
例
が
な
い
ほ
ど
急
速
な

進
展
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
現
在
、
も
っ
と
も
高
齢
化
し
た
社
会
で
あ
る
日
本
は
、
韓
国
と
歴
史
的
・
制
度
的
に

も
多
く
の
類
似
点
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
と
韓
国
は
、
他
の
先
進
諸
国
に
比
べ
て
極
め
て
就
業
意
欲
が
高
く
、
さ
ら
に
、
西
欧
諸
国

と
は
異
な
る
高
齢
者
の
環
境
的
条
件
を
共
有
し
て
い
る
。

　

高
齢
者
雇
用
は
単
に
高
齢
者
だ
け
に
関
連
す
る
問
題
で
は
な
く
、
高
齢
者
を
雇
用
す
る
企
業
、
高
齢
者
雇
用
の
た
め
の
政
策
を
立
案
し
て

執
行
す
る
政
府
、
そ
し
て
、
社
会
の
す
べ
て
の
ア
ク
タ
ー
が
参
加
す
る
過
程
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
高
齢
化
社
会
お
よ
び
高
齢
者
雇
用
政
策
は
、

日
本
と
韓
国
の
政
策
分
野
に
お
い
て
最
も
重
要
な
政
策
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
よ
り
精
錬
さ
れ
た
研
究
が
必
要
と
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
高
齢
者
の
雇
用
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
国
社
会
を
総
体
的
に
把
握
で
き
る
と
い
う
長
所
が
あ
る
。
そ
し
て
、
具
体
的
な

個
別
行
為
グ
ル
ー
プ
の
特
性
を
把
握
す
る
に
あ
た
り
、
先
行
研
究
に
お
い
て
行
わ
れ
て
き
た
マ
ク
ロ
的
な
研
究
だ
け
で
な
く
、
企
業
ベ
ー
ス

の
ミ
ク
ロ
的
な
研
究
も
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
研
究
の
科
学
性
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

高
齢
者
雇
用
の
環
境
的
要
因
と
対
応
に
関
す
る
比
較
事
例
研
究

李　
　
　

崙　

碩
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本
稿
で
は
、
既
存
の
研
究
と
の
差
別
化
を
は
か
り
、
政
策
形
成
者
で
あ
る
日
韓
の
政
府
が
求
め
る
定
年
制
度
の
も
と
、
高
齢
者
雇
用
の
環

境
が
企
業
・
労
働
者
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
を
両
国
企
業
の
比
較
デ
ー
タ
を
用
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
分
析
を

通
じ
て
、
政
策
的
代
案
を
提
示
す
る
こ
と
を
研
究
の
目
的
と
す
る
。

　

二
、
高
齢
者
雇
用
の
環
境
的
要
因

　

厚
生
労
働
白
書
を
も
と
に
先
進
諸
国
の
高
齢
化
率
を
比
較
し
て
み
る
と
、
日
本
は
一
九
八
〇
年
代
ま
で
は
下
位
、
一
九
九
〇
年
代
は
ほ
ぼ

中
位
で
あ
っ
た
が
、
二
十
一
世
紀
初
頭
に
は
最
も
高
い
水
準
と
な
り
、
今
後
、
世
界
の
ど
の
国
も
こ
れ
ま
で
に
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
超
高

齢
社
会
に
な
る
と
見
込
ま
れ
て
い
る 

。
ま
た
、
高
齢
化
の
速
度
に
つ
い
て
、
高
齢
化
率
が
七
％
を
超
え
て
か
ら
そ
の
倍
の
十
四
％
に
達
す

る
ま
で
の
所
要
年
数
を
比
較
す
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
が
百
十
五
年
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
八
十
五
年
、
比
較
的
短
い
ド
イ
ツ
が
四
十
年
、
イ
ギ
リ

ス
が
四
十
七
年
で
あ
る
の
に
対
し
、
日
本
は
、
一
九
七
〇
年
に
七
％
を
超
え
る
と
、
そ
の
二
十
四
年
後
の
一
九
九
四
年
に
は
十
四
％
に
達
し

て
い
る
⑴

。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
高
齢
化
は
、
世
界
に
例
を
み
な
い
速
度
で
進
行
し
て
い
る
。
韓
国
統
計
庁
に
よ
る
と
、
韓
国
は

二
〇
〇
〇
年
に
六
十
五
歳
以
上
人
口
の
比
率
が
七
・
二
％
に
達
し
て
、「
高
齢
化
社
会
」（
全
人
口
の
う
ち
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
人
口
比

率
が
七
％
以
上
十
四
％
未
満
の
社
会
）
に
入
っ
た
。
今
後
、
二
〇
一
八
年
に
は
こ
の
比
率
が
十
四
・
三
％
に
な
っ
て
、「
高
齢
社
会
」（
全
人

口
の
う
ち
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
人
口
比
率
が
十
四
％
以
上
二
十
％
未
満
の
社
会
）
と
な
り
、
さ
ら
に
、
二
〇
二
六
年
に
は
そ
れ
が

二
十
・
八
％
に
な
っ
て
、「
超
高
齢
社
会
」（
全
体
人
口
中
、
六
十
五
歳
以
上
高
齢
者
人
口
比
率
が
二
十
％
以
上
の
社
会
）
に
至
る
も
の
と
予

想
さ
れ
て
い
る
（
韓
国
統
計
庁
二
〇
〇
六
年 

将
来
人
口
特
別
推
計
）⑵
。

　

そ
こ
で
、
韓
国
の
〝
高
齢
化
〟
は
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
は
な
く
、
適
応
す
べ
き
環
境
変
化
で
あ
る
と
認
識
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
現
段
階
に
お
い
て
は
、
韓
国
の
高
齢
化
水
準
は
先
進
国
に
比
べ
て
、
相
対
的
に
低
い
方
で
あ
る
が
、
高
齢
化
の
進
展
速
度
は
史
上

か
つ
て
な
い
ほ
ど
速
い
傾
向
に
あ
る
。
二
〇
〇
〇
年
に
高
齢
化
社
会
に
入
っ
た
韓
国
は
、
十
九
年
後
の
二
〇
一
九
年
に
は
高
齢
社
会
に
、
そ

の
七
年
後
の
二
〇
二
六
年
に
は
高
齢
人
口
が
二
十
％
で
あ
る
超
高
齢
社
会
に
入
る
と
み
ら
れ
て
い
る
⑶

。
韓
国
の
高
齢
化
の
程
度
は
、
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二
〇
四
〇
年
前
後
にO

ECD

国
家
の
平
均
を
越
え
、
二
〇
五
〇
年
に
はO

ECD

国
家
の
中
に
お
い
て
日
本
以
外
で
最
も
高
齢
化
し
た
人
口

構
造
を
持
つ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
団
塊
世
代
の
大
量
退
職
を
経
験
す
る
日
本
が
韓
国
に
示
唆
す
る
も
の
は
多
い
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
二
〇
〇
七
年
六
月
十
一
日
に
韓
国
国
会
で
開
か
れ
た
〝
高
齢
社
会
に
備
え
た
定
年
延
長
保
障
の
た
め
の
討
論
会
〟

で
は
、
現
行
の
高
齢
者
雇
用
促
進
法
⑷

は
実
効
性
が
な
く
、
再
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
指
摘
と
と
も
に
、
定
年
年
齢
が
年
金
受

給
年
齢
に
近
づ
く
よ
う
に
、
現
行
の
高
齢
者
雇
用
促
進
法
の
定
年
制
を
改
善
す
る
た
め
の
施
策
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
そ
の
対
策
と
し

て
、
定
年
の
上
方
修
正
と
保
障
措
置
が
あ
げ
ら
れ
、
定
年
延
長
に
よ
り
勤
労
権
が
保
障
さ
れ
る
方
策
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
指
摘
が
出
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
経
営
者
側
は
一
企
業
で
長
く
勤
め
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
定
年
延
長
は
臨
時
的
な
方
便
に
過
ぎ
ず
、
高

齢
勤
労
者
の
よ
り
良
い
生
活
と
雇
用
安
全
の
た
め
に
は
、
労
働
市
場
に
長
く
残
っ
て
い
け
る
よ
う
に
す
る
総
合
的
な
対
策
が
用
意
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
し
て
、
企
業
は
高
齢
者
を
雇
用
で
き
る
条
件
を
創
る
こ
と
に
全
力
を
あ
げ
る
べ
き
で
あ
り
、
定
年
延
長
、
廃
止
の
よ
う

な
規
制
よ
り
も
、
高
齢
者
に
対
す
る
需
要
基
盤
を
広
げ
る
努
力
が
優
先
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
批
判
し
た
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
で
に
国
務
総
理
調
整
室
と
労
働
部
な
ど
、
政
府
部
門
の
次
元
で
は
、
定
年
義
務
制
を
望
ま
し
い
方
向
と
し
て

設
定
し
、
こ
れ
を
推
進
し
て
い
る
。
し
か
し
、
政
府
側
の
定
年
義
務
制
に
対
し
て
、
経
営
者
側
は
反
発
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お

い
て
、
韓
国
は
現
在
の
任
意
定
年
制
度
を
義
務
定
年
制
度
に
切
り
替
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
切
り
替
え
る
な
ら
ば
、
基
準
年
齢
は
ど
の

よ
う
に
設
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
一
方
で
、
も
し
、
定
年
制
度
が
望
ま
し
く
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
定
年
制
度
自
体
を
撤
廃
す
る
こ

と
が
望
ま
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、
い
か
な
る
課
題
が
あ
る
の
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
理
論
的
検
討
：
分
析
の
対
象
と
方
法

三
‐
一　

定
年
制
度
に
関
す
る
理
論

　

一
般
的
に
、
年
功
賃
金
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
を
説
明
す
る
理
論
は
大
き
く
二
種
類
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、Becker

（
一
九
六
二
）⑸　

に
よ
る
古
典

的
な
人
的
資
本
理
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
教
育
訓
練
等
を
通
し
て
、
人
的
資
本
が
蓄
積
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
勤
労
者
の
生
産
性
が
向
上
し
、
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そ
の
反
映
と
し
て
賃
金
率
が
一
致
し
て
い
れ
ば
、
高
齢
者
が
高
賃
金
と
い
っ
て
も
、
継
続
雇
用
は
企
業
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
問
題
に
な
ら
な

い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
教
育
訓
練
等
を
通
し
て
、
人
的
資
本
が
蓄
積
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
勤
労
者
の
生
産
性
が
向
上
し
、

そ
の
生
産
性
上
昇
の
反
映
と
し
て
、
賃
金
率
が
一
致
し
て
い
れ
ば
、
高
齢
者
が
高
賃
金
で
あ
っ
て
も
、
継
続
雇
用
は
企
業
に
と
っ
て
そ
れ
ほ

ど
問
題
に
な
ら
な
い
。
先
行
研
究
で
は
、
企
業
特
殊
的
人
的
資
本
の
代
理
変
数
と
し
て
、
同
一
職
種
の
有
無
が
採
用
さ
れ
、
人
的
資
本
の
価

値
評
価
、
す
な
わ
ち
生
産
性
に
関
し
て
は
、
賃
金
変
化
が
代
理
変
数
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
山
田
（
二
〇
〇
〇
）
は
、
再
就

業
後
の
賃
金
低
下
に
は
職
種
変
化
に
よ
る
人
的
資
本
の
減
価
が
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
⑹

。

　

ま
た
、
高
齢
者
の
継
続
雇
用
が
問
題
に
な
る
の
を
説
明
す
る
モ
デ
ル
と
し
て
、Lazear

（
一
九
七
九
）⑺　

に
よ
る
賃
金
後
払
い
契
約
理
論

が
あ
る
。
彼
は
生
産
性
が
一
定
だ
と
い
っ
て
も
、
年
金
賃
金
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
は
右
上
向
き
に
な
る
と
い
う
モ
デ
ル
を
提
示
し
た
。
こ
れ
に
よ

れ
ば
、
青
年
期
に
生
産
性
以
下
の
賃
金
を
支
払
っ
て
、
高
齢
期
に
生
産
性
以
上
の
賃
金
を
支
払
う
こ
と
で
、
勤
労
者
に
よ
る
ト
リ
ッ
ク
及
び

不
正
行
為
を
防
止
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
効
果
が
期
待
で
き
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
企
業
は
青
年
期
に
お
け
る
生
産
性
以
下
の
賃
金
支
払

い
に
よ
り
一
種
の
預
金
を
得
る
。
勤
労
者
は
ト
リ
ッ
ク
及
び
不
正
行
為
が
発
覚
し
た
場
合
、
解
雇
さ
れ
て
、
そ
の
預
金
を
喪
失
す
る
た
め
、

企
業
は
そ
う
い
っ
た
行
為
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
高
齢
期
に
お
い
て
は
、
預
金
を
取
り
崩
し
て
い
く
か
た
ち
で
生
産
性
以

上
の
賃
金
を
支
給
す
る
も
の
の
、
そ
の
ま
ま
生
産
性
以
上
の
賃
金
を
支
払
う
な
ら
ば
、
企
業
は
赤
字
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、
預
金
が

な
く
な
る
時
点
で
強
制
退
職
と
い
う
制
度
が
設
定
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
理
論
の
定
年
制
度
に
対
す
る
説
得
的
な
説
明

は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
そ
れ
は
典
型
的
な
製
造
業
労
働
者
の
、
特
に
男
性
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
に
限
定
さ
れ
た
モ
デ
ル

で
あ
る
と
い
う
非
難
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
以
外
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
労
働
者
、
特
に
女
性
ま
で
包
摂
で
き
て
い
な

い
と
い
う
短
所
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
三
‐
二　

高
齢
者
の
就
業
と
引
退
に
関
す
る
理
論

　

離
脱
理
論
は
、
加
齢
に
伴
っ
て
、
高
齢
者
は
社
会
と
の
関
係
で
徐
々
に
引
退
し
て
い
く
と
い
う
理
論
で
あ
る
。
加
齢
に
伴
う
身
体
的
な
機
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能
低
下
に
し
た
が
っ
て
、
本
人
と
社
会
は
、
高
齢
者
が
徐
々
に
引
退
し
て
い
く
こ
と
を
期
待
す
る
と
い
う
。
こ
の
理
論
に
基
づ
く
な
ら
ば
、

高
齢
者
は
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
か
ら
パ
ー
ト
タ
イ
ム
勤
務
に
移
行
す
る
こ
と
に
な
る
⑻

。

　

一
方
、
活
動
理
論
は
、
加
齢
に
よ
っ
て
、
た
と
え
身
体
的
機
能
は
低
下
し
て
も
、
心
理
的
に
は
中
年
期
と
同
一
で
、
高
齢
者
は
一
定
の
活

動
を
望
ん
で
い
る
と
い
う
理
論
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
高
齢
者
は
社
会
に
お
い
て
積
極
的
に
活
動
で
き
る
職
業
、
そ
の
中
で
も
特
に
フ

ル
タ
イ
ム
勤
務
を
望
む
と
予
想
さ
れ
る
が
、
そ
の
結
論
に
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
⑼

。

　

し
か
し
、
日
本
国
内
の
五
十
代
後
半
の
労
働
者
を
対
象
に
し
た
日
本
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
（
二
〇
〇
七
）
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る

と
、
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
希
望
者
（
全
体
の
五
十
一
・
一
％
）
に
劣
ら
ず
、
短
時
間
勤
務
を
望
む
希
望
者
（
全
体
の
四
十
一
・
六
％
）
も
多
い
⑽

。

こ
れ
は
、
同
じ
高
齢
者
あ
る
い
は
準
高
齢
者
で
も
、
一
人
一
人
の
選
好
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

現
実
に
は
、
高
齢
者
に
一
定
の
社
会
的
役
割
を
担
わ
せ
る
べ
く
就
業
機
会
を
与
え
、
彼
ら
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
合
う
多
様
な
就
業
形
態
を
準

備
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
し
て
、
高
齢
者
雇
用
を
活
発
化
さ
せ
る
に
し
て
も
、
必
ず
し
も
定
年
延
長
に
よ
る
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
だ
け
が

望
ま
れ
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。

三
‐
三　

分
析
の
対
象
と
方
法

　

高
齢
者
雇
用
環
境
と
は
企
業
需
要
の
側
面
と
労
働
供
給
市
場
の
側
面
を
合
わ
せ
て
見
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
い
う
観
点
か
ら
つ
く
っ
た
分

析
枠
組
み
を
通
じ
て
高
齢
者
雇
用
環
境
の
日
韓
比
較
分
析
を
行
う
。

　

そ
の
た
め
に
高
齢
者
雇
用
の
行
為
者
で
あ
る
企
業
と
高
齢
労
働
者
を
対
象
と
し
て
、
労
働
需
要
と
労
働
供
給
の
相
互
作
用
が
ど
の
よ
う
に

成
り
立
っ
て
い
る
の
か
を
調
べ
る
。
ま
た
、
企
業
環
境
お
よ
び
個
別
企
業
と
高
齢
者
個
人
に
影
響
を
及
ぼ
す
各
要
因
を
検
討
す
る
。
な
お
、

高
齢
者
雇
用
に
影
響
を
及
ぼ
す
主
要
外
部
要
因
と
し
て
政
策
が
あ
る
。
政
府
は
企
業
側
に
は
雇
用
政
策
お
よ
び
関
連
法
令
に
よ
っ
て
労
働
需

要
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
高
齢
者
側
に
は
社
会
保
障
政
策
を
通
じ
て
労
働
供
給
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
こ
の
よ
う
な
企
業
と
高
齢
者
と
政
策
と
の

相
互
作
用
の
中
で
雇
用
慣
行
が
非
公
式
的
制
度
と
し
て
機
能
す
る
。
最
後
に
、
個
別
国
家
の
政
策
環
境
と
政
策
過
程
の
特
徴
か
ら
異
な
る
高
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齢
者
雇
用
の
結
果
を
生
み
出
す
。
図
一
は
高
齢
者
雇
用
環
境
の
全
体
像
を
示
す
。

　

高
齢
者
雇
用
は
持
続
的
な
勤
労
を
通
し
た
所
得
保
全
が
で
き
る
よ
う
に
安
全
性
を
確
報

す
る
こ
と
と
雇
用
条
件
を
状
況
に
合
う
よ
う
に
弾
力
的
に
調
整
す
る
こ
と
が
相
互
補
完
さ

れ
る
の
が
望
ま
し
い
。
つ
ま
り
雇
用
の
柔
軟
性
の
向
上
に
基
づ
い
た
生
産
性
増
加
が
長
期

的
に
雇
用
増
大
と
安
定
に
役
に
立
つ
と
い
え
る
。
雇
用
の
硬
直
性
は
高
費
用
低
効
率
構
造

を
産
み
出
し
雇
用
率
を
低
下
さ
せ
、
結
局
は
正
規
職
社
員
で
は
な
い
高
齢
労
働
者
や
正
規

職
か
ら
引
退
し
た
労
働
者
の
雇
用
に
は
悪
影
響
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
、
雇
用
保
障
の

な
い
状
況
で
無
条
件
に
労
働
の
外
部
化
を
主
張
す
る
の
も
雇
用
の
不
安
定
を
招
く
よ
う
に

な
る
。
特
に
韓
国
社
会
の
よ
う
に
社
会
保
障
が
充
分
で
な
い
状
態
で
単
純
な
柔
軟
性
の
論

理
は
高
齢
者
雇
用
促
進
に
も
役
に
立
た
な
い
だ
け
で
な
く
、
高
齢
者
の
生
活
の
質
を
低
下

さ
せ
る
可
能
性
も
大
き
い
。
し
た
が
っ
て
雇
用
の
安
全
性
と
柔
軟
性
を
同
時
に
考
慮
す
る

た
め
に
は
、
い
か
な
る
高
齢
者
雇
用
類
型
が
よ
り
良
い
政
策
結
果
を
出
し
て
い
る
か
を
分

析
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
今
後
高
齢
化
が
進
展
す
る
ほ
ど
避
け
ら
れ
な
い
現
象
に
な

る
の
は
あ
り
得
る
こ
と
だ
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
高
齢
者
雇
用
の
な
か
で
、
各
国
の
企

業
は
い
か
な
る
形
態
を
選
択
す
る
の
か
？

　

以
下
で
は
、
上
記
の
定
年
と
引
退
に
関
す
る
理
論
に
基
づ
き
、
日
韓
で
長
期
間
行
わ
れ

て
き
た
高
齢
者
雇
用
形
態
で
あ
る
定
年
制
度
と
再
雇
用
を
中
心
と
し
て
分
析
を
行
う
。

　

本
研
究
で
高
齢
者
と
い
う
の
は
、
定
年
制
と
年
金
制
度
が
適
用
さ
れ
る
六
十
歳
以
上
の

高
年
齢
者
で
あ
る
。
本
研
究
で
は
、
現
在
の
高
齢
者
雇
用
に
対
す
る
企
業
の
対
応
に
関
し

て
は
、
日
韓
両
国
の
デ
ー
タ
を
基
礎
と
し
て
分
析
す
る
。
質
的
分
析
と
し
て
は
、
執
行
主

図
一　

高
齢
者
雇
用
の
環
境
的
要
因
と

　
　
　
　
　

対
応
に
関
す
る
分
析
枠
組
み

　

 （
出
所
） 

筆
者
作
成
。



─ 203 ─

体
で
あ
る
日
本
の
厚
生
労
働
省
と
韓
国
の
労
働
部
の
担
当
者
、
そ
し
て
、
高
齢
者
及
び
雇
用
主
に
対
し
て
面
接
調
査
を
行
う
と
と
も
に
、
法

令
と
制
度
に
関
す
る
資
料
、
及
び
各
機
関
の
ア
ン
ケ
ー
ト
資
料
を
収
集
し
て
、
定
性
的
な
分
析
を
行
う
。
ま
た
、
量
的
分
析
と
し
て
は
、
高

年
齢
者
就
業
実
態
調
査
の
近
年
分
を
参
照
し
、
二
〇
〇
八
年
五
月
に
日
本
経
済
新
聞
と
韓
国
の
中
央
日
報
が
共
同
で
日
韓
企
業
二
百
十
一
社

（
日
本
は
百
二
十
五
社
、
韓
国
は
八
十
六
社
）
を
対
象
に
実
施
し
た
高
齢
者
雇
用
に
関
す
る
調
査
（〝
日
韓
企
業
の
高
齢
者
雇
用
に
関
す
る
調

査
〟）
の
デ
ー
タ
を
入
手
し
て
、
量
的
な
分
析
を
行
う
。

　

四
、
比
較
事
例
分
析

四
‐
一　

高
齢
者
雇
用
の
政
策
的
環
境

　

韓
国
で
は
、
福
祉
国
家
危
機
論
と
と
も
に
、
新
自
由
主
義
の
隆
盛
と
外
国
為
替
危
機
以
後
の
経
済
的
不
安
定
と
い
う
状
況
の
中
、
高
齢
者

支
援
に
対
す
る
否
定
的
な
雰
囲
気
が
強
く
、
ま
た
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
す
で
に
進
展
し
、
企
業
間
競
争
が
強
く
な
り
、
労
働
市
場
が
根
本
的

に
再
編
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
一
方
、
日
本
で
は
、
強
か
っ
た
労
働
組
合
が
企
業
の
争
議
自
制
要
求
を
受
け
入
れ
る
代
わ
り
に
、

終
身
雇
用
を
保
障
さ
せ
、
産
業
別
労
組
の
一
員
と
し
て
の
役
割
よ
り
は
、
企
業
内
労
組
の
役
割
に
さ
ら
に
忠
実
と
な
り
、
企
業
文
化
の
一
部

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
後
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的
合
意
に
基
づ
き
、
労
使
間
に
信
頼
が
構
築
さ
れ
、
社
会
的
資
本
が

蓄
積
さ
れ
る
こ
と
に
大
き
く
寄
与
し
た
。
だ
が
、
高
齢
化
が
さ
ら
に
進
展
す
る
の
に
伴
っ
て
、
日
本
型
フ
ォ
ー
マ
ル
制
度
で
あ
る
定
年
延
長

と
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
制
度
で
あ
る
雇
用
慣
行
を
中
心
に
し
た
内
部
労
働
市
場
指
向
の
雇
用
政
策
は
す
で
に
限
界
を
見
せ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
よ
う
な
環
境
の
下
で
、
日
韓
政
府
と
企
業
が
こ
の
問
題
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
の
か
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。

四
‐
二　

フ
ォ
ー
マ
ル
制
度
と
し
て
の
再
雇
用
制
度
と
定
年
延
長

　

日
本
企
業
の
九
十
五
・
二
％
（
百
十
九
社
）
に
退
職
者
の
再
雇
用
制
度
が
あ
る
の
に
対
し
⑾

、
韓
国
企
業
に
は
三
十
一
・
四
％
（
二
十
七
社
）

し
か
同
制
度
が
な
い
。
再
雇
用
制
度
は
、
企
業
に
と
っ
て
、
定
年
延
長
よ
り
も
負
担
が
少
な
く
て
済
む
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
一
方
、
労
働
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者
に
と
っ
て
は
、
定
年
前
よ
り
は
仕
事
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
和
ら
ぐ
と
と
も
に
、
蓄
積
し
て
き
た
熟
練
労
働
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
企
業
へ

の
所
属
感
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

同
調
査
の
結
果
で
は
、
再
雇
用
の
期
間
は
五
〜
九
年
が
五
十
一
％
で
最
も
多
い
。
日
本
企
業
の
場
合
、
団
塊
世
代
の
大
量
退
職
が
始
ま
る
、

い
わ
ゆ
る
「
二
〇
〇
七
年
問
題
」
に
伴
い
、
人
手
不
足
へ
の
対
応
と
い
う
側
面
も
あ
る
と
言
え
る
。
同
調
査
に
よ
る
と
、
再
雇
用
制
度
に
よ

り
、「
二
〇
〇
七
年
問
題
」
を
「
回
避
で
き
た
」、
ま
た
は
「
あ
る
程
度
回
避
で
き
た
」
と
い
う
答
え
は
調
査
対
象
と
な
っ
た
日
本
企
業
の

七
十
二
％
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
韓
国
の
場
合
、
再
雇
用
制
度
の
導
入
の
割
合
は
日
本
よ
り
も
低
い
一
方
で
、
定
年
延
長
の
そ
れ
は

高
い
。

　

同
調
査
の
結
果
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
三
年
間
、
定
年
を
一
度
で
も
延
長
し
た
こ
と
が
あ
る
企
業
は
、
韓
国
が
十
六
・
三
％
（
十
四

社
）
で
あ
る
の
に
対
し
、
日
本
で
は
二
・
四
％
（
三
社
）
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
定
年
を
延
長
し
て
い
な
い
企
業
の
中
で
も
、
定
年
延
長
を

計
画
中
の
企
業
は
韓
国
が
二
十
二
・
二
％
で
あ
り
、
日
本
の
九
・
二
％
を
は
る
か
に
上
回
る
。
し
か
し
、
定
年
延
長
の
場
合
、
そ
の
計
画
中
の

企
業
を
含
め
て
も
、
韓
国
は
三
十
八
・
五
％
で
あ
り
、
日
本
の
半
分
に
も
満
た
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
韓
国
で
は
六
十
％
以
上
の
企
業
に
お

い
て
、
定
年
を
迎
え
た
労
働
者
が
そ
の
ま
ま
退
職
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
反
面
、
日
本
で
は
再
雇
用
制
度
を

九
十
五
・
二
％
の
企
業
が
採
用
し
て
お
り
、
退
職
後
も
企
業
に
残
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
四
‐
三 

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
制
度
と
し
て
の
雇
用
慣
行

　

日
韓
の
団
塊
世
代
が
定
年
後
の
雇
用
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
、
日
本
は
こ
の
団
塊
世
代
の
退
職
問
題
に
直
面
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
た

め
に
再
雇
用
制
度
を
用
い
て
い
る
と
言
え
る
が
、
韓
国
は
ま
だ
日
本
と
違
っ
て
、
人
口
構
造
に
伴
う
団
塊
世
代
の
大
量
退
職
の
問
題
に
直
面

し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
韓
国
の
高
齢
化
ス
ピ
ー
ド
は
日
本
よ
り
も
速
く
、
近
い
う
ち
に
被
雇
用
者
の
世
代
交
代
が
一
気
に
進
む
可
能
性
も

高
い
。

　

日
本
の
場
合
、
一
九
九
八
年
に
雇
用
安
定
に
関
す
る
法
律
を
改
正
し
、
ほ
と
ん
ど
の
企
業
が
六
十
歳
定
年
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
韓
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国
の
場
合
は
、
50
代
半
ば
が
定
年
年
齢
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
韓
国
企
業
は
定
年
が
早
い
た
め
、
日
本
よ
り
も
定
年
延
長
と
い
う
手

段
を
取
り
や
す
い
と
言
え
る
。
し
か
し
、
今
後
も
韓
国
企
業
が
日
本
企
業
の
よ
う
に
定
年
後
の
再
雇
用
制
度
を
採
用
す
る
割
合
は
そ
れ
ほ
ど

高
く
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

　

伝
統
的
な
日
本
企
業
の
特
徴
と
し
て
は
、
年
功
序
列
、
終
身
雇
用
、
企
業
特
殊
的
人
的
資
本
が
あ
げ
ら
れ
る
。
今
日
、
そ
の
傾
向
は
薄
れ

て
い
る
も
の
の
、
そ
の
企
業
風
土
は
根
強
く
残
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
、
雇
用
の
持
続
性
、
ま
た
は
勤
続
年
数
と
も
深

く
か
か
わ
っ
て
く
る
。
日
本
の
労
働
者
は
ど
こ
か
に
長
く
所
属
し
、
そ
の
組
織
の
中
の
一
員
と
し
て
働
い
て
い
く
こ
と
へ
の
意
識
が
強
く
あ

ら
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
企
業
側
も
こ
の
よ
う
な
労
働
者
の
意
識
を
重
視
し
、
定
年
後
に
も
再
雇
用
と
い
う
雇
用
形
態
で
対
応
し
た
と
言
え
よ

う
。

　

な
お
、
日
本
よ
り
も
儒
教
的
な
価
値
観
が
根
強
い
韓
国
で
は
、
年
齢
と
い
う
基
準
が
人
間
関
係
の
秩
序
を
保
つ
重
要
な
要
因
と
し
て
作
用

す
る
傾
向
に
あ
る
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
韓
国
の
場
合
、
日
本
の
よ
う
な
再
雇
用
制
度
よ
り
は
地
位
の
逆
転
が
起
き
に
く
い
定
年
延
長

を
好
む
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

　

ま
た
、
日
本
企
業
の
雇
用
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
企
業
特
殊
的
人
的
資
本
が
あ
げ
ら
れ
た
が
、
定
年
を
迎
え
た
高
齢
労
働
者
に
は
一
般

に
そ
の
企
業
特
殊
の
人
的
資
本
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
企
業
特
殊
的
人
的
資
本
は
企
業
と
し
て
も
重
要
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
そ
の
労
働
者
が
完
全
に
退
職
し
て
し
ま
う
と
、
企
業
の
損
失
に
つ
な
が
る
可
能
性
も
高
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
再
雇
用
制
度
は
、
企
業
側
に
と
っ
て
、
そ
の
特
殊
の
人
的
資
本
の
伝
授
期
間
と
い
う
意
味
も
合
わ
せ
持
つ
こ
と
に
な
る
。

要
す
る
に
、
企
業
特
殊
的
人
的
資
本
と
い
う
日
本
企
業
の
特
徴
に
合
致
す
る
の
が
再
雇
用
制
度
と
言
え
る
。
高
齢
労
働
者
の
中
で
も
、
そ
の

企
業
の
核
心
に
か
か
わ
る
ベ
テ
ラ
ン
社
員
の
場
合
は
、
売
り
手
側
の
力
が
強
い
た
め
、
低
賃
金
の
再
雇
用
制
度
の
み
で
は
限
界
が
あ
り
、
日

本
企
業
も
定
年
延
長
に
踏
み
切
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
定
年
延
長
に
関
す
る
議
論
は
、
韓
国
企
業
に
お
い
て
日
本
企
業
よ

り
も
は
る
か
に
妥
当
す
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
韓
国
で
は
そ
の
割
合
が
二
十
二
・
二
％
と
な
っ
て
い
る
。
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五
、
終
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
日
本
と
韓
国
の
高
齢
者
雇
用
政
策
を
調
査
し
、
政
府
や
公
的
機
関
、
雇
用
者
で
あ
る
企
業
と
被
雇
用
者
で
あ
る
労
働
者
な
ど

が
与
え
ら
れ
た
条
件
の
も
と
で
、
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
の
か
を
分
析
し
、
日
韓
両
国
間
の
高
齢
者
雇
用
に
か
か
わ
る
類
似
点
と
相
違

点
を
考
察
し
た
。
両
国
は
、
定
年
制
度
な
ど
法
的
な
制
度
面
に
お
け
る
類
似
性
が
あ
る
一
方
で
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
制
度
の
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
と
構
成
員
間
の
信
頼
関
係
が
異
な
る
た
め
、
制
度
の
運
用
に
関
す
る
政
府
の
方
式
と
企
業
の
対
応
に
差
異
が
あ
る
。
こ
こ
に
、
敬
老

思
想
な
ど
、
社
会
文
化
的
な
背
景
の
違
い
も
重
な
る
こ
と
で
、
他
の
政
策
効
果
が
導
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
に
お
け
る
分
析
を
通
じ
て
、
現
在
の
日
本
と
韓
国
の
高
齢
者
雇
用
は
、
企
業
内
で
の
人
的
資
本
の
養
成
と
、
職
場
内
で
の
定
年
延
長

や
再
雇
用
な
ど
、
内
部
労
働
市
場
内
に
お
け
る
制
度
的
規
制
と
い
う
方
式
を
選
ん
で
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
終
身
雇
用
と
年
金
は
、

柔
軟
性
を
持
っ
て
設
計
さ
れ
る
な
ら
ば
、
肯
定
的
な
効
果
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
生
半
可
に
こ
の
よ
う
な
制
度
を
軽
視
す

る
と
、
い
わ
ゆ
る
不
安
コ
ス
ト
が
大
き
く
な
っ
て
、
企
業
側
と
し
て
も
費
用
が
よ
り
多
く
か
か
る
こ
と
に
な
る
。

　

た
だ
し
、
長
期
的
に
は
定
年
を
延
長
さ
せ
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
定
年
廃
止
な
ど
の
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。
日
本
の
企
業
は
定

年
延
長
と
い
う
政
策
手
段
が
限
界
に
至
っ
て
い
る
た
め
、
再
雇
用
な
ど
他
の
方
式
を
好
ん
で
い
る
が
、
現
在
の
状
況
に
お
い
て
は
、
韓
国
企

業
は
日
本
企
業
よ
り
も
定
年
延
長
の
余
地
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
長
期
的
な
観
点
か
ら
は
、
韓
国
で
定
年
延
長
と
い
う
政
策
手
段

の
有
効
性
が
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
韓
国
が
日
本
の
経
路
を
踏
襲
す
る
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
韓
国
の
高
齢
化
水
準
と
定
年

制
度
の
歴
史
は
日
本
の
一
九
八
〇
年
代
に
符
合
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
日
本
の
企
業
の
例
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
高
齢
化
が
よ
り
一
層
進
展
す
る
の
を
前
提
と
し
た
長
期
的
な
観
点
か
ら
は
、
定

年
延
長
を
通
じ
て
定
年
制
度
を
確
立
す
る
の
は
遠
か
ら
ず
限
界
に
至
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
企
業
の
側
で
は
、
雇
用
の
柔
軟

性
の
観
点
か
ら
人
事
管
理
の
自
律
権
を
よ
り
確
保
で
き
る
再
雇
用
な
ど
の
手
段
を
選
択
す
る
こ
と
の
方
が
有
効
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
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日
本
の
大
多
数
の
企
業
が
、
高
齢
化
の
進
行
に
よ
っ
て
、
内
部
労
働
市
場
方
式
の
中
で
も
、
定
年
延
長
よ
り
は
、
雇
用
の
柔
軟
性
が
あ
る

再
雇
用
制
度
を
選
択
し
た
こ
と
を
見
て
も
、
こ
れ
以
上
の
定
年
延
長
な
ど
、
定
年
制
度
を
通
じ
た
高
齢
者
雇
用
に
は
限
界
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。  

　

ま
た
、
情
報
通
信
技
術
な
ど
、
技
術
の
世
界
的
な
普
及
に
伴
っ
て
、
あ
る
企
業
だ
け
の
特
殊
な
技
術
よ
り
も
、
同
種
業
種
で
広
く
汎
用
性

を
持
つ
技
術
が
多
く
な
っ
て
お
り
、
当
該
企
業
だ
け
が
高
齢
者
を
独
占
す
る
メ
リ
ッ
ト
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑴　

厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
。http://w

w
w

.m
hlw

.go.jp/w
p/hakusyo/

の
「
厚
生
労
働
白
書
」。

⑵　

韓
国
統
計
庁
は
、
将
来
の
人
口
推
計
を
二
〇
〇
一
年
と
二
〇
〇
五
年
一
月
、
お
よ
び
二
〇
〇
六
年
十
二
月
に
実
施
し
た
。

⑶　

一
歩
遅
れ
て
高
齢
化
の
道
に
入
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
先
進
国
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
超
高
齢
社
会
に
な
る
と
い
う
驚
異
的
な
高
齢
化
を
経
験

す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑷　

韓
国
労
働
部
は
高
齢
者
雇
用
促
進
法
を
一
九
九
一
年
に
制
定
し
、
高
齢
者
雇
用
基
準
率
、
高
齢
者
雇
用
関
連
奨
励
金
制
度
な
ど
を
準
備
し
て
、
高
齢

者
人
材
バ
ン
ク
、
高
齢
者
雇
用
情
報
セ
ン
タ
ー
運
営
、
高
齢
者
雇
用
促
進
奨
励
金
制
度
、
定
年
延
長
制
度
等
を
通
し
て
、
高
齢
者
就
業
政
策
を
推
進
し

て
き
た
。

⑸　

B
ecker, G

ary S., H
um

an C
apital, N

ational B
ureau of Econom

ic R
esearch, 1964.

⑹　

山
田
篤
裕
「
引
退
仮
定
に
お
け
る
賃
金
低
下
と
所
得
保
障
」『
季
刊
・
社
会
保
障
研
究
』
三
五
巻
、
四
号
、
二
千
年
、
三
七
七
─
三
九
四
頁
。

⑺　

Lazear, Edw
ard P., "W

hy is There M
andatory R

etirem
ent?," The Journal of Political Econom

y, vol.87

（6

） 1979, pp.1261-1284.

⑻　

C
um

m
ing, E &

 W
illiam

, H
. G

row
ing O

lder: The Process of D
isengagem

ent, B
asic B

ooks, 1961.

⑼　

Friedm
an, E &

 H
avighurst, （eds

）, The M
eaning of W

ork and R
etirem

ent, M
anchester: Ayer C

om
pany Publishers Inc, 1954.

⑽　

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構 『
六
十
歳
以
降
の
継
続
雇
用
と
職
業
生
活
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
』（
調
査
シ
リ
ー
ズ 

四
十
七
）、
労
働
政
策
研
究
・

研
修
機
構
、
二
〇
〇
七
年
。

⑾　

日
本
で
〝
六
十
歳
未
満
定
年
の
禁
止
〟
に
よ
る
高
齢
者
雇
用
の
選
択
肢
は
、〝
六
十
歳
定
年
雇
用
確
保
の
努
力
義
務
〟
を
中
心
に
成
り
立
っ
た
。
こ

れ
に
比
べ
て
、
六
十
五
歳
高
齢
者
雇
用
の
選
択
肢
は
、
二
〇
〇
四
年
の
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
改
正
で
、〝
定
年
年
齢
の
引
き
上
げ
（
定
年
延
長
）、
継
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続
雇
用
制
度
（
勤
務
延
長
制
度
、
再
雇
用
制
度
）、
そ
し
て
、
定
年
の
廃
止
〟
な
ど
大
き
く
三
種
類
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
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【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】

廣　

瀬　

真
理
子

神　

尾　

真
知
子

「
非
正
規
雇
用
の
労
働
問
題
─
─
日
韓
比
較
」

一
、
開
催
の
趣
旨

　

日
本
法
政
学
会
の
第
一
回
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
平
成
二
一
年
一
一
月
二
九
日
（
日
）
に
、「
国
際
的
視
野
か
ら
み
た
東
ア
ジ
ア
の
法

制
度
と
政
治
行
政
─
経
済
危
機
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
中
心
に
」
と
題
し
て
、
ソ
ウ
ル
国
立
大
学
行
政
大
学
院
の
先
生
方
を
お
招
き
し
て
、
日
本

大
学
法
学
部
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。

　

第
二
回
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
第
一
回
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ム
の
規
制
緩
和
に
関
す
る
論
点
を
引
き
継
ぎ
、
労
働
問
題
に
焦
点
を
あ
て
た
。

日
韓
両
国
の
労
働
法
の
研
究
者
を
お
招
き
し
、
平
成
二
三
年
一
一
月
二
〇
日
（
日
）
に
、
法
政
大
学
市
ヶ
谷
キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
い
て
、
同
大

学
白
鳥
浩
教
授
を
総
会
幹
事
と
し
て
開
催
さ
れ
た
。

二
、
論
題

　

論
題
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
「
近
年
、
労
働
者
は
リ
ス
ト
ラ
や
労
働
条
件
の
悪
化
な
ど
厳
し
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。
特
に
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
や

経
済
危
機
の
な
か
で
非
正
規
労
働
者
が
増
加
し
て
い
る
。

　

Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、
世
界
的
目
標
と
し
て
、
人
間
ら
し
い
仕
事
を
意
味
す
る
「
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
」
を
掲
げ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
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非
正
規
労
働
者
は
、
雇
用
が
不
安
定
で
あ
り
、
労
働
者
と
し
て
の
権
利
を
保
障
さ
れ
ず
、
社
会
的
な
保
護
か
ら
排
除
さ
れ
、
そ
し
て
、
多
く

の
場
合
彼
ら
の
意
見
を
代
表
す
る
労
働
組
合
が
存
在
し
て
い
な
い
。

　

ま
た
、
女
性
は
、
家
族
的
責
任
を
負
う
た
め
に
非
正
規
労
働
者
と
し
て
働
く
傾
向
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
を
も
ち

な
が
ら
、
非
正
規
雇
用
の
問
題
を
議
論
す
る
こ
と
に
は
意
義
が
あ
る
。

　

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
非
正
規
労
働
者
の
労
働
問
題
に
つ
い
て
、
日
韓
の
研
究
者
に
よ
っ
て
両
国
比
較
の
視
点
を
も
っ
て
検
討
す
る
。

日
本
の
よ
う
に
法
律
の
規
制
を
緩
和
し
て
も
、
韓
国
の
よ
う
に
法
律
の
規
制
を
強
化
し
て
も
、
い
ず
れ
の
国
も
非
正
規
労
働
者
の
デ
ィ
ー
セ

ン
ト
・
ワ
ー
ク
を
実
現
で
き
て
い
な
い
。
非
正
規
労
働
者
に
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
を
実
現
す
る
た
め
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
を
も
っ

て
、
今
後
の
制
度
・
政
策
の
構
築
に
つ
い
て
議
論
す
る
。」

三
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
次
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

総
合
司
会
：　

山
内　

義
廣　

平
成
国
際
大
学
教
授

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
司
会
：　

廣
瀬　

真
理
子　

東
海
大
学
教
授

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
通
訳
：　

申　
　

美
娟　

平
成
国
際
大
学
大
学
院
生

一
三
：
三
〇　
　
　
　
　
　
　
　

 

開
会

一
三
：
三
〇 

〜
一
三
：
四
〇　
　

開
会
の
辞　

三
浦　

信
行　

日
本
法
政
学
会
理
事
長
・
国
士
舘
大
学
教
授

一
三
：
四
〇 

〜
一
四
：
〇
〇　
〔
第
一
報
告
〕
李　

鋌　

韓
国
外
国
語
大
学
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
教
授

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
韓
国
に
お
け
る
非
正
規
雇
用
の
現
況
と
課
題
」（
日
本
語
）

一
四
：
〇
〇 

〜
一
四
：
四
〇　
〔
第
二
報
告
〕
金　

エ
リ
ム　

韓
国
放
送
通
信
大
学
教
授

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
韓
国
に
お
け
る
女
性
非
正
規
職
の
雇
用
と
法
的
保
護
の
現
況
と
課
題
」（
韓
国
語+

通
訳
）
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一
四
：
四
〇 

〜
一
五
：
〇
〇　
〔
第
三
報
告
〕
野
間　

賢　

國
學
院
大
學
講
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
日
本
の
非
正
規
労
働
者
の
労
働
問
題
と
労
働
法
」（
日
本
語
）

一
五
：
〇
〇 
〜
一
五
：
二
〇　
〔
第
四
報
告
〕
木
村　

愛
子　

Ｉ
Ｌ
Ｏ
活
動
推
進
日
本
協
議
会
理
事
長
、
元
日
本
女
子
大
学
人
間
社
会
学
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

教
授

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
日
本
の
非
正
規
女
性
労
働
者
の
現
状
と
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
」（
日
本
語
）

一
五
：
二
〇 

〜
一
五
：
四
〇　

休
憩
（
質
問
用
紙
回
収
）

一
五
：
四
〇 

〜
一
七
：
一
〇　

議
論
＋
質
疑
応
答

一
七
：
一
〇 

〜
一
七
：
二
〇　

総
括
と
閉
会
の
辞　

国
際
交
流
委
員
長　

神
尾　

真
知
子　

日
本
大
学
法
学
部
教
授

一
七
：
三
〇　
　
　
　
　
　
　

 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
終
了

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
神
尾
真
知
子
）

四
、
報
告
要
旨

　

以
下
で
は
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
四
名
の
報
告
者
の
報
告
要
旨
を
、
当
日
の
配
布
資
料
か
ら
転
載
す
る
。　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

【
第
一
報
告
】
李　

鋌
：　

韓
国
に
お
け
る
非
正
規
雇
用
の
現
況
と
課
題

１
．
は
じ
め
に

  

最
近
、
韓
国
に
お
い
て
「
非
正
規
雇
用
問
題
」
は
、
最
大
の
社
会
的
イ
シ
ュ
ー
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
、
一
九
九
七
年
後

半
に
金
融
危
機
を
経
験
す
る
過
程
に
お
い
て
本
格
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
当
時
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
、
韓
国
政
府
に
対
し
て
救
済
金
融
を
支
援
す

る
代
わ
り
に
、
雇
用
市
場
の
柔
軟
化
と
解
雇
法
制
の
規
制
緩
和
を
要
求
し
た
の
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
非
正
規
雇
用
は
産
業
全
般
に
わ
た
り

拡
散
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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非
正
規
雇
用
は
、
企
業
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
景
気
の
変
動
に
柔
軟
に
対
応
し
や
す
く
、
ま
た
人
件
費
を
節
約
で
き
る
と
の
メ
リ
ッ
ト
も

あ
っ
て
、
多
く
の
企
業
が
有
期
雇
用
と
派
遣
雇
用
を
好
む
よ
う
に
な
っ
た
。
他
方
、
非
正
規
職
労
働
者
の
場
合
、
正
規
職
労
働
者
と
ほ
ぼ
同

様
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
賃
金
な
ど
の
労
働
条
件
や
福
利
厚
生
に
お
い
て
差
別
さ
れ
る
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
格
差
問

題
」
が
深
刻
な
社
会
的
問
題
と
し
て
登
場
し
始
め
た
。

  

そ
こ
で
、韓
国
政
府
は
、非
正
規
職
労
働
者
を
保
護
す
る
た
め
に
、二
〇
〇
六
年
末
に
い
わ
ゆ
る
「
非
正
規
職
保
護
法
」
と
も
言
わ
れ
る
「
期

間
制
お
よ
び
短
時
間
勤
労
者
保
護
な
ど
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
期
間
制
法
」）」
と
「（
改
正
）
派
遣
勤
労
者
保
護
な
ど
に
関
す
る
法
律
（
以

下
「
派
遣
法
」）」
を
制
定
し
、
施
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
法
律
は
、
有
期
雇
用
お
よ
び
派
遣
労
働
に
対
す
る
使
用
期
間
を
制
限

す
る
と
共
に
、
非
正
規
職
労
働
者
に
対
す
る
不
合
理
な
差
別
を
是
正
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

 

２
．
非
正
規
職
保
護
法
の
施
行
以
後
の
法
的
争
点

  

二
〇
〇
七
年
よ
り
施
行
さ
れ
て
い
る
「
期
間
制
法
」
と
「（
改
正
）
派
遣
法
」
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
使
用
期
間
を
二
年
と
し
て
制
限
し
て

い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
法
律
の
施
行
か
ら
二
年
が
経
過
す
る
二
〇
〇
九
年
に
は
、「
大
量
解
雇
」
が
行
わ
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
予
想
さ
れ
、
非
正
規
職
保
護
法
の
改
正
を
め
ぐ
る
論
議
が
活
発
に
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
労
使
両
当
事
者
間
に
お
い
て
隔

た
り
が
あ
ま
り
に
も
大
き
く
、
結
局
法
改
正
に
は
失
敗
し
た
。

　

こ
う
し
た
法
改
正
の
失
敗
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
初
政
府
が
予
想
し
た
「
大
量
解
雇
の
事
態
」
は
免
れ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
大
手
企
業

を
中
心
に
前
も
っ
て
非
正
規
雇
用
問
題
に
対
応
し
て
き
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
他
方
で
、従
来
の
直
接
雇
用
形
態
は
、「
構
内
請
負
」

の
よ
う
な
「
ア
ウ
ト
・
ソ
ー
シ
ン
グ
」
へ
シ
フ
ト
す
る
現
象
が
著
し
く
な
っ
た
。
ア
ウ
ト
・
ソ
ー
シ
ン
グ
は
、
従
来
か
ら
存
在
し
た
労
務
供

給
方
式
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
非
正
規
職
保
護
法
の
施
行
に
よ
り
、
有
期
雇
用
と
派
遣
雇
用
に
対
す
る
規
制
が
厳
し
く
な
る
と
、
多
く
の
企

業
で
は
労
働
法
上
の
規
制
を
避
け
て
請
負
や
業
務
委
託
サ
ー
ビ
ス
を
好
ん
で
利
用
す
る
傾
向
が
強
く
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
請
負
労
働
に
お
い
て
も
、
非
正
規
雇
用
と
同
様
の
差
別
や
雇
用
不
安
な
ど
の
問
題
が
生
じ
、
こ
の
問
題
は
新
た
な
社
会
問
題
と
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し
て
浮
上
し
始
め
た
。

　

こ
の
よ
う
な
中
で
、
大
法
院
（
最
高
裁
）
は
、
構
内
請
負
関
係
に
お
い
て
元
受
会
社
を
下
請
会
社
従
業
員
の
使
用
者
と
し
て
の
地
位
を
認

め
る
注
目
す
べ
き
判
決
を
次
々
と
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
大
法
院
は
、
①
下
請
会
社
が
実
際
に
元
受
会
社
の
支
配
下
に
置
か
れ
、

元
受
会
社
の
一
組
織
に
過
ぎ
な
い
場
合
や
、
②
形
式
的
に
は
請
負
契
約
で
あ
っ
て
も
、
実
際
に
元
受
会
社
が
下
請
会
社
の
従
業
員
に
対
し
て

指
揮
命
令
権
を
行
使
す
る
場
合
は
、
元
受
会
社
を
下
請
会
社
従
業
員
の
使
用
者
と
見
る
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
こ
の
判
決
が
き
っ
か
け

と
な
り
、
構
内
請
負
問
題
は
、
製
造
業
の
み
な
ら
ず
産
業
全
般
に
わ
た
り
ホ
ッ
ト
・
イ
シ
ュ
ー
と
な
っ
て
い
る
。

  

今
年
で
、
非
正
規
職
保
護
法
が
施
行
さ
れ
て
か
ら
五
年
が
経
過
し
た
。
同
法
は
、
非
正
規
職
労
働
者
が
正
規
職
に
較
べ
て
不
合
理
な
差
別

を
受
け
て
い
る
こ
と
を
是
正
す
る
こ
と
が
主
た
る
目
的
で
あ
る
が
、
労
働
委
員
会
に
持
ち
込
ま
れ
る
差
別
絡
み
の
事
件
は
予
想
よ
り
低
迷
し

て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
様
々
な
原
因
が
あ
り
う
る
が
、
①
非
正
規
職
労
働
者
が
差
別
を
受
け
て
も
、
雇
用
が
存
続
し
て
い
る
期
間
中

に
は
使
用
者
を
相
手
に
是
正
申
立
を
す
る
の
は
実
際
に
難
し
い
こ
と
、
②
差
別
是
正
申
立
の
除
斥
期
間
が
、
差
別
行
為
が
あ
っ
て
か
ら
三
ヶ

月
と
し
て
あ
ま
り
に
も
短
す
ぎ
る
こ
と
、
③
差
別
是
正
の
救
済
申
立
の
資
格
が
当
該
労
働
者
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
が
そ
の
理
由
と

し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。 

３
．
お
わ
り
に

  

非
正
規
雇
用
に
対
す
る
濫
用
を
防
ぐ
と
共
に
差
別
を
是
正
す
る
た
め
に
、
非
正
規
職
保
護
法
が
制
定
・
施
行
さ
れ
て
か
ら
五
年
が
経
過
し

た
。
そ
の
結
果
、
非
正
規
雇
用
の
増
加
は
止
ま
っ
て
い
る
も
の
の
、
差
別
問
題
は
依
然
と
し
て
解
決
さ
れ
て
お
ら
ず
、
構
内
請
負
の
よ
う
な

ア
ウ
ト
・
ソ
ー
シ
ン
グ
を
め
ぐ
る
問
題
が
新
た
な
社
会
問
題
と
し
て
浮
上
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

  

そ
こ
で
、
韓
国
政
府
は
、
二
〇
一
一
年
九
月
に
「
非
正
規
職
総
合
対
策
」
を
発
表
し
、
所
得
の
低
い
労
働
者
を
経
済
的
に
支
援
す
る
と
共
に
、

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
お
よ
び
福
祉
の
拡
充
、
差
別
是
正
強
化
、
労
働
条
件
の
保
護
、
正
規
職
へ
の
移
動
機
会
の
拡
大
、
構
内
請
負
労
働
者
の

保
護
な
ど
を
骨
子
と
す
る
改
善
策
を
打
ち
出
し
、
非
正
規
雇
用
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
様
々
な
努
力
を
傾
注
し
て
い
る
。
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【
第
二
報
告
】 

金　

エ
リ
ム
：　

韓
国
に
お
け
る
女
性
非
正
規
職
の
雇
用
と
法
的
保
護
の
現
況
と
課
題

１
．
韓
国
に
お
け
る
女
性
非
正
規
職
の
雇
用
の
現
状
と
女
性
問
題

　

一
九
九
〇
年
代
以
後
、「
女
性
の
非
正
規
職
化
」
は
、
韓
国
社
会
に
お
け
る
顕
著
な
雇
用
現
象
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
一
年
三
月
現
在
、

女
性
賃
金
労
働
者
（
七
二
四
万
人
）
の
六
一
・
〇
％
が
非
正
規
職
で
あ
る
。
正
規
職
の
賃
金
労
働
者
の
八
七
五
万
人
の
中
、
女
性
は

三
二
・
三
％
（
二
八
二
万
人
）
に
過
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
、非
正
規
職
の
賃
金
労
働
者
の
八
三
一
万
人
の
中
で
は
女
性
は
五
一
・
三
％
（
四
四
一
万

人
）
で
、
男
性
よ
り
約
五
二
万
人
が
多
い
が
、
こ
の
男
女
の
格
差
は
次
第
に
さ
ら
に
増
加
し
て
い
る
。

　

女
性
の
非
正
規
職
化
は
、
経
済
状
況
の
危
機
感
か
ら
企
業
が
構
造
調
整
を
行
な
い
な
が
ら
、
主
に
女
性
が
多
く
働
い
て
い
る
周
辺
的
な
業

務
と
職
種
を
ア
ウ
ト
・
ソ
ー
シ
ン
グ
し
た
り
、
そ
の
従
事
者
を
解
雇
し
た
り
非
正
規
職
化
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
。
こ
こ
に

は
、
伝
統
的
な
性
別
役
割
分
業
観
に
基
づ
い
た
女
性
差
別
と
妊
娠
・
出
産
・
育
児
な
ど
の
家
庭
責
任
を
今
で
も
女
性
が
多
く
負
担
し
て
い
る

女
性
問
題
が
存
在
す
る
。
最
近
、
経
済
と
雇
用
の
事
情
が
悪
化
し
た
状
況
で
、
政
府
が
推
進
し
て
い
る
「
主
婦
な
ど
、
女
性
の
仕
事
と
家
庭

の
両
立
が
可
能
な
パ
ー
ト
タ
イ
ム
」
の
創
出
政
策
は
、
こ
の
現
象
を
さ
ら
に
深
化
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

女
性
非
正
規
職
は
、
資
本
主
義
社
会
の
労
働
者
と
し
て
の
脆
弱
な
地
位
の
問
題
と
非
正
規
職
と
し
て
の
問
題
（
雇
用
不
安
、
雇
用
差
別
、

雇
用
疎
外
等
）
を
基
本
的
に
有
し
て
い
る
と
同
時
に
、
家
父
長
的
社
会
の
女
性
問
題
（
性
差
別
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
性
暴

力
、
妊
娠
・
出
産
・
育
児
と
仕
事
の
両
立
等
）
も
持
っ
て
い
る
。

２
．
韓
国
に
お
け
る
女
性
非
正
規
職
の
法
的
保
護
の
現
状
と
問
題

　

女
性
非
正
規
職
は
労
働
者
と
し
て
一
般
労
働
者
保
護
法
、
非
正
規
職
と
し
て
非
正
規
職
保
護
法
を
原
則
的
に
適
用
さ
れ
る
。
な
お
、
女
性

労
働
者
と
し
て
母
性
保
護
規
定
（
生
理
休
暇
、
妊
娠
中
の
健
康
検
診
時
間
、
流
死
産
休
暇
、
出
産
休
暇
、
授
乳
の
た
め
の
育
児
時
間
、
延
長

労
働
の
制
限
、
危
険
有
害
職
種
へ
の
女
性
使
用
の
制
限
等
）、
性
差
別
禁
止
規
定
、
男
女
同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金
支
払
規
定
、
仕
事
・
家
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庭
の
両
立
支
援
規
定
（
育
児
休
職
制
、
育
児
期
労
働
時
間
の
短
縮
制
、
家
族
介
護
休
職
制
等
）
な
ど
も
適
用
さ
れ
う
る
。

　

一
方
、
女
性
非
正
規
職
の
雇
用
保
護
の
た
め
の
特
別
保
護
規
定
（
労
働
時
間
が
通
常
の
労
働
者
よ
り
短
い
女
性
短
時
間
労
働
者
は
、
そ
の

労
働
時
間
の
長
さ
に
関
係
な
く
生
理
休
暇
と
産
前
産
後
休
暇
を
利
用
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
規
定
、
出
産
休
暇
中
あ
る
い
は
妊
娠
中
に

契
約
期
間
ま
た
は
派
遣
期
間
が
終
了
さ
れ
た
者
と
、
契
約
期
間
終
了
時
た
だ
ち
に
又
は
出
産
後
一
年
以
内
に
、
一
年
以
上
と
す
る
労
働
契
約

を
再
び
締
結
す
る
事
業
主
に
対
し
、
雇
用
労
働
部
長
官
が
雇
用
保
険
の
妊
娠
出
産
雇
用
安
定
金
を
支
給
す
る
と
い
う
規
定
）
も
存
在
す
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
保
護
規
定
は
、
大
体
常
時
労
働
者
五
人
以
上
を
使
用
す
る
事
業
に
適
用
さ
れ
、
企
業
は
そ
の
適
用
を
回
避
す
る
の

で
女
性
正
規
職
に
き
ち
ん
と
適
用
さ
れ
て
い
な
い
実
情
が
あ
り
、
そ
れ
よ
り
脆
弱
な
雇
用
状
況
に
あ
り
、
契
約
期
間
が
二
年
以
内
に
制
限
さ

れ
て
い
る
女
性
非
正
規
職
は
、
事
実
上
適
用
さ
れ
に
く
い
現
状
で
あ
る
。

３
．
女
性
非
正
規
職
の
雇
用
改
善
の
た
め
の
課
題

　

女
性
非
正
規
職
の
雇
用
問
題
を
改
善
す
る
た
め
に
は
、
非
正
規
職
の
量
産
を
防
止
す
る
一
方
、
差
別
防
止
と
雇
用
保
護
を
骨
子
と
す
る
保

護
規
定
を
実
効
性
が
あ
る
よ
う
に
構
築
し
、
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
加
え
、
女
性
非
正
規
職
が
主
体
的
に
労
働
組
合
を
形
成

し
、
そ
れ
を
通
じ
た
団
結
活
動
と
全
体
労
働
者
の
連
帯
活
動
な
ど
に
よ
っ
て
、
保
護
法
を
遵
守
・
向
上
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た

め
に
、
法
・
政
策
の
改
善
と
労
働
運
動
の
変
化
・
強
化
が
必
要
で
あ
る
。

【
第
三
報
告
】
野
間　

賢
：　

日
本
の
非
正
規
労
働
者
の
労
働
問
題
と
労
働
法　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１
．
非
正
規
労
働
者
の
現
状

　

い
わ
ゆ
る
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
後
の
雇
用
情
勢
の
特
徴
と
し
て
、
一
般
的
に
非
正
規
労
働
者
の
割
合
が
増
大
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
な
か
で

も
、
企
業
に
お
け
る
正
規
社
員
の
採
用
抑
制
に
よ
り
、
若
年
層
の
失
業
と
、
そ
の
結
果
や
む
を
得
な
い
選
択
と
し
て
非
正
規
労
働
に
就
く
者

が
増
え
、
若
年
層
の
非
正
規
雇
用
の
割
合
が
な
か
で
も
著
し
く
増
大
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
非
正
規
雇
用
は
、「
女
性
」、「
生
計
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補
助
的
就
労
」
が
特
徴
と
さ
れ
て
い
た
が
、
最
近
は
、｢

若
年
層｣

、｢

世
帯
主
で
も
非
正
規
就
労｣

、｢

生
計
維
持
的
就
労｣

と
い
う
傾
向
が

強
ま
っ
て
い
る
。

　

非
正
規
雇
用
を
選
択
し
た
理
由
を
み
る
と
、
女
性
で
は
、｢

自
分
の
都
合
に
合
わ
せ
て
働
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら｣

と
い
う
自
発
的
就
労

が
多
い
の
に
対
し
、
男
性
で
は
、｢

正
社
員
と
し
て
働
け
る
会
社
が
な
か
っ
た
か
ら｣

と
い
う
不
本
意
就
労
が
相
対
的
に
多
い
。
こ
う
し
た

人
た
ち
の
多
く
は
、
正
社
員
と
し
て
働
く
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
。

　

非
正
規
労
働
者
と
い
っ
て
も
、
そ
の
実
態
は
様
々
で
あ
り
自
発
的
な
就
労
と
非
自
発
的
な
就
労
と
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
日

本
で
は
、
企
業
に
お
け
る
非
正
規
雇
用
の
形
態
と
し
て
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
、
契
約
社
員
、
嘱
託
、
派
遣
な
ど
が
あ
り
、
雇
用
管
理
の
違
い

も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
２
．
短
時
間
労
働
者
（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
）
に
つ
い
て

（
１
）
均
等
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
現
行
制
度
で
は
、
正
社
員
と
比
べ
て
、
①
職
務
の
内
容
、
②
人
材
活
用
の
仕
組
み
と
運
用
、
③
期
間
の

定
め
の
な
い
労
働
契
約
で
あ
る
と
い
う
点
で
同
一
で
あ
る
場
合
に
は
、
正
社
員
と
の
差
別
的
取
扱
い
を
禁
止
し
て
い
る
（
パ
ー
ト
労
働
法
八

条
）。
し
か
し
、
こ
の
要
件
を
満
た
す
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
は
、
パ
ー
ト
全
体
の
〇
・
一
％
で
あ
り
、
ま
た
、
企
業
で
は
法
施
行
後
、
パ
ー

ト
と
正
社
員
の
職
務
を
明
確
に
区
分
す
る
対
応
が
と
ら
れ
、
こ
の
規
定
の
果
た
す
役
割
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
新
た
な
方
法
と
し
て
、｢

合
理

的
理
由｣

の
な
い
差
別
的
取
扱
い
を
禁
止
す
る
規
定
に
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
よ
い
。
こ
の
場
合
、｢

合
理
的
理
由｣

に
つ
い
て
、
あ
る

程
度
明
確
な
基
準
を
示
す
必
要
が
あ
る
。
現
行
法
で
は
、
職
務
の
内
容
や
成
果
、
意
欲
、
能
力
、
経
験
な
ど
を
勘
案
し
て
、｢

均
衡｣

の
と

れ
た
処
遇
に
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
同
九
条
）。
意
欲
や
能
力
と
い
う
要
素
は
、
あ
い
ま
い
で
主
観
的
過
ぎ
る
と
い
う
問

題
が
あ
る
。
勤
続
年
数
な
ど
客
観
的
要
素
に
す
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
正
規
労
働
者
と
非
正
規
労
働
者
の
処
遇
格
差
を
考
え
る
場
合
、
一
般

に
、
正
規
労
働
者
に
は
、
企
業
に
対
す
る｢

拘
束
性｣

（｢

無
限
定
社
員｣

と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
）
と
い
う
点
で
違
い
が
あ
る
と
い
う
理

由
で
、
非
正
規
労
働
者
と
の
格
差
が
合
理
化
さ
れ
る
。
正
規
労
働
者
の
こ
の
よ
う
な
労
働
実
態
も
改
善
さ
れ
な
い
と
い
け
な
い
。



─ 218 ─

（
２
）
正
社
員
へ
の
転
換
制
度
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
企
業
が
正
社
員
を
採
用
・
配
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
パ
ー
ト
労
働
者
に
情
報
の

提
供
や
雇
入
れ
の
申
出
な
ど
を
定
め
て
い
る
（
同
一
二
条
）。
企
業
の
採
用
の
自
由
と
の
関
係
で
、
法
的
に
義
務
化
す
る
の
は
難
し
い
。

３
．
派
遣
労
働
者

（
１
）
派
遣
の
対
象
業
務
に
つ
い
て
、
規
制
緩
和
が
進
め
ら
れ
、
現
在
、
建
設
、
港
湾
、
警
備
、
医
療
（
一
部
）
以
外
自
由
化
さ
れ
、
期
間

も
緩
和
さ
れ
て
い
る
。
最
近
、
日
雇
い
派
遣
、
偽
装
派
遣
な
ど
が
問
題
と
な
り
、
規
制
強
化
す
る
た
め
、
登
録
型
派
遣
の
原
則
禁
止
、
製
造

業
へ
の
派
遣
の
原
則
禁
止
、
有
期
契
約
か
ら
無
期
契
約
へ
の
転
換
の
努
力
義
務
、
派
遣
先
労
働
者
と
の
処
遇
の
均
衡
、
違
法
派
遣
の
場
合
の

派
遣
先
の
雇
用
義
務
な
ど
を
定
め
た
改
正
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
（
な
お
、
平
成
二
四
・
三
・
二
八
に
一
部
修
正
の
上
、
可
決
・
成
立

し
た
）。

（
２
）
均
等
（
均
衡
）
取
扱
い
に
つ
い
て
、
法
案
で
は
、｢

同
種
の
業
務
に
従
事
す
る｣

こ
と
を
要
件
と
し
て
い
る
が
、
正
規
雇
用
の
代
替
を

避
け
る
た
め
に
、
ま
ず
は
、
こ
の
よ
う
な
規
制
は
意
味
が
あ
る
。

（
３
）
直
接
雇
用
に
つ
い
て
は
、
派
遣
労
働
者
は
、
非
自
発
的
就
労
の
割
合
が
高
い
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
法
案
の
よ
う
に
、
派
遣
可
能
期

間
を
超
え
て
派
遣
を
受
け
入
れ
た
場
合
や
、
請
負
の
形
式
を
と
り
派
遣
を
行
っ
た
場
合
（
偽
装
派
遣
）
に
、
直
接
雇
用
義
務
を
課
す
る
方
法

は
有
効
で
あ
る
。

４
．
有
期
労
働
契
約
に
つ
い
て

（
１
）
有
期
労
働
契
約
に
つ
い
て
も
、
右
記
パ
ー
ト
労
働
者
の
場
合
と
同
様
に
、
有
期
契
約
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
不
利
益
取
扱
い
を
す
る

こ
と
を
禁
止
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

（
２
）
雇
止
め
に
つ
い
て
は
、
解
雇
権
濫
用
の
法
理
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
ル
ー
ル
が
、
現
在
で
は
、
判
例
で
確
立
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を

法
文
上
明
記
す
る
。
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一
定
期
間
継
続
雇
用
さ
れ
た
場
合
に
、
無
期
契
約
へ
の
転
換
と
い
う
方
法
も
考
え
ら
れ
る
（
こ
の
点
も
法
改
正
が
成
立
）。

【
第
四
報
告
】
木
村　

愛
子
：　

日
本
の
非
正
規
女
性
労
働
者
の
現
状
と
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク

１
．
は
じ
め
に

　

一
九
八
〇
年
代
以
降
、
世
界
的
な
経
済
危
機
の
高
ま
り
と
国
内
外
の
経
済
競
争
の
激
化
に
伴
っ
て
、
企
業
は
人
件
費
を
削
減
す
る
た
め
に
、

正
規
労
働
者
を
減
ら
し
て
安
価
な
非
正
規
労
働
者
の
雇
用
を
増
や
す
よ
う
に
な
っ
た
。
非
正
規
労
働
者
の
大
半
は
女
性
や
若
年
者
な
ど
弱
い

立
場
に
あ
る
労
働
者
で
、
そ
の
雇
用
・
労
働
諸
条
件
は
正
規
労
働
者
に
比
べ
る
と
極
め
て
低
劣
で
あ
る
た
め
貧
困
化
が
大
き
な
社
会
問
題
と

な
っ
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

２
．
日
本
の
非
正
規
女
性
労
働
者
の
現
状　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
１
）
非
正
規
労
働
者
の
増
加
の
背
景

　

日
本
で
も
、
平
成
の
大
不
況
に
よ
っ
て
バ
ブ
ル
経
済
が
崩
壊
し
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
労
働
者
派
遣
法
の
規
制
緩
和
や
リ
ス
ト
ラ
を
背

景
に
、
公
民
両
部
門
に
お
い
て
、
パ
ー
ト
、
派
遣
、
契
約
社
員
な
ど
の
非
正
規
労
働
者
が
急
増
し
た
。
こ
れ
ら
の
労
働
者
が
雇
用
労
働
者
全

体
の
三
分
の
一
以
上
と
な
っ
た
こ
と
も
一
因
と
な
っ
て
、
正
規
労
働
者
の
組
織
率
は
減
少
し
続
け
た
が
、
二
〇
〇
九
年
の
厚
労
省
の
調
査
に

よ
る
と
、
非
正
規
労
働
者
の
組
織
化
は
進
み
始
め
、
全
組
合
員
数
の
七
％
、
推
定
組
織
率
は
五
・
三
％
と
増
加
し
て
い
る
。

（
２
）
日
本
の
非
正
規
女
性
労
働
者
の
現
状

　

日
本
で
は
、
非
正
規
労
働
者
の
五
三
％
以
上
を
女
性
が
占
め
て
い
る
。
そ
の
一
因
は
、　

歴
史
的
文
化
的
背
景
か
ら
男
性
の
家
族
的
責
任

の
分
担
が
遅
れ
、
未
だ
に
女
性
が
出
産
を
契
機
に
正
規
就
業
を
中
断
し
、
子
育
て
後
に
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
た
め
非
正

規
労
働
者
と
し
て
再
就
職
す
る
と
い
う
Ｍ
字
型
就
業
が
続
い
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
非
正
規
女
性
労
働
者
は
、
景
気
の
調
節
弁
と

し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
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３
．
日
本
の
非
正
規
女
性
労
働
者
と
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
１
）
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等

　

デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
と
は
、「
男
女
が
、
と
も
に
人
間
ら
し
く
働
く
こ
と
の
で
き
る
仕
事
」
と
い
う
意
味
で
、
一
九
九
〇
年
代
末
に

Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
提
唱
し
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
歪
み
が
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
の
欠
如

と
い
う
事
態
を
惹
起
し
、
労
働
者
の
基
本
的
人
権
を
侵
害
す
る
状
況
が
世
界
的
に
拡
大
し
た
こ
と
が
あ
る
。

　

Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
を
実
現
す
る
に
は
、
①
雇
用
機
会
の
保
障
、
②
国
際
労
働
基
準
の
尊
重
、
③
社
会
的
保
護
の
拡
充
、

④
社
会
対
話
の
推
進
と
い
う
四
本
柱
が
重
要
で
、
こ
れ
ら
全
て
に
つ
い
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
を
達
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
ジ
ェ
ン

ダ
ー
平
等
の
実
現
こ
そ
が
、
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
の
核
心
を
成
す
と
し
て
い
る
。

（
２
）
日
本
の
非
正
規
女
性
労
働
者
と
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク

　

日
本
の
非
正
規
女
性
労
働
者
の
現
状
を
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
の
四
本
柱
に
照
ら
し
て
考
え
て
み
る
と
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差

別
と
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
の
欠
如
と
の
関
連
が
明
ら
か
と
な
る
。

① 

雇
用
機
会
の
保
障

　

雇
用
機
会
が
保
障
さ
れ
ず
、
育
児
休
業
切
り
な
ど
の
不
当
な
解
雇
に
も
さ
ら
さ
れ
、
雇
用
が
不
安
定
で
あ
る
。
正
規
社
員
に
転
換
を
希
望

し
て
も
、
そ
の
機
会
に
恵
ま
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。

②　

国
際
労
働
基
準
の
尊
重

　

職
務
内
容
が
正
規
社
員
と
同
じ
で
も
、
そ
の
価
値
は
適
正
に
評
価
さ
れ
ず
、
不
当
な
低
賃
金
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
が
増
え
て
い
る
。
勤
続

年
数
が
増
え
仕
事
の
能
力
が
上
が
っ
て
も
定
期
昇
給
の
対
象
と
は
さ
れ
ず
、
昇
給
は
あ
っ
て
も
そ
の
幅
は
小
さ
い
。
最
低
賃
金
額
が
低
い
た

め
、
生
活
保
護
費
を
下
回
る
収
入
の
者
が
少
な
く
な
い
。

　

短
期
雇
用
契
約
で
単
純
業
務
し
か
割
り
当
て
ら
れ
な
い
た
め
に
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
や
職
歴
に
と
っ
て
重
要
な
教
育
・
訓
練
を
受
け
る
機

会
に
乏
し
く
将
来
展
望
が
開
け
な
い
。
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③ 
社
会
的
保
護
の
拡
充

　

福
利
厚
生
が
充
実
し
て
お
ら
ず
、
社
会
保
険
や
雇
用
保
険
の
適
用
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
社
会
的
保
護
が
不
十
分
で
あ
る
。

　

金
融
機
関
に
よ
る
信
用
を
受
け
に
く
く
、
住
宅
ロ
ー
ン
の
借
り
入
れ
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
な
ど
を
作
る
際
に
不
便
を
蒙
る
こ
と
が
少
な

く
な
い
。

④ 

社
会
対
話
の
推
進

　

非
正
規
労
働
者
の
組
織
率
は
上
昇
し
始
め
て
い
る
が
、
女
性
組
合
員
が
、
男
性
と
同
等
に
団
体
交
渉
の
場
に
参
画
し
得
る
機
会
は
ま
だ
少

な
い
。

４
．
今
後
の
課
題

 （
１
）
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
国
際
労
働
基
準
の
尊
重

　
　

日
本
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
条
約
」、「
雇
用
・
職
業
上
の
差
別
条
約
」
な
ど
の
批
准
を
促
進
し
、
法
改
正
を
進
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
四
四
年
前
に
批
准
し
た
「
男
女
同
一
価
値
労
働
同
一
報
酬
条
約
」
を
実
体
化
し
、
非
正
規
労
働
者
に
も
適
用
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。　

（
２
）
日
本
の
国
際
的
責
務

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
関
す
る
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
勧
告
適
用
専
門
家
委
員
会
の
対
日
要
請
（
二
〇
一
一
年
）
に
応
え
て
、法
改
正
を
は
じ
め
ジ
ェ

ン
ダ
ー
偏
見
の
な
い
職
務
評
価
制
度
を
進
展
さ
せ
、
国
際
責
務
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。

（
３
）
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
意
識
の
向
上

　

政
労
使
な
ら
び
に
一
般
社
会
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
意
識
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
は
、
非
正
規
女
性
労
働
者
の
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー

ク
の
実
現
に
と
っ
て
も
不
可
欠
で
、
日
本
が
直
面
す
る
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
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五
．
質
疑
応
答

　

以
上
、
四
名
の
報
告
の
後
で
、
休
憩
時
間
を
利
用
し
て
、
会
場
の
聴
講
者
か
ら
質
問
用
紙
に
よ
り
、
報
告
者
へ
の
質
問
が
集
め
ら
れ
た
。

質
問
内
容
は
、
日
韓
両
国
に
お
け
る
個
別
の
制
度
・
政
策
に
関
す
る
も
の
か
ら
、
若
年
雇
用
全
体
の
課
題
ま
で
幅
広
い
質
問
が
寄
せ
ら
れ
た
、

以
下
に
質
疑
応
答
の
内
容
を
要
約
し
て
示
す
。

【
李
報
告
に
つ
い
て
】　

○
韓
国
の
「
期
間
制
法
」
に
関
し
て

（
質
問
）
差
別
是
正
に
つ
い
て
、
労
働
委
員
会
で
は
な
く
、
直
接
裁
判
所
に
申
し
立
て
る
こ
と
は
可
能
か
。

　

李
：
差
別
是
正
を
求
め
る
た
め
に
直
接
裁
判
に
申
し
立
て
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
韓
国
労
働
委
員
会
は
個
別
的
な
解
雇
や
不

当
労
働
行
為
に
つ
い
て
扱
っ
て
お
り
、
非
正
規
職
保
護
に
関
し
て
も
「
期
間
制
法
」
に
よ
り
、
直
接
労
働
委
員
会
に
申
し
立
て
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
た
め
、
現
在
で
は
多
く
の
場
合
、
労
働
委
員
会
へ
の
申
し
立
て
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
費
用
も
あ
ま
り
か
か
ら
ず
、
非
常

に
ス
ピ
ー
ド
化
し
て
、
結
果
が
早
く
出
る
こ
と
か
ら
、
現
実
に
は
労
働
委
員
会
に
申
し
立
て
る
ケ
ー
ス
が
九
九
・
九
％
と
い
え
る
。

（
質
問
）
期
間
制
法
の
差
別
是
正
制
度
の
活
用
が
不
活
発
な
理
由
は
何
か
。
そ
の
な
か
で
、
参
考
資
料
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
八
年
に
突
出
し

て
多
い
数
が
、
中
央
労
働
委
員
会
の
判
断
を
求
め
た
と
い
う
こ
と
か
。

　

李
：
非
正
規
職
に
は
、「
パ
ー
ト
」、「
有
期
雇
用
」、「
派
遣
」
と
い
う
三
種
類
が
あ
る
が
、
日
本
で
は
「
パ
ー
ト
」
が
一
番
多
く
、
韓
国

で
は
有
期
雇
用
が
一
番
多
い
。
そ
の
た
め
、
い
つ
契
約
が
切
ら
れ
る
か
分
か
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
差
別
を
多
少
受
け
て
も
、
自
分
を
採
用
し

て
い
る
雇
用
主
を
相
手
に
、
労
働
委
員
会
に
行
っ
て
救
済
申
し
立
て
を
し
に
く
い
、
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
す
る

た
め
に
、
非
正
規
労
働
者
が
加
入
す
る
労
働
組
合
が
、
そ
の
労
働
者
に
代
わ
っ
て
、
差
別
是
正
の
申
し
立
て
を
す
る
よ
う
な
提
案
が
あ
る
。

　

ま
た
、
二
〇
〇
八
年
に
数
値
が
急
に
増
え
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
規
模
に
も
と
づ
い
て
経
過
規
定
を
設
け
た
た
め
、
同
年
よ
り
一
〇
〇
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人
以
上
規
模
の
企
業
を
対
象
と
す
る
よ
う
に
な
り
増
加
し
た
と
み
ら
れ
る
。

○
韓
国
の
非
正
規
労
働
者
を
め
ぐ
る
統
計
上
の
数
値
に
つ
い
て

（
質
問
）
参
考
資
料
に
示
さ
れ
た
政
府
統
計
を
見
る
と
、
近
年
の
非
正
規
労
働
者
数
は
そ
れ
ほ
ど
増
加
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の

数
値
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
か
。　

　

李
：
非
正
規
職
に
つ
い
て
、
政
府
側
と
使
用
者
側
と
労
働
組
合
側
の
と
ら
え
方
が
違
う
こ
と
が
あ
る
。
政
府
は
、
パ
ー
ト
と
有
期
雇
用
と

派
遣
の
三
つ
の
種
類
を
主
に
非
正
規
職
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
政
府
機
関
の
統
計
に
よ
る
と
、
非
正
規
職
は
三
割
半
ば
ぐ
ら
い
と
な
る
。

し
か
し
、
労
働
組
合
は
、
そ
こ
に
不
法
派
遣
や
請
負
、
ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
特
殊
雇
用
形
態
に
従
事
し
て
い
る
労
働
者
な
ど
も
加
え
て
、

賃
金
労
働
者
の
約
八
割
を
非
正
規
職
と
す
る
統
計
も
あ
る
。
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
政
府
機
関
が
出
し
て
い
る
統
計
数
値
を
示
し
た
。

【
金
報
告
に
つ
い
て
】

○
韓
国
の
勤
労
基
準
法
と
非
正
規
保
護
法
に
お
け
る
適
用
除
外
に
つ
い
て

（
質
問
）
従
業
員
一
人
か
ら
四
人
規
模
の
事
業
所
は
、
勤
労
基
準
法
に
お
い
て
も
非
正
規
保
護
法
に
お
い
て
も
適
用
除
外
と
な
る
の
か
。

　

金
：
韓
国
の
勤
労
基
準
法
は
、
五
人
以
上
の
従
業
者
を
使
用
す
る
事
業
所
を
対
象
と
し
て
お
り
、
常
時
四
人
以
下
の
事
業
所
に
は
一
部
分

だ
け
の
適
用
と
な
っ
て
い
る
。

○
ワ
ー
ク･

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て

（
質
問
）
韓
国
で
は
、
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
を
め
ざ
し
た
パ
ー
ト
の
仕
事
、
パ
ー
ト
職
の
創
出
政
策
は
、 

実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
。

   

金
：
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
。
韓
国
に
は
「
経
歴
断
絶
女
性
等
の
経
済
活
動
促
進
法
」
が
あ
る
の
で
、
夫
と
協
力
し
て
、
妊
娠
、
育
児
期
、

出
産
の
た
め
に
仕
事
を
辞
め
て
も
、
ま
た
働
き
始
め
よ
う
と
す
る
人
に
対
し
て
仕
事
を
提
供
す
る
よ
う
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
る
。
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 （
質
問
）
正
社
員
と
非
正
規
社
員
の
間
で
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
政
策
に
違
い
は
あ
る
の
か
。

　

金
：
女
性
非
正
規
勤
労
者
た
ち
が
、
妊
娠
と
か
出
産
、
育
児
、
家
事
労
働
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
立
場
が
問
題
で
あ
り
、

非
正
規
女
性
労
働
者
た
ち
に
は
、
法
が
十
分
適
用
さ
れ
て
い
な
い
現
状
が
あ
る
。

○
未
婚
女
性
の
働
き
方
に
つ
い
て

（
質
問
）
未
婚
女
性
の
働
き
方
に
つ
い
て
、
正
社
員
が
多
い
の
か
、
無
就
業
が
多
い
の
か
、
そ
の
特
徴
は
何
か
。

　

金
：
非
正
規
職
に
は
四
〇
歳
以
降
の
既
婚
女
性
た
ち
が
多
い
。
未
婚
女
性
は
正
規
職
と
し
て
働
く
こ
と
が
多
い
が
、
育
児
期
が
終
わ
っ
た

こ
ろ
に
働
き
だ
そ
う
と
し
た
時
に
は
、
非
正
規
職
し
か
な
い
状
態
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。

【
野
間
報
告
に
つ
い
て
】

○
非
正
規
労
働
者
の
「
ニ
ー
ズ
」
と
法
に
つ
い
て

（
質
問
）
非
正
規
労
働
者
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
法
律
の
あ
り
方
と
は
、
具
体
的
に
は
何
を
さ
す
の
か
。

　

野
間
：
実
態
に
つ
い
て
み
る
と
、
派
遣
労
働
者
と
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
な
か
に
は
、
正
規
職
に
就
き
た
い
と
強
く
希
望
す
る
人
も
い
れ
ば
、

正
規
職
に
就
く
こ
と
を
希
望
し
な
い
人
も
い
る
。
派
遣
社
員
の
な
か
に
は
、
正
社
員
に
な
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
人
が
多
く
、
パ
ー
ト
タ

イ
マ
ー
に
は
、
今
の
自
分
の
都
合
に
合
わ
せ
て
働
き
た
い
と
い
う
希
望
か
ら
、
正
社
員
に
な
る
こ
と
を
望
む
人
が
比
較
的
少
な
い
。
派
遣
の

場
合
、
雇
用
関
係
が
派
遣
元
に
あ
り
、
派
遣
先
と
は
使
用
関
係
と
い
う
三
者
関
係
と
な
る
こ
と
か
ら
、
通
常
の
雇
用
で
あ
れ
ば
正
社
員
の
雇

用
関
係
と
な
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
を
派
遣
に
よ
り
代
替
す
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

そ
こ
で
、
有
期
雇
用
に
期
間
や
回
数
の
制
限
を
設
け
て
、
そ
れ
を
超
え
た
場
合
に
無
期
契
約
に
転
換
す
る
と
い
っ
た
一
律
の
対
応
よ
り
も
、

た
と
え
ば
通
常
の
雇
用
関
係
が
正
社
員
に
近
い
よ
う
な
派
遣
の
方
に
つ
い
て
は
積
極
的
に
正
社
員
化
と
い
う
の
を
進
め
る
政
策
が
必
要
で
、

正
社
員
化
を
望
ん
で
い
な
い
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
方
に
は
今
の
労
働
条
件
を
良
く
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
重
点
を
置
く
形
に
す
る
よ
う
な
こ
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と
が
考
え
ら
れ
な
い
か
。
こ
の
点
で
、
派
遣
法
の
改
正
案
に
入
っ
て
い
る
派
遣
先
が
直
接
雇
用
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
。
他
方
、

パ
ー
ト
労
働
者
の
正
社
員
化
に
結
び
つ
く
制
度
と
し
て
、
登
用
試
験
な
ど
を
普
及
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
無
期
契
約
に
転
換

す
る
こ
と
で
、
企
業
側
は
雇
用
調
整
が
非
常
に
困
難
に
な
る
こ
と
か
ら
、
有
期
契
約
を
し
な
く
な
る
と
い
う
影
響
も
出
て
く
る
の
で
は
な
い

か
。
さ
ら
に
現
在
、
無
期
契
約
に
は
解
雇
権
濫
用
の
法
理
が
労
働
契
約
法
上
条
文
化
さ
れ
て
い
る
が
、
非
常
に
厳
し
く
、
解
雇
に
は
制
限
が

あ
る
。
そ
の
た
め
、
無
期
契
約
化
を
進
め
る
の
で
あ
れ
ば
解
雇
権
濫
用
法
理
の
厳
格
な
面
を
緩
和
す
べ
き
と
い
う
議
論
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て

く
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
難
し
さ
も
あ
り
、
特
に
必
要
な
派
遣
の
と
こ
ろ
に
対
し
て
は
法
制
化
を
し
て
、
ほ
か
の
と
こ
ろ
は
少
し
緩

や
か
に
正
社
員
の
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
で
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

木
村
：
同
じ
仕
事
の
価
値
に
対
し
て
は
同
じ
賃
金
を
支
払
う
べ
き
と
い
う
考
え
方
を
、
た
と
え
パ
ー
ト
、
派
遣
、
有
期
契
約
な
ど
、
ど
う

い
う
形
態
で
あ
っ
て
も
、
基
本
的
な
原
則
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
同
一
価
値
労
働
と
い
う
考
え
方
か
ら
み
て
、
か
な

り
議
論
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

野
間
：
雇
用
の
実
態
と
し
て
、
日
本
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
異
な
り
、
賃
金
制
度
が
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
で
決
ま
っ
て
お
り
、
職
種
を
基
準

に
賃
金
が
決
め
ら
れ
て
い
る
シ
ス
テ
ム
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
正
社
員
と
パ
ー
ト
で
仮
に
同
じ
仕
事
に
就
い
て
い
て
も
、
正
社
員
の
方
が
長

期
的
雇
用
の
中
で
企
業
の
幹
部
社
員
と
し
て
の
期
待
が
あ
り
、
ま
た
、
幅
広
く
配
転
、
転
勤
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
ほ
か
、
時
間
外
労
働
、
多

様
な
業
務
に
柔
軟
に
対
応
す
る
と
い
う
責
任
も
当
然
に
負
わ
さ
れ
る
。
仮
に
同
じ
仕
事
を
し
て
い
て
も
、
そ
の
よ
う
に
違
う
要
素
が
あ
る
た

め
、
同
一
労
働
で
あ
っ
た
場
合
に
必
ず
同
一
賃
金
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
困
難
で
は
な
い
か
。
仕
事
は
同
じ
で
あ
っ
て

も
、
今
言
っ
た
よ
う
な
面
で
の
違
い
が
あ
る
場
合
に
は
、
賃
金
が
異
な
っ
て
も
こ
れ
は
不
合
理
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

○
若
年
者
の
労
働
意
識
に
つ
い
て
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（
質
問
）
若
年
者
自
身
の
「
ア
ル
バ
イ
ト
や
パ
ー
ト
で
も
よ
い
」
と
い
う
労
働
意
識
の
変
化
に
ど
う
対
応
す
べ
き
か
。

　

李
：
結
論
か
ら
い
え
ば
、
最
近
の
韓
国
の
若
者
た
ち
に
は
、
ハ
ン
グ
リ
ー
精
神
が
非
常
に
乏
し
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
私
の
経
験
か
ら

い
え
ば
、
私
は
大
手
企
業
に
二
年
ほ
ど
勤
め
て
や
め
た
後
で
、
留
学
し
た
。
し
か
し
、
最
近
の
若
者
た
ち
に
は
そ
の
よ
う
な
ハ
ン
グ
リ
ー
精

神
が
乏
し
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
少
子
化
の
影
響
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。
現
在
、
ソ
ウ
ル
で
は
、
引
退
ラ
ッ
シ
ュ
を
迎
え
て
い
る
ベ
ビ
ー

ブ
ー
ム
世
代
が
立
派
な
マ
ン
シ
ョ
ン
を
持
ち
、
年
金
も
支
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
娘
や
息
子
一
人
ぐ
ら
い
養
え
る
環
境
に
あ
る
。
子
ど

も
が
就
職
し
な
く
て
も
一
緒
に
生
活
す
れ
ば
、
運
転
や
買
い
物
を
し
て
く
れ
た
り
、
防
犯
面
か
ら
も
親
た
ち
に
と
っ
て
安
心
し
た
生
活
が
で

き
る
の
で
、
互
い
に
妥
協
し
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
娘
、
息
子
も
親
に
文
句
を
い
え
な
い
。
し
か
し
、
悪
い
方
向
で
妥
協
し

て
し
ま
っ
て
ハ
ン
グ
リ
ー
精
神
が
な
い
。

　

別
の
問
題
と
し
て
、
若
年
者
が
か
つ
て
の
よ
う
な
ロ
マ
ン
を
も
と
め
る
人
生
よ
り
も
、「
細
く
長
く
」
と
い
う
生
き
方
を
も
と
め
る
よ
う

に
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
私
は
ベ
ビ
ー
ブ
ー
マ
ー
で
あ
る
が
、
大
学
を
卒
業
し
て
語
学
を
学
ん
で
、
カ
バ
ン
を
一
つ
持
っ
て
い
ろ
い

ろ
な
国
に
行
っ
て
、
冷
蔵
庫
や
テ
レ
ビ
や
車
を
一
所
懸
命
に
売
っ
た
。
当
時
、
韓
国
で
は
「
太
く
短
く
」
生
き
る
こ
と
が
男
の
ロ
マ
ン
だ
っ

た
。
し
か
し
今
は
、
給
与
は
高
い
が
、
ス
ト
レ
ス
が
大
き
く
中
年
期
に
解
雇
さ
れ
る
可
能
性
の
高
い
民
間
企
業
よ
り
も
、
公
務
員
や
安
定
的

に
働
き
続
け
ら
れ
る
職
場
へ
の
就
職
志
向
が
強
ま
っ
て
い
る
。
昔
は
、
高
校
を
卒
業
し
て
受
け
る
も
の
で
あ
っ
た
公
務
員
試
験
が
、
今
で
は

大
卒
者
の
受
験
が
多
い
。
大
学
の
職
員
募
集
に
も
一
人
の
公
募
に
一
五
〇
人
が
応
募
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
一
〇
〇
人
が
大
学
院
卒

で
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
最
近
の
若
者
た
ち
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
い
、
情
報
収
集
力
が
優
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
回
折
れ
て
し

ま
う
と
立
ち
上
が
る
の
が
非
常
に
弱
い
。
個
人
的
な
意
見
で
あ
る
が
、
今
の
若
者
に
は
精
神
的
な
問
題
が
一
番
大
き
い
よ
う
に
思
う
。

（
質
問
）
正
規
労
働
者
の
男
女
間
の
賃
金
格
差
は
、
大
学
の
よ
う
な
研
究
教
育
機
関
や
高
級
公
務
員
の
間
で
も
同
様
に
生
じ
て
い
る
の
か
。

そ
れ
と
若
年
者
の
労
働
意
識
の
変
化
に
つ
い
て
関
係
は
あ
る
か
。

　

金
：
賃
金
が
、
男
性
を
一
〇
〇
と
し
た
場
合
に
、
女
性
の
非
正
規
労
働
者
は
四
八
・
七
％
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
は
、
す
べ
て
の
職
種
を
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平
均
し
て
見
た
も
の
で
あ
る
。
高
級
公
務
員
に
も
同
じ
よ
う
な
格
差
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
あ
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な

い
。
ま
た
、
若
年
者
の
労
働
意
識
に
つ
い
て
み
る
と
、
今
、
韓
国
で
は
仕
事
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
が
大
変
問
題
で
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
に

は
、
労
働
部
の
名
が
雇
用
労
働
部
に
変
更
さ
れ
た
。
実
際
に
は
、
若
年
者
た
ち
は
大
手
企
業
に
行
き
た
が
っ
て
い
る
。
大
変
な
仕
事
と
か
、

中
小
企
業
で
は
働
き
た
が
ら
な
い
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

（
質
問
）
日
本
の
若
年
者
の
労
働
意
識
の
変
化
に
つ
い
て
ど
う
対
応
す
べ
き
か
。

　

野
間
：
若
者
の
な
か
に
は
、
正
社
員
の
仕
事
に
就
き
た
い
け
ど
そ
れ
が
な
い
か
ら
や
む
を
得
ず
ア
ル
バ
イ
ト
、
パ
ー
ト
で
働
い
て
い
る
人

が
い
る
。
パ
ー
ト
あ
る
い
は
有
期
契
約
自
体
が
悪
い
わ
け
で
は
な
く
、
パ
ー
ト
や
有
期
の
働
き
方
で
も
、
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
で
き
る
よ
う
に

し
て
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
を
一
定
期
間
の
中
で
積
ん
で
、
正
社
員
に
移
れ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
問
題
で
は
な
い
か
。

　　

木
村
：
日
本
で
は
「
人
生
八
〇
年
」
と
い
わ
れ
て
き
た
が
、
今
や
、
九
〇
年
か
ら
一
〇
〇
年
の
時
代
に
な
っ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
に
長
い

人
生
の
時
間
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
若
い
人
は
ど
う
思
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
若
者
の
労
働
意
識
が
な
い
と
い
わ
れ
る
が
、

誰
で
も
し
っ
か
り
働
か
な
け
れ
ば
自
分
の
人
生
を
全
う
で
き
な
い
。
し
か
し
、
目
先
の
こ
と
だ
け
考
え
て
い
る
と
、
パ
ー
ト
で
も
ア
ル
バ
イ

ト
で
も
と
り
あ
え
ず
働
け
ば
、
足
り
な
い
と
こ
ろ
は
親
が
み
て
く
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
親
は
一
緒
に
一
〇
〇
歳

ま
で
は
生
き
ら
れ
な
い
。
自
分
と
一
緒
に
歩
い
て
く
れ
る
親
が
い
な
く
な
っ
た
時
に
、
教
育
訓
練
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
気

づ
い
て
も
、「
時
す
で
に
遅
し
」
で
あ
る
。
若
者
が
、
こ
の
よ
う
な
も
の
の
考
え
方
を
し
て
い
る
と
し
た
ら
、
恐
ろ
し
さ
を
感
じ
る
。
そ
う

い
う
若
者
が
い
ず
れ
年
を
取
っ
た
ら
、
こ
の
国
は
ど
う
な
る
の
か
。
そ
れ
ら
の
高
齢
者
を
誰
が
面
倒
を
み
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

韓
国
の
若
者
に
ハ
ン
グ
リ
ー
精
神
が
な
い
と
聞
い
た
が
、
日
本
は
そ
れ
以
上
で
は
な
い
か
と
思
う
。
私
の
娘
は
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
の
教
授

を
し
て
い
る
の
だ
が
、「
最
近
、
日
本
人
の
留
学
生
が
減
る
い
っ
ぽ
う
で
、
韓
国
と
中
国
の
留
学
生
が
増
え
て
い
る
」
と
い
う
。
日
本
の
若

者
は
留
学
し
た
が
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
李
先
生
と
同
じ
よ
う
に
、
私
も
若
い
時
に
留
学
し
て
、
何
か
自
分
の
も
の
を
手
に
入
れ
た
い
と
い
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う
ハ
ン
グ
リ
ー
な
気
持
ち
が
あ
っ
た
が
、
日
本
の
若
者
は
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
誰
が
こ
の
よ
う
な
若
者
を
育
て
て
い
る
の
か

と
考
え
れ
ば
、
自
分
も
そ
の
な
か
に
は
い
る
わ
け
だ
が
、
や
は
り
教
育
の
仕
方
を
ど
こ
か
で
間
違
え
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

○
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
つ
い
て

（
質
問
）
日
本
で
は
途
上
国
に
進
出
し
た
企
業
が
、
現
地
で
労
働
者
派
遣
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
例
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ベ
ト

ナ
ム
で
は
、
労
働
者
派
遣
制
度
が
存
在
し
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
多
く
の
日
系
企
業
で
派
遣
労
働
者
が
働
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ベ
ト
ナ
ム

国
内
の
経
済
格
差
拡
大
の
原
因
の
一
つ
に
な
っ
て
お
り
、
立
法
上
の
対
応
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
韓
国
か
ら
の
進
出
企
業
に
つ
い

て
も
同
様
の
問
題
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
。

　

李
：
派
遣
に
つ
い
て
は
、
韓
国
も
お
そ
ら
く
同
じ
状
態
だ
と
思
う
。
ベ
ト
ナ
ム
に
進
出
し
て
い
る
企
業
は
、
大
手
企
業
も
あ
る
が
、
最
近

で
は
中
小
企
業
が
多
い
。
そ
し
て
、
い
っ
た
ん
中
国
に
進
出
し
て
か
ら
、
中
国
の
労
働
法
、
規
制
が
厳
し
く
な
り
、
人
件
費
が
高
く
な
る
と
、

次
に
ベ
ト
ナ
ム
に
向
か
う
場
合
も
あ
る
。
今
で
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
や
ア
フ
リ
カ
諸
国
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
国
に
進
出
し
て
い
る
が
、
派
遣
は
こ

う
し
た
中
小
企
業
に
と
っ
て
、
人
件
費
の
節
約
や
リ
ス
ト
ラ
政
策
な
ど
に
い
ろ
い
ろ
な
メ
リ
ッ
ト
が
非
常
に
あ
る
た
め
、
実
際
に
大
手
企
業

か
ら
中
小
企
業
ま
で
、
派
遣
会
社
も
あ
り
、
そ
の
制
度
を
利
用
し
て
い
る
。
一
、二
年
前
に
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
を
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
多

く
の
日
本
の
学
者
が
ベ
ト
ナ
ム
と
か
東
南
ア
ジ
ア
で
の
法
制
度
の
整
備
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
な
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
る
。
韓
国
は
よ

う
や
く
最
近
に
な
っ
て
始
め
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
日
本
に
は
な
い
非
正
規
職
保
護
の
法
律
が
韓
国
に
は
あ
る
こ
と
な
ど
を
宣
伝
し
た
。
派
遣

の
導
入
に
つ
い
て
も
い
ろ
い
ろ
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
っ
て
い
る
。
昨
年
、
そ
の
よ
う
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
政
府
の
方
が
、
ベ
ト

ナ
ム
で
は
労
働
に
関
す
る
一
つ
の
法
律
の
な
か
に
、
有
期
雇
用
な
ど
が
全
部
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
、
で
は
派
遣
関
係
も
入
れ
て
も
い

い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
た
が
、
そ
の
後
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

○
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
「
フ
レ
キ
シ
キ
ュ
リ
テ
ィ
」
政
策
に
つ
い
て
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（
質
問
）
Ｅ
Ｕ
で
は
、
労
働
市
場
の
規
制
緩
和
（
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
）
を
進
め
て
非
正
規
労
働
者
が
増
え
た
と
し
て
も
、
積
極
的
労
働
市

場
政
策
と
手
厚
い
社
会
保
障
（
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
）
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
に
対
応
で
き
る
、
と
い
う
議
論
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
規
制
緩
和
の
「
フ
レ
キ
シ
」
と
、
保
障
の
「
キ
ュ
リ
テ
ィ
」
を
あ
わ
せ
て
、「
フ
レ
キ
シ
キ
ュ
リ
テ
ィ
」
政
策
と
よ
ば
れ
て
い
る
が
、

韓
国
と
日
本
に
お
い
て
、
こ
の
「
フ
レ
キ
シ
キ
ュ
リ
テ
ィ
」
は
、「
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
」
に
つ
な
が
る
も
の
と
な
る
か
。

　

木
村
：
も
し
、
仕
事
を
辞
め
て
も
す
ぐ
に
ま
た
仕
事
に
就
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
今
、
こ
れ
ほ
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々

や
ア
メ
リ
カ
で
、
若
者
に
仕
事
が
な
い
と
言
っ
て
騒
い
で
い
る
の
か
。
や
は
り
雇
用
機
会
が
そ
れ
ほ
ど
簡
単
に
見
当
た
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、

若
者
が
困
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
も
一
時
、「
フ
レ
キ
シ
キ
ュ
リ
テ
ィ
」
に
注
目
し
た
が
、
そ
の
後
は
、
む
し
ろ
そ
れ
を
否
定

的
に
み
て
い
る
。
仕
事
を
何
度
も
替
え
て
い
る
う
ち
に
、
経
済
的
に
ど
ん
ど
ん
貧
し
く
な
り
、
底
の
底
に
落
ち
て
い
き
、
社
会
保
障
も
受
け

ら
れ
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
来
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
世
界
中
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

　

二
〇
一
二
年
六
月
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
開
か
れ
る
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会
で
新
し
い
勧
告
が
採
択
さ
れ
る
予
定
だ
が
、
そ
の
テ
ー
マ
は
「
社
会
保
障
の

床
」
で
あ
る
。
床
と
い
う
の
は
フ
ロ
ア
、
つ
ま
り
「
一
番
底
」
で
あ
る
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
そ
こ
ま
で
言
い
出
し
て
、「
一
番
底
」
を
ど
の
よ
う
に

支
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
テ
ー
マ
に
し
て
、
急
き
ょ
、
国
際
労
働
基
準
を
採
択
す
る
と
決
め
て
い
る
。
お
そ
ら
く
条
約
を
作
る
ほ
ど
に
は
、

世
界
の
世
論
を
統
一
で
き
な
い
が
、
勧
告
で
あ
れ
ば
、
一
応
世
界
の
世
論
が
ま
と
ま
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
く
ら
い
、
世
界
的
に
貧
困
問

題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。

　

李
：
二
〜
三
年
前
か
ら
韓
国
で
も
「
フ
レ
キ
シ
キ
ュ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
言
葉
が
非
常
に
流
行
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
二
つ
の
ウ
サ
ギ
を
ど

う
と
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
難
し
い
。
ど
の
よ
う
な
形
で
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
か
と
い
う
の
が
、
最
終
的
な
課
題
だ
と
思
う
。
労
働
市

場
の
柔
軟
性
を
図
り
な
が
ら
、
安
定
化
を
図
る
と
い
う
の
は
、
一
見
し
て
非
常
に
う
ま
い
ア
イ
デ
ア
だ
が
、
大
き
な
矛
盾
も
あ
る
。
韓
国
で

は
、
私
も
主
張
し
た
こ
と
だ
が
、
組
合
側
は
労
働
市
場
の
柔
軟
化
に
大
反
対
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
い
う
の
は
国
が
整
備
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
韓
国
で
は
、
こ
れ
ま
で
非
常
に
消
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極
的
な
ス
タ
ン
ス
を
と
っ
て
き
た
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
私
は
約
一
〇
年
間
、
日
本
商
工
会
議
所
の
ソ
ウ
ル
支
部
の
法
律
顧
問
を
担
当
し
て

い
る
が
、
毎
年
、
な
ぜ
韓
国
人
の
従
業
員
た
ち
の
娘
、
息
子
た
ち
の
大
学
入
学
金
な
ど
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
点
に
疑

問
の
声
が
あ
が
る
。
冠
婚
葬
祭
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
来
は
、
宗
教
団
体
や
国
が
行
う
べ
き
こ
と
を
、
企
業
に
肩
代
わ
り

さ
せ
て
い
る
。
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
に
つ
い
て
も
、
国
の
費
用
で
行
う
べ
き
も
の
を
企
業
が
行
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
言
葉

は
非
常
に
う
ま
く
、
目
的
は
素
晴
ら
し
い
の
だ
が
、
二
匹
の
ウ
サ
ギ
を
獲
る
た
め
に
は
、
労
働
組
合
側
も
、
政
府
側
も
ス
タ
ン
ス
を
変
え
な

い
と
、
理
論
的
な
話
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

そ
れ
よ
り
も
最
近
の
日
本
や
韓
国
に
お
け
る
一
番
の
問
題
は
、
非
正
規
職
の
格
差
の
問
題
で
あ
る
。
労
働
条
件
の
違
い
、
ま
た
社
会
保
障
、

福
利
厚
生
に
お
け
る
違
い
な
ど
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
ど
う
埋
め
る
か
が
、
日
韓
両
国
が
抱
え
て
い
る
問
題
だ
と
考
え
る
。
余
談
で
あ
る
が
、
あ
る

大
学
教
員
の
講
演
会
で
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
を
聞
か
れ
た
の
で
、「
私
の
給
料
を
半
分
く
ら
い
カ
ッ
ト
し
て
も
よ
い
。
そ
の
代
わ
り
に
労

働
法
を
教
え
る
教
員
を
も
う
一
人
採
用
し
て
ほ
し
い
」
と
答
え
た
。
そ
し
て
、「
他
の
大
学
が
提
供
し
て
い
る
福
利
厚
生
施
設
を
利
用
で
き

る
よ
う
に
し
て
も
ら
う
こ
と
と
、定
年
ま
で
の
雇
用
確
保
を
し
て
ほ
し
い
」
と
続
け
た
。
し
か
し
、こ
の
主
張
に
は
、賛
同
は
み
ら
れ
な
か
っ

た
。
韓
国
で
も
日
本
で
も
正
社
員
は
朝
か
ら
晩
ま
で
働
く
の
で
あ
る
。
私
に
は
二
〇
年
近
い
海
外
生
活
の
経
験
が
あ
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
働
く

民
族
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
何
の
た
め
に
働
く
の
だ
ろ
う
か
。
朝
か
ら
晩
ま
で
一
生
懸
命
働
い
て
、
た
く
さ
ん
給
料
を
も
ら
う
よ
り
は
、

ク
オ
リ
テ
ィ
の
高
い
労
働
に
従
事
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
朝
九
時
か
ら
午
後
二
時
ま
で
働
い
て
、
雇
用
が
保
障
さ
れ
て
、
金
曜
日
か
ら
月
曜

日
ま
で
休
め
れ
ば
、
給
料
は
多
少
カ
ッ
ト
さ
れ
て
も
よ
い
と
思
う
。
私
は
二
〇
〇
七
年
、
二
〇
〇
八
年
に
カ
ナ
ダ
と
ア
メ
リ
カ
に
住
ん
で
い

た
が
、
だ
い
た
い
二
時
半
か
ら
三
時
頃
に
な
る
と
、
み
ん
な
帰
る
の
で
大
渋
滞
が
起
こ
る
。
三
時
頃
帰
っ
て
か
ら
、
ゴ
ル
フ
な
ど
自
分
が
好

き
な
ス
ポ
ー
ツ
を
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
理
想
的
な
話
を
す
る
と
、
ま
わ
り
の
人
々
か
ら
ひ
ん
し
ゅ
く
を
か
う
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、

フ
レ
キ
シ
キ
ュ
リ
テ
ィ
と
い
う
考
え
方
も
大
事
だ
が
、
今
、
韓
国
と
日
本
は
、
働
き
方
に
対
し
て
も
う
一
度
考
え
直
す
べ
き
時
に
来
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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○
パ
ネ
リ
ス
ト
か
ら
の
提
言

（
質
問
）
非
正
規
雇
用
の
問
題
を
改
善
す
る
た
め
に
優
先
し
て
と
り
く
む
べ
き
課
題
と
は
何
か
。

　

木
村
：
女
性
の
非
正
規
労
働
問
題
を
考
え
る
上
で
、
一
番
大
事
な
こ
と
は
、
男
性
の
働
き
方
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り

男
性
を
中
心
と
し
て
、
正
規
労
働
者
が
働
き
す
ぎ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
も
う
一
度
見
直
し
て
、
人
間
ら
し
く
働
く
男
性
労
働
者
、
す
な
わ

ち
、
人
間
ら
し
く
働
く
正
規
労
働
者
が
増
加
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
非
正
規
労
働
者
の
あ
り
方
も
ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い

か
。

　

野
間
：
格
差
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
パ
ー
ト
と
正
社
員
と
の
間
や
、
有
期
と
無
期
と
の
間
の
格
差
な
ど
、
合
理
的
な
理
由
が
な
い
不
利
益

な
取
り
扱
い
は
禁
止
す
る
と
い
う
、
こ
れ
が
ま
ず
必
要
で
あ
る
。
逆
に
、
合
理
的
理
由
が
あ
っ
た
場
合
に
は
格
差
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、

し
か
し
合
理
的
な
理
由
が
あ
っ
て
一
応
格
差
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
格
差
に
は
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

パ
ー
ト
労
働
法
に
お
け
る
均
衡
待
遇
の
原
則
の
規
定
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
正
社
員
の
職
務
と
パ
ー
ト
の
職
務
の
分
析
に
つ
い
て
、
厚
生

労
働
省
が
作
成
し
て
い
る
職
務
評
価
と
い
う
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
企
業
に
お
い
て
も
実
際
に
活
用
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
く
こ

と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
職
務
評
価
の
場
合
、
正
社
員
と
パ
ー
ト
の
職
務
の
な
か
で
、
い
ろ
い
ろ
な
要
素
を
細
か
く
分
け
て
比
べ
る

こ
と
も
必
要
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
す
る
と
、
職
務
評
価
、
職
務
分
析
と
い
う
も
の
が
、
ど
の
ぐ
ら
い
で
き
る
も
の
な
の
か
、
こ
れ

か
ら
研
究
が
進
む
の
で
は
な
い
か
。

　

金
：
二
〇
〇
七
年
に
韓
国
で
は
非
正
規
職
保
護
法
が
施
行
さ
れ
た
が
、
同
法
が
規
定
す
る
契
約
期
間
は
二
年
で
あ
っ
た
。
政
府
が
非
正
規

労
働
者
を
保
護
す
る
た
め
に
、
二
〇
〇
九
年
に
は
、
非
正
規
雇
用
の
契
約
期
間
を
四
年
間
に
延
長
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
時
に
韓

国
の
労
働
組
合
は
強
力
に
反
対
し
た
。
つ
ま
り
。
四
年
間
と
い
う
期
間
が
必
要
で
は
な
く
、
正
規
職
を
要
求
し
て
い
る
と
訴
え
た
の
で
あ
る
。

女
性
非
正
規
職
に
は
特
有
の
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
ら
へ
の
対
策
が
必
要
で
あ
る
。
重
要
な
点
と
し
て
、
非
正
規
労
働
者
た
ち
が
労
働
組
合
に
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加
入
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
。
正
規
労
働
者
と
非
正
規
労
働
者
た
ち
が
連
帯
し
て
、
労
働
条
件
を
改
善
す
べ
き
で
あ
る
。

　

李
：
韓
国
で
は
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
危
機
か
ら
企
業
は
非
正
規
職
を
多
く
取
り
入
れ
て
、
パ
ニ
ッ
ク
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
問
題
を
解
決
す
る

た
め
に
、
法
律
さ
え
作
れ
ば
、
一
〇
〇
％
大
丈
夫
だ
ろ
う
と
考
え
て
法
律
を
作
っ
た
。
し
か
し
、
ま
た
新
し
い
問
題
が
生
み
出
さ
れ
た
。
そ

の
一
つ
は
、
派
遣
と
か
有
期
雇
用
を
規
制
す
る
と
、
今
回
は
ア
ウ
ト
・
ソ
ー
シ
ン
グ
と
い
う
、
請
負
、
偽
装
請
負
と
言
う
か
、
不
法
派
遣
に

逃
げ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
を
規
制
す
る
と
、
ま
た
ほ
か
の
と
こ
ろ
に
い
く
。
風
船
を
こ
う
つ
か
む
と
、
ま
た
別
の
と
こ
ろ
に

膨
ら
む
と
い
う
、
問
題
が
生
じ
る
。
つ
ま
り
、
法
律
を
作
れ
ば
大
丈
夫
だ
ろ
う
と
い
う
考
え
方
は
非
常
に
甘
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

非
正
規
職
の
格
差
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
法
の
制
定
や
改
正
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
プ
ラ
ス
し
て
、
労
働
者
の
意
識
、
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
、
ワ
ー
ク
ス
タ
イ
ル
を
変
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

ま
た
、
韓
国
に
は
ジ
ョ
ブ
が
足
り
な
い
と
い
わ
れ
る
点
に
つ
い
て
、
ジ
ョ
ブ
は
十
分
に
あ
る
が
、
ミ
ス
マ
ッ
チ
が
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。

大
学
進
学
率
が
約
八
割
と
な
り
、
昔
の
大
卒
が
行
っ
た
仕
事
を
し
た
い
と
思
っ
て
も
希
望
ど
お
り
に
職
が
見
つ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
他
の

仕
事
も
あ
る
の
で
、
自
分
の
能
力
に
ふ
さ
わ
し
い
仕
事
を
探
そ
う
と
思
え
ば
見
つ
か
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
を
し
な
い
。
少
子
化
の
影
響
で
公

務
員
に
な
り
た
い
、
大
手
企
業
に
入
り
た
い
と
い
う
希
望
が
多
い
。
だ
か
ら
、
本
務
校
の
図
書
館
に
行
く
と
、
半
分
ぐ
ら
い
が
卒
業
生
で
あ

る
。
み
ん
な
立
派
な
六
法
を
持
ち
、
弁
護
士
試
験
に
挑
戦
す
る
と
か
、
ま
た
は
公
務
員
試
験
を
受
け
る
こ
と
に
集
中
し
が
ち
だ
が
、
そ
う
い

う
意
識
こ
そ
変
え
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と
思
う
。
さ
ら
に
、
先
ほ
ど
の
「
フ
レ
キ
シ
キ
ュ
リ
テ
ィ
」
の
考
え
方
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
な

こ
と
が
総
合
的
に
も
と
め
ら
れ
て
い
る
時
代
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

以
上
、
四
名
の
報
告
者
に
対
す
る
質
疑
応
答
の
内
容
を
要
約
し
て
示
し
た
が
、
会
場
で
は
学
会
員
以
外
の
研
究
者
や
学
生
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
聴
講
者
か
ら
の
質
問
が
多
く
寄
せ
ら
れ
、
活
気
に
包
ま
れ
る
な
か
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
終
了
時
間
を
迎
え
た
。
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○
ま
と
め

　

神
尾
：
第
一
回
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
総
論
的
に
規
制
緩
和
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
が
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
そ
の
各
論
と

い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
労
働
の
分
野
に
焦
点
を
当
て
た
。
非
正
規
雇
用
の
問
題
は
、
韓
国
に
お
い
て
も
、
日
本
に
お
い
て
も
深
刻
な
社
会

問
題
と
な
り
、
ま
さ
に
労
働
法
や
社
会
政
策
の
出
番
と
も
い
え
る
。
現
実
を
変
え
て
い
く
た
め
に
は
、
非
正
規
労
働
者
の
労
働
条
件
が
遵
守

さ
れ
、
公
正
な
職
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
な
労
働
法
が
必
要
で
あ
り
、
法
律
を
現
実
に
根
付
か
せ
る
た
め
の
労
使
の
努
力
が
必
要
で
あ
る
。
ま

さ
に
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
が
非
正
規
労
働
者
に
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
非
正
規
労
働
者
の
問
題
は
、
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
の
中
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
正
規
労
働
者
の
問
題
と
表
裏
一
体
で
あ
る
。

　

最
近
、
日
本
経
済
新
聞
で
、「
無
限
定
社
員
」
と
い
う
言
葉
を
知
っ
た
。
こ
の
無
限
定
社
員
と
い
う
の
は
、
正
社
員
に
つ
い
て
言
わ
れ
て

い
る
言
葉
だ
が
、
労
働
契
約
上
、
無
限
定
の
労
務
の
提
供
義
務
を
負
っ
て
い
る
社
員
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
会
社
か
ら
転
勤
を
命
じ
ら

れ
れ
ば
、
全
国
ど
こ
へ
で
も
行
く
。
時
間
外
労
働
を
命
じ
ら
れ
れ
ば
何
時
間
で
も
働
く
。
こ
れ
が
無
限
定
社
員
で
あ
る
。
そ
の
対
比
と
し
て

非
正
規
労
働
者
が
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
先
ほ
ど
、
李
報
告
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
非
正
規
労
働
の
問

題
は
、
そ
の
問
題
だ
け
で
は
解
決
で
き
ず
、
こ
の
正
規
労
働
者
の
問
題
を
含
め
て
、
つ
ま
り
そ
の
国
の
、
そ
の
社
会
の
労
働
の
あ
り
方
全
体

を
考
え
な
け
れ
ば
、
本
当
の
解
決
は
で
き
な
い
と
い
う
、
非
常
に
難
し
い
問
題
で
あ
る
。

　

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
日
韓
の
労
働
法
研
究
者
に
よ
っ
て
、
非
正
規
雇
用
の
何
が
問
題
で
あ
り
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う

こ
と
を
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
と
、
国
際
的
視
野
を
持
っ
て
議
論
で
き
た
と
い
え
よ
う
。
本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
日
韓
の
学
問
的
、

文
化
的
交
流
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
廣
瀬
真
理
子
）
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【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】

李　

鋌
（
い　

じ
ょ
ん
）

韓
国
に
お
け
る
非
正
規
雇
用
の
実
態
と
課
題

一
、　
は
じ
め
に

　

二
〇
一
一
年
九
月
、雇
用
労
働
部
が
発
表
し
た
「
非
正
規
職
総
合
対
策
」
⑴

は
、所
得
の
低
い
労
働
者
を
経
済
的
に
支
援
し
、セ
ー
フ
テ
ィ
・

ネ
ッ
ト
お
よ
び
福
祉
の
拡
充
、
差
別
是
正
の
強
化
、
労
働
条
件
の
保
護
、
正
規
職
へ
の
転
換
機
会
の
拡
大
、
構
内
下
請
労
働
者
の
保
護
、
公

共
部
門
の
非
正
規
労
働
者
の
対
策
、
相
生
協
力
の
労
使
文
化
の
拡
散
な
ど
を
主
な
内
容
と
し
、
非
正
規
労
働
者
（
有
期
雇
用
・
パ
ー
ト
・
派

遣
）
に
対
す
る
差
別
を
解
消
す
る
こ
と
を
標
榜
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
二
〇
〇
七
年
の
「
期
間
制
お
よ
び
短
時
間
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す

る
法
律
」（
以
下
、「
期
間
制
法
」）、「
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
、「
派
遣
法
」）
の
制
定
な
ど
を
要
請
し
た
非
正
規
職

対
策
が
発
表
さ
れ
て
か
ら
四
年
ぶ
り
に
出
さ
れ
た
対
策
で
あ
る
。
韓
国
政
府
は
昨
今
の
「
所
得
の
二
極
化
」
と
、
大
企
業
・
中
小
企
業
間
の

格
差
と
非
正
規
雇
用
問
題
が
中
核
の
争
点
と
し
て
浮
上
し
た
こ
と
を
受
け
、
非
正
規
雇
用
の
問
題
点
と
保
護
対
象
の
必
要
性
と
、
正
規
労
働

者
と
同
種
・
類
似
業
務
に
従
事
し
な
が
ら
、
不
合
理
な
差
別
を
受
け
て
い
る
、
セ
ー
フ
テ
ィ
・
ネ
ッ
ト
か
ら
漏
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
脆
弱

し
た
労
働
環
境
に
置
か
れ
て
い
る
労
働
者
に
そ
の
重
点
を
置
き
、
彼
ら
に
対
す
る
対
策
を
講
じ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
労
働

界
と
経
営
界
は
、
今
回
の
対
策
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
見
解
の
相
違
を
示
し
て
お
り
、
こ
れ
に
関
す
る
詳
細
な
内
容
は
、
非
正
規
職
保
護
法
の

施
行
以
後
の
争
点
な
ど
を
検
討
し
た
う
え
、
後
述
す
る
。

　

二
〇
一
一
年
七
月
一
日
付
け
で
、
非
正
規
労
働
者
の
保
護
を
目
的
と
し
て
制
定
・
改
正
さ
れ
た
非
正
規
職
保
護
法
（「
期
間
制
法
」
お
よ

韓
国
外
国
語
大
学
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
教
授
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び
「
派
遣
法
」
を
指
す
）
が
施
行
さ
れ
て
か
ら
四
年
を
迎
え
て
お
り
、
そ
の
立
法
目
的
は
、
非
正
規
労
働
者
に
対
す
る
差
別
と
濫
用
の
改
善

と
企
業
の
合
理
的
な
基
準
の
構
築
、
即
ち
「
非
正
規
雇
用
の
安
定
と
労
働
条
件
に
お
け
る
差
別
禁
止
」
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
⑵

。　

　

従
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
二
〇
〇
七
年
に
非
正
規
雇
用
関
連
法
な
ど
が

施
行
さ
れ
た
後
、
雇
用
環
境
が
変
化
さ
れ
た
実
態
と
主
な
中
核
内
容
で
あ
る
非

正
規
雇
用
の
安
定
、
差
別
禁
止
な
ど
に
関
連
し
た
法
的
争
点
、
特
に
派
遣
法
上
、

多
大
な
問
題
を
招
い
て
い
る
不
法
派
遣
お
よ
び
偽
装
請
負
と
期
間
制
法
の
争

点
と
差
別
解
消
に
関
し
検
討
し
、
ま
た
非
正
規
保
護
法
の
施
行
と
そ
の
課
題
に

つ
い
て
考
察
す
る
。

　

二
、「
非
正
規
雇
用
保
護
法
」
の
施
行
後
の
変
化
と
問
題

一　

非
正
規
雇
用
の
変
化

　

二
〇
〇
七
年
七
月
に
い
わ
ゆ
る
「
非
正
規
雇
用
保
護
法
」
が
施
行
さ
れ
て
か

ら
、
二
〇
一
一
年
七
月
ま
で
四
年
間
に
亘
る
非
正
規
雇
用
の
変
化
に
つ
い
て
検

討
す
る
と
、
下
記
の
〈
表
─一
〉
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

二
〇
一
一
年
上
半
期
（
三
月
時
点
）
の
非
正
規
労
働
者
は
五
五
七
万
一
千
人

と
し
て
、
対
前
年
同
月
比
、
二
七
万
三
千
人
増
加
し
て
お
り
（
賃
金
労
働
者
の

中
、
三
三
．
八
％
、
〇
．
七
％
ｐ
増
加
）、
正
規
労
働
者
は
一
、一
二
九
万
四
千

人
と
し
て
一
七
万
五
千
人
増
加
し
て
い
る
。

　

そ
れ
に
対
し
、
非
正
規
労
働
者
の
数
は
、
二
〇
〇
七
年
三
月
（
五
、

七
七
三
千
人
）
を
境
に
、
小
幅
に
騰
落
す
る
様
相
で
あ
り
、
賃
金
労
働
者
の
中
、
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非
正
規
労
働
者
の
割
合
も
二
〇
〇
四
年
（
三
七
．
〇
％
）
を
境
に
減
少
す
る
様
相
を
見
せ
な
が
ら
、
二
〇
〇
八
年
八
月
以
後
、
三
三
％
台
で

停
滞
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
二
〇
〇
七
年
三
月
以
後
、
非
正
規
職
保
護
法
が
施
行
さ
れ
て
か
ら
、
二
〇
〇
七
年
八
月
よ
り
非
正
規
労
働
者
の

割
合
が
小
幅
の
騰
落
を
繰
り
返
し
な
が
ら
全
体
的
に
減
少
す
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

　

二
〇
〇
七
年
七
月
以
後
、
非
正
規
雇
用
保
護
法
が
施
行
さ
れ
、
二
〇
〇
七
年

八
月
か
ら
非
正
規
労
働
者
の
割
合
が
小
幅
に
騰
落
を
繰
り
返
し
、
全
体
的
に

徐
々
に
減
少
す
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
正
規
労
働
者
の
割
合
は
〈
表
─一
〉

が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
二
〇
〇
七
年
の
六
三
．
三
％
か
ら
二
〇
一
一
年
の

六
六
．
二
％
へ
増
加
し
て
い
る
が
、
非
正
規
職
の
割
合
は
二
〇
〇
七
年
の
三
六
．

七
％
か
ら
二
〇
一
一
年
の
三
三
．
八
％
へ
減
少
し
て
い
る
。
同
資
料
に
基
づ
い

て
考
察
す
る
と
、
過
去
四
年
間
の
非
正
規
雇
用
保
護
法
の
施
行
が
、
非
正
規
職

の
減
少
と
正
規
雇
用
の
増
加
に
対
す
る
実
効
性
の
有
無
を
見
せ
て
い
る
と
評
価

で
き
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、〈
表
─二
〉
か
ら
は
、
以
下
の
副
作
用
も
類
推
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
〈
表
─二
〉
は
、
正
規
労
働
者
は
増
加
す
る
反
面
、
非
正
規
労
働
者
は
減
少
し

て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
し
か
し
、
特
徴
的
な
こ
と
は
、
派
遣
は
減
っ
て

い
る
も
の
の
、
請
負
の
比
率
が
逆
に
増
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
企
業

が
コ
ス
ト
を
節
約
す
る
と
同
時
に
派
遣
法
上
の
規
制
を
避
け
る
た
め
に
、
不
法

派
遣
や
偽
装
請
負
の
雇
用
形
態
を
取
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
と
、
類
推

で
き
る
。

　

企
業
が
戦
略
的
に
構
内
請
負
の
よ
う
な
間
接
雇
用
形
態
を
さ
ら
に
好
む
よ
う
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に
な
る
に
伴
い
、
不
法
派
遣
や
偽
装
請
負
の
よ
う
な
問
題
も
増
加
す
る
よ
う
に
な
っ

た
⑶

。
周
知
の
通
り
、
非
正
規
雇
用
保
護
法
の
施
行
以
後
、
最
大
の
争
点
の
一
つ
は
、

不
法
派
遣
と
偽
装
請
負
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
同
法
律
の
立
法
趣
旨
と
は
異
な

り
、
む
し
ろ
非
正
規
雇
用
を
増
加
さ
せ
る
と
共
に
、
不
法
派
遣
や
偽
装
請
負
の
よ
う

に
新
た
な
法
的
問
題
が
浮
上
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

二　

構
内
請
負
お
よ
び
派
遣
に
お
け
る
法
的
問
題

　

企
業
が
、
雇
用
に
お
け
る
柔
軟
性
を
高
め
る
方
法
と
し
て
、
現
在
の
よ
う
に
派
遣

対
象
業
務
が
制
限
さ
れ
て
い
る
限
り
、
コ
ス
ト
を
節
約
す
る
た
め
に
業
務
請
負
以
外

は
選
択
の
余
地
が
少
な
い
。
そ
の
た
め
、
現
行
派
遣
法
が
二
年
と
い
う
派
遣
期
間
の

制
限
を
置
い
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
雇
用
の
硬
直
性
や
労
働
者
に
対
す
る
雇
用

の
不
安
定
の
原
因
に
な
り
う
る
た
め
、
改
善
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
指
摘
も
あ
る
⑷

。

な
お
、
製
造
業
が
依
然
と
し
て
派
遣
の
対
象
業
務
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、

こ
れ
は
企
業
の
労
働
力
運
営
の
硬
直
化
を
招
き
、
製
造
業
分
野
に
お
い
て
構
内
下
請

を
好
む
原
因
と
し
て
働
い
て
い
る
指
摘
も
あ
る
⑸

。
特
に
、
構
内
下
請
の
場
合
、
形

式
的
に
は
請
負
契
約
を
締
結
し
て
い
る
も
の
の
、
実
際
に
は
労
働
者
派
遣
の
よ
う
に

運
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

　

上
記
の
理
由
か
ら
、
労
働
者
派
遣
事
業
は
、
派
遣
法
の
制
定
当
時
の
政
府
の
意
図

や
期
待
と
は
異
な
り
、
活
性
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
派
遣
法
上
の
制
限
を
避
け
る
た
め
に
む
し
ろ
業
務
請
負
の
よ
う
な
間
接
雇
用
が
拡
大
さ
れ

て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
派
遣
法
の
施
行
後
、
使
用
者
は
派
遣
型
と
請
負
型
の
長
所
の
み
を
取
る
方
式
、
つ
ま
り
、
実
質
的
に
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は
派
遣
型
の
よ
う
に
指
揮
命
令
権
を
有
し
な
が
ら
も
、
形
式
的
に
は
労
働
法
上
の
責
任
を
持
た
な
い
請
負
型
の
方
式
を
維
持
し
発
展
さ
せ
て

き
た
⑹

。
以
下
、
不
法
派
遣
や
偽
装
請
負
の
主
な
争
点
に
つ
い
て
、
大
法
院
（
最
高
裁
）
事
例
を
通
じ
て
、
さ
ら
に
検
討
す
る
。

（
一
）
現
代
ミ
ポ
造
船
事
件
⑺

ア
、
事
件
の
概
要
⑻

○　

現
代
ミ
ポ
造
船
は
、
国
内
外
の
各
種
の
船
舶
の
修
理
・
改
造
お
よ
び
船
舶
の
建
造
な
ど
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
会
社
と
し
て
、

そ
の
構
内
下
請
会
社
で
あ
る
ヨ
ン
イ
ン
企
業
（
個
人
企
業
）
に
船
舶
修
理
業
務
を
請
け
負
っ
て
い
た
。

　

ヨ
ン
イ
ン
企
業
は
、
一
九
七
八
年
に
設
立
さ
れ
、
現
代
ミ
ポ
造
船
か
ら
船
舶
エ
ン
ジ
ン
付
属
品
の
検
査
お
よ
び
修
理
業
務
を
請
け
負
っ

て
い
た
ソ
ム
ン
企
業
を
引
き
受
け
、
商
号
を
ヨ
ン
イ
ン
企
業
と
変
更
し
た
後
、
現
代
ミ
ポ
造
船
か
ら
上
記
の
業
務
を
引
き
続
き
請
け
負
っ

て
き
た
が
、
二
〇
〇
三
年
一
月
、
修
理
造
船
の
物
量
減
少
に
よ
る
収
益
性
の
悪
化
な
ど
の
理
由
か
ら
廃
業
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
原
告
ら

は
ヨ
ン
イ
ン
企
業
に
所
属
し
て
い
な
が
ら
、
ヨ
ン
イ
ン
企
業
が
現
代
ミ
ポ
造
船
か
ら
請
け
負
っ
て
い
た
業
務
を
行
な
う
者
と
し
て
、
自
分

ら
は
現
代
ミ
ポ
造
船
の
従
業
員
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

○　

こ
れ
に
対
し
、
蔚
山
地
方
法
院
（
地
裁
）
お
よ
び
釜
山
高
等
法
院
（
高
裁
）
は
、
ヨ
ン
イ
ン
企
業
の
実
体
を
認
め
な
が
ら
、
原
告
ら

が 

現
代
ミ
ポ
造
船
の
従
業
員
の
地
位
に
あ
る
こ
と
を
否
定
し
、
な
お
か
つ
、
当
該
労
務
提
供
関
係
も
労
働
者
派
遣
で
は
な
く
、
請
負
関

係
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

　

な
お
、
蔚
山
地
方
法
院
お
よ
び
釜
山
高
等
法
院
は
、
当
該
労
務
提
供
関
係
が
仮
に
労
働
者
派
遣
で
あ
る
と
し
て
も
、
旧
派
遣
法
の
雇
用

擬
制
の
規
定
（
第
六
条
第
三
項
）
は
適
法
派
遣
の
み
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
不
法
派
遣
で
あ
る
同
事
件
に
お
い
て
雇
用
擬
制
を
前
提

と
す
る
主
張
は
理
由
が
な
い
と
棄
却
し
た
。

　

し
か
し
、
大
法
院
（
最
高
裁
）
は
、
原
告
ら
と
現
代
ミ
ポ
造
船
と
の
間
に
「
黙
示
の
労
働
契
約
関
係
」
が
あ
る
と
判
決
し
、
原
審
を
破

棄
差
戻
し
た
。
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イ
、
事
案
の
検
討

　

同
事
件
の
争
点
は
、（
一
）
原
告
ら
は
、
ヨ
ン
イ
ン
企
業
は
労
務
代
行
機
関
に
過
ぎ
な
い
ほ
ど
実
体
が
な
い
上
、
原
告
ら
は
最
初
か
ら
被

告
人
で
あ
る
現
代
ミ
ポ
造
船
と
の
間
に
労
働
関
係
が
成
立
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
、（
二
）
そ
れ
と
も
、
原
告
ら
と
現
代
ミ

ポ
造
船
と
の
労
働
関
係
の
実
質
は
派
遣
労
働
関
係
に
あ
り
、
し
か
も
派
遣
対
象
業
務
で
も
な
い
「
不
法
派
遣
」
に
当
た
る
の
で
、
旧
労
働
者

派
遣
法
の
第
六
条
第
三
項
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
二
年
が
経
過
し
た
時
点
で
、
被
告
の
現
代
ミ
ポ
造
船
に
直
接
雇
用
さ
れ
て
い
た
と
み
な
さ
れ

か
ど
う
か
が
争
点
と
な
っ
た
。

　
　

争
点
（
一
）：　

　

判
例
は
、
下
請
会
社
に
対
し
、
業
務
遂
行
の
独
自
性
や
事
業
経
営
の
独
立
性
を
持
た
な
い
ま
ま
、 

元
請
会
社
の
一
個
の
事
業
部
署
と
し
て

機
能
し
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
「
労
務
代
行
機
関
」
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
し
、
下
請
会
社
の
労
働
者
は
現
代
ミ
ポ
造
船
と
黙
示
の
労

働
関
係
に
あ
っ
た
と
判
断
し
て
お
り
、
こ
れ
は
直
接
労
働
関
係
が
成
立
す
る
法
律
効
果
を
発
生
さ
せ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
下
請
会
社
の
実
体
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
、
下
請
会
社
の
労
働
者
の
法
的
地
位
が
空
白
状
態
と
な
り
、
雇
用
関
係
が
不
安

定
に
な
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
考
案
さ
れ
た
の
は
、
下
請
会
社
の
労
働
者
と
元
請
会
社
と
の
間
に
「
黙
示
の
労
働
契
約
の
成
立
」
を
認
め
る

法
理
構
成
で
あ
る
⑼

。
し
か
し
、
こ
の
法
理
に
よ
っ
て
、
元
請
会
社
と
下
請
会
社
と
の
労
働
者
と
の
間
の
使
用
従
属
関
係
お
よ
び
、
こ
れ
を

前
提
と
す
る
雇
用
関
係
の
意
思
を
客
観
的
に
追
認
す
る
こ
と
が
相
当
困
難
で
あ
る
た
め
に
、
①
下
請
会
社
が
企
業
と
し
て
の
独
立
性
（
な
い

し
独
自
性
）
が
欠
け
、
事
実
上
元
請
会
社
の
労
務
担
当
代
行
機
関
に
過
ぎ
な
い
の
か
、
②
元
請
会
社
が
下
請
会
社
の
労
働
者
に
対
し
、
指
揮
・

命
令
以
外
に
採
用
や
配
転
・
懲
戒
・
解
雇
等
の
人
事
管
理
を
行
な
っ
て
い
る
の
か
、
③
構
内
下
請
会
社
の
労
働
者
の
賃
金
が
実
質
的
に
元
請

会
社
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
下
請
会
社
を
媒
介
に
支
給
さ
れ
て
い
る
の
か
、
等
の
要
件
が
整
っ
て
い
る
場
合
に
、
黙
示
の
労
働
契
約
関
係
を

認
め
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
⑽

。

　
　

争
点
（
二
）：

　

法
院
は
、
構
内
下
請
関
係
に
黙
示
の
労
働
契
約
法
理
を
適
用
し
、
直
接
労
働
関
係
を
認
め
た
の
は
、
こ
れ
が
初
め
て
で
は
な
い
。
大
法
院
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は
、
す
で
に
二
〇
〇
二
年
の
ギ
ョ
ン
ギ
化
学
判
決
⑾

や
二
〇
〇
三
年
の
Ｓ
Ｋ
（
イ
ア
ン
サ
イ
ド
コ
リ
ア
）
判
決
⑿

に
お
い
て
、
同
法
理
を
適

用
し
、
労
働
関
係
が
成
立
し
た
と
認
め
た
。
し
か
し
、
同
法
理
が
用
い
ら
れ
た
ケ
ー
ス
は
少
な
い
。
同
法
理
が
認
め
れ
る
た
め
に
は
、
下
請

会
社
の
実
体
が
ま
っ
た
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
実
体
の
判
断
に
お
い
て
法
院
は
相
当
柔
軟
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
と

判
断
さ
れ
る
⒀

。
と
こ
ろ
で
、
現
代
ミ
ポ
造
船
の
判
決
は
、
上
記
の
二
つ
の
判
決
と
は
異
な
り
、「
事
業
主
と
し
て
の
実
体
」
よ
り
、「
労
働

関
係
の
存
在
」
に
さ
ら
に
重
点
を
置
き
、
黙
示
の
労
働
関
係
の
成
立
を
判
断
し
た
の
で
あ
る
⒁

。
こ
れ
は
、
資
本
構
造
に
よ
る
支
配
な
ど
法

人
格
否
認
論
の
論
理
よ
り
は
、
下
請
会
社
の
独
立
性
が
以
前
よ
り
は
顕
著
化
し
て
い
る
現
実
を
考
慮
し
反
映
し
た
結
果
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
偽
装
請
負
と
不
法
派
遣
に
お
い
て
、
ず
で
に
元
請
・
下
請
の
当
事
者
ら
は
、
学
習
効
果
を
経
験
し
て
お
り
、
彼
ら
を
分

類
す
る
判
断
に
お
い
て
、
何
を
徴
表
と
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
さ
ら
に
複
雑
に
な
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。

（
二
）　

現
代
自
動
車
事
件
⒂

ア
、
事
件
の
概
要

○　

被
告
補
助
参
加
人
（
以
下
、「
参
加
人
」）
の
現
代
自
動
車
株
式
会
社
は
、
自
動
車
の
製
造
・
販
売
を
業
と
す
る
会
社
で
あ
り
、
原
告

ら
は
参
加
人
の
蔚
山
工
場
の
構
内
協
力
会
社
で
あ
る
ジ
ョ
ン
ハ
企
業
な
ど
（
以
下
、「
協
力
会
社
」）
に
入
社
し
勤
務
し
て
き
た
労
働
者
で

あ
る
が
、
二
〇
〇
五
年
二
月
、
長
期
間
無
断
欠
勤
と
作
業
場
所
の
無
断
離
脱
な
ど
の
理
由
か
ら
解
雇
さ
れ
た
。
原
告
ら
は
、
こ
の
解
雇
に

対
し
、
釜
山
地
方
労
働
委
員
会
に
不
当
解
雇
お
よ
び
不
当
労
働
行
為
救
済
を
申
し
込
み
し
つ
つ
、
協
力
会
社
ら
は
経
営
上
の
独
立
性
が
な

い
会
社
と
し
て
、
参
加
人
が
実
質
的
な
原
告
ら
の
使
用
者
で
あ
り
、
参
加
人
が
原
告
ら
の
労
働
組
合
活
動
を
嫌
悪
し
、
構
内
協
力
会
社
に

よ
っ
て
原
告
ら
を
解
雇
す
る
よ
う
に
し
た
後
、
原
告
ら
の
労
務
受
領
を
拒
否
し
た
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
釜
山
地
方
労
働
委
員

会
は
、
参
加
人
が
原
告
ら
の
使
用
者
で
は
な
い
と
の
理
由
か
ら
、
原
告
の
申
請
を
全
て
却
下
し
た
。

　

原
告
ら
は
、
こ
れ
に
不
服
し
、
中
央
労
働
委
員
会
に
不
当
解
雇
お
よ
び
不
当
労
働
行
為
救
済
の
再
審
申
込
を
行
っ
た
。
中
央
労
働
委
員

会
は
、
上
記
の
初
審
判
定
と
同
様
の
理
由
か
ら
、
原
告
ら
の
再
審
申
込
を
全
て
棄
却
し
た
。
そ
こ
で
、
原
告
ら
は
、
ソ
ウ
ル
行
政
法
院
に
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再
審
判
定
の
取
消
を
求
め
る
訴
を
提
起
し
た
も
の
の
、
そ
れ
も
ま
た
棄
却
さ
れ
、
さ
ら
に
ソ
ウ
ル
高
等
法
院
に
お
い
て
も
原
告
ら
の
控
訴

が
棄
却
さ
れ
る
と
、
大
法
院
に
上
告
し
た
。

○　

一
方
、
大
法
院
は
、
原
告
ら
の
上
告
を
一
部
引
用
し
、
不
当
解
雇
お
よ
び
不
当
労
働
行
為
の
救
済
申
込
の
当
事
者
と
し
て
、
元
請
会

社
で
あ
る
現
代
自
動
車
の
使
用
者
性
を
認
め
、
下
請
会
社
ら
が
事
業
主
と
し
て
の
独
自
性
が
な
い
か
、
独
立
性
を
喪
失
し
た
と
見
ら
れ
る

程
度
で
、
そ
の
存
在
が
形
式
的
・
名
目
的
で
あ
る
こ
と
と
見
ら
れ
な
い
と
し
、
原
告
ら
と
元
請
会
社
と
の
間
に
黙
示
の
労
働
契
約
関
係
の

成
立
を
否
定
し
た
原
審
の
判
断
は
正
当
で
あ
る
と
判
断
し
、
原
告
ら
が
下
請
会
社
に
雇
用
さ
れ
た
後
、
元
請
会
社
の
事
業
場
に
派
遣
さ
れ
、

元
請
会
社
か
ら
直
接
労
務
指
揮
を
受
け
る
労
働
者
派
遣
関
係
に
あ
る
と
判
断
し
た
。
ま
た
、
原
告
甲
の
上
告
を
一
部
引
用
し
、
直
接
雇
用

み
な
し
規
定
は
適
法
の
労
働
者
派
遣
の
み
な
ら
ず
、
違
法
の
労
働
者
派
遣
に
も
適
用
さ
れ
る
と
見
て
、
こ
れ
を
否
定
し
た
二
審
の
判
決
を

破
棄
差
し
戻
し
た
。
そ
の
一
方
、
原
告
乙
は
、
元
請
会
社
と
の
間
に
労
働
者
派
遣
関
係
は
認
め
ら
れ
る
が
、
使
用
期
間
が
二
年
に
な
っ
て

い
な
い
の
で
、
直
接
雇
用
み
な
し
規
定
が
適
用
さ
れ
る
余
地
は
な
い
と
し
て
、
こ
の
部
分
に
対
し
て
は
上
告
を
棄
却
し
た
。

○　

こ
の
事
件
は
高
等
法
院
に
差
し
戻
さ
れ
、
さ
ら
に
検
討
が
加
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
高
等
法
院
に
お
い
て
も
大
法
院
の
差
戻
し
判
決

の
内
容
が
基
本
的
に
維
持
さ
れ
、
今
年
二
月
の
再
上
告
審
で
あ
る
大
法
院
に
お
い
て
確
定
さ
れ
た
。

イ
、
事
案
の
検
討

　

同
事
件
の
争
点
は
、（
一
）
原
告
と
元
請
会
社
が
黙
示
の
労
働
関
係
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
、（
二
）
労
働
者
派
遣
関
係
の
該
当
す
る
か
ど

う
か
、（
三
）
違
法
派
遣
に
お
い
て
も
直
接
雇
用
み
な
し
規
定
が
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
、
な
ど
で
あ
る
。

　
　

争
点
（
一
）：

　

大
法
院
は
、
請
負
会
社
が
事
業
主
の
独
自
性
が
な
い
か
、
独
立
性
を
喪
失
し
た
と
見
ら
れ
る
程
度
で
、
そ
の
存
在
が
形
式
的
・
名
目
的
で

あ
る
こ
と
と
し
て
み
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
黙
示
の
労
働
契
約
関
係
の
成
立
は
否
定
し
た
。

　

大
法
院
が
、
現
代
ミ
ポ
造
船
事
件
で
示
し
た
「
黙
示
の
労
働
契
約
関
係
の
成
立
」
に
対
す
る
判
断
基
準
に
つ
い
て
み
る
と
、
①
業
務
遂
行
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の
独
自
性
を
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
（
労
務
代
行
機
関
に
過
ぎ
な
い
か
ど
う
か
）、
②
元
請
会
社
が
、
下
請
労
働
者
に
対
し
支
配
従
属
的
立

場
か
ら
労
務
を
受
領
し
て
い
た
か
ど
う
か
、
③
賃
金
を
含
む
諸
般
条
件
に
お
け
る
決
定
権
を
元
請
会
社
が
持
っ
て
お
り
、
元
請
会
社
が
労
働

者
を
採
用
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
な
ど
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
。

　

こ
こ
で
、
現
代
自
動
車
事
件
と
現
代
ミ
ポ
造
船
事
件
の
判
断
基
準
を
比
較
し
て
み
る
と
、
現
代
自
動
車
事
件
の
場
合
、
上
記
の
①
の
採
用
・

昇
進
・
懲
戒
な
ど
の
人
事
労
務
管
理
に
対
し
、
直
接
介
入
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
れ
を
除
い
た
ら
、
そ
の
他
に
独
自
的
な
事

業
運
営
や
事
業
経
営
に
必
要
な
自
己
所
有
の
事
務
室
・
作
業
道
具
・
保
有
技
術
な
ど
は
全
く
な
く
、
②
・
③
等
に
お
い
て
も
現
代
ミ
ポ
造
船

の
場
合
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

　

本
件
で
は
、
構
内
下
請
会
社
が
人
事
労
務
管
理
の
自
律
性
を
あ
る
程
度
有
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
重
視
し
、
業
務
遂
行
の
独
自
性
や
事

業
経
営
の
独
立
性
を
認
め
た
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
従
業
員
教
育
を
元
請
会
社
が
実
質
的
に
管
理
・
統
制
し
て
い
た
と
い
う
事
情
を
考
慮

す
れ
ば
、
構
内
下
請
会
社
が
有
し
て
い
る
人
事
権
の
自
律
性
も
極
め
て
制
限
的
で
あ
る
と
し
か
い
え
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
程
度
の
差
異
が
現
代
ミ
ポ
造
船
事
件
と
は
異
な
っ
た
結
論
に
至
る
の
か
に
つ
い
て
疑
問
で
あ
る
と
の
見
解
も
あ
る
⒃

。
し
か

し
、
労
働
者
の
派
遣
関
係
に
お
い
て
は
、
下
請
会
社
の
実
体
は
重
要
な
判
断
根
拠
と
な
る
。
つ
ま
り
、
現
代
ミ
ポ
造
船
事
件
で
は
、
下
請
会

社
の
実
体
が
不
在
し
、
労
働
者
の
法
的
地
位
を
保
全
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
上
記
の
現
代
自
動
車
事
件
は
、
独

立
的
な
下
請
会
社
の
存
在
が
認
め
ら
れ
た
た
め
に
、
そ
れ
を
前
提
に
違
法
派
遣
の
有
無
を
判
断
し
た
事
例
だ
っ
た
と
評
価
で
き
る
。

　
　

争
点
（
二
）：

　

大
法
院
は
、労
働
者
派
遣
関
係
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、①
参
加
人
の
自
動
車
組
立
・
生
産
作
業
は
、そ
の
大
半
が
コ
ン
ベ
ヤ
ー
・

ベ
ル
ト
を
利
用
し
た
自
動
流
れ
方
式
で
進
行
し
、
原
告
ら
は
コ
ン
ベ
ヤ
ー
・
ベ
ル
ト
の
左
右
に
参
加
人
の
正
規
労
働
者
と
混
在
し
、
元
請
会

社
の
意
図
に
よ
り
作
業
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
②
参
加
人
は
、
同
事
件
の
構
内
下
請
会
社
の
労
働
者
に
対
す
る
一
般
的
な
作
業
配
置
権
と
変
更

決
定
権
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
③
参
加
人
は
原
告
ら
お
よ
び
そ
の
直
営
労
働
者
に
対
し
、
始
業
お
よ
び
終
業
時
間
の
決
定
や
休
憩
時
間
の
付

与
な
ど
に
対
し
決
定
権
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
④
参
加
人
は
正
規
労
働
者
の
欠
員
が
発
生
し
た
場
合
、
構
内
下
請
会
社
の
労
働
者
に
よ
っ
て
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そ
の
欠
員
を
代
替
さ
せ
、
参
加
人
は
構
内
協
力
会
社
の
労
働
者
に
対
す
る
勤
怠
状
況
、
人
員
現
況
な
ど
を
把
握
・
管
理
し
て
い
た
こ
と
な
ど

の
点
に
鑑
み
、
構
内
下
請
会
社
所
属
の
労
働
者
は
、
参
加
人
に
派
遣
さ
れ
、
直
接
指
揮
命
令
を
受
け
る
派
遣
関
係
に
あ
っ
た
と
判
断
し
た
。

　

こ
れ
と
関
連
し
、
大
法
院
の
基
準
に
よ
る
と
、
下
請
会
社
の
実
体
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
黙
示
の
契
約
法
理
が
援
用
さ
れ
る
可
能
性

が
低
く
な
り
、
元
請
会
社
と
下
請
会
社
の
労
働
者
と
の
関
係
が
請
負
か
派
遣
か
の
問
題
に
帰
結
さ
れ
る
。
元
請
会
社
が
、
構
内
下
請
会
社
の

労
働
者
を
実
質
的
に
指
揮
・
監
督
す
る
と
、
派
遣
に
該
当
す
る
。
こ
れ
を
受
け
、
下
請
会
社
の
実
体
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
指
揮
・
監
督

権
を
行
使
し
た
と
の
理
由
か
ら
、
両
者
を
法
的
派
遣
関
係
と
し
て
解
釈
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
下
請
会
社
と
所
属
労
働
者
と
の

労
働
関
係
が
存
在
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、「
派
遣
」
を
媒
介
と
し
て
元
請
会
社
に
対
し
、「
直
接
雇
用
義
務
」
を
与
え
、
結
果
的
に
黙
示

の
労
働
契
約
関
係
に
類
似
し
た
結
果
が
導
か
れ
る
。

　

従
っ
て
、
下
請
会
社
の
実
体
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
元
請
会
社
の
指
揮
・
監
督
権
の
行
使
の
み
な
ら
ず
、
彼
ら
の
採
用
・
配
転
・
解
雇
の

よ
う
な
人
事
権
お
よ
び
賃
金
決
定
権
を
実
質
的
に
行
使
す
る
場
合
に
限
っ
て
、
派
遣
関
係
を
認
め
る
の
が
望
ま
し
い
し
⒄

、
下
請
会
社
の
実

体
が
な
い
場
合
に
は
黙
示
の
労
働
契
約
関
係
法
理
が
適
用
さ
れ
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

争
点
（
三
）：　

　

大
法
院
は
、「
違
法
派
遣
に
お
い
て
も
、
直
接
雇
用
み
な
し
規
定
を
適
用
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
旧
派
遣
法
第
六
条
の
「
雇
用
み
な

し
規
定
」⒅

は
、
派
遣
法
の
第
二
条
の
第
一
号
で
定
義
し
て
い
る
「
労
働
者
派
遣
」
が
あ
り
、
そ
の
労
働
者
派
遣
が
二
年
を
超
え
て
継
続
す

る
事
実
か
ら
、
派
遣
先
と
派
遣
労
働
者
と
の
間
に
直
接
労
働
関
係
が
成
立
す
る
と
い
う
意
味
を
有
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
と
は
異
な
り
、

上
記
の
規
定
が
い
わ
ば
適
法
の
労
働
者
派
遣
に
限
っ
て
適
用
さ
れ
る
も
の
と
縮
小
解
釈
す
る
の
は
、
そ
の
文
言
や
立
法
趣
旨
な
ど
に
鑑
み
、

何
の
根
拠
が
な
い
」
と
し
た
。

　

こ
の
法
理
は
、
二
〇
〇
八
年
の
イ
ェ
ス
コ
事
件
⒆

の
大
法
院
全
員
合
意
体
の
判
決
か
ら
す
で
に
確
立
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
本
件
で

も
こ
れ
を
確
認
し
て
い
る
⒇

。
こ
の
問
題
は
、
二
〇
一
二
年
二
月
、
派
遣
法
改
正
の
際
に
「
不
法
派
遣
」
に
つ
い
て
は
使
用
期
間
を
問
わ
ず

派
遣
先
に
直
接
雇
用
義
務
を
課
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
立
法
的
に
解
決
し
た
（
第
六
条
の
二
第
一
項
）。
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も
う
一
つ
違
法
派
遣
と
関
連
し
て
、
直
接
雇
用
義
務
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
、
な
ぜ
「
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
」
が
締
結
さ
れ

て
い
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、
大
法
院
は
「
不
法
派
遣
に
対
し
み
な
し
規
定
が
適
用
さ
れ
る
と
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
も
の

と
し
て
見
る
べ
き
特
別
な
事
情
が
な
い
限
り
、
原
則
的
に
期
間
の
定
め
の
な
い
無
期
契
約
と
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
が
、

な
ぜ
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
法
的
根
拠
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
�

。

（
三
）　

現
代
重
工
業
事
件
�

ア
、
事
件
の
概
要

○　

現
代
重
工
業
は
船
舶
建
造
お
よ
び
修
理
販
売
業
を
営
む
会
社
と
し
て
、
そ
の
構
内
下
請
会
社
で
あ
る
ウ
ォ
ン
イ
ル
企
業
株
式
会
社
と

請
負
契
約
を
締
結
し
た
後
、
現
代
重
工
業
の
造
船
事
業
部
エ
ン
ジ
ン
機
械
事
業
本
部
鋳
造
部
、
造
船
事
業
部
建
造
三
部
お
よ
び
艤
装
三
部

所
属
の
塗
装
・
糸
状
・
鋳
造
作
業
を
行
な
わ
せ
た
。

　

原
告
ら
は
塗
装
工
と
し
て
、
ウ
ォ
ン
イ
ル
企
業
に
入
社
し
た
後
、
現
代
重
工
業
の
作
業
場
に
お
い
て
、
上
記
の
請
負
契
約
に
よ
る
業
務

を
遂
行
し
て
き
た
が
、
二
〇
〇
三
年
十
一
月
、
ウ
ォ
ン
イ
ル
企
業
が
廃
業
公
告
を
行
い
原
告
ら
を
解
雇
す
る
と
、
原
告
ら
は
現
代
重
工
業

と
ウ
ォ
ン
イ
ル
企
業
を
相
手
に
不
当
解
雇
お
よ
び
不
当
労
働
行
為
（
支
配
介
入
、
不
利
益
取
扱
い
）
救
済
申
込
を
行
っ
た
。

○ 

こ
れ
に
対
し
、
釜
山
地
方
労
働
委
員
会
は
、
現
代
重
工
業
に
対
す
る
請
求
は
同
社
は
使
用
者
で
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
全
て
却
下
し
、

ウ
ォ
ン
イ
ル
企
業
に
対
す
る
請
求
は
全
て
認
め
た
も
の
の
、
中
央
労
働
委
員
会
は
現
代
重
工
業
に
対
し
て
も
支
配
介
入
に
よ
る
不
当
労
働

行
為
を
認
め
た
（
た
だ
、
現
代
重
工
業
に
対
す
る
不
当
解
雇
お
よ
び
不
利
益
取
扱
い
は
、
初
審
決
定
と
同
様
に
労
働
者
の
請
求
を
退
け
た
）。

　

原
告
ら
は
、
現
代
重
工
業
に
対
す
る
不
当
解
雇
お
よ
び
不
利
益
取
扱
い
の
却
下
に
対
し
訴
訟
を
提
起
し
た
も
の
の
、
ソ
ウ
ル
行
政
法
院

お
よ
び
ソ
ウ
ル
高
等
法
院
は
、
中
央
労
働
委
員
会
と
同
様
の
判
断
に
よ
り
、
原
告
ら
の
請
求
を
棄
却
し
た
。

○　

大
法
院
は
、「
労
働
者
の
基
本
的
な
労
働
条
件
等
に
関
し
、
そ
の
労
働
者
を
雇
用
し
た
事
業
主
と
し
て
の
権
限
と
責
任
を
一
定
部
分

担
当
し
て
い
る
と
み
る
ほ
ど
、
実
質
的
か
つ
具
体
的
に
支
配
・
決
定
権
を
有
す
る
者
が
、
労
働
組
合
を
組
織
ま
た
は
運
営
す
る
こ
と
を
支

配
す
る
か
ま
た
は
こ
れ
に
介
入
す
る
な
ど
、
労
働
組
合
お
よ
び
労
働
関
係
調
整
法
（
以
下
、「
労
組
法
」）
で
定
め
て
い
る
行
為
を
し
た
と
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し
た
ら
、
そ
の
是
正
を
命
じ
る
救
済
命
令
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
使
用
者
に
該
当
し
、
元
請
会
社
が
個
別
請
負
契
約
を
通
じ
て
構

内
下
請
会
社
の
労
働
者
の
基
本
的
な
労
働
条
件
な
ど
に
関
し
、
雇
用
事
業
主
で
あ
る
構
内
下
請
会
社
の
権
限
と
責
任
を
一
定
部
分
担
当
し

て
い
る
と
見
る
ほ
ど
、
実
質
的
か
つ
具
体
的
に
支
配
・
決
定
権
を
有
す
る
地
位
に
あ
り
、
構
内
下
請
会
社
の
事
業
廃
止
を
誘
導
す
る
行
為

と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
構
内
下
請
会
社
の
労
働
組
合
の
活
動
を
萎
縮
さ
せ
た
り
、
侵
害
す
る
支
配
介
入
行
為
を
し
た
と
し
た
ら
、
元
請
会
社

は
「
労
組
法
」
第
八
一
条
第
四
号
で
定
め
て
い
る
不
当
労
働
行
為
の
是
正
を
命
じ
る
救
済
命
令
を
履
行
す
る
主
体
と
し
て
の
使
用
者
に
該

当
す
る
」
と
判
断
し
た
。

イ
、
事
案
の
検
討

　

こ
の
事
件
に
お
け
る
争
点
は
、（
一
）
所
定
の
不
当
労
働
行
為
の
是
正
を
命
じ
る
救
済
命
令
を
履
行
す
る
主
体
と
し
て
の
使
用
者
の
範
囲
、

（
二
）
労
働
契
約
の
当
事
者
以
外
に
も
使
用
者
性
を
認
め
る
か
ど
う
か
、（
ⅲ
）
使
用
者
責
任
の
拡
大
の
可
能
性
、
な
ど
で
あ
る
。

　
　

争
点
（
一
）：

　

本
件
は
、
所
定
の
不
当
労
働
行
為
の
是
正
を
命
じ
る
救
済
命
令
を
履
行
す
る
主
体
と
し
て
の
使
用
者
の
範
囲
と
関
連
し
て
、
勤
労
基
準
法

上
の
使
用
者
と
、「
労
組
法
」
上
の
使
用
者
、
ま
た
は
不
当
労
働
行
為
の
主
体
と
し
て
の
使
用
者
は
同
一
で
な
い
可
能
性
を
示
し
て
い
る
事

例
で
あ
る
。

　

大
法
院
は
、
従
来
、
一
貫
し
て
個
別
的
労
働
関
係
上
の
使
用
者
の
概
念
と
、
集
団
的
労
働
関
係
上
の
使
用
者
の
概
念
を
同
様
に
把
握
し
て

き
た
�

。
す
な
わ
ち
、
労
組
法
上
の
使
用
者
の
概
念
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
も
、
労
働
契
約
の
存
在
有
無
を
最
大
の
重
要
な
判
断
基
準
と

し
て
い
た
。

　
　

争
点
（
二
）：

　

労
働
契
約
の
当
事
者
以
外
に
も
、
使
用
者
に
な
り
得
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
学
説
は
以
前
か
ら
勤
労
基
準
法
上
の
使
用
者
よ
り
、
労
組

法
上
の
使
用
者
の
概
念
を
拡
大
す
べ
き
で
あ
る
と
解
し
て
き
た
。
例
え
ば
、
不
当
労
働
行
為
の
主
体
た
る
使
用
者
の
概
念
を
、
労
組
法
第
二
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条
第
二
号
に
よ
っ
て
拡
大
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
そ
う
で
な
く
て
も
、
労
働
三
権
の
保
障
秩
序
に
違
反
す
る
不
当
労
働
行
為
を
実
質
的

に
禁
止
す
る
た
め
に
は
、
同
条
が
な
く
て
も
こ
の
よ
う
な
目
的
論
的
な
解
釈
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
り
�

、
不
当
労
働
行
為
禁
止

規
定
上
の
使
用
者
は
労
働
契
約
上
の
使
用
者
と
同
様
で
は
な
く
、
労
働
契
約
関
係
な
い
し
そ
れ
に
近
接
す
る
か
、
類
似
し
た
関
係
を
基
盤
と

し
て
成
立
す
る
集
団
的
労
働
関
係
上
の
一
方
当
事
者
を
意
味
す
る
の
で
、
労
働
契
約
上
の
使
用
者
で
な
く
て
も
、
こ
れ
に
近
接
・
類
似
す
る

地
位
に
あ
る
者
で
あ
れ
ば
、
使
用
者
と
し
て
認
め
る
べ
き
と
い
う
見
解
�

（
類
似
労
働
関
係
説
）
が
、
そ
の
典
型
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見

解
は
、
ま
ず
労
働
契
約
上
の
使
用
者
と
近
接
し
た
地
位
に
あ
る
場
合
�

、
ま
た
は
勤
労
契
約
上
の
使
用
者
で
は
な
い
が
、
そ
れ
と
類
似
し
た

地
位
に
あ
る
者
も
組
合
員
の
労
働
条
件
に
対
し
現
実
的
か
つ
具
体
的
な
支
配
力
を
行
使
す
る
例
外
的
な
場
合
に
は
、
団
体
交
渉
上
の
使
用
者

に
な
り
得
る
と
し
て
�

、
使
用
者
の
概
念
を
拡
大
す
る
。

　

現
代
重
工
業
事
件
の
下
級
審
で
提
示
し
た
不
当
労
働
行
為
の
主
体
と
し
て
の
使
用
者
の
判
断
基
準
は
、
周
知
の
通
り
、
日
本
の
「
朝
日
放

送
事
件
」
の
最
高
裁
判
決
�

を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
援
用
し
て
い
る
。
日
本
の
最
高
裁
判
所
の
判
決
の
意
義
を
考
察
す
る
に
当
た
っ
て
有
意
す
べ

き
こ
と
は
、
最
高
裁
判
所
が
取
っ
た
態
度
が
あ
る
程
度
折
衷
的
な
方
式
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
最
高
裁
判
所
は
、
従
来
の
契

約
法
的
な
観
点
を
諦
め
な
い
上
、
労
働
現
実
を
最
大
に
反
映
し
、
具
体
的
な
妥
当
性
を
確
保
す
る
た
め
に
努
力
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
部

で
は
最
高
裁
判
所
が
取
っ
た
「
支
配
力
説
」
に
対
し
、
使
用
者
の
範
囲
を
無
限
定
に
拡
大
す
る
と
い
う
主
張
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
支
配
力
説

を
相
当
誤
解
し
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
日
本
の
最
高
裁
判
所
が
取
っ
て
い
る
「
支
配
力
説
」
の
内
容
は
、
雇
用
主
で
な
く
て
も
「
雇
用

主
と
部
分
的
で
あ
る
と
し
て
も
〜
同
視
で
き
る
」、「
現
実
的
か
つ
具
体
的
」、「
支
配
、
決
定
」
な
ど
の
文
言
を
使
用
す
る
こ
と
で
、「
部
分

的
な
使
用
者
性
」
を
認
め
つ
つ
、「
労
働
契
約
関
係
の
類
似
性
」
い
う
限
界
を
設
定
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
む
し
ろ
そ
の
基
準
が
厳
格
し

す
ぎ
て
、
現
実
の
間
接
雇
用
の
拡
散
に
対
し
、
適
切
に
対
応
し
て
い
な
い
と
い
う
批
判
を
も
浴
び
て
い
る
�

。

　
　

争
点
（
三
）：

　

使
用
者
責
任
の
拡
大
可
能
性
に
対
し
、
救
済
命
令
の
履
行
主
体
と
し
て
元
請
企
業
の
使
用
者
を
認
め
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
構
内
下
請

の
よ
う
な
間
接
雇
用
に
お
い
て
元
請
企
業
の
使
用
者
責
任
の
拡
大
の
可
能
性
に
関
心
が
集
中
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
要
約
す
る
と
、
以
下
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の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
下
請
会
社
の
労
働
者
が
元
請
会
社
に
お
い
て
労
働
組
合
を
設
立
し
た
り
、
ま
た
は
す
で
に
設
立
さ
れ
て
い

る
元
請
会
社
の
労
働
組
合
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
②
元
請
会
社
の
使
用
者
を
相
手
に
団
体
交
渉
を
要
求
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
か
、
③
元
請
会
社
の
使
用
者
を
相
手
に
争
議
行
為
は
可
能
で
あ
る
か
、
④
元
請
会
社
が
下
請
労
働
者
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
労
働

組
合
等
に
対
す
る
不
当
労
働
行
為
の
主
体
と
な
り
う
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

　

使
用
者
の
拡
大
と
関
連
す
る
議
論
は
、
只
今
始
ま
っ
て
い
る
ば
か
り
で
あ
る
。
上
記
の
判
例
は
労
組
法
上
の
使
用
者
概
念
の
拡
大
と
関
連

し
、
そ
の
端
緒
を
提
供
し
た
こ
と
に
そ
の
大
き
な
意
義
が
あ
り
、
益
々
増
え
つ
つ
あ
る
外
部
労
働
力
の
利
用
に
対
す
る
様
々
な
議
論
が
必
要

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
四
）　

小
結

　

二
〇
〇
八
年
以
後
、
構
内
下
請
と
関
連
し
重
要
な
大
法
院
の
判
決
が
引
き
続
き
出
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
八
年
七
月
一
〇
日
の
現
代
ミ
ポ

造
船
事
件
の
大
法
院
判
決
（
二
〇
〇
五
ダ
七
五
〇
八
八
）
は
、
元
請
会
社
と
下
請
労
働
者
と
の
間
に
「
黙
示
の
労
働
契
約
関
係
」
の
成
立
を

認
め
、
ま
た
、
二
〇
〇
八
年
九
月
十
八
日
の
現
代
自
動
車
事
件
の
大
法
院
判
決
（
二
〇
〇
八
ド
ゥ
四
三
六
七
）
は
、
元
請
会
社
と
下
請
労
働

者
間
と
の
労
働
関
係
を
「
労
働
者
派
遣
」
と
判
断
し
、
派
遣
法
の
直
接
雇
用
み
な
し
規
定
を
適
用
し
た
。

　

な
お
、
二
〇
一
〇
年
三
月
二
五
日
の
現
代
重
工
業
事
件
の
大
法
院
判
決
（
二
〇
〇
七
ド
ゥ
八
八
八
一
）
は
、
元
請
会
社
が
下
請
労
働
者
に

対
し
「
支
配
介
入
」
と
い
う
不
当
労
働
行
為
の
責
任
を
持
つ
使
用
者
に
当
た
る
と
判
断
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
か
ら
の
判
例
法
理
の
変
化

の
特
徴
は
、
次
第
に
偽
装
請
負
や
不
法
派
遣
ま
た
は
構
内
下
請
に
あ
っ
て
、
元
請
会
社
の
責
任
（
使
用
者
性
）
の
範
囲
が
少
し
ず
つ
広
が
っ

て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
様
々
な
理
由
か
ら
外
部
労
働
力
利
用
を
好
む
と
い
う
企
業
の
環
境
変
化
と
非
正
規
雇
用
保
護
法
の
施
行
と
相
ま
っ

て
、
結
果
的
に
偽
装
請
負
と
不
法
派
遣
が
増
加
し
て
お
り
、
ま
た
継
続
的
に
増
え
て
い
く
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　

非
正
規
雇
用
保
護
法
の
趣
旨
は
、
非
正
規
雇
用
の
使
用
の
濫
用
を
防
止
し
、
正
規
職
へ
の
転
換
を
誘
導
す
る
と
と
も
に
、
非
正
規
労
働
者

を
同
一
ま
た
は
類
似
業
務
に
従
事
す
る
正
規
労
働
者
に
比
べ
、
差
別
的
処
遇
を
禁
止
す
る
こ
と
で
あ
る
。
政
府
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
認
識
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し
、
外
注
化
に
転
換
し
て
い
る
構
内
下
請
な
ど
、
他
社
労
働
者
に
対
し
て
も
、
最
小
限
に
非
正
規
雇
用
保
護
法
上
の
差
別
的
処
遇
の
禁
止
と

そ
の
是
正
に
関
す
る
制
度
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
法
改
正
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
企
業
が
ア
ウ
ト
ソ
シ
ン
グ
を
す
る
必

要
性
が
少
な
く
な
り
、
ま
た
労
働
者
は
差
別
的
処
遇
か
ら
守
ら
れ
る
�

。
上
記
の
事
例
か
ら
重
要
な
示
唆
点
は
、
構
内
下
請
や
不
法
派
遣
の

よ
う
に
、
外
部
労
働
力
の
利
用
に
対
す
る
根
本
的
は
対
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
、
非
正
規
雇
用
保
護
法
は
そ
の
実
効
性
が
乏
し
く
、
立
法
趣
旨

と
は
異
な
る
方
向
へ
向
か
う
恐
れ
が
あ
る
。

四
、
差
別
是
正
制
度
に
お
け
る
法
的
争
点

（
一
）　

差
別
是
正
制
度
と
救
済
申
込
の
現
況
お
よ
び
判
断

　

差
別
是
正
制
度
の
特
徴
は
、「
期
間
制
法
」
上
の
差
別
は
同
一
の
行
為
主
体
が
、
本
質
的
に
同
じ
こ
と
を
恣
意
的
に
異
な
っ
た
取
り
扱
う

際
に
発
生
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
同
一
の
使
用
者
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者
の
間
に
適
用
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、「
期
間
制
法
」
上
の
非
正
規
労
働
者
に
対
す
る
差
別
は
、
同
一
の
使
用
者
が
正
規
労
働
者
と
非
正
規
労
働
者
と
の
間
に
恣
意
的
に
差

別
す
る
場
合
に
発
生
す
る
。「
派
遣
法
」
上
の
差
別
禁
止
規
定
は
、
派
遣
元
で
な
い
派
遣
先
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者
を
比
較
対
象
の
労

働
者
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
一
の
使
用
者
に
よ
る
差
別
を
禁
止
す
る
こ
と
で
は
な
い
�

。
こ
れ
は
、
派
遣
元
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
派
遣

労
働
者
が
派
遣
先
か
ら
業
務
上
の
指
揮
命
令
を
受
け
る
こ
と
を
勘
案
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　

非
正
規
雇
用
保
護
法
の
差
別
是
正
制
度
が
施
行
さ
れ
て
か
ら
四
年
が
経
っ
て
い
る
。
上
記
の
〈
表
─三
〉
の
よ
う
に
、
地
方
労
働
委
員
会

で
は
二
、三
百
四
十
件
の
差
別
是
正
事
件
を
処
理
し
、
中
央
労
働
委
員
会
で
は
八
七
件
の
再
審
事
件
を
処
理
し
た
。
初
期
の
非
正
規
雇
用
保

護
法
に
寄
せ
ら
れ
た
関
心
と
期
待
ほ
ど
、
こ
の
制
度
の
活
用
に
実
効
性
が
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
同
制
度
の
利
用
者
が
少
な
い
こ
と
か
ら

疑
問
の
声
も
あ
る
�

。
こ
れ
に
対
し
、
期
間
制
労
働
者
に
対
す
る
差
別
是
正
件
数
が
減
る
ほ
ど
市
場
の
反
応
が
あ
っ
た
と
い
う
点
と
、
差
別

是
正
制
度
が
初
め
て
導
入
さ
れ
た
当
時
に
非
正
規
労
働
者
が
期
待
し
て
い
た
こ
と
と
現
実
と
の
間
に
は
相
当
の
格
差
が
あ
る
と
の
見
解
も
あ

る
�

。
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非
正
規
労
働
者
絡
み
の
差
別
事
件
に
対
す
る
労
働
委
員
会
の
判
断
方
式
を
考
察
す
る
と
、
四
つ
の
段
階
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
①
差
別
是
正
申
込
を
し
た
当
事
者
に
適
格
性
が
あ
る
か
、
②
当
事
者
の
適
格
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
比
較
対

象
労
働
者
の
選
定
が
適
切
で
あ
る
か
、
③
労
働
条
件
に
不
利
益
な
処
遇
が
存
在
す
る
か
、
④
不
利
益
な
処
遇
が
存
在
す
る
と
し
た
ら
、
合
理

的
な
理
由
が
な
い
差
別
的
処
遇
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
、
を
順
次
的
に
判
断
し
て
い
る
�

。
そ
れ

に
加
え
、
多
様
な
こ
と
を
総
合
し
て
み
て
も
、
非
正
規
労
働
者
に
対
す
る
差
別
是
正
制
度
が

二
〇
〇
七
年
七
月
一
日
に
施
行
さ
れ
て
か
ら
、
二
〇
〇
八
年
七
月
一
日
よ
り
一
〇
〇
人
以
上
の
事

業
場
が
、
ま
た
二
〇
〇
九
年
七
月
一
日
よ
り
五
人
以
上
の
事
業
場
に
拡
大
し
施
行
さ
れ
て
い
た
に

も
関
わ
ら
ず
、
上
記
の
表
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
差
別
是
正
制
度
の
活
用
が
そ
の
期
待
を
下
回
っ

て
い
る
こ
と
だ
け
は
明
確
で
あ
る
。

（
二
）　

差
別
申
込
主
体
の
適
格
性
お
よ
び
申
込
期
間

　

ソ
ウ
ル
地
方
労
働
委
員
会
に
お
け
る
最
近
の
資
料
に
よ
れ
ば
�

、
現
行
非
正
規
雇
用
保
護
法
で

は
、
差
別
救
済
の
申
込
権
を
期
間
制
労
働
者
、
短
時
間
労
働
者
、
派
遣
労
働
者
な
ど
、
非
正
規
労

働
者
に
限
っ
て
認
め
て
お
り
、
労
働
組
合
に
対
し
て
は
そ
の
資
格
を
制
限
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
差
別
是
正
の
主
体
に
対
す
る
非
正
規
雇
用
保
護
法
上
の
制
限
は
、
差
別
是
正
制
度

の
申
込
件
数
の
急
減
の
最
大
の
原
因
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
非
正
規
労
働
者
が

契
約
期
間
存
続
の
中
に
、
解
雇
の
危
険
を
甘
受
し
て
差
別
申
込
を
す
る
可
能
性
は
低
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
解
決
方
策
と
し
て
、
当
該
労
働
者
が
属
し
て
い
る
労
働
組
合
に
も
申

込
権
限
を
付
与
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
も
あ
る
�

。

　

救
済
申
込
権
者
と
関
連
し
て
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
非
正
規
労
働
者
で
あ
る
か
ど
う
か
が
明
確
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で
な
い
者
（
特
殊
形
態
労
務
従
事
者
ま
た
は
構
内
下
請
労
働
者
）、
有
期
雇
用
契
約
を
反
復
し
て
更
新
す
る
者
な
ど
の
場
合
で
あ
る
。
そ
の

理
由
は
、
彼
ら
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
労
働
者
で
あ
る
か
ど
う
か
、
自
営
業
者
（
請
負
契
約
者
）
で
あ
る
か
ど
う
か
、
請
負
企
業
の
労
働
者
で

あ
る
か
ど
う
か
、
元
請
企
業
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
る
（
不
法
）
派
遣
労
働
者
で
あ
る
か
ど
う
か
、
数
次
に
わ
た
っ
て
反
復
的
に
更
新
さ
れ
た

期
間
制
で
あ
る
か
ど
う
か
、
こ
の
よ
う
な
反
復
更
新
が
形
式
に
過
ぎ
ず
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
を
締
結
し
た
労
働
者
と
し
て
認
め
る

か
ど
う
か
、
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
の
先
決
問
題
と
し
て
存
在
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
差
別
救
済
制
度
が
施
行

す
る
以
前
か
ら
、
労
働
委
員
会
の
差
別
是
正
委
員
会
が
こ
の
よ
う
な
先
決
問
題
に
対
す
る
判
断
権
限
ま
で
有
す
る
こ
と
と
し
て
み
る
べ
き
か

を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
�

、
非
正
規
雇
用
保
護
法
の
施
行
後
に
も
、
提
起
さ
れ
つ
つ
あ
る
問
題
で
あ
る
�

。

　
「
二
〇
一
一
年
非
正
規
職
総
合
対
策
」
に
差
別
是
正
の
申
込
期
間
を
三
ヶ
月
か
ら
六
ヶ
月
に
延
長
す
る
と
予
告
し
、
二
〇
一
二
年
二
月
法

改
正
の
際
に
こ
れ
を
反
映
し
た
。
こ
れ
ま
で
は
、
三
ヶ
月
の
起
算
点
を
差
別
処
遇
が
あ
っ
た
日
と
し
て
規
定
し
て
い
る
た
め
に
、
差
別
救
済

申
込
の
た
め
の
比
較
対
象
者
の
選
定
、
比
較
対
象
者
と
の
労
働
条
件
を
比
較
す
る
過
程
に
お
い
て
、
除
斥
期
間
が
通
り
過
ぎ
る
こ
と
も
し
ば

し
ば
あ
る
と
の
批
判
も
あ
っ
た
�

。
こ
れ
に
対
す
る
改
善
策
と
し
て
は
、
自
分
の
労
働
条
件
が
差
別
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
容
易

に
認
識
で
き
な
い
た
め
、
申
込
期
間
の
起
算
点
を
「
差
別
的
処
遇
が
あ
っ
た
日
」
で
な
く
、「
差
別
的
処
遇
が
分
か
っ
た
時
」
に
変
更
し
、

申
込
日
か
ら
判
定
日
ま
で
の
事
件
の
処
理
期
間
中
の
差
別
是
正
の
空
白
期
間
の
問
題
を
解
決
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
あ
る
�

。
差
別

是
正
制
度
の
活
性
化
を
目
標
と
し
て
差
別
申
込
期
間
は
、
差
別
的
処
遇
が
あ
っ
た
日
か
ら
三
ヶ
月
か
ら
六
ヶ
月
に
延
長
さ
れ
た
の
で
、
本
制

度
の
趣
旨
の
実
効
性
が
期
待
さ
れ
る
。

（
三
）　

比
較
対
象
者
に
対
す
る
争
点

　

比
較
対
象
者
は
差
別
是
正
を
申
し
込
ん
だ
非
正
規
労
働
者
と
「
同
種
ま
た
は
類
似
し
た
業
務
」
を
遂
行
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
「
同
種
ま
た
は
類
似
し
た
業
務
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
中
央
労
働
委
員
会
は
、
最
初
の
差
別
是
正
事
件
に
お
い
て
、
主
な
業
務
内
容
の
性

質
や
内
容
、
業
務
遂
行
過
程
に
お
け
る
権
限
と
責
任
の
程
度
、
作
業
条
件
な
ど
を
考
慮
し
、
業
務
の
同
種
性
と
類
似
性
を
判
断
し
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
」
と
し
た
�

。

　

要
す
る
に
、
差
別
禁
止
と
は
、
そ
の
効
果
と
し
て
最
低
水
準
の
保
護
が
行
な
わ
れ
る
と
そ
れ
で
十
分
で
あ
り
、
最
大
の
保
護
を
し
よ
う
と

す
る
こ
と
で
は
な
い
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
比
較
対
象
者
が
多
数
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
労
働
条
件
に
差
異
が
あ
る
場
合
に
も
、

最
低
水
準
の
そ
れ
と
比
較
・
検
討
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
�

、
こ
の
見
解
が
合
理
的
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。

（
四
）　

不
利
な
処
遇
と
合
理
的
理
由
の
判
断

　

非
正
規
雇
用
保
護
法
で
定
め
て
い
る
差
別
処
遇
と
は
、「
賃
金
、
そ
の
他
の
労
働
条
件
な
ど
に
お
い
て
合
理
的
な
理
由
な
く
、
不
利
に
処

遇
す
る
こ
と
」
を
い
う
（
期
間
制
法
第
二
条
、
派
遣
法
第
二
条
参
照
）。
従
っ
て
、
賃
金
、
そ
の
他
の
労
働
条
件
な
ど
に
つ
い
て
差
別
的
処

遇
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
差
別
に
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
差
別
是
正
命
令
の
対
象
に
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
不
利
な
処
遇
の
合
理
的
理
由
の
判
断
は
、
結
局
差
別
処
遇
が
存
在
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
使
用
者
の
責
任
が
免
除
さ

れ
る
効
果
を
示
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
判
断
基
準
に
お
い
て
、
よ
り
厳
格
性
が
要
求
さ
れ
る
。
特
に
、
労
働
協
約
の
適
用
に
よ
る
差
別
的

処
遇
の
場
合
に
、
解
釈
の
問
題
が
発
生
し
う
る
。
従
来
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
組
合
員
資
格
の
有
無
で
判
断
し
、
仮
に
正
規
労
働
者
の

み
な
ら
ず
非
正
規
労
働
者
が
組
合
員
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
労
働
協
約
上
差
別
処
遇
を
す
る
場
合
に
は
、「
期
間
制
法
お
よ
び
派
遣
法
の

差
別
禁
止
規
定
は
強
行
規
定
で
あ
り
、
労
働
協
約
は
法
令
に
反
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
た
め
、
単
純
に
労
使
間
合
意
の
結
果
で
あ
る
と
い
う

事
情
だ
け
で
は
不
利
な
処
遇
の
合
理
的
理
由
に
な
ら
な
い
」
と
し
�

、
非
正
規
労
働
者
が
組
合
員
で
な
い
た
め
、
労
働
協
約
の
適
用
を
受
け

な
く
て
発
生
す
る
処
遇
は
合
理
的
理
由
が
あ
る
も
の
と
し
て
判
断
�

し
て
き
た
�

。
合
理
的
理
由
を
判
断
す
る
場
合
、
そ
の
審
査
基
準
に
対

し
て
は
、
未
だ
に
明
確
な
理
論
的
な
土
台
は
な
い
。
し
か
し
、
憲
法
裁
判
所
が
平
等
権
違
反
の
可
否
に
関
す
る
違
憲
法
律
審
査
に
適
用
す
る

基
準
と
し
て
提
示
し
た
厳
格
な
審
査
基
準
と
緩
和
さ
れ
た
審
査
基
準
の
中
で
、
非
正
規
労
働
問
題
に
対
す
る
判
断
は
緩
和
さ
れ
た
審
査
基
準

に
よ
る
も
の
と
し
て
み
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
の
見
解
�

、
つ
ま
り
事
案
に
よ
っ
て
柔
軟
に
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
判
断

す
る
。
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と
こ
ろ
で
、
政
府
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
よ
れ
ば
�

、「
仮
に
不
利
な
処
遇
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
原
因
が
派
遣
労
働
と
い
う
雇
用
形
態

の
属
性
に
よ
る
場
合
に
は
、
合
理
的
理
由
が
あ
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
（
例
え
ば
、
昇
進
機
会
の
排
除
）」
と
し
て
い
る
。
結
論
的
に
、

差
別
判
断
の
困
難
を
避
け
る
た
め
に
は
、
判
断
根
拠
を
整
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
具
体
的
か
つ
細
部
的
な
基
準
を
定
め
る
べ
き
で
あ
る
。

（
五
）　

小
結

　

差
別
是
正
制
度
と
関
連
し
、
二
〇
一
一
年
九
月
の
非
正
規
雇
用
保
護
法
の
対
策
の
一
環
と
し
て
、
①
勤
労
監
督
官
に
差
別
是
正
の
指
導
・

監
督
権
限
の
付
与
（
期
間
制
法
と
派
遣
法
の
改
正
）、
②
差
別
是
正
の
申
込
期
間
を
三
ヶ
月
か
ら
六
ヶ
月
に
延
長
（
期
間
制
法
の
改
正
）、
③

審
判
代
理
人
制
度
の
明
文
化
お
よ
び
代
表
者
選
定
制
度
の
活
性
化
（
労
働
委
員
会
法
の
改
正
）、
④
「
雇
用
形
態
に
よ
る
差
別
改
善
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」
制
定
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
構
築
）
な
ど
、
差
別
是
正
制
度
の
活
性
化
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
特
に
、
現
行

差
別
是
正
制
度
は
、
当
事
者
の
申
込
と
労
働
委
員
会
の
是
正
命
令
を
通
じ
て
事
後
的
に
差
別
を
解
消
し
て
い
く
構
造
で
あ
る
の
で
、
不
利
益

に
対
す
る
懸
念
な
ど
か
ら
活
用
度
が
低
く
、
差
別
の
一
括
解
消
も
困
難
で
あ
る
と
い
う
短
所
が
あ
る
の
で
、
今
回
勤
労
監
督
官
に
差
別
是
正

の
指
導
・
監
督
権
限
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
効
果
的
に
対
応
出
来
る
の
で
は
な
い
か
期
待
さ
れ
る
。

四　

期
間
制
法
の
争
点

（
一
）　

期
間
制
限

　

期
間
制
法
に
よ
れ
ば
、
労
働
契
約
の
期
間
は
、
以
前
と
同
様
に
一
定
の
事
由
を
要
件
と
せ
ず
、
自
由
に
定
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
た
だ
、

期
間
制
労
働
者
の
使
用
を
原
則
的
に
二
年
以
内
に
制
限
し
、
こ
れ
を
超
え
る
場
合
に
は
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
と
し
て
み
な
さ
れ
る
。

　

上
記
の
〈
表
─二
〉
が
表
し
て
い
る
よ
う
に
、
二
〇
一
一
年
を
基
準
に
、
こ
の
四
年
間
、
非
正
規
労
働
者
の
全
体
規
模
は
減
少
し
、
正
規

労
働
者
数
は
逆
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
不
法
派
遣
と
偽
装
請
負
の
可
能
性
の
あ
る
請
負
は
小
幅
増
加
し
て
い
る
。

　

言
い
換
え
れ
ば
、
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
関
係
に
転
換
さ
れ
た
労
働
者
に
と
っ
て
は
雇
用
安
定
の
効
果
が
生
じ
た
反
面
、
そ
う
で
な
い
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期
間
制
労
働
者
に
は
仕
事
の
喪
失
を
意
味
す
る
。
少
な
く
と
も
、立
法
当
時
に
は
、こ
の
よ
う
な
結
果
を
意
図
し
た
り
、認
識
し
て
い
な
か
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
、
こ
れ
を
認
識
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
せ
め
て
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
関
係
に
転
換
さ
れ
な
い
期
間
制
労

働
者
の
た
め
に
、
継
続
的
に
反
復
・
更
新
の
可
能
性
を
与
え
た
り
、
雇
用
期
間
の
中
長
期
化
が
出
来
る
よ
う
に
立
法
戦
略
を
講
じ
た
と
思
わ

れ
る
。

　

そ
の
一
方
、
現
行
期
間
制
法
は
、
特
殊
の
労
働
市
場
的
な
状
況
に
対
す
る

十
分
な
考
慮
が
行
な
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、
事
業
の
開
始
、
転
換
、
拡
大
、
縮
小
な
ど
の
事
由
に
よ
り
、
新
し
い

市
場
に
進
出
し
た
事
業
に
お
い
て
余
儀
な
く
求
め
ら
れ
る
労
働
力
運
用
の
柔

軟
性
を
考
慮
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
業
で
は
、
事

業
の
継
続
に
対
す
る
確
信
が
相
対
的
に
足
り
な
く
、
長
期
的
常
用
雇
用
に
対

す
る
負
担
が
少
な
く
な
い
。
従
っ
て
、
現
在
の
期
間
よ
り
は
相
対
的
に
長
い

期
間
上
限
の
設
定
が
求
め
ら
れ
る
�

。

　

他
方
、
非
正
規
労
働
者
は
漸
進
的
な
減
少
し
て
お
り
、
無
期
契
約
へ
の
転

換
の
効
果
が
現
れ
て
い
る
こ
と
、
期
間
の
延
長
後
に
さ
ら
に
同
じ
議
論
が
生

じ
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
、
期
間
延
長
が
直
ち
に
そ
の
期
間
中
の
雇
用
を
保
障

す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
非
正
規
雇
用
保
護
法
の
最
優
先
課

題
で
あ
る
「
雇
用
保
障
」
の
根
幹
を
揺
さ
ぶ
る
こ
と
と
し
て
、
上
記
の
見
解

に
は
賛
成
で
き
な
い
と
す
る
見
解
も
あ
る
�

。

（
二
）　

期
間
制
限
の
特
例
と
問
題
点



─ 254 ─

　

期
間
制
法
第
四
条
は
�

、
二
年
が
経
て
か
ら
相
当
期
間
、
期
間
制
労
働
者
を
必
ず
使
用
す
る
か
、
使
用
期
間
を
設
定
し
な
く
て
も
再
就
業

す
る
可
能
性
な
ど
を
考
慮
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

特
に
、
期
間
制
限
の
特
例
の
対
象
範
囲
と
関
連
し
、
具
体
的
に
如
何
な
る
基
準
で
判
断
し
、
如
何
な
る
方
式
で
対
象
を
設
定
す
る
か
は
、

極
め
て
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
期
間
制
法
で
期
間
制
限
の
特
例
に
関
す
る
規
定
を
設
け
た
理
由
と
そ
の
意
味
を
如
何
に

解
釈
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
上
記
で
考
察
し
た
期
間
制
法
の
趣
旨
、
目
的
お
よ
び
枠
組
み
か
ら
確
認
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

期
間
制
限
の
特
例
規
定
の
趣
旨
は
、
施
行
令
で
専
門
的
な
特
定
職
種
な
ど
に
対
し
、
新
し
い
期
間
制
労
働
関
係
を
積
極
的
に
形
成
す
べ
き
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
慣
行
や
法
律
に
よ
っ
て
期
間
制
労
働
関
係
が
確
立
さ
れ
許
容
さ
れ
て
い
る
分
野
と
し
て
、
濫
用
の
恐
れ
が
な

い
職
種
に
対
し
期
間
制
法
の
制
定
を
通
じ
て
介
入
す
る
こ
と
が
妥
当
で
な
い
か
、
ま
た
は
不
適
切
な
場
合
に
限
っ
て
消
極
的
に
確
認
し
て
除

外
す
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
期
間
制
限
に
対
す
る
特
例
の
範
囲
は
、
常
時
雇
用
ま
た
は
常
用
労
働
を
保

護
す
る
必
要
性
が
な
く
、
期
間
制
法
の
立
法
趣
旨
以
内
に
制
限
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
「
二
〇
一
一
年
九
月
の
非
正
規
職
法
対
策
」
に
は
、
期
間
延
長
に
対
す
る
変
更
内
容
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
上
記
の
期
間
延
長
の
反
対
主

張
が
説
得
力
を
得
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
ま
た
期
間
延
長
が
問
題
解
決
に
お
い
て
根
本
的
な
解
決
策
に
は
な
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

に
共
感
し
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。

三
、
結
び
に
代
え
て

　

韓
国
社
会
の
最
大
の
問
題
で
あ
る
二
極
化
が
加
速
化
す
る
状
況
の
下
で
、
こ
れ
に
か
か
わ
る
関
連
法
制
、
特
に
非
正
規
雇
用
保
護
法
の
施

行
に
大
き
な
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
最
近
出
さ
れ
た
非
正
規
雇
用
保
護
法
の
改
善
策
が
相
当
多
い
内
容
に
至
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、

そ
の
問
題
の
深
刻
さ
を
裏
付
け
て
い
る
。
非
正
規
雇
用
保
護
法
の
施
行
後
、
各
資
料
か
ら
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
偽
装
請
負
と
不
法
派
遣
は

増
加
し
て
い
る
傾
向
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
関
心
が
大
き
か
っ
た
分
、
今
回
の
対
策
に
お
い
て
も
「
修
習
期
間
中
に
も
最
低
賃
金
を
支
払

う
、
不
法
派
遣
の
際
に
は
直
ち
に
直
接
雇
用
と
し
て
み
な
す
（
改
正
済
み
）、
元
請
会
社
に
対
す
る
賃
金
未
払
連
帯
責
任
の
強
化
、
元
請
会
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社
の
災
害
率
算
定
に
お
け
る
構
内
下
請
会
社
の
災
害
を
含
む
」
な
ど
の
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
。
な
お
、
以
前
に
比
べ
偽
装
請
負
と
不
法
派

遣
の
問
題
解
消
に
お
い
て
相
当
な
期
待
感
を
持
た
せ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
内
容
の
通
り
立
法
化
さ
れ
、
実
質
的
に
施
行
で
き
る
か
ど
う
か

に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。

　

結
局
、
非
正
規
雇
用
保
護
法
の
目
的
に
一
つ
は
、
不
合
理
な
「
差
別
」
の
解
消
で
あ
る
。
差
別
是
正
に
関
わ
っ
て
い
る
対
策
と
関
連
し
、

前
述
の
通
り
、
労
働
界
は
こ
れ
ま
で
「
差
別
是
正
の
申
込
権
を
労
働
組
合
に
も
付
与
す
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
き
た
。
非
正
規
労
働
問

題
の
中
核
は
差
別
で
あ
り
、
そ
の
是
正
を
柔
軟
に
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
今
回
の
改
正
に
は
含

ま
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
「
審
判
代
理
人
制
度
」
を
明
文
化
し
、「
申
込
代
表
者
選
定
制
度
」
を
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。

　

実
際
に
非
正
規
労
働
者
が
そ
の
恩
恵
を
ど
の
く
ら
い
受
け
ら
れ
る
か
、
今
か
ら
そ
の
疑
問
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
今
回
出

さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
非
正
規
職
問
題
に
対
す
る
対
策
」
は
、
主
に
非
正
規
雇
用
の
規
模
を
縮
小
さ
せ
た
り
、
格
差
を
解
消
す
る
た
め
の
方
策

と
い
う
よ
り
は
、
非
正
規
労
働
者
に
対
す
る
福
祉
政
策
に
フ
ォ
ー
カ
ス
を
合
わ
せ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
今
回
の
対
策
に
対
し
て
は
、「
使

用
事
由
の
制
限
や
同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金
の
よ
う
な
原
則
的
な
内
容
が
欠
け
て
い
る
」
と
し
、
非
正
規
雇
用
の
問
題
に
根
本
的
な
処
方
で

は
な
い
使
い
捨
て
に
す
ぎ
な
い
と
懸
念
す
る
声
も
あ
る
�

。（This w
ork w

as supported by H
ankuk U

niversity of Foreign Studies 

Research Fund of 2012

）

　

⑴　

雇
用
労
働
部
『
非
正
規
職
総
合
対
策
』（
二
〇
一
一
年
九
月
）。

⑵　

雇
用
労
働
部
『
非
正
規
職
法
の
理
解
』（
二
〇
〇
七
年
）
十
五
頁
。

⑶　

雇
用
労
働
部
が
二
〇
〇
四
年
三
月
に
五
〇
〇
人
以
上
六
五
三
箇
所
の
事
業
場
を
対
象
に
調
査
し
た
統
計
に
よ
る
と
、
造
船
、
電
子
、
自
動
車
産
業
な

ど
に
、
約
十
五
万
人
の
構
内
下
請
労
働
者
が
働
い
て
い
た
。
そ
れ
以
後
、
二
〇
〇
八
年
、
雇
用
労
働
部
は
再
び
構
内
下
請
に
対
す
る
実
態
調
査
を
行
な
っ

た
が
、
今
回
は
三
〇
〇
人
以
上
の
事
業
場
を
全
て
調
査
し
た
。
そ
の
結
果
、
一
、七
六
四
の
大
企
業
の
中
、
九
六
三
の
会
社
（
五
四
．
六
％
）
が
構
内

請
負
を
活
用
し
て
お
り
、
労
働
者
数
も
三
六
万
九
千
人
に
達
し
て
い
る　

;　

Cho S.　

J.

「
構
内
下
請
の
実
態
と
改
善
方
向
」『
月
刊
労
働
レ
ビ
ュ
ー
』
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（
二
〇
一
一
年
一
月
号
、
韓
国
労
働
研
究
院
）
七
四
〜
七
五
頁
。

⑷　

労
働
部
『
不
法
派
遣
形
態
の
構
内
下
請
問
題
の
解
決
の
た
め
の
参
与
政
府
の
努
力
と
課
題
』（
二
〇
〇
七
年
）
八
一
頁
。

⑸　

Lee Y.　
M

.

外
『
元
請
・
下
請
関
係
に
お
け
る
労
働
法
的
争
点
お
よ
び
課
題
』（
雇
用
労
働
部
、
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
）
五
頁
。

⑹　

こ
れ
と
関
連
す
る
現
況
資
料
は
、Eun　

S.　

M
.

『
間
接
雇
用
の
現
況
と
対
応
方
向
：
構
内
下
請
を
中
心
に
』（
韓
国
社
会
政
策
学
会
発
表
資
料
参
考
、

二
〇
一
〇
年
五
月
二
八
日　

;　

Kang　

S.　

T.

「
構
内
下
請
の
三
部
作
判
決
の
意
義
」『
労
働
法
学
』
第
三
五
号
（
ソ
ウ
ル
大
学
労
働
法
研
究
会
、

二
〇
一
〇
年
九
月
）
二
〜
三
頁
。

⑺　

大
法
院
二
〇
〇
八
・
七
・
一
〇
宣
告
（
二
〇
〇
五
ダ
七
五
〇
八
八
判
決
）。

⑻　

労
働
部
『
派
遣
・
請
負
区
別
参
考
資
料
（
労
働
部
・
検
察
指
針
、
法
院
判
例
等
）』（
二
〇
〇
九
年
）
六
一
頁
。

⑼　

こ
の
よ
う
な
契
約
法
理
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
①
両
者
間
に
事
実
上
の
使
用
従
属
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
、
②
請
負
会
社
労
働
者
が
元
請
会
社
を

使
用
者
と
し
て
認
め
て
労
務
を
提
供
し
、
反
対
に
元
請
会
社
は
請
負
会
社
労
働
者
を
労
働
者
と
し
て
認
め
て
賃
金
を
支
払
う
意
思
を
持
っ
て
い
る
こ
と

を
追
認
で
き
る
程
の
事
情
が
存
在
す
る
こ
と
、な
ど
を
要
件
と
し
て
い
る
（
李
鋌
「
構
内
請
負
労
働
者
に
対
す
る
派
遣
労
働
の
判
断
」『
月
刊
労
使
フ
ォ—

カ
ス
』（
通
巻
四
二
号
、
二
〇
一
〇
年
十
一
月
、
二
十
九
〜
三
三
頁
）。

⑽　

李
鋌
・
前
掲
論
文
（
注
九
）
二
九
〜
三
三
頁
。

⑾　

大
法
院
二
〇
〇
二
・
十
一
・
二
六
宣
告
（
二
〇
〇
二
ド
六
四
九
判
決
）。

⑿　

大
法
院
二
〇
〇
三
・
九
・
二
三
宣
告
（
二
〇
〇
三
ド
ゥ
三
四
二
〇
判
決
）。

⒀　

Park　

J.　

S.

「
現
代
自
動
車
の
構
内
請
負
の
判
決
の
意
味
」『
月
刊
労
働
レ
ビ
ュ
ー
』（
韓
国
労
働
研
究
院
、
二
〇
一
〇
年
九
月
）
七
一
頁
。

⒁　

Kang

・
前
掲
論
文
十
三
頁
。

⒂　

差
戻
判
決
（
大
法
院
二
〇
一
〇
・
七
・
二
二
宣
告
〔
二
〇
〇
八
ド
ゥ
四
三
六
七
判
決
〕）、
確
定
判
決
（
大
法
院
二
〇
一
二
・
二
・
二
三
宣
告
〔
二
〇
一
一

ド
ゥ
七
〇
七
六
判
決
〕）。

⒃　

Cho K.　

B.

「
現
代
自
動
車
の
構
内
協
力
会
社
の
不
法
派
遣
（
偽
装
請
負
）
事
件
の
判
例
評
釈
」『
労
働
法
研
究
』
第
29
号
（
ソ
ウ
ル
大
学
労
働
法

研
究
会
、
二
〇
一
〇
年
）
九
九
頁
。

⒄　

李
鋌
・
前
掲
論
文
五
頁
以
下
。

⒅　

旧
派
遣
法
第
六
条
三
項
は
、「
使
用
事
業
主
が
二
年
を
超
え
て
継
続
的
に
派
遣
労
働
者
を
使
用
す
る
場
合
、
二
年
の
期
間
が
満
了
し
た
翌
日
よ
り
派

遣
労
働
者
を
雇
用
し
た
も
の
と
看
做
さ
れ
る
。
但
し
、
当
該
派
遣
労
働
者
が
明
示
的
に
反
対
の
意
思
を
表
す
場
合
に
は
除
外
す
る
」
と
し
て
、「
雇
用
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み
な
し
規
定
」
を
置
い
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
規
定
は
、
二
〇
〇
六
派
遣
法
改
正
の
際
に
「
直
接
雇
用
義
務
規
定
」
に
変
更
さ
れ
た
（
第
六
条
の
二
）。

⒆　

大
法
院
二
〇
〇
八
・
九
・
十
八
宣
告
（
二
〇
〇
七
ド
ゥ
二
二
三
二
〇
判
決
）。

⒇　

Park
・
前
掲
論
文
七
四
頁
以
下
。

�　

李
鋌
・
前
掲
論
文
五
頁
以
下
。

�　

大
法
院
二
〇
一
〇
・
三
・
二
五
宣
告
（
二
〇
〇
七
ド
ゥ
八
八
八
一
判
決
）。

�　

大
法
院
一
九
八
六
・
十
二
・
二
三
宣
告
（
八
五
ヌ
八
五
六
判
決
）、
大
法
院
一
九
九
五
・
十
二
・
二
二
宣
告
（
九
五
ヌ
三
五
六
五
）
判
決
等
。

�　

Kim
 H

　

.B.

『
労
働
法
（
新
版
第
４
版
）』（
博
英
社
、
二
〇
一
〇
年
）
九
二
三
頁
。

�　

Lim
 J.　

R.

『
労
働
法
（
第
７
版
）』（
博
英
社
、
二
〇
〇
八
年
）
二
六
一
頁
。

�　

つ
ま
り
、
近
い
将
来
に
労
働
契
約
を
結
ぶ
可
能
性
が
あ
る
か
、
過
去
に
労
働
契
約
関
係
が
あ
っ
た
場
合
を
言
う
（Lim

・
前
掲
書
一
一
三
頁
、Kim

・

前
掲
書
九
二
四
頁
）。

�　

こ
れ
を
親
子
企
業
の
事
例
、
社
外
労
働
者
の
事
例
、
事
実
上
継
続
就
業
の
事
例
と
し
て
区
分
す
る
（Lim

・
前
掲
書
一
一
三
頁
。

�　

最
小
判
平
七
・
二
・
二
八
（
民
集
四
九
巻
二
号
五
五
九
号
）。

�　

西
谷
敏
『
労
働
組
合
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
一
四
五
頁
以
下
。

�　

Park S.　

K.

「
非
正
規
職
法
の
問
題
点
と
改
善
方
向
」『
月
刊
福
祉
動
向
』
第
一
一
八
号
（
参
与
連
帯
社
会
福
祉
委
員
会
、
二
〇
〇
八
年
八
月
）
九

頁
以
下
。

�　

雇
用
労
働
部
『
差
別
是
正
制
度
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
』（
二
〇
一
〇
年
九
月
）
一
〇
頁
。

�　

二
〇
〇
八
年
度
に
ほ
ぼ
二
千
件
の
事
件
が
受
付
・
処
理
さ
れ
た
が
、
こ
の
事
件
の
大
半
は
韓
国
鉄
道
公
社
所
属
の
非
正
規
職
労
働
者
が
提
起
し
た
類

似
な
い
し
同
一
の
事
件
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
件
に
対
す
る
独
立
性
を
認
め
る
に
は
少
々
困
難
な
側
面
が
あ
る;　

Park E.　

J.

「
主
要
非
正

規
職
差
別
是
正
例
の
検
討
」『
東
亜
法
学
』
第
五
一
号
（
東
亜
大
学
法
学
研
究
所
、
二
〇
一
一
年
五
月
）
三
七
〇
頁
。

�　

Park J.　

H
.

「
非
正
規
職
労
働
者
差
別
禁
止
制
度
の
最
近
動
向
と
争
点
」『
外
法
論
集
』
第
三
四
巻
第
三
号
（
韓
国
外
国
語
大
学
法
学
研
究
所
、

二
〇
一
〇
）
七
六
頁
。

�　

Park

・
前
掲
論
文
（
注
三
一
）
三
七
二
頁
。

�　

ソ
ウ
ル
地
方
労
働
委
員
会
『
二
〇
〇
八
年
度
差
別
是
正
担
当
公
益
委
員
・
調
査
官
合
同
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
資
料
』（
二
〇
〇
八
年
六
月
）。

�　

Cho S.　

K.

「
非
正
規
職
関
連
法
の
問
題
点
と
改
善
方
策
」『
産
業
関
係
研
究
』
第
二
〇
巻
第
一
号
（
韓
国
労
使
関
係
学
会
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）
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一
二
五
頁
以
下
。

�　
Park J.　

H
.

・Kang S.　

T.

・Kim
 S.　

H
.

・Jeon Y.　

G.

・Kang S.　

H
.

『
非
正
規
職
差
別
禁
止
判
断
基
準
及
び
運
営
に
関
す
る
研
究
』（
中
央

労
働
委
員
会
、
二
〇
〇
六
年
）
九
五
頁
以
下
。

�　

Park
・
前
掲
論
文
七
九
頁
。

�　

Jeon Y.　
G.

「
非
正
規
職
関
係
法
の
立
法
的
改
善
方
向
」『
労
働
法
学
』
第
二
八
号
（
韓
国
労
働
法
学
会
、
二
〇
〇
八
年
十
二
月
）
三
七
一
頁
。

�　

Cho S.　

K.
「
非
正
規
職
関
連
法
の
問
題
点
と
改
善
方
策
」『
産
業
関
係
研
究
』
第
二
〇
巻
第
一
号
（
韓
国
労
使
関
係
学
会
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）

一
二
七
頁
。

�　

中
央
労
働
委
員
会
二
〇
〇
八
・
一
・
二
五
判
定
二
〇
〇
七
差
別
一
、四
、二
〇
、二
一
、二
六
参
考
。

�　

Park

・
前
掲
論
文
八
三
頁
。

�　

労
働
部
『
非
正
規
職
法
令
業
務
マ
ニ
ュ
ア
ル
』（
二
〇
〇
七
年
七
月
）
八
一
頁
。

�　

中
央
労
働
委
員
会
『
非
正
規
職
法
令
業
務
マ
ニ
ュ
ア
ル
』（
二
〇
〇
九
年
四
月
）
五
一
頁
。

�　

Cho

・
前
掲
論
文
（
注
三
九
）
一
二
八
頁
。

�　

Park

・
前
掲
論
文
八
七
頁
。

�　

雇
用
労
働
部
『
差
別
是
正
制
度
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
』（
二
〇
一
〇
年
九
月
）。

�　

Park

・
前
掲
論
文
三
六
頁
。

�　

Cho

・
前
掲
論
文
一
一
九
頁
。

�　

期
間
制
法
第
４
条

　

①
使
用
者
は
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
（
期
間
制
労
働
契
約
の
反
復
更
新
等
の
場
合
に
は
そ
の
継
続
労
働
し
た
総
期
間
が
２
年
を
超
え
な
い
範
囲
内

で
）
期
間
制
労
働
者
を
使
用
で
き
る
。
但
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
２
年
を
超
え
て
期
間
制
労
働
者
と
し
て
使
用
で
き
る
。

　

一
、
事
業
の
完
了
又
は
特
定
業
務
の
完
成
に
必
要
な
期
間
を
定
め
た
場
合　
　

二
、
休
職
・
派
遣
等
で
欠
員
が
発
生
し
、
当
該
労
働
者
の
復
帰
ま
で
そ

の
業
務
を
代
替
す
る
必
要
が
あ
る
場
合　
　

三
、
労
働
者
が
学
業
、
職
業
訓
練
等
の
履
修
に
よ
っ
て
、
そ
の
履
修
に
必
要
な
期
間
を
定
め
た
場
合　
　

四
、｢

高
齢
者
雇
用
促
進
法｣

の
第
二
条
第
一
号
の
高
齢
者
と
労
働
契
約
を
締
結
す
る
場
合　
　

五
、
専
門
的
知
識
・
技
術
の
活
用
が
必
要
な
場
合
と
、

政
府
の
福
祉
対
策
・
失
業
対
策
等
に
よ
っ
て
仕
事
を
提
供
す
る
場
合
と
し
て
、
大
統
領
令
の
定
め
る
場
合　
　

六
、
そ
の
他
第
一
号
な
い
し
第
五
号
に

準
じ
る
合
理
的
な
事
由
が
あ
る
場
合
と
し
て
、
大
統
領
令
の
定
め
る
場
合
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②
使
用
者
が
第
一
項
但
書
の
事
由
が
な
い
か
、
消
滅
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
二
年
を
超
え
て
期
間
制
労
働
者
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
期
間

制
労
働
者
は
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
を
締
結
し
た
労
働
者
と
み
な
す
。

�　

毎
日
労
働
ニ
ュ
ー
ス
「
非
正
規
職
解
法
、
外
れ
た
『
非
正
規
職
総
合
対
策
』」（
二
〇
一
一
年
九
月
九
日
）。
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【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】

朴　
　

修　
　

慶

金　
　

エ
リ
ム

韓
国
の
女
性
非
正
規
職
の
現
況
と
課
題

⑴

一
、
序
論

　

韓
国
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
後
、
経
済
が
次
第
に
落
ち
込
み
、
企
業
が
「
経
営
合
理
化
」
政
策
に
よ
り
、
常
時
構
造
調
整
を
行
い
、
人

件
費
を
減
ら
す
た
め
に
、
労
働
力
の
規
模
を
削
減
す
る
か
、
正
規
職
の
採
用
を
減
ら
し
そ
の
代
わ
り
に
契
約
職
ま
た
は
時
間
制
と
し
て
労
働

力
を
補
充
ま
た
は
転
換
す
る
か
、
派
遣
ま
た
は
用
役
労
働
者
な
ど
の
非
典
型
労
働
者
を
使
用
す
る
場
合
が
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

失
業
問
題
と
と
も
に
、
正
規
職
の
仕
事
の
縮
小
、
非
正
規
職
の
増
加
及
び
雇
用
不
安
と
雇
用
差
別
は
最
大
の
懸
案
の
労
働
問
題
と
な
っ
て
い

る
。

　

と
こ
ろ
で
、
非
正
規
職
の
性
別
分
布
を
み
る
と
、
女
性
が
男
性
よ
り
は
る
か
に
多
い
。
さ
ら
に
、
女
性
非
正
規
職
は
、
男
性
非
正
規
職
が

経
験
し
て
い
る
雇
用
問
題
の
み
な
ら
ず
、
女
性
で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
賃
金
な
ど
に
お
い
て
不
当
な
直
接
的
・
間
接
的
な
性
差
別
を
受
け
た

り
、
ま
た
性
的
対
象
と
さ
れ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
さ
れ
る
場
合
も
多
い
。
ま
た
、
妊
娠
・
育
児
及
び
家
事
労
働
と
労
働
を
両
立

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
女
性
問
題
も
複
合
的
に
経
験
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
女
性
非
正
規
職
の
雇
用
問
題
に
関
す
る
対
策
は
、「
非

正
規
職
保
護
法
」
を
含
む
現
行
の
労
働
関
係
法
に
は
ほ
ぼ
皆
無
の
状
態
で
、政
府
が
二
〇
一
一
年
九
月
に
発
表
し
た
「
非
正
規
職
総
合
対
策
」

に
お
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
に
政
府
レ
ベ
ル
で
整
え
た
「
国
家
雇
用
戦
略
」
に
も
、
女
性
に
対
す
る

雇
用
促
進
戦
略
は
、
少
子
化
対
策
と
結
び
つ
い
て
、
仕
事
と
家
庭
の
両
立
を
可
能
に
さ
せ
る
た
め
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
な
ど
、
短
期
間
の
仕
事

（
訳
）

韓
国
放
送
通
信
大
学
校
法
学
科
教
授

早
稲
田
大
学
大
学
院
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
科
博
士
後
期
課
程
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を
提
供
す
る
こ
と
だ
け
が
提
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
非
正
規
職
の
雇
用
問
題
に
関
す
る
論
文
や
議
論
に
お
い
て
も
、
女
性
非
正
規
職
の

雇
用
問
題
は
重
視
さ
れ
て
い
な
い
。

　

本
論
文
は
、
非
正
規
職
の
多
数
を
占
め
て
い
る
女
性
非
正
規
職
の
雇
用
問
題
に
対
す
る
関
心
を
高
め
、
問
題
解
決
に
寄
与
す
る
た
め
に
、

ま
ず
、
女
性
非
正
規
職
の
雇
用
現
況
と
問
題
を
分
析
し
た
上
で
、
現
在
の
労
働
関
係
法
と
政
策
は
女
性
非
正
規
職
の
雇
用
問
題
に
つ
い
て
、

い
か
に
対
応
し
、
そ
の
問
題
点
は
何
か
に
つ
い
て
分
析
を
行
う
。
そ
し
て
、
女
性
非
正
規
職
の
雇
用
問
題
を
改
善
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る

立
法
と
司
法
、
政
策
、
労
働
運
動
の
課
題
を
提
示
す
る
。

二
、
女
性
非
正
規
職
の
雇
用
現
況
と
問
題

１
、
女
性
非
正
規
職
の
雇
用
現
況

①
就
業
状
況
の
性
別
格
差

　

経
済
状
況
が
悪
化
す
る
と
、
企
業
は
仕
事
の
数
を
減
ら
し
た
り
、
非
正
規
職
と
し
て
人
材
を
採
用
し
た
り
し
て
、
労
働
者
の
就
業
は
さ
ら

に
難
し
く
な
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
経
済
沈
滞
に
よ
る
就
業
状
況
の
悪
化
は
、
男
性
よ
り
女
性
に
顕
著
に
現
れ
る
。
例
え
ば
、

二
〇
〇
九
年
五
月
の
女
性
の
経
済
活
動
率
は
四
九
・
九
％
で
、
就
業
者
の
数
は
九
八
七
万
二
千
人
で
あ
る
が
、
こ
の
数
字
は
、
一
年
前
の

二
〇
〇
八
年
五
月
よ
り
一
・
二
％
、
二
一
万
一
千
人
減
少
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
二
〇
〇
九
年
五
月
の
男
性
の
経
済
活
動
率
は

七
三
・
九
％
、
就
業
者
数
は
一
三
八
四
万
八
千
人
で
一
年
前
の
二
〇
〇
八
年
五
月
よ
り
〇
・
三
％
、
八
千
人
減
少
し
た
⑵

。
ま
た
、
政
府
（
韓

国
統
計
庁
）
が
発
表
し
た
二
〇
一
一
年
八
月
の
非
正
規
職
数
を
二
〇
一
〇
年
八
月
と
比
較
す
る
と
、
男
性
非
正
規
職
は
一
四
万
二
千
人
増
加

し
、
女
性
非
正
規
職
は
一
六
万
七
千
人
増
加
し
、
女
性
非
正
規
職
の
方
が
二
万
五
千
人
多
く
増
え
て
い
た
の
で
あ
る
⑶

。

②
非
正
規
職
の
規
模
と
性
別
格
差

　

政
府
（
統
計
庁
）
に
よ
る
と
、
二
〇
一
一
年
八
月
現
在
、
賃
金
労
働
者
（
一
七
五
一
万
人
）
の
中
で
、
非
正
規
職
は
二
〇
一
〇
年
八
月
と

対
比
す
る
と
、
三
〇
万
九
千
人
増
え
五
九
九
万
五
千
人
と
な
り
、
賃
金
労
働
者
全
体
の
三
二
・
四
％
を
占
め
て
い
る
と
い
う
⑷

。
そ
の
中
で
、
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女
性
非
正
規
職
は
非
正
規
職
全
体
の
五
三
・
四
％
（
三
二
〇
万
三
千
人
）
を

占
め
て
、
四
六
・
六
％
（
二
七
九
万
一
千
人
）
を
占
め
て
い
る
男
性
よ
り
六
・

八
％
（
四
一
万
人
）
多
い
。（〈
表
─
１
〉
参
照
）⑸

　

一
方
、
二
〇
一
一
年
六
月
末
を
基
準
と
し
て
、
一
四
か
所
の
銀
行
の
役
員
・

本
部
長
を
除
い
た
男
女
職
員
数
の
割
合
を
比
較
し
た
統
計
（〈
表
─
２
〉）
も
、

非
正
規
職
（
契
約
職
）
に
お
い
て
、
男
性
は
一
七
・
四
％
、
女
性
は

八
二
・
六
％
を
占
め
、
非
正
規
職
の
な
か
で
、
女
性
が
男
性
に
比
べ
、
は
る

か
に
多
い
と
い
う
事
実
を
示
し
て
い
る
⑹

。

③
非
正
規
職
の
労
働
形
態
と
性
別
格
差

　

統
計
庁
に
よ
る
二
〇
一
一
年
八
月
現
在
の
経
済
活
動
人
口
の
勤
労
形
態
別

調
査
結
果
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
非
正
規
職
の
労
働
形
態
に
お
い
て
も
性
別

格
差
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

そ
の
中
、
性
別
格
差
が
最
も
著
し
く
現
れ
る
労
働
形
態
は
、
家
内
労
働
⑺

で
あ
る
が
、
家
内
労
働
者
の
う
ち
、
男
性
は
九
・
六
％
、
女
性
は
九
〇
・
四
％

で
あ
る
。
時
間
制
労
働
者
の
場
合
も
、
男
性
は
二
七
・
六
％
、
女
性
は

七
二
・
四
％
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
特
殊
形
態
勤
労
従
事
者
⑻

の
場
合
も
、
男

性
は
二
二
・
二
％
、
女
性
は
六
七
・
八
％
で
あ
る
。

④
非
正
規
職
の
性
別
賃
金
格
差

　

韓
国
労
働
社
会
研
究
所
が
二
〇
一
一
年
一
月
か
ら
三
月
の
間
の
時
間
当
た

り
賃
金
平
均
を
分
析
し
た
資
料
を
み
る
と
、〈
表
─
３
〉
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、

賃金労働者 非正規労働者 女性非正規職 男性非正規職 格差

1,751万人
（100％）

599万5千人
（32.4％）

320万3千人
（53.4％）

279万1千人
（46.6％）

女＞男
41万人（6.8％）

正規職 非正規職（契約職） 計

女性 27,893人（40.2％） 13,852人（82.6％） 41,745人（48.5％）

男性 41,422人（59.8％） 　2,913人（17.4％） 44,335人（51.5％）

男性正規職 男性非正規職 女性正規職 女性非正規職

100％（16,555ウォン） 66.3％（10,977ウォン） 50.3％（8,321ウォン） 39.2％（6,497ウォン）

＜表−1＞　非正規労働者の性別分布

＜表−2＞　銀行員の性別・雇用形態

＜表−3＞　性別・雇用形態別の賃金格差

（調査機関：韓国統計庁、2011年8月基準）

（調査機関：アジア経済新聞（아시아경제신문）、2011年6月末基準）

（調査機関：韓国労働社会研究所、2011年3月基準）
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男
性
正
規
職
の
賃
金
を
一
〇
〇
と
し
た
場
合
、
男
性
非
正
規
職
の
賃
金
は
六
六
・
三
％
、
女
性
正
規
職
の
賃
金
は
五
〇
・
三
％
、
女
性
非
正
規

職
の
賃
金
は
三
九
・
二
％
で
、
正
規
職
と
非
正
規
職
の
間
、
女
性
と
男
性
間
の
賃
金
格
差
が
大
き
い
。
そ
の
原
因
に
は
、
非
正
規
職
二
人
に

一
人
（
四
六
四
万
人
、
五
五
・
八
％
）
が
低
賃
金
職
務
で
あ
る
単
純
労
務
職
（
二
四
四
万
人
）
か
、
販
売
サ
ー
ビ
ス
職
（
二
二
〇
万
人
）
に

従
事
す
る
な
ど
の
構
造
的
な
問
題
が
あ
る
こ
と
、
及
び
非
正
規
職
に
対
す
る
差
別
問
題
が
あ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
特
に
、
女
性
非
正
規

職
の
賃
金
に
大
き
な
格
差
が
あ
り
低
い
の
は
、
性
別
と
雇
用
形
態
に
よ
る
差
別
が
女
性
非
正
規
職
に
集
中
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
⑼

。

２
、
女
性
非
正
規
職
の
雇
用
問
題

　

非
正
規
職
雇
用
が
増
加
し
、
非
正
規
労
働
者
が
雇
用
不
安
の
脅
威
の
中
で
、
正
規
職
と
同
一
の
仕
事
を
行
う
と
し
て
も
、
正
規
職
よ
り
賃

金
な
ど
で
差
別
的
処
遇
を
受
け
る
状
況
は
、
資
本
主
義
の
経
済
体
制
に
お
い
て
企
業
が
人
件
費
を
節
減
し
、
効
率
的
経
営
を
行
お
う
と
す
る

政
策
か
ら
生
じ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
非
正
規
職
の
中
で
、
女
性
が
男
性
よ
り
そ
の
数
が
多
い
と
い
う
事
実
と
、
女
性
非
正
規
職
が
男
性
正
規
職
と
男
性
非
正
規
職

よ
り
、
相
当
に
賃
金
が
低
い
。
職
場
内
の
性
的
嫌
が
ら
せ
・
性
暴
力
の
被
害
者
に
な
る
場
合
が
多
い
と
い
う
事
実
は
、
資
本
主
義
経
済
体
制

と
家
父
長
制
の
社
会
構
造
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
発
生
す
る
女
性
労
働
問
題
か
ら
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
女
性
労
働
問
題
は
、
女
性
は
男

性
の
出
来
な
い
妊
娠
・
出
産
の
母
性
機
能
を
有
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
男
性
よ
り
繊
細
か
つ
感
情
的
で
、
育
児
や
家
事
労
働
と
そ
れ
に
類

似
す
る
業
務
は
上
手
で
あ
る
も
の
の
、
男
性
よ
り
能
力
は
劣
っ
て
い
て
責
任
感
が
な
く
非
論
理
的
か
つ
非
組
織
的
で
あ
る
と
見
る
伝
統
的
な

性
別
役
割
分
業
観
（
性
別
特
質
論
）
と
、
女
性
を
尊
重
せ
ず
に
性
的
対
象
と
し
て
み
る
女
性
観
に
基
づ
き
発
生
す
る
。

　

企
業
は
、
業
務
を
割
り
当
て
る
際
、
女
性
に
主
要
な
業
務
を
任
せ
ず
、
核
心
的
で
な
い
補
助
的
な
業
務
、
付
加
価
値
の
低
い
業
務
に
分
類

さ
れ
る
業
務
を
主
に
任
せ
る
。
ま
た
、
清
掃
な
ど
の
仕
事
を
す
る
ル
ー
ム
メ
イ
ド(room

 m
aid

）、
飲
食
を
調
理
す
る
業
務
、
顧
客
に
対
す

る
サ
ー
ビ
ス
業
務
、
計
算
職
業
務
な
ど
を
、
女
性
専
用
職
種
と
す
る
慣
行
を
維
持
し
て
い
る
⑽

。
そ
の
中
で
、
構
造
調
整
を
行
う
際
に
は
、
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女
性
が
多
く
働
い
て
い
る
業
務
を
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
す
る
か
、
ま
た
は
女
性
を
優
先
的
に
解
雇
す
る
か
、
非
正
規
職
や
無
期
契
約
職
に
転

換
さ
せ
る
場
合
が
多
い
。
そ
う
し
て
、
正
規
職
よ
り
労
働
条
件
を
悪
く
す
る
間
接
差
別
を
雇
用
形
態
の
差
異
に
よ
る
正
当
な
労
働
条
件
の
差

異
と
し
て
正
当
化
さ
せ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
女
性
労
働
者
は
正
規
職
の
時
と
同
じ
仕
事
を
し
て
い
る
も
の
の
、
賃
金
は
相
当
減
っ
た
の
で

雇
用
不
安
に
悩
み
、
企
業
組
織
内
で
、
男
性
正
規
職
、
男
性
非
正
規
職
、
女
性
正
規
職
、
女
性
非
正
規
職
と
し
て
階
層
化
す
る
労
働
力
体
制

の
中
で
、
最
も
脆
弱
な
地
位
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

女
性
は
、
結
婚
・
出
産
・
育
児
に
よ
っ
て
雇
用
が
中
断
さ
れ
る
か
、
非
正
規
職
に
な
る
場
合
が
多
い
と
い
う
事
実
と
、
家
庭
生
活
と
職
場

生
活
の
責
任
を
全
部
遂
行
で
き
る
時
間
制
労
働
形
態
や
家
庭
内
の
労
働
形
態
、
特
殊
雇
用
形
態
の
労
働
提
供
に
従
事
す
る
女
性
非
正
規
職
が

男
性
よ
り
は
る
か
に
多
い
と
い
う
事
実
も
、
伝
統
的
な
性
別
役
割
分
業
観
が
働
い
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
時
間
制
労
働
形

態
に
従
事
す
る
と
、
労
働
時
間
が
短
く
て
賃
金
が
低
く
な
り
、
家
内
労
働
と
特
殊
形
態
労
働
に
従
事
す
る
と
、「
勤
労
基
準
法
」
な
ど
で
い

う
労
働
者
に
該
当
し
な
い
た
め
、
労
働
者
保
護
法
の
適
用
を
受
け
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
現
行
の
非
正
規
職
法
は
、
使
用
者
が
契
約
職
（
期

間
制
）
労
働
者
、
派
遣
労
働
者
を
使
用
で
き
る
期
間
を
原
則
と
し
て
二
年
内
に
制
限
し
て
い
る
た
め
、
女
性
非
正
規
職
が
婚
姻
、
妊
娠
、
出

産
、
育
児
に
関
す
る
法
の
保
護
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
多
い
。

　

ま
た
、
職
場
内
の
セ
ク
ハ
ラ
被
害
者
の
絶
対
多
数
が
女
性
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
、
相
当
数
が
非
正
規
職
で
あ
る
こ
と
は
、
国
家
人
権
委
員

会
の
「
セ
ク
ハ
ラ
決
定
例
集
」
と
、
韓
国
女
性
労
働
者
会
の
「
雇
用
平
等
相
談
事
例
集
」⑾

に
お
い
て
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
職
場
内

の
セ
ク
ハ
ラ
と
は
、
使
用
者
、
上
級
者
、
労
働
者
の
業
務
、
雇
用
関
係
で
優
越
な
地
位
を
利
用
す
る
か
、
業
務
と
関
連
し
て
性
的
言
動
を
す

る
こ
と
に
対
し
被
害
者
が
拒
否
し
た
と
い
う
不
合
理
的
な
理
由
か
ら
不
利
益
を
与
え
る
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
雇
用
上
の
性
差
別
行
為
に

当
た
る
上
、
ま
た
性
的
屈
辱
感
を
感
じ
さ
せ
る
性
的
言
動
に
よ
っ
て
精
神
的
・
肉
体
的
な
損
傷
を
与
え
る
行
為
で
あ
る
た
め
、
男
女
間
に
発

生
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
暴
力
行
為
に
当
た
る
。
ま
た
、
職
場
内
の
セ
ク
ハ
ラ
は
、
労
働
を
一
緒
に
す
る
当
事
者
間
に
発
生
す
る
た
め
、
日
常
的

な
人
権
侵
害
行
為
に
該
当
す
る
。
職
場
内
の
セ
ク
ハ
ラ
の
増
加
は
、
男
性
中
心
的
企
業
文
化
に
お
い
て
女
性
が
性
的
な
対
象
と
さ
れ
て
い
る

現
実
を
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
女
性
非
正
規
職
が
セ
ク
ハ
ラ
を
拒
否
す
る
か
、
被
害
の
是
正
を
要
求
す
る
場
合
、
再
契
約
に
な
ら
な
い
こ
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と
や
、
そ
の
他
雇
用
上
の
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
を
懸
念
し
て
我
慢
す
る
場
合
が
多
く
、
実
際
に
被
害
事
実
を
知
ら
せ
て
是
正
を
要
求
し
た

た
め
に
不
利
益
を
受
け
る
事
例
も
多
発
し
て
い
る
。

　

そ
う
し
て
、
女
性
非
正
規
職
は
、
労
働
者
と
し
て
の
脆
弱
な
地
位
問
題
（
生
存
問
題
、
仕
事
の
不
足
、
労
働
と
地
位
の
経
済
的
・
社
会
的

低
評
価
、
劣
悪
な
労
働
条
件
、
人
権
侵
害
な
ど
）
と
、
非
正
規
職
と
し
て
の
問
題
（
雇
用
不
安
と
非
正
規
職
に
対
す
る
雇
用
差
別
、
雇
用
疎

外
な
ど
）
を
基
本
的
に
有
す
る
と
同
時
に
、
家
父
長
的
社
会
の
女
性
問
題
も
有
し
て
い
る
。

三
、
女
性
非
正
規
職
関
連
法
と
政
策
の
現
況
と
問
題

１
、
関
連
法
の
現
況
と
問
題

　

女
性
非
正
規
職
は
、
労
働
者
一
般
に
適
用
さ
れ
る
保
護
法
（「
憲
法
」
の
労
働
基
本
権
保
障
規
定
、「
勤
労
基
準
法
」、
公
務
員
法
な
ど
）

と
非
正
規
職
に
適
用
さ
れ
る
保
護
法
は
も
と
よ
り
、女
性
労
働
者
に
対
す
る
特
別
保
護
規
定
を
設
け
た
法
令
（「
憲
法
」、「
勤
労
基
準
法
」、「
男

女
雇
用
平
等
及
び
仕
事
と
家
庭
の
両
立
支
援
に
関
す
る
法
律
」
な
ど
）
を
原
則
的
に
適
用
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
女
性
非
正
規
職
に
対
す
る
特

別
保
護
を
設
け
て
い
る
法
令
（「
勤
労
基
準
法
施
行
令
」、「
雇
用
保
険
法
施
行
令
」
な
ど
）
も
適
用
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
、
女
性
労
働
者
一

般
と
女
性
非
正
規
職
に
対
す
る
特
別
保
護
法
令
の
主
な
内
容
と
問
題
を
考
察
す
る
。

①
「
憲
法
」
の
女
性
特
別
保
護
規
定

　
「
憲
法
」
は
、「
す
べ
て
国
民
は
性
別
に
よ
り
差
別
を
受
け
な
い
」（
第
一
一
条
第
一
項
）
と
い
う
条
項
を
設
け
て
い
る
一
方
、「
女
性
労
働

者
は
特
別
な
保
護
を
受
け
て
、
雇
用
・
賃
金
及
び
労
働
条
件
に
お
い
て
不
当
な
差
別
を
受
け
な
い
」
と
い
う
条
項
（
第
三
二
条
第
四
項
）、「
国

家
は
女
子
の
福
祉
と
権
利
の
向
上
の
た
め
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
条
項
（
第
三
四
条
第
三
項
）
及
び
「
国
家
は
母
性
の
保

護
の
た
め
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
条
項
（
第
三
六
条
第
二
項
）
も
設
け
て
い
る
。
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②
「
勤
労
基
準
法
」
の
女
性
特
別
保
護
規
定

　
「
憲
法
」
の
か
か
る
女
性
保
護
規
定
に
基
づ
き
、「
勤
労
基
準
法
」
は
性
差
別
禁
止
規
定
と
と
も
に
、
第
五
章
（
女
性
と
少
年
）
に
お
い
て
、

女
性
に
対
す
る
様
々
な
母
性
保
護
規
定
を
設
け
て
い
る
。

　

性
差
別
禁
止
規
定
に
は
、
使
用
者
が
男
女
に
対
し
、
差
別
的
に
待
遇
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
条
項
（
第
六
条
）
と
、
経
営
上
の
理
由
に
よ

る
解
雇
対
象
者
選
定
に
お
い
て
性
を
理
由
と
し
て
差
別
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
条
項
（
第
二
四
条
第
三
項
）
が
あ
る
。

　

母
性
保
護
規
定
は
、
女
性
が
生
理
、
妊
娠
、
出
産
、
授
乳
の
よ
う
に
、
男
性
に
は
な
い
特
有
の
母
性
機
能
を
持
つ
が
、
そ
の
機
能
は
健
康

な
労
働
力
を
創
出
す
る
と
い
う
社
会
的
機
能
を
持
っ
て
い
る
た
め
、
女
性
が
健
康
な
状
態
で
母
性
機
能
を
維
持
・
発
揮
で
き
る
よ
う
に
し
、

母
性
機
能
に
よ
っ
て
雇
用
上
の
不
利
益
を
受
け
な
い
よ
う
に
国
家
と
使
用
者
が
女
性
労
働
者
に
対
し
、
特
別
保
護
を
提
供
す
る
意
義
を
持
つ
。

現
行
の
「
勤
労
基
準
法
」
が
設
け
て
い
る
女
性
特
別
保
護
規
定
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
）　

有
害
・
危
険
な
仕
事
に
対
す
る
保
護

　

有
害
・
危
険
な
職
種
と
坑
内
労
働
に
女
性
の
使
用
を
制
限
す
る
規
定
（
第
六
五
条
、
第
六
七
条
）、
妊
娠
し
た
女
性
労
働
者
が
請
求
す
る
と
、

軽
易
な
種
類
の
労
働
に
転
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
定
（
第
七
四
条
第
四
項
第
一
号
）
が
あ
る
。

二
）　

労
働
時
間
に
対
す
る
保
護

　

法
定
労
働
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
・
深
夜
労
働
・
休
日
労
働
に
女
性
の
使
用
を
制
限
す
る
規
定
（
第
七
〇
条
、
第
七
一
条
第
四
項
）、

妊
娠
し
た
女
性
に
対
す
る
弾
力
的
労
働
時
間
制
度
を
適
用
し
な
い
規
定
（
第
五
一
条
第
三
項
）
が
あ
る
。

三
）　

母
性
保
護
の
た
め
の
休
暇
・
休
憩
の
提
供

　

女
性
労
働
者
が
請
求
し
た
場
合
、
月
一
日
の
生
理
休
暇
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
定
（
第
七
三
条
）、
妊
娠
中
の
女
性
に
九
〇
日
の
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出
産
前
産
後
休
暇
を
与
え
、
流
産
ま
た
は
死
産
し
た
場
合
に
も
保
護
休
暇
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
定
（
第
七
四
条
）、
妊
娠
し
た
女

性
労
働
者
が
妊
産
婦
の
定
期
健
康
診
断
を
受
け
る
に
必
要
な
時
間
を
請
求
す
る
場
合
、
賃
金
を
削
減
す
る
こ
と
な
く
許
容
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
規
定
（
第
七
四
条
第
二
項
）、
生
後
一
年
未
満
の
乳
児
を
育
て
る
女
性
労
働
者
が
請
求
す
る
と
、
一
日
二
回
、
各
々
三
〇
分
以
上
の
有

給
授
乳
時
間
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
定
（
第
七
五
条
）
が
あ
る
。

③
「
男
女
雇
用
平
等
及
び
仕
事
と
家
庭
の
両
立
支
援
に
関
す
る
法
律
」
の
主
な
内
容

一
）
性
差
別
の
禁
止

　

同
法
は
、
募
集
・
採
用
（
第
七
条
第
一
項
）、
労
働
者
の
生
活
を
補
助
す
る
た
め
の
金
品
の
支
給
ま
た
は
資
金
の
融
資
な
ど
福
利
厚
生
（
第

九
条
）、
教
育
・
配
置
及
び
昇
進
（
第
一
〇
条
）、
定
年
・
退
職
及
び
解
雇
（
第
一
一
条
第
一
項
）
に
関
し
て
は
、
男
女
に
対
す
る
差
別
を
禁

止
す
る
。
賃
金
に
関
し
て
は
、
同
一
事
業
内
に
労
働
す
る
男
女
労
働
者
が
同
一
価
値
労
働
を
す
る
と
、
同
一
賃
金
を
支
給
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
規
定
し
て
い
る
（
第
八
条
）。
一
方
、
同
法
は
、
採
用
の
際
、
職
務
の
遂
行
に
必
要
で
な
い
容
貌
・
身
長
・
体
重
な
ど
の
身
体
的
な

条
件
、
未
婚
条
件
を
女
性
に
提
示
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
条
項
（
第
七
条
第
二
項
）
と
、
女
性
の
婚
姻
、
妊
娠
ま
た
は
出
産
を
退
職
事
由
と

し
て
予
定
す
る
労
働
契
約
の
締
結
を
禁
止
す
る
条
項
（
第
一
一
条
第
二
項
）
も
設
け
て
い
る
。

二
）
積
極
的
雇
用
差
別
改
善
措
置
の
実
施

　

同
法
は
、
政
府
投
資
機
関
、
政
府
傘
下
機
関
、
常
時
五
〇
〇
人
以
上
の
労
働
者
を
雇
用
す
る
事
業
の
う
ち
、
職
種
別
女
性
雇
用
比
率
と
女

性
管
理
職
の
比
率
が
産
業
別
平
均
の
六
〇
％
に
達
し
て
い
な
い
企
業
に
対
し
、
現
存
す
る
男
女
間
の
雇
用
差
別
を
な
く
す
か
、
雇
用
平
等
を

促
進
す
る
た
め
に
、
暫
定
的
に
特
定
の
性
別
を
優
遇
す
る
「
積
極
的
雇
用
改
善
措
置
」
を
試
行
す
る
計
画
書
と
、
そ
の
履
行
実
績
を
雇
用
労

働
部
長
官
に
提
出
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
（
第
一
七
条
の
三
）。
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三
）
母
性
保
護

　

同
法
は
、
国
家
は
出
産
前
産
後
休
暇
と
流
産
・
死
産
休
暇
を
使
用
し
た
労
働
者
の
う
ち
、
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
休

暇
期
間
に
対
し
通
常
賃
金
に
相
当
す
る
金
額
を
支
給
で
き
る
し
、
こ
の
給
付
を
支
給
す
る
た
め
に
必
要
な
費
用
は
財
政
や
社
会
保
険
か
ら
分

担
で
き
る
と
規
定
し
て
い
る
（
第
一
八
条
第
一
項
、
第
三
項
）。
こ
れ
を
受
け
、「
雇
用
保
険
法
」
は
出
産
前
産
後
休
暇
ま
た
は
流
産
・
死
産

休
暇
を
取
っ
て
い
る
女
性
が
休
暇
期
間
中
に
雇
用
保
険
か
ら
一
定
額
の
給
与
（「
出
産
前
産
後
休
暇
給
与
な
ど
」）
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
（
第
七
五
条
、
第
七
六
条
）。

四
）
介
護
労
働
の
支
援

　

同
法
は
、
男
女
労
働
者
が
育
児
及
び
家
族
の
看
護
な
ど
の
介
護
労
働
と
職
場
生
活
を
調
和
に
両
立
で
き
る
よ
う
に
様
々
な
支
援
条
項
を
設

け
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
事
業
主
は
、
労
働
者
が
配
偶
者
の
出
産
を
理
由
に
休
暇
を
請
求
す
る
場
合
に
、
三
日
の
休
暇
を
与
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
第
一
八
条
の
二
）。
さ
ら
に
、
労
働
者
が
満
六
歳
以
下
の
小
学
校
就
学
前
の
子
女
（
養
子
縁
組
し
た
子
女
も
含
む
）
を
養
育

す
る
た
め
に
育
児
休
職
を
申
請
し
た
場
合
に
一
年
以
内
の
休
職
を
許
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
一
九
条
）⑿
。
育
児
休
職
を
申
請
で
き

る
労
働
者
が
、
育
児
休
職
の
代
わ
り
に
労
働
時
間
の
短
縮
を
申
し
込
む
場
合
に
は
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
労
働
者
の
就
業

を
支
援
す
る
た
め
に
、
授
乳
・
託
児
な
ど
、
育
児
に
必
要
な
職
場
保
育
施
設
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
乳
幼
児
保
育
法
に
よ
り
、
常

時
労
働
者
五
〇
〇
人
以
上
ま
た
は
常
時
女
性
労
働
者
三
〇
〇
人
以
上
を
雇
用
す
る
事
業
主
は
職
場
保
育
施
設
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
）。

　

と
こ
ろ
で
、
二
〇
一
一
年
二
月
一
日
に
改
正
法
が
公
布
さ
れ
、
二
〇
一
二
年
八
月
二
日
か
ら
、
事
業
主
は
配
偶
者
の
出
産
看
護
休
暇
を
五

日
の
範
囲
で
労
働
者
が
請
求
し
た
日
数
だ
け
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
休
暇
期
間
中
最
初
の
三
日
は
有
給
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
労
働
者
が
育
児
期
労
働
時
間
短
縮
を
申
請
す
る
場
合
に
は
こ
れ
を
許
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
代
替
人
力
採
用
が
不
可

能
な
場
合
、
育
児
期
労
働
時
間
の
短
縮
に
よ
っ
て
正
常
的
な
事
業
の
運
営
に
重
大
な
支
障
を
招
く
場
合
な
ど
、
大
統
領
令
に
定
め
て
い
る
場
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合
に
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。
ま
た
、
事
業
主
は
労
働
者
が
両
親
、
配
偶
者
、
子
女
ま
た
は
配
偶
者
の
両
親
の
疾
病
、
事
故
、
老
齢
に
よ
っ

て
そ
の
家
族
を
介
護
す
る
た
め
に
家
族
介
護
休
職
を
申
請
す
る
場
合
、
こ
れ
を
許
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
代
替
労
働
力
の
採
用

が
不
可
能
な
場
合
、
家
族
介
護
休
職
に
よ
っ
て
正
常
的
な
事
業
の
運
営
に
重
大
な
支
障
を
招
く
場
合
な
ど
、
大
統
領
令
に
定
め
て
い
る
場
合

に
該
当
す
る
と
き
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。

五
）
職
場
内
の
セ
ク
ハ
ラ
の
防
止

　

同
法
は
、
事
業
主
、
上
級
者
ま
た
は
労
働
者
は
、
職
場
内
セ
ク
ハ
ラ
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
（
第
一
二
条
）、
職
場
内
の
セ
ク
ハ
ラ
が

発
生
し
た
場
合
に
、
事
業
主
は
遅
滞
な
く
行
為
者
に
対
し
て
懲
戒
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い

る
（
第
一
四
条
）。
事
業
主
が
セ
ク
ハ
ラ
を
し
た
場
合
に
は
雇
用
労
働
部
長
官
が
過
料
を
賦
課
す
る
（
第
三
九
条
第
一
項
）。
同
法
に
よ
っ
て

事
業
主
は
職
場
内
セ
ク
ハ
ラ
の
予
防
の
た
め
の
教
育
を
年
一
回
以
上
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
一
三
条
第
一
項
）。
派
遣
労
働
が
行

わ
れ
る
事
業
場
で
は
使
用
事
業
主
が
教
育
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
三
四
条
）。
事
業
主
は
職
場
内
セ
ク
ハ
ラ
と
関
連
し
て
被
害

を
受
け
た
労
働
者
ま
た
は
セ
ク
ハ
ラ
被
害
の
発
生
を
主
張
す
る
労
働
者
に
対
し
、
解
雇
や
そ
の
他
の
不
利
益
な
措
置
を
と
っ
て
は
な
ら
な
い

し
、
こ
れ
を
違
反
す
る
場
合
、
処
罰
を
受
け
る
（
第
一
四
条
第
二
項
）。

　

さ
ら
に
、
事
業
主
は
顧
客
な
ど
の
業
務
と
密
接
な
関
連
の
あ
る
者
が
業
務
遂
行
過
程
に
お
い
て
性
的
な
言
動
な
ど
を
通
じ
て
労
働
者
に
対

し
性
的
屈
辱
感
ま
た
は
嫌
悪
な
ど
を
感
じ
さ
せ
、
当
該
労
働
者
が
そ
れ
に
よ
る
苦
情
解
消
を
要
請
す
る
場
合
、
勤
務
場
所
の
変
更
、
配
置
転

換
な
ど
、
可
能
な
措
置
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
一
四
条
二
第
一
項
）。
労
働
者
が
被
害
を
主
張
す
る
か
、
顧
客
な
ど
か
ら
の
性
的

な
要
求
な
ど
に
応
じ
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
解
雇
、
そ
の
他
の
不
利
益
な
措
置
を
取
っ
て
な
ら
な
い
（
第
一
四
条
の
二
）。

④
女
性
非
正
規
職
の
特
別
保
護
法
令

　

現
行
の
法
令
中
、
女
性
非
正
規
職
だ
け
に
適
用
さ
れ
る
特
別
保
護
規
定
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
労
働
時
間
が
通
常
労
働
者
よ
り
短
い
短
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時
間
労
働
者
の
労
働
条
件
は
そ
の
事
業
場
の
同
じ
種
類
の
業
務
に
従
事
す
る
通
常
労
働
者
の
労
働
時
間
を
基
準
と
し
て
算
定
し
た
割
合
に

よ
っ
て
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
短
時
間
労
働
者
が
女
性
で
あ
る
場
合
、
そ
の
労
働
時
間
の
長
さ
に
関
係
な
く
、
生
理
休
暇
と
出

産
前
産
後
休
暇
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
「
勤
労
基
準
法
施
行
令
」
の
規
定
（
第
九
条
別
表
）
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
事
業
主
が
、
出
産
前
産
後
休
暇
ま
た
は
流
産
・
死
産
休
暇
中
か
、
妊
娠
中
の
女
性
労
働
者
で
労
働
契
約
期
間
が
一
年
以
下

で
あ
る
者
の
契
約
期
間
ま
た
は
派
遣
期
間
が
終
了
し
た
場
合
に
、
そ
の
者
と
契
約
期
間
終
了
後
た
だ
ち
に
ま
た
は
出
産
後
一
年
以
内
に
、
一

年
以
上
の
契
約
期
間
の
労
働
契
約
を
締
結
す
る
と
、
妊
娠
・
出
産
女
性
雇
用
安
定
金
を
六
か
月
間
支
給
さ
れ
る
。
期
間
を
定
め
な
い
労
働
契

約
を
締
結
す
る
事
業
主
は
、
一
年
間
支
給
さ
れ
る
と
い
う
「
雇
用
保
険
法
施
行
令
」（
第
二
九
条
）
の
規
定
が
あ
る
。
そ
の
他
、
二
〇
一
一

年
一
二
月
二
九
日
に
国
会
本
会
議
で
議
決
さ
れ
た
「
男
女
雇
用
平
等
法
改
正
法
案
」
に
お
い
て
、
期
間
制
労
働
者
ま
た
は
派
遣
労
働
者
の
育

児
休
職
期
間
は
、
彼
ら
の
法
定
使
用
期
間
（
二
年
以
内
）
に
算
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
使
用
者
と
労
働
者
が
合
意
す
る
場
合
、
派
遣

労
働
者
は
派
遣
元
事
業
主
及
び
派
遣
先
事
業
主
と
合
意
す
る
場
合
に
は
例
外
と
す
る
条
項
（
第
一
九
条
第
五
項
）
が
新
設
さ
れ
た
。
同
条
項

は
、
男
性
非
正
規
職
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
る
が
、
女
性
非
正
規
職
が
育
児
休
職
を
使
用
で
き
る
制
度
的
な
措
置
が
設
け
ら
れ
た
と
い
う
点

か
ら
立
法
意
義
が
あ
る
。

⑤
関
連
法
の
問
題

　

か
か
る
女
性
保
護
規
定
は
、
使
用
者
が
遵
守
で
き
る
条
件
を
持
っ
て
い
る
規
模
の
事
業
場
で
長
時
間
従
事
す
る
正
規
職
女
性
に
対
し
て
主

に
適
用
さ
れ
、
女
性
非
正
規
職
は
以
下
の
理
由
で
実
際
に
は
適
用
さ
れ
に
く
い
状
況
に
あ
る
。

一
）　

現
行
の
「
勤
労
基
準
法
」
と
「
男
女
雇
用
平
等
法
」
は
、
家
事
使
用
人
（
家
庭
内
勤
労
従
事
者
）
と
特
殊
形
態
勤
労
従
事
者
に
は
適

用
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
両
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
女
性
保
護
規
定
の
中
で
は
常
時
四
人
未
満
の
労
働
者
を
雇
用
し
て
い
る
事
業
に
は

適
用
さ
れ
な
い
規
定
が
あ
る
。
こ
れ
に
該
当
す
る
規
定
は
、「
勤
労
基
準
法
」
の
経
営
上
の
理
由
に
よ
る
解
雇
に
お
け
る
男
女
差
別
禁
止
規
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定
（
第
二
四
条
第
二
項
）、
妊
産
婦
で
な
い
女
性
に
対
す
る
有
害
危
険
業
務
の
使
用
禁
止
規
定
（
第
六
五
条
第
二
項
）
と
深
夜
労
働
と
休
日

労
働
の
制
限
規
定
（
第
七
〇
条
第
一
項
）、
生
理
休
暇
規
定
（
第
七
三
条
）、
育
児
時
間
規
定
（
第
七
五
条
）
で
あ
る
。
ま
た
、「
男
女
雇
用

平
等
法
」
の
募
集
・
採
用
に
お
け
る
男
女
差
別
禁
止
規
定
（
第
七
条
第
一
項
）
と
、
女
性
の
婚
姻
・
妊
娠
及
び
出
産
を
退
職
事
由
と
し
て
予

定
す
る
労
働
契
約
の
締
結
禁
止
規
定
（
第
一
一
条
第
二
項
）
を
除
く
そ
の
他
の
す
べ
て
の
性
差
別
禁
止
規
定
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

二
〇
一
一
年
三
月
現
在
、
常
時
四
人
以
下
の
労
働
者
を
雇
用
し
て
い
る
事
業
は
、
全
体
事
業
体
の
六
〇
％
を
上
回
っ
て
い
て
、
そ
の
従
事
者

の
八
二
・
五
％
が
非
正
規
職
と
な
っ
て
い
る
。

二
）　

女
性
保
護
規
定
の
中
に
は
、
正
規
職
労
働
者
も
現
実
的
に
保
護
さ
れ
に
く
い
内
容
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
、「
勤
労
基
準
法
」
は
使
用

者
に
勤
務
時
間
の
中
で
、
生
後
一
年
未
満
の
乳
児
を
育
て
て
い
る
女
性
労
働
者
に
一
日
一
回
三
〇
分
ず
つ
授
乳
時
間
を
与
え
る
義
務
が
課
せ

ら
れ
て
い
る
が
、
複
雑
な
交
通
事
情
の
た
め
、
現
実
的
に
事
業
場
に
労
働
者
が
授
乳
の
た
め
に
幼
児
を
同
伴
し
て
出
退
勤
し
に
く
い
だ
け
で

は
な
く
、
授
乳
施
設
を
設
け
て
い
る
事
業
場
は
非
常
に
少
な
い
。

三
）　

期
間
制
労
働
者
と
派
遣
労
働
者
の
使
用
期
間
が
二
年
以
内
に
制
限
さ
れ
て
い
る
た
め
、
九
〇
日
の
出
産
前
産
後
休
暇
と
家
族
介
護
休

職
、
一
年
以
内
の
育
児
休
職
と
育
児
期
労
働
時
間
短
縮
な
ど
に
関
す
る
保
護
規
定
は
、
使
用
者
の
立
場
か
ら
認
め
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
保
護
規
定
と
関
連
し
た
「
雇
用
保
険
法
」
の
「
出
産
前
産
後
休
暇
給
与
」、
育
児
休
職
給
付
、
育
児
労
働
時

間
短
縮
給
付
、
妊
娠
・
出
産
雇
用
安
定
支
援
金
制
に
関
す
る
規
定
も
、
非
正
規
職
労
働
者
に
対
し
て
は
適
用
さ
れ
に
く
い
。
さ
ら
に
、
勤
続

期
間
が
六
か
月
未
満
で
あ
る
労
働
者
と
一
か
月
の
所
定
労
働
時
間
が
六
〇
時
間
未
満
で
あ
る
者
（
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
一
五
時
間
未

満
の
者
を
含
む
）
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

  四
）　

現
行
保
護
規
定
は
、
使
用
者
が
違
反
す
る
と
、
刑
事
処
罰
や
過
料
が
課
せ
ら
れ
る
が
、
行
政
機
関
（
雇
用
労
働
部
と
地
方
雇
用
労
働
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官
署
）
や
司
法
機
関
が
こ
の
よ
う
な
制
裁
を
使
用
者
に
対
し
て
行
う
場
合
は
極
め
て
ま
れ
で
あ
る
。

２
、
関
連
政
策
の
現
況
と
問
題

　

二
〇
〇
八
年
一
一
月
末
頃
、
労
働
部
、
女
性
家
族
部
、
保
健
福
祉
部
、
中
小
企
業
庁
が
合
同
で
設
け
た
「
女
性
雇
用
促
進
対
策
」
と

二
〇
〇
九
年
六
月
九
日
に
発
表
さ
れ
た
「
少
子
化
克
服
の
た
め
の
政
府
行
動
宣
言
」
と
、
そ
の
細
部
推
進
計
画
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
に
政

府
レ
ベ
ル
で
整
え
た
「
国
家
雇
用
戦
略
」
な
ど
は
、
共
通
的
に
「
短
時
間
女
性
雇
用
親
和
型
仕
事
の
創
出
対
策
」
を
中
核
的
な
政
策
課
題
と

し
て
掲
げ
て
い
た
。
二
〇
一
〇
年
一
二
月
に
政
府
レ
ベ
ル
で
整
え
た
「
国
家
雇
用
戦
略
」
も
雇
用
促
進
と
雇
用
安
定
に
関
す
る
戦
略
だ
け
し

か
な
く
、
雇
用
平
等
の
た
め
の
戦
略
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
女
性
に
対
す
る
雇
用
促
進
戦
略
は
、
少
子
化
対
策
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
、
仕
事

と
家
庭
の
両
立
を
可
能
と
す
る
た
め
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
な
ど
、
短
時
間
の
仕
事
を
提
供
す
る
こ
と
の
み
が
提
示
さ
れ
た
。

　

出
産
は
女
性
だ
け
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
が
、
育
児
と
家
事
労
働
は
男
性
も
で
き
る
し
、
男
女
と
も
に
共
同
責
任
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
府
の
こ
の
よ
う
な
政
策
計
画
は
育
児
や
家
事
労
働
は
女
性
が
行
う
仕
事
と
い
う
固
定
観
念
に
よ
っ
て
、
仕
事

と
家
庭
の
両
立
を
可
能
と
す
る
た
め
の
短
時
間
の
仕
事
を
女
性
雇
用
親
和
型
仕
事
と
し
て
見
な
し
て
、
こ
の
よ
う
な
仕
事
を
女
性
に
対
し
て

提
供
す
る
こ
と
を
政
策
課
題
と
し
て
い
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
韓
国
社
会
で
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
大
半
は
、
雇
用
不
安
と
低
賃
金

で
あ
り
、
差
別
さ
れ
て
い
る
現
実
を
考
慮
す
れ
ば
、
政
府
の
政
策
は
、「
男
性
は
正
規
職
、
女
性
は
非
正
規
職
」「
男
性
は
仕
事
と
社
会
、
女

性
は
家
庭
」
と
い
う
伝
統
的
な
男
女
の
構
図
を
強
化
し
、
女
性
の
非
正
規
職
化
、
男
女
別
労
働
条
件
の
格
差
を
深
化
さ
せ
る
恐
れ
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
最
近
政
府
が
発
表
し
た
「
非
正
規
職
総
合
対
策
」
に
は
、
非
正
規
職
の
大
半
を
占
め
る
女
性
の
懸
案
で
あ
る
雇
用
問
題
の
対
策

に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
す
ら
い
な
い
の
は
、
政
策
担
当
者
に
非
正
規
職
問
題
と
女
性
問
題
に
関
す
る
認
識
と
理
解
が
不
足
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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四
、
女
性
非
正
規
職
の
雇
用
問
題
の
改
善
の
た
め
の
課
題

　

女
性
非
正
規
職
の
雇
用
現
行
と
問
題
及
び
関
連
法
・
政
策
の
現
況
と
問
題
を
分
析
し
た
結
果
、
女
性
非
正
規
職
の
雇
用
問
題
を
改
善
す
る

た
め
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
立
法
と
判
例
、
政
策
、
活
動
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

①
政
府
が
使
用
者
団
体
と
協
力
し
、
国
際
労
働
機
関
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
が
提
唱
し
た
「
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
ワ
ー
ク
（decent w

ork

）
を
提
供
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。「
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
ワ
ー
ク
（
働
き
が
い
の
あ
る
人
間
ら
し
い
仕
事
）」
と
は
、
労
働
者
が
人
権
と
人
間
の
尊
厳
性
を
享

受
で
き
る
労
働
条
件
と
労
働
環
境
、
雇
用
安
定
が
保
障
さ
れ
る
仕
事
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
非
正
規
職
を
使
用
す
る
事
由
を
法
に
よ
っ
て
制
限
し
、
企
業
が
非
正
規
職
の
採
用
を
濫
用
し
人
件
費
を
減

ら
す
慣
行
を
防
止
し
て
、
労
働
者
が
非
自
発
的
に
非
正
規
職
と
し
て
雇
用
さ
れ
る
問
題
を
改
善
で
き
る
法
と
政
策
が
必
要
で
あ
る
。

②
非
正
規
職
に
対
す
る
不
合
理
な
差
別
的
処
遇
の
防
止
と
雇
用
保
護
を
骨
子
と
す
る
保
護
規
定
が
実
効
性
の
あ
る
よ
う
に
整
備
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
労
働
者
保
護
法
の
保
護
を
受
け
ら
れ
な
い
零
細
事
業
体
の
従
事
者
、
家
内
労
働
者
、
特
殊
形
態
勤
労
従
事
者
な
ど

も
法
の
保
護
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
保
護
対
象
と
な
る
労
働
者
の
概
念
や
そ
の
範
囲
を
拡
大
す
る
立
法
が
必
要
で
あ
る
。

③
現
行
女
性
非
正
規
職
関
連
法
の
問
題
が
改
善
さ
れ
る
よ
う
に
、
法
の
整
備
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
女
性
非
正
規
職
の
保
護
法

が
し
っ
か
り
と
遵
守
さ
れ
る
よ
う
に
、
事
業
場
に
対
す
る
勤
労
行
政
監
督
と
と
も
に
、
女
性
非
正
規
職
の
勤
労
権
と
平
等
権
を
具
現
で
き
る

権
利
救
済
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
権
利
救
済
の
一
例
は
、
韓
国
鉄
道
公
社
の
女
性
乗
務
員
事
件
か
ら
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。

韓
国
鉄
道
公
社
が
、
高
速
鉄
道
（
Ｋ
Ｔ
Ｘ
）
の
乗
務
員
の
業
務
の
う
ち
乗
客
サ
ー
ビ
ス
業
務
を
分
離
し
て
、
こ
れ
を
契
約
職
の
女
性
乗
務
員

に
担
当
さ
せ
、
そ
の
雇
用
・
管
理
を
子
会
社
に
委
託
さ
せ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
、
女
性
乗
務
員
ら
が
公
社
の
直
接
雇
用
を
要
求
し
て
座
り
込

み
抗
議
行
動
を
取
る
と
、
契
約
を
解
消
し
て
問
題
と
な
っ
た
事
案
⒀

で
あ
る
。
国
家
人
権
委
員
会
は
、
韓
国
鉄
道
公
社
が
合
理
的
な
理
由
な
く
、
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Ｋ
Ｔ
Ｘ
乗
客
サ
ー
ビ
ス
業
務
を
女
性
の
業
務
と
し
て
限
定
し
て
、
こ
の
事
件
の
被
害
者
ら
を
性
別
に
分
離
し
た
採
用
を
す
る
こ
と
で
不
利
な

雇
用
条
件
を
形
成
し
て
い
た
の
は
、
性
別
を
理
由
と
し
た
雇
用
差
別
に
当
た
る
た
め
、
女
性
乗
務
員
に
対
し
て
正
当
な
雇
用
条
件
の
保
障
を

通
じ
て
性
差
別
的
な
雇
用
構
造
を
改
善
す
る
こ
と
を
勧
告
す
る
決
定
を
、
二
〇
〇
六
年
九
月
一
一
日
に
下
し
た
。

　

さ
ら
に
、
ソ
ウ
ル
中
央
地
方
法
院
は
Ｋ
Ｔ
Ｘ
女
性
乗
務
員
の
雇
用
管
理
を
委
託
さ
れ
た
会
社
は
、
実
質
的
に
は
業
務
遂
行
の
独
自
性
や
事

業
経
営
の
独
立
性
を
持
っ
て
い
な
い
ま
ま
、
韓
国
鉄
道
公
社
の
一
個
の
事
業
部
署
と
し
て
機
能
す
る
か
、
労
務
代
行
機
関
の
役
割
を
遂
行
し

た
だ
け
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
公
社
が
原
告
ら
（
女
性
乗
務
員
）
か
ら
従
属
的
な
関
係
で
労
働
の
提
供
を
受
け
て
賃
金
水
準
を
含
む
諸
労
働
条

件
を
定
め
た
と
考
え
る
の
が
相
当
で
あ
る
た
め
、
原
告
ら
が
公
社
の
労
働
者
の
地
位
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
公
社
は
原
告
ら
に
対
し
て
復

職
す
る
ま
で
、
不
当
解
雇
し
た
三
四
人
の
原
告
ら
に
対
し
て
賃
金
を
支
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
判
決
を
二
〇
一
〇
年
八
月
二
六
日

に
下
し
た
。
二
〇
一
一
年
八
月
一
九
日
の
ソ
ウ
ル
高
等
法
院
の
判
決
と
、
二
〇
一
一
年
八
月
三
〇
日
の
ソ
ウ
ル
地
方
法
院
の
判
決
も
同
じ
立

場
を
取
っ
て
い
る
。

　

一
方
、
勤
労
福
祉
公
団
は
、
女
性
非
正
規
職
が
、
男
性
で
あ
る
社
長
と
管
理
職
か
ら
随
時
言
語
的
な
セ
ク
ハ
ラ
を
さ
れ
て
被
っ
た
精
神
不

安
、
鬱
な
ど
の
よ
う
な
精
神
的
な
被
害
に
対
し
て
、
業
務
上
の
疾
病
で
あ
る
と
し
て
労
働
災
害
に
あ
た
る
と
い
う
判
定
を
、
初
め
て

二
〇
一
一
年
一
一
月
二
四
日
に
下
し
た
⒁

。
こ
の
よ
う
な
権
利
救
済
機
関
の
積
極
的
な
法
解
釈
は
、
非
正
規
職
問
題
を
解
決
す
る
重
要
な
方

策
と
な
る
。

④
政
府
の
非
正
規
職
関
連
対
策
に
、
女
性
非
正
規
職
の
女
性
労
働
問
題
を
改
善
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
策
が
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、「
仕
事
と
家
庭
の
両
立
支
援
」
政
策
は
、
女
性
だ
け
に
低
賃
金
の
短
期
型
仕
事
を
与
え
て
家
事
労
働
と
両
立
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、

出
産
と
育
児
、
家
族
看
護
、
家
事
労
働
、
家
族
扶
養
の
仕
事
に
男
女
と
も
に
参
加
し
て
、
権
利
と
責
任
を
担
う
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
、
国

家
と
社
会
、
企
業
が
支
援
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
く
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
男
女
の
伝
統
的
な
関
係
を
変
化
さ
せ
て
、
ひ
い
て
は
、
労

働
者
の
発
展
と
家
族
の
福
祉
、
国
家
と
社
会
、
企
業
の
発
展
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。
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⑤
非
正
規
職
関
連
法
の
実
効
性
を
確
保
し
、
法
と
政
策
を
改
善
す
る
た
め
に
は
、
労
働
者
が
自
ら
権
利
と
法
の
遵
守
を
要
求
し
て
、
関
係
機

関
に
陳
情
、
告
訴
、
訴
訟
等
を
行
い
、
違
法
行
為
を
積
極
的
に
是
正
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
必
要
で
あ
る
。
従
っ
て
、
労
働
者
の
自
主
的
な

組
織
体
で
あ
る
労
働
組
合
が
作
ら
れ
て
、
積
極
的
に
非
正
規
職
に
対
す
る
処
遇
改
善
の
た
め
に
活
動
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

雇
用
労
働
部
が
二
〇
一
一
年
一
一
月
一
六
日
に
発
表
し
た
『
二
〇
一
〇
年
全
国
労
働
組
合
組
織
現
況
』
を
み
る
と
、
一
九
八
七
年
六
月
、
民

主
抗
争
以
後
、
一
九
・
八
％
ま
で
に
高
ま
っ
た
労
働
組
合
組
織
率
が
、
二
〇
〇
九
年
に
九
・
八
％
に
止
ま
り
、
さ
ら
に
非
正
規
職
の
労
働
組
合

加
入
率
は
一
・
七
％
に
過
ぎ
な
い
。
労
働
組
合
、
特
に
非
正
規
職
の
組
織
率
が
顕
著
に
低
い
理
由
は
、
労
働
組
合
の
組
織
設
立
が
難
し
い
サ
ー

ビ
ス
産
業
が
増
加
し
て
、
正
規
職
の
労
働
組
合
が
非
正
規
職
の
加
入
を
嫌
が
る
の
に
加
え
、
雇
用
不
安
と
労
働
組
合
加
入
に
よ
る
雇
用
上
の

不
利
益
に
対
す
る
懸
念
か
ら
、
非
正
規
職
が
労
働
組
合
の
加
入
を
た
め
ら
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
な
ど
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
⒂

。
ま

た
、
正
規
職
労
働
組
合
が
非
正
規
職
に
対
す
る
労
働
者
連
帯
意
識
が
低
い
だ
け
で
は
な
く
、
女
性
労
働
問
題
に
対
す
る
認
識
が
高
く
な
い
の

で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
女
性
正
規
職
に
対
し
て
も
適
用
が
し
っ
か
り
と
さ
れ
て
い
な
い
女
性
保
護
規
定
が
女
性
非
正
規
職
に
対
し
て
適
用
さ
れ

る
に
は
非
常
に
難
し
い
実
情
に
あ
る
と
の
批
判
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
問
題
を
改
善
さ
せ
る
た
め
に
は
、
女
性
非
正
規
職
が
主
体
的

に
労
働
組
合
を
形
成
し
て
、
こ
れ
を
通
し
た
団
結
活
動
と
労
働
者
全
体
と
の
連
帯
活
動
で
、
保
護
法
を
遵
守
・
向
上
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
た
め
に
、
法
・
政
策
の
改
善
と
労
働
運
動
の
変
化
・
強
化
が
必
要
で
あ
る
。

［
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報
道
資
料　
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韓
国
女
性
労
働
者
会
『
雇
用
平
等
相
談
事
例
集
（
고
용
평
등
상
담
사
례
집
）』、
二
〇
一
〇
年

ハ
ン
ギ
ョ
レ
新
聞
「
非
正
規
職
の
陰
─
労
働
組
合
加
入
率
一
桁
に
（
비
정
규
직
의 

그
늘
─
노
조
가
입
률 

한
자
릿 

수
로
）」、
二
〇
一
一
年
一
一
月
一
六
日

記
事

ハ
ン
ギ
ョ
レ
新
聞
「
勤
労
福
祉
公
団
、
セ
ク
ハ
ラ
被
害
女
性
、
労
災
初
の
認
定
（
근
로
복
지
공
단
、 

성
희
롱 

피
해
여
성 

산
재 

첫 

인
정
）」、
二
〇
一
一

年
一
一
月
二
六
日
記
事

⑴　

本
論
文
は
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
二
〇
日
、
日
本
法
政
学
会
が
主
催
し
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
主
題
：
非
正
規
雇
用
の
労
働
問
題
─
日
韓
比
較
』

で
著
者
が
報
告
者
と
し
て
「
韓
国
に
お
け
る
女
性
非
正
規
職
の
雇
用
と
法
的
保
護
の
現
況
と
課
題
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
発
表
し
た
報
告
の
タ
イ
ト
ル

と
内
容
を
修
正
・
補
完
し
て
『
法
政
論
叢
（H

O
U

SEI RO
N

SO

）』 

に
寄
稿
し
た
論
文
で
あ
る
。

⑵　

キ
ム
・
ウ
ォ
ン
ジ
ョ
ン
（
二
〇
〇
九
）「
女
性
労
働
者
が
語
る
抵
抗
と
未
来
企
画
：
経
済
危
機
下
の
女
性
労
働
談
論
と
実
践
の
模
索
（
여
성
노
동
자

가 

말
하
는 

저
항
과 

미
래
기
획 : 

경
제
위
기
하 

여
성
노
동
담
론
과 

실
천
의 

모
색
）」『
揺
れ
る
女
性
労
働
権
、
対
案
を
模
索
す
る
（
흔
들
리
는 

여
성

노
동
권
、 

대
안
을 

모
색
한
다
）』（
討
論
会
資
料
集
）、
韓
国
女
性
民
友
会
、
二
〇
〇
九
年
七
月
、
二
─
三
頁
、
一
九
─
二
〇
頁 

：　

パ
ク
・
ジ
ュ
ヨ
ン

（
二
〇
〇
九
）「
経
済
危
機
だ
け
を
乗
り
越
え
れ
ば
、
果
た
し
て
私
た
ち
は
安
全
だ
ろ
う
か
？
─
非
正
規
職
法
の
改
正
と
女
性
労
働
者
の
法
的
地
位
の
変

化
─
（
경
제
위
기
만 

넘
으
면 

과
연 

우
리
는 

안
전
할
까
？
─ 

비
정
규
직
법 

개
정
과 

여
성 

노
동
자
의 

법
적 

지
위
의 

변
화
─
）」『
女
性
労
働
（
여
성

노
동
）』
No.
１
、
女
性
労
働
法
律
支
援
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
、
二
五
─
二
六
頁 

：　

イ
・
ジ
ュ
ヒ
（
二
〇
〇
九
）「
女
性
労
働
一
九
九
七 

vs 

二
〇
〇
九
（
여
성
노
동 

一
九
九
七 

vs 

二
〇
〇
九
）」『
女
性
労
働
（
여
성
노
동
）』
No.
１
、
女
性
労
働
法
律
支
援
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
、

一
七
─
一
八
頁

⑶　

韓
国
統
計
庁
「
二
〇
一
一
年
八
月
経
済
活
動
人
口
調
査
─
勤
労
形
態
別
及
び
非
賃
金
勤
労
付
加
調
査
結
果
（
二
〇
一
一
년 

八
월 

경
제
활
동
인
구
조

사
─ 

근
로
형
태
별 

및 

비
임
금 

근
로 

부
가
조
사
결
과
）」（
二
〇
一
一
年
一
〇
月
二
八
日
の
報
道
資
料
）。
こ
の
統
計
は
、
非
正
規
職
を
、（
一
） 

臨
時

的
労
働
者
（
雇
用
さ
れ
る
時
、
労
働
期
間
を
定
め
る
期
間
制
労
働
者
、
雇
用
さ
れ
る
時
、
労
働
期
間
を
定
め
な
い
者
と
し
て
契
約
の
反
復
更
新
を
通
じ

て
継
続
働
け
る
労
働
者
と
非
自
発
的
な
事
由
か
ら
継
続
勤
務
を
期
待
で
き
な
い
労
働
者
）、（
二
） 

時
間
制
労
働
者
（
職
場
で
勤
務
す
る
よ
う
に
定
め
た

所
定
の
労
働
時
間
が
同
一
事
業
場
で
同
一
の
種
類
の
業
務
を
行
う
労
働
者
の
所
定
労
働
時
間
よ
り
一
時
間
で
も
短
い
労
働
者
）、（
三
） 

非
典
型
労
働
者

（
派
遣
労
働
者
、
用
役
労
働
者
、
特
殊
形
態
勤
労
従
事
者
、
日
雇
労
働
者
、
家
内
労
働
者
）
の
三
つ
の
範
疇
と
し
て
定
め
て
い
る
が
、
長
期
臨
時
労
働
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者
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

⑷　

一
方
、
韓
国
労
働
社
会
研
究
所
は
二
〇
一
一
年
三
月
に
統
計
庁
が
発
表
し
た
『
勤
労
形
態
別
勤
労
付
加
調
査
』
を
分
析
し
、O

ECD

国
の
中
で
、
時

間
制
労
働
（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
）
が
非
正
規
職
の
多
数
を
占
め
て
い
る
が
、
韓
国
は
そ
の
割
合
が
九
・
〇
％
に
過
ぎ
な
い
し
、
非
正
規
職
の
九
七
・
七
％
が

臨
時
労
働
者
か
臨
時
労
働
を
兼
ね
て
い
る
と
い
う
点
で
、
他
国
で
は
な
か
な
か
見
ら
れ
な
い
特
徴
を
見
せ
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な

特
性
を
勘
案
し
、
非
正
規
職
の
範
疇
に
期
間
制
、
時
間
制
、
非
典
型
労
働
者
の
み
な
ら
ず
、
統
計
庁
と
は
異
な
り
、
臨
時
職
ま
た
は
日
雇
職
と
し
て
長

期
間
仕
事
を
す
る
労
働
者
（
長
期
臨
時
労
働
者
）、
事
業
体
に
所
属
し
な
い
自
由
労
働
者
（casual　

w
orker

）、
季
節
労
働
者
（seasonal　

w
orker

）
な
ど
を
含
め
て
、
非
正
規
職
は
約
八
三
一
万
二
千
人
で
あ
る
と
、
二
〇
一
一
年
六
月
発
表
を
行
っ
た
（
キ
ム
・
ユ
ソ
ン
（
二
〇
一
一
） 「
非

正
規
職
の
規
模
と
実
態
―
二
〇
一
一
年
三
月　

政
府
の
勤
労
形
態
別
勤
労
付
加
調
査
結
果
の
分
析
（
비
정
규
직
의 

규
모
와 

실
태
─
２
０
１
１
년 

３
월 

정
부
의 

근
로
형
태
별 

근
로 
부
가
조
사 

결
과
의 

분
석
））『issue　

paper

』
第
一
号
、
韓
国
労
働
社
会
研
究
所
、
二
〇
一
一
年
六
月
、
三
─
七
頁
）。

⑸　

韓
国
労
働
社
会
研
究
所
の
統
計
は
、
二
〇
一
一
年
三
月
現
在
、
女
性
非
正
規
職
は
全
体
正
規
職
の
中
で
、
五
三
・
一
％
（
四
四
一
万
人
）
を
占
め
て

お
り
、
四
六
・
九
％
（
三
九
〇
万
人
）
を
占
め
る
男
性
よ
り
六
・
二
％
（
五
一
万
人
）
多
い
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
女
性
賃
金
労
働
者
（
七
二
四
万
人
）

の
う
ち
、
非
正
規
職
は
六
一
・
〇
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
男
性
賃
金
労
働
者
（
九
八
三
万
人
）
の
中
で
、
非
正
規
職
は
三
九
・
七
％
、
正
規
職
に
お
い
て

男
性
は
六
七
・
七
％
、
女
性
は
三
二
・
三
％
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

⑹　

ア
ジ
ア
経
済
新
聞
（
아
시
아 

경
제
신
문
）、「
銀
行
男
正
女
非
最
悪
（
은
행 

男
正
女
非 

최
악
）」、
二
〇
一
一
年
一
一
月
七
日
記
事
。

⑺　

家
内
労
働
者
と
は
、
在
宅
勤
務
、
家
内
下
請
な
ど
の
よ
う
に
、
事
業
主
が
提
供
す
る
事
業
場
で
な
い
家
庭
内
で
勤
務
（
作
業
）
が
行
わ
れ
る
形
態
の

労
働
者
を
い
う
。

⑻　

特
殊
形
態
勤
労
従
事
者
と
は
、
独
自
的
な
事
務
室
、
店
舗
ま
た
は
作
業
場
を
保
有
し
て
い
な
い
ま
ま
、
非
独
立
的
な
形
態
と
し
て
業
務
を
遂
行
し
つ

つ
、
た
だ
し
労
働
提
供
の
方
法
、
労
働
時
間
な
ど
は
独
自
的
に
決
定
し
な
が
ら
個
人
的
に
募
集
・
販
売
・
配
達
・
運
送
な
ど
の
業
務
を
通
じ
て
顧
客
の

と
こ
ろ
に
訪
れ
た
り
、
迎
え
た
り
し
、
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
そ
の
仕
事
を
し
た
分
だ
け
所
得
を
得
る
勤
務
形
態
と
し
て
仕
事
を
す
る
者
で
あ

る
。
保
険
募
集
人
、
ゴ
ル
フ
場
の
キ
ャ
デ
ィ
ー
、
学
習
誌
教
師
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。

⑼　

キ
ム
・
ユ
ソ
ン
（
二
〇
一
一
） 「
非
正
規
職
の
規
模
と
実
態
―
二
〇
一
一
年
三
月　

政
府
の
勤
労
形
態
別
勤
労
付
加
調
査
結
果
の
分
析
（
비
정
규
직

의 

규
모
와 

실
태
─
二
〇
一
一
년 

三
월 

정
부
의 

근
로
형
태
별 

근
로 

부
가
조
사 

결
과
의 
분
석
）」『issue paper

』
第
一
号
、
韓
国
労
働
社
会
研
究
所
、

二
〇
頁
。

⑽　

ホ
テ
ル
ル
ー
ム
メ
イ
ド
の
業
務
と
計
算
職
の
業
務
の
女
性
専
用
職
種
化
と
外
注
化
に
関
し
て
は
、
ソ
ウ
ル
女
性
労
働
者
会
・
全
国
女
性
労
働
組
合
ソ
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ウ
ル
支
部
（
二
〇
〇
七
）『
ホ
テ
ル
ル
ー
ム
メ
イ
ド
闘
争
事
例
と
し
て
見
た
女
性
労
働
の
実
態
と
対
策
（
호
텔
룸
메
이
드 

투
쟁
사
례
로 

본 

여
성
노
동 

의 

실
태
와 

대
안
）』（
討
論
会
資
料
集
）、二
〇
〇
七
年
五
月
二
九
日
、七
─
一
三
頁 

： 

イ
・
ヨ
ン
ヒ
（
二
〇
〇
九
）「
お
ば
さ
ん
労
働
者
の
〝
人
間
宣
言
〟

イ
ラ
ン
ド
ホ
ー
ム
エ
バ
ー
ス
ト
ラ
イ
キ
記
（
아
줌
마 

노
동
자
의
〝
인
간
선
언
〟
이
랜
드
　
홈
애
버
　
파
업
기
）」『
女
性
労
働
（
여
성
노
동
）』
No.
１
、

女
性
労
働
法
律
支
援
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
、
三
八
─
五
〇
頁
参
照
。

⑾　

国
家
人
権
委
員
会
（
二
〇
一
一
）『
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
決
定
例
集
』
第
四
集 

： 

韓
国
女
性
労
働
者
会
（
二
〇
一
〇
）『
雇
用
平
等
相
談
事

例
集
（
고
용
평
등
상
담
사
례
집
）』
な
ど
。

⑿　

育
児
休
職
期
間
と
育
児
期
の
労
働
短
縮
期
間
に
雇
用
保
険
か
ら
一
定
額
の
給
与
が
支
給
さ
れ
る
。

⒀　

ジ
ョ
・
ス
ン
ギ
ョ
ン
（
二
〇
〇
七
）「
女
性
職
種
の
外
注
化
と
間
接
差
別
：KTX

乗
務
員
の
間
接
雇
用
を
通
じ
て
見
た
鉄
道
公
社
の
体
系
的
性
差
別
（
여

성
직
종
의 

외
주
화
와 

간
접
차
별 : KTX

 

승
무
원 

간
접
고
용
을 

통
해 

본 

철
도
공 

사
의 

체
계
적 

성
차
별
）」『
韓
国
女
性
学
（
한
국
여
성
학
）』
第

二
三
巻
第
二
号
、
韓
国
女
性
学
会
、
二
〇
〇
七
年
、
一
四
三
─
一
七
二
頁　

：　

ネ
イ
ル
新
聞
（
내
일
신
문
）、
二
〇
一
一
年
九
月
一
日
記
事
。

⒁　

ハ
ン
ギ
ョ
レ
新
聞
（
한
겨
레
신
문
）「
勤
労
福
祉
公
団
、
セ
ク
ハ
ラ
被
害
女
性
、
労
災
初
の
認
定
（
근
로
복
지
공
단
、 

성
희
롱 

피
해
여
성 

산
재 

첫 

인
정
）」、
二
〇
一
一
年
一
一
月
二
六
日
記
事　

：　
  

イ
・
ミ
ン
ジ
ョ
ン
（
二
〇
一
二
）「
職
場
内
セ
ク
ハ
ラ
労
災
承
認
、
遅
く
認
め
ら
れ
た
『
当
然
の

判
決
』（
직
장
내 

성
희
롱 

산
재
승
인
、
뒤
늦
게 
얻
은 

，당
연
한 

판
결
）」『
労
働
法
律
（
노
동
법
률
）』、
二
〇
一
二
年
一
月
号
、
六
八
─
七
一
頁
。　

⒂　

ハ
ン
ギ
ョ
レ
新
聞
（
한
겨
레
신
문
）「
非
正
規
職
の
陰
─
労
働
組
合
加
入
率
一
桁
に
（
비
정
규
직
의 

그
늘
─
노
조
가
입
률 

한
자
릿 

수
로
）」、

二
〇
一
一
年
一
一
月
一
六
日
記
事
。
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【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】

野　

間　
　
　

賢

日
本
の
非
正
規
労
働
者
の
労
働
問
題
と
労
働
法

　
は
じ
め
に

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
や
派
遣
社
員
な
ど
非
正
規
労
働
者
の
数
が
増
加
す
る
一
方
で
、
正
規
労
働
者
と
非
正
規
労
働
者
の
処
遇
格
差
が
課

題
と
な
っ
て
き
た
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
パ
ー
ト
労
働
法
（
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
五
年
法
律
第
七
六
号
））
の
二
〇
〇
七
年
法
改
正
（
二
〇
〇
八
年
四
月
施
行
）
に
お
い
て
、
通
常
の
労
働
者
と
同
視
す
べ
き
パ
ー
ト
タ
イ

ム
労
働
者
に
つ
い
て
差
別
的
取
扱
を
禁
止
す
る
規
定
（
８
条
）、
ま
た
、
そ
れ
以
外
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
均
衡
の
あ
る

処
遇
を
求
め
る
規
定
（
10
条
）
が
導
入
さ
れ
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
と
正
社
員
の
平
等
・
均
衡
取
扱
の
原
則
が
法
文
化
さ
れ
た
。
ま
た
、

派
遣
労
働
者
に
つ
い
て
は
、｢

偽
装
請
負｣

、｢

派
遣
切
り｣
な
ど
が
社
会
問
題
化
し
、
規
制
を
強
化
す
る
方
向
で
の
改
正
案
が
現
在
国
会
で

の
継
続
審
議
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
改
正
案
の
中
に
は
、
均
衡
取
扱
の
原
則
や
直
接
雇
用
の
み
な
し
規
定
（
派
遣
先
の
正
社
員
化
）
な
ど
、

派
遣
労
働
者
の
処
遇
の
改
善
・
雇
用
安
定
に
と
り
積
極
的
な
項
目
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　

日
本
に
は
、
有
期
労
働
契
約
そ
れ
自
体
を
規
制
し
て
い
る
法
律
は
策
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
行
政
指
針
、
判
例
に
よ
り
一
定
の
ル
ー
ル
が

確
立
し
て
い
る
。
非
正
規
労
働
者
の
処
遇
の
改
善
に
と
っ
て
、
有
期
労
働
契
約
の
規
制
の
あ
り
方
も
課
題
に
な
っ
て
い
る
。

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
、
有
期
労
働
契
約
に
関
し
て
は
、
最
近
、
そ
れ
ぞ
れ
厚
生
労
働
省
の
研
究
会
報
告
書
が
公
表
さ
れ
、
法
改
正
へ
の

動
き
が
出
て
き
て
い
る
（
派
遣
に
つ
い
て
は
、
右
の
よ
う
に
改
正
案
の
国
会
上
程
ま
で
至
っ
て
い
る
）。

國
學
院
大
學
講
師
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本
稿
は
、
非
正
規
労
働
者
の
均
等･

均
衡
取
扱
の
原
則
、
正
社
員
化
、
有
期
労
働
契
約
の
規
制
を
中
心
に
、
そ
の
論
点
と
課
題
を
検
討
す

る
も
の
で
あ
る
。

　

１
．
非
正
規
雇
用
の
現
状

　

日
本
の
雇
用
者
数
の
推
移
を
見
る
と
、
１
９
９
０
年
に
、
役
員
を
除
く
雇
用
者
数
は
４
３
６
９
万
人
、
正
規
労
働
者
は
３
４
８
８
万
人
、

非
正
規
労
働
者
は
８
８
１
万
人
、
非
正
規
労
働
者
の
割
合
で
は
２
０
・
２
％
で
あ
っ
た
も
の
が
、
２
０
１
０
年
に
は
、
５
１
１
１
万
人
、
正

規
労
働
者
は
３
３
５
５
万
人
、
非
正
規
労
働
者
は
１
７
５
６
万
人
、
非
正
規
労
働
者
の
割
合
は
３
４
・
４
％
に
な
っ
て
い
る
。
よ
く
言
わ
れ

る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
間
、
正
規
労
働
者
数
は
減
少
し
、
非
正
規
労
働
者
数
は
増
加
し
て
い
る
。
非
正
規
の
う
ち
パ
ー
ト
で
は
、

５
０
６
万
人
か
ら
８
４
８
万
人
に
増
加
し
て
い
る
⑴

。
非
正
規
労
働
者
の
な
か
で
の
就
業
形
態
別
の
割
合
は
、
２
０
１
０
年
で
は
、
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
者
が
２
３
％
、
契
約
社
員
が
３
・
５
％
、
派
遣
労
働
者
が
３
・
０
％
で
あ
る
。
つ
い
で
に
、
非
正
規
労
働
者
の
男
女
別
割
合
は
、

男
性
３
７
・
２
％
、女
性
６
２
・
８
％
で
あ
り
、非
正
規
に
占
め
る
女
性
の
割
合
が
多
い
（
表
１
）。
男
性
の
中
で
正
社
員
は
７
５
・
６
％
、パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
者
が
１
０
・
３
％
、
嘱
託
社
員
３
・
２
％
、
契
約
社
員
３
・
１
％
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
女
性
で
は
正
社
員

が
４
２
・
１
％
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
が
４
０
・
７
％
、
契
約
社
員
が
４
・
０
％
、
派
遣
労
働
者
が
４
・
０
％
な
ど
と
な
っ
て
い
る
⑵

。

　

右
の
よ
う
な
推
移
は
、
最
近
の
雇
用
状
況
の
特
徴
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
進
展
に
伴
い
、
国
際
競
争
に
対
応
す
る
た
め
、

企
業
に
お
い
て
は
、
経
営
の
効
率
化
と
雇
用
削
減
が
進
め
ら
れ
、
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
後
、
正
規
労
働
者
の
割
合
が
低
下
す
る
一
方
で
、
パ
ー

ト
労
働
者
と
派
遣
労
働
者
を
中
心
に
非
正
規
労
働
者
の
割
合
が
増
大
し
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
企
業
に
お
け
る
正
規
社
員
の

採
用
抑
制
に
よ
り
、
若
年
層
の
雇
用
機
会
が
減
少
し
、
そ
の
結
果
、
や
む
を
得
な
い
選
択
と
し
て
非
正
規
労
働
、
と
く
に
派
遣
労
働
者
や
パ
ー

ト
タ
イ
マ
ー
に
就
い
て
い
る
い
わ
ゆ
る｢

非
自
発
的
就
労｣

の
割
合
が
増
え
て
い
る
（
表
２
）。

　

ま
た
、
１
９
９
０
年
代
後
半
か
ら
の
傾
向
と
し
て
、
他
の
年
代
よ
り
も
、
若
年
層
（
一
五
歳
か
ら
三
四
歳
）、
そ
の
な
か
で
も
特
に
二
五

歳
か
ら
三
四
歳
の
年
代
に
お
い
て
、
非
正
規
労
働
者
の
割
合
が
激
し
く
増
大
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
新
規
採
用
の
抑
制
の
結
果
で
あ
る
⑶

。
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こ
れ
ま
で
は
、
非
正
規
雇
用
は
、「
女
性
」、「
生
計
補
助
的
就
労
」
と
い
う
の
が
特
徴
と
さ
れ
て
い
た
が
、
最
近
は
、
非
正
規
労
働
の
な

か
に
、｢
若
年
層｣

、｢

世
帯
主｣

、｢

生
計
維
持
的
就
労｣

と
い
う
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

企
業
側
の
事
情
か
ら
見
た
場
合
、
非
正
規
労
働
者
が
い
る
事
業
所
の
割
合
は
、
調
査
対
象
事
業
所
全
体
で
７
７
・
７
％
、
企
業
規
模
別
で
は
、

一
〇
〇
〇
人
以
上
で
９
９
・
２
％
、
五
〇
〇
人
以
上
（
九
九
九
人
ま
で
）
で
は
９
８
・
７
％
、
一
〇
〇
人
以
上
（
二
九
九
人
ま
で
）
で
は

９
５
・
３
％
で
あ
る
。
就
業
形
態
別
で
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
が
最
も
多
く
５
７
％
、
次
い
で
、
嘱
託
１
５
・
３
％
、
契
約
社
員

１
５
・
３
％
、
派
遣
９
・
５
％
と
な
っ
て
い
る
。
非
正
規
労
働
者
を
活
用
す
る
理
由
と
し
て
は
（
図
１
）、「
賃
金
の
節
約
の
た
め
」
が

４
３
・
８
％
と
最
も
高
い
。
つ
ぎ
に
、「
１
日
、
週
の
中
の
仕
事
の
繁
閑
に
対
応
す
る
た
め
」
が
３
３
・
９
％
、「
賃
金
以
外
の
労
務
コ
ス
ト
の

節
約
の
た
め
」が
２
７
・
４
％
で
あ
る
。
た
だ
、契
約
社
員
や
派
遣
社
員
を
活
用
す
る
理
由
と
な
る
と
、｢

専
門
的
業
務
に
対
応
す
る
た
め｣

、「
即

戦
力
・
能
力
の
あ
る
人
材
を
確
保
す
る
た
め｣

が
多
く
な
る
。

　

労
働
者
側
の
事
情
か
ら
み
た
場
合
に
は
、
非
正
規
雇
用
を
選
択
し
た
理
由
で
は
（
表
２
）、
女
性
で
は
、｢

自
分
の
都
合
に
合
わ
せ
て
働
く

こ
と
が
で
き
る
か
ら｣

と
い
う
自
発
的
就
労
（
と
い
っ
て
も
、
家
庭
責
任
に
合
わ
せ
て
と
い
う
こ
と
）
が
多
い
の
に
対
し
、
男
性
で
は
、

｢

正
社
員
と
し
て
働
け
る
会
社
が
な
か
っ
た
か
ら｣
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る｢

非
自
発
的
就
労｣

が
相
対
的
に
多
い
。
こ
う
し
た
人
た
ち
の
多

く
は
、
正
社
員
と
し
て
働
ら
く
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
。

　

就
業
形
態
別
に
そ
れ
ぞ
れ
の
な
か
で｢

非
自
発
的
就
労｣
の
割
合
が
ど
の
く
ら
い
か
を
み
る
と
、
派
遣
労
働
者
４
４
・
９
％
、
契
約
社
員

３
４
・
４
％
、
パ
ー
ト
１
６
・
６
％
と
な
っ
て
い
て
、
派
遣
と
契
約
社
員
に
多
い
。
希
望
と
し
て｢

正
社
員
に
変
わ
り
た
い｣

か
ど
う
か
で
み

る
と
（
図
２
）、
派
遣
や
契
約
社
員
の
な
か
に
、
正
社
員
に
変
わ
り
た
い
と
い
う
者
が
多
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
５
０
・
９
％
、

４
９
・
２
％
で
あ
る 

。

　

｢

正
社
員
と
し
て
働
け
る
会
社
が
な
か
っ
た
か
ら｣

と
い
う
理
由
以
外
で
は
、
常
用
派
遣
の
男
性
は
、｢

専
門
的
な
資
格
・
技
能
が
生
か
せ

る
か
ら｣

、
女
性
は
、｢

家
計
の
補
助
、
学
費
等
を
得
る
た
め｣

、｢

自
分
の
都
合
の
よ
い
時
間
に
働
け
る
か
ら｣

が
多
い
。

　

登
録
型
派
遣
で
は
、｢

自
分
の
都
合
の
よ
い
時
間
に
働
け
る
か
ら｣

と
い
う
理
由
が
多
い
。
女
性
で
は
、「
正
社
員
と
し
て
働
け
る
会
社
が
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な
か
っ
た
か
ら｣

と
、｢

勤
務
時
間
や
日
数
を
短
く
し
た
か
っ
た
か
ら｣

の
両
方
が
同
じ
く
ら
い
あ
る
。
な
お
、
男
性
の
派
遣
労
働
者
は
、

専
門
的
・
技
術
的
職
種
に
就
い
て
い
る
者
が
多
い
の
に
対
し
て
、
女
性
は

事
務
従
事
者
が
８
０
％
以
上
い
る
。
女
性
既
婚
パ
ー
ト
で
は
、
家
計
補
助
、

都
合
の
よ
い
時
間
に
働
け
る
と
い
う
二
つ
の
理
由
が
多
く
を
占
め
る
。

　

こ
の
よ
う
な
実
態
か
ら
、
派
遣
に
つ
い
て
は
、
正
社
員
へ
の
希
望
が
高

い
と
い
え
る
。
パ
ー
ト
で
は
、
仕
事
と
家
庭
の
両
立
を
図
っ
て
働
け
る
形

態
と
し
て
、
パ
ー
ト
を
選
択
し
て
い
る
割
合
が
高
い
と
い
う
よ
う
に
、
非

正
規
の
形
態
に
よ
り
、
選
択
の
動
機
、
将
来
の
希
望
に
つ
い
て
多
様
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　２

．
同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金
の
原
則

　

正
規
労
働
者
と
非
正
規
労
働
者
と
の
間
の
賃
金
等
労
働
条
件
の
格
差
に

つ
い
て
、
日
本
の
法
律
に
は
、
直
接
、
雇
用
形
態
の
違
い
を
理
由
と
す
る

差
別
を
禁
止
す
る
規
定
は
な
い
。
ま
た
、｢

同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金
の
原

則｣

に
つ
い
て
定
め
た
規
定
も
な
い
。

　

日
本
で
は
、
同
原
則
の
法
規
範
性
を
肯
定
す
る
説
も
あ
る
が
、
次
の
よ

う
な
理
由
で
否
定
的
に
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
日
本
の
企
業

に
お
け
る
賃
金
制
度
は
、
年
功
給
や
生
活
給
が
中
心
で
あ
り
、
職
務
の
分

類
に
よ
っ
て
賃
金
を
決
め
る
制
度
と
な
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
職

務
の
内
容
で
比
較
し
て
、
賃
金
を
決
定
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
と
い
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う
こ
と
が
あ
る
。
仮
に
、
正
規
労
働
者
と
非
正
規
労
働
者
が
同
じ
仕
事
に

つ
い
て
い
て
も
、正
規
労
働
者
は
長
期
雇
用
制
度
の
も
と
、長
期
に
わ
た
っ

て
勤
め
続
け
る
こ
と
、
ま
た
、
能
力
の
向
上
や
管
理
職
に
つ
く
こ
と
を
期

待
さ
れ
、
そ
う
し
た
責
任
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
非
正

規
労
働
者
は
、
一
般
に
、
必
要
な
と
き
に
契
約
の
期
間
を
定
め
て
雇
用
さ

れ
、
将
来
の
期
待
や
責
任
も
正
社
員
と
同
じ
よ
う
に
負
う
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
正
社
員
は
、
い
つ
で
も
残
業
や
配
転
・
転
勤
の
命
令
に
従
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
負
担
を
負
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
責
任･

負
担
の
面
に
お

い
て
、
正
社
員
と
非
正
規
労
働
者
と
で
は
違
い
が
あ
る
⑸

。
こ
の
よ
う
な

違
い
か
ら
、正
規
労
働
者
と
比
べ
て
、賃
金
制
度
そ
の
他
の
処
遇
が
異
な
っ

て
い
る
こ
と
に
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
処
遇
の
格
差
に

は
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
。
な
お
、
正
規
労
働
者
の
こ
の
よ
う
な
、
あ
ま

り
に
無
限
定
な
働
き
方
そ
れ
自
体
に
は
問
題
が
あ
り
（
労
働
契
約
法
３
条

３
項
の｢

仕
事
と
家
庭
の
バ
ラ
ン
ス｣

）、
そ
れ
は
そ
れ
で
課
題
で
あ
る
が
、

正
規･

非
正
規
の
処
遇
格
差
の
法
的
評
価
と
は
区
別
す
べ
き
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
労
働
の｢

価
値｣

と
い
う
面
か
ら
比
較
す
べ
き
か
ど
う
か
。

そ
の
場
合
、
労
働
の
価
値
の
具
体
的
評
価
要
素
と
し
て
ど
の
よ
う
な
基
準

を
立
て
る
か
が
問
題
に
な
る
が
、
評
価
要
素
の
中
に
労
働
に
対
す
る
責
任

や
負
担
の
重
さ
が
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
⑷

、
そ
う
す
る
と
、
結
局
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
正
規･

非
正
規
の
責
任･

負
担
の
違
い
か
ら
、｢

同

一
価
値｣

と
言
え
る
場
合
は
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
に
な
る
。
あ
と
は
、
比
例
的
な
比
較
の
問
題
に
な
り
、
そ
の
法
的
処
理
は
均
衡
取
扱
の
原



─ 286 ─

則
に
よ
る
ほ
う
が
よ
り
的
確
で
実
行
的
な
手
法
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

正
規
労
働
者
と
非
正
規
労
働
者
と
で
は
、
労
働
の
内
容･

責
任
等
に
お
い
て
違
い
は
あ
る
が
、
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
違
い
の
程
度
を
超

え
る
よ
う
な
格
差
は
不
公
正
で
あ
り
、
改
善
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
例
え
ば
、
パ
ー
ト
と
い
う
働
き
方
が
ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
は
、
メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
、
一
方
、
企
業
の
経
営
に
と
っ
て
も
欠
か
せ
な
い
戦
力
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え

て
も
、
公
正
な
処
遇
の
確
保
が
課
題
で
あ
る
。

３
．
パ
ー
ト
労
働
法
に
お
け
る
均
等
取
扱
（
＝
差
別
禁
止
）
と
均
衡
取
扱
の
原
則

⑴
均
等
取
扱
に
つ
い
て

　

現
行
パ
ー
ト
労
働
法
の
均
等
取
扱
の
枠
組
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
通
常
の
労
働
者
（
正
社
員
）
と
比
べ
て
①
職
務
の
内
容

（
こ
れ
に
は
、
仕
事
の
内
容
と
責
任
が
含
ま
れ
る
。）、
②
人
材
活
用
の
仕
組
み
と
運
用
（
職
務
や
勤
務
場
所
の
変
更
、
そ
の
変
更
の
範
囲
）、

③
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
（
期
間
の
定
め
が
あ
る
場
合
で
も
反
復
更
新
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実
質
的
に
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契

約
と
異
な
ら
な
い
状
態
に
あ
る
も
の
を
含
む
）
と
い
う
三
つ
の
要
素
に
つ
い
て
、
す
べ
て
が
正
社
員
と
同
じ
で
あ
る
場
合
に
、｢

通
常
の
労

働
者
と
同
視
す
べ
き｣

パ
ー
ト
労
働
者
と
呼
ん
で
、
賃
金
制
度
、
教
育
訓
練
、
福
利
厚
生
そ
の
他
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
正
社
員
と
の
差
別

的
取
扱
い
を
禁
止
し
て
い
る
（
同
法
８
条
）。
す
な
わ
ち
、
正
社
員
と
同
じ
制
度
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、

こ
の
三
要
件
を
満
た
す
パ
ー
ト
労
働
者
は
、
パ
ー
ト
全
体
の
０
・
１
％
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
、
ま
た
、
法
律
の
施
行
後
、
企
業
で
は
パ
ー
ト

労
働
者
と
正
社
員
の
職
務
を
明
確
に
区
分
す
る
対
応
が
と
ら
れ
、
こ
の
規
定
の
果
た
す
役
割
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

　

均
等
取
扱
に
つ
い
て
、
様
々
な
議
論
や
提
案
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
は
、
右
の
三
つ
の
要
素
を
見
直
す
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、

日
本
で
は
、
一
般
的
に
、
仕
事
の
内
容
で
は
な
く
、
職
務
遂
行
能
力
に
基
づ
い
て
処
遇
が
決
定
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、｢

職
務
の
内
容
が
同

一
で
あ
る
こ
と｣

の
要
素
は
必
要
な
い
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
し
か
し
、｢

職
務
遂
行
能
力｣

と
い
う
概
念
は
漠
然
と
し
過
ぎ
る
し
、
ま
た
、

職
務
遂
行
能
力
に
基
づ
い
て
処
遇
が
決
定
さ
れ
て
い
る
と
一
概
に
言
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
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二
つ
目
は
、
８
条
を
廃
止
し
て
、
全
く
新
た
な
規
定
を
設
け
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、｢

比
較
可
能
な
労
働
者｣

（
例
え
ば
、

同
じ
か
又
は
同
類
の
職
務
に
つ
い
て
い
る
正
社
員
）
と
比
べ
、｢

合
理
的
理
由
の
な
い
差
別
的
取
り
扱
い
を
禁
止
す
る｣

（｢

客
観
的
な
理
由

に
よ
っ
て
、
格
差
が
合
理
的
と
い
え
な
い
限
り
は
、
不
利
益
な
取
り
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い｣

）
と
い
う
規
定
に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
⑹

。
こ
の
方
法
を
用
い
る
場
合
に
は
、｢

客
観
的
な
理
由｣

と
は
、
ど
の
よ
う
な
理
由
か
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
場

合
に
、｢

合
理
的
理
由
の
な
い
差
別｣

に
な
る
の
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
基
準
を
示
す
必
要
が
あ
る
。
格
差
の
合
理
的
理
由
と
し
て

考
え
ら
れ
る
の
は
、
学
歴
、
経
験
、
勤
続
年
数
、
資
格
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
場
合
、
合
理
的
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
、

格
差
は
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
格
差
の
程
度
に
つ
い
て
は
検
討
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
（｢

合
理
性｣

の
判
断
の
な
か
に
、
格

差
の
程
度
も
含
む
こ
と
に
す
る
と
い
う
方
法
も
考
え
ら
れ
る
）。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
比
例
原
則
・
均
衡
取
扱
の
原
則
が
求
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
な
お
、
Ｅ
Ｕ
諸
国
で
は
、
勤
続
年
数
、
学
歴
、
資
格
、
職
業
格
付
け
な
ど
と
さ
れ
て
い
る
。

⑵
均
衡
取
扱
の
原
則
に
つ
い
て

　

正
規
労
働
者
と
職
務
が
異
な
る
と
か
、
職
務
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
異
な
る
取
扱
を
す
る
こ
と
に
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場

合
で
も
、
そ
の
違
い
の
程
度
を
超
え
て
格
差
が
あ
る
場
合
に
は
、｢

均
衡｣

取
扱
の
原
則
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
済
が
図
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
格
差
の
幅
の
合
理
性
が
問
題
に
な
る
。

　

現
行
パ
ー
ト
労
働
法
で
は
、
比
較
三
要
素
の
う
ち
一
部
が
同
じ
か
、
又
は
、
い
ず
れ
も
同
じ
で
な
い
パ
ー
ト
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の

違
い
に
応
じ
て
、
対
応
の
し
か
た
が
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
て
い
る
。
均
衡
と
は
、｢

そ
の
職
務
の
内
容
や
成
果
、
意
欲
、
能
力
、
経
験
な
ど

を
勘
案
し
て
、
均
衡
の
と
れ
た
処
遇
に
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と｣

で
あ
る
（
９
条
）。
パ
ー
ト
労
働
者
が
、
仮
に
、
正
社
員
と｢

同
一
労
働｣

に
従
事
し
て
い
る
と
し
て
も
、
正
社
員
に
は
、
前
述
の
よ
う
に｢

長
期
雇
用
制
度
の
下
で
、
将
来
的
な
期
待
、
資
質
の
向
上｣

、｢

労
働
の
柔

軟
性｣

な
ど
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
労
働
の
責
任
・
負
担
に
お
い
て
の
違
い
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
場
合
に
は
、
均
等
取
扱

の
原
則
は
適
用
に
な
ら
な
い
か
ら
処
遇
に
格
差
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
自
体
は
不
合
理
と
は
言
え
な
い
が
、
処
遇
の
決
定
や
違
い
は
、
均
衡
の
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と
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
問
題
は
、｢

将
来
的
な
期
待｣

や｢

資
質
の
向
上｣

、
あ
る
い
は
、
人
事
異
動
の

範
囲
、
時
間
外
労
働
の
負
担
な
ど
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
の
か
で
あ
る
⑺

。
ま
た
、
９
条
は
、｢

意
欲｣

や｢

能
力｣

に
応
じ

た
処
遇
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
評
価
も
客
観
的
に
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
が
、
現
在
、
厚
生
労
働
省
が
作
成
し
て
い
る｢

職
務

分
析
、
職
務
評
価
実
施
マ
ニ
ュ
ア
ル｣

を
よ
り
客
観
的
な
基
準
に
し
て
い
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

参
考
に
な
る
判
決
と
し
て
丸
子
警
報
器
事
件
（
長
野
地
裁
上
田
支
部
判
決
平
成
八
年
三
月
一
五
日
労
判
六
九
〇
号
三
二
頁
）
が
あ
る
。
本

判
決
は
、
正
社
員
と
同
じ
労
働
に
就
い
て
い
る
パ
ー
ト
労
働
者
の
賃
金
の
差
が
均
等
待
遇
の
原
則
に
反
す
る
が
、
使
用
者
の｢

裁
量｣

を
根

拠
に
、
格
差
が
二
割
の
範
囲
ま
で
は
違
法
と
は
な
ら
な
い
と
し
た
。
均
衡
取
扱
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
使
用
者
の
裁
量
を
根
拠
に
す
る
の

は
論
理
的
整
合
性
が
な
い
。
労
働
の
量
、
質
、
拘
束
、
責
任
な
ど
な
ん
ら
か
の
要
素
に
違
い
が
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
べ
き
で
、
そ
の
違
い

の
程
度
に
照
ら
し
て
、
例
え
ば
、
２
割
の
範
囲
ま
で
は｢

均
衡｣

を
失
わ
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
れ
ば
理
解
で
き
る
。

　

均
衡
取
扱
の
原
則
は
、
労
働
の
実
態
（
量
、
質
、
拘
束
、
責
任
な
ど
）
を
勘
案
し
て
、
均
衡
の
取
れ
た
処
遇
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
が
、

｢

同
一
の
労
働｣

に
つ
い
て
い
な
い
と
し
て
も
、
パ
ー
ト
労
働
者
の
労
働
が
基
幹
的
労
働
と
な
っ
て
い
る
と
か
、
相
当
程
度
の
知
識
・
能
力

を
要
す
る
と
か
と
い
う
場
合
に
は
、｢

均
衡｣

が
高
度
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
は
、
均
衡
取
扱
の
原
則
に
は
、

｢

同
一
価
値
労
働｣

の
考
え
方
が
入
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
賃
金
を｢

同
一｣

に
す
る
か
、｢

均
衡｣

に
す
る
か
と
い
う
点
に

お
い
て
異
な
る
。

　

パ
ー
ト
の｢

非
自
発
的
選
択｣

は
、
仕
事
と
家
庭
責
任
と
を
両
立
さ
せ
て
働
き
た
い
と
い
う
働
き
方
と
し
て
パ
ー
ト
を
選
ん
で
い
る
こ
と

か
ら
、
こ
の
人
た
ち
に
は
、
正
社
員
化
制
度
を
設
け
る
意
義
は
小
さ
い
。
し
た
が
っ
て
、
処
遇
の
改
善
や
雇
用
安
定
の
確
保
の
ほ
う
が
重
要

で
あ
り
、
均
衡
取
扱
の
も
つ
意
義
が
大
き
い
。
そ
う
す
る
と
、
現
行
の
努
力
義
務
を
義
務
に
改
正
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
義
務
規
定
と
な
れ
ば
、

｢

公
序｣

（
民
法
９
０
条
）
を
通
じ
て
私
法
上
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
比
較･

均
衡
の
判
断
の
た
め
、
パ
ー
ト
労
働
者
に
対
す
る
情
報
提
供
が
必
要
で
あ
る
。
現
行
法
で
は
（
１
３
条
）、
使
用
者
は
、
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
処
遇
を
決
定
す
る
と
き
に
考
慮
し
た
事
項
に
つ
い
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
規
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定
は
、｢

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
か
ら
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は｣

と
定
め
て
い
る
の
で
、
実
際
に
は
あ
ま
り
活
用
さ
れ
て
い
な
い
。｢

求
め
が

あ
っ
た
と
き｣

で
は
な
く
、
説
明
文
書
を
い
つ
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
備
え
る
な
ど
の
方
法
を
義
務
付
け
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
パ
ー
ト
労
働
者
の
正
社
員
へ
の
転
換
制
度
に
つ
い
て

　

現
行
法
で
は
、
使
用
者
が
、
正
社
員
を
募
集
・
採
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
又
は
、
ど
こ
か
の
部
署
に
正
社
員
を
配
置
し
よ
う
と
す
る
場

合
に
は
、
パ
ー
ト
労
働
者
に
募
集
等
の
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
パ
ー
ト
労
働
者
に
対
し
て
雇
入
れ
の
申
出
を
す
る
こ
と
な
ど

を
定
め
て
い
る（
１
２
条
）。法
的
に
、正
社
員
あ
る
い
は
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
に
自
動
的
に
変
る
制
度
で
は
な
い
。こ
の
点
は
、パ
ー

ト
労
働
者
は
、
自
分
の
都
合
に
合
わ
せ
て
働
け
る
こ
と
に
選
択
の
重
き
を
置
い
て
い
る
の
で
、
正
社
員
化
へ
の
希
望
は
強
く
な
い
こ
と
か
ら

す
る
と
、
強
化
の
必
要
性
は
あ
ま
り
な
い
と
い
え
る
。

　

な
お
、
正
社
員
転
換
制
度
の
実
施
状
況
は
、
あ
ま
り
よ
く
な
い
。｢

フ
ル
タ
イ
ム
正
社
員
へ
の
転
換
制
度
」
が
適
用
さ
れ
る
事
業
所
の
割

合
は
、
契
約
社
員
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
で
そ
れ
ぞ
れ
３
５
・
５
％
、
３
０
・
９
％
、「
短
時
間
正
社
員
へ
の
転
換
制
度
」
が
適
用
さ
れ
る

事
業
所
の
割
合
は
契
約
社
員
、
正
社
員
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
で
そ
れ
ぞ
れ
４
・
８
％
、
４
・
１
％
、
３
・
３
％
と
な
っ
て
い
る
⑻

。

３
．
労
働
者
派
遣
法

⑴
改
正
案
の
概
要

　

現
在
、
国
会
で
継
続
審
議
扱
い
と
な
っ
て
い
る
派
遣
法
改
正
案
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
規
制
緩
和
政
策
か
ら
、
規
制
強
化
の
方
向
に
転
換
す

る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
な
か
で
も
と
く
に
、｢

均
衡
待
遇
の
原
則｣

、｢
直
接
雇
用｣

の
規
定
を
導
入
し
た
点
は
画
期
的
と
言
え
る
。

　

当
初
の
改
正
案
に
あ
っ
た
登
録
型
派
遣
の
原
則
禁
止
と
製
造
業
へ
の
派
遣
の
原
則
禁
止
は
、
法
案
か
ら
外
す
と
す
る
３
党
合
意
が
な
さ
れ

て
い
る
。

当
初
の
法
案
に
お
け
る
右
二
項
目
以
外
の
改
正
点
を
あ
げ
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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① 
日
雇
派
遣
の
原
則
禁
止
＝
専
門
的
知
識･

技
能･

経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
で
政
令
で
定
め
る
業
務
以
外
に
つ
い
て
は
、
日
雇
労
働
者

（
日
々
又
は
二
ヵ
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
雇
用
す
る
労
働
者
）
を
派
遣
す
る
こ
と
を
禁
止
。

② 

有
期
契
約
か
ら
期
間
の
定
め
の
な
い
契
約
へ
の
転
換
＝
派
遣
元
は
、
有
期
契
約
の
派
遣
労
働
者
に
つ
い
て
、
期
間
の
定
め
の
な
い
契
約

に
転
換
で
き
る
よ
う
に
す
る
機
会
を
設
け
る
こ
と
（
一
定
の
期
間
有
期
で
雇
用
し
た
場
合
な
ど
に
、
期
間
の
定
め
の
な
い
雇
用
に
す
る
機

会
を
設
け
る
こ
と
、
期
間
の
定
め
の
な
い
契
約
に
転
換
さ
せ
る
た
め
の
教
育
訓
練
な
ど
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
）
と
し
て
い
る
。

③ 

製
造
業
へ
の
派
遣
を
原
則
禁
止
＝
派
遣
禁
止
業
務
に
製
造
業
を
追
加
（
た
だ
し
、
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
を
派
遣
す
る
こ
と
は
で
き
る
）

④ 

登
録
型
派
遣
の
原
則
禁
止
＝
登
録
型
す
な
わ
ち
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
で
な
い
も
の
を
派
遣
で
き
な
い
（
た
だ
し
、
専
門
的
知
識･

技

術
等
を
必
要
と
す
る
業
務
で
政
令
で
定
め
る
業
務
、
産
前
産
後
休
業･

育
児
休
業･

介
護
休
業
の
代
替
で
派
遣
の
場
合
、
六
〇
歳
以
上
の

労
働
者
の
場
合
、
紹
介
予
定
派
遣
の
場
合
は
、
登
録
型
（
期
間
を
定
め
る
契
約
）
が
で
き
る
）。

⑤ 

派
遣
契
約
の
解
除
に
お
け
る
措
置
＝
派
遣
元･

派
遣
先
間
で
締
結
す
る
派
遣
契
約
の
な
か
に
、
派
遣
契
約
解
除
の
と
き
に
、
派
遣
労
働

者
の
就
業
機
会
の
確
保
、
休
業
手
当
の
支
払
に
要
す
る
費
用
の
負
担
な
ど
の
措
置
を
定
め
る
こ
と
、
派
遣
先
の
都
合
で
、
派
遣
契
約
を
解

除
す
る
場
合
に
は
、
派
遣
先
は
、
派
遣
労
働
者
の
就
業
の
確
保
、
休
業
手
当
等
の
支
払
の
費
用
の
負
担
な
ど
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

⑵
均
衡
取
扱
い
に
つ
い
て

　

法
案
で
は
、｢

派
遣
元
事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す
る
派
遣
労
働
者
の
従
事
す
る
業
務
と
同
種
の
業
務
に
従
事
す
る
派
遣
先
に
雇
用
さ
れ
る

労
働
者
の
賃
金
水
準
と
の
均
衡
を
考
慮
し
つ
つ
、
当
該
派
遣
労
働
者
の
従
事
す
る
業
務
と
同
種
の
業
務
に
従
事
す
る
一
般
の
労
働
者
の
賃
金

水
準
又
は
当
該
派
遣
労
働
者
の
職
務
の
内
容
、
職
務
の
成
果
、
意
欲
、
能
力
若
し
く
は
経
験
等
を
勘
案
し
、
当
該
派
遣
労
働
者
の
賃
金
を
決

定
す
る
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

と
い
う
定
め
に
な
っ
て
い
る
。
パ
ー
ト
労
働
法
の
よ
う
に
、
派
遣
の
場
合
に
も
、
均
等
取
扱

･

均
衡
取
扱
の
原
則
を
定
め
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
派
遣
に
つ
い
て
は
、
派
遣
先
で
比
較
し
う
る
労
働
者
や
業
務
を
見
つ
け
に
く
い
こ
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と
、
年
功
的
な
賃
金
体
系
が
一
般
的
な
も
と
で
は
、
勤
続
の
短
い
派
遣
労
働
者
に
は
不
利
に
な
る
こ
と
、
異
な
る
派
遣
先
に
派
遣
さ
れ
て
い

る
派
遣
労
働
者
間
で
待
遇
が
異
な
る
と
い
う
不
均
衡
を
生
む
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
賃
金
の
低
い
派
遣
先
に
変
っ
た
場
合
に
は
賃
金
が

下
が
る
事
態
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
現
状
で
は
、
均
等
待
遇･

均
衡
取
扱
原
則
を
導
入
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
の
指

摘
が
あ
る
⑼

。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
規
定
上
は
、
配
慮
義
務
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
止
む
を
得
な
い
と
し
て
も
、
実
効
性
あ
る
も
の
と
す

る
た
め
に
は
、
法
案
に
あ
る
派
遣
先
の
情
報
提
供
等
に
つ
い
て
、
努
力
義
務
で
は
な
く
義
務
に
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
行
政
に
お
い
て
は
、

｢

一
般
の
労
働
者
の
賃
金
水
準｣

と
の
比
較
が
可
能
に
な
る
よ
う
に
、
派
遣
業
務
の
種
類
に
対
応
し
た
賃
金
水
準
の
実
態
な
ど
を
調
査･

分

析
し
た
資
料
を
作
成
し
情
報
開
示
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

⑶
直
接
雇
用
に
つ
い
て

　

前
述
の
よ
う
に
、
派
遣
労
働
者
は
、
実
態
調
査
か
ら
み
て
も
、
正
社
員
を
希
望
す
る
割
合
が
高
い
。
ま
た
、
派
遣
法
の
趣
旨
・
原
則
で
あ

る｢

正
社
員
の
代
替
の
抑
制｣

と
い
う
要
請
か
ら
い
っ
て
も
、
直
接
雇
用
制
度
の
必
要
性
は
高
い
。

　

法
案
で
は
、
①
派
遣
禁
止
業
務
へ
の
派
遣
受
け
入
れ
、
②
無
許
可･

無
届
出
の
派
遣
元
か
ら
の
派
遣
受
け
入
れ
、
③
派
遣
可
能
期
間
を
超

え
る
派
遣
受
け
入
れ
、
④
請
負
そ
の
他
の
名
目
で
の
派
遣
受
け
入
れ
（
偽
装
請
負
）、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
派
遣

先
か
ら
派
遣
労
働
者
に
対
し
、｢

同
一
の
労
働
条
件
を
内
容
と
す
る
労
働
契
約
の
申
込
み
を
し
た
も
の
と
み
な
す｣

と
の
規
定
が
置
か
れ
て

い
る
。

　

こ
の
規
定
は
、
違
法
派
遣
を
防
止
す
る
効
果
と
い
う
点
に
主
眼
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
派
遣
労
働
者
と
の
関
係
で
は
、
雇
用
の
安

定
に
つ
な
が
る
意
義
の
あ
る
定
め
と
言
え
る
。
判
例
に
よ
れ
ば
、
違
法
派
遣
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
は
、
派
遣
先
と
の

間
に
黙
示
の
労
働
契
約
が
成
立
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
（
松
下
プ
ラ
ズ
マ
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
（
パ
ス
コ
）
事
件
（
最
２
小

判
決
平
成
二
一
年
一
二
月
一
八
日
労
判
九
九
三
号
五
頁
参
照
）。
労
働
契
約
の
成
立
に
は
、
当
事
者
の
意
思
の
合
致
が
必
要
で
あ
る
と
の
考

え
方
に
基
づ
く
も
の
で
、
派
遣
先
と
の
間
で
黙
示
の
労
働
契
約
が
成
立
す
る
の
は
、
か
な
り
限
ら
れ
た
場
合
に
な
る
。
こ
う
し
た
意
味
か
ら
、
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法
律
の
明
文
で
こ
の
よ
う
な
「
み
な
し
規
定
」
を
設
け
た
意
義
は
大
き
い
。

　

こ
の
労
働
契
約
の
申
込
み
の
み
な
し
に
係
る
実
効
性
確
保
手
段
と
し
て
、
法
案
で
は
、
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
る
助
言
、
指
導
、
勧
告
、
企

業
名
公
表
の
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
現
行
法
に
お
い
て
は
、
派
遣
期
間
制
限
を
超
え
る
場
合
な
ど
に
、
直
接
雇
入
れ
の
努
力
義
務
な
い
し
労
働
契
約
の
申
込
み
義

務
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
（
４
０
条
の
３
以
下
）、
こ
れ
ら
は
、
努
力
義
務
又
は｢

申
込
み｣

義
務
で
あ
っ
て
、
効
力
も
行
政
指
導
上
の
効

力
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、
実
効
性
が
弱
い
が
、｢

み
な
し
規
定｣

に
な
れ
ば
、
裁
判
規
範
と
し
て
、
私
法
上
の
効
力
も
有
す
る
と
解
さ

れ
る
。

４
．
有
期
労
働
契
約

⑴
無
期
契
約
へ
の
転
換
に
つ
い
て

　

有
期
契
約
に
対
す
る
現
行
法
上
の
規
制
は
、
労
働
契
約
法
１
７
条
２
項
で
、｢

使
用
者
は
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
に
つ
い
て
、

そ
の
労
働
契
約
に
よ
り
労
働
者
を
使
用
す
る
目
的
に
照
ら
し
て
、
必
要
以
上
に
短
い
期
間
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
労
働
契
約
を
反
復

し
て
更
新
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。｣

と
定
め
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、｢

有
期
労
働
契
約
の
締
結
、
更
新
及
び
雇

止
め
に
関
す
る
基
準｣

（
厚
生
労
働
省
告
示
）
４
条
で
は
、
使
用
者
は
、
契
約
を
一
回
以
上
更
新
し
、
か
つ
、
一
年
を
超
え
て
継
続
し
て
雇

用
し
て
い
る
有
期
契
約
労
働
者
と
の
契
約
を
更
新
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
契
約
の
実
態
及
び
そ
の
労
働
者
の
希
望
に
応
じ
て
、
契
約
期
間

を
で
き
る
限
り
長
く
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

 

臨
時
的
な
労
働
で
は
な
く
て
も
、
パ
ー
ト
等
の
雇
用
形
態
を
利
用
す
る
た
め
、
労
働
契
約
の
期
間
を
定
め
て
、
更
新
を
何
回
も
繰
り
返
す

と
い
う
実
態
が
あ
る
。
ま
た
、｢

非
自
発
的
就
労｣

を
し
て
い
る
労
働
者
は
、
と
く
に
、
雇
用
の
不
安
や
労
働
条
件
の
低
さ
に
つ
い
て
不
満

を
持
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
無
期
契
約
へ
の
転
換
制
度
の
法
制
化
が
考
え
ら
れ
る
。

　

有
期
労
働
契
約
に
対
す
る
規
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
⑽

、ま
ず
、有
期
労
働
契
約
の
締
結
事
由
の
制
限
（
締
結
事
由
を
列
挙
す
る
か
、「
合
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理
的
理
由
が
な
け
れ
ば
有
期
の
締
結
は
で
き
な
い｣

と
す
る
）
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
締
結
事
由
の
確
定
や
該
当
性
の
判
断
な
ど
困
難
な
問

題
が
あ
る
し
、
仮
に
、
法
制
化
し
た
場
合
、
他
方
で
、
無
期
契
約
に
つ
い
て
解
雇
権
濫
用
の
適
用
を
緩
や
か
に
す
る
必
要
が
出
て
く
る
こ
と

に
な
ら
な
い
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
、
①
更
新
回
数
を
制
限
す
る
こ
と
、
②
上
限
期
間
を
設
定
し
、
そ
の
期
間
を
超
え
て
雇
用
継
続
し
て
い
る
場
合
に
は
、
期
間
の
定

め
の
な
い
労
働
契
約
に
転
換
す
る
こ
と
と
す
る
法
規
定
を
設
け
る
な
ど
の
方
式
が
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
場
合
、
弊
害
と
し
て
、
上
限

期
間
が
来
る
前
に
契
約
を
終
了
さ
せ
る
使
用
者
が
増
え
な
い
か
、
か
え
っ
て
、
雇
用
の
機
会
が
失
わ
れ
る
事
態
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
確
か

に
、
韓
国
で
は
、
二
年
間
の
上
限
を
設
け
、
上
限
を
超
え
る
と｢

期
間
の
定
め
の
な
い
契
約
と
み
な
す｣

と
の
規
定
を
設
け
て
い
る
が
、
仕

事
の
喪
失
に
な
っ
た
り
、
違
法
派
遣
や
偽
装
請
負
の
可
能
性
も
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
⑾

。
一
方
で
は
、
無
期
契
約
に
変
っ
た
と
い
う
ケ
ー

ス
も
相
当
割
合
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
（
６
８
％
）
⑿

、
有
効
な
方
法
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
法
定
化
に
当
た
っ
て
、
法
的
効
果
と
し

て
は
、「
無
期
労
働
契
約
と
み
な
す
」、「
無
期
労
働
契
約
へ
の
変
更
の
申
込
み
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
」、「
無
期
労
働
契
約
へ
の
変
更
の

申
込
み
を
使
用
者
に
義
務
付
け
る
」
な
ど
の
方
式
が
考
え
ら
れ
る
。

　
⑵
雇
止
め
に
つ
い
て

　

現
在
の
判
例
で
は
、
有
期
労
働
契
約
が
繰
り
返
し
更
新
さ
れ
、
継
続
し
て
雇
用
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、
実
質
的
に
期
間
の
定
め
の
な
い

労
働
契
約
と
異
な
ら
な
い
状
態
に
あ
る
と
さ
れ
る
か
、
又
は
、
そ
う
で
な
く
て
も
更
新
が
期
待
さ
れ
る
状
態
に
あ
る
と
さ
れ
る
か
、
そ
れ
に

よ
っ
て
、
雇
止
め
（
更
新
の
拒
否
）
に
つ
い
て
、
解
雇
に
準
じ
て
客
観
的
で
合
理
的
な
理
由
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
注
⒀
。
こ
の
よ

う
に
、
雇
止
め
に
対
し
て
、
解
雇
権
濫
用
法
理
を
準
用
す
る
判
例
法
理
が
確
立
し
て
い
る
と
言
え
る
が
、
実
効
性
を
持
た
せ
る
た
め
に
、
法

律
に
明
文
で
も
っ
て
定
め
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
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（
脚
注
）

⑴　

総
務
省
統
計
局｢

労
働
力
調
査｣

の｢

長
期
時
系
列
表
９
雇
用
形
態
別
雇
用
者
数｣

http://w
w

w
.stat.go.jp/data/roudou/longtim

e/zuhyou/
lt51.xls 

⑵　

｢
平
成
二
二
年
就
業
形
態
の
多
様
化
に
関
す
る
総
合
実
態
調
査｣

（
厚
生
労
働
省
） http://w

w
w

.m
hlw

.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/
keitai/10/index.htm

l

⑶　

総
務
省
統
計
局｢

労
働
力
調
査｣

の｢

長
期
時
系
列
表
10
年
齢
階
級
・
雇
用
形
態
別
雇
用
者
数｣

http://w
w

w
.stat.go.jp/data/roudou/

longtim
e/zuhyou/lt52.xls

⑷　

森
ま
す
み･

浅
倉
む
つ
子
編
『
同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金
原
則
の
実
施
シ
ス
テ
ム
』
第
一
〇
章
「
日
本
に
お
け
る
同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金
原
則
の

実
施
シ
ス
テ
ム
の
構
築
」（
森
ま
す
み
執
筆
）
三
三
二
頁
以
下
は
、｢

知
識･

技
能
、
責
任
、
労
働
環
境｣

の
フ
ァ
ク
タ
ー
を
あ
げ
て
い
る
が
、
労
働
環

境
に
は
、｢

労
働
時
間
の
不
規
則
性｣
が
含
ま
れ
て
い
る
。

⑸　

判
例
で
は
、｢

長
期
雇
用
制
度
の
下
で
は
、
労
働
者
に
対
す
る
将
来
の
期
待
も
含
め
て
年
功
型
賃
金
体
系
が
と
ら
れ
、
そ
れ
に
相
応
し
い
資
質
の
向

上
が
期
待
さ
れ
、
将
来
の
管
理
職
と
し
て
の
期
待
、
そ
れ
に
相
応
し
い
服
務
や
責
任
が
求
め
ら
れ
る
・
・
・
こ
れ
に
対
し
て
期
間
雇
用
労
働
者
の
賃
金

は
、
短
期
的
な
需
要
に
基
づ
く
も
の
で
、
将
来
に
対
す
る
期
待
も
な
く
、
年
功
的
考
慮
は
さ
れ
ず
、
長
期
雇
用
労
働
者
と
差
異
が
あ
り
、
雇
用
形
態
が

異
な
り
、
賃
金
制
度
が
異
な
る
こ
と
は
不
合
理
で
は
な
い
・
・
・
こ
の
こ
と
か
ら｢

同
一
労
働
同
一
賃
金
の
原
則｣

が
一
般
的
な
法
規
範
と
し
て
存
在

し
て
い
る
と
は
言
え
な
い｣

と
さ
れ
て
い
る
（
日
本
郵
便
逓
送
（
臨
時
社
員
・
損
害
賠
償
）
事
件
（
大
阪
地
判
平
１
４
・
５
・
２
２
労
判
八
三
〇
号
二
二

頁
）。

⑹　

｢

今
後
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
対
策
に
関
す
る
研
究
会
報
告
書｣

（
平
成
二
三
年
九
月
）
三
一
頁
以
下
参
照http://w

w
w

.m
hlw

.go.jp/stf/
houdou/2r9852000001on6w

-att/2r9852000001ougb.pdf
。

⑺　

緒
方
桂
子｢

雇
用
形
態
間
に
お
け
る
均
等
待
遇｣

日
本
労
働
法
学
会
編
『
日
本
労
働
法
学
会
誌
』
一
一
七
号
三
七
頁
は
、
こ
れ
ら
の
要
素
は
明
確
で

な
い
と
す
る
。

⑻　

前
掲｢

平
成
二
二
年
就
業
形
態
の
多
様
化
に
関
す
る
総
合
実
態
調
査｣

。

⑼　

｢

今
後
の
労
働
者
派
遣
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
報
告
書｣

（
平
成
二
〇
年
七
月
二
八
日
）
八
頁http://w

w
w

.m
hlw

.go.jp/
houdou/2008/07/dl/h0728-1b.pdf

。

⑽　

｢

有
期
労
働
契
約
研
究
会
報
告
書｣

（
平
成
二
二
年
九
月
一
〇
日
）
参
照http://w

w
w

.m
hlw

.go.jp/stf/houdou/2r9852000000q2tz-
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im
g/2r9852000000qaxy.pdf

。

⑾　

韓
国
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
本
誌
の
李
論
文
を
参
照
。

⑿　

前
掲｢

有
期
労
働
契
約
研
究
会
報
告
書｣

一
四
頁
。

⒀　

東
芝
柳
町
工
場
事
件
（
最
１
小
判
昭
４
９
・
７
・
２
２
民
集
２
８
巻
５
号
９
２
７
頁
）、
日
立
メ
デ
ィ
コ
事
件
（
最
１
小
判
昭
６
１
・
１
２
・
４
労
判

４
８
６
号
６
頁
）、
三
洋
電
機
事
件
（
大
阪
地
判
平
３
・
１
０
・
２
２
労
判
５
９
５
号
９
頁
）、
丸
子
警
報
器
事
件
（
東
京
高
判
平
１
１
・
３
・
３
１
労
判

７
５
８
号
７
頁
な
ど
。

参
考
文
献

水
町
勇
一
郎
『
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
法
律
政
策
』（
有
斐
閣
１
９
９
７
）。

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
編
『
多
様
な
働
き
方
の
実
態
と
課
題
』（
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
２
０
０
７
）。

菅
野
和
夫
・
諏
訪
康
雄｢

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
と
均
等
待
遇
原
則｣

北
村
一
郎
編
集
代
表
『
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
展
望
』（
有
斐
閣
１
９
９
８
）。

島
田
陽
一｢

非
正
規
雇
用
の
法
政
策｣

日
本
労
働
研
究
雑
誌
４
６
２
号
（
１
９
９
８
）
３
７
頁
。

土
田
道
夫｢

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
と
『
均
衡
の
理
念
』｣

民
商
法
雑
誌
１
１
９
巻
４
・
５
号
（
１
９
９
９
）
５
４
３
頁
。

両
角
道
代｢

均
衡
待
遇
と
差
別
禁
止—

改
正
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
の
意
義
と
課
題｣

日
本
労
働
研
究
雑
誌
５
７
６
号
（
２
０
０
８
）
４
５
頁
。

神
尾
真
知
子｢

非
正
規
雇
用
と
労
働
法
の
法
政
策｣

法
政
論
叢
４
５
巻
２
号
（
２
０
０
９
）
２
０
４
頁
。

有
田
謙
司｢

非
正
規
雇
用
労
働
者
を
め
ぐ
る
法
的
諸
問
題｣
ジ
ュ
リ
ス
ト
１
３
７
７
号
（
２
０
０
９
）
２
５
頁
。

高
梨
昌｢

雇
用
政
策
に
問
わ
れ
て
い
る
課
題｣

ジ
ュ
リ
ス
ト
１
３
７
７
号
４
１
頁
。

山
本
圭
子｢

日
本
に
お
け
る
労
働
者
派
遣
の
現
状
と
課
題｣

日
本
台
湾
法
律
家
協
会
雑
誌
７
号
（
２
０
０
９
）
４
５
頁
。

川
田
知
子｢

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
八
条
の
差
別
禁
止
規
定
の
問
題
と
今
後
の
課
題｣

労
旬
１
７
１
１
号
（
２
０
１
０
）
６
６
頁
。

奥
田
香
子｢

非
正
規
雇
用
を
め
ぐ
る
政
策
課
題｣

日
本
労
働
研
究
雑
誌
６
０
７
号
（
２
０
１
１
）
５
８
頁
。

島
貫
智
行｢

非
正
社
員
活
用
の
多
様
化
と
均
衡
処
遇｣

日
本
労
働
研
究
雑
誌
６
０
７
号
（
２
０
１
１
）
２
１
頁
。

野
川
忍｢

短
期
雇
用
に
つ
い
て
の
法
的
理
論｣

日
本
労
働
研
究
雑
誌
６
１
０
号
（
２
０
１
１
）
６
５
頁
。

鶴
光
太
郎｢

有
期
雇
用
、
賃
金
で
補
償
を｣

日
本
経
済
新
聞
２
０
１
１
年
九
月
２
０
日
（
経
済
教
室
欄
）。
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は
じ
め
に

　

第
二
次
世
界
大
戦
以
後
、
従
前
の
工
業
中
心
の
産
業
構
造
が
変
化
し
、
サ
ー
ビ
ス
産
業
が
成
長
し
始
め
た
。
サ
ー
ビ
ス
産
業
は
、
労
働
需

要
の
変
化
が
激
し
い
た
め
、
そ
れ
に
柔
軟
に
対
応
で
き
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
そ
の
他
の
非
正
規
労
働
力
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
欧
米

先
進
諸
国
で
は
女
性
の
社
会
進
出
が
急
速
に
進
展
し
始
め
た
が
、
当
初
、
女
性
に
は
家
族
的
責
任
が
重
か
っ
た
た
め
、
仕
事
と
家
庭
生
活
の

バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
た
め
に
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
就
労
す
る
女
性
が
多
か
っ
た
。

　

一
九
九
〇
年
代
以
降
、
世
界
的
に
経
済
危
機
が
高
ま
り
経
済
競
争
が
激
化
す
る
中
で
、
景
気
の
調
整
弁
と
も
な
り
得
る
非
正
規
労
働
者
が

グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
模
で
増
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
非
正
規
労
働
者
の
大
半
は
、
正
規
雇
用
の
機
会
を
求
め
て
も
得
ら
れ
ず
、
あ
る
い
は
正

規
労
働
者
と
し
て
就
労
す
る
こ
と
が
困
難
な
家
庭
の
諸
事
情
を
抱
え
る
市
場
競
争
力
の
弱
い
労
働
者
、
と
り
わ
け
女
性
、
若
年
者
、
中
高
年

者
な
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
非
正
規
労
働
者
の
雇
用
お
よ
び
労
働
諸
条
件
は
、
正
規
労
働
者
に
比
べ
る
と
極
め
て
低
劣
で
貧
困
化
が
進
ん

だ
た
め
、
経
済
的
・
社
会
的
に
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
。

一
、
日
本
の
非
正
規
女
性
労
働
者
の
現
状

　
（
一
）
非
正
規
労
働
者
の
増
加
の
背
景

日
本
の
非
正
規
女
性
労
働
者
の
現
状
と
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
政
策

木　

村　

愛　

子

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人　

Ｉ
Ｌ
Ｏ
活
動
推
進
日
本
協
議
会　

理
事
長
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日
本
で
は
、
平
成
の
大
不
況
に
よ
っ
て
バ
ブ
ル
経
済
が
崩
壊
し
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
経
営
側
は
競
争
力
を
強
化
す
る
た
め
コ
ス
ト
削

減
の
必
要
性
に
迫
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
労
働
者
派
遣
法
な
ど
の
規
制
緩
和
や
リ
ス
ト
ラ
が
進
み
、
公
民
両
部
門
に
お
い
て
、

正
規
労
働
者
の
採
用
を
抑
制
し
、
パ
ー
ト
、
派
遣
、
有
期
契
約
な
ど
、
安
価
で
雇
用
調
整
の
し
易
い
非
正
規
労
働
者
を
増
や
し
て
い
っ
た
。

二
〇
一
〇
年
現
在
、
全
雇
用
労
働
者
に
占
め
る
非
正
規
労
働
者
の
比
率
は
三
四
、三
％
と
な
っ
て
い
る
。
⑴

　
（
二
）
日
本
の
非
正
規
女
性
労
働
者
の
現
状

　

欧
米
先
進
諸
国
と
は
異
な
っ
て
、
日
本
で
は
、
歴
史
的
文
化
的
背
景
か
ら
、
未
だ
に
も
っ
ぱ
ら
男
性
は
長
時
間
職
場
で
働
き
、
家
族
的
責

任
は
女
性
が
担
う
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
男
性
は
仕
事
、
女
性
は
家
庭
」
と
い
う
状
況
が
基
本
的
に
存
続
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
女
性
は

出
産
を
契
機
に
正
規
就
業
を
中
断
し
、
子
育
て
後
に
再
就
職
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
た
め
、
女
性
の
労
働
力
率
の
カ
ー
ヴ
は
、
未
だ
に
Ｍ

字
型
を
描
い
て
い
る
。
⑵　

再
就
業
す
る
場
合
に
は
、
仕
事
と
家
庭
生
活
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
と
い
う
必
要
性
も
加
わ
っ
て
、
非
正
規
就

業
を
選
択
す
る
場
合
も
少
な
く
な
い
し
、
ま
た
、
女
性
が
正
規
雇
用
を
求
め
て
も
得
ら
れ
る
可
能
性
は
非
常
に
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

二
〇
一
〇
年
現
在
、
非
正
規
労
働
者
の
五
三
、八
％
を
女
性
が
占
め
、
男
性
の
一
八
、九
％
と
は
大
き
な
違
い
を
示
し
て
い
る
。
⑶　

　

こ
れ
ら
の
非
正
規
女
性
労
働
者
の
労
働
諸
条
件
は
、
正
規
労
働
者
に
比
べ
る
と
非
常
に
劣
悪
で
あ
る
。
雇
用
が
不
安
定
で
あ
り
、
賃
金
は

低
く
、
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
な
生
活
が
保
障
さ
れ
て
い
な
い
。
特
に
、
女
性
が
多
い
パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
の
約
九
割
は
年
間
所
得
が
二
〇
〇
万

円
未
満
で
、
い
わ
ゆ
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
プ
ア
と
い
う
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
⑷　

類
似
の
状
況
は
若
い
男
性
労
働
者
の
間
に
も
増
え
て
い
る
が
、

最
近
の
報
道
に
よ
る
と
、
年
間
所
得
一
一
二
万
円
以
下
と
い
う
貧
困
層
の
約
六
割
以
上
を
女
性
が
占
め
、
女
性
の
貧
困
化
が
急
速
に
進
行
し

て
い
る
。
日
本
の
貧
困
問
題
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
言
え
る
。

二
、
日
本
の
非
正
規
女
性
労
働
者
と
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
政
策

　
（
一
）
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
の
意
義
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デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
と
い
う
言
葉
は
、
一
九
九
九
年
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
年
次
総
会
に
お
い
て
、
ホ
ア
ン
・
ソ
マ
ヴ
ィ
ア
事
務
局
長
が
「
デ
ィ
ー

セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
」
と
題
す
る
報
告
書
を
提
出
し
、
こ
の
中
で
「
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
最
重
要
目
標
は
、
自
由
、
公
平
、
保
障
、
人
間
と
し
て
の
尊
厳

が
確
保
さ
れ
た
条
件
の
下
で
、
人
々
に
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
で
生
産
的
な
仕
事
を
得
る
機
会
を
促
進
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
た
こ
と
が
契
機

と
な
っ
て
、
世
界
的
に
広
く
用
い
ら
れ
始
め
た
。
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
は
、
日
本
で
は
、「
働
き
甲
斐
の
あ
る
人
間
ら
し
い
仕
事
」
と

翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
日
本
国
憲
法
第
二
五
条
が
規
定
す
る
「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
」
に
通
じ

る
も
の
で
あ
り
、
⑸　

国
際
的
に
最
低
の
労
働
基
準
を
規
定
す
る
Ｉ
Ｌ
Ｏ
諸
条
約
の
内
容
を
満
た
す
仕
事
を
労
働
者
に
保
障
す
る
こ
と
を
意

味
す
る
。

　

ソ
マ
ヴ
ィ
ア
事
務
局
長
の
報
告
書
が
出
さ
れ
た
背
景
に
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
行
し
、
労
働
保
護
規
制

の
緩
和
な
ど
が
強
行
さ
れ
、
そ
の
結
果
の
一
つ
と
し
て
、
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
の
欠
如
と
い
う
社
会
的
な
歪
み
が
拡
大
し
て
き
た
こ
と

が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
世
界
的
な
規
模
で
、
失
業
、
不
完
全
就
労
、
質
の
低
い
非
生
産
的
な
仕
事
、
危
険
な
仕
事
、
不
安
定
な
所
得
、
労
働

の
基
本
的
権
利
が
認
め
ら
れ
な
い
仕
事
、
男
女
の
不
平
等
、
移
民
・
障
害
者
・
高
齢
者
な
ど
に
対
す
る
人
権
軽
視
の
処
遇
な
ど
が
急
増
し
た

結
果
、
貧
富
の
格
差
が
拡
大
し
て
、
各
国
で
大
き
な
社
会
不
安
を
も
た
ら
す
ま
で
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
改
善
し
な
け
れ
ば
、

保
護
主
義
な
ど
に
よ
る
国
際
摩
擦
も
生
じ
か
ね
ず
、
ひ
い
て
は
世
界
の
平
和
を
脅
か
す
こ
と
に
繋
が
り
か
ね
な
い
。

　

Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、
一
九
一
九
年
の
創
設
当
初
か
ら
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
目
的
で
あ
る
世
界
平
和
を
守
る
た
め
に
は
、
労
働
者
の
基
本
的
人
権
を
尊
重
す

る
こ
と
、
す
な
わ
ち
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
を
実
現
す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
と
し
、
こ
の
こ
と
を
Ｉ
Ｌ
Ｏ
憲
章
、
一
九
四
四

年
の
「
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
宣
言
」
お
よ
び
一
九
九
八
年
の
「
労
働
に
お
け
る
基
本
的
原
則
お
よ
び
権
利
に
関
す
る
Ｉ
Ｌ
Ｏ
宣
言
」
な
ど
で

繰
り
返
し
明
記
し
て
き
た
。
二
一
世
紀
に
至
っ
て
世
界
的
に
深
刻
化
し
た
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
の
欠
如
と
い
う
深
刻
な
事
態
に
対
処
す

る
た
め
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、
二
〇
〇
八
年
の
総
会
に
お
い
て
、「
公
正
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
た
め
の
社
会
正
義
に
関
す
る
Ｉ
Ｌ
Ｏ
宣
言
」
を
採
択
し
、

加
盟
諸
国
の
政
労
使
に
対
し
て
、
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
を
実
現
す
る
た
め
に
取
り
組
む
べ
き
戦
略
的
目
標
を
明
ら
か
に
示
し
た
。
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（
二
）
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
を
実
現
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
要
件

　

二
〇
〇
八
年
宣
言
の
中
で
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
次
の
四
分
野
を
戦
略
目
標
と
し
て
設
定
し
、

加
盟
各
国
の
政
労
使
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
具
体
的
に
対
処
す
る
こ
と
を
要
請
し
た
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、（
一
）雇
用
機
会
の
創
出
、（
二
）

仕
事
に
お
け
る
基
本
的
権
利
の
保
障
、（
三
）
社
会
的
保
護
の
拡
充
、（
四
）
社
会
対
話
の
推
進
で
あ
る
。
⑹　

ま
ず
、
雇
用
機
会
の
創
出
に

つ
い
て
は
、
雇
用
の
数
量
を
増
や
す
だ
け
で
な
く
、
人
間
ら
し
い
生
活
が
保
障
さ
れ
る
よ
う
な
質
の
高
い
仕
事
を
創
出
す
る
こ
と
が
肝
要
で

あ
る
。
次
に
、
仕
事
に
お
け
る
基
本
的
権
利
の
保
障
に
は
、
働
く
人
々
の
労
働
基
本
権
の
保
障
・
強
制
労
働
の
禁
止
・
児
童
労
働
の
撤
廃
・

雇
用
お
よ
び
職
業
上
の
差
別
の
排
除
な
ど
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
採
択
し
た
基
本
的
に
重
要
な
国
際
労
働
諸
基
準
の
遵
守
が
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
社
会

的
保
護
の
拡
充
に
は
、
職
場
の
安
全
衛
生
・
適
正
な
労
働
時
間
・
社
会
保
障
な
ど
、
労
働
者
が
心
身
と
も
に
安
全
に
安
心
し
て
生
活
で
き
る

諸
条
件
・
諸
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
最
後
に
、
社
会
対
話
の
推
進
が
重
要
な
理
由
は
、
安
定
的
な
経
済
社
会
を
発
展
さ
せ

る
に
は
、
政
府
な
ら
び
に
労
使
諸
団
体
が
建
設
的
な
対
話
を
行
う
こ
と
が
不
可
欠
だ
か
ら
で
あ
る
。
公
正
か
つ
民
主
的
な
団
体
交
渉
を
促
進

す
る
こ
と
に
よ
り
、
労
使
紛
争
を
低
減
す
る
努
力
も
期
待
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
四
分
野
は
、
相
互
に
関
連
し
合
う
も
の
で
あ
る
。

　

３
．
日
本
の
非
正
規
女
性
労
働
者
と
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
政
策

　

Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、
二
〇
〇
八
年
宣
言
の
採
択
に
続
い
て
、
二
〇
〇
九
年
の
総
会
に
お
い
て
、「
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
の
核
心
に
あ
る
ジ
ェ

ン
ダ
ー
平
等
」
と
題
す
る
結
論
文
書
と
決
議
を
採
択
し
、
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
の
四
分
野
す
べ
て
に
つ
い
て
、
横
断
的
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー

平
等
を
達
成
す
る
こ
と
が
、
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
の
実
現
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
⑺　

そ
の
理
由
は
、
い
う
ま

で
も
な
く
、
長
年
に
わ
た
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
つ
い
て
の
偏
見
や
差
別
が
、
男
女
労
働
者
の
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
の
欠
如
と
い
う
状
況
を

生
み
出
し
た
主
な
原
因
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

以
下
に
、
日
本
の
非
正
規
女
性
労
働
者
の
問
題
点
と
課
題
と
を
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
政
策
の
四
分
野
に
照
ら
し
て
考
え

て
み
る
。
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（
一
） 

雇
用
機
会
の
保
障

　

非
正
規
労
働
者
は
、
従
来
は
、
女
性
の
パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
近
年
は
、
若
年
男
性
の
非
正
規
労
働
者
も
増
加
し

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
女
性
の
雇
用
機
会
は
さ
ら
に
厳
し
く
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
就
業
で
き
た
と
し
て
も
、
非
正
規
労
働
者
は
、
一
般
に
、

使
用
者
側
の
都
合
で
景
気
変
動
の
調
整
弁
と
し
て
使
わ
れ
、
景
気
が
悪
く
な
れ
ば
解
雇
さ
れ
る
な
ど
、
雇
用
契
約
期
間
が
短
く
、
育
児
休
業

を
取
得
し
た
こ
と
を
理
由
に
違
法
な
解
雇
が
な
さ
れ
る
場
合
さ
え
も
あ
り
、
雇
用
が
不
安
定
で
あ
る
。
ま
た
、
女
性
が
非
正
規
か
ら
正
規
の

雇
用
へ
の
転
換
を
希
望
し
て
も
、
そ
の
機
会
に
恵
ま
れ
る
可
能
性
は
男
性
よ
り
も
少
な
い
。

　
（
二
）
仕
事
に
お
け
る
基
本
的
権
利
の
保
障

　

Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、
一
九
九
八
年
、
前
記
の
「
労
働
に
お
け
る
基
本
的
原
則
お
よ
び
権
利
に
関
す
る
Ｉ
Ｌ
Ｏ
宣
言
」
を
採
択
し
、
①
結
社
の
自
由

及
び
団
体
交
渉
権
の
効
果
的
承
認
（
第
八
七
号
・
第
九
八
号
両
条
約
）、
②
強
制
労
働
の
禁
止
（
第
二
九
号
・
第
一
〇
五
号
両
条
約
）、
③
児

童
労
働
の
撤
廃
（
第
一
三
八
号
・
第
一
八
二
号
両
条
約
）、
④
雇
用
及
び
職
業
に
お
け
る
差
別
の
排
除
（
第
一
〇
〇
号
・
第
一
一
一
号
両
条
約
）

の
合
計
八
条
約
を
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
基
本
条
約
と
し
て
確
認
し
、
加
盟
諸
国
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
条
約
を
批
准
し
て
い
る
と
否
と
に
関
わ
ら
ず
尊

重
し
、
批
准
を
促
進
し
、
自
国
内
で
実
体
化
す
る
よ
う
要
請
し
た
。

　

日
本
の
場
合
、
現
行
法
上
、
非
正
規
労
働
者
に
つ
い
て
も
均
等
取
扱
い
を
す
べ
き
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
労
働
基
準
法
第

四
条
（
男
女
同
一
賃
金
）
の
規
定
自
体
が
不
明
確
で
、
実
効
性
が
疑
わ
れ
る
問
題
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
現
行
の
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労

働
法
を
改
正
し
て
、「
合
理
的
理
由
の
な
い
不
利
益
取
り
扱
い
を
禁
止
す
る
規
定
」
を
置
く
と
い
う
動
き
も
あ
る
が
、こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
労

働
基
準
法
第
四
条
に
お
い
て
、
同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金
の
原
則
を
明
記
し
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
上
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
対
す

る
間
接
差
別
を
禁
止
す
る
と
い
う
法
改
正
を
同
時
に
行
わ
な
い
限
り
、
低
賃
金
の
女
性
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
は
救
済
さ
れ
得
な
い
」
と
指

摘
す
る
専
門
家
の
意
見
も
あ
る
。
⑻

　

日
本
は
、
一
九
五
八
年
に
採
択
さ
れ
た
Ｉ
Ｌ
Ｏ
第
一
一
一
号
条
約
「
雇
用
お
よ
び
職
業
に
お
け
る
差
別
禁
止
」
を
未
だ
に
批
准
し
て
い
な
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い
数
少
な
い
先
進
国
で
あ
り
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
か
ら
早
期
に
批
准
を
達
成
す
る
よ
う
再
三
要
請
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
六
七
年
に
批
准
し
た

一
九
五
一
年
採
択
の
第
一
〇
〇
号
条
約
「
男
女
同
一
価
値
労
働
同
一
報
酬
」
も
、
実
体
化
は
一
向
に
進
ま
ず
、
男
女
間
の
賃
金
格
差
は
先
進

諸
国
の
中
で
韓
国
に
次
い
で
最
大
で
、
国
際
社
会
の
中
で
批
判
の
的
と
な
っ
て
い
る
。
⑼　

職
場
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
達
成
レ
ベ

ル
が
こ
の
よ
う
に
低
い
た
め
に
、
女
性
の
非
正
規
労
働
者
は
、
仕
事
の
内
容
が
正
規
労
働
者
と
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
労
働
の
価
値
は
適

正
に
評
価
さ
れ
ず
、
非
正
規
と
い
う
雇
用
形
態
の
違
い
や
単
純
業
務
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
低
賃
金
が
支
払
わ
れ
、
安
価
な
使
い
捨
て

の
労
働
力
と
し
て
処
遇
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
近
年
、
昭
和
シ
ェ
ル
賃
金
差
別
事
件
の
原
告
た
ち
が
、
同
事
案
に
お
け
る
使
用
者
の
処
遇
は
、

Ｉ
Ｌ
Ｏ
第
一
〇
〇
号
条
約
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
Ｉ
Ｌ
Ｏ
理
事
会
へ
提
訴
し
た
。
理
事
会
で
は
、
こ
の
訴
え
を
受
理
し
、
政
労
使

三
者
か
ら
成
る
委
員
会
を
組
織
し
て
審
査
し
た
結
果
、
原
告
ら
の
主
張
を
認
め
、
日
本
の
状
況
に
は
問
題
が
あ
る
と
す
る
報
告
書
を
作
成
し

て
理
事
会
に
提
出
し
た
。
二
〇
一
一
年
一
一
月
に
開
催
さ
れ
た
第
三
一
一
回
理
事
会
は
、
こ
の
報
告
書
を
認
可
し
、
日
本
政
府
に
対
し
て
、

こ
の
事
案
に
関
す
る
説
明
を
二
〇
一
二
年
九
月
ま
で
に
提
出
す
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
。
⑽

　

日
本
の
正
規
労
働
者
の
多
く
は
年
齢
給
を
受
け
取
っ
て
い
る
が
、
非
正
規
労
働
者
の
多
く
は
定
期
昇
給
の
な
い
職
務
給
や
時
給
で
支
払
わ

れ
て
い
る
。
非
正
規
労
働
者
の
場
合
は
、
勤
続
年
数
が
増
え
仕
事
の
能
力
が
上
が
っ
て
も
、
使
用
者
側
の
人
件
費
抑
制
と
い
う
雇
用
管
理
に

よ
っ
て
、
定
期
昇
給
の
対
象
と
は
さ
れ
ず
、
昇
給
は
あ
っ
て
も
そ
の
幅
は
小
さ
い
こ
と
が
多
い
。

　

ま
た
、
非
正
規
労
働
者
は
、
短
期
の
雇
用
契
約
で
採
用
さ
れ
、
単
純
業
務
し
か
割
り
当
て
ら
れ
な
い
こ
と
が
多
い
た
め
に
、
職
場
に
お
け

る
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
に
と
っ
て
重
要
な
教
育
・
訓
練
を
受
け
る
機
会
に
乏
し
く
、
将
来
展
望
が
開
け
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
と
り
わ
け
、
若

年
の
男
女
非
正
規
労
働
者
の
技
能
向
上
や
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
と
っ
て
、
ひ
い
て
は
日
本
社
会
全
体
の
将
来
に
と
っ
て
、
非
常
に
深
刻
な
問
題

で
あ
る
。

　　
（
三
） 

社
会
的
保
護
の
拡
充

　

日
本
で
は
、
特
に
若
年
の
男
性
正
規
労
働
者
が
長
時
間
労
働
、
交
替
労
働
、
夜
間
労
働
な
ど
の
不
規
則
な
勤
務
を
強
い
ら
れ
、
心
身
の
健
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康
を
阻
害
さ
れ
て
、
つ
い
に
は
過
労
死
や
過
労
自
殺
に
ま
で
追
い
や
ら
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
が
欠
如
し
た
労
働

状
況
が
少
な
く
な
い
。
こ
れ
で
は
正
規
労
働
者
と
し
て
働
く
男
性
た
ち
が
家
事
・
育
児
・
介
護
な
ど
の
家
族
的
責
任
を
分
担
す
る
こ
と
は
非

常
に
困
難
で
、
人
間
と
し
て
心
身
と
も
に
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
営
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
女
性
の
パ
ー
ト
労
働
者
た
ち

の
間
で
は
、
十
分
な
労
働
時
間
と
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
対
す
る
不
満
も
高
ま
っ
て
い
る
。
日
本
の
す
べ
て
の
男
女
労
働
者

が
、
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
な
仕
事
と
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
な
生
活
を
享
受
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
労
働
時
間
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
早
急
か
つ

抜
本
的
に
改
革
す
る
必
要
が
あ
る
。
⑾

　

日
本
で
は
、
非
正
規
労
働
者
に
対
す
る
福
利
厚
生
は
、
正
規
労
働
者
に
比
べ
充
実
し
て
お
ら
ず
、
社
会
保
険
や
雇
用
保
険
の
適
用
か
ら
外

さ
れ
て
い
る
も
の
の
多
い
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
最
近
よ
う
や
く
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
社
会
保
険
加
入
の
動
き
が
高
ま
り
始

め
て
い
る
が
、
経
済
界
で
は
、
事
業
主
の
負
担
が
増
加
す
る
と
し
て
警
戒
感
が
強
ま
っ
て
い
る
と
い
う
。

　

女
性
の
非
正
規
労
働
者
は
、
経
済
的
・
社
会
的
な
立
場
の
弱
さ
や
根
強
い
ジ
ェ
ン
ダ
ー
偏
見
な
ど
か
ら
、
金
融
機
関
に
よ
る
信
用
を
受
け

難
く
、
住
宅
ロ
ー
ン
の
借
り
入
れ
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
カ
ー
ド
を
作
る
際
に
不
利
と
な
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
と
り
わ
け
、
家
計
の
維
持
者

が
非
正
規
女
性
労
働
者
で
あ
る
場
合
、
問
題
は
極
め
て
深
刻
で
あ
る
。

　

最
低
賃
金
の
金
額
の
レ
ベ
ル
を
、
中
小
零
細
企
業
の
実
情
に
配
慮
し
つ
つ
向
上
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
も
、
非
正
規
労
働
者
と
正
規
労
働
者
と

の
賃
金
格
差
を
縮
小
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
で
あ
る
。
ま
た
、
貧
困
状
態
に
あ
る
単
親
の
非
正
規
女
性
労
働
者
に
対
し
て
、
子
育
て
支
援

を
初
め
、
き
め
の
細
か
い
経
済
的
・
社
会
的
支
援
が
緊
要
で
あ
る
。

　　
（
四
）
社
会
対
話
の
推
進

　

非
正
規
労
働
者
の
労
働
組
合
組
織
率
は
、
正
規
労
働
者
の
数
が
減
少
す
る
に
伴
っ
て
上
昇
し
始
め
て
い
る
。
し
か
し
、
労
働
組
合
内
部
に

お
け
る
女
性
の
地
位
は
未
だ
に
低
く
発
言
力
も
弱
い
た
め
、
女
性
の
組
合
幹
部
の
数
は
極
め
て
少
な
い
。
そ
の
結
果
、
使
用
者
と
労
使
交
渉

を
行
い
、
あ
る
い
は
労
使
協
定
を
締
結
す
る
場
合
に
、
女
性
非
正
規
労
働
者
の
声
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
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女
性
労
働
者
一
人
一
人
が
労
働
者
と
し
て
の
自
覚
と
見
識
と
を
高
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
男
女
労
働
組
合
員

に
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
を
実
現
す
る
意
思
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
前
提
条
件
と
し
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
意
識
を
労
働
組
合
員
の

間
に
広
く
、
ま
た
深
く
根
付
か
せ
、
具
体
的
な
行
動
を
積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る
。

三
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
加
盟
国
と
し
て
の
日
本
の
課
題

　

日
本
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
最
高
決
定
機
関
で
あ
る
理
事
会
に
お
い
て
、
政
労
使
三
者
の
代
表
が
揃
っ
て
理
事
を
務
め
る
と
い
う
名
誉
に
恵
ま
れ

た
数
少
な
い
加
盟
国
の
一
つ
で
あ
る
。そ
れ
だ
け
に
、日
本
の
国
際
的
責
務
は
極
め
て
重
く
、「
す
べ
て
の
人
々
に
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
を
」

と
い
う
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
理
念
と
活
動
に
沿
っ
て
、
国
内
の
諸
状
況
や
諸
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
が
国
の
内
外
か
ら
期
待
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
観
点

か
ら
、
非
正
規
女
性
労
働
者
に
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
な
仕
事
と
生
活
と
を
保
障
す
る
た
め
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
課
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

  　
（
一
）
未
批
准
の
重
要
条
約
の
批
准
促
進

　
　

日
本
は
、
ま
ず
、
上
述
し
た
一
九
五
八
年
の
第
一
一
一
号
条
約
の
批
准
を
、
で
き
る
だ
け
早
く
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
雇
用

お
よ
び
職
業
に
お
け
る
差
別
禁
止
」
を
規
定
す
る
こ
の
条
約
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
最
も
重
視
し
て
い
る
基
本
八
条
約
の
一
つ
で
あ
り
、
加
盟
諸
国

の
圧
倒
的
多
数
が
、
第
一
〇
〇
号
条
約
と
並
ん
で
批
准
を
済
ま
せ
て
い
る
。
先
進
諸
国
の
中
で
未
批
准
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
米
国
と
日
本

の
み
で
あ
る
。
厚
生
労
働
省
は
批
准
す
る
方
向
で
あ
る
と
い
う
が
、
法
務
省
所
管
の
人
権
擁
護
法
案
と
の
関
係
が
あ
り
、
批
准
の
日
程
は
、

ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　

非
正
規
労
働
者
問
題
に
関
わ
る
特
に
重
要
な
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
は
、一
九
九
四
年
採
択
の
第
一
七
五
号
条
約
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
」
で
あ
る
。

今
日
、
日
本
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
の
改
正
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
の
規
定
内
容
を
満
た
す
改
正
を
行
っ
て
、
批
准
を
達

　

成
す
る
こ
と
を
、
非
正
規
労
働
者
た
ち
は
期
待
し
て
い
る
。

　
　

女
性
労
働
者
が
健
康
に
、
か
つ
「
育
休
解
雇
」
な
ど
に
脅
か
さ
れ
る
こ
と
な
く
安
心
し
て
働
く
上
で
と
り
わ
け
重
要
な
国
際
労
働
基
準
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は
、
第
一
八
三
号
条
約
「
二
〇
〇
〇
年
母
性
保
護
」
で
あ
る
。
こ
の
条
約
の
批
准
促
進
に
向
け
て
の
努
力
も
、
決
し
て
な
お
ざ
り
に
し
て
は

な
ら
な
い
。

　
（
二
）
既
批
准
条
約
の
遵
守
と
実
体
化

　
　

非
正
規
女
性
労
働
者
に
と
っ
て
最
大
の
問
題
は
、
正
規
労
働
者
と
の
間
の
賃
金
格
差
で
あ
る
。
正
規
労
働
者
と
仕
事
の
内
容
が
同
じ
で

あ
っ
て
も
、
同
等
の
報
酬
が
支
払
わ
れ
ず
、
明
ら
か
に
、
第
一
〇
〇
号
条
約
の
「
同
一
価
値
労
働
同
一
報
酬
」
の
原
則
に
違
反
す
る
慣
行
が

横
行
し
て
い
る
。
労
働
基
準
法
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
な
ど
を
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
国
際
労
働
基
準
に
照
ら
し
て
早
急
に

強
化
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
と
と
も
に
、
社
会
対
話
を
促
進
し
て
労
使
間
で
改
善
の
方
策
を
建
設
的
に
協
議
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　

一
九
八
一
年
採
択
の
第
一
五
六
号
条
約
「
家
族
的
責
任
を
持
つ
男
女
労
働
者
の
機
会
お
よ
び
待
遇
の
均
等
」
を
、
日
本
は
一
九
九
五
年

に
批
准
し
、
育
児
・
介
護
休
業
法
を
成
立
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
国
内
法
の
拡
充
は
見
ら
れ
た
も
の
の
、
こ
の
条
約
を
補
足
す
る
勧
告
第

一
六
五
号
が
要
請
す
る
労
働
時
間
の
短
縮
や
時
間
外
労
働
の
削
減
は
一
向
に
進
ま
ず
、
そ
の
た
め
女
性
の
家
族
的
責
任
の
負
担
が
軽
減
さ
れ

な
い
こ
と
か
ら
、
女
性
の
非
正
規
就
労
は
増
加
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
条
約
を
日
本
国
内
に
お
い
て
実
体
化
し
男
女
双
方
に
デ
ィ
ー
セ

ン
ト
・
ワ
ー
ク
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
放
置
さ
れ
て
き
た
日
本
の
過
重
労
働
時
間
の
問
題
に
、
今
こ
そ
取
り
組
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
設
立
当
初
か
ら
採
択
し
て
き
た
労
働
時
間
に
関
す
る
国
際
労
働
諸
基
準
を
、
未
だ
か
っ
て
一
つ
も
批

准
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　　
（
三
）
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
意
識
の
向
上

　

Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
を
批
准
し
、国
内
に
お
い
て
実
体
化
す
る
上
で
不
可
欠
な
の
は
、日
本
の
政
労
使
な
ら
び
に
一
般
社
会
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー

平
等
意
識
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
法
制
の
整
備
は
、
必
要
条
件
で
は
あ
る
が
、
充
分
条
件
で
は
な
い
。
出
生
時
か
ら
始
ま
る
家
庭
教

育
、
そ
れ
に
続
く
す
べ
て
の
レ
ベ
ル
の
学
校
教
育
、
労
働
組
合
員
教
育
や
企
業
の
社
員
研
修
、
一
般
市
民
に
対
す
る
社
会
教
育
な
ど
を
通
し
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て
、
人
権
尊
重
な
ら
び
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
意
識
を
育
成
す
る
啓
蒙
活
動
を
強
力
に
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

註⑴　

第
１
図
「
正
規
労
働
者
及
び
非
正
規
労
働
者
の
推
移
」、（
独
）
労
働
政
策
研
究
・
研
修
修
機
構
、「
雇
用
形
態
に
よ
る
均
等
処
遇
に
つ
い
て
の
研
究

報
告
書
」
平
成
二
三
年
七
月
、
九
一
頁
。

⑵　

第
２
図
「
女
性
の
年
齢
階
級
別
労
働
力
率
の
推
移
」、内
閣
府
「
平
成
二
三
年
版
男
女
共
同
参
画
白
書
─
チ
ャ
ン
ス
を
分
か
ち
、未
来
を
拓
こ
う
」、五
四
頁
。

⑶　

第
３
図
「
正
規
労
働
者
及
び
非
正
規
労
働
者
の
推
移
（
性
別
）」、
註
⑴
の
報
告
書
、
九
五
頁
。

⑷　

第
４
図
「
雇
用
形
態
別
年
間
所
得
の
分
布
」、
同
上
報
告
書
、
一
〇
九
頁
。

⑸　

長
谷
川
真
一
「
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク　

世
界
と
日
本
の
課
題
」、
労
働
調
査
会
「
労
働
経
済
春
秋
、
二
〇
〇
九
年
春
第
一
巻
、
三
二
頁
。　

⑹　

木
村
愛
子
「
賃
金
衡
平
法
制
論
」、
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
一
年
六
月
一
五
日
、
一
七
〜
二
〇
頁
。

⑺　

木
村
愛
子
編
著
「
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
」、（
財
）
日
本
Ｉ
Ｌ
Ｏ
協
会
、二
〇
〇
九
年
、参
照
。
木
村
前
掲
書
、四
〇
〜
四
三
頁
。

⑻　

酒
井
和
子
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
研
究
会
報
告
の
ポ
イ
ン
ト
と
パ
ー
ト
法
改
正
の
動
き
」、「
Ｎ
Ｗ
Ｅ
Ｃ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム2011

」、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
６

報
告
、
二
〇
一
一
年
一
〇
月
二
二
日
。

⑼　

木
村
前
掲
書
、
二
一
七
〜
二
四
七
頁
。

⑽　

Ｉ
Ｌ
Ｏ
「
第
三
一
二
回
理
事
会
報
告
書
」、
Ｇ
Ｂ
、
三
一
二
／
Ｉ
Ｎ
Ｓ
／
一
五
／
三
、二
〇
一
二
年
一
一
月
、
一
五
頁
。
お
よ
び
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
労
働
者
側

代
表
理
事
、
桜
田
高
明
氏
の
報
告
、
日
本
Ｉ
Ｌ
Ｏ
協
議
会
会
報
第
四
号
所
収
、「
第
三
一
二
回
理
事
会
出
席
政
労
使
代
表
理
事
座
談
会
」、
二
〇
一
二
年

二
月
発
行
。

⑾　

一
九
八
〇
年
代
に
経
営
側
や
自
民
党
政
府
に
よ
っ
て
喧
伝
さ
れ
、
こ
れ
に
少
な
か
ら
ぬ
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
た
ち
が
追
随
し
た
「
男
性
並
み
」
に

働
く
女
性
は
平
等
に
処
遇
す
る
と
い
う
、い
わ
ゆ
る
「
保
護
抜
き
平
等
論
」
は
、Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
男
女
平
等
処
遇
の
理
念
に
根
本
的
に
背
反
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
が
女
性
非
正
規
労
働
者
の
拡
大
の
一
因
と
な
っ
た
。
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第1図　正規労働者及び非正規労働者の推移

第2図　女性の年齢階級別労働力率の推移
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第3図　正規労働者及び非正規労働者の推移（性別）

第4図　雇用形態別年間所得の分布
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